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概 況

１９９９年のわが国経済は、アジア経済の回復などの影響も加わり、緩やかな改善傾向を示したものの、

未だ民間需要に支えられた自立的回復には至っていない。

一方、アメリカ経済は、IT（情報技術）関連投資が牽引役となり、景気は引き続き拡大の様相を見せ
ており、また欧州経済も概して改善の動きが強まっている。またアジア諸国についても、前年の経済危

機以降、１９９９年に入り急速に持ち直していることから、総じて世界経済は回復を見せつつあるといえる。

このような経済状況を反映し、１９９９年の世界海上貿易量は５１億トン、このうちわが国については輸出

が約１．２億トン、輸入が約７．５億トンとなり、前年に比し、重量ベースで増加した。これは世界全体の約

１７％を占めている。

しかしながら、日本籍商船船腹量は６，１４０隻、約１，６２０万 G�T、２，３４３万 D�Wとなり、G�Tベース
で約４％、D�Wベースで約５．５％と前年に引き続き減少したが、日本商船隊に占める外国用船�仕組
み船は増加しており、依然、わが国外航海運は外国用船等を中心に構成されている。

荷動きを部門別に見ると、定期船部門においては、米国、アジア諸国の好調な経済情勢を反映し、両

地域間の荷動きは米国向けが１０％超の増加、過去最高の６００万 TEU台を記録した他、アジア向けにつ
いても、５％超の増加となったものの、インバランス率は前年に比し、一層拡大した。一方、欧州�ア
ジア地域間の荷動きは堅調に推移した。

しかしながら、一般不定期船�油送船部門の市況は低迷を続け、厳しい対応を迫られた。
当協会は、厳しい競争市場原理に晒される外航海運企業においては、諸外国と同等の競争環境の整備、

いわゆる国際的イコールフッティング他の競争力強化策を始め、規制緩和等社会・経済の急速な変化に

対応した構造改革の推進等諸施策の早期実現を関係方面に対して精力的に求めた結果、港湾法を含む他

港湾関係法の改正により海外諸国港湾と遜色のないサービス提供が期待される等、その実現に向け、着

実に歩みつつある。

官労使の間の懸案事項であった国際船舶制度は、STCW条約に基づくわが国政府による承認試験が
２０００年初に実施され、承認船員が日本籍船（国際船舶）に船舶職員（船長、機関長以外）として乗り組

むことが可能となった。

また、コンピュータシステムのいわゆる「２０００年問題（Y２K）」については、初期の段階から運輸省
等関係方面の関係者と幅広く具体的な対策を検討し、周知に努めた結果、ほとんどの海運事業者におい

て必要な対応は完了し、そのため、年明け後もこれに起因する事故等の発生は皆無であった。

当協会は、さらに環境問題の今後の重要性に鑑み、総合的な環境対策の推進を目的とする「環境対策

特別委員会」を設置し、船社が共同して達成すべき目標（政策提言）の作成、それに至るための業界行

動指針の策定を決定した。

一方、日米欧においては、運賃同盟や協議協定に対する独禁法の適用除外について、近年、これを見

直す動きが高まり、その結果、制度自体は維持するも、時代の要請に応える形でより競争促進的な環境

整備を図る方向で法改正や論議が行われている。さらに米国においては、昨年１０月に同制度のほぼ全面

的な廃止を求める法案が提出されたほか、OECDにおいても、同年５月に同事務局より、規制改革プ
ロジェクトの一環として、同制度の見直し案が提出される等世界貿易全体の健全な発展に寄与すると考

えられる船社協定の活動排除の動きがあり、今後とも事態の推移を注視する必要がある。

また、１９９９年１０月に当協会会員会社運航船舶が海賊に襲われる等、近年、東南アジア等において頻発

化、凶悪化する海賊行為は、乗組員の生命が危険に晒され、また貨物被害、船体被害に因っては海洋汚

染に繋がることもあり得、一層深刻な問題となっている。当協会では、海賊防止対策会議の設置、対策

強化に努めてきたところではあるが、同時にわが国政府や周辺各国・国際機関等が一刻も早い有効策を

講じるよう、働きかけを強化している。

内航海運については、１９９８年に導入の内航海運暫定措置事業により、船舶解撤は進んだものの国内景

気の低迷、一層の物流合理化の要請等により、船腹過剰は解消されず、市況は低迷している。輸送需要

の減退等内航海運を取り巻く環境は非常に厳しいものがあるが、国内物流、特に石油、鉄鋼等の基幹産

業物質の輸送に大きな役割を果たす輸送モードとして、今後とも、新たな成長に向けた構造改革のため

の環境整備を積極的に推進していく必要がある。
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１・１ 海運対策の推進

１９９７年５月３０日に海運造船合理化審議会（海造審）

が取りまとめた「新たな経済環境に対応した外航海

運のあり方について」には、�船舶税制、�船員税

制、�日本人船員の確保・育成策、�政策金融の充

実、�国際船舶の配乗体制、外国人船員の資格等、

	その他の６項目について必要とされる措置事項が

示されているが、それについての措置・検討状況は

資料１―１のとおりである。

これらの検討は、当協会は、海造審、海造審海運対

策部会小委員会、SECOJ国際船舶制度推進調査委員

会で行われてきた。こうした会議では、外航海運を

めぐる具体的な課題を整理しその解決策につき鋭意

検討を行っており、特に SECOJ国際船舶制度推進

調査委員会の下部機構として設けられた官労使の実

務者および学識経験者をメンバーとする「国際船舶

制度に係る教育訓練スキーム及び外国人船員に対す

る資格付与の方法に関する検討会」では、国際船舶

における日本人船長・機関長２名配乗体制の実現と、

日本人船員の確保育成策としての若年船員プロジェ

クトの２点の具体化につき、鋭意検討が行われた。

当協会はこうした場を活用して船・機長２名配乗

の国際船舶の実現に全力を挙げるとともに、海運税

制の維持・拡充に努めるなど、船主意見の反映を行

ってきた。本年度中に進展があった事項としては、

マニラで承認試験が行われ、試験に合格した外国人

承認船員を配乗した国際船舶が３隻（うち２隻は船

長・機関長２名配乗船舶）誕生したこと、国際船舶に

関する登録免許税の軽減措置（所有権保存登記、抵

当権設定登記ともに本則４�１０００が１�１０００に軽減）

が２００１年度末まで延長されたことなどが挙げられる。

なお、国際船舶制度、規制緩和、税制など個別の

進展状況の詳細については、各項目に委ねる。

この章のポイント

・運輸大臣の承認を受けた外国人船舶職員（承認船員）

が乗り組む国際船舶が誕生。

・国際的なイコール・フッティング実現に向け、規制緩

和を関係省庁等に継続要望。「必置資格」の見直しにつ

いても新たに検討を開始。

・海上輸送の高質化を目指すクオリティシッピングの利

用促進を目した環境作りが世界的に拡大。

・環境保護の観点に立ったシップ・リサイクリングの動

きに関する現状。

・今年度税制改正において船員教育訓練施設の特別償却

制度、国際船舶に係る登録免許税の軽減措置等が延長。

１ 海運政策

１・１ 海運対策の推進

１・２ 国際船舶制度

１・３ 海運関係分野の規制緩和の一層の推進

１・４ クオリティ・シッピングの推進

１・５ 船舶リサイクル（解撤）問題

１・６ 平成１２年度海運関係予算

１・７ 平成１２年度海運関係税制制度

１・８ 外国における船舶所得等に対する課税

状況

１・９ トン数標準課税方式

１・１０ 当協会会員会社の１９９８年度設備資金借

入状況
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１・２ 国際船舶制度

１９８５年のプラザ合意以降の円高の影響と維持コス

トの高さによる日本籍船および日本人船員の減少が

懸念される中、１９９５年の運輸省海上交通局長の私的

懇談会でまとめられた報告書『日本商船隊浮上への

試練』の提言を基に、１９９６年３月から１９９７年５月ま

で海運造船合理化審議会において国際船舶制度の拡

充策について検討がなされ、報告書『新たな経済環

境に対応した外航海運のあり方』が取りまとめられ

た。報告書に盛込まれた施策のうち、国際船舶にお

ける日本人船長・機関長２名配乗体制の実現および

日本人船員の確保育成策については、�日本船員福

利雇用促進センター（SECOJ）の「国際船舶制度に

係る教育訓練スキーム及び外国人船員に対する海技

資格の付与の方法に関する検討会」（座長：加藤俊

平東京理科大学教授、以下「SECOJ検討会」）にお

いて検討が行われた。これらの施策の進捗状況は以

下のとおりである。

１・２・１ 国際船舶における日本人

船・機長２名配乗体制

１９９８年５月の船舶職員法の改正を受け、１９９９年５

月に同法が施行され、「船員の訓練及び資格証明並

びに当直の基準に関する国際条約（STCW条約：In-

〔資料１ １〕 海造審報告（１９９７年５月）の施策とその後の措置・検討状況（２０００年７月１日現在）

項 目 １９９７年５月海造審報告 措置および検討状況等

船 舶 税 制

船 員 税 制

日本人船員の確保・育
成策

政策金融の充実

国際船舶の配乗体制、
外国人船員の資格等

そ の 他

特別償却および圧縮記帳制度は海運政策の
重要な柱。
また、登録免許税、固定資産税の特例措置
の拡充を推進。

実現可能な方策についてさらに検討。

官労使が協力して、若年船員を対象として、
実践的な教育訓練スキームの早期確立。

官民の役割分担に配慮しつつ、所要資金の
確保、弾力的運用に努める。

国際船舶にあっては、船長および機関長は
日本人であることを原則。また、船員の就
労体制、養成期間を考慮すれば、それに応
じた予備員、養成船員が必要。
国際船舶について、日本人船長・機関長２
名配乗体制で運航できるよう、その他の職
についての外国人船員に対する海技資格付
与等の実施に向けて検討。

わが国外航海運の国際競争力の確保、高コ
スト構造の是正等の観点から、阻害要因を
除外していくことが必要。

１９９８年度末が適用期限となっていた船舶の特別償却制度は、２０００年
度末まで適用期限を延長。
国際船舶に対する税制措置
・１９９９年度税制改正により、登録免許税の軽減措置（本則４�１０００
を１�１０００に軽減）の対象に船齢５年未満の船舶を追加したほか、
国際船舶の範囲を見直した（２００１年度末が適用期限）。

・固定資産税の軽減措置（１�１５）は２００１年度分まで適用。

官労使で構成される海運関連税制勉強会（座長：山下学東京経営短
期大学助教授）において船員税制につき検討するも、具体化には至
っていない。

国際船舶制度に係る教育訓練スキームとして、若年船員養成プロジ
ェクトが１９９８年１０月よりスタート（第１期訓練生は１１名、第２期訓
練生１６名）。
外航船員就労対策事業費補助金として、２０００年度には「若年船員養
成プロジェクト」に７，６００万円、国際船舶制度推進事業費補助に４００
万円が認められた。

日本政策投資銀行融資の運用が弾力化され、ドル建て融資等が可能
となった。

１９９９年５月、改正船舶職員法施行。これにより、国際船舶に乗り組む
外国人船員に日本の海技資格を付与するための法的裏付けがなされ、
２０００年３月末までに、承認船員を配乗した国際船舶が３隻実現した
（うち２隻は、日本人船・機長２名配乗船）。船員法関連資格のう
ち「衛生管理者」資格と２００２年２月以降航海当直職員全員に必要と
なる電波法上の資格については簡便な方法で外国人船員に付与する
方法を確立すべく、関係省庁に働きかけを行っている。

政府は、１９９８年度を初年度とする「新たな規制緩和推進３か年計画」
を推進。
当協会としても、未解決事項の実現に向け、さらなる規制緩和・撤
廃を要望している。

１．海 運 政 策
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ternational Convention on Standards of Training,

Certification and Watchkeeping for Seafarers）」の

締約国が発給した資格証明書受有者は運輸大臣の承

認を経て日本籍船に職員として乗船できることとな

った（船協海運年報１９９９参照）。

２０００年１月にフィリピンのマニラ市で初の承認試

験が実施され、４８名（航海士２３名、機関士２５名）が

受験し全員合格した。２月には同じくフィリピンに

おいて英語による船舶料理士の試験が実施され、受

験者２７名全員が合格した。本年２月初めから行われ

た外航労使交渉では承認船員配乗の国際船舶に乗り

組む日本人船員の労働条件に関して協議し、２月２９

日に当面の問題について合意に達した。

この合意を基に関係船社において調整が行われた

結果、３月末までに日本人船長・機関長２名配乗船

２隻を含む３隻の初の承認船員配乗の国際船舶が誕

生した（８・３・１参照）

国際船舶を実効あるものとし、既存船を日本人船

長・機関長２名配乗体制に円滑に移行することが必

要であることから、その実現に向け、運輸省ならび

に関係省庁に引き続き強力に働きかけを行うことと

している。

１・２・２ 若年船員養成プロジェクト

若年船員養成プロジェクトは、外航商船での乗船

訓練など実践的な訓練を通して即戦力として活躍で

きる能力を身につけた日本人船員を養成することを

目的に１９９８年度予算の８，６００万円を得て開始された。

本プロジェクトの第１期訓練生１３名は１９９８年１０月

から２ヶ月の座学研修を経て、シミュレーターによ

る乗船前訓練の後、当協会会員会社が提供する訓練

船に乗船し、最終的には１１名（航海科１０名、機関科

１名）が訓練を終え、２０００年４月から後期座学を受

講しており、併せて就職活動を行っているところで

ある。第２期訓練生１６名（航海科１５名、機関科１名）

は現在乗船訓練中である。第３期生（定員１８名）に

ついては現在訓練生を募集しているところである。

本プロジェクトは２０００年度にも７，６００万円の予算

を得たが、１期・２期とも訓練生が募集人員より大

きく下回っていること（各３０名の定員に対し、１期

生１１名、２期生１８名）、訓練生の就職が予想より困

難なことなどから SECOJ検討会において現行スキ

ームの見直しが開始されている。当協会では引き続

き SECOJ検討会において船主の意見反映に努める

とともに、訓練船の提供等船社として応分の協力を

していくこととしている。

１・３ 海運関係分野の規制緩和の一層の推進

政府は、行政改革の一環としてわが国経済社会の

抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれた自己責

任原則と市場原理に立脚した自由で公正な経済社会

を作り上げていくため、規制緩和推進計画を策定し、

同計画に沿って規制緩和を推進している。

１９９４年１２月、政府は行政改革委員会の下に規制緩

和小委員会を設置し、１９９５年３月３１日に「規制緩和

推進計画」を閣議決定した。わが国初の規制緩和へ

の具体的な取り組みであるこの３か年計画は１９９７年

度末に終了したが、引き続き１９９８年度を初年度とす

る新たな「規制緩和推進３か年計画」が策定された。

現在、行政改革推進本部の下に設置された規制改革

委員会（１９９９年４月、「規制緩和委員会」は「規制

改革委員会」に改称）が諸規制の撤廃・緩和に向け

た検討を行っている。

当協会は、こうした政府の取り組みに対し、当初

より海運関係分野での規制緩和要望を行ってきた。

その背景には、ボーダーレスな市場において諸外国

１．海 運 政 策
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の海運企業に劣らぬ経営効率を達成するための努力

を行っている日本の外航海運企業にとって、わが国

特有の諸規制や高コスト構造が自由な企業活動を行

う上で大きな障壁となっている現実がある。グロー

バル・スタンダードに照らして国内法制・税制等を

改善し、諸外国との競争条件を同等のものにする、

いわゆるイコール・フッティングを実現するため、

当協会は、１９９５年３月から１９９９年３月までの間、同

じ年度内に再度行った要望も含め計１０回にわたり、

規制改革委員会や運輸省をはじめとする関係省庁に

要望書を提出している。

１９９９年度の当協会の取り組みは、次のとおりであ

る。まず、会員全社に対し１９９９年６月に実施したア

ンケートの回答を基に関係各委員会にて検討、取り

まとめを行い、１０月２９日に運輸大臣および政府の規

制改革委員会委員長（宮内義彦オリックス社長）に

３６項目からなる要望書を提出した。

（資料１―２参照）

翌２０００年１月に出された「運輸省における内外の

規制緩和意見・要望等の検討状況」等各省庁のいわ

ゆる「中間公表」において措置困難や引き続き検討

とされた項目の中から業界として早急な規制緩和を

求めるものとして、２月２９日、当協会は運輸大臣に

対し、船員保険の被保険者資格の問題をはじめとす

る９項目につき再要望を行った。（資料１―３参照）

一方、経団連も規制緩和要望を取りまとめている

ことから、１９９９年７月、経団連に対し、次の５項目

を経団連要望に盛り込むよう要請した。

・輸出入・港湾諸手続きの簡素化・情報化

・船員保険の被保険者資格の見直し

・船員職業紹介事業等の許可

・航海実歴認定制度の改善

・船舶不稼働損失保険の海外付保の自由化

これを受け、１０月１９日、経団連は４５１項目からな

る規制緩和要望「大胆な規制改革の断行を求める」

を政府に提出した。

１９９９年１月中旬に各省庁が発表した中間公表を受

け、経団連は２月８日、「規制改革に関する重点要

望」を取りまとめた。本再要望は、政府の対応が不

十分と判断される事項の中から、経団連が特に緊急

度・重要度が高い３９項目を取り上げ関係省庁の早急

な対応を求めたもので、当協会が要望した輸出入・

港湾手続きの簡素化、情報化も盛り込まれている。

これらの要望を受け、政府は３月３１日、「新たな

規制緩和推進３か年計画」の再改定を閣議決定した。

当協会要望のうち、今回の改定により新たに規制緩

和の対象となった項目は、第三級海上無線通信士認

定講習（英語の講習時間の短縮）、火薬類（コンテ

ナ貨物）の夜間荷役、危険物積載船のレーダーの試

運転、安全対策確約書の手続、ねずみ族駆除証明書

および駆除免除証明書の有効期間の延長、船舶登記

制度と船舶登録制度の一元化の６項目であった。ま

た同計画策定時（１９９８年３月末）より規制緩和の対

象となっているが、措置が２０００年度以降にわたるも

のとして、港湾運送事業に係る規制、輸出入手続き

等の情報化など４項目が盛り込まれている。（資料

１―４参照）

なお、１９９９年度当協会要望項目に対する規制緩和

の進捗状況は１９９９年度末現在、資料１―５のとおり

である。

こうした個別の規制緩和と並行して、「必置資格

の見直し」という切り口からの横断的な検討が進め

られている。「必置資格」とは、船舶料理士、衛生

管理者、無線従事者など一定の事業所等でその資格

を持つ者を管理監督者等として配置することが義務

付けられている資格である。これら必置資格の現状

について規制改革委員会が調査したところ、必置の

必要性、必置の態様、資格取得方法等について合理

性に疑問があると考えられる規制が見受けられた。

これを受け、同委員会は１９９９年１２月１４日に取りまと

めた「規制改革についての第２次見解」において、

必置資格についてもその見直し・改善を図るとの方

針を示した。当協会は、３月に会員に対し必置資格

の見直しに関するアンケート調査を実施し、その結

果に基づき３月１７日、要望を行った。（資料１―６参

照）

１．海 運 政 策
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２０００年度末の計画改定に向けて、今後、関係者間

で鋭意検討が進められることとなっている。

当協会は今後とも、これら要望事項の早期実現に

向けて働きかけを行っていくこととしている。

〔資料１―２〕 ＊新規項目については、参考までに（新規）と表示した。但し、要望の趣旨が継続している項目は除く。

海運関係規制緩和要望項目

１９９９年１０月２９日

�日本船主協会

�．制度上改善すべき項目

１．わが国港湾の効率的運営を実現し、国際競争力を改

善するための全般的な見直し（円滑な国際物流を可能

とする観点から）

◯１ 港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資

産税）ならびに諸料金（入港料等）の適正化

船舶には、入港に際して、とん税、特別とん税、

船舶固定資産税の港湾関係諸税、ならびに入港料等

の港湾関係諸料金など様々な公租公課等の負担が課

されており、これらの徴収の考え方を明確にした上

で、諸外国のそれらと比べての負担水準の適正化を

図る。

◯２ 外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化

料金設定方法（個別原価主義による）を見直し、

荷動きの実態や公共埠頭料との格差等を勘案した、

より弾力的で国際競争力のある料金設定を可能とす

る。

◯３ 港湾運送事業法の改正ならびに更なる規制緩和の

推進

運輸政策審議会の最終答申に沿って港湾運送事業

法の改正を早期に実現するとともに、本答申で対象

となった主要９港以外の諸港についても規制緩和へ

の検討が継続して行われるべきである。

◯４ 通関・保税業務をはじめとする輸出入・入出港手

続き全般の簡素化とEDI・ペーパーレス化（詳細は

別紙参照）

２．国際船舶制度への日本人船長・機関長２名配乗体制

の推進

国際船舶における原則日本人船長・機関長２名配乗体

制については、外国資格受有者の承認制度の創設を含む

船舶職員法改正法案が１９９８年５月の通常国会で可決、成

立した。今後、２名配乗体制を実現するために必要な資

格を外国人船員が容易に取得できるよう、関連法規を整

備することが必要。

３．船員保険の被保険者資格の拡大

（要望提出時は「船員保険の被保険者資格の見直し」

としていた。）

日本籍船を所有または裸用船することができなくなっ

た事業主が雇用する船員については、原則として船員法

に規定する船員ではなくなるため、船員保険被保険者資

格を失うこととなる。この場合、現在は１年以内に当該

事業主が日本船を所有する旨の確約書を提出することに

より資格継続を可能とする措置が講じられているが、こ

のような特例によらず、例えば船員法上の船員の範囲の

見直し、船員保険法の特別加入制度の創設、あるいは、

船員職業紹介事業等の許可の要望とも関連するが、有料

の労務供給事業を船員職業安定法上で認め、同事業を営

む事業主の雇用する船員については、外国籍船に雇い入

れされる場合も含めて、船員保険の被保険者資格を付与

する等により船員保険の被保険者資格が継続できるよう

にするための見直しが必要。

４．船員職業紹介事業等の自由化

船員に対する有料職業紹介所の設置等に関する ILO

第１７９号条約の批准、および国内法制化については「船

員職業紹介等研究会」で検討中であるが、条約の趣旨と

陸上における職業紹介事業等の現状を踏まえ、船員につ

いての労務供給事業、職業紹介事業等の自由化を実現す

るための船員職業安定法の改正が必要。
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�．実務上改善を要する項目

〈船員関係〉

５．海技免状の受験資格としての乗船履歴に係るトン数

区分の見直し（STCW条約要件に合わせる）

海技免状の受験資格としての乗船履歴に係るトン数区

分の見直しについては、STCW条約の要件と一致して

いないので、将来的には整合性を図る必要がある。

過渡的には、条約要件に合わせた新たな規則の下で、

従来の乗船履歴をどのように認定するか等の問題発生が

予想されるので、これらの問題も含めて検討することが

必要。

〈船舶無線関係〉

６．主任無線従事者制度受講義務の簡素化

主任無線従事者に対する講習は、最初の講習が選任６

カ月以内、その後の講習が前回の講習終了後３年以内と

されているが、船舶無線局の無線従事者は、陸上無線局

とは異なり乗下船を繰り返しており、定められた講習期

日が下船期間中に合致するとは限らない。船舶無線局の

無線従事者に対しては、講習周期の見直しや再講習に代

わる通信教育の導入等を図ることが必要。

７．主任無線従事者・無線従事者選（解）任届の簡素化

無線局の免許人は無線従事者を選（解）任した時は遅

滞なくその旨を郵政大臣に届け出ることとされているが、

船舶無線局の無線従事者の選解任は頻繁に行われること

から、本届出の簡素化を図るべきである。例えば、船長

を免許人の代理とし、無線従事者を選解任した時は責任

を持って所定の様式に記録しておき、無線局検査の際に

同記録を提出するなどの簡素化が必要。

８．三級海上無線通信士認定講習に必要な実歴要件の緩

和（新規）

三級海上無線通信士認定講習の受講には、第一級海上

特殊無線技士資格取得後３年の実歴が必要とされている

が、この実歴を短縮することが必要。

９．三級海上無線通信士認定講習のうち英語に係る講習

時間の短縮（新規）

三級海上無線通信士の認定を受けるには６３時間の講習

が課せられており、そのうち３３時間が英語の講習に費や

されている。講習を受ける者は、海技士（航海�機関）

の資格取得時にも英語を履修していることから、講習時

間を軽減することが必要。

１０．船舶局無線従事者証明に係る講習開催日の変更

（新規）

船舶局無線従事者証明に係る講習は、現在、７月と１

月に実施されているが、この講習の開催日を三級海上無

線通信士の国家試験（９月と３月に実施）の直後とし、

受講者の便宜を図ることが必要。

１１．電波法無線従事者規則（試験科目）の見直し（新規）

電波法無線従事者規則では、「和文による送話および

受話」の試験を義務付けているが、現在、和文通話表に

よる和文の電送は全く使用されていない。航空無線通信

士の試験は欧文だけであることなどを踏まえ、本科目を

削除することが必要。

１２．義務船舶局等の無線設備に関する操作規定の見直し

義務船舶局の無線設備の通信操作は、モールス通信設

備の通信操作、重要通信に関する通信操作等の特殊な通

信技術操作を除けば、簡単な操作として、通信長の管理

の下で全ての機器に関する操作が一般乗組員に可能と思

われることから、主任無線従事者を選任しなくともこれ

ができるよう全面的に見直すことが必要。

１３．GMDSS船搭載無線機器の陸上保守点検間隔を６ヵ

月から１年に延長する。

１９９２年に GMDSS制度が導入された際、暫定的に６

ヵ月毎の陸上業者による保守整備を定めたが、最近の無

線機器は品質も向上し、自己チェック機能も備えている

ことから、６ヵ月毎の陸上業者による保守整備は不必要。

１４．インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し

インマルサット船舶地球局については、船舶の運航管
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理者が免許人になれないため、現在、免許人は全船舶と

も KDDである。GMDSS船では、インマルサットＣが

強制要件であり、責任管理体制を考慮すると免許人は本

船の運航管理者とすることが望ましく、船舶無線局と同

様、本船に設備されているインマルサット船舶地球局の

免許人についても船舶運航管理者とすることが必要。

１５．船舶局における短波帯周波数についてスポット周波

数指定方式を変更し、ITUによって国際的に認められ

た全ての周波数を一括指定すること。

短波帯の希望周波数は、就航航路により利用海岸局並

びに同局の使用周波数を考慮して決定しているが、就航

航路の変更等が生じた場合は選定しなおさなければなら

ず、特に一時的な就航航路変更に対する対応は煩雑かつ

膨大な作業となるので、ITUによって国際的に認められ

た全ての周波数の利用を可能とすることが必要。

〈検査関係〉

１６．石油備蓄法に基づくGPS精度鑑定およびGPS測

位記録紙の提出の廃止

石油備蓄法により、日本領海に入域したタンカーに対

し、入港するまでの船位の記録の報告を義務付けている。

また、GPS受信機の船位測定精度維持を確認するため、

２年に１回の割合で資源エネルギー庁が認めた検査機関

による検査が義務付けられている。しかしながら、当該

検査については、GPS受信機は型式検定により担保さ

れているばかりではなく、船舶安全法に基づく船舶検査

の対象（近代化船）でもあり、また、記録紙についても

他の文書を活用できると思われるので、これらを廃止す

ることが必要。

〈港湾・海務関係〉

１７．危険物積載船の入港および荷役に際しての危険物貨

物の数量制限の緩和

危険物の荷役許容量については、日本海難防止協会（日

海防）の委員会で合意され、１９７４年に規則として制定さ

れたものであり、今日までの貨物のコンテナ化、危険物

規則の度重なる発展的改正および危険物を収容する容器

の進化等を勘案し、荷役許容量を見直すべきである。

先般、日海防で行われた「船積み危険物の性状・荷役

許容量等に関する調査研究委員会」においても同様の意

見が出されている。

危険物積載船が、「危険物船舶運送および貯蔵規則」（危

規則）に基づき船舶の安全を確保することは、港内の安

全および秩序を維持することと密接に関係しており、国

際的には同規則の基となっている IMDGコードに基づ

き、危険物積載船は危険物運送のための安全対策を実施

し諸外国の港に入港している。一方、日本に寄港を予定

している船舶については、港則法に基づき危険物積載量

が制限されているが、船舶の安全性が危規則および SO-

LAS条約等国際規則に基づき確保されている以上、安

全性について検討すべき事項は、危険物積載量ではなく

荷役時のハンドリング技術および岸壁に一時的に置かれ

る危険物の総量であり、今日の荷役時のハンドリング技

術の向上とコンテナ化等による危険物貨物の速やかな搬

出状況を考慮すれば、その数量制限の緩和は可能である

と考えるので、標記要望について再度検討願いたい。

１８．危険物を積載したコンテナ船の夜間荷役の制限の緩

和

昼間と同様の安全性が得られ難いことから、IMO

Class１の夜間荷役が禁止されているが、コンテナバー

スにおいては危険物積載の有無にかかわらず夜間荷役作

業の安全性確保のため必要な照度を確保しており、それ

を前提に緩和を検討すべき。

１９．危険物積載船の荷役終了後桟橋でのレーダーの試運

転許可について（新規）

港則法に基づく危険物荷役許可申請に対する許可基準

において、原油タンカーおよび LNG�LPG船等に対し、

着桟中の本船レーダーの使用が禁止されており、本船の

荷役終了後においても、着桟中のレーダーの試運転がで

きず離桟後の試運転を求められ、船員法第８条に基づく

発航前の検査が困難な状況がある。もちろん、荷役中の

レーダー使用は、防爆性の点から禁止されることは理解

できるが、荷役終了後については、ガス等の発生は考え
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られず、発航前の試運転を許可すること。

２０．ダブルハル化により１５万総トン以上となる船舶の浦

賀水道航路航行制限の見直し

航行指導等による書面での通達は出ていないが、現実

的には浦賀水道を航行する１５万総トン以上の船舶は、

０４：００から０８：００間の北航および１６：００から２０：００間の

南航を制限されているため、出入港時間が制約され、ス

ケジュール調整などにより大きな経済的負担を被ること

もある。特に、現在規制の対象となっていない VLCC

等の船型であっても、今後はダブルハル船として建造さ

れることとなるため１５万総トンを超えることとなる。こ

の結果、これまで規制対象外であったものがより安全な

構造を採用したために規制対象となる矛盾を生ずるとと

もに、操縦性能には特に変化がないことから、規制の廃

止あるいは載貨重量トン数の採用等その基準の見直しが

必要。

２１．２万５千総トン以上の液化ガスタンカーに対する航

行安全指導および安全対策確約書に基づく東京湾、伊

勢湾、瀬戸内海への夜間入出域制限の撤廃について（新

規）

浦賀水道航路および伊良湖水道航路（日出１時間前か

ら日没までの間に航路に入る）、備讃瀬戸東・北・南航

路および水島航路（巨大船は昼間に航路航行）、来島海

峡航路（巨大船は昼間の憩流時または弱順潮流時に中水

道を航行）、友ケ島水道・釣島水道および豊後水道（速

吸瀬戸を含む）等の狭水道（できる限り夜間には通峡し

ない）等の航行安全指導および安全対策確約書によって、

東京湾、伊勢湾および瀬戸内海への夜間入出域が制限さ

れている。当該船舶の本邦バース着桟可能時間は、ほと

んどのバースが日出から日没３時間前となっており、入

湾について制限を撤廃することによって、日出に合わせ

た船舶の入港が可能となり、現在湾口付近で時間調整の

ために行われているドリフティング等による付近航行船

舶の安全航行に与える影響の緩和と物流の効率化につな

がる。また、本邦バース離桟可能時間はほとんどのバー

スが日出から日没となっており、荷役を終了し離桟後、

当該航路に制限時間内に入れない場合、当該港での錨泊

等による滞船を余儀なくされ、船舶の効率的な運航を阻

害するとともに、港内の潜在的な危険度が増加する。

バースの離着桟時間制限もあり該当船舶は限られてい

ること、また、近年の船舶性能の向上（操縦性、航海設

備）、航行管制等による安全性の改善を考慮すると、上

記規制撤廃による効果が大きく、早急な撤廃が望まれる。

２２．本邦に初めて入港するタンカーに提出義務が課せら

れている「安全対策確約書」の撤廃を含めた記載内容

の見直し等について（新規）

２万５千総トン以上の液化ガスタンカーが本邦の港に

初めて入港する場合、および２２万重量トン以上の大型タ

ンカーが貨物を積載し東京湾に初めて入湾する場合、保

警安第４１号の４（平成１０年６月４日）に記載の様式に基

づき安全対策確約書を作成し、管区の海上保安本部に提

出することが規定されているが、その記載内容について

は、海上保安庁に提出が義務づけられている入港届およ

び危険物荷役許可申請、緊急措置手引き書等、その他の

書式で十分に記載内容が担保されており、廃止または記

載内容の見直しを要望する。また、記載内容の見直しを

行う場合には、その提出先等手続きの簡素化を要望する。

現在は、管区の海上保安庁に提出後、関係管区の保安

部所等にその写しが当該船社により送付されているが、

事務手続き作業の簡略化を図ることが望まれる。

２３．ねずみ族駆除免除検査証書の有効期間の延長

国際条約（International Health Regulation）では標記

証書の有効期間を６ヵ月とし、さらに１ヵ月延長の採用

を各国政府に委ねている。わが国では当該１ヵ月延長を

認めていないが、外国政府の発給した１ヵ月延長の証書

も認めていない。当該証書は国際条約に基づき政府が発

給するものであり、有効性を認められるべきである。

２４．内航海運（沿海船）航行可能領域の拡大（新規）

内航船舶の航行区域（沿海区域）は、一部規制緩和さ

れているが、原則として離岸距離２０海里以内の水域とさ

れている。しかしながら、本規制によると、地理的形状
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により、発着地間の最短距離を直線航行できなくなるこ

と等から、航海距離が長くなり、その分多くの時間と燃

料を必要とするなど内航海運の運航効率を低下させてい

る。また、本州～沖縄航路の一部において「近海海域」

が存在するため、沿海資格船舶での航海ができない。

現在、内航船舶の設備・構造も近代化され、安全性も向

上している。また、モーダルシフト推進の観点から内航

海運の効率的な活用が一層求められており、沿海資格船

舶の直線航行が可能となるよう航行区域を見直す必要が

ある。

〈水先関係〉

２５．航海実歴認定制度の改善

実歴認定を受けている船長の、日本船舶以外の船舶に

おける認定行使を認めること。

〈保険関係〉

２６．船舶不稼働損失保険の海外付保の自由化

船体保険同様、日本籍船の不稼働損失保険についても、

海外付保を自由化すること。

〈客船関係〉

２７．マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可期間

の延長

乗員の上陸は１５日を超えない範囲内で許可されており、

マルシップ外航客船については、初回の申請で１５日の上

陸許可を得た後、必要な時点で再度申請することにより、

新たに１５日の上陸許可が認められている。３度目以降の

上陸許可申請は、外国へ向け出港し再度日本の港に入港

しない限り受け付けられないため、長期間、日本の各港

間を就航する船に乗り組む国人船員は２度目の上陸許可

申請が切れた後、船内での生活を強いられている。

こうした労働環境を改善するため、上陸許可期間の延

長や数次上陸許可を認めることなどが必要。

２８．日本籍船でのカジノの自由化

日本籍船上では現行刑法が適用されるため、公海上に

あってもカジノが禁止されている。国民への健全な娯楽

を提供し、クルーズ客船事業の振興を図るため、カジノの

運営が非合法とならないよう、所要の法整備を行うこと。

２９．乗客名簿等の簡素化（新規）

乗客名簿等は関係官庁（入管、税関、検疫）への提出

と本船据え置きが求められているが、提出先によりその

記載内容が異なっているため、簡素化・統一化すること

が必要。

乗客名簿等の「氏名」については、韓国人・中国人・

日本人に対して漢字とローマ字双方の記載が求められて

おり、コンピューター化を阻む要因となっている。航空

機の乗客名簿はローマ字のみであることなどを踏まえ、

どの国籍の乗客に対してもローマ字での記載のみに統一

することが必要。また、船員法上の旅客名簿の記載要件

である「住所」については、記載が不要であると思われ

るため、削除することが必要。

〈その他〉

３０．日本籍船の輸出手続きの簡素化

日本籍船を輸出する場合の手続きについては、これま

で数次にわたり簡素化がなされ、本邦出港後、輸出契約

が成立した中古船舶を外国において引き渡す（洋上売船）

際の通関手続きについては不要とされた。一方、日本籍

船を日本で引き渡す場合には輸出通関が義務付けられて

おり、外国での引き渡しと比べてかなりのコスト負担を

強いられていることから、税関への提出書類の簡素化と

統一化が必要。

また、洋上売船を行う場合、輸出承認申請を必要とし

ない一般商船については「輸出報告書」および添付書類

の提出が義務付けられている。これら添付書類の廃止、

または事後の輸出報告のみとする等手続きの簡素化が必

要。

３１．船舶国籍証書の検認手続きの簡素化

役員の国籍を確認する書類として住民票の提出が求め

られているが、その収集は非常に煩雑であるため、実質

的な確認が行い得る範囲内で手続きの簡素化を図ること

が必要。

１．海 運 政 策
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３２．船舶の登記及び登録制度の一本化

登記と登録の二元的制度の下で手続きが複雑になって

いるため、事務の合理化が図られるよう一本化すること。

３３．船舶の建造許可に当たっての手続きの簡素化

OECD造船協定が発効した際に建造許可制度全般の

見直しが行われるとされているが、制度の見直しを待た

ず手続きの簡素化が必要。

３４．船舶運航事業者の提出する報告書・届出等の簡素化

法律・省令等に基づき、各種報告書・届出等の提出が

必要とされているが、この中には他の報告等のデータと

の共有化が可能と思われるもの、報告頻度が必要以上に

高いと思われるもの等があり、これら提出書類等の廃止

を含め、簡素化が必要。

３５．外国貨物である船用品の積み込み申告等の手続き簡

素化

燃料油をはじめ船用品全般にわたって申告等の手続き

が煩雑すぎるので、諸外国並みに簡素化することが必要。

３６．指定地外交通許可申請手続きの緩和（新規）

１９９８年７月１日の ISMコードの発効に伴い安全管理

体制を確保するため、船舶内部審査員および船舶管理者

が頻繁に訪船するようになった。タンカー等の荷役時に

は、安全監督の船舶への派遣がターミナルから義務付け

られている場合が多く、また、乗組員の休息の付与と安

全荷役を確保するため、通常、支援要員の派遣が行われ

ている。

こうした特定の人員が定期的に訪船する機会が増加し

ており、従来は当該港を管理する税関に、会社の法人登

記簿の写し、訪船者の住民票・履歴書を添えて包括的申

請を行えば訪船実績により一定期間（最低３年）の指定

地外交通許可を得ることができるが、さらなる手続きの

合理化と簡素化を求めるため、大蔵省担当局に包括申請

を行うことで、全国の港における指定地外交通許可が得

られる制度の創設が必要。 以 上

〔資料１―３〕 平成１２年２月２９日

運 輸 大 臣

二 階 俊 博 殿 社団法人 日本船主協会 会長 生田 正治

平成１１年度末の規制緩和推進計画の改定についてのお願い

拝 啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より当協会会員会社の事業活動につきまして、格

別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成１１年度末に予定されている規制緩和推進３

か年計画の改定につきましては、平成１１年１０月２９日付弊

翰にて、海運関係分野の規制緩和の一層の推進をお願い

しているところでありますが、その後、平成１２年１月付

『運輸省における内外の規制緩和意見・要望等の検討状

況』におきましては、当協会から要望いたしました多く

の事項に対し、前向きなご検討をいただいたことに感謝

申し上げます。

しかしながら、同中間公表においては現段階では措置

困難や引き続き検討とされた項目も多数あり、それら項

目の実現については今後ともご尽力お願いしますととも

に、業界として早急にお願い申し上げたい項目を別紙の

通り取り纏めましたので、更にご検討の上、一層の規制

緩和を推進下さるよう重ねてお願い申し上げます。

敬 具

別 紙

�．制度上改善すべき項目

３．船員保険の被保険者資格の拡大

（要望提出時は「船員保険の被保険者資格の見直し」

としていた。）

（厚生省の中間公表における取扱：その他）

特例によらず船員保険の被保険者資格が継続できるよ

う、以下の通り要望する。

日本籍船を所有または裸用船することができなくなっ

た事業主が雇用する船員は、原則として船員法に規定す

１．海 運 政 策
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る船員ではなくなるため、船員保険の被保険者資格を失

う。現在は１年以内に当該事業主が日本船を所有する旨

の確約書を提出することにより資格継続を可能とする措

置が講じられていることは承知しているが、本特例は最

長で２年半を限度としている。

当方の要望は、特例によらない抜本的な解決である。

解決方法としては、船員保険法の適用についての船員法

上の船員の範囲の見直し、船員保険法の特別加入制度の

創設、あるいは、有料の労務供給事業を船員職業安定法

上で認め、同事業を営む事業主の雇用する船員について

は外国籍船に雇い入れされる場合も含めて船員保険の被

保険者資格を付与する方法（船員職業紹介事業等の許可

の要望とも関連する）などが考えられる。

数年来の船主の強い要望にもかかわらず、未だ実現さ

れていないことは極めて遺憾である。幅広い見地から運

輸省・厚生省双方において検討を行い、船員保険の被保

険者資格が継続できるようにするための解決策を打ち出

してほしい。

４．船員職業紹介事業等の自由化

（運輸省の中間公表における取扱：検討中）

現在「船員職業紹介等研究会」において、船員に対す

る有料職業紹介所の設置等に関する ILO第１７９号条約の

批准および国内法制化について検討中とされているが、

ここ数年間は検討が中断されている。条約の趣旨と陸上

における職業紹介事業等の現状を踏まえ、船員について

の労務供給事業、職業紹介事業等の自由化を実現するた

めの船員職業安定法の改正が望まれるところである。

�．実務上改善を要する項目

〈船員関係〉

５．海技免状の受験資格としての乗船履歴に係るトン数

区分の見直し（STCW条約要件に合わせる）

（運輸省の中間公表における取扱：措置困難）

「措置困難」とされているが、海技免状の受験資格とし

ての乗船履歴に係るトン数区分は STCW条約の要件と

比べて余りにも細分化されている嫌いがあるので、将来

的に整合性を図る必要性がある。また、過渡的には、条

約要件に合わせた新たな規則の下で従来の乗船履歴をど

のように認定するか等、部分的には規制の強化につなが

ることが予想される。こうした問題を認識し、将来的な

トン数区分の見直しに向け、早急に検討に着手すること。

〈検査関係〉

１６．石油備蓄法に基づくGPS制度鑑定およびGPS測

位記録紙の提出の廃止

（通産省の中間公表における取扱：検討中）

現行２年毎の検査間隔の拡大につき「検討中」とのこ

とであるが、早期に結論を導き実施すること。

〈港湾・海務関係〉

１７．危険物積載船の入港および荷役に際しての危険物貨

物の数量制限の緩和

（運輸省の中間公表における取扱：措置困難）

「措置困難」とされているが、世界で最も近代化され

且つ安全にも十分配慮されているわが国のコンテナ埠頭

において国際的にも船舶に積載制限が課されていないに

もかかわらず、荷役上の数量制限として規制することは

不合理である。早急に数量制限を見直すこと。

２１．２万５千総トン以上の液化ガスタンカーに対する航

行安全指導および安全対策確約書に基づく、東京湾、

伊勢湾、瀬戸内海への夜間入出域制限の撤廃

（運輸省の中間公表における取扱：措置困難）

「措置困難」とされているが、瀬戸内海に関しては、

緩和が可能と考える。東京湾・伊勢湾と異なり、外洋ま

で距離があるため、船舶は荷役が昼間に終了したとして

も、友が島水道通航が夜間となる場合には翌日朝まで出

港を見合わせなければならないなど影響が大きい。昼間

に限定した通航の許可適用海域を現行の友が島までを含

んだ瀬戸内海ではなく、他危険物船が受けている行政指

導と同様に備讃瀬戸東航路に限定するなどにより、安全

の確保を図りつつより弾力的な運航が可能となるため、

緩和を強く要望する。

２２．本邦に初めて入港するタンカーに提出義務が課せら

１．海 運 政 策

船協海運年報２０００ 13



れている「安全対策確約書」の撤廃を含めた記載内容

の見直し等

（運輸省の中間公表における取扱：検討中）

液化ガスタンカーに対する「安全対策確約書」の規制

緩和要望も含め、緩和の方向で検討されることは評価で

きるが、「安全対策確約書」の内容が、緊急措置手引書、

ISMコードに基づく安全管理マニュアル等同書制定後

に追加された制度により担保されていることから、基本

的には、手続きの簡素化および記載内容の見直しのみに

留まることなく、撤廃の方向を目標に検討すること。

２３．ねずみ族駆除免除証明書等の有効期間の延長

（厚生省の中間公表における取扱：検討中）

中間公表によれば「世界保健機関において当該証明書

の廃止を含めた見直しのための検討が行われているとこ

ろであることから、その見直しを踏まえて、今後、措置

を行う必要性を検討」したいとのことであるが、国際的

規則に基づき発給された証書（１ヶ月延長の証明書）が

日本で認められないため、船舶をワールドワイドに運航

する上で支障があるので、見直すこと。

〈その他〉

３２．船舶の登記及び登録制度の一本化

（法務省・運輸省の中間公表における取扱：検討中）

現在、法務省・運輸省間で実質的な一元化を図るため

の具体的な方法につき協議中とのことだが、速やかに検

討を終了し、一元化が実現されるよう要望する。

以 上

〔資料１―４〕 規制緩和推進３ヵ年計画（再改定）（２０００年３月３１日 閣議決定）

事 項 名
９９年度当協会希望の� 措 置 内 容

実 施 予 定 時 間
備 考

改定計画
との関係

所管省庁
１９９８年度 １９９９年度 ２０００年度

１��港湾運送事業
に係る規制

現行の事業免許制（需給調整規制）を
廃止し許可制に、料金認可制を廃止し届
出制にすべきであること、同時に港湾運
送の安定化等を図るための各施策の実施
及び検討が必要であること等を内容とす
る９７年１２月の行政改革委員会最終意見の
内容にしたがって、必要な措置を講ずる。
このうち主要９港については、先行し

て２０００年中に規制緩和を実施すべきであ
ることや港湾運送の安定化策を講ずるべ
きこと等を内容とする１１年６月の運輸政
策審議会答申に基づき必要な措置を講ず
る。

法案提出
済

２０００年中
（主要９
港につい
て先行実
施）

第１４７回国会に港湾
運送事業法の一部を
改正する法律案を提
出（運輸省）
港湾運送事業者間で
港湾労働者の融通が
円滑にできるような
新たな仕組みについ
ては、２０００年２月の
中央職業安定審議会
答申に基づき、必要
な措置を講ずる。（第
１４７回国会に港湾労
働法の一部を改正す
る法律案を提出）
（労働省）

継 続 運 輸 省

１��輸出入手続等
の情報化

９９年度までを目途に、外為法に基づく
輸出入許可及び承認の手続と、主要港湾
における出入港の行政手続を EDI（電子
データ交換）化して、関税法に基づく輸
出入許可の手続等を処理する通関情報処
理システム等との連携を図ることにより、
輸出入及び港湾諸手続のペーパーレス化
及びワンストップサービスの実現など極
力手続の簡素化、透明化、迅速化を目指
す。

９８年度
（検討）

９９年度
（一部実
施）

２０００年度
以降逐次
実施

９９年度については、
港湾管理者・港長に
係る出入港の行政手
続をＥＤＩ化するた
めのシステムが９９年
１０月より稼動した。
２０００年度については
外為法に係る輸出入
手続をＥＤＩ化する
ためのシステムが
２０００年４月より本格
運用開始

継 続 大 蔵 省
通商産業省
運 輸 省

２．日本籍船への
日本人船長・機
関長２名配乗体
制

日本人船長・機関長２名配乗体制の確
立のため、船舶職員法の一部改正を行っ
たところであり、今後はこれに基づき、
外国の資格証明書を受有する者に対する
承認制度を実施する。

９８年５月
（法律改
正・公布）

措置済
９９年５月
２０日

― 船員職業安定法及び
船舶職員法の一部を
改正する法律

継 続 運 輸 省

９．第三級海上無
線通信士認定講
習

第三級海上無線通信士の認定講習のう
ち、英語の講習時間の短縮について検討
し、２０００年度中に結論を得る。

２０００年度
（結論）

新 規 郵 政 省

１．海 運 政 策
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事 項 名
９９年度当協会希望の� 措 置 内 容

実 施 予 定 時 間
備 考

改定計画
との関係

所管省庁
１９９８年度 １９９９年度 ２０００年度

１３．GMDSS無線
設備の陸上保守

GMDSS無線設備（海上における遭難
防止及び安全のために条約により設備が
義務付けられている無線設備）の陸上保
守による点検間隔を６ヵ月から１年に延
長する。

２０００年度
早期

継 続 運 輸 省
郵 政 省

１５．船舶局の指定
周波数

船舶局の周波数について、割当可能な
周波数を一括して指定する方式を導入す
る。

措置済
２０００年３
月２２日

― 郵政省告示 継 続 郵 政 省

１８．火薬類（コン
テナ貨物）の夜
間荷役

火薬類（コンテナ貨物）の夜間荷役の
可能性について所要の検討を行う。

２０００年度
（検討）

新 規 運 輸 省

１９．危険物積載船
のレーダーの試
運転

荷役以外の着桟状態におけるレーダー
の使用制限について、ガス検定等により
安全性が確認される場合は制限を緩和す
る方向で検討を行う。

２０００年度
（結論）

新 規 運 輸 省

２０．浦賀水道航路
航行制限の見直
し

１５万総トン以上の船舶のうち、ダブル
ハル構造の危険物積載船及び非危険物積
載船については、ラッシュ時の浦賀水道
航路通航の制限を行わないこととする。

措置済
２０００年３
月１日

― 継 続 運 輸 省

２２．安全対策確約
書の手続

液化ガスタンカーおよび大型タンカー
に係る安全対策確約書の手続について、
これまでと同様の安全性を担保しつつ簡
素化する可能性について検討を行う。

２０００年度
（検討）

新 規 運 輸 省

２３．ねずみ族駆除
証明書および駆
除免除証明書の
有効期間

外国政府が発給したねずみ族駆除証明
書および駆除免除証明書の有効期間の見
直しの必要性について検討する。

２０００年度
以降
（検討）

世界保健機関におけ
る見直しを踏まえ検
討

新 規 厚 生 省

３２．船舶登記制度
と船舶登録制度
の一元化

申請人の負担軽減の観点から、船舶登
記制度と船舶登録制度の実質的な一元化
について検討を行い、その結果を踏まえ、
所要の措置を講ずる。

９９年度
（検討）

２０００年度
（検討）

新 規 法 務 省
運 輸 省

３３．臨時船舶建造
調整法による船
舶建造に係る規
制

商業的造船業における正常な競争条件
に関する協定の発効後、可及的速やかに
臨時船舶建造調整法の改廃を含む建造許
可制度の抜本的見直しを行う。

協定発効
後可及的
速やかに

継 続 運 輸 省

〔資料１―５〕１９９９年度当協会要望項目に対する規制緩和の進捗状況

（２０００年１月の中間公表および１９９９年度末の計画改定）
（２０００年３月末現在）

当 協 会 要 望 項 目
（１９９９年１０月２９日付）

中間公表での
取り扱い

年度末の結論
（所管官庁）

前年度からの
進捗状況等

�．制度上改善すべき項目
１．わが国港湾の効率的運営を実現し、国際競争力を改善するた
めの全般的な見直し（円滑な国際物流を可能とする観点から）
� 港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資産税）な
らびに諸料金（入港料等）の適正化

その他
（徴収根拠は明確であ
り、適正に定められて
いる）

措置されず（運輸省） 措置できない理由を変
更（前年度の理由：港
湾関係諸料金は規制に
該当せず）

� 外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化 その他
（政府の規制の問題で
はない）

措置されず（運輸省） 進展なし

� 港湾運送事業法の改正ならびにさらなる規制緩和の推進 措置予定（２０００年内）
（但し、主要９港を先
行し、主要９港以外も
最終的には規制緩和を
行う予定）

２０００年中に主要９港に
ついて先行実施
（運輸省）

検 討 中
↓

措置予定

１．海 運 政 策
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当 協 会 要 望 項 目
（１９９９年１０月２９日付）

中間公表での
取り扱い

年度末の結論
（所管官庁）

前年度からの
進捗状況等

� 通関・保税業務をはじめとする輸出入・入出港手続き全般
の簡素化と EDI・ペーパーレス化

措置済・措置予定 １９９９年度一部実施、
２０００年度以降逐次実施
（大蔵省、通産省、運
輸省）

予定通り進展

２．国際船舶制度への日本人船長・機関長２名配乗体制の推進 措置済 １９９９年５月２０日措置済
（運輸省）

予定通り進展

３．船員保険の被保険者資格の拡大
（要望提出時は「船員保険の被保険者資格の見直し」としてい
た）

その他
（運輸省通知により対
応中）

措置されず
（厚生省、運輸省）

進展なし

４．船員職業紹介事業等の自由化 検討中 記載なし（運輸省） 進展なし

�．実務上改善を要する項目
〈船員関係〉
５．海技免状の受験資格としての乗船履歴に係るトン数区分の見
直し（STCW条約要件に合わせる）

措置困難
（措置困難：安全の確
保を損なうため）

措置されず（運輸省） 措置できない理由を変
更（規制強化に繋がる
ため）

〈船舶無線関係〉
６．主任無線従事者制度受講義務の簡素化 措置困難 措置されず（郵政省） 進展なし

７．主任無線従事者・無線従事者選（解）任届の簡素化 措置困難 措置されず（郵政省） （前回不明）

８．三級海上無線通信士認定講習に必要な実歴要件の緩和 措置困難 措置されず（郵政省） （新規要望）

９．三級海上無線通信士認定講習のうち英語に係る講習時間の短
縮

検討中 ２０００年度に結論
（郵政省）

（新規要望）

１０．船舶局無線従事者証明に係る講習開催日の変更 措置困難 措置されず（郵政省） （新規要望）

１１．電波法無線従事者規則（試験科目）の見直し 措置困難 措置されず（郵政省） （新規要望）

１２．義務船舶局等の無線設備に関する操作規定の見直し 措置困難 措置されず（郵政省） 進展なし

１３．GMDSS船搭載無線機器の陸上保守点検間隔を６ヵ月から１
年に延長する

措置済・措置予定
（１９９９年度中結論）

２０００年度早期に実施予
定（郵政省）

措置困難
↓

措置予定

１４．インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し 措置困難 措置されず（郵政省） 進展なし

１５．船舶局における短波帯周波数についてスポット周波数指定方
式を変更し、ITUによって国際的に認められた全ての周波数を
一括指定すること

措置済・予定
（１９９９年度）

２０００年３月２２日措置済
（郵政省）

予定通り進展

〈検査関係〉
１６．石油備蓄法に基づく GPS精度鑑定および GPS測位記録紙の
提出の廃止

検討中 記載なし（通産省） （前回不明）

〈港湾・海務関係〉
１７．危険物積載船の入港および荷役に際しての危険物貨物の数量
制限の緩和

措置困難 措置されず（運輸省） 進展なし

１８．危険物を積載したコンテナ船の夜間荷役の制限の緩和 検討中 ２０００年度に検討
（運輸省）

検討することが明記さ
れた

１９．危険物積載船の荷役終了後桟橋でのレーダーの試運転許可に
ついて

検討中 ２０００年度に結論
（運輸省）

（新規要望）

２０．ダブルハル化により１５万総トン以上となる船舶の浦賀水道航
路航行制限の見直し

１９９９年度中に結論を得
るべく検討中

２０００年３月１日措置済
（運輸省）

検 討 中
↓

２０００年３月１日措置済

２１．２万５千総トン以上の液化ガスタンカーに対する航行安全指
導および安全対策確約書に基づく、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海
への夜間入出域制限の撤廃について

措置困難 措置されず（運輸省） （新規要望）

２２．本邦に初めて入港するタンカーに提出義務が課せられている
「安全対策確約書」の撤廃を含めた記載内容の見直し等につい
て

検討中 ２０００年度に検討
（運輸省）

（新規要望）

１．海 運 政 策
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当 協 会 要 望 項 目
（１９９９年１０月２９日付）

中間公表での
取り扱い

年度末の結論
（所管官庁）

前年度からの
進捗状況等

２３．ねずみ族駆除免除検査証書の有効期間の延長 検討中 ２０００年度以降検討
（厚生省）

（前回不明）

２４．内航海運（沿海船）航行可能領域の拡大 その他
（見直しの必要性・妥
当性につき具体的な理
由を含めた提案あれば
検討したい）

措置されず（運輸省） （新規要望）

〈水先関係〉
２５．航海実歴認定制度の改善 措置困難 措置されず（運輸省） 進展なし

〈保険関係〉
２６．船舶不稼働損失保険の海外付保の自由化 措置困難 措置されず

（金融監督庁）
進展なし

〈客船関係〉
２７．マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可期間の延長 措置済（法務省） 記載なし （前回不明）

２８．日本籍船でのカジノの自由化 不 明 記載なし （前回不明）

２９．乗客名簿等の簡素化（新規） 住所の削除は措置困難 措置されず（運輸省） （新規要望）

記載内容の統一化は
１９９９年１０月措置済
（大蔵省）

記載なし

〈その他〉
３０．日本籍船の輸出手続きの簡素化 措置済（通産省） 記載なし （前回不明）

３１．船舶国籍証書の検認手続きの簡素化 措置困難 措置されず（運輸省） 進展なし

３２．船舶の登記及び登録制度の一本化 運輸省・法務省間で検
討中

１９９９年度・２０００年度に
検討（法務省・運輸省）

検討することが明記さ
れた

３３．船舶の建造許可に当たっての手続きの簡素化 措置済
（１９９７年７月に大幅に
簡素化したため）

協定発効後可及的速や
かに（運輸省）

進展なし

３４．船舶運航事業者の提出する報告書・届出等の簡素化 その他
（具体的な要望が確定
してから対処）

措置されず（運輸省） 進展なし

３５．外国貨物である船用品の積み込み申告等の手続き簡素化 検討中（大蔵省） 記載なし （前回不明）

３６．指定地外交通許可申請手続きの緩和 記載なし 記載なし （新規要望）

〔資料１―６〕 規制緩和（必置資格の見直し）に関し船主協会として特に要望する項目

（２０００年３月１７日）

CODE 資格名 関連国内法 関連国際規則 資格要件、証明方法等
要否�
見直し

当 協 会 ま と め

１ 油濁防止
管理者

海洋汚染及び海上
災害の防止に関す
る法律第６条

日本独自 資格要件：海技従事者の免許を受けて
いる者であって、タンカーに乗り組ん
で油の取扱いに関する業務に１年以上
従事した経験を有するもの、またはこ
れと同等の能力を有すると認定された
者。
証明方法：特になし。船舶所有者が選
任。

不必要 不必要と思われる理由
・船員法で規定される「危険物等取扱
責任者」資格と重複するので、これ
に一本化できる。

・MARPOL条約でも要求されていな
い、日本独自の資格である。

２ 有害液体
汚染防止
管理者

海洋汚染及び海上
災害の防止に関す
る法律第９条の４

日本独自 資格要件：海技従事者の免許を受けて
いる者であって、有害液体物質を輸送
する船舶に乗り組んでその取扱いに関
する業務に１年以上従事した経験を有
するもの、又はこれと同等の能力を有
すると認定された者。
証明方法：特になし。船舶所有者が選
任。

不必要 不必要と思われる理由
・船員法で規定される「危険物等取扱
責任者」資格と重複するので、これ
に一本化できる。

・MARPOL条約でも要求されていな
い、日本独自の資格である。

１．海 運 政 策
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CODE 資格名 関連国内法 関連国際規則 資格要件、証明方法等
要否�
見直し

当 協 会 ま と め

６ 衛生管理
者

船員法第８２条の２
船舶に乗り組む医
師及び衛生管理者
に関する省令
医師を乗り組ます
べき船舶の就航航
路等の指定に関す
る告示
昭和５８年員基第６８
号

STCW条約
��４規則
（医療）

「医師にかわ
る衛生管理
者」について
は、日本独自

（衛生管理者）
資格要件：国家試験に合格するか、あ
るいは指定の講習課程を修了
証明方法：衛生管理者適任証書
（医師にかわる衛生管理者）
資格要件：国家試験に合格するか、あ
るいは指定の講習課程を修了。これに
加え衛生管理者再講習の受講。
証明方法：衛生管理者適任証書、同再
講習修了書

見直し 見直しの具体案
・船員法の規定により、国際航海に従
事する３０００総トン以上の船舶であっ
て最大搭載人員１００人以上のもの（一
般的に客船）に加え、主務大臣の指
定する航路（いわゆる告示航路）に
就航する船舶等にあっては医師の配
乗が義務付けられているが、近年の
海事衛星通信設備の発達や医療体制
の拡充を考え、告示航路は撤廃する。
なお、欧州主要海運国で客船以外の
貨物船等に医師配乗を義務付けてい
る国はない。

・衛生管理者は国際的な資格要件であ
り、外国人船員が日本籍船に乗り組
む場合には、STCW条約締約国政
府の発給した資格についても同等の
ものと承認する制度を創設する。

７ 衛生担当
者

船員労働安全衛生
規則第７条

日本独自 船舶職員法に基づく海技士免許を受け
ていること。あるいは運輸大臣が告示
で定める救命講習の課程を修了してい
ること。衛生管理者が選任されている
場合は不要。

不必要 不必要と思われる理由
・国際的資格要件である衛生管理者が
船員法で規定されており、衛生管理
者が選任されている場合（外航船）
は、衛生担当者を選任する必要はな
いので不要。

・衛生管理者の選任が義務付けられて
いない船舶（国内各港間を航行する
船舶又は命令の定める区域を航行す
る船舶）についても、海技免状を受
有していれば資格要件は満たされて
おり、資格制度上、衛生担当者資格
は形骸化している。また近年の通信
設備の進歩や陸上支援体制の拡充等
を考えれば、内航船についても衛生
担当者の選任は不要と考える。

１０ 航海当直
部員

船員法第１１７条の
２同法施行規則第
７７条および第８号
表

STCW条約
��４規則
（甲板当直部
員）
��４規則
（機関当直部
員）

（甲種甲板部航海当直部員）
資格要件：１８才以上。健康証明受有。
６月以上の甲板部航海当直業務の経験
又は２月以上の船内業務と甲板部航海
当直に関する教育。３年以上の甲板部
勤務経験。
証明方法：船員手帳に甲種甲板部航海
当直部員の証印
（乙種甲板部航海当直部員）
資格要件：１６才以上。健康証明受有。
６月以上の甲板部航海当直業務の経験
又は２月以上の船内業務と甲板部航海
当直に関する教育。１年以上の甲板部
勤務経験。
証明方法：船員手帳に乙種甲板部航海
当直部員の証印
（丙種甲板部航海当直部員）
資格要件：１６才以上。健康証明受有。
６月以上の甲板部航海当直業務の経験
又は２月以上の船内業務と甲板部航海
当直に関する教育。
証明方法：船員手帳に丙種甲板部航海
当直部員の証印
（機関部当直部員）
資格要件：１６才以上。健康証明受有。
６月以上の機関部航海当直業務の経験
又は２月以上の船内業務と機関部航海
当直に関する教育。
証明方法：船員手帳に機関部航海当直
部員の証印

見直し 見直しの具体案
・甲板部員の過半数は甲種（１８才以上、
３年以上の業務経験）とする船員法
施行規則第７７条の要求は、日本独自
のものである。少なくとも外航海運
については、STCW条約および船舶
職員法により、充分な数および能力
を有する職員が乗船しており、部員
はその監督下で職務を行うことから、
STCW条約に定めるGlobal Stan-
dard（１６才以上、６ヶ月の乗船履歴）
に一本化する。
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CODE 資格名 関連国内法 関連国際規則 資格要件、証明方法等
要否�
見直し

当 協 会 ま と め

１２ 無線従事
者（一般）

電波法
無線従事者規則

STCW条約
世界無線通信
規則

― 見直し 見直しの具体案
・第一級～第四級海上無線通信士、第
一級～第二級海上特殊無線技士につ
いての国家試験科目に「和文による
送話および受話（電気通信術）」があ
るが、通信設備の性能・機能及び信
頼性は法律施行時にくらべ格段に向
上しており、文字を伝達する方法と
しての当該和文送受話は不要である。
また現状、海上では利用されていな
い。さらに、外国資格との相互承認
システム導入に際しても不合理を生
ずるとともに外国人船員が承認を受
ける場合に大きな障害となる。よっ
て、当該科目を各試験科目から削除
する。

１３ 第一級海
上特殊無
線技士

電波法第４０条
無線従事者規則第
５条

STCW条約
�２規則
およびＡ－�
�１（ROC）

資格要件：郵政省の国家試験に合格す
るか、または指定された養成課程の修
了。
証明方法：郵政省の免許証

見直し 見直しの具体案
・国家試験科目に「和文による送話お
よび受話（電気通信術）」があるが、
通信設備の性能・機能及び信頼性は
法律施行時にくらべ格段に向上して
おり、文字を伝達する方法としての
当該和文送受話は不要である。また
現状、海上では利用されていない。
よって、当該科目を各試験科目から
削除するとともに、養成課程の科目
からも削除する。

・現状、電波法上、外国資格の承認制
度が存在しないので、締約国資格を
有する外国人でも日本の国家試験あ
るいは養成課程によって日本の資格
を取得する必要がある。締約国資格
を有する外国人船員については、養
成課程の時間を最大８時間にまで短
縮する。

・電波法上、締約国資格の承認制度を
創設する。

１４ 第三級海
上無線通
信士

電波法第４０条
無線従事者規則第
３３条

STCW条約
�２規則
（GOC）

資格要件：郵政省の国家試験に合格す
ること。あるいは、一海特資格の受有
とそれによる３年以上の業務経験、か
つ、その後の６３時間の指定講習の修了。
証明方法：郵政省の免許証

見直し 見直しの具体案
・国家試験科目に「和文による送話お
よび受話（電気通信術）」があるが、
通信設備の性能・機能及び信頼性は
法律施行時にくらべ格段に向上して
おり、文字を伝達する方法としての
当該和文送受話は不要である。また
現状、海上では利用されていない。
よって、当該科目を試験科目から削
除する。

・資格取得認定講習６３時間のうち英語
講習が３３時間とほぼ半分を占めてい
るが、商船大学や高等商船での英語
教育、国際航海に従事することによ
る英語実務経験、海技資格取得の際
の英語力の認定、等々を考慮すれば、
３３時間の英語講習は過大であるので、
英語の講習時間を免除または大幅に
短縮する。

・認定講習受講要件として一海特資格
取得後の３年の乗船履歴が要求され
ているが、通信設備の進歩や現在の
配乗実態を勘案し乗船履歴を大幅に
短縮する。

・日本籍船に船舶職員として乗組む外
国人船員の受有する締約国GOC資
格を承認する制度を創設する。

・承認制度がない場合には、外国人船
員に対する無線従事者試験または認
定講習の実施体制を早期に確立する。
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１・４ クオリティ・シッピングの推進

１９９０年代に入り、海洋汚染の防止、船舶の安全運

航の確保等を図るため、船体構造や構造資材の強度

的な問題等を国際的規則に適切に対応し、船舶の安

全性を十分に検査管理する気運が生まれ、ポート・

ステート・コントロール（PSC）による規制等によ

り安全基準に適合しないサブスタンダード船排除の

キャンペーンが展開されてきた。

しかしながら、便宜置籍国等においては自国の船

舶が国際的規則の基準に適合することを確保すると

いう旗国の責任を十分に果たしていない状況も見受

けられ、サブスタンダード船が依然として市場に残

り、海難事故等を引き起こしている。

このため海運業界では各関係者（船主、運航者、

用船者、荷主、旗国、寄港国、保険、船級協会等）

が政府などによる公的規制・基準を遵守し、さらに

これらを補完する形で自主規制を施し、より質の高

い海上輸送、いわゆるクオリティ・シッピングの利

用を促進させる環境を作り出そうとする動きが欧州

を中心に起きている。

この動きは、１９９６年１０月にロッテルダムでオラン

ダ政府主催により開催された第１回Mare Forum９６

（マリン・フォーラム９６）に始まり、その後サブス

タンダード船排除に向けた活動の一環として、欧州

委員会と英国政府の共催によりクオリティ・シッピ

ングを推進するためのセミナーが１９９８年６月にリス

ボン、１９９８年１２月にはロンドンで開催された。また、

CODE 資格名 関連国内法 関連国際規則 資格要件、証明方法等
要否�
見直し

当 協 会 ま と め

１５ 船舶局無
線従事者
証明

電波法施行規則第
３８条

日本独自 資格要件：３日間の訓練課程の修了。
証明方法：無線従事者証明の交付。
有効期間等：５年間業務に従事しなか
った場合は失効。

不必要 不必要と思われる理由
・無線従事者資格は受有者に対しその
技術・知識を生涯に亘って認めるも
のであり、陸上の場合と違い海上に
だけ資格受有に係る制限を設けるの
は不合理。

・船舶に乗船する者は、船員手帳、海
技免状の更新等で、都度乗船履歴の
確認がなされているので、さらに無
線従事者証明で履歴を確認すること
は不要。

・諸外国で同様の制度はなく日本独自
のものである。

・５年間、業務経験がない場合には同
証明は失効する。現状、陸上勤務等
のため５年間業務に従事できないケ
ースが多いのに対し、取得のための
訓練の場が極めて少なく、証明維持
のための体制上の問題がある。

＊廃止が不可能であるならば、講習回
数の増加、及び船社による講習の認
定や通信教育制度の導入、受講日数
の短縮等の対応を実施する。

１７ 海技士
（通信・電
子通信）

船舶職員法第１４条
同法施行規則第３４
条および別表第４
の四電波法第４８条
の２

STCW条約
�２規則

資格要件：相当する無線従事者資格を
受有し、且つ船舶局無線従事者証明（郵
政省発行）を受有すること。さらに６
ヶ月の乗船履歴
証明方法：運輸省海技免状

見直し 見直しの具体案
・６ヶ月の乗船履歴は、STCW条約
でも要求されておらず日本独自のも
のである。また、無線関係の能力・
履歴については相当する無線従事者
資格を取得していることで認定され
ており、かつ、海技士としての能力
・履歴は海技資格を有することで認
定されているので、さらなる６ヶ月
の乗船履歴は不要である。
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１９９９年６月にロッテルダムで開催された第２回

Mare Forum９９においては、欧州委員会よりクオリ

ティ・シッピングの行動原則を定めた憲章（Maritime

Industry Charter On Quality）が提唱され、多くの

関係機関がこれに署名している（船協海運年報１９９９

参照）。２０００年３月にはシンガポールにおいて同国

政府の主催によりアジア地域で初めてのクオリティ

・シッピング・セミナーが開催され、欧州主導で進

められてきたクオリティ・シッピングの推進活動は

世界的に広がりつつある。

これまでに開催されたセミナー、キャンペーン等

を通じ、クオリティ・シッピングを推進するために

は、�自主的な基準を設定し、それを実行すること、

�船主、運航者、用船者、旗国、寄港国等の関係者

が責任連鎖の中で各々の責任を全うすること、�情

報の交換・透明性を確保すること（＊EQUASISがそ

の一例）、�質の高い船員の確保と育成のための環

境整備等が必要であると共通認識されている。

＊EQUASIS（European Quality Shipping Informa-

tion System＝船舶の品質および安全関連情報

システム）

サブスタンダード船を排除し、船舶の安全お

よび海洋汚染防止の一層の向上を図るため、船

舶や運航者に関する幅広い透明性のある情報を

一つに集約し、インターネットのホームページ

上に公開する情報システム。

１・５ 船舶リサイクル（解撤）問題

１９９８年中頃より欧米においては環境保護の観点か

ら、船舶の解撤問題が取上げられ、特に欧州では、

海運業界に対し環境保護団体（グリーンピース）に

よりインド亜大陸を中心とする解撤国のスクラップ

施設の劣悪な労働環境、スクラップに伴なう環境汚

染に抗議するキャンペーンが展開された。

一方、１９７０年代に大量建造されたタンカーおよび

バルカー等が２０００年初頭から代替期を迎え、大量の

解撤予定船が見込まれている。これらの老朽船の円

滑な解撤を促進することは、船舶の安全運航や海洋

環境の保全を図る上でも重要な課題であり、環境お

よび労働安全に配慮した適切な解撤のための方策が

国際海運会議所（ICS）をはじめ国際海事機関（IMO）

等の国際機関で検討されている。

１．ICSシップ・リサイクリング・ワーキング・グ

ループにおける検討

ICSでは、解撤により生じる有害廃棄物が環境に

影響を与えることや解撤に従事する労働者の安全衛

生問題に対して海運業界がどのように対応していく

か、また解撤に関係する国際機関、関係業界、政府

等と本問題についての協議・検討に備えるため、１９９９

年３月にシップ・リサイクル・ワーキング・グルー

プ（以後WG）を設置した。

WGでは、船舶に含まれる有害危険物リストの作

成、船舶解撤のための行動方針（A Code of Practice）

の作成、世界の解撤施設の能力に関する情報収集等

がWGの主な活動内容として合意され、作業が進

められている。

また、ICSでは１９９９年６月にオランダ・アムステ

ルダムにおいてオランダ政府の主催により国際的規

模で開催された第１回「シップ・スクラッピング・

サミット」に参加し、解撤問題の重要性や船舶のリ

サイクル効率の高さ等について訴えるとともに、解

撤問題については国際的枠組の中で検討する必要が

あるとの認識から、解撤問題を IMOの作業計画と

して取り上げるよう IMOへ提案を行った。

なお、従来船舶の解撤は「スクラッピング」が国
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際的通称として使われていたが、船舶の解撤につい

ては９０％以上がリサイクルとして再利用されている

ことから、ICSでは当初「シップ・スクラッピング

・ワーキング・グループ」で発足したWGの名称

を第１回会合の途中から「シップ・リサイクリング

・ワーキング・グループ」に変更するほか、第１回

の「シップ・スクラッピング・サミット」において

も ICSは「シップ・リサイクリング・サミット」

への変更を提案し、関係者の同意を得て名称を変更

することとなった。

２．IMOにおける解撤問題の検討

国際的に解撤問題に対する関心が強まる中、ノル

ウェー等は解撤問題を IMOの作業計画に取り組む

よう１９９９年６月に開催の IMO第４３回海洋環境保護

委員会（MEPC）へ提案を行った。同委員会では解

撤はビジネス上の問題であり、個別各国の政策問題

であることから、IMOでの扱いは適当ではないとの

反論もあったが、次回会合より議題とすることとな

った。

２０００年３月に第４４回のMEPCが開催され、船舶

のリサイクル問題は優先度の高い課題であり、国際

労働機関（ILO）、国連環境計画（UNEP）等と協調

しつつ取り組む課題であるとのオランダ、ノルウェ

ーの提案や、この提案を支持する ICSの意見書が

提出された。本会合での検討の結果、バングラデシ

ュの主導の下、IMOとして船舶リサイクル問題へ

適切な取り組みを見出すためのコレスポンデンス・

グループが設置され、世界の船舶リサイクル実施に

ついての現状やリサイクル能力等について情報を収

集し、２００１年開催予定の第４６回MEPCで報告する

こととなった。

３．バーゼル条約締結国会議における検討

１９９９年１２月に開催されたバーゼル条約締結国会議

において、船舶のリサイクルに関して環境に配慮し

適切に実施するためのガイドラインを IMOと協力

して作成することが決議された。

これを受け、２０００年４月３日から５日の間、開催

されたバーゼル条約第１６回技術作業部会（Technical

Working Group、以下 TWG）では、船舶のリサイク

リング問題に関する TWGの活動範囲、技術ガイド

ラインの作成等が検討され、技術ガイドラインの目

次（案）等が示された。また、IMOや ILOと協力す

るためノルェー、オランダ、インドが主導するWG

が設けられた。

当協会は、TWGが技術ガイドラインを作成する

にあたっては、解撤能力の減少を招かぬよう主要解

撤国の現状を踏まえた実行可能なガイドラインを作

成するよう運輸省を通じ外務省経由で同条約事務局

へ申し入れた。

また、２０００年４月６日から７日に第１回法律作業

部会（Legal Working Group）が開催され、バーゼ

ル条約の船舶解撤船への適用について、法律的側面

から検討されることとなった。

本 LWGでは、ノルウェーから船舶の解撤に関す

る自国での法的検討の結果についての情報提供があ

り、次回の LWGにおいてこの結果に対する各国や

オブザーバーのコメントが報告されることとなった。

４．国内における船舶リサイクルへの取り組み

船舶のリサイクルに係る諸問題については、関係

各業界単独では解決できないことが多く、世界的に

も関係業界・関係機関の連携の必要性が指摘されて

いる。このため当協会は、まず国内の造船・解撤業

界等と事務局ベースで接触をもち、船舶のリサイク

ルから生じる環境上の問題や解撤をリサイクルの問

題として捉え、これを発展させるための方策につい

て意見交換を行った。

この結果、世界の解撤量の見通し、解撤を実施す

る上での環境・安全問題への対応、内外の解撤業界

の現状および発展・振興策を踏まえながら業界間の

連携を強めていくこととし、今後、現状認識の整理、

問題点の抽出や解決方策等の方向性が形成できた時

点で新たな組織として発足させることとなった。
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１・６ 平成１２年度海運関係予算

運輸省および厚生省は、１９９９年８月末に平成１２年

度予算概算要求事項を決定し、大蔵省に対して要求

を行い、折衝を開始した。当協会は、日本政策投資

銀行融資枠の拡充等必要な財政資金の確保を関係方

面に要望した。

その後、１２月２０日に大蔵原案の内示があり、復活

折衝を経て１２月２４日の閣議で政府案が決定、通常国

会にて審議後、２０００年３月に平成１２年度の予算が成

立した。

そのうち海運関係予算の概要は以下のとおりであ

る。

１．外航海運対策の推進（資料１―７参照）

�１ 歳出予算

◯１ 外航船員就労対策事業費補助金

国際船舶への日本人船長・機関長の２名配乗

体制の導入を円滑に実施し、国際船舶制度を推

進するため、若年船員の早期養成・確保に向け

た座学研修や乗船実習（若年船員養成プロジェ

クト）に７，７００万円を要求し、７，６００万円と決定

された。また前年、前々年度に引き続き国際船

舶制度の円滑な実施、拡充を目的とする調査費

について４００万円を要求し、要求どおり決定さ

れた。

�２ 財政投融資（日本政策投資銀行融資）（資料１―

８参照）

１９９９年１０月に日本開発銀行と北海道東北開発公

庫が合併し日本政策投資銀行となり、海運向け融

資は鉄道・航空・流通をあわせた大枠である「交

通物流ネットワーク」の中で対応することとなり、

同枠全体で３，８４０億円とされた。当協会は、現行

金利および融資比率の維持を求めたが、船員研修

施設の融資比率が現行の４０％から３０％に引き下げ

られた。LNG船、二重構造タンカー、超省力化

〔資料１―７〕 平成１２年度海運関係予算
（単位：百万円）

区 分 平成１１年度予算額
平 成 １２ 年 度

要 求 額 政 府 案

歳出予算
〈海上交通局関係〉
○外航船員就労対策事業費補助金
� 若年船員養成プロジェクト
� 国際船舶制度推進事業費補助

○内航海運活性化に資する課題解消のた
めの事業推進調査

○運輸施設整備事業団出資金
� 国内旅客船のバリアフリー化
� エコシップの建造促進

○海賊対策費

〈海上保安庁関係〉
○流出油防除体制の整備
○航路標識の整備

９０
（ ８６）
（ ４）

１３

０（１１年度２次補正 １，２５０）
０（１１年度２次補正 ７３０）
０（１１年度２次補正 ５２０）

０

２９６
７，２５７

８１
（ ７７）
（ ４）

１４

２，３５０
（１，３５０）
（１，０００）
－

４５０
７，４３３

８０
（ ７６）
（ ４）

１３

１７５
（ １０５）
（ ７０）

７７

３７９
７，３２９

財政投融資（日本政策投資銀行）
○貿易物資安定供給

○運輸施設整備事業団に対する財政措置

（交通・物流ネットワーク枠
３９７，０００の内数）

３７，８００

４９，５００

３７，８００

（交通・物流ネットワーク枠
３８４，０００の内数）

２９，０００

政府保証限度額
○内航海運暫定措置事業に係る運輸施設
整備事業団の借入金に対する政府保証

１５，０００
（１１年度２次補正６，０００追加）

― ２１，０００
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船かつ基幹輸入物資輸送船舶については融資比率

６０％が維持された。

２．運輸施設整備事業団関係（資料１―９参照）

運輸施設整備事業団については、事業計画予算と

して内航海運の体質改善が３７２億円、国内旅客船の

整備が１５０億円、船舶改造等融資が１０億円、総額５３２

億円とされ、支出予算は５６３億円と決定された。支

出予算の資金調達は、財政資金が２９０億円、自己資

〔資料１―８〕 外航海運関係財政投融資制度

（平成１２年度 日本政策投資銀行 融資基準）

貿易物資安定供給

対 象 事 業 金 利 融資比率 備 考

１．海上輸送基盤施設
外航船舶環境対策設備
船員研修施設

外航船舶
・船舶の改造
・下記以外の船舶
・超省力化船、基幹輸
入物資輸送船舶

・ＬＮＧ船、二重構造
タンカー、超省力化
船かつ基幹輸入物資
輸送船舶

政策金利�
政策金利�

政策金利�
政策金利�
政策金利�

政策金利�

４０％
３０％

３０％
４０％
５０％

６０％

４０％→３０％
に引下げ

２．海上輸送関連物流施
設
複合一貫輸送施設
荷捌施設
（上屋、荷捌場、全天
候対応型荷捌施設）（臨
港地区に限る）
倉庫（臨港地区に限る）
省力化対応倉庫、物流
近代化ターミナル（臨
港地区に限る）
以上につき物流効率

化計画を有するもの

政策金利

政策金利


政策金利

政策金利�

政策金利�

４０％
４０％

４０％
４０％

４０％

（注１）政策金利は、２０００年６月１４日現在、
、�、�それぞれ
２．１５％、２．１０％、２．０５％。

（注２）融資期間は、事業の収益性、設備の耐用年数等を総合的
に勘案して決定。必要に応じ、据置期間を設けることが
できる。

〔資料１―９〕 平成１２年度運輸施設整備事業団

（船舶関係業務）関係予算

（単位：億円）

区 分
平成１１年度
予 算 額

平成１２年度

要求額 政府案

事業計画
� 国内旅客船の整備
� 内航海運の体質改善
� 船舶改造等融資

６４３
（１４０）
（４９１）
（１２）

６６６
（１５０）
（５０６）
（１０）

５３２
（１５０）
（３７２）
（１０）

支出予算
� 国内旅客船の整備
� 内航海運の体質改善
� 船舶改造等融資

６４７
（１３２）
（５０３）
（１２）

６５８
（１４６）
（５０２）
（１０）

５６３
（１４６）
（４０７）
（１０）

資金計画
� 財投資金
� 自己資金

６４７
（３７８）
（２６９）

６５８
（３７８）
（２８０）

５６３
（２９０）
（２７３）

〔資料１―１０〕 平成１２年度船員関係予算 （単位：百万円）

区 分
平成１１年度 平成１２年度

内 容 ・ 備 考
予 算 額 要求額 政府案

一
般
会
計

運
輸
省




船
員
雇
用
関
係

１．船員離職者職業転換等給付金
� 漁業関係
� 海運業関係

２．船員雇用促進対策事業費補助金
� 外国船就職奨励助成
� 内航転換奨励助成
� 技能訓練助成
� 船員職域拡大訓練助成
� 内航転換訓練助成

３．外航船員就労対策事業費補助金
うち国際船舶職員緊急養成事業費補助

４４１
（１１８）
（３２３）
５５

（ １６）
（ １１）
（ ９）
（ １５）
（ ４）
８６

９３６
（６６１）
（２７６）
５２

（ １８）
（ ７）
（ ９）
（ １５）
（ ３）
７７

７５５
（４８０）
（２７６）
５０

（ １８）
（ ７）
（ ８）
（ １４）
（ ３）
７６

本州四国連絡橋の供用による離職船員等へ支給

外国船主に雇用される離職船員に支給
漁業離職者で内航船主に雇用される者に支給
外国船等に乗船させるため必要な知識・技術を修得させる
海陸共通の各種技能資格を取得させる
漁業離職者が内航船に乗船する場合に有効となる資格を取得させる
国際船舶に関する若年船員養成プロジェクト事業費補助

� 開発途上国船員養成への協力 ７２ ６４ ６４ 開発途上国の船員養成への協力・貢献、５７名

合 計 ６５４ １，１３０ ９４５

船
員
保
険
特
別
会
計

船員等の就職促進に要する経費
雇用安定対策事業に要する経費
船員雇用促進対策事業費補助に要する経費
� センター管理費
� 技能訓練事業費
� 雇用安定事業費

１６
２５
５８８

（ ７９）
（１００）
（４１０）

１７
４３
５６６

（ ７９）
（１００）
（３８７）

１７
２５
５３７

（ ７９）
（ ９９）
（３６０）

就職促進手当
未払賃金の立替払
・陸上転換職業訓練 １０５名→９５名
外国船船員派遣助成金 ６５０名→５７０名
技能訓練派遣助成金
・陸上転換職業訓練 １０５名→９５名

合 計 ６２９ ６２５ ５８０

※ 四捨五入の関係で末尾の計が合わない場合がある
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金が２７３億円とされた。

３．船員対策関係（資料１―１０参照）

�１ 一般会計

船員雇用関係としては、�日本船員福利雇用促

進センター（SECOJ）が行う船員雇用対策事業に

５，０００万円、国際的な漁業規制や本州四国連絡橋

の利用による離職船員への給付金が７億５，５００万

円、これに上述の外航船員就労対策事業費７，６００

万円、総額で８億８，１００万円とされた。

このほか、政府開発援助（ODA）の一環として

実施している「開発途上国船員養成受入れ事業」

は研修生５７名とし、６，４００万円とされた。

�２ 船員保険特別会計

船員保険特別会計のうち、船員雇用対策関係は、

外国船舶員派遣助成金をはじめ、技能訓練派遣助

成金等、SECOJへの補助金として５億円とされ

たほか、未払い賃金の立て替え払いに要する経費

等合計で５億８，０００万円となっている。

４．その他（資料１―７参照）

モーダルシフトの政策支援を検討するため、内航

海運活性化に資する課題解消のための事業推進調査

費が１，３００万円とされたほか、近年東南アジアなど

において頻発・凶悪化している海賊行為の防止対策

に係る費用として、新たに海賊対策費７，７００万円が

決定された。

１・７ 平成１２年度海運関係税制改正

平成１２年度税制改正要望について、当協会では

１９９９年９月に開催された定例理事会において、船員

教育訓練施設の特別償却制度の延長、国際船舶に係

る登録免許税の軽減措置の延長、外航用コンテナに

係る固定資産税の軽減措置の延長など平成１１年度末

に期限切れとなる事項を中心とした税制改正要望重

点事項を決定し、政府・国会等関連方面への要望活

動を開始した（資料１―１１参照）。

平成１２年度税制改正においては、大蔵省・自治省

は、景気低迷の影響等で税収不足が続いている状況

下、特定の政策目的のために設けられている租税特

別措置の大幅な縮減を進める方針を固め、１２月２日

に整理・合理化案を提示した。

同案では船員教育訓練施設の特別償却制度の廃止、

特別修繕準備金の対象法人の中小企業への限定、中

小企業の貸倒引当金の特例（１６％の割増措置）の廃

止などが盛り込まれたため、当協会ではこれらの現

行制度の必要性を訴え、その存続について関係方面

に強力な要望活動を展開した。

その結果１２月１６日、自民党税制調査会による「平

成１２年度税制改正大網」において概ね当協会の要望

が認められた。特別修繕準備金については現行制度

が維持されることとなったが、中小企業の貸倒引当

金の特例は廃止された（貸倒引当金制度は存続）。

平成１２年度税制改正のポイントは以下のとおりで

ある。（詳細は資料１―１２参照）

�１ 船員教育訓練施設の特別償却制度

・対象設備に下限額（操船シュミレーター：３億

円超、機関シュミレーター：２億円超、荷役シ

ュミレーター：１億円超）を設定し、現行内容

（特償率１６�１００）で平成１３年３月３１日まで延長

された。

�２ 国際船舶に係る登録免許税の軽減措置

・現行内容（軽減税率１�１０００）で平成１４年３月

３１日まで延長された。

�３ 外貿埠頭公社のコンテナ埠頭税制

旧外貿埠頭公団から承継した外貿コンテナ埠頭

およびその後埠頭公社が整備した大規模外貿コン

１．海 運 政 策
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テナ埠頭に対する固定資産税および都市計画税に

ついて、「課税標準の特例措置」は、１９９９年度末

が期限とされていた。

そこで、当協会ならびに各公社は協調し、特例

措置の延長を関係先に訴えた結果、２０００年度より

２年間の延長が認められた。すなわち、

◯１ 公社が、１９９８年３月３１日までに所有している

一定規模以上のコンテナ埠頭に対する固定資産

税および都市計画税の課税標準の特例措置（二

分の一）の適用期限を２年間延長し、２００２年３

月３１日までとすること。

◯２ 公社が、１９９８年４月１日から２０００年３月３１日

までに取得する大規模コンテナ埠頭に対する固

定資産税および都市計画税の課税標準の特例措

置（取得当初１０年間は三分の一、その後は二分

の一）についてはその取得期限を２年間延長し、

２００２年３月３１日までとすること。

となった。これによる、減免額は、５公社合計で約

３３億円（２０００年度ベース）とみられる。

（注） 上記�、�の規模要件については、次の

とおりである。

◯１ が、水深１３ｍ以上、延長３００ｍ以上、面積

９０，０００�以上の埠頭または、水深１４ｍ以上、

延長３３０ｍ以上、面積１１５，５００�以上の埠頭

◯２ が、水深１４ｍ以上、延長３３０ｍ以上、面積

１１５，５００�以上の埠頭

�４ その他

・エネルギー需給構造改革推進投資税制について

は、普及率が高まり適用基準を満たさなくなっ

た廃熱利用ボイラー（排ガスエコノマイザー）

が対象外になった以外は現行内容（３０�１００の

特別償却制度又は７�１００の税額控除）で平成

１４年３月３１日まで延長された。

・特別修繕準備金については大蔵省整理・合理化

案では対象法人が資本金１億円以下の中小企業

に限定されることが示されたが、現行内容で存

続することになった。

なお、平成１２年度税制改正後の海運関係税制は資

料１―１３（Ｐ．３０～３１）のとおりである。

〔資料１―１１〕 平成１２年度税制改正重点要望事項

海 運 関 係 事 項

１．船員教育訓練施設の特別償却制度の延長

本制度（償却率１６�１００）は、平成１２年３月末をもって

期限が到来するが、日本商船隊の混乗船の増加に対応し

た日本人船員の職業能力の向上を図るため、本制度を延

長すること。

２．国際船舶に係る登録免許税の軽減措置の延長

本軽減措置（本則税率４�１０００を１�１０００）は、平成

１２年３月末をもって期限が到来するが、諸外国に比べ割

高な日本籍船の取得・保有に係る諸税の軽減を図り、国

際船舶の国際競争力の強化に資するため、本措置を延長

すること。

３．外航用コンテナに係る固定資産税の軽減措置の延長

本特例措置（課税標準４�５）は、平成１１年度分をも

って期限が到来するが、三国間輸送が増加傾向にあるな

か、外航用コンテナの国内滞留率は１割程度にすぎない

のが実状であり、応益負担の考え方から、課税標準を軽

減することが妥当である。また、コンテナ航路における

諸外国海運との国際競争に伍していくためにも本特例措

置を延長すること。

４．外貿埠頭公社が所有および今後取得するコンテナ埠

頭に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置の延長

埠頭公社が所有するコンテナ埠頭に対する課税の特例

措置（課税標準１�２）および今後取得する大規模コン

テナ埠頭に対する課税の特例措置（課税標準１�３）は、

平成１１年度分をもって期限が到来するが、国際的に見て

わが国港湾のコスト高が指摘されているなかで、本措置

が廃止され、埠頭借受者に負担が転嫁されることとなれ

１．海 運 政 策
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ば、海運企業の経営を著しく圧迫することとなる。今後

とも物流サービスの安定供給を行っていくために本軽減

措置を延長すること。

５．内航海運暫定措置事業の円滑な実施のための法人税

の特例措置の創設

内航海運暫定措置事業の円滑な実施を図るため、内航

海運組合総連合会の関係経理処理について、法人税の特

例措置を創設すること。

６．内航用コンテナに係る固定資産税の軽減措置の創設

海上輸送へのモーダルシフトの推進を図るため、内航

用コンテナに係る固定資産税の課税標準の特例措置を創

設すること。

税制の国際的イコールフッティングおよび産業競争力強化関係事項（一般税制）

１．連結納税制度の早期導入

企業活動の一層の効率化、新規事業への進出を図る上

で分社化は重要な選択肢である。このため事業形態によ

って税負担に差異が生じないよう、諸外国において広く

採用されている同制度の早期導入を図ること。また、国

内子会社に加え、直接・間接保有１００％の特定外国子会

社についても連結の対象とすること。

２．特定外国子会社に係る留保金課税の改善

現行のタックスヘイブン税制では、海外子会社（特定

外国子会社）の欠損を無視し利益のみを親会社に合算さ

せるという、租税負担の公平性を欠いたものとなってい

る。

わが国海運企業の多くは、船員費をはじめとしたコスト

削減、為替リスク回避などのためにいわゆる便宜置籍国

に海外子会社を設立しているが、これは租税回避を目的

としたものではない。

このため、課税の適正化を図るため、連結納税制度導

入の際は直接・間接保有１００％の特定外国子会社につい

ても連結の対象とすること。

同制度の早期導入が認められない場合は、次善の策と

して以下の改善を図ること。

・課税対象留保金額の計算上、同一国の同一業種の特定

外国子会社（便宜置籍国の仕組船会社等）については

全ての子会社の損益の通算を認める

・課税済留保金額の損金算入制限の緩和

・控除未済課税済配当の控除期間制限の撤廃

・軽課税国の判定基準（いわゆる２５％基準）の引き下げ

・適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」を外す

以 上
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〔資料１―１２〕 平成１２年度税制改正 最終結果

１．当協会要望項目

� 海運関係事項

項 目 現 行 制 度 要 望 内 容 最 終 結 果

１．船員教育訓練施設の特別償却制度
の延長

特償率 １６�１００ 適用期限の延長
（２年）

対象設備の下限額を設定し、１年間
延長（平１３．３．３１まで）
操船シミュレーター：３億円超
機関シミュレーター：２億円超
荷役シミュレーター：１億円超
＊大蔵省の整理・合理化案では、廃
止とされていた。

２．国際船舶に係る登録免許税の軽減
措置の延長

税率１�１０００（本則４�１０００）
� 所有権保存登記
・国際船舶
船舶価格の１�１０００

� 抵当権設定登記
・国際船舶

債権金額の１�１０００

適用期限の延長
（２年）

現行内容で延長（平１４．３．３１まで）

３．外航用コンテナに係る固定資産税
の軽減措置の延長

課税標準 価格の４�５ 適用期限の延長
（２年）

現行内容で延長（平１４．３．３１まで）

４．外貿埠頭公社が所有および今後取
得するコンテナ埠頭に対する固定資
産税・都市計画税の軽減措置の延長

� 課税標準 価格の１�２
現在所有するコンテナ埠頭：平１０．
３．３１までに取得したもの

� 課税標準 価格の１�３
（但し、取得当初１０年間。それ以後
は１�２）
今後取得する大水深コンテナ埠頭：
平１０．４．１～平１２．３．３１の間に取得
したものに限る

適用期限の延長
（２年）

現行内容で延長（平１４．３．３１まで）
＊�は、平１０．４．１～平１４．３．３１の
間に取得する大水深コンテナ埠頭
が対象。

５．内航海運暫定措置事業の円滑な実
施のための法人税の特例措置の創設

――― 創設 創設されず

６．内航用コンテナに係る固定資産税
の軽減措置の創設

――― 創設 創設されず

７．エネルギー需給構造改革推進投資
税制の延長

３０�１００の特別償却制度又は７�１００の
税額控除
〈対象設備〉
� 高効率ボイラー
� 船舶推進軸動力利用発電装置

適用期限の延長
（２年）

概ね現行内容で延長（平１４．３．３１ま
で）
＊廃熱利用ボイラー（排ガスエコノ
マイザー）は、普及率が高まった
ため、適用基準に該当せず、対象
外となった。

８．中小企業新技術体化投資促進税制
の延長

� 取得の場合
３０�１００の特別償却又は７�１００の税
額控除

� リースの場合
リース費用×６０�１００×７�１００の税
額控除

〈対象設備〉
� 光波式船位誘導・位置決め装置
� 内航タンカー荷役自動化装置（制
御コンピューターから計測器、検知
器等までの部分）

� 船舶地球局設備
� 電子計算機

適用期限の延長
（２年）

現行内容で延長（平１４．３．３１まで）

９．中小企業投資促進税制の延長 ３０�１００の特別償却又は７�１００の税額
控除
〈対象設備〉
� 機械装置（２３０万円以上）
� 器具備品（合計額１００万円以上）
� 内航貨物船（基準取得価格の７５％）

適用期限の延長 現行内容で延長（平１３．５．３１までに
取得し、事業の用に供したもの）
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１・８ 外国における船舶所得等に対する課税状況

近年、経済のグローバル化に伴い企業の国際的経

済活動が多様化・高度化している中で、居住地国と

源泉地国での重複した課税、いわゆる国際的な二重

課税の排除は一層重要な問題となっている。

租税条約は、両締約国の一方の居住者が、他方の

国からその国の国内源泉所得とされる所得を得る場

合において、源泉地国においてはその課税を制限す

ることにより、また、居住地国においては外国税額

の控除などの二重課税排除のための規定を適用する

ことにより、二重課税の回避および排除の役割を果

� 税制の国際的イコールフッティングおよび産業競争力強化関係事項（一般税制）

要 望 項 目 最 終 結 果

１．連結納税制度の早期導入
（直接・間接保有１００％の特定外国子会社を対象に含む同制度の早期導入）

２００１年度における会社分割に関する税制の導
入を待って、連結納税制度の導入を目指す

２．特定外国子会社に係る留保金課税の改善 措置されず

３．特定外国子会社の設立における特定の現物出資の課税の特例の改善 措置されず

４．外国税額控除制度の改善 措置されず

５．船舶の減価償却制度の見直し 措置されず

６．日本船主責任相互保険組合の法人区分の変更 措置されず

７．長期保有（１０年）の土地から償却資産（船舶を含む）への買い替えの場合の圧縮記帳を
認めること

措置されず

８．欠損金の繰越期間の撤廃または延長 措置されず

９．欠損金の繰戻し還付の不適用措置の廃止 措置されず
＊同不適用措置の適用期限が延長された（平
１４．３．３１まで）

１０．受取配当金の益金不算入枠についての制限撤廃 措置されず

１１．交際費の損金算入が可能な対象法人の拡大 措置されず

１２．退職給与引当金制度の役員に対する適用 措置されず

１３．適格年金制度の一層弾力化 措置されず
＊検討事項として、「年金課税については、老
後を保障する公的年金と私的資産形成を総
合的に勘案し、各種年金制度間のバランス、
退職金課税や給与課税とのバランス等に留
意して、国民間に課税の不公平が生じない
よう、拠出・運用・給付を通じて課税のあ
り方を抜本的に見直す」ことが大綱に明記
された。

２．その他大蔵省整理・合理化案の対象となった事項

項 目 整 理 ・ 合 理 化 案 最 終 結 果

１．特別修繕準備金 対象法人を中小企業に限定 現行内容で存続

２．中小企業の貸倒引当金の特例 １６％の割増措置の廃止 公益法人等及び共同組合等を除き、繰入限度
額を１６％増とする措置を廃止
＊貸倒引当金の法定繰入率に係る措置は、存
置。

３．公害防止用設備の特別償却 特別償却率の引き下げ等
＊海運関係では、脱フロン対応型設備（コン
テナ用冷凍装置）の特別償却率を現行の１６
％から１２％へ引き下げ案が提示された。

現行内容で存続

１．海 運 政 策

船協海運年報２０００ 29



たしている。

経済協力開発機構（OECD）では、人、商品、技

術、資本等の国際的な交流を円滑化することを目的

に、最も典型的な税務問題である所得等に対する二

国間の課税の扱いについて１９６３年にモデル租税条約

を策定、その後、経済状況の変化に対応するため幾

度か改訂され、現在も検討を続けている。これをベ

ースに加盟国は一方の相手国との間に二国間条約も

しくは協定を締結している。国連においても、この

OECDモデル租税条約をベースとして先進国�発

展途上国間の国連モデル租税条約を策定している。

これらのモデル租税条約には国際運輸業所得につ

いても規定が設けられている。同モデル租税条約で

はまず「国際運輸」について、「一方の締約国に、

その事業の実質的管理の場所を有する企業が運用す

る船舶または航空機による運送をいう」と規定して

おり、さらに「それら船舶または航空機を国際運輸

に運用することによって取得する利得に対しては、

企業の実質的管理の場所が存在する締約国において

のみ租税を課することができる」とし、国際運輸業

所得に対する二重課税問題が起きないような仕組み

となっている。

２０００年１月１日現在、わが国は二重課税排除の目

的で４４カ国との間で租税条約を結んでいる。１９９９年

度においては、日本・マレイシア租税条約の全面改

正により同国における船舶運賃収入に係る所得税が

５０％免除から相互全額免除となった（２０００年１月１

日以降課税年度より）。（資料１―１４参照）

当協会では、諸外国との国際運輸業所得に対する

課税状況を把握するために、例年、課税実態ならび

に配船実績を調査し、外国税に関する諸問題の検討

の参考に供している。

１９９８年度については、１９９９年９月現在の会員会社

１２１社を対象に調査を実施したところ、外国におい

て納税した会社は２４社、１９９８年度分の納税を行なっ

た国は２８ヶ国、当年度分の納税額は１６億７，００３万円

で、前年度に比べ１，０２０万円の減少となった。配船

社数は３８社で、配船国数（地域を含む）は１４８カ国

であった。（資料１―１５および１―１６参照）

当協会では、国際的課税問題が発生した場合には

速やかな情報収集に努め、関係省庁に対し政府レベ

ルでの対応策を講じるよう要請することとしている。

〔資料１―１３〕 平成１２年度税制改正後の海運関係税制一覧

項 目 制 度 の 概 要 適 用 期 間

１．特定設備等の特別償却

１）船 舶

２）船員教育訓練施設等

３）公害防止設備

２．エネルギー需給構造改革推進投資促進税制（特別

償却または税額控除）

１）高効率ボイラー

２）船舶推進軸動力利用発電装置

・外航近代化船（３０００G�T以上）
特償率１８�１００

・内航近代化船（３００G�T以上）
特償率１６�１００

・二重構造タンカー（外内航とも）

特償率１９�１００
・特償率１６�１００
（操船シミュレーター：３億円超、機関シミュレー

ター：２億円超、荷役シミュレーター：１億円超の

施設に適用）

・オゾン層を破壊する特定物質の代替物質を使用した

コンテナ用冷凍設備（取得価額２００万円以上、HCFC
対応型設備も対象）

特償率１６�１００

３０�１００の特別償却又は７�１００の税額控除
（資本金１億円以下の法人に適用）

告示による

平８．４．１～平１３．３．３１

平７．４．１～平１３．３．３１

平１０．４．１～平１３．３．３１

平１０．４．１～平１３．３．３１

平５．４．１～平１３．３．３１

平１０．４．１～平１４．３．３１

１．海 運 政 策
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項 目 制 度 の 概 要 適 用 期 間

３．中小企業新技術体化投資促進税制
（電子機器利用設備を取得した場合の特別償却制度
又は税額控除制度）

１）光波式船位誘導・位置決め装置
２）内航タンカー荷役自動化装置
（制御コンピューターから計測器、検知器等まで
の部分）

３）船舶地球局設備
４）電子計算機

４．中小企業投資促進税制
（中小企業による機械装置等の取得に係る特例）

１）機械装置（２３０万円以上）
２）器具備品（合計額１００万円以上）
３）船舶（内航貨物船（基準取得価格）７５％）

５．海外投資等損失準備金制度

６．特定資産の買換

７．特定外国子会社等の所得の合算課税

８．登録免許税の課税の特例

９．特別修繕準備金

１０．船舶の耐用年数

１１．とん税、特別とん税

１２．固定資産税の課税の特例
１）船 舶

２）外航用コンテナ
３）外貿埠頭公社が所有又は取得するコンテナ埠頭
に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置

４）脱特定物質（脱フロン）対応型設備
・コンテナ用冷凍装置
（同時に設置する専用補助発電機を含む）

� 取得の場合 ３０�１００の特別償却又は７�１００の税
額控除

� リースの場合 リース費用×６０�１００×７�１００の
税額控除（１・２とも資本金１億円下の法人に適用）

３０�１００の特別償却又は７�１００の税額控除
（資本金１億円以下の法人に適用）

積立率…（イ）資源探鉱 １００％
（ロ）資源開発 ３０％
（ハ）特定海外経済協力 １４％
（ニ）新開発地域 １２％

� 船舶から船舶
� 内航船舶から減価償却資産

特定の外国子会社等の留保所得のうち、親会社（内国
法人）の持ち分に対応する部分を親会社の所得に合算
して課税する。

軽減後の税率（本則４�１０００）
� 所有権保存登記
・国際船舶 船舶価格の１�１０００

� 抵当権設定登記
・国際船舶 債権金額の１�１０００

船舶の場合：事業年度の月数�６０か月×３�４

・油そう船 １３年
・薬品そう船 １０年
・その他のもの １５年

� とん税 １純トン １６円
� 特別とん税 １純トン ２０円

・課税標準：
� 内航船 価格の１�２
� 外航船 価格の１�６
� 外国貿易船（外貿実績５０％超） 価格の１�１０
� 外国貿易船のうち国際船舶 価格の１�１５
・課税標準： 価格の４�５
� 課税標準： 価格の１�２
（現在所有するコンテナ埠頭：平１０．３．３１までに取
得したもの）

� 課税標準 価格の１�３
（今後取得する大水深コンテナ埠頭：平１０．４．１～
平１４．３．３１の間に取得したものに限る）

・課税標準： 価格の４�５
（平成１１年４月１日～１３年３月３１日に取得したもの
に限る）

平１０．４．１～平１４．３．３１

平１０．６．１～平１３．５．３１

昭４８．４．１～平１４．３．３１
平１０．４．１～平１４．３．３１
平１０．４．１～平１４．３．３１
昭４８．４．１～平１４．３．３１

昭４５．４．１～平１３．３．３１
昭５９．４．１～平１３．３．３１

平１０．４．１～平１４．３．３１

平９～平１３年度分
平１０～平１３年度分
� 平１０～平１１年度分

� 平１０～平１３年度取得
分について最初の１０年
間（それ以後は、価格
の１�２）

平１１～１３年度分
最初の３年間

１．海 運 政 策
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〔資料１ １４〕 租税条約リスト （２０００．１．１現在）

国 名 条約（等の名称） 署名年月日 発効年月日 適 用
船舶・航空機等条項
◯船…船舶 ◯空航空機

１ ア メ リ カ 所得税条約

（原）１９５４．４．１６
�１９５７．３．２３
�１９６０．５．７
�１９６２．８．１４

（全）１９７１．３．８

（原）１９５５．４．１
�１９５７．９．９
�１９６４．９．２
�１９６５．５．６
（全）１９７２．７．９

１９５５．４．１以降開始課税年度より

１９７３．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

２ スウェーデン 所得税条約

（原）１９５６．１２．１２
�１９６４．４．１５
（全）１９８３．１．１２
�１９９９．２．１９

（原）１９５７．６．１
�１９６５．５．２５
（全）１９８３．９．１８
�１９９９．１２．２５

１９５７．１．１以降開始所得年度より
１９６６．１．１以降開始課税年度より
１９８４．１．１以降開始課税年度より
２０００．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

３ デ ン マ ー ク 所得税条約
（原）１９５９．３．１０
（全）１９６８．２．３

（原）１９５９．４．２４
（全）１９６８．７．２６

１９５９．４．１以降開始課税年度より
１９６８．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

４ パ キ ス タ ン 所得税条約

（原）１９５９．２．１７
�１９６０．６．２８

（原）１９５９．５．１４
�１９６１．８．１

１９５９．１．１以降開始する「前年度」又
は「課税計算期間」より

１９６０．１．１以降開始する各「前年度」
より

◯船規定なし
◯空相互全免

５ ノ ル ウ ェ ー 所得税条約
（原）１９５９．２．２１
（全）１９６７．５．１１
（全）１９９２．３．４

（原）１９５９．９．１５
（全）１９６８．１０．２５
（全）１９９２．１２．１６

１９５９．１．１以降開始課税年度より
１９６８．１．１以降開始事業年度より
１９９３．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

６ イ ン ド

（原）１９６０．１．５
�１９６９．４．８
�１９７４．１１．３０

（全）１９８９．３．７

（原）１９６０．６．１３
�１９７０．１１．１５
�１９７４．１２．２６

（全）１９８９．１２．２９

１９６０．１．１以降開始課税年度より
１９６７．４．１以降開始賦課年度より５年間
１９７２．４．１以降開始賦課年度及びその

後４賦課年度
１９７７．４．１以降開始賦課年度より
１９９０．１．１以降開始賦課年度より

◯船（原）５０％免除 ◯空相互全免
�１次改訂で５５％分免除
�更に５賦課年度延長

５５％免除が５０％免除となった６年目
より７５％免税、１１年目より相互全免

７ シンガポール 所得税条約

（原）１９６１．４．１１
（全）１９７１．１．２９
�１９８１．１．１４

（全）１９９４．４．９

（原）１９６１．９．５
（全）１９７１．８．３
�１９８１．６．２３
（全）１９９５．４．２８

１９６１．１．１以降開始課税年度より
１９７１．１．１以降開始賦課年度より
１９８２．１．１以降開始賦課年度より
１９９６．１．１以降開始賦課年度より

◯船・◯空相互全免

８ オーストリア 所得税条約 １９６１．１２．２０ １９６３．４．４ １９６３．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空相互全免

９ ニュージーランド 所得税条約
（原）１９６３．１．３０
�１９６７．３．２２

（原）１９６３．４．１９
�１９６７．９．３０

１９６３．４．１以降開始所得年度より
１９６７．４．１以降開始所得年度より

◯船・◯空相互全免

１０ イ ギ リ ス 所得税条約
（原）１９６２．９．４
（全）１９６９．２．１０
�１９８０．２．１４

（原）１９６３．４．２３
（全）１９７０．１２．２５
�１９８０．１０．３１

１９６３．４．６以降開始賦課年度より
１９７０．４．６以降開始賦課年度より
１９８０．４．６以降開始賦課年度より

◯船・◯空相互全免

１１ タ イ 所得税条約
１９６３．３．１

（全）１９９０．４．７
１９６３．７．２４
１９９０．８．３１

１９６３．１．１以降開始課税年度又は事業
年度より

１９９１．１．１以降開始課税年度より

◯船５０％免除
◯空相互全免

１２
マ レ ー シ ア
（マラヤ連邦）

（所得税条約）
所得税協定

（原）１９６３．６．４
（全）１９７０．１．３０
（全）１９９９．２．１９

（原）１９６３．８．２１
（全）１９７０．１２．２３
（全）１９９９．１２．３１

１９６３．１．１以降開始賦課年度より
１９７０．１．１以降開始賦課年度より
２０００．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免
◯船５０％免除 ◯空相互全免
◯船・◯空相互全免

１３ カ ナ ダ 所得税条約
１９６４．９．５

� １９８６．５．７
１９６５．４．３０
１９８７．１１．１４

１９６５．１．１以降開始賦課年度より
１６８８．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

１４ フ ラ ン ス 所得税条約
（原）１９６４．１１．２７
�１９８１．３．１０

（全）１９９５．３．３

（原）１９６５．８．２２
�１９８１．１０．１４

（全）１９９６．３．２４

１９６５年に修了する事業年度より

１９９７．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

１５ ド イ ツ 所得税条約
（原）１９６６．４．２２
�１９７９．４．１７
�１９８３．２．１７

（原）１９６７．６．９
�１９８０．１１．１０
�１９８４．５．４

１９６７．６．９の属する賦課期間より
１９７４．１．１以降開始賦課期間より
１９８１．１．１以降開始賦課期間より

◯船・◯空相互全免

１６ ブ ラ ジ ル 所得税条約
（原）１９６７．１．２４
�１９７６．３．２３

（原）１９６７．１２．３１
�１９７７．１２．２９

１９６８．１．１以降開始課税年度より
１９７８．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

１７
ス リ ラ ン カ
（セ イ ロ ン）

所得税条約 １９６７．１２．１２ １９６８．９．２２ １９６８．４．１以降開始賦課年度より ◯船・◯空５０％免除

１８
エ ジ プ ト
（アラブ連合）

所得税条約
１９６８．９．３ １９６９．８．６ １９６９．８．６以降終了の事業年度より ◯船・◯空相互全免

１９ ベ ル ギ ー 所得税条約
１９６８．３．２８
１９８８．１１．９

１９７０．４．１６
１９９０．１１．１６

１９７０．１２．３１以降終了の事業年度より ◯船・◯空相互全免

２０ オーストラリア 所得税条約 １９６９．３．２０ １９７０．７．４ １９７０．７．１以降開始所得年度より ◯船・◯空相互全免
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国 名 条約（等の名称） 署名年月日 発効年月日 適 用
船舶・航空機等条項
◯船…船舶 ◯空航空機

２１ オ ラ ン ダ 所得税条約
（原）１９７０．３．３
�１９９２．３．４

（原）１９７０．１０．２３
�１９９２．１２．１６

１９７０．１．１以降開始課税年度より
１９９３．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

２２ 大 韓 民 国 所得税条約
１９７０．３．３

（全）１９９８．１０．８
１９７０．１０．２９

（全）１９９９．１１．２２
１９７０．１．１以降開始課税年度より
２０００．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

２３ ザ ン ビ ア 所得税条約 １９７０．２．１９ １９７１．１．２３ １９７１．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空相互全免

２４ ス イ ス 所得税条約 １９７１．１．１９ １９７１．１２．２６ １９７１．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空相互全免

２５ フィンランド 所得税条約
（原）１９７２．２．２９
�１９９１．３．４

（原）１９７２．１２．３０
�１９９１．１２．２８

１９７２．１．１以降開始課税年度より
１９９２．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

２６ イ タ リ ア 所得税条約
（原）１９６９．３．２０
�１９８０．２．１４

（原）１９７３．３．１７
�１９８２．１．２８

１９７３．１．１以降開始課税年度より
１９７４．１．１以降開始課税年度より

◯船・◯空相互全免

２７ ス ペ イ ン 所得税条約 １９７４．２．１３ １９７４．１１．２０ １９７５．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空相互全免

２８ アイルランド 所得税条約

１９７４．１．１８ １９７４．１２．４ １９７４．４．６以降開始賦課年度の所得税
１９７４．４．１以降開始事業年度の法人利

潤税及びその日に現に継続
中の事業年度の残存期間の
法人利潤税

◯船・◯空相互全免

２９ ル ー マ ニ ア 所得税条約 １９７６．２．１２ １９７８．４．９ １９７８．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空相互全免

３０ 旧チェコスロヴァキア 所得税条約 １９７７．１０．１１ １９７８．１１．２５ １９７９．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空相互全免

３１ フ ィ リ ピ ン 所得税条約 １９８０．２．１３ １９８０．７．２０ １９８１．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空４０％軽減

３２ ハ ン ガ リ ー 所得税条約 １９８０．２．１３ １９８０．１０．２５ １９８１．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空相互全免

３３ ポ ー ラ ン ド 所得税条約 １９８０．２．２０ １９８２．１２．２ １９８２．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空相互全免

３４ インドネシア 所得税協定 １９８２．３．３ １９８２．１２．３１ １９８３．１．１以降開始課税年度より ◯船・◯空相互全免

〔資料１―１５〕 外国における船舶所得に対する課税状況一覧表（１９９８年度 納付実績）
（単位：千円）

国 名
課 税 対 象
運 賃

納税額（Income Tax等）
還付金額

納 税 額
順 位

Income Tax等
対運賃比（％）

納税社数
（当年度分） （過年度分）

ア

ジ

ア

北 朝 鮮
香 港
フ ィ リ ピ ン
マ レ ー シ ア
タ イ
バングラディシュ
イ ン ド
パ キ ス タ ン
ス リ ラ ン カ

４２，３５４
１４，８２３

１０，７１６，６８０
１５，８６６，１７０
２８，６３７，１４５
１，４１５，７３７
２３，２７１，７８７
２，１６４，５８３
１，９６８，２０７

８４７
２３５

１６１，４９５
７６，９０７
４３０，６８６
５６，６３０
２０８，７９７
１７３，１６７
２３，５９７

０
０

９，００９
４，０２０
１７４，６５７

０
２，２８６
０
０

０
２４８
０
０
０
０
０
０
０

２５
２６
５
６
１
９
２
４
１４

２．００
１．５９
１．５１
０．４８
１．５０
４．００
０．９０
８．００
１．２０

１
２
１１
１１
１７
６
１１
３
４

中
近
東

イ ラ ン
サ ウ ジ ア ラ ビ ア

６８，２４０
７２８，０８３

３，４１２
４０，９４５

０
０

０
０

２２
１１

５．００
５．６２

１
４

オ

セ

ア
ニ
ア

パプアニューギニア
ソ ロ モ ン 諸 島

１，１９３，８０２
３１４，５１１

２８，６４９
１５，７２１

１２，１７４
０

０
０

１３
１５

２．４０
５．００

１１
５

中

南

米

パ ナ マ
コ ス タ リ カ
ハ イ チ
ド ミ ニ カ
ベ ネ ズ エ ラ
コ ロ ン ビ ア
パ ラ グ ア イ
エ ク ア ド ル
チ リ
グ ア テ マ ラ
ホ ン ジ ュ ラ ス

１１６，３９８
３，５３４
５１０
３１６

４，７５１，９３６
１，８６４，８２２
３２５，３１３
７５６，８５７
１，５４４，２０３
８８０，８６８
５１，２４３

３，４９２
１，０６０
５１
８

７３，６５１
５６，７４５
１１，３８６
３，７８４
５５，４９４
３５，２３４
２，０５０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

２１
２４
２７
２８
７
８
１６
２０
１０
１２
２３

３．００
２９．９９
１０．００
２．５３
１．５５
３．０４
３．５０
０．５０
３．５９
４．００
４．００

２
１
１
１
２
３
１
３
２
２
１

ア
フ
リ
カ

ナ イ ジ ェ リ ア
ケ ニ ア
タ ン ザ ニ ア
ガ ー ナ

６，０１８，１２７
３５６，２３８
４４９，１１８
３６０，６２９

１７９，２３１
９，９７４
１０，２１７
６，５７４

０
０
０
０

０
０
０
０

３
１８
１７
１９

２．９８
２．８０
２．２７
１．８２

１
２
２
１

合 計 � 平 均 １０３，８８２，２３４ １，６７０，０３９ ２０２，１４６ ２４８ � ３．８３ ２４

注）本表は、当協会会員会社からの調査回答のうち、納税実績のあった２４社の集計である。
調査対象は、「運賃にかかる外国法人税」（法人税法上の外国税額控除の対象となるもの）に限定した。
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〔資料１―１６〕 国別配船会社一覧表（１９９８年事業年度）

［付表�］

配 船 国

海運会社名

ア ジ ア 中 近 東

イ

ン

ド

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

韓

国

カ
ン
ボ
ジ
ア

北

朝

鮮

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ス
リ
ラ
ン
カ

タ

イ

台

湾

中

国

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

パ
キ
ス
タ
ン

フ
ィ
リ
ピ
ン

ブ

ル

ネ

イ

ベ

ト

ナ

ム

香

港

マ
レ
ー
シ
ア

ミ
ャ
ン
マ
ー

モ
ル
デ
ィ
ブ

ア

ラ

ブ

イ

エ

メ

ン

イ
ス
ラ
エ
ル

イ

ラ

ク

イ

ラ

ン

オ

マ

ー

ン

カ

タ

ー

ル

ク
ウ
ェ
ー
ト

キ

プ

ロ

ス

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

シ

リ

ア

中

立

地

帯

ト

ル

コ

バ
ー
レ
ー
ン

ヨ

ル

ダ

ン

レ

バ

ノ

ン

アクトマリタイム

旭 海 運 ○

旭 タ ン カ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 一 中 央 汽 船 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

イースタン・カーライナー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○

八 馬 汽 船 ○

日 之 出 汽 船 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

出 光 タ ン カ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

飯 野 海 運 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

インターエイシアライン ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

関 汽 外 航 ○ ◎ ○ ○ ○

川 崎 近 海 汽 船 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

川 崎 汽 船 ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京 北 海 運 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国 華 産 業 ○ ○ ○

エム・オー・シーウエイズ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

浪 速 タ ン カ ー ○ ○ ○ ○

ナ ビ ッ ク ス 近 海 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 本 郵 船 ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

日 産 専 用 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 正 汽 船 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ニッスイシッピング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 鉄 海 運 ◎ ○ ○

エヌケーケー物流 ○ ○

商 船 三 井 ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

三 光 汽 船 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

新 和 海 運 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

昭 和 シ ェ ル 船 舶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

昭 和 油 槽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

太 平 洋 海 運 ○ ○ ○ ○ ○

太 平 洋 汽 船 ◎ ○ ○ ○ ○

東 朋 海 運 ○ ○ ○

東 海 商 船 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

東 興 海 運 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○

東 京 マ リ ン ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

東 京 船 舶 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

東 京 タ ン カ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雄 洋 海 運 ○ ○ ○ ○

配 船 会 社 合 計 １６２９２７ ２ １２１ ６２４２６２８ ６ ７１９ ８２１１７２６ １ １１２ ３ ４ ５１０ ８１０１２ ４１４ ５ ３ ５ ７ ７ ４

納 税 会 社 合 計 １１ ０ ０ ０ １ ０ ４１７ ０ ０ ６ ３１１ ０ ０ ２１１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０

注） ◎印…配船および納税 〇印…配船のみ
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配 船 国

海運会社名

ア フ リ カ

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

ア

ン

ゴ

ラ

エ

ジ

プ

ト

エ
リ
ト
リ
ア

エ
チ
オ
ピ
ア

カ
ナ
リ
ア
諸
島

カ
ボ
ベ
ル
デ

カ
メ
ル
ー
ン

ガ

ー

ナ

ガ

ボ

ン

ガ

ン

ビ

ア

ギ

ニ

ア

ケ

ニ

ア

コ
ー
ト
ジ
ボ
ア
ー
ル

コ

モ

ロ

コ

ン

ゴ

ザ

イ

ー

ル

シ
ェ
ラ
レ
オ
ネ

ジ

ブ

チ

ス

ー

ダ

ン

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド

セ
ー
シ
ャ
ル

赤
道
ギ
ニ
ア

セ

ネ

ガ

ル

セ
ン
ト
ブ
リ
シ
ア

ソ

マ

リ

ア

タ
ン
ザ
ニ
ア

チ
ュ
ニ
ジ
ア

ト

ー

ゴ

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

ナ

ミ

ビ

ア

西

サ

ハ

ラ

ベ

ニ

ン

ベ
ル
デ
岬
諸
島

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

南
ア
フ
リ
カ

モ
ー
リ
シ
ャ
ス

モ
ー
リ
タ
ニ
ア

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

モ

ロ

ッ

コ

リ

ビ

ア

リ

ベ

リ

ア

レ
ユ
ニ
オ
ン

アクトマリタイム

旭 海 運

旭 タ ン カ ー

第 一 中 央 汽 船 ○ ○ ○

イースタン・カーライナー

八 馬 汽 船

日 之 出 汽 船 ○ ○

出 光 タ ン カ ー ○

飯 野 海 運 ○ ○

インターエイシアライン

関 汽 外 航

川 崎 近 海 汽 船

川 崎 汽 船 ○○○ ○○○○○○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○○○

京 北 海 運

国 華 産 業

エム・オー・シーウエイズ

浪 速 タ ン カ ー

ナ ビ ッ ク ス 近 海

日 本 郵 船 ○ ○○ ○ ○ ◎ ○○ ○ ◎○ ○ ○○ ○○○

日 産 専 用 船 ○ ○ ○ ○

日 正 汽 船

ニッスイシッピング ○ ○ ○ ○

日 鉄 海 運 ○

エヌケーケー物流

商 船 三 井 ○○○ ○ ○◎○○○◎○ ○○ ○○ ◎○○◎ ○○○○○○○○○ ○

三 光 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

新 和 海 運 ○

昭 和 シ ェ ル 船 舶

昭 和 油 槽 船

太 平 洋 海 運

太 平 洋 汽 船

東 朋 海 運

東 海 商 船 ○ ○

東 興 海 運

東 京 マ リ ン ○ ○ ○

東 京 船 舶

東 京 タ ン カ ー

雄 洋 海 運

配 船 会 社 合 計 ５２１０１１２０３３３２２５３０３２０１３０１１３００３４３２１０３１２１０１３３７４０１

納 税 会 社 合 計 ００００００００１０００２０００００００００００００２００１０００００００００００００

注） ◎印…配船および納税 〇印…配船のみ
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配 船 国

海運会社名

ヨ ー ロ ッ パ オ セ ア ニ ア

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

イ

ギ

リ

ス

イ

タ

リ

ア

オ

ラ

ン

ダ

ギ

リ

シ

ャ

ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル

シ
ェ
ト
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ス

ペ

イ

ン

デ
ン
マ
ー
ク

ド

イ

ツ

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

フ

ラ

ン

ス

ブ
ル
ガ
リ
ア

ベ

ル

ギ

ー

ポ
ー
ラ
ン
ド

ポ
ル
ト
ガ
ル

マ

ル

タ

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

ル
ー
マ
ニ
ア

ロ

シ

ア

ス
ロ
ベ
ニ
ア

ウ
ク
ラ
イ
ナ

ク
ロ
ア
チ
ア

ラ

ト

ビ

ア

リ
ト
ア
ニ
ア

エ
ス
ト
ニ
ア

グ

ル

ジ

ア

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

キ

リ

バ

ス

グ

ア

ム

島

サ

イ

パ

ン

ソ
ロ
モ
ン
諸
島

タ

ヒ

チ

ト

ン

ガ

西

サ

モ

ア

ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

バ

ヌ

ア

ツ

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

パ

ラ

オ

フ

ィ

ジ

ー

米
領
サ
モ
ア
諸
島

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

ナ

ウ

ル

アクトマリタイム

旭 海 運 ○

旭 タ ン カ ー ○

第 一 中 央 汽 船 ○○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ◎ ○○ ◎

イースタン・カーライナー

八 馬 汽 船 ○ ○

日 之 出 汽 船 ○

出 光 タ ン カ ー ○

飯 野 海 運 ○ ○ ○ ○

インターエイシアライン

関 汽 外 航 ◎

川 崎 近 海 汽 船 ○ ◎ ◎

川 崎 汽 船 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○ ○ ○○

京 北 海 運 ○ ○ ◎

国 華 産 業

エム・オー・シーウエイズ ○ ○ ◎

浪 速 タ ン カ ー

ナ ビ ッ ク ス 近 海 ◎

日 本 郵 船 ○○○○○○ ○○○○○ ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

日 産 専 用 船 ○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○ ○

日 正 汽 船 ○ ◎

ニッスイシッピング ○○○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○

日 鉄 海 運 ○ ○

エヌケーケー物流

商 船 三 井 ○○○○○ ○○○○○○○ ○ ○○○○○ ○○○ ○○○○○○○○ ○○

三 光 汽 船 ○○○○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 和 海 運 ○ ○ ○ ○○ ◎

昭 和 シ ェ ル 船 舶 ○

昭 和 油 槽 船

太 平 洋 海 運 ○ ○

太 平 洋 汽 船 ○ ○

東 朋 海 運 ◎ ○ ◎

東 海 商 船 ○○ ○ ○ ○

東 興 海 運 ○ ○

東 京 マ リ ン ○○○ ○ ○○ ○ ○ ◎ ◎

東 京 船 舶 ◎

東 京 タ ン カ ー

雄 洋 海 運 ○

配 船 会 社 合 計 ５８８９４１０６７６１０８２９２７５６３３４７３０３１２００２０１２０７１２１６１２１１４１２１１０

納 税 会 社 合 計 ０００００００００００００００００００００００００００００００００５００００００１１０００００

注） ◎印…配船および納税 〇印…配船のみ
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配 船 国

海運会社名

北米 中 南 米 配
船
国
・
地
域
総
合
計

納
税
国
・
地
域
総
合
計

ア

メ

リ

カ

カ

ナ

ダ

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ア
ン
テ
ィ
グ
ア

ア
ン
テ
ィ
ル（
蘭
領
）

ウ
ル
グ
ア
イ

エ
ク
ア
ド
ル

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル

ガ

イ

ア

ナ

キ

ュ

ー

バ

グ
ア
テ
マ
ラ

グ

レ

ナ

ダ

コ
ス
タ
リ
カ

コ
ロ
ン
ビ
ア

ジ
ャ
マ
イ
カ

ス

リ

ナ

ム

セ
ン
ト
キ
ッ
ズ

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト

セ
ン
ト
ル
シ
ア

チ

リ

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
ト
バ
コ

ド

ミ

ニ

カ

ニ
カ
ラ
グ
ア

西
イ
ン
ド
諸
島（
仏
領
）

西
イ
ン
ド
諸
島（
蘭
領
）

ハ

イ

チ

バ
ー
ジ
ン
諸
島

バ

ハ

マ

バ
ミ
ュ
ー
ダ
諸
島

バ
ル
バ
ド
ス

パ

ナ

マ

パ
ラ
グ
ア
イ

ブ

ラ

ジ

ル

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド

プ
エ
ル
ト
リ
コ

ベ
ネ
ズ
エ
ラ

ペ

ル

ー

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス

マ
ル
チ
ニ
ク
島

メ

キ

シ

コ

リ
ー
ワ
ー
ド
諸
島

ウ
ィ
ン
ド
ワ
ー
ド
諸
島

アクトマリタイム ○○ ２ ０

旭 海 運 ○ ３ ０

旭 タ ン カ ー １１ ０

第 一 中 央 汽 船 ○○○ ○○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ４５ ５

イースタン・カーライナー ○○ １９ ４

八 馬 汽 船 ○○ ○ ○ ７ ０

日 之 出 汽 船 ２１ ４

出 光 タ ン カ ー １５ ０

飯 野 海 運 ○○○ ２７ ０

インターエイシアライン ６ ２

関 汽 外 航 ６ ２

川 崎 近 海 汽 船 １４ ７

川 崎 汽 船 ○○○ ○◎○ ○ ○◎○ ○○○○ ○ ○○○◎ ○ ○○○○ ○ ９８ １０

京 北 海 運 ○○ １４ ２

国 華 産 業 ３ ０

エム・オー・シーウエイズ １２ ３

浪 速 タ ン カ ー ４ ０

ナ ビ ッ ク ス 近 海 １１ ２

日 本 郵 船 ○○○○○○◎○○ ◎○◎◎○ ○○○◎○○○ ◎ ○○○◎○○ ○◎○◎○○ １０２ ２１

日 産 専 用 船 ○○ ○ ３１ ０

日 正 汽 船 ○○ ２０ ３

ニッスイシッピング ○○○ ○○ ○○○ ○ ○○ ○○ ４２ ０

日 鉄 海 運 ○○ ○ ９ １

エヌケーケー物流 ２ ０

商 船 三 井 ○○○○○○◎ ◎○ ◎○ ○○○◎○◎ ○ ○○○○○○◎○ ○◎○ ○ １１８ １９

三 光 汽 船 ○○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ７３ ４

新 和 海 運 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ２６ ５

昭 和 シ ェ ル 船 舶 １４ ０

昭 和 油 槽 船 ８ １

太 平 洋 海 運 ○ ８ ０

太 平 洋 汽 船 ７ １

東 朋 海 運 ○○ ８ ２

東 海 商 船 ○○ ○ ○ ○ ２１ １

東 興 海 運 ○○ ○ １８ ５

東 京 マ リ ン ○○ ２６ ４

東 京 船 舶 １２ ４

東 京 タ ン カ ー １７ １

雄 洋 海 運 ５ ０

配 船 会 社 合 計２０２０８２２５６３２０５２４７５１２２２８３４４１０３２３３３６２１０１４６７３１９００８８５ �

納 税 会 社 合 計 ００００００３０００２０１３０００００２０１０００１００００２１０００２０１００００ � １１３
注） ◎印…配船および納税 〇印…配船のみ
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１・９ トン数標準課税方式

トン数標準課税方式（以下、便宜的に「トン税」

という。）は、１９９０年代後半、欧州において急速に広

まった税制である。当協会は本税制に関する情報収

集に努めているが、これまでに把握したトン税制度

の概要は以下のとおりである。

１９９６年１月１日にオランダで適用が開始されたの

を皮切りに、１９９６会計年度よりノルウェー、１９９９年

１月１日よりドイツにおいて相次いで導入され、英

国では２０００年１月１日からの遡及適用が見込まれて

いる。フィンランドにおいても、２００１年よりトン税

が導入されるとの情報があるが詳細は不明である。

（これらに先立ち、ギリシャにおいてもトン税制度

が創設されているが、法人税とトン税との選択が認

められていないなど最近導入されたトン税とは異な

る点も多い。）また、デンマークやフランス等にお

いても、トン税の導入に向けた動きがある。一方、

アメリカにおいては、政府にトン税の導入を要望し

たが全く受け入れられないまま、再要望の機会を失

っているとのことである

トン税は会社の業績によってはかなりの減税効果

をもたらすともに、予め納税額が確定するため資金

計画が立て易いなど、船社経営にとって有利な法人

税のオプションである。諸外国の海運会社はこうし

た有利な税制の導入などにより国際競争力をつけて

おり、邦船社が諸外国と同等の競争条件を得るため

には、船舶の特別償却制度や圧縮記帳制度などの現

行海運税制の存続が最低限必要になっている。

１．欧州諸国のトン税制度について

トン税は船舶のトン数を基準にした法人所得税の

外形標準課税であり、船舶の入港に際し課税される

日本の「とん税・特別とん税」とは根本的に概念の

異なるものである。トン税の適用を受ける企業は、

通常の法人税に代えて運航船舶のトン数（純トン）

に基づいて算出した税額を納付することができる。

トン税が海運企業に支持される理由のひとつとし

て、上述のとおり、予め税額が確定するため資金計

画が立てやすい点が挙げられる。通常の法人税は所

得に応じて税額が計算されるため税額はその年度の

業績に左右されるが、赤字になれば納付義務がない。

一方、トン税では業績にかかわらずトン数に基づき

税額を計算するので予め納税額が確定しているが、

赤字になってもトン税を納めなくてはならない。

トン税を導入した多くの国で、法人税とトン税の

選択が認められている。どちらを選択するかを決定

すると一定期間（１０年程度）変更できないシステム

を採用している国が多いため、各企業は将来の損益

予測を緻密に行った上で、通常の法人税を納税する

か、トン税に切り替えるかを選ぶことになる。

１）トン税は、どのような仕組みで課税されるのか

通常、法人税額は実際の利益に法人税率を乗じ

て算出される。一方トン税は、海運業収益による

納税額を実際の利益ではなく船舶１隻毎の純トン

数に連動させて算出しようとする外形標準課税で

ある。トン数標準税という新たな税金が創設され

たわけではなく、法人税の変形といえる。

税額の算出方法については、オランダ方式（オ

ランダ・ドイツ・英国）とノルウェー方式（ノル

ウェーのみ）に大別される。オランダ方式の仕組

みは次ページに示したとおりである。

なお、トン税の算出に「純トン数」が用いられる

のは、船社の収益を算定するには貨物の輸送に使用

される容積を示す純トン数（純トン数：総トン数か

ら機関室・船舶操縦室・船員室など運航用の船室の

容積を差し引いた容積）が最も適当であると考えら

れたからである。

２）欧州諸国におけるトン税制度の比較（資料１―

１７参照）

１．海 運 政 策
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ひとくちにトン税といっても、国により税額の

算出方法が異なるほか、適用対象となる船舶の範

囲や適用に際しての条件などに違いがある。例え

ば、英国においては、トン税を選択した船社に船

員訓練義務が課されている。

３）トン税導入の理由・背景

導入の背景としては、自国籍船の減少防止、国

際競争力の強化、周辺産業を含む海事産業全般の

振興、国際的なイコールフッティング（税制のハ

ーモナイズ）などが挙げられるが、それぞれの国

の事情も大きく影響している。

海事産業従事者が国民の約２０％に及ぶ海運国で、

国を挙げて海運優遇政策を推進してきたノルウェ

ーにおいては、海運産業を発展させ、雇用を維持

することが導入の主な目的であった。オランダで

は、便宜置籍国に船籍を変更する傾向に歯止めを

かけ、海運ビジネスの場所としてオランダが吸引

力を持ち、海運業がオランダの経済に寄与するよ

うにとの期待からトン税が導入された。ドイツで

は、先行してトン税を導入した隣国オランダへの

船社の移転防止がトン税導入の推進力になった。

海運ビジネスの中心地ロンドンを抱える英国では、

保有船舶数・船員数の減少に対する危機感が背景

にあった。こうした国情の違いもあり、できあが

った制度に差が生じたものと思われる。

４）トン税導入により自国籍船が増加する理由

EUの国家助成のガイドライン（１９９７年７月５

日発効）がトン税を含む財務上の補助を自国籍船

に限定することを禁止しているにもかかわらず自

国籍船が増えるのは、概ね次のような仕組みにな

っているためだと考えられる。

例えばオランダでは、トン税は定期用船を含む

国際輸送に従事する全ての運航船舶に適用される

が、定期用船等の割合に制限が設けられている。

所有船・共有船・裸用船は運航している限り常に

対象になるが、定期用船と他の会社のために管理

している船舶の合計が所有船・共有船・裸用船の

合計の３倍を超えると、これら定期用船等は全船

がトン税の対象外となってしまう。全ての運航船

をトン税の対象にするには必然的に自国籍船を増

やさなくてはならない。

２．トン税制度のわが国への導入について

トン税は有効な海運税制と考えられるが、わが国

において具体的な税制改正要望につなげていくには、

更なる情報収集を行った上での十分な研究が必要と

なる。

［法人税額算出方法の比較］

◯１ 通常の法人税額算出方法

課税所得の算出

全体の収入

△ 全体の費用

課税所得（Ａ）

納税額の算出：課税所得（Ａ）×法人税率

＊但し、課税所得（Ａ）がマイナスの場合には

納税額はゼロ。

◯２ トン税による法人税額算出方法（オラン

ダ方式）

課税所得の算出

〈海運業部分〉 〈その他事業部分〉

純トン数に一定の係数をかけて 収 入

１船毎にみなし利益を算出 △ 費 用

課税所得（Ｂ） 課税所得（Ｃ）

納税額の算出：課税所得（Ｂ＋Ｃ）×法人税率

＊トン税の適用を受ける会社は海運業部分（ト

ン数標準税制適用分）とその他事業部分を分離

し、それぞれの課税所得を算出した上で、その

合計に通常の法人税率を乗じて納税額を算出す

る。但し、課税所得（Ｃ）がマイナスの場合には

ＢとＣを合算せず、課税所得（Ｂ）×法人税率が

納税額となる。
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〔
資
料
１
―
１７
〕
欧
州
諸
国
の
ト
ン
税
（
ト
ン
数
標
準
税
制
）
に
つ
い
て

（
２０
００
．１
月
末
現
在
）

概
要

オ
ラ
ン

ダ
ド

イ
ツ

イ
ギ
リ

ス
ノ
ル
ウ
ェ
ー

デ
ン
マ
ー
ク

適
用
開
始
日

○
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
の
順
に

導
入
。

１９
９６
年
１
月
１
日

１９
９９
年
１
月
１
日

２０
００
年
１
月
１
日
よ
り
遡
及
適

用
１９
９６
会
計
年
度
よ
り

要
望
中
（
以
下
は
素
案
）

導
入
の
背
景

○
自
国
籍
船
の
減
少
防
止
、
国

際
競
争
力
の
強
化
、
周
辺
産

業
を
含
む
発
展
な
ど
が
主
な

目
的
。

○
現
在
検
討
中
の
デ
ン
マ
ー
ク

・
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
イ
コ
ー

ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
見
地
か

ら
、
導
入
を
目
指
し
て
い
る
。

・
便
宜
置
籍
国
に
船
籍
を
変
更

す
る
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
、

海
運
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
所
と
し

て
吸
引
力
を
持
ち
、
海
運
業

が
オ
ラ
ン
ダ
の
経
済
に
寄
与

す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期

待
し
て
の
政
策
。

・
外
貨
獲
得
や
船
員
数
の
増
加

を
図
る
意
味
合
い
は
薄
い
。

・
隣
国
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
船
社
の

移
転
防
止
。（
オ
ラ
ン
ダ
と

比
較
し
、
不
利
な
点
が
な
い

よ
う
考
案
）

・
ド
イ
ツ
レ
ジ
ス
タ
ー
の
船
を

対
象
と
す
る
安
全
規
制
に
伴

う
コ
ス
ト
増
を
補
填
す
る
意

味
合
い
も
あ
る
。

・
外
国
か
ら
の
投
資
を
集
め
る

た
め
。

・
直
接
保
有
船
舶
数
の
減
少（
年

間
約
４
％
減
少
し
、
１９
９８
年

に
は
ピ
ー
ク
時
の
５
分
の
１

以
下
に
激
減
）

・
船
員
数
の
減
少
（
１９
８０
年
か

ら
１９
９７
年
に
か
け
て
船
舶
職

員
は
７８
％
減
、
部
員
は
６５
％

減
）

・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
海
運
産
業
を

発
展
さ
せ
、
雇
用
を
維
持
す

る
こ
と
が
目
的
。
外
貨
の
獲

得
も
視
野
に
入
れ
た
国
を
挙

げ
て
の
施
策
。

・
海
事
産
業
従
事
者
が
国
民
の

２０
％
に
の
ぼ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー

で
は
、
海
運
優
遇
に
対
し
、

他
業
界
か
ら
の
反
発
な
し
。

・
近
隣
の
主
要
海
運
国
と
の
イ

コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
図

る
た
め
。

・
よ
り
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
投
資

を
可
能
に
す
る
た
め
。

適
用
範
囲

○
各
国
に
よ
り
微
妙
に
異
な
る

が
、
定
期
用
船
の
適
用
に
総

量
制
限
を
設
け
る
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
所
有
船
を
増
や
す

動
機
付
け
を
与
え
て
い
る
。

・
国
際
運
送
に
従
事
す
る
全
て

の
運
航
船
舶
（
所
有
船
、
共

有
船
、
定
期
用
船
、
裸
用
船
）

に
よ
っ
て
得
る
利
益
。

・
定
期
用
船
及
び
他
社
の
た
め

に
管
理
し
て
い
る
船
舶
も
対

象
（
運
航
し
て
い
る
所
有
船

＋
共
有
船
＋
裸
用
船
の
３
倍

以
内
。
超
過
す
る
と
定
期
用

船
ま
た
は
他
社
の
管
理
船
は

全
船
対
象
外
と
な
る
）。

・
適
用
範
囲
外
の
所
得
は
通
常

の
法
人
税
。

・
国
際
運
送
に
従
事
す
る
ド
イ

ツ
レ
ジ
ス
タ
ー
の
船
（
所
有

船
と
共
有
船
）
に
よ
っ
て
得

る
利
益
。

・
適
用
範
囲
外
の
所
得
は
通
常

の
法
人
税
。

・
オ
ラ
ン
ダ
方
式
で
検
討
中
。

・
但
し
、
適
用
船
舶
は
１０
０
Ｇ

�
Ｔ
の
船
舶
に
限
定
。
定
期

用
船
は
所
有
船
＋
定
期
用
船

の
合
計
の
７５
％
以
内
と
い
う

総
量
制
限
あ
り
（
超
過
分
の

取
扱
は
未
定
）

・
国
際
海
運
収
入
（
三
国
間
が

中
心
）。

・
船
籍
港
・
登
録
地
は
問
わ
な

い
（

N
O

R�
N

IS
の
み
に
適

用
さ
れ
る
制
度
で
は
な
い
）。

・
適
用
範
囲
は
純
粋
に
海
運
収

入
に
限
ら
れ
、
利
子
所
得
や

キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
は
適
用

対
象
外
。

・
配
当
を
し
た
場
合
は
、
法
人

税
率
で
課
税
。

・
商
船
（

D
IS
船
・
用
船
含
む
）

や
稼
働
式
の
掘
削
機
械
等
に

よ
る
全
て
の
海
運
事
業
か
ら

得
る
利
益
。

税
率
（
ノ
ル
ウ

ェ
ー
）・
ト
ン

数
別

基
準
係

数
（
オ
ラ
ン
ダ

等
）

○
オ
ラ
ン
ダ
方
式
：
係
数
×
３６
５

日
×
純
ト
ン
に
よ
り
１
船
毎

に
算
出
し
た
み
な
し
利
益
に
、

適
用
範
囲
外
の
所
得
を
加
え
、

こ
れ
に
法
人
税
率
を
乗
じ
て

算
出
。

○
ノ
ル
ウ
ェ
ー
方
式
：
純
ト
ン

数
に
応
じ
定
め
ら
れ
た
税
率

に
よ
り
算
出
。

換
算
レ
ー
ト
：
２０
００
年
１
月

３１
日
現
在

〈
１０
０
純
ト
ン
当
た
り
の
係
数
〉

１
，０
００
純
ト
ン
未
満

D
.G

l．２
．０
０
（
約
９６
円
）

１
，０
００
純
ト
ン
以
上

１０
，０
００
純
ト
ン
未
満

D
.G

l．１
．５
０
（
約
７２
円
）

１０
，０
００
純
ト
ン
以
上

２５
，０
００
純
ト
ン
未
満

D
.G

l．１
．０
０
（
約
４８
円
）

２５
，０
００
純
ト
ン
以
上

D
.G

l．０
．５
０
（
約
２４
円
）

＊
D

.G
l．１
．０
０（
オ
ラ
ン
ダ
ギ
ル

ダ
ー
）
＝
４８
．２
３
円

〈
１０
０
純
ト
ン
当
た
り
の
係
数
〉

１
，０
００
純
ト
ン
未
満

D
M
１
．８
０
（
約
９８
円
）

１
，０
００
純
ト
ン
以
上
１０
，０
００
純

ト
ン
未
満 D

M
１
．３
５
（
約
７３
円
）

１０
，０
００
純
ト
ン
以
上
２５
，０
００
純

ト
ン
未
満 D

M
０
．９
０
（
約
４９
円
）

２５
，０
００
純
ト
ン
以
上

D
M
０
．４
５
（
約
２４
円
）

＊
D

M
１
．０
０（
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
）

＝
５４
．３
５
円

〈
１０
０
純
ト
ン
当
た
り
の
係
数
〉

１
，０
００
純
ト
ン
未
満

St
g０
．６
０
（
約
１０
７
円
）

１
，０
００
純
ト
ン
以
上

１０
，０
００
純
ト
ン
未
満

St
g０
．４
５
（
約
８０
円
）

１０
，０
００
純
ト
ン
以
上

２５
，０
００
純
ト
ン
未
満

St
g０
．３
０
（
約
５３
円
）

２５
，０
００
純
ト
ン
以
上

St
g０
．１
５
（
約
２７
円
）

＊
St

g１
．０
０
（
英
ポ
ン
ド
）
＝

１７
７
．７
４
円

〈
１
，０
００
純
ト
ン
当
た
り
の
税
率
〉

１
，０
００
純
ト
ン
未
満
：
無
税

１
，０
００
純
ト
ン
以
上

１０
，０
００
純
ト
ン
未
満

N
K

r３
６
（
１０
０
純
ト
ン
当
た

り
約
４８
円
）

１０
，０
００
純
ト
ン
以
上

２５
，０
００
純
ト
ン
未
満

N
K

r２
４
（
１０
０
純
ト
ン
当
た

り
約
３２
円
）

２５
，０
００
純
ト
ン
以
上

N
K

r１
２
（
１０
０
純
ト
ン
当
た

り
約
１６
円
）

＊
１９
９６
～
９７
は
税
率
が
半
分
で

あ
っ
た
。

＊
N

kr
１
．０
０
（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
ク

ロ
ー
ネ
）
＝
１３
．２
８
円

・
未

定
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概
要

オ
ラ
ン

ダ
ド

イ
ツ

イ
ギ
リ

ス
ノ
ル
ウ
ェ
ー

デ
ン
マ
ー
ク

計
算
事
例

○
オ
ラ
ン
ダ
方
式
…
オ
ラ
ン
ダ
、

ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス

○
ノ
ル
ウ
ェ
ー
方
式
…
ノ
ル
ウ

ェ
ー

〈
オ
ラ
ン
ダ
方
式
〉

オ
ラ
ン
ダ
の
場
合
を
試
算
。（
ド
イ
ツ
の
法
人
税
率
は
４０
％
）

例
：
５５
０
純
ト
ン
、
１０
，０
００
純
ト
ン
、
３０
，０
００
純
ト
ン
の
船
を
１
隻
ず
つ
所
有
（
運
航
）
し
て
い
る
会

社
の
納
税
額

�
５５
０
純
ト
ン
の
船
：

D
.G

l．４
，０
１５

＝
D

.G
l．２
．０
０
×
５５
０
�
１０
０
×
３６
５

�
１０
，０
００
純
ト
ン
の
船
：

D
.G

l．５
６
，５
７５

＝
（

D
.G

l．２
．０
０
×
１
，０
００
�
１０
０
＋

D
.G

l．１
．５
０
×
９
，０
００
�
１０
０
）
×
３６
５

�
３０
，０
００
純
ト
ン
の
船
：

D
.G

l．１
２０
，４
５０

＝
（

D
.G

l．２
．０
０
×
１
，０
００
�
１０
０
＋

D
.G

l．１
．５
０
×
９
，０
００
�
１０
０
＋

D
.G

l．１
．０
０
×
１５
，０
００
�
１０
０
＋

D
.

G
l．０
．５
０
×
５０
００
�
１０
０
）
×
３６
５

→
（
�
＋
�
＋
�
＋
適
用
範
囲
外
の
所
得
）
×
法
人
税
率
＝
納
税
額

（
１８
１
，０
４０
＋
適
用
範
囲
外
の
所
得
）
×
オ
ラ
ン
ダ
の
法
人
税
率
（
３５
％
）
＝

D
.G

l．６
３
，３
６４
＋
適
用

範
囲
外
の
所
得
に
対
す
る
課
税
分

→
円
換
算
納
税
額
：
約
３０
６
万
円
＋
適
用
範
囲
外
の
所
得
に
対
す
る
課
税
分

〈
ノ
ル
ウ
ェ
ー
方
式
〉

例
：
５５
０
純
ト
ン
、
１０
，０
００
純

ト
ン
、
３０
，０
００

純
ト
ン
の
船
を
１
隻
ず
つ
所

有
（
運
航
）

�
５５
０
純
ト
ン
の
船
：
無
税

�
１０
，０
００
純
ト
ン
の
船
：

N
kr

１１
８
，２
６０
＝

N
K

r３
６
×
９
，０
００

�１
，０
００
×
３６
５

�
３０
，０
００
純
ト
ン
の
船
：

N
kr

２７
１
，５
６０
＝
（

N
kr
３６
×

９
，０
００
�１
，０
００
＋

N
kr
２４
×
１５
，０
００
�１
，０
００
＋

N
kr
１２
×
５
，０
００
�１
，０
００
）×

３６
５

→
�
＋
�
＋
�
＝

N
K

r３
８９
，８
２０
が
納
税
額

→
円
換
算
納
税
額
：
約
５１
８
万
円

ト
ン
税
標
準
税

制
の
選
択
方
式

○
強
制
適
用
で
は
な
い
。
納
税

者
が
「
通
常
の
法
人
税
」
か

「
ト
ン
数
標
準
税
」
を
選
択

で
き
る
。

○
オ
ラ
ン
ダ
等
で
は
、
選
択
後

一
定
期
間
は
変
更
不
可
。
ノ

ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
随
時
変
更

可
。

・
強
制
適
用
で
は
な
く
、
納
税

者
が
選
択
。

・
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
１０
年
間

変
更
不
可
。（
１０
年
単
位
で
の

選
択
と
な
る
）

・
導
入
時
の
特
別
措
置
と
し
て
、

２
年
以
内
（
１９
９８
年
ま
で
）

に
申
請
す
れ
ば
適
用
さ
れ
る

が
、
遡
及
適
用
さ
れ
な
い
。

・
強
制
適
用
で
は
な
く
、
納
税

者
が
選
択
。

・
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
１０
年
間

変
更
不
可
。（
１０
年
単
位
で
の

選
択
と
な
る
）

・
導
入
時
の
特
別
措
置
と
し
て
、

３
年
以
内
（
２０
０１
年
ま
で
）

に
申
請
す
れ
ば
適
用
さ
れ
る

が
、
遡
及
適
用
さ
れ
な
い
。

・
強
制
適
用
で
は
な
く
、
納
税

者
が
選
択
。（
連
結
納
税
グ
ル

ー
プ
と
し
て
の
選
択
）

・
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
１０
年
間

変
更
不
可
。（
１０
年
単
位
で
の

選
択
と
な
る
）

・
強
制
適
用
で
は
な
く
、
納
税

者
が
選
択
。

・
申
請
が
受
理
さ
れ
た
翌
年
の

１
月
１
日
か
ら
適
用
。

・
随
時
、
適
用
が
中
止
で
き
る

（
中
止
が
決
定
さ
れ
た
年
の

１
月
１
日
よ
り
適
用
中
止
）。

・
強
制
適
用
で
は
な
く
、
納
税

者
が
選
択
。

・
適
用
は
８
年
間
で
変
更
可
。

（
変
更
に
は
加
算
税
を
課
す
）

導
入
の
効
果

○
オ
ラ
ン
ダ
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で

は
保
有
船
舶
数
、
船
籍
登
録

数
、
雇
用
者
数
、
船
舶
の
建

造
が
増
加
。

○
他
の
国
で
は
、
導
入
さ
れ
て

日
が
浅
い
た
め
評
価
は
ま
だ

で
き
ず
。

・
１０
０
を
超
え
る
船
社
が
ト
ン

数
標
準
税
制
の
適
用
を
受
け

る
目
的
で
事
業
の
拠
点
を
オ

ラ
ン
ダ
に
戻
し
た
。

・
２０
０６
年
に
は
９０
％
以
上
の
船

社
が
適
用
を
受
け
る
見
込
み
。

〈
オ
ラ
ン
ダ
に
登
録
さ
れ
た
船

舶
〉

９５
年
：
３８
３
隻
（
２８
０
万
�
）

→
９８
年
：
５２
５
隻
（
３９
０
万
�
）

〈
海
運
業
界
の
雇
用
者
数
〉

９４
年
：
２２
，７
８１
人

→
９８
年
：
２８
，０
００
人

〈
オ
ラ
ン
ダ
造
船
所
で
の
自
国

の
発
注
〉

９５
年
：
３３
隻
（
１５
万
�
）

→
９８
年
：
１６
６
隻
（
６４
万
�
）

・
１９
９９
年
１
月
１
日
に
導
入
さ

れ
、
ま
だ
日
が
浅
い
た
め
、

ど
の
程
度
の
船
社
が
採
用
す

る
か
不
明
。

・
P&

O
は
、少
な
く
と
も
５０
隻

の
外
国
籍
船
を
英
国
籍
に
戻

す
と
表
明
。
こ
れ
に
よ
り
、

P&
O
保
有
の
英
国
籍
船
は

７５
％
増
加
し
、
１０
０
隻
を
超

え
る
見
込
み
。

・
１９
９６
年
に
は
、
３３
１
の
船
社

が
利
用
。

・
１９
９７
年
に
は
９５
０
社
に
増
加

（
全
船
舶
の
４０
～
５０
％
に
相

当
）

〈
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
管
理
下
に
あ

る
船
舶
〉

９６
年
：
１
，３
９３
隻
（
４
，７
００

万
�
）

→
９８
年
：
１
，６
２２
隻
（
５
，２
５０

万
�
）

〈
雇
用
者
数
（
船
員
）〉

９６
年
：
１５
，６
００
人

→
９８
年
：
１７
，８
００
人

〈
ノ
ル
ウ
ェ
ー
造
船
所
で
の
自

国
の
発
注
〉

９６
年
：
１５
隻
（
２５
万
�
）

→
９８
年
：
３２
隻
（
２７
万
�
）

（
９８
年
に
欧
州
最
大
の
造
船

国
と
な
る
）

・
未

定

１．海 運 政 策

船協海運年報２０００ 41



概
要

オ
ラ
ン

ダ
ド

イ
ツ

イ
ギ
リ

ス
ノ
ル
ウ
ェ
ー

デ
ン
マ
ー
ク

条
件

○
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ト
ン
税
標

準
税
制
を
選
択
す
る
船
社
に
、

船
員
訓
練
の
場
の
提
供
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

・
条
件
な
し

・
条
件
な
し

・
ト
ン
税
標
準
税
制
を
選
ん
だ

船
社
は
船
員
訓
練
の
場
を
提

供
す
る
こ
と
が
必
要
。
具
体

的
に
は
、
自
社
船
に
乗
り
組

む
職
員
１５
人
に
つ
き
１
名
の

訓
練
生
の
採
用
、
ま
た
は
、

資
金
供
与
の
義
務
が
あ
る
。

・
ト
ン
税
標
準
税
制
の
適
用
を

受
け
る
船
社
は
、
船
舶
運
航

・
貸
渡
以
外
の
事
業
に
は
従

事
で
き
な
い
。
そ
の
他
に
も
、

保
有
資
産
の
制
限
等
、
複
数

の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ

る
。

・
未

定

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

○
予
め
納
税
額
が
確
定
し
て
い

る
の
で
、
資
金
繰
り
が
容
易
。

○
損
失
が
発
生
し
て
も
、
み
な

し
利
益
に
よ
り
課
税
所
得
を

計
算
し
て
い
る
の
で
、
課
税

さ
れ
る
。

・
同

左
・
同

左
・
同

左
・
同

左
・
同

左

自
国
籍
船
に
戻

す
理
由

○
オ
ラ
ン
ダ
方
式
（
全
船
に
ト

ン
税
を
適
用
す
る
に
は
、
所

有
船
を
増
や
す
こ
と
が
必
要

な
仕
組
み
）
…
オ
ラ
ン
ダ
、

イ
ギ
リ
ス

○
ド
イ
ツ
方
式
（
適
用
対
象
を

自
国
レ
ジ
ス
タ
ー
の
所
有
・

共
有
船
に
限
定
）
…
ド
イ
ツ

・
定
期
用
船
の
純
ト
ン
数
が
所

有
船
＋
共
有
船
＋
裸
用
船
の

純
ト
ン
数
合
計
の
３
倍
を
超

え
た
場
合
は
、
超
過
分
だ
け

で
な
く
全
定
期
用
船
が
対
象

外
と
な
る
た
め
、
全
船
に
ト

ン
税
を
適
用
す
る
に
は
、
所

有
船
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

・
適
用
対
象
が
ド
イ
ツ
レ
ジ
ス

タ
ー
の
所
有
船
と
共
有
船
に

限
定
さ
れ
て
お
り
、
適
用
対

象
船
を
増
や
す
に
は
、
こ
れ

ら
の
船
を
増
や
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

・
検
討
中
の
案
（
オ
ラ
ン
ダ
方

式
）
に
よ
れ
ば
、
定
期
用
船

は
、
所
有
船
＋
定
期
用
船
の

合
計
の
７５
％
以
内
と
い
う
総

量
制
限
が
あ
る
（
超
過
分
の

取
扱
は
未
定
）
た
め
、
全
船

に
ト
ン
税
を
適
用
す
る
に
は
、

所
有
船
を
増
や
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

・
船
員
所
得
税
収
の
雇
用
法
人

へ
の
還
付
制
度
と
の
併
用
に

よ
り
、
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

（
参
考
）

E
U
の
国
家
助
成
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
１９
９７
年
７
月
５
日
発
効
）
：

・
E

U
加
盟
国
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
自
国
の
海
運
政
策
を
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

・
ト
ン
税
を
含
む
財
務
上
の
補
助
に
つ
い
て
は
、
域
内
国
籍
と
の
関
連
が
証
明
さ
れ
て
い
る
限
り
、
加
盟
国
域
内
で
設
立
さ
れ
た
海
運
会
社
が
運
航
す
る
商
船
隊
全
体
に
拡
大
（
自
国
籍
船
へ
の
限
定
不
可
）
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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１・１０ 当協会会員会社の１９９８年度設備資金借入状況

当協会では、毎年会員会社の設備資金（船舶関係）

借入状況を調査しているが、１９９８年度の借入状況に

ついても会員全１２１社（１９９９年１０月現在）を調査対

象とし、該当船舶を有するとの回答があった会社６１

社について集計を行った。

合計（資料１―１８参照）を見ると、１９９８年度末借

入残高は、前年度に比べ１３．１％増の４，７４６億円とな

っている。このうち政府系金融機関は２，９３６億円（対

１９９７年度設備資金（船舶関係）借入状況調査

〔資料１ １８〕 合 計 （単位：千円）

借 入 金
借 入 先

１９９７年度末
借 入 残 高

１９９８年 度
新規借入額

１９９８年 度
返 済 額

１９９８年度末
借 入 残 高

借入残高対前年比 借入残高構成比（％）

増 減 額 増減率（％）１９９７年度末 １９９８年度末

政
府
金
融
機
関

日 本 開 発 銀 行�＊
北海道東北開発公庫
中小企業金融公庫
商 工 中 金
そ の 他

２２５，８０２，７６３
１１，１０３，７１１
３２０，０００
４，００３，３９０
１９，４４４，３８７

６２，８５４，７３２
０
０

２，６４６，０００
４，６６４，９００

３３，６１４，８７９
７６６，０９２
５９，１００
９８７，７８０
１，７８７，１５１

２５５，０４２，６１６
１０，３３７，６１９
２６０，９００
５，６６１，６１０
２２，３２２，１３６

２９，２３９，８５３
△ ７６６，０９２
△ ５９，１００
１，６５８，２２０
２，８７７，７４９

１２．９
△ ６．９
△１８．５
４１．４
１４．８

５３．８
２．６
０．１
１．０
４．６

５３．７
２．２
０．１
１．２
４．７

計 ２６０，６７４，２５１ ７０，１６５，６３２ ３７，２１５，００２ ２９３，６２４，８８１ ３２，９５０，６３０ １２．６ ６２．１ ６１．９

市

中

金

融

機

関

等

長 期 信 用 銀 行
日 本 興 業 銀 行
日本長期信用銀行
日本債券信用銀行

都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
生 命 保 険
損 害 保 険
外 国 資 本
造 船 所 延 払
そ の 他

４５，５５３，１９０
２６，８４０，０３９
１７，８９１，６２５
８２１，５２６

５７，０７２，０８２
７，６６７，４３０
１８，３９４，７７９
１６，９７９，８８１
８２０，０００

０
０

１２，６１２，３７０

１３，３００，３２９
８，５７４，２８３
３，７２６，０４６
１，０００，０００
２１，２６５，０３６
３５０，８００
８，８８１，８１４
５，１２６，８３６
２６０，０００

０
０

６，３５５，７０５

９，４５９，００６
５，２７７，４３３
３，９４２，９１１
２３８，６６２

１２，７１１，５０８
１，２７３，８５６
３，８９０，５０１
２，２０３，１３０
６８２，０００

０
０

３，３９９，２３９

４９，３９４，５１３
３０，１３６，８８９
１７，６７４，７６０
１，５８２，８６４
６５，６２５，６１０
６，７４４，３７４
２３，３８６，０９２
１９，９０３，５８７
３９８，０００

０
０

１５，５６８，８３６

３，８４１，３２３
３，２９６，８５０

△ ２１６，８６５
７６１，３３８
８，５５３，５２８

△ ９２３，０５６
４，９９１，３１３
２，９２３，７０６

△ ４２２，０００
０
０

２，９５６，４６６

８．４
１２．３

△ １．２
９２．７
１５．０

△１２．０
２７．１
１７．２

△５１．５
０
０

２３．４

１０．９
６．４
４．３
０．２
１３．６
１．８
４．４
４．０
０．２
０．０
０．０
３．０

１０．４
６．３
３．７
０．３
１３．８
１．４
４．９
４．２
０．１
０．０
０．０
３．３

計 １５９，０９９，７３２ ５５，５４０，５２０ ３３，６１９，２４０ １８１，０２１，０１２ ２１，９２１，２８０ １３．８ ３７．９ ３８．１

合 計 ４１９，７７３，９８３ １２５，７０６，１５２ ７０，８３４，２４２ ４７４，６４５，８９３ ５４，８７１，９１０ １３．１ １００．０ １００．０

全体に占める割合（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ � � � �
（注） １．調査対象１２１社のうち、該当船舶を有する報告会社６１社の集計である。

２．四捨五入の関係で末尾が若干合わないところがある。
３．△印は減少を示す。

〔資料１ １９〕 開銀融資船（外航） （単位：千円）

借 入 金
借 入 先

１９９７年度末
借 入 残 高

１９９８年 度
新規借入額

１９９８年 度
返 済 額

１９９８年度末
借 入 残 高

借入残高対前年比 借入残高構成比（％）

増 減 額 増減率（％）１９９７年度末 １９９８年度末

政
府
金
融
機
関

日 本 開 発 銀 行�＊
北海道東北開発公庫
中小企業金融公庫
商 工 中 金
そ の 他

２１１，３５９，８７０
０
０
０
０

３９，６７１，０１８
０
０
０
０

３１，１４１，６７９
０
０
０
０

２１９，８８９，２０９
０
０
０
０

８，５２９，３３９
０
０
０
０

４．０
�
�
�
�

７４．４
０．０
０．０
０．０
０．０

７２．８
０．０
０．０
０．０
０．０

計 ２１１，３５９，８７０ ３９，６７１，０１８ ３１，１４１，６７９ ２１９，８８９，２０９ ８，５２９，３３９ ４．０ ７４．４ ７２．８

市

中

金

融

機

関

等

長 期 信 用 銀 行
日 本 興 業 銀 行
日本長期信用銀行
日本債券信用銀行

都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
生 命 保 険
損 害 保 険
外 国 資 本
造 船 所 延 払
そ の 他

２８，１１３，３０３
１５，００４，７１８
１３，０９３，３０９
１５，２７６

２６，８０７，７８９
１５，１１０

９，０３８，８２２
６，７５０，０００

０
０
０

１，８７０，０００

８，５４７，３６７
４，７３９，００４
２，８０８，３６３
１，０００，０００
１１，０２８，９３３

０
４，４６３，３１７

０
０
０
０

１，０２２，５９３

５，８４８，２１６
３，２９６，９６９
２，５４８，８３５
２，４１２

５，９２２，９０２
３，９２０

２，３３２，２９９
９１０，０００

０
０
０

３９９，８２３

３０，８１２，４５４
１６，４４６，７５３
１３，３５２，８３７
１，０１２，８６４
３１，９１３，８２０
１１，１９０

１１，１６９，８４０
５，８４０，０００

０
０
０

２，４９２，７７０

２，６９９，１５１
１，４４２，０３５
２５９，５２８
９９７，５８８
５，１０６，０３１

△ ３，９２０
２，１３１，０１８

△ ９１０，０００
０
０
０

６２２，７７０

９．６
９．６
２．０

６５３０．４
１９．０

△２５．９
２３．６

△１３．５
�
�
�

３３．３

９．９
５．３
４．６
０．０
９．４
０．０
３．２
２．４
０．０
０．０
０．０
０．７

１０．２
５．４
４．４
０．３
１０．６
０．０
３．７
１．９
０．０
０．０
０．０
０．８

計 ７２，５９５，０２４ ２５，０６２，２１０ １５，４１７，１６０ ８２，２４０，０７４ ９，６４５，０５０ １３．３ ２５．６ ２７．２

合 計 ２８３，９５４，８９４ ６４，７３３，２２８ ４６，５５８，８３９ ３０２，１２９，２８３ １８，１７４，３８９ ６．４ １００．０ １００．０

全体に占める割合（％） ６７．６ ５１．５ ６５．７ ６３．７ � � � �
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前年比１２．６％増）であり、市中金融機関等は１，８１０

億円（同１３．８％増）となっている。借入先の構成は、

日本開発銀行（＊）からの借入が全体の５３．７％を占

め、次いで都市銀行および長期信用銀行３行からの

借入がそれぞれ全体の２４．２％となっている

次に、外航船への日本開発銀行融資（資料１―１９

参照）を見ると、１９９８年度末借入残高は、前年度末

に比べ６．４％増の３，０２１億円であり、借入金全体に占

める割合は６３．７％と依然高いものとなっている。

また、上記以外の新造船融資（資料１―２０参照）

を見ると、１９９８年度末借入残高は前年度に比べ

２９．５％増の１，５６８億円となっており、改装・買船等、

その他融資（資料１―２１参照）の１９９８年度末借入残

高は、前年度に比べ６．６％増の１５７億円となっている。

＊１９９９年１０月、日本開発銀行と北海道東北開発公

庫が統合され、日本政策投資銀行に改組された。

〔資料１ ２１〕 その他（改装・買船） （単位：千円）

借 入 金
借 入 先

１９９７年度末
借 入 残 高

１９９８年 度
新規借入額

１９９８年 度
返 済 額

１９９８年度末
借 入 残 高

借入残高対前年比 借入残高構成比（％）

増 減 額 増減率（％）１９９７年度末 １９９８年度末

政
府
金
融
機
関

日 本 開 発 銀 行�＊
北海道東北開発公庫
中小企業金融公庫
商 工 中 金
そ の 他

１，７２９，２００
０

１８０，０００
８０７，２９０

０

０
０
０

４２５，０００
０

１４９，２００
０

１９，１００
２１４，１８０

０

１，５８０，０００
０

１６０，９００
１，０１８，１１０

０

△ １４９，２００
０

△ １９，１００
２１０，８２０

０

△ ８．６
�
�

２６．１
０

１１．７
０．０
１．２
５．５
０．０

１０．０
０．０
１．０
６．５
０．０

計 ２，７１６，４９０ ４２５，０００ ３８２，４８０ ２，７５９，０１０ ４２，５２０ １．６ １８．４ １７．５

市

中

金

融

機

関

等

長 期 信 用 銀 行
日 本 興 業 銀 行
日本長期信用銀行
日本債券信用銀行

都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
生 命 保 険
損 害 保 険
外 国 資 本
造 船 所 延 払
そ の 他

１，３８６，０００
５４８，０００
１８８，０００
６５０，０００
３，５９９，５８５
２，３７４，９５８
２９１，２００
２，１３３，６３０

０
０
０

２，２５４，４７０

３１５，０００
３１５，０００

０
０

２，２９４，４００
３５０，８００
１２０，０００

０
０
０
０

９７１，１１２

２７７，０００
１８１，０００
１６，０００
８０，０００
８２８，２６４
４５８，４５２
８０，４００
３７５，８８０

０
０
０

１，０９５，２１６

１，４２４，０００
６８２，０００
１７２，０００
５７０，０００
５，０６５，７２１
２，２６７，３０６
３３０，８００
１，７５７，７５０

０
０
０

２，１３０，３６６

３８，０００
１３４，０００

△ １６，０００
△ ８０，０００
１，４６６，１３６

△ １０７，６５２
３９，６００

△ ３７５，８８０
０
０
０

△ １２４，１０４

２．７
２４．５

△ ８．５
�

４０．７
△ ４．５
１３．６

△１７．６
�
０
�

△ ５．５

９．４
３．７
１．３
４．４
２４．４
１６．１
２．０
１４．５
０．０
０．０
０．０
１５．３

９．０
４．３
１．１
３．６
３２．２
１４．４
２．１
１１．２
０．０
０．０
０．０
１３．５

計 １２，０３９，８４３ ４，０５１，３１２ ３，１１５，２１２ １２，９７５，９４３ ９３６，１００ ７．８ ８１．６ ８２．５

合 計 １４，７５６，３３３ ４，４７６，３１２ ３，４９７，６９２ １５，７３４，９５３ ９７８，６２０ ６．６ １００．０ １００．０

全体に占める割合（％） ３．５ ３．６ ４．９ ３．３ ０ ０ � �

運輸施設整備事業団共有持分�
運輸施設整備事業団共有持分�
運輸施設整備事業団共有持分�
運輸施設整備事業団共有持分�

３８，５０６，２２３
０

３８，５０６，２２３
０

６，２６９，８０６
０

６，２６９，８０６
０

４，００４，９９０
０

４，００４，９９０
０

４０，７７１，０３９
０

４０，７７１，０３９
０

２，２６４，８１６
０

２，２６４，８１６
０

５．９
�
５．９
０

〔資料１ ２０〕 開銀融資船（外航）以外の新造船 （単位：千円）

借 入 金
借 入 先

１９９７年度末
借 入 残 高

１９９８年 度
新規借入額

１９９８年 度
返 済 額

１９９８年度末
借 入 残 高

借入残高対前年比 借入残高構成比（％）

増 減 額 増減率（％）１９９７年度末 １９９８年度末

政
府
金
融
機
関

日 本 開 発 銀 行�＊
北海道東北開発公庫
中小企業金融公庫
商 工 中 金
そ の 他

１２，７１３，６９３
１１，１０３，７１１
１４０，０００
３，１９６，１００
１９，４４４，３８７

２３，１８３，７１４
０
０

２，２２１，０００
４，６６４，９００

２，３２４，０００
７６６，０９２
４０，０００
７７３，６００
１，７８７，１５１

３３，５７３，４０７
１０，３３７，６１９
１００，０００
４，６４３，５００
２２，３２２，１３６

２０，８５９，７１４
△ ７６６，０９２
△ ４０，０００
１，４４７，４００
２，８７７，７４９

１６４．１
△ ６．９
△２８．６
４５．３
１４．８

１０．５
９．２
０．１
２．６
１６．１

２１．４
６．６

０．１
３．０
１４．２

計 ４６，５９７，８９１ ３０，０６９，６１４ ５，６９０，８４３ ７０，９７６，６６２ ２４，３７８，７７１ ５２．３ ３８．５ ４５．３

市

中

金

融

機

関

等

長 期 信 用 銀 行
日 本 興 業 銀 行
日本長期信用銀行
日本債券信用銀行

都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
生 命 保 険
損 害 保 険
外 国 資 本
造 船 所 延 払
そ の 他

１６，０５３，８８７
１１，２８７，３２１
４，６１０，３１６
１５６，２５０

２６，６６４，７０８
５，２７７，３６２
９，０６４，７５７
８，０９６，２５１
８２０，０００

０
０

８，４８７，９００

４，４３７，９６２
３，５２０，２７９
９１７，６８３

０
７，９４１，７０３

０
４，２９８，４９７
５，１２６，８３６
２６０，０００

０
０

４，３６２，０００

３，３３３，７９０
１，７９９，４６４
１，３７８，０７６
１５６，２５０
５，９６０，３４２
８１１，４８４
１，４７７，８０２
９１７，２５０
６８２，０００

０
０

１，９０４，２００

１７，１５８，０５９
１３，００８，１３６
４，１４９，９２３

０
２８，６４６，０６９
４，４６５，８７８
１１，８８５，４５２
１２，３０５，８３７
３９８，０００

０
０

１０，９４５，７００

１，１０４，１７２
１，７２０，８１５

△ ４６０，３９３
△ １５６，２５０
１，９８１，３６１

△ ８１１，４８４
２，８２０，６９５
４，２０９，５８６

△ ４２２，０００
０
０

２，４５７，８００

６．９
１５．２

△１０．０
△１００．０
７．４

△１５．４
３１．１
５２．０

△５１．５
０
０

２９．０

１３．３
９．３
３．８
０．１
２２．０
４．４
７．５
６．７
０．７
０．０
０．０
７．０

１０．９
８．３
２．６
０．０
１８．３
２．８
７．６
７．８
０．３
０．０
０．０
７．０

計 ７４，４６４，８６５ ２６，４２６，９９８ １５，０８６，８６８ ８５，８０４，９９５ １１，３４０，１３０ １５．２ ６１．５ ５４．７

合 計 １２１，０６２，７５６ ５６，４９６，６１２ ２０，７７７，７１１ １５６，７８１，６５７ ３５，７１８，９０１ ２９．５ １００．０ １００．０

全体に占める割合（％） ２８．８ ４４．９ ２９．３ ３３．０ ２，２６４，８１６ ５．９ � �

１．海 運 政 策
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２・１ 環境対策特別委員会の設置

当協会では、海運業界にとって環境問題と係わり

のある船舶の構造規制等に係る安全問題、海洋汚染

防止、油濁補償問題、サブスタンダード船の排除、

船舶解撤の推進、モーダルシフトの推進、船員教育

訓練の徹底等ハード・ソフトの両面で多岐に亘る課

題について従来より個々の委員会の検討事項として

適宜対応を行ってきた。

しかしながら、今後環境問題が一層重要性を増す

ことを鑑み、当協会として多岐に亘る課題や各委員

会の活動を全体的に把握し、より総合的、一元的に

取り組んでいくため環境対策特別委員会を設置する

こととした。

同委員会の設置については、１９９９年６月１６日開催

の臨時理事会で了承を得、同年７月２８日開催の定例

理事会で委員会メンバー構成を含め同委員会での活

動内容、委員会の構成、下部組織、事務局など詳細

について検討を行い、同委員会の委員長は当面、生

田会長が務め、委員は環境問題と関係のある委員会

の副委員長レベルのメンバーで構成することとし、

さらに同委員会の活動をより機動的とするため、関

係委員会の幹事長クラスで構成する幹事会を下部組

織として設けることが決定された（資料２―１、２

―２参照）。

同委員会の第１回の会合は、１９９９年９月１６日に幹

事会と合同で開催され、当協会の関係委員会におけ

るこれまでの環境問題への取り組みについて報告す

るとともに（資料２―３参照）、同委員会の活動事

項として、�環境対策に係る報告書（環境ハンドブ

ック）の作成、�船社が共同して達成すべき目標を

作成し、それに至るまでの業界としての環境行動憲

章・行動方針の策定、�環境シンポジウムの開催、

�経団連環境自主計画への継続的対応、�国内外関

係団体への働きかけ等を確認した。

これらの検討事項のうち、海洋環境シンポジウム

（２・２参照）を２０００年３月８日に主催し、環境問

題と海運の関わりをまとめたパンフレット「環境と

海運」を同シンポジウムの開催に合わせて発行した。

これまでの海運業界の環境問題への取り組み等をま

とめた「環境ハンドブック」も併せ発行する予定で

ある。

また、環境行動憲章・行動方針の策定については、

環境問題への取り組みが進んでいる他業界団体や主

要企業から講師を招くなどにより環境問題に関する

活動の進め方を研究し、海運業界としての環境行動

憲章・行動方針の策定に反映していくこととした。

この章のポイント

・環境問題の一層の重要性に鑑み、総合的、一元的な取

組みのために環境対策特別委員会を設置。

・同委員会の活動の一環および海運アピールも兼ねて

「海洋環境シンポジウム」を主催。

２ 環境対策

２・１ 環境対策特別委員会の設置

２・２ 海洋環境シンポジウムの開催

２．環 境 対 策
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〔資料２―１〕

平成１１年７月２８日

日 本 船 主 協 会

環境対策特別委員会の設置について（概要）

１．目 的

環境問題については、従来関連する船協内各委員会が

各々積極的に取り組んできたが、本問題が一層重要性を

増す２１世紀に向けて特別委員会を設置し、船協としてさ

らに整合性ある総合対策を推進する。本特別委員会を設

けることにより、これら各委員会の活動を全体的に把握

して取りまとめを行い、必要に応じ総合的判断を加える

ことにより、環境問題への積極的取り組みを推進する。

また、国内および国際諸機関・団体との連携を適宜行い、

地球環境保全に寄与する。

併せて、環境問題への取り組みが海運業の存在と活動

に必須の要件であるとの会員間の共通認識を深め、環境

保全を図りながら自由で活力ある企業活動が展開される

社会の実現を目指す。

２．活 動

これまで当協会は環境問題や安全対策に関し、個別の

委員会で対応してきており、今後ともこれを推進してい

くが、こうした実績をベースとし各委員会と連携して対

策をさらに一歩進めるとともに、特別委員会としてこれ

を横断的かつ包括的に捉え、船社が共同して達成すべき

目標（政策提言）を作成し、それに至るための業界とし

ての行動方針を策定する。

３．委員会の構成

委員長は当面、会長が務める。委員は関係委員会副委

員長クラスで構成する。

４．下部機構

特別委員会の活動をより機動的とするため関係委員会

の幹事長クラスで構成する幹事会を置く。

５．事務局

企画調整部（主）および海務部（副）とする。

〔資料２―２〕 環境対策特別委員会および幹事会メンバー

環境対策特別委員会 （役職は１９９９年７月２８日現在）

氏 名 協 会 内 役 職 会 社 役 職

委 員 長 生 田 正 治 会 長 商船三井取締役社長

副 委 員 長 松 永 宏 之 副会長�タンカー部会長�外航船舶解撤促進特別委員会委員長 東京タンカー取締役社長

委 員 � 長 保 英 総務委員会副委員長 川崎汽船副社長

委 員 芦 田 昭 充 政策委員会副委員長（政策担当） 商船三井常務取締役

委 員 山 口 嗣 二 政策委員会副委員長（国際担当） 日本郵船専務取締役

委 員 太 田 彰 タンカー部会長会社：海上災害防止センター運営検討委員会委員長 東京タンカー常務取締役

委 員 上 江 洲 由 亘 工務委員会副委員長 日本郵船取締役

委 員 町 野 硯 治 海務委員会副委員長 商船三井常務取締役

委 員 十 時 克 行 法務保険委員長指名の委員 三光汽船常務取締役

委 員 原 田 弘 近海内航部会長 神戸船舶取締役社長

環境対策特別委員会幹事会 （役職は１９９９年７月２８日現在）

氏 名 協 会 内 役 職 会 社 役 職

幹 事 長 五 十 嵐 誠 政策幹事長 日本郵船企画グループ長代理

幹 事 羽 飼 猛 広報幹事長 日本郵船広報グループ長

幹 事 鈴 木 修 国際幹事長 商船三井定航部計画室長

幹 事 石 田 隆 丸 海務幹事会副幹事長 日本郵船運航技術グループ長代理

幹 事 羽 田 知 所 新造船幹事長 商船三井技術部長

幹 事 納 泰 男 タンカー部会委員（タンカー部会長会社） 東京タンカー総務部部長

幹 事 関 内 旬 一 郎 外航船舶解撤促進特別委員会幹事長 川崎汽船経営企画部調査役

２．環 境 対 策
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２・２ 海洋環境シンポジウムの開催

環境対策特別委員会では、同委員会の活動の一環

として当協会の地球環境保全への積極的な取り組み

に関し社会的理解を深め、広く海運をアピールする

機会を設けるとともに、海運業界自身としても改め

て環境問題の重要性を認識することを目的に環境シ

ンポジウムの開催を第１回の会合で決定した。環境

シンポジウムのテーマは、地球環境問題の中で特に

海運業界と関わりの深い「海洋環境の保全」を題材

とすることとし、タイトルを「海洋環境シンポジウ

ム－人類と海洋の共存に向けて―」、また、構成は

第１部をトークショー、第２部をパネルディスカッ

ションの２部構成とし、２０００年３月８日、イイノホ

ール（東京都千代田区）にて開催した。

出演者は、第１部のトークショーが大林宣彦氏（映

画監督）、福島敦子氏（キャスター�エッセイスト）、

第２部のパネルディスカッションが運輸政策審議会

総合部会環境小委員会の委員長を務める石弘之氏

（東京大学大学院教授）をコーディネーターとし、

今給黎教子氏（ヨットウーマン）、多屋勝雄氏（東

京水産大学教授）、清野聡子氏（東京大学大学院助

手）、柳原良平氏（イラストレーター）、渡辺輝夫氏

（商船三井客船船長）であった。

当日は、一般応募による来場者、海運関係者の合

計約７００人の来場があった。第１部では、海のある

風景画像と音楽をバックに「海への思い」が語られ、

第２部では海岸線の侵食問題、水産資源問題、海象

問題等それぞれの出演者から海洋環境保全の重要性

が語られた。

同シンポジウム第２部のパネルディスカッション

の模様は、２０００年７月２１日に NHK教育テレビ「金

曜フォーラム」で放送された。

〔資料２―３〕 各委員会等における環境対策

委 員 会 ・ 部 会 検 討 項 目 事務局担当部・室

総 務 委 員 会 ・マラッカ海峡協議会への事業費負担（海務委員会と連携）
・事務所における環境対策推進
・環境問題への取り組みＰＲ

総 務 部

政 策 委 員 会 ・経団連環境自主行動計画への対応（工務委員会と連携）
・運政審総合部会環境対策小委員会への対応
・サブスタンダード船の排除（解撤特別委員会と連携）
・環境関連の政策支援拡充要望

企 画 調 整 部

法 務 保 険 委 員 会 ・汚染事故発生時の責任・補償問題 関 連 業 務 部

海 務 委 員 会
工 務 委 員 会

・経団連環境自主行動計画への対応（政策委員会と連携）
・IMO関係委員会への対応
・海洋汚染防止対策
・海上災害防止対策（タンカー部会と連携）
・マ・シ海峡通航問題（総務委員会と連携）
・船員教育訓練の徹底（労務委員会と連携）

海 務 部

タ ン カ ー 部 会 ・海上災害防止対策（海務委員会と連携） 企 画 調 整 部

近 海 内 航 部 会 ・内航海運へのモーダル・シフトの推進 企 画 調 整 部

外航船舶解撤促進特別委員会 ・船舶解撤の推進（サブスタンダード船排除に関し、政策委員会等と連携） 企 画 調 整 部

２．環 境 対 策
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３・１ 外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度

主に定期船社によって結成されている運賃同盟や

協議協定については、日米欧をはじめ各国で独禁法

の適用除外が認められており、一定の条件の下での

協定活動が認められてきた。

近年のこれら各国の適用除外制度を巡る動きをみ

ると、公正な競争環境を確保する観点から、時代の

要請に応じて関連国内法の見直しが行われているも

のの、基本的には同制度の必要性と存続が認められ

る形で推移している。

当協会としては、独禁法適用除外制度の下で認め

られている船社間協定の活動は、海運業界のためだ

けに必要ということでなく、良質な定期船サービス

を提供し、安定した運賃を維持していく上で通商、

貿易そのものに不可欠であり、同制度は海運・貿易

両業界を含めた貿易業界（Trading Industry）全体

にとって必要であるとの基本的考え方に基づき、今

後とも船社間協定に対する独禁法適用除外制度の存

続に向け対応していくこととしている。

最近の主な動向は以下のとおりである。

３・１・１ 日 本

政府による１９９５年の「規制緩和推進計画」に基づ

き、対象業種を問わず制度全体の見直しが行われ、

この一環として、外航船社間協定に対する独禁法適

用除外制度についても見直しが行われた結果、審査

手続を整備することとなった。

このため、海上運送法の一部改正法案が、個別法

に基づく独禁法適用除外カルテル等制度の見直しに

係る一括整理法案に盛り込まれ、１９９９年２月１６日の

閣議決定を経て国会に提出され、同年６月１５日に成

立、同年７月２３日に施行された。

（船協海運年報１９９９参照）

これにより、外航船社間協定に対する現行の適用

除外制度が引き続き認められるとともに、協定が不

当に競争制限的ではないか等についての審査手続き

が整備された。

この章のポイント

・外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度を見直す

動きと当協会の対応。

・アジア船主フォーラム第９回総会が２０００年５月１８日に

ソウルで開催される。

・不調に終わった第３回WTO閣僚会合とその後の動き。

・米国内国歳入庁（IRS）が「国際運輸業所得」、「非居

住者」の定義範囲の狭小化を含む規則案を発表。当協

会はCENSA等を通じて反対を表明。

３ 国際関係

３・１ 外航船社間協定に対する独禁法適用除

外制度

３・２ アジア海運への対応

３・３ 米国への対応

３・４ WTOへの対応

３・５ OECDの活動

３・６ IMOの活動

３・７ 当協会が加盟する主要国際団体の１９９９

年度の活動

３．国 際 関 係
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３・１・２ 米 国

１９９９年５月に施行された米国外航海運改革法

（OSRA＝Ocean Shipping Reform Act）においては、

船社と荷主の非公開個別運賃契約を禁止できなくす

るなど、競争促進的な環境整備が図られたものの、

適用除外制度そのものの意義を改めて確認した形で

決着している。（船協海運年報１９９９参照）

しかしながら、１９９９年後半から同制度をさらに見

直す動きが再燃し，米国では、ハイド議員（下院司

法委員長）が船社間協定に対する適用除外をほぼ全

面的に廃止するとした、いわゆるハイド法案（Free

Market Antitrust Immunity Reform Act of 1999）を

１９９９年１０月に議会へ提出した。ハイド議員は、米国

籍の外航定期船会社が外国船社に買収されたことか

ら、独禁法適用除外制度は米国人の犠牲において、

諸外国が所有する船社を利するものでしかないと批

判しているが、この法案提出の背景には、ハイド議

員の選挙地盤であるイリノイ州を拠点とする中小の

NVOCC、フォワーダーが OSRAにおいて、OTI

（Ocean Transportation Intermediary）いわゆる中

間業者と位置付けられ、荷主との Service Contract

の締結が認められなかったことに対する不満が反映

されたとみられている。一方、NITL（National Indus-

trial Transportation League）は OSRAの競争的側面

を高く評価し、現行の枠組みを変更する必要はない

という立場を取っている。また、FMCは施行後１

年にも満たない OSRAの変更を議論するのは時期

尚早としている。（FMCは２００１年夏に OSRA施行

後２年間の状況に関する報告書を取りまとめること

としている）

同法案については、２０００年３月２２日にワシントン

において下院司法委員会による公聴会が開催された。

同公聴会では、日米欧亜の主要定期船社の代表から

現行制度存続を求める証言が行われるなど、関係者

から OSRAと同法に基づく独禁法適用除外制度に

ついて賛否両論が表明されたが、ハイド委員長によ

る総括や今後の審議予定などは一切行われないまま

終了し、同法案の今後の取り扱いは明らかにされな

かった。意見表明を行った関係者は資料３―１のと

おりである。

また、５月３日には下院コーストガード・海上輸

送小委員会において、OSRAの施行状況についての

公聴会が開催され、FMC、NITL、船社、米国港湾

管理者協会、港湾労組の関係者から OSRAの機能

を評価する旨の証言が行われた。

当協会は、８４米国海運法が数年にわたる検討の末

に改正法が施行されて以来未だ一年足らずであり、

船社と荷主が新たな秩序を模索している現状で性急

な枠組の変更は必要ないと考えており、さらに、現

行法による一定の規範の下で行われている船社間協

定の活動は、世界貿易全体の健全な発展に寄与して

いるとの基本的考え方に基づき、船社間協定に対す

る独禁法適用除外制度の存続に向け積極的に対応し

ていくこととしている。

３・１・３ Ｅ Ｕ

欧州委員会は理事会規則４０５６�８６によって除外し、

また定期船社が配船の合理化を図り高品質のサービ

スを提供する目的で、船腹の共有および船隊の共同

運航、ターミナルの共同使用など比較的緩やかな提

携を行うコンソーシアに対し、競争法からの一括適

用除外（Block Exemption）を規定していた。この

委員会規則８７０�９５が２０００年４月で失効することか

ら、同委員会は同規則のさらに５年間の延長をする

ための規則８２３�２０００を同年４月２６日に施行した。

新規則（８２３�２０００）は、概ね旧規則（８７０�９５）

と同様の内容であるが、旧規則では競争法からの適

用除外基準を、当該コンソーシアムの各港間の貿易

占有率（Trade Share）としていたため、算出が困

難でかつ実態に即していない面があった。このため

新規則ではこれを当該トレード全体に占めるコンソ

ーシアムの市場占有率（Market Share）に変更する

こととされた。また、占有率の基準については、こ

れまでの基準と同様に、同盟内で運営されているコ

３．国 際 関 係
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ンソーシアムは３０％以下、盟外では３５％以下であれ

ば一括適用除外となり、５０％以下は欧州委員会へ通

告後６カ月以内に反対手続がなければ適用除外、

５０％以上では個別審査となる。

なお、新規則の適用期間は２０００年４月２２日から

２００５年４月２１日（理事会規則４７９�９２により期間は

５年間とされている）になる。

３・１・４ OECD

１．船社間協定に対する独禁法適用除外制度の見直

し案

OECDでは、１９９５年の閣僚会合での議論を踏ま

え、各分野での国際的な規制改革プロジェクトを進

めているが、海運分野についても、１９９９年６月３日・

４日にパリで開催された OECD海運委員会に先立

ち、同プロジェクトの一環として船社間協定に対す

る独禁法適用除外制度の見直し案（「海運規制改革

レポート」）が OECD事務局より回章された。

同報告書では、「独禁・競争政策法の適用から一

括適用除外とされている海運同盟やその他の諸協定

は、定航海運に影響を与えつつ、最も議論の多い規

制のまま残っている。適用除外の全面的撤廃は現実

的ではないが、部分的な撤廃は有益であり検討され

るべきである」とし、具体的には、スロット交換、

共用施設の共有、インフラストラクチュアの共同利

用などを一括適用除外とするものの、共通運賃を設

定する協定などは、公共の利益が伴うことを条件に

競争当局の個別承認を要するとし、競争要因の縮小

をもたらす協議協定や安定化協定については、独禁・

競争政策法からのいかなる適用除外も受けるべきで

はないと提案している。

１９９９年６月に開催された OECD海運委員会では、

メンバーより同レポートについては、内容や提出手

続き等に問題があるとし、各国の意見を文書によっ

て提出することとなった。

このためわが国運輸省は、同レポートの内容は海

運委員会メンバーの意向を反映しておらず、不当な

先入観をもって誤った方向性を示しているので、海

運委員会は同レポートに縛られず、規制改革問題全

般について徹底的な議論をした後、委員会としての

見解をまとめ、OECDの意思決定プロセスに反映

させるべきとした意見書を提出した。また、同意見

書の中で、わが国は適用除外制度について同レポー

トの結論は受け入れることができないとし、むしろ

海運委員会メンバー国が近時行ってきた同制度の政

策改革を十分反映させた上で、独禁法の適用除外制

度を維持しつつ、海運会社間の競争促進と海運サー

ビスの安定的供給・発展を目指して、各国が適切な

政策を確立し、法的枠組みを形成していくべきであ

ると結論付けている。

本件については、１９９９年１０月２５・２６日に東京で開

催された OECD海運委員会において、２０００年５月

にパリで同委員会と OECD競争法・政策委員会の

合同ワークショップで討議することが決定された。

２．OECDワークショップ

２０００年５月２６・２７日にパリで開催された OECD

海運委員会と同競争法・政策委員会の合同ワークシ

ョップには、OECD加盟国の海運当局、競争当局、

船主団体、荷主団体、フォワーダー団体などの代表

約１００名が参加し、それぞれの立場を代表するパネ

リストからのプレゼンテーションがあった後、定期

船海運の特性や適用除外制度の必要性などについて

幅広い議論が行われた。当協会は、同ワークショッ

プに向け政策委員会国際幹事会を中心に対応を協議

するとともに、協定の事前個別審査は手続きに多大

な時間を要し、コスト増につながるなどの弊害があ

ること、同盟と協議協定は等しく適用除外が認めら

れるべきであること、などを骨子とした意見書を事

前に OECD事務局へ提出した（資料３―２参照）。

また、当協会のほか、わが国運輸省、CENSA、韓

国船協、APL、NITL、ESC（欧州荷主協会）、カナ

ダ、オーストラリア当局などからそれぞれの意見書

が会合に向け提出された。

さて、ワークショップには、当協会から国際幹事

３．国 際 関 係
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会および事務局が参加し、現行制度の存続を求める

立場から意見反映に努めた。

このうち海運当局と船主団体は適用除外制度の存

続を主張し、また、競争当局を含め政府として現行

制度の早急な変更を必要とした意見はなかった。一

方、荷主団体の一部とフォワーダー団体は制度への

反対意見を表明したが、結局結論は出されず、議長

のシュローゲル OECD事務局次長は、この問題を

OECDで引き続き検討していくと述べるにとどま

った。

３・１・５ その他諸国

１．カナダ

カナダ政府は、１９９９年５月の米国外航海運改革法

（OSRA）施行後、独禁法適用除外制度に関する現

行法である SCEA（Shipping Conference Exemption

Act 1987）の見直しに着手し、１９９９年９月に同法を

大幅に縮小する見直し案（Consultation Paper）を

発表した。同案では、非公開 Service Contractの容

認、Independent Actionの事前通告期間を１５日から

５日に短縮、安定化協定に対する適用除外を廃止、

また適用除外制度そのものを１０年以内に自動的に廃

止すること（Sunset Clause）が盛り込まれていた。

同案に対し CENSAは、適用除外制度の対象協定

を限定すること、および Sunset Clauseを設けるこ

とへの反対を骨子とした意見書を１９９９年１０月にカナ

ダ運輸省宛に提出した。

同案は、当初２０００年４月にも国会へ提出されるこ

ととなっていたが、２０００年８月現在未だ提出されて

おらず、引き続き今後の動向を注視することとして

いる。

２．オーストラリア

船社間協定に対する独禁法適用除外制度を規定す

る TPA Part X（Trade Practices Act Part X）の見直

しの必要性に関する諮問を豪州政府より受けた Pro-

ductivity Commissionは、１９９９年６月に大筋におい

て現行法を存続させるとした答申を発表した。

これを受け豪州政府は、１９９９年１２月、これまで輸

出航路にのみ適用していた TPAを今後は輸入航路

にも適用すること、ターミナル・ハンドリング・チ

ャージの運賃からの外�内出し問題は法律問題では

なく同盟�荷主間の協議とする、同盟による内陸運

賃設定は認めない等いくつかの追加修正を行った上

で現行の適用除外制度を存続することを了承した。

なお、２０００年８月現在、本改正の実施時期につい

ては明らかにされておらず、今後もその動向を注視

することとしている。

３．タ イ

１９９９年４月、タイ政府は、�７５％以上のマーケッ

トシェアを持つ事業に対し当局がシェアの低減を命

じる、�事業者による物品・サービス価格等の共同

設定の禁止等を骨子とした Trade Competition Act

（貿易競争法）を施行した。

わが国における独占禁止法に相当する同法が、海

運（外航船社間協定）へ適用されるかは否かは明確

にされていなかったため、CENSAは CSGに対し、

この点について懸念表明を行い、これを受けた CSG

は米国と共同で「海運に対する独禁法の一括適用除

外が国際的慣行となっていることを踏まえ、タイに

おいても同様の法制を検討すべき」とのデマルシェ

を１９９９年５月にタイ政府へ提出した。

その後、２０００年３月にタイを訪問したわが国運輸

省土井勝二審議官とタイ運輸通信省次官との会談に

おいて、土井審議官より同法が外航船社の適正な活

動を阻害するとの懸念を表明したのに対し、同次官

は、同法を外航海運には適用しない方針であること、

またその方針を明文化する措置について検討中であ

ることを明らかにした。

本件については、２０００年８月現在、進展は見られ

ていないが、今後もその動向を注視していくことと

している。

３．国 際 関 係
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〔資料３―１〕 ハイド法案に関する公聴会出席者

�．証人を出席させた団体

	）ハイド法案支持（独禁法適用除外制度に反対）：

Department of Justice

Coalition for Fair Play in Ocean Shipping（NVOCC）

National Customs Brokers and Freight Forwarders As-

sociation of America（フォワーダー）

Pacific Northwest Asia Shippers’ Association（林産品

輸出組合）

International Brotherfood of Teamsters（トラック運

転手組合）

Section of Antitrust Law of the American Bar Associa-

tion（米国弁護士会の独禁法部会）


）ハイド法案に反対（独禁法適用除外制度に賛成）：

Federal Maritime Commission（クリール長官）

同 （ワンコミッショナー）

Maersk（世界定航船社２９社を代表）

American President Lines（世界定航船社２９社を代表）

American Association of Port Authorities（港湾管理者）

Maritime Trades Department, AFL�CIO（労組）

Mercer Management Consulting（コンサルタント会社）

�．書類のみ提出した団体。

	）ハイド法案支持（独禁法適用除外制度に反対）：

American Cotton Shippers Association（米国綿花組合）

J. A. Trucker Company（内陸トラック輸送業者）

Transportation Intermediaries Association（運送仲介

事業者団体）

Agriculture Ocean transportation Coalition（農産品輸

出入組合）


）ハイド法案に反対（独禁法適用除外制度に賛成）：

U. S. Carriers（Crowley Maritimeと Farrell Lines）

〔資料３―２〕 OECDに対する当協会意見書（要約）

１．協定に対する事前個別承認

◯１ その弊害

・協定の事前個別承認を行うことが現実的でないこと

は、８４年海事法以前の米国の状況を見れば明らかで

ある。当時 FMCによる個別承認が行われていたが、

協定やその変更が承認されるまでに平均４４８日を要

したとの記録が残っており、これに伴なうコストも

高額なものであった。

・現在、協定は日米欧をはじめ多くの国々で様々な方

法によって独禁法適用除外とされているが、共通し

ているのは、協定発効前に政府の承認を必要としな

いことである。

・仮に協定の事前個別承認が導入され、協定の発効ま

でに長時間を要するようになれば、船社はそうした

協定を必要としたトレードの変化に的確に対応する

ことができなくなり、その結果荷主は不安定な運賃

に悩まされたり、合理化されたサービスを得ること

ができなくなる。

◯２ 事前承認に際しての基準

・事前承認の基準は、“公益に反しないこと”や“貿易

振興に資すること”など抽象的にならざるを得ず、

実施前の協定をこのような基準に照らして適・不適

を議論するのは困難である。また、同じ協定でも国

によっての判断が異なれば協定を実施することはで

きなくなる。

◯３ 各国の法制の尊重

・定期船海運の活動を規制する上で、国際的整合性が

重要なことは OECD事務局ペーパーも認めている

が、現在、事前個別承認制は日米欧いずれにおいて

も導入されておらず、適用除外法の最近の見直しに

おいても現行制度の存続が決められたばかりであり、

各国の法制を国際的に尊重することが重要である。

２．同盟と協議協定

・OECDペーパーは、同盟は事前個別承認を行い、

協議協定については適用除外を認めないとしている

が、同盟と協定を区別して定義することは困難であ

り、当協会はその必要はないと考えている。同ぺー

パーでは、同盟の長所として“完全な競争環境にお

いては欠落する安定かつ品質あるサービスを提供す
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３・２ アジア海運への対応

３・２・１ アジア船主フォーラム

１．アジア船主フォーラム総会

第９回アジア船主フォーラム（ASF：Asian

Shipowners’ Forum）が２０００年５月１８日に韓国船主

協会の主催により韓国・ソウルで開催され、アジア

７地域から８５名の代表が参加し、当協会からは生田

会長をはじめ草刈、�長、太田、松永各副会長を含

め９名が参加した。（資料３―３参照）

ASFは、１９９２年に第１回会合を当協会の主催で

開催して以来、アジア７地域（日本、韓国、中国、

台湾、香港、ASEAN、豪州）の船主協会が北から

南の順で議長を回り持ちしながら毎年開催しており、

１９９９年の東京における第８回 ASFから二巡目に入

っている。

ASFは年次総会の他に、５つの委員会（トレー

ド安定化、船員、解撤、航行安全、船舶保険）が原

則として毎年の年次会合の間にそれぞれの中間会合

を開催している。

今総会では、事前に各委員会の個別早朝会合を開

催し、本会合で各委員長からそれぞれの委員会の活

動報告等が行われた。

本会合では、アジア船主間の相互信頼の一層の緊

密化と共存共栄に向けた率直かつ建設的な意見交換

が行われた後、共同声明（資料３―４参照）が採択

された。

共同声明では、各委員会での協議事項等が盛り込

まれたほか、「トレード安定化委員会」を「Shipping

Economics Review Committee（SERC）」に、「解撤

委員会」を「船舶リサイクル委員会」に、「航行安

全委員会」を「航行安全および環境委員会」にそれ

ぞれ名称変更することを全回一致で合意した。また、

次回第１０回会合は、２００１年５月に中国で開催される

こととなった。

ること”をあげているが、協議協定も同様であり、

どちらも等しく存続が認められるべきである。

・荷主業界は、翌年の運賃動向を予測し得ることを必

要としており、協議協定において市場動向について

の情報を船社が共有することにより、荷主の意向を

踏まえて運賃水準を決めたり、将来の船舶投資やサ

ービス改善を計画できるようになる。

３．結 論

・OECD加盟国の大部分が実施している現在の海運

法制は抑制ある政府規制であり、こうした体制が維

持されるべきである。

・事前個別承認制度は、いかなる協定に対しても認め

られるべきではなく、協議協定は、同盟と同様に適

用除外制度が適用されるべきである。

・一部の OECD加盟国では、貨物留保や運航補助の

ような競争制限的法令が未だに存在しており、

OECDは、こうした施策の撤廃を強く求められると

ころである。

以 上

〔資料３―３〕

第９回アジア船主フォーラムソウル総会日本側出席者

氏 名 役 職 名（会社�船協）

生田 正治 商船三井社長（日本船主協会会長）

草刈 隆郎 日本郵船社長（日本船主協会副会長）

�長 保英 川崎汽船社長

太田 健夫 飯野海運社長（日本船主協会副会長）

松永 宏之 東京タンカー社長（日本船主協会副会長）

和田 敬司 日本船主協会理事長

宮原 耕治 日本郵船定航マネジメントグループ調査役

小林 求 商船三井経営企画部副部長（日本船主協会会長秘書）

園田 裕一 日本船主協会企画調整部副部長
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〔資料３―４〕

２０００年５月１８日

第９回アジア船主フォーラム 共同声明

２０００年５月１８日、韓国・ソウルにおいて、韓国船主協

会の主催により第９回アジア船主フォーラム（ASF）が

開催され、アジア７地域から８５名の船主協会代表が出席

した。

ASFは、アセアン（インドネシア、マレーシア、フィ

リピン、シンガポール、タイ、ベトナム）、豪州、中国、

台湾、香港、日本、韓国の船主協会で構成されている。

ASF総会は、地理的に北から南へメンバー船主協会の回

り持ちによって年１回開催されている。

発足以来、ASFは、世界の海運業界における様々な問

題や変化に対し、共通の方策を醸成するための中心的な

機関として重要な役割を果たしてきた。ASFは、世界

の海運関係者の間で、アジア船主の声を代表するフォー

ラムとして認識されるまでに成長した。こうした状況の

下、ASFは、２１世紀の国際海運において、アジア船主の

影響力を行使する中心的なフォーラムであり続ける。

第９回 ASFはアジア海運業界の共通利益に関わる

様々な問題を検討した。それらの問題は、５－Ｓ委員会、

すなわち、トレード安定化委員会、解撤委員会、船員委

員会、航行安全委員会、船舶保険委員会で取り上げられ

た。ASFメンバーはお互いの友好関係を再確認した。

１．トレード安定化

トレード安定化委員会（STC）は、第７回中間会合を

２０００年２月２１日、マニラで開催した。

ASFは、１９９９年５月に開催された ASF東京総会以降

の STCの主な活動報告と上記中間会合で採択された了

解事項を承認した。

ASFは、フォーラムの目的と使命に最善を尽くすと

ともに、本来あるべき姿を反映するために、委員会の名

称を“Stabilization of Trade Committee（STC）”から、

“Shipping Economics Review Committee（SERC）”に

変更することを全会一致で合意した。

フォーラムは、アジアの海運業界の健全な発展を通じ、

世界貿易と経済の着実かつ持続的な成長を達成するとの

展望の下、広範囲にわたる問題について率直かつ活発な

意見交換を行った。

定期船部門については、世界貿易が引き続き堅調な米

国経済と注目すべき復調を遂げているアジア経済に特に

下支えされ、ここ１年は持続的な成長を示していくこと

になるだろうと認識された。

今年から来年に向け就航が予定されている多くの新造

船により、船腹スペースが過剰になると過度に誇張され

たレポートがあることに対し、ASFは、他方、既存船

の他航路への転配や解撤なども十分勘案し、新造船投入

の正味の影響を注意深く立証すること、また、トレード

の状況について正確に事実分析することが必要であるこ

とを認識した。

ASFは、ドライバルク�タンカー部門について、最近

の市況が回復の兆候を示していることに留意するも、こ

れらの部門におけるトレードの安定化を達成するために、

慎重かつ秩序ある新造船契約が重要であることを認識し

た。

独禁法適用除外制度

出席者は、各種船社間協定に認められている独禁法の

適用除外制度に対し、現在いくつかの国や国際機関にお

いて見直しが行われていることを留意した。

ASFは、船社に対する独禁法適用除外制度が、コスト

合理化やサービス向上に向けた船社の努力を行う上で、

不可欠な要素であることを認識した。また同制度は、安

定した市場を確保し、輸出入業界をはじめ国際貿易に拘

わる全ての業界を包含する“貿易産業”全体に利益をも

たらすものであると認識された。

上記の点について出席者は、同制度の必要性について

の認識を得るため、それぞれの政府機関と荷主団体の関

心を喚起するよう要請された。

WTO２０００

ASFは、複数のメンバー国�地域がWTO（世界貿易

機関）に加盟申請を行っていることに留意し、自由貿易

と世界規模での自由化のため、この動きを全面的に支持
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する。

ASFは、２０００年２月に再開したWTOにおける現行ラ

ウンドのサービス貿易自由化交渉において、海運サービ

ス分野への GATS（サービスの貿易に関する一般協定）

ルール適用が合意され、各国船社の自由かつ公正な活動

を保証する基盤が形成される必要性があることを合意し

た。また、海運自由化交渉が成功裏に終了するよう、ASF

として統一行動をとっていくことでも一致した。

２．解 撤

ASF解撤委員会は、第３回中間会合を２０００年２月２１日、

台北で開催した。ASFは、同会合の報告を承認した。

ASFは、船舶の解撤は廃棄物の処分ではなく、資源の

リサイクルであることを認識した。同委員会は、廃棄物

の国境を越える移動に関するバーゼル条約があたかも当

該船舶の旗国以外の国での船舶の解撤に適用されうる恐

れもあり、同条約の解釈および適用について重大な懸念

を表明した。同委員会は、効果的かつ経済的な船舶の処

分は海上安全および環境保全にとって重要であるとの意

見で一致した。

ASFは、船舶解撤のための好ましい方策に寄与するた

め、海運業界は関係者と協力し現実的かつ実用的な方策

・環境にやさしい船舶リサイクルの方法を検討すること

について一致した努力をすべきであるとの合意に達した。

ASFは、委員会の名称を「解撤委員会」から「船舶リ

サイクル委員会」に変更すること、ならびに船主として

より良い立場で国際的な検討に参加できるように様々な

事項を考察するワーキング・グループを設置することを

全会一致で合意した。

３．船 員

船員委員会は、第５回中間会合を１９９９年１１月２２日ベト

ナム・ホーチミンで開催した。 ASFは、STCW９５条約

の完全導入に向けて、多くの ASFメンバー船主協会に

よって進められている取組みを歓迎し、全ての旗国が、

船員供給国の主管庁ならびに訓練機関との直接的な対話

によって、船員の訓練と資格証明の承認手続きの確立を

引続き進めていくよう求めた。

ASFは、ILO最低賃金の“共通解釈”問題について憂

慮し、船舶に雇用される居住および非居住の乗組員への

適用についての解釈は、各旗国の雇用者と労働組合の交

渉に委ねられるべきであると考慮した。

ASFは、遺棄船員に関する人道上の問題について深い

憂慮を表明し、船員の送還については船主が一義的な責

任を負うべきであるが、不可能な場合は旗国が責任を負

うべきであるとの意見で一致した。

ASFは、船員の死亡と傷病に関する補償金支払いの不

確実性と遅延の問題は、より複雑であると認識するが、

正当な請求に対しては、全ての船員およびその家族が、

船舶または乗組員の国籍に拘らず、最低限の補償が迅速

に受けられるべきであることを合意した。

ASFは、船員の不当な訴訟に関して、フィリピンにお

いて事態の進展があったことを歓迎し、全ての争いまた

は訴訟は、適当とされる船員の帰属国の権限ある法廷、

裁判所または当局による決定および排他的な裁定に付託

されるべきことで合意した。

ASFは、最小安全配員に関する、改正された IMO総

会決議８９０の条項に留意し、配乗人数は柔軟で、かつ旗

国および船主間で合意されるべきであるとする改正の意

図を支持した。ASFは、新しい国際的な休息時間に関す

る法制が、配乗は安全な水準で行われるべきであること

を確保する手助けになるであろうと考慮した。ASFは、

モデル最小配乗数策定には、例え、旗国の対応が十分で

は無いとしても、この考え方は船種、設備および航路の

多様性から機能せず、また、決して厳正で強制的なもの

にはなり得ないと考えられるため、これに反対する。

ASFは、アジアの教育機関との間の更なる技術的な協

調を目指して、アジア太平洋地区海事教育・訓練機関連

合会（AMETIAP）および国連アジア太平洋経済社会委

員会（ESCAP）との連携を図るために作業部会が設置

されたことを歓迎した。

４．航行安全

ASFは、１９９９年１１月２９日、ジャカルタにおいて開催さ

れた航行安全委員会第６回中間会合の結果として、以下

の問題に関する対応を再確認した。
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・海賊および船舶への武装強盗

ASFは、船舶へのハイジャックを含め、海賊および

武装強盗が増加し続けていることに引き続き重大な懸

念を寄せるとともに、海賊および船舶への武装強盗を

排除するすべての可能な対策を、協力し、工夫し、実

施していこうとする政府機関および海運関係団体の努

力と固い決意を認識した。アジア海域では現在も海賊

が頻発しているため、ASFは、すべてのアジア諸国

政府に対し、この脅威を排除する政策的方針を掲げる

よう強く要請していく。

特に、ASFは、アジアの海上警備機関、海事政策当

局および民間組織を集めた会議（海賊対策国際会議）

が開催されたこと対し、日本政府に謝意を表した。ま

た、襲撃に関するいかなる報告に対しても迅速かつ詳

細に捜査することを含め、港内、内水および領海にお

ける船舶の安全を確保するため、アジア各国政府に対

し、監視パトロールの強化を求めることを強く支持し

た。さらに、捉えられた犯罪者の効果的かつ透明性の

ある処分を促進するため、アジア各国政府がそれぞれ

の法制度の中で法的枠組みを整備すべきことを強調し

た。この点において、ASFは、IMOの下１９８８年に採

択された海上航行の安全に対する違法行為の抑制に関

する条約（SUA）および議定書を、アジア諸国が早期

に批准することの重要性を再確認した。

・クオリティ・シッピング

ASFは、２０００年３月２４－２５両日シンガポールにおい

てクオリティ・シッピング・セミナーを開催したシン

ガポール海事港湾庁（MPA）に謝意を表した。同セ

ミナーは、海運関係者間でクオリティ・シッピングを

推進するにあたり多大な成功を収めたものである。

ASFは、同セミナーの結論――MPAのウェブサイ

ト http : //www.mpa.gov.sgに公表されている――を

支持した。ASFは、航行安全委員会が２００１年３月５日

から７日までオーストラリアのシドニーで開催される

「APEC地域におけるより安全な海運に関する国際シ

ンポジウム」の主催者と密接に連携し行動することに

留意した。

ASFは、エリカ号事故を受けた欧州委員会のサブス

タンダード船排除のための新たな方策について検討し

た。いくつかの動きは地域的な向上を目指すものでは

あるが、それ以外に国際規則に影響を与える動きもあ

る。ASFは、今後とも国際海事機関（IMO）が海運に

関する国際基準を定める唯一の機関たるべきであると

の原則を引き続き堅持することとした。さらに ASF

は、全ての海運国に対し、サブスタンダード船の排除

のために各国が批准した条約の適切な施行を確保する

ことを要請した。

・ISMコード

ASFは、タンカー、ガス船、ばら積み船等以外のす

べての船舶に対して、２００２年７月１日より ISMコー

ドが適用されることに留意した。航行の安全および海

洋環境の保全を促進していくため、ASFは、該当船舶

を所有する海運企業に対し、施行日近くの混雑を避け

るようできるだけ早く安全管理システムを確立するよ

う航行安全委員会が呼びかけたことを承認した。

・ポートステートコントロール

ASFは、２０００年２月２１－２４日に開催された東京

MOU第８回 PSC委員会において採択された決議に

留意した。質的要件に関する新たな附属書とともに、

検査の実施率の５０％から７５％への引き上げが承認され、

２０００年１１月１日より実施される。

ASFは、検査の重複を避けるため、PSCは真に基準

に満たない船舶に焦点を当てるべきことを確認した。

ASFは、重複を避けるための PSC間のさらなる調

整を促した。また、検査に関するデータの共有は、検

査の重複を飛躍的に削減させるであろう。この点にお

いて、ASFは、東京MOUにおけるアジア太平洋情報

電算処理システム（APCIS）の新設に期待する。

・密航者

密航者は、多くの船主にとって依然として重大な問

題である。

ASFは、コンテナを使った密航が増えていることに

深い憂慮を表明した。会合では、密航者の発生を防ぐ

ため、船舶運航者に対し、厳重な警戒の実施および輸

送を引き受けるすべてのコンテナ貨物の監視の必要性

が強調された。特に、新たなまたは馴染みのない荷主
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については、徹底的なチェックと検証により、荷主の

身元を確認するべきである。

ASFは、香港を経由して密航する者のコンテナの使

用に関し、取締りを強化した香港政府および海事関係

団体の迅速な対応に対し謝意を表した。また、会合で

は、アジア域内の他の港湾は香港の例に倣い、コンテ

ナを使用した密航の出発地として利用されることを防

止するため保安対策を強化すべきことを考慮した。

ASFは、委員会の議事の拡がりを反映して、委員会

の名称を“航行安全委員会”から“航行安全および環

境委員会”へ変更することを、全会一致で合意した。

５．船舶保険

ASFは、重要な検討議題がなかったために、船舶保険

委員会が第８回会合と第９回会合の間に中間会合を開催

しなかったことに留意した。

最近いくつかの問題が発生したことから、船舶保険委

員会の早朝会合で充実した議論を行い、このうち選択さ

れた問題を ASFでさらに議論した。

ASFは、第８回会合で承認されたアジア船舶保険機構

設立の進捗状況に関するコンサルタントの報告を確認し

た。このプロジェクトは、香港とシンガポールにそれぞ

れ拠点を置く二つの保険引き受け機構の連結を計画して

いたものである。香港においてはアジア・マリン・コン

ソーシアム（AMC）が新たに設立され、１９９９年６月１

日より保険の引き受けを開始し、当初の９カ月間の保険

引き受け業務において相当な成功をおさめている。シン

ガポールのアジア・パシフィック・ハル・インシュアラ

ンス・シンジケート（AHIS）との間の連携については

１９９９年１１月合意に達した。

ASFは、またロンドン・マーケット・ジョイント・ハ

ル・コミッティーが最近、協会約款の文言の見直し手続

きの開始に伴い、船舶保険委員会に見直し作業に参加す

るよう申し入れたことに留意した。ASFは、同委員会の

この作業への参加について全面的に支持した。

エリカ号事故の後の社会的かつ政治的な抗議に続き、

フランス政府及び欧州委員会より、欧州において油濁賠

償責任制度を可能な限り拡張することが提案された。

ASFは地域的あるいは一方的な規則は、国際貿易の利

益につながらないと認識するとともに、いかなる新たな

規則あるいは規則の改定も適切な国際機関を通じて行わ

れるべきとする考えを全面的に支持した。

ASFは、不法行為を理由とする船員に対する補償に係

る訴訟の場として、パナマが一方的に使われている現状

について概要報告を受け、議長がパナマ政府に対して懸

念を表明する意見書を提出することで合意した。さらに

ASFは種々計画されているパナマへの国際的な代表団

派遣を支持することで合意した。

６．その他

米国港湾サービスフィー

ASFは、米国議会が審議予定の、船社ならびに�ある

いは荷主に不合理かつ不公平な経済的負担を課すことと

なる「港湾サービスフィー」法案に対し深い懸念を表明

した。ASFは、ASFならびに同メンバーが本法案の動

向を注視し、必要に応じ関係政府機関を通じ関連産業と

連携して意見表明すべきということで合意した。

米国における国際運輸所得の課税の取扱等に関する改

正問題

米国内国歳入法典（IRC）第８８３条において、非米国法

人が船舶または航空機の国際運航から得る所得に係る米

国連邦所得税は、当該国が米国の法人に同等の免除を与

えている場合、免除されることとなっている。

２０００年２月、米国内国歳入庁（IRS）は、IRC第８８３条

の適用に関する規則案を発表した。同規則案は、船舶ま

たは航空機の国際運航に従事する会社が現在得ている税

の免除の範囲を著しく制限するおそれのあるものとなっ

ている。

ASFは規則案に懸念を表明するとともに、事態の推

移を注視することで一致した。

７．第１０回ASF

ASF開催地を回り持ちする慣例に従い、第１０回 ASF

を２００１年５月に中国で開催する旨の中国船主協会提案を

受け入れた。

以 上
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２．アジア船主フォーラム（ASF）トレード安定化

委員会（STC）第７回中間会合

ASFの５つの“Ｓ”委員会の１つである STC（Sta-

bilization of Trade Committee）は、その第７回中間

会合を２０００年２月２１日、フィリピンのマニラで開催

した。今回の会合は、１９９９年３月の第６回会合（於：

上海）に続くもので、委員長である生田正治当協会

会長（商船三井社長）をはじめ ASFメンバー船協

から１８名の代表が参加し、当協会からは以下５名が

参加するとともに、当協会企画調整部が STCの事

務局として活動した。

（STC委員長）

生田 正治 当協会会長（商船三井社長）

中山 正之 川崎汽船常務取締役

佐藤 博之 商船三井専務取締役

矢野 俊一 日本郵船

定航マネージメントグループ部長

小林 求 当協会会長秘書

（商船三井 経営企画部副部長）

会合ではまず、各国からの経済見直しが報告され、

アジア経済の回復とアジアへの輸入荷動きに明るい

見通しがあることが確認された。船社間協定に対す

る独禁法適用除外制度については、海運業界のみな

らず国際貿易に係わる業界を包含した“貿易業界”

（Trading Industry）全体と世界経済にとって利する

ことが確認され、出席者は、政府や荷主団体に同制

度の必要性をアピールするよう要請された。

定期船部門では、基幹航路の船腹スペースが過剰

になるとのレポートがあることに対し、正確な事実

分析を行うことの重要性が確認された。ドライバル

ク部門およびタンカー部門では、アジア経済危機の

影響があることが確認され、秩序ある市場を回復す

るため最大限の自主努力を行うよう強調された。

また、海難事故、海賊、密航者、環境問題等につ

いても積極的な意見交換が行なわれるとともに、同

会合の活動内容をより正確に委員会名に反映させる

ため STCの名称を変更することが合意され、２０００

年５月の ASFソウル総会に新名称（Shipping Eco-

nomics Review Committee：SERC）を提案すること

が合意された。

会合で採択された了解事項は資料３―５のとおり

である。

〔資料３―５〕

了 解 事 項

アジア船主フォーラム（ASF）トレード安定化委員会（STC）第７回中間会合（マニラ）にて採択

アジア船主フォーラム（ASF）トレード安定化委員会

（STC）第７回中間会合は、ASFの７メンバー船協代表

１８名が出席し、２０００年２月２１日フィリピンのマニラで開

催された。

出席者は、海運業界の健全な発展を通じ、世界貿易と

経済の着実かつ持続的な成長を達成するとの展望の下、

広範囲にわたる問題について率直かつ活発な意見交換を

行った。会合では、STCメンバー間で以下の通り共通

認識が確認された。

１ 定期船部門

� トレードの状況

世界貿易は、引き続き堅調な米国経済と注目すべ

き復調を遂げているアジア経済に特に下支えされ、

ここ１年は継続的な成長を示していくことになるだ

ろう。

今年就航が予定されている多くの新造船により、

基幹航路の船腹スペースが過剰になる（結果として

その他の航路でも同様の現象が起きる）とのレポー

トがあることに対し、出席者は、トレードから段階

的に撤去される船腹を勘案していない誇張された船

腹量がレポートされているのではないかという点に

留意した。

出席者は、不確かなレポートに反応するのではな

く、トレードの状況についての正確な事実分析に基

づき、新造船投入の正味の影響と経済成長を注意深

く評価することの重要性を認識した。
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３．アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第５

回中間会合

１９９９年１１月、アジア船主フォーラム（ASF）船員

委員会第５回中間会合がベトナム・ホーチミン市に

おいて開催され、１０ヶ国の船主協会の代表の他に、

国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）代表お

� 船社間協定に対する競争政策など

出席者は、各種船社間協定に認められている独禁

法の適用除外制度に対し、いくつかの国や国際機関

が見直しを行っていることを認識し、中でも、米国

における“ハイド法案”と OECD事務局ペーパー

に特に懸念が表明された。適用除外制度は、コスト

合理化とサービス向上に向けた船社の努力を行う上

で必要であることが確認された。また同制度は、安

定した市場を確保して運賃の予見性を高め、短期間

かつ頻繁な乱高下などの運賃変動によって輸出入業

界を悩ますことを防ぐものであり、世界経済と貿易

の着実かつ安定的な成長に寄与しているものである。

その意味で船社に対する独禁法適用除外制度は、海

運業界だけに利益をもたらすものと考えるべきでな

く、輸出入業界のみならず国際貿易に拘わる全ての

業界をも包含した“貿易業界”（Trading Industry）

全体と、世界経済そのものに利するものである。出

席者は、同制度についての正しい解釈と認知が確立

するよう、上記の点についてそれぞれの政府や荷主

団体にアピールするよう要請された。

出席者は、WTOにおけるサービス貿易自由化交

渉の重要性を確認し、海運自由化交渉が成功裏に終

了するよう、ASFとしての統一行動をとっていく

ことが合意された。

一方、米国議会で今後審議される惧れのある“Har-

bor Services Fee”法案につき強い懸念が表明され

た。同法案は、船社や荷主に不公平な経済的負担を

課す可能性がある。出席者は、同法案の今後の進展

に注目し、各国政府を通じ反対意見を述べるよう要

請された

２ ドライバルク�タンカー部門

全ての船社が、１９９７年のアジア経済危機以来の長期

低迷市況の影響を受けていることが確認され、ドライ

バルク�タンカー部門に関わる船社は、秩序ある市場

を回復するため最大限の自主努力を行うよう強調され

た。このところ相当数の老朽・サブスタンダード船が

解撤されていることが、明るい知らせとして確認され

た。このことは、公正なコストに基づく船社間競争を

確保するだけでなく、重大な海洋環境破壊につながり

かねない海難事故の防止にも役立つものである。

タンカー部門については、世界石油業界における大

型M&Aに向けた最近の動きによるタンカー市場への

影響について、注目する必要のあることが認識された。

３ その他

出席者は海難事故、海賊、密航者、環境保護の問題

につき、現状に強い懸念をもって意見交換を行った。

これらの問題は、ASF航行安全委員会などの主要議

題であり、今後の議論のため ASFの各担当委員会に

送られることになる。

海賊問題については、特に１９９９年１０月に発生した「ア

ロンドラ・レインボー号」事件が取り上げられた。こ

の事件は、極めて組織的な海賊が同号をハイジャック

し、貨物のアルミインゴットの一部が強奪され、１７人

の乗組員の生命が危険にさらされた。船社は、各船舶

の自衛措置を整えるとともに、今後不幸にしてこのよ

うな事件が発生した際には然るべき政府機関へ迅速に

報告を行うため、乗組員を充分訓練することが確認さ

れた。しかしながら、個々の船社や国による防止努力

のみではこれらの問題に対する充分な解決策にはなり

得ないことも確認された。出席者は、こうした事件に

対処する沿岸各国のあらゆる努力に厚く感謝するとと

もに、関係政府機関と密接に連携する努力を続けてい

くことを確認した。

また出席者は、海洋環境保護に対する責任を確認し

た。STCは、NOx�Sox排出管理の改善・安全な塗料

の使用・油濁防止など、海洋環境保護に向けて積極的

に取組むため最善の努力をしていくことを確認した。
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よびアジア太平洋地区海事教育・訓練機関連合会議

（AMETIAP）代表がオブザーバーとして参加し、当

協会からは豊田労務委員会副委員長と梅本船員対策

室長が参加した。

同会合では、各国が、２０００年５月に公表が予定さ

れていた IMOホワイトリスト入りを果たすために、

最終的努力を尽くしていることが紹介された。特に、

世界最大の船員供給国であるフィリピン代表からは、

国家の多機関にわたる海事行政の条約対応への協調

性について、改めて１９９９年９月７日付大統領令（Ex-

ecutive Order）１４９号により、同国運輸通信省所管の

海事産業庁（MARINA）を担当機関とすることが明

確化されると共に、船舶職員に対する海技免状の発

給については、この海事産業庁と国家試験管理委員

会（PRC）が共同して対応することとなり、さらに、

この国内体制の強化について、同年１１月、IMOの

審査委員会（Panel of Experts）に報告された旨の説

明があった。

また、当面する４つの共通課題（STCW９５、ILO

最低賃金、最小安全配員、船員訓練）について作業

部会が設けられることとなっていたが、このメンバ

ーとそれぞれの部会への付託事項が確認された。さ

らに、我が国より、東南アジア海域で続発している

海賊対策に関し、このような事件が続けば船員にな

ろうとする者がいなくなるとの危惧も念頭に置き、

航行安全委員会と協力して関係国政府に対策を迫る

べきであると提案し、全会の支持を得た。

同会合の共同声明が以下のとおり発表され、次の

中間会合が２０００年秋、香港において開催されること

となった。

アジア船主フォーラム船員委員会第５回中間会

合共同宣言（仮約）

（１９９９年１１月２２日 於：ホーチミン）

アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第５回

中間会合が、１９９９年１１月２２日�、ベトナム・ホーチ

ミン市に於いて開催された。この会合はベトナム船

主協会（VSA）の好意により手配されたものである。

COSCO Manning CorporationのManaging Direc-

tor、Li Shanmin議長の下、船員委員会の問題解決へ

の持続的な熱意と団結は、中国、香港、日本、韓国、

台湾および ASEAN船主協会（インドネシア、マレ

ーシア、フィリピン、タイおよびベトナム）の各船

主協会から多くの関係者が出席したことに表れてい

る。アジア太平洋地区船員教育訓練機関連合会議

（AMETIAP）、アジア太平洋経済社会委員会（ES-

CAP）および中国、ベトナムの船員学校からもオブ

ザーバー参加があり、委員会によって取組まれてい

る多くの活動に対して、船員教育界が引続き多大な

支持を表明したことを委員会は歓迎した。

委員会は、委員会の下に設置された ILO最低賃

金、STCW９５、最小安全配員および船員の訓練に関

するWGへの各国船主協会からの参加登録および

これらWGの目的を承認した。

STCW９５条約の施行問題が改めて議論され、委員

会は完全導入に向けて ASFメンバー船主協会によ

って進められている取組みに留意した。委員会は、

全ての旗国が、船員供給国の主管庁ならびに訓練機

関との直接的な対話によって船員の訓練と資格証明

の承認手続きの確立を引続き進めていくよう求めた。

委員会は、ILO最低賃金の共通解釈について懸念

を表明した。本問題については、更に方向性を持っ

た議論および見直しを行うことによって、この重要

かつ微妙な事項についての委員会方針の確立につい

て意見の一致に達するよう、ILO最低賃金WGの議

論を待つべきであるとの合意に達した。この間、船

舶に雇用される居住、非居住の乗組員への解釈の適

用については、各旗国の雇用者と労働組合の交渉に

委ねられるべきであることを確認した。

委員会は、遺棄船員および船員の死亡および傷病

に関する補償金支払いの不確実性と遅延に関する人

道上の問題について深い憂慮を表明した。委員会は、

最近の IMO�ILO合同WGの報告に留意し、同WG

において指導的役割を担っている日本に謝意を表明

した。委員会は、船員の送還については船主が一義

的な責任を負うべきであるが、不可能な場合は旗国
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が責任を負うべきであるとの意見で一致した。しか

しながら、船主が賃金を支払っていなかった場合、

船員は送還を望まず、船舶の先取特権を行使するた

めに船上に残ることをむしろ望んでいる。この問題

も持続的検討を要するものの一つになっている。委

員会は、各代表が自国籍船舶および外国籍船舶の両

方についての遺棄船員に対する自国の法体制を研究

し、その見解を事務局に報告することを合意した。

船員の死亡と傷病に関する補償金支払いの不確実

性と遅延の問題は、より複雑である。この問題は、

国家の社会保障法にも関連し、船員の雇入契約およ

び保険条件に異なる規定を有し、かつ極めて詳細化

されている。しかしながら、委員会は、正当な請求

に対しては、全ての船員およびその家族が、船舶ま

たは乗組員の国籍に拘らず、最低限の迅速な補償を

受けられるべきであることを合意した。委員会は、

IMO�ILO WGにおいて ISFと ITFが、IMO�ILO

WGの対象範囲外にある多くの問題に関して、二者

間協議の開催について合意したことに留意した。

フィリピン人船員の不当な訴訟に関連した問題に

関しては、委員会はフィリピンにおける事態の進展

があったことを歓迎し、本件に個人的に関与した副

議長に謝意を表明した。委員会は、不当な訴訟を含

む全ての争いまたは訴訟は、船員の帰属国の権限あ

る法廷、裁判所または主管庁等による決定および排

他的な裁定に付託すべきであると合意した。

委員会は、アジア海域の海賊行為が引続いて増加

し、それにより船員の生命が極めて危険な状態に晒

されていることに重大な懸念を表明した。委員会は、

ASF航行安全委員会と協調して我々の海域から海

賊を駆逐するよう関係政府に要請することを合意し

た。

委員会は、最小安全配員に関する IMO総会決議

４８１の改正条項に留意し、配乗人数は柔軟で、かつ

旗国および船主間で合意されるべきであるとする改

正の意図を支持した。

AMETIAPの代表が、AMETIAPの最近の活動を

委員会に伝えるために招請された。同代表は、IMO

が、アジア太平洋地域における船員教育訓練機関の

講師に対する２件の IMO、AMETIAP合同の教育

学的講習会（workshop）への資金協力に関する

AMETIAPの要請に同意したことを報告した。両講

習会は、本年シンガポールと上海において開催され、

成功裏に終了しており、IMOからのさらなる協力

が要請されている。

委員会は、アジア太平洋地域における海事教育訓

練に関する AMETIAPとの間の有益な関係を引続き

構築していくことを望んでいる。この ASFと AME-

TIAP間の協調関係構築努力の一環として、委員会

の事務局が委員会の代表として１９９９年１２月の AME-

TIAP年次総会に出席する予定である。

委員会は、本会合に初めて出席した国連の ESCAP

代表を歓迎した。委員会は、ESCAPが海上労働力

の養成に係る地域協力の推進および海運産業育成を

目指す諸国を援助するためのプロジェクトに取組ん

でいることに多大の関心を持って留意した。委員会

は、ASFおよび ESCAP間の協調が、域内における

船員の訓練および供給を促進するための地域的な努

力を支えることとなることを確信した。

ASF船員委員会は、自主的かつ非営利を目的と

した組織である。船員委員会の主たる目的は、共通

の船員訓練基準を確保維持し、アジア人船員の供給

と雇用の安定性を促進するとともに配乗と訓練に関

する新しい国際的な海事法制および条約について監

視、検討し意見を開陳することにある。

香港船主協会は、２０００年秋に香港において第６回

中間会合を開催するよう委員会より要請された。委

員会は、ホーチミン市において第５回中間会合を開

催したベトナム船主協会の尽力に感謝の意を表明し

た。

４．アジア船主フォーラム（ASF）解撤委員会第３

回中間会合の模様について

アジア船主フォーラム（以下 ASF）解撤委員会

の第３回中間会合が２０００年２月２１日、台湾・台北に

おいて開催された。本会合には台湾、香港、インド
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ネシア、日本、韓国の合計５ヶ国の船主協会の代表

者が参加し、当協会からは ASF解撤委員会副委員

長である松永副会長の代理として当協会外航船舶解

撤促進特別委員会の高橋秀幸幹事他が参加した。

会合では解撤に関する ASFメンバー間の認識を

共通にする目的で、当協会から近年の世界の船舶解

撤量や現存する船腹量についての説明、１９９９年３月

に ICSに設置された Ship Recycling Working Group

の発足以降の検討状況や IMOにおける解撤問題の

検討予定など国際機関での解撤に関する動向につい

て現状を報告した。あわせて、わが国におけるバー

ゼル条約の船舶への適用問題について、当協会は

ICS、ECSA等と同様に解撤のために輸出される船

舶を一律に廃棄物として規制の対象とすることに反

対の立場であることを説明した。各国船協において

も自国政府に対し同問題については船舶を同条約の

規制対象とすることのないよう慎重な対応をとるよ

う要望していくこととした。

また、当協会より、船舶の解撤はその多くがリサ

イクルとして再利用されていることの認識を喚起す

ることの必要性やスクラップというイメージ改善の

意味も含め、本委員会を「Ship Recycling Commit-

tee」に名称変更してはどうかとの提案を行った。

さらに香港船協より、アジア船主として世界的な議

論と歩調を合わせて船舶のリサイクリング問題を考

察・検討するために委員会内にワーキング・グルー

プを設置することが提案された。

本会合では、船舶のリサイクル問題は海運業界の

みならず、造船業界やリサイクル（解撤）業界など

関係業界が連携しあって取り組むべき重要な問題で

あることを認識し、名称変更およびワーキング・グ

ループ設置の提案を全会一致で承認し、２０００年５月

に韓国・ソウルで開催される第９回 ASF総会で正

式に提案することになり、今後、海運業界は関係者

と協力し実用的かつ環境に配慮したシップ・リサイ

クリングの方策の検討のために取り組んでいくこと

とし、共同声明が資料３―６のとおり採択された。

５．アジア船主フォーラム航行安全委員会第６回中

間会合

題記会合がインドネシア・ジャカルタにおいて

１９９９年１１月２９日に開催された。ハイジャック事件に

巻き込まれたアロンドラ・レインボウ号がインド海

軍により捕捉されてから１０日余りの中で開催された

こともあり、会合では海賊問題を中心に議論された。

当協会からは和田敬司理事長が同会合に出席する

とともに、会合の翌日にはインドネシア政府の海運

総局を訪ね、海賊対策の強化を申し入れた。

本会合では ASEAN諸国（フィリピン、インドネ

シア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム）、

中国、日本、韓国および台湾の各国船主協会の代表

者が出席し、シンガポール船主協会のルア・チェン・

エン会長が議長に指名されて、船舶の航行の安全に

関連する諸問題が採り上げられた。

海賊問題については、商船を積荷ごとハイジャッ

クする事件が近年東南アジアで頻発する中で、アロ

ンドラ・レインボウ号事件においては、官・民の協

力と積極的な捜索活動により早期に被害船舶を捕捉

できたことから、各国関係機関の協力の有効性が証

明されたとして、沿岸国政府の海賊防止のための協

力が不可欠であることが認識された。

また、当協会の和田理事長から、前日（１１月２８日）

にマニラで開催されたわが国と ASEANとの首脳会

議において、小渕首相が海賊対策のための国際会議

の開催を提案し賛同を得たことが紹介され、アジア

船主フォーラムとしても各国政府による地域協力を

サポートするとともに、海運業界もそれぞれの政府

機関と密接に連携して効果的な海賊防止策の構築に

積極的な役割を果たすべき旨を提案し、満場一致で

支持され共同声明に盛り込まれた。

航行安全に関するその他の議題に関しても、資料

３―７のとおり共同声明がまとめられた。

３．国 際 関 係

船協海運年報２０００ 63



【資料３―６】 アジア船主フォーラム解撤委員会第３回中間会合 Joint Statement

アジア船主フォーラム（ASF）解撤委員会第３回中間

会合は、２０００年２月２１日に台湾・台北市において、香港、

インドネシア、日本、韓国、台湾からの代表が参加の下、

開催された。

同会合は台湾船主協会の主催により、Mr C. S. Chen

議長の下で進められた。

同会合のメンバーは、日本船主協会がシップ・リサイ

クリングに関して（IMOや ICSの動き等について）説

明を行ったことに謝意を表した。

同会合は友好的な雰囲気の中、率直かつ建設的な意見

交換が行われ、船舶の処分は海上安全および海洋環境保

全を含む船舶の運航にとって欠くことのできないもので

あるとの合意に達した。

同会合は、船舶の解撤は廃棄物の処分ではなく、資源

のリサイクリングであると認識した。同会合は、廃棄物

の国境を越える移動に関するバーゼル条約が旗国以外の

国で解撤される船舶に適用されると解釈されることに懸

念を表明した。

また、同会合は、

―本委員会の名称を現在の“Scrapping Committee”か

ら“Ship Recycling Committee”に変更すること

―アジア船主として世界的な議論と歩調を合わせリサイ

クリングの問題を考察するために委員会内にワーキン

グ・グループを設置すること

を２０００年５月にソウルで開催される第９回 ASF総会に

正式に提案することを全会一致で承認した。

同会合は、海運業界が関係者と協力して

―実用的なシップ・リサイクリングの実施方法

―船舶の処分について満足できる解決策に寄与する環境

にやさしいシップ・リサイクリングの方策

の検討のために一致した取り組みをすべきであるとの結

論に達した。

【資料３―７】 アジア船主フォーラム第６回航行安全委員会共同声明要旨

１ 海賊問題

当協会から、アジア船主フォーラムとしても各国政

府による地域協力をサポートするとともに、海運業界

もそれぞれの政府機関と密接に連携して効果的な海賊

防止策の構築に積極的な役割を果たすべき旨を提案し、

満場一致で支持された。

２ 航海データ記録装置（Voyage Data Recorder）

１９９４年に乗員・乗客８５０名余の犠牲者を出した RORO

フェリー「エストニア」号沈没事故後の安全対策とし

て、航空機のボイスレコーダーに類似した装置として

搭載を義務付ける提案が検討されているが、この装置

は事故の原因調査に役立つものの、装置の回収や記録

の帰属、義務と責任等更に検討を要する事項が多く残

されていることから、貨物船への強制化は時期尚早で

ある。

３ Quality Shipping

航行の安全と環境汚染の防止のみならず、海運に関

するあらゆる面での Total Quality Approrchが必要で

あり、各メンバーが本件について積極的に検討するよ

う勧告する。

４ バルクキャリアーの安全問題

バルクキャリアーの安全問題については総合的安全

性評価（Formal Safety Assessment＝FSA）の側面か

らの検討が続けられている。各メンバーは FSAが合

理的な規則作りに貢献するものとなるよう、注視する

ことが重要である。

５ 国際安全管理コード（ISM Code）の実施

２００２年７月１日から多くの貨物船（５００総トン以上

の貨物船および移動式海底資源掘削ユニット）にも

ISMコードが強制化されることとなるが、関係船主

は可能な限り早期にコードの導入を図るべきである。

６ ポートステートコントロール（PSC）

本委員会は PSCを全面的に支援するものであり、

国際海事機関（IMO）による PSCの指針と改訂された

手順を歓迎し、各メンバーが不公正に罰せられないよ

う IMOの要件に配慮することを求める。

７ 密航者問題

本委員会は密航者が本船と乗組員の安全にとって危
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３・２・２ 第９回日韓船主協会会談

日韓両国船主協会の一層の友好関係促進を目的と

して、１９８８年より開催されている日韓船主協会会談

の第９回会合が、２０００年５月１７日に韓国船主協会主

催で韓国・ソウルにおいて開催された。

本会談は、２年毎に日韓両国が交互に主催して行

われているもので、今回の会談には当協会から生田

会長をはじめ草刈、�長、太田、松永各副会長を含

め９名、韓国船主協会からは玄永源会長をはじめと

する１４名が参加した。（資料３―８参照）

会談では、両国および世界海運の現状や展望等に

ついて意見交換が行われ、両国海運の持続的かつ健

全な発展を目指し、相互の信頼と協力関係を増進し

ていくことを確認し、共同声明が採択された。

（資料３―９参照）

なお、次回会談は２００２年に日本で開催されること

が合意された。

険であることおよび送還等に関して船主に多額の費用

が課せられることに憂慮しており、各国政府は密航者

の送還を容易にする IMO指針を真剣に採択すべきで

ある。また、政府および港湾管理者は、密航者の防止

のための警備を強化すべきである。

８ ２０００年問題

船主は２０００年問題の対策要領に関する IMOのサー

キュラーに従い、早急に対応するとともに、国際海運

会議所（ICS）、ボルチック国際海運協議会（BIMCO）

および国際船主責任相互保険（P&I）グループにより

提唱された“Year 2000 Safety Protocol”を支持すべく

再検討すべきである。

〔資料３―９〕

２０００年５月１７日

第９回日韓船主協会会談 共同声明

１．日本船主協会（JSA）と韓国船主協会（KSA）は、２０００

年５月１７日に、韓国・ソウルで第９回日韓船主協会会

談を開催した。会談では友好的な雰囲気の下、率直か

つ建設的な意見交換が行われた。会談の出席者は添付

〔資料３―８〕

第９回日韓船主協会会談 出席者

〈日本側出席者〉

氏 名 役 職 名（会社�船協）

生田 正治 商船三井社長（日本船主協会会長）

草刈 隆郎 日本郵船社長（日本船主協会副会長）

�長 保英 川崎汽船社長

太田 健夫 飯野海運社長（日本船主協会副会長）

松永 宏之 東京タンカー社長（日本船主協会副会長）

和田 敬司 日本船主協会理事長

宮原 耕治 日本郵船定航マネジメントグループ調査役

小林 求 商船三井経営企画部副部長（日本船主協会会長秘書）

園田 裕一 日本船主協会企画調整部副部長

〈韓国側出席者〉

氏 名 役 職 名（会社�船協）

Yung�Won Hyun
玄 永源

Chairman, Hyundai Merchant Marine Co.,
Ltd.（韓国船主協会会長）

Joung�Boo Shin Executive Vice President, Cho Yang Line

Chan�Gil Kim Pesident, Hanjin Shipping Co., Ltd.

Youn�Jae Lee Chairman, Heung�A Shipping Co., Ltd.

Choong�Shik Kim President & CEO, Hyundai Merchant Ma-
rine Co., Ltd.

Suk�Hui Lee Executive Vice President, Container Busi-
ness Division
Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.

Duck�Man Kim General Manager, Corporate Planning Office
Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.

Hak�Se Jang President, Korea Line Corporation

Mun�Joon Chon Executive Vice President,
Korea Marine Transport Co., Ltd.

Byung�Mu Yoo President & CEO, Pan Ocean Shipping Co.
Ltd.

Seung�Gwon Lee President & CEO, SK Shipping

Chang�Hong Park Secretary General, KSA

Chan�Jae Park Director, KSA

Hae�Yong Cheong Director, KSA
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のとおりである。

２．会談では、両協会は、法制や政策の変更を含む両国

海運の現状と展望について意見交換を行い、高品質な

輸送サービスの提供を継続していく上で、両国海運の

持続的かつ健全な発展のために相互の信頼と協力関係

をさらに増進していくことが合意された。

３．会談では、両協会と世界海運にとっての共通問題に

関する様々な動きが討議された。

WTO海運自由化交渉

両協会は、WTOにおける現行ラウンドの海運サービ

ス自由化交渉を支持するとともに、自由かつ公正な船社

の活動基盤を確保するための交渉が成功裏に終了するよ

う、最大限の努力を図ることで一致した。

独禁法適用除外制度問題

両協会は、船社に対する独禁法適用除外制度が、安定

した市場を確保し、船社の絶えまないコスト合理化努力

やサービス向上を行う上で重要であり、さらに“貿易産

業”全体ひいては世界経済そのものの健全な発展を維持

するために重要な要素であることを認識した。両協会は、

同制度の意義について正確な認識と理解を醸成させるた

め、あらゆる機会を捉え、それぞれの政府機関ならびに荷

主団体へ働きかけを行うことで一致した。両協会は、２０００

年５月２５―２６日に仏国・パリで開催される OECD海上

輸送規制改革ワークショップへそれぞれの代表を派遣し、

国際海上輸送を保護する独禁法適用除外制度が維持され

るべきであることを目的に、ワークショップが成功裏に

終了するよう、最大限の努力を図ることで一致した。

船舶に対する海賊および武装強盗集団

両協会は、船舶へのハイジャックを含め、海賊および

武装強盗事件が増加し続けていることに重大な懸念を表

明するとともに、アジア海域で海賊事件が頻発している

ことから、すべてのアジア各国政府に対して、この脅威

を排除するための政策的方針を打ち出すよう、強く要請

することで一致した。特に、両協会は、襲撃に関するい

かなる通報に対しても迅速かつ詳細に捜査することを含

め、当該国の港内、内水および領海における船舶の安全

を確保するため、監視パトロールの強化を要請すること

で一致した。さらに、両協会は、捕らえられた犯罪者の

効果的で透明性のある処分を容易かつ促進するため、当

該国の法制度の中で法的枠組みを整備すべきであること

をアジア各国政府へ要請していくことで一致した。

クオリティ・シッピングの推進

両協会は、クオリティ・シッピングは海運を取り巻く

全ての関係者によって推進されるべきであるとの考え方

を支持することで一致した。両協会は、たとえ地域的な

改善を目指したものであっても、地域的もしくは一方的

な行動を取るべきでないとの見解を共有した。したがっ

て、両協会は、新たな規則または規則改正のための提案

は IMOの場で検討されるべきであるとの考え方を支持

することで一致した。さらに両協会は、サブスタンダー

ド海運を排除するために、各国が批准・承認した既存の

国際規則の施行が確保されるよう全ての海運関係国に対

して求めるべきであるとの合意に達した。

船舶リサイクルの推進

両協会は、船舶の解撤は廃棄物の処分ではなく、資源

のリサイクルであると認識した。両協会は、廃棄物の国

境を越える移動に関するバーゼル条約があたかも当該船

舶の旗国以外の国での船舶の解撤に適用されるとの見方

もあることから、同条約の解釈および適用について重大

な懸念を表明した。両協会は、船舶のリサイクルが海上

安全および環境保全と同様に船舶の運航上も欠くことの

できない重要なものであるという点において意見が一致

した。両協会は、海運業界は現実的で環境にやさしい船

舶リサイクルの実施を検討するため関係者と協力して一

致した努力を図るべきであるとの合意に達した。

４．双方は、事務局間の人材交流プログラムや日韓船員

問題共同研究会を通じ、両協会の緊密な関係を維持し

ていくことを再確認した。

５．双方は、次回会合を２００２年日本で行うことで合意し

た。

以 上
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３・２・３ 第５回日台船主協会会談

日台両国船主協会の一層の友好関係促進を目的に、

１９９１年から２年毎に開催されている日台船主協会会

談の第５回会合が、１９９９年１０月５日に日本側のホス

トにより、日本（静岡県伊東市川奈）で開催された。

会談には、当協会から生田会長をはじめ９名、台

湾船主協会からは林会長をはじめとする９名が出席

した。（資料３―１０参照）

会談では、冒頭、生田会長より同年９月に発生し

た台湾大地震について、見舞いの言葉が述べられた

後、両国海運の現状と展望や、米国�EUおよび国

際機関（OECD、WTO等）における海運問題等につ

き友好的な雰囲気の下、率直かつ建設的な意見交換

が行われた。

両協会は今後もこの会談を継続していくこととし、

次回会談を２００１年に台湾で開催することが合意され

た。

会談で採択された共同声明は資料３―１１のとおり

である。

〔資料３―１１〕

１９９９年１０月５日

第５回日台船主協会会談 共同声明

１．第５回日台船主協会会談が、１９９９年１０月５日�、日

本（静岡県伊東市川奈）で開催された。これは、１９９７

年の第４回会談（於：台中市）に続くもので、友好的

な雰囲気の中、率直かつ建設的な意見交換が行われた。

会談の出席者は添付のとおりであった。

２．会議の冒頭、日本側から今回の台湾大地震について

心からのお見舞いの言葉が述べられ、台湾側からは、

復興に向けた国民の一致した努力が続けられていると

いう力強い発言があった。

３．会談では、アジア・米国・欧州の各経済が、基本的

に健全または回復基調にあることが留意され、特にア

ジア経済の回復が、同地域の海上輸送量の回復に繋が

ることへの期待が示された。

４．両協会は、そうした世界経済への認識の下に、本年

５月に施行された米国海運改革法（OSRA）の影響や、

その後も進行している海運業界の再編問題など、世界

の海運情勢や台湾海峡航路の発展を含む両国海運の現

状について意見交換を行った。

５．両協会は、米国の港湾サービスユーザーフィー法案

がメンバー船社に与える影響について、強い懸念を表

明した。

６．また、各国政府における競争政策の運用と、船社の

〔資料３―１０〕 日台船主協会会談 出席者

〈日本側出席者〉

氏 名 役 職 名（会社�船協）

生田 正治 商船三井社長（日本船主協会会長）

新谷 功 川崎汽船社長（日本船主協会副会長）

草刈 隆郎 日本郵船社長（日本船主協会副会長）

太田 健夫 飯野海運社長（日本船主協会副会長）

松永 宏之 東京タンカー社長（日本船主協会副会長）

和田 敬司 日本船主協会理事長

小林 求 商船三井経営企画部副部長（日本船主協会会長秘書）

園田 裕一 日本船主協会企画調整部副部長

笠原 永子 日本船主協会企画調整部

〈台湾側出席者〉

氏 名 役 職 名（会社�船協）

Steve S.S. Lin Chairman, Evergreen Marine Corp．
（台湾船主協会会長）

Ting�Huei, Chen Chairman, Yangming Marine Transport
（台湾船主協会常務理事）

Loh, Yao�Fon Chairman, Uniglory Marine Corp．
（台湾船主協会常務理事）

Chao�Hon Chen Chairman, Wan Hai Lines Ltd.

Po�Ting Chen Vice Chairman, Wan Hai Lines Ltd.

George J.Y. Hsu Vice Chairman, Evergreen Marine Corp．
（台湾船主協会常務監事）

Chin�Shyen Chen President, Ta�Ho Maritime Corp．
（台湾船主協会理事）

Bob H.L. Hsu Secretary General, NACS
（台湾船主協会秘書長）

Su�Ying Huang Manager, NACS（台湾船主協会組長）
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３・２・４ ESCAP船主・荷主・港

湾地域フォーラム

国連のアジア太平洋経済社会委員会（ESCAP：

United Nations Economic and Social Commission

for Asia and the Pacific）は、アジア太平洋地域の

経済社会開発を目的とした様々な活動をおこなって

おり、２０００年４月１７・１８日には ESCAPと韓国海事

研究所（KMI）の共催により、韓国ソウルにおいて、

アジア地域における船主・荷主・港湾関係者間の交

流促進を目的とした「船主・荷主・港湾地域フォー

ラム」が開催された。

当協会からは、５月２５・２６日に開催される独禁法

適用除外制度に関する OECDワークショップ（３・

１・４参照）を控え、アジアにおける船社と荷主の

良好な対話関係を促進することを主眼に国際幹事会

および事務局より代表者が参加した。

同フォーラムでは各関係者による講演、パネルデ

ィスカッションが行われ、日本荷主協会の河村常務

理事は講演の中で、海事産業の建設的な発展にむけ

た業種を超えた対話の促進、および独禁法適用除外

制度については船社と荷主の対話を通じて健全な発

展を求めるべきことを指摘した。また、パネルディ

スカッションでは、アジア各国の荷主代表から、運

賃値上げや各種サーチャージの導入に関する船社サ

イドの対応に強い不満が相次いだのに対し、邦船関

係者からは、運賃・諸料金設定に関する基本認識の

構築のためには対話の促進が有用であること、およ

び各国の競争法などに抵触しない範囲で船社、荷主

間の対話を進め相互理解を深めていくことが不可欠

であるとの見解を示し、船社・荷主双方の歩み寄り

に努力していくことを表明した。

商業活動に対する政府介入の問題を今後も注視してい

くことが合意された。

７．WTO海運サービス自由化交渉については、自由か

つ公正な船社活動を世界的に保証する基盤を確立する

ため、同交渉の成功を期待することで一致した。また、

両協会は、台湾がWTOへの加盟申請を行っているこ

とを支持した。さらに、本年１０月下旬に日本で予定さ

れている OECD海運委員会と非加盟諸国とのワーク

ショップに台湾が出席することに対し、歓迎の意を表

明した。

８．また、両協会は、環境問題への積極的な対応が重要

であることを確認し、船舶の安全運航の徹底と地球環

境の保全に向け、サブスタンダード船の排除を始めと

する最大限の努力を行っていくことを確認した。

９．また、海賊行為が世界的に増加傾向にある実状に重

大な懸念が表明された。両協会は、関係各国政府に対

し対策の強化を要請すると共に、海上での自衛を強化

することの重要性を認識し、万一船舶が被害にあった

場合は、関係当局への遅滞無き通報を励行することで

一致した。

１０．両協会は、今回の会談が、相互理解と共存共栄の関

係をさらに深める上で非常に有意義であったことを確

認し、次回会談を２００１年に台湾で開催することを合意

した。 以 上
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３・３ 米国への対応

３・３・１ １９９８年米国外航海運改革法

(OSRA：Ocean Shipping

Reform Act of 1998)

１９９８年米国外航海運改革法（OSRA：Ocean Ship-

ping Reform Act of 1998）が、１９９９年５月１日から

施行された。OSRAは、１９８４年米国海運法改正およ

び１９２０年商船法第１９条の一部改正を骨子としている。

（船協海運年報１９９９参照）今回の改正で特に注目さ

れる点は、◯１個別（individual）にサービス・コント

ラクトを締結でき、運賃等の主要部分は非公開とし

た、◯２船社間協定に対する独禁法適用除外制度の存

続を認めたことである。また OSRAは、自由競争

を通じて海運の効率化を図り、公共の利益を高める

ことを目的としている。OSRAの主な改正点は以下

のとおりである。

１．サービス・コントラクト（S�C）

� 個別 S�C認可。同盟が個別船社の S�C締

結を制限してはならない。

� 個別 S�C、協定 S�Cともに FMCに秘密扱

をもって届出し、最も重要な部分（内陸発着地、

運賃、サービス契約等）は非公開。それ以外の

基本的条件部分（仕出�仕向地の港湾名区域、

品目、最低貨物量、契約期間）は公示される。

� 従来の“me�too”権利は廃止。

２．Independent Action（I�A）の事前通告期間は

５日間。（従来は１０日間）

３．FMCへのタリフ届出廃止。代わりにインター

ネット上での公示。

OSRA施行後、同盟メンバーが個別に荷主とサー

ビス・コントラクトを締結することが多くなり、AN-

ERA（極東・東南アジア�北米運賃協定）など北米

航路の諸同盟は解散または活動停止することとなっ

た。また、OSRA施行に関連し、米下院司法委員会

の公聴会が１９９９年５月５日に開催され、OSRAが

NVOCCに対し不当に差別的ではないかなどの点に

つき海運業界を含む関係者の意見陳述が行なわれた。

同公聴会では、ハイド同委員長をはじめ FMC（米

国連邦海事委員会）クリール長官や FMCコミッシ

ョナーのワン氏他から船社間協定に対する独禁法適

用除外制度の是非などについて証言があり、OSRA

施行直後であるにもかかわらず独禁法適用除外制度

の取扱いが焦点となったが、ハイド委員長は同制度

に対しその時点では早急な立法措置を講じる意図は

ないと表明し、同制度の存続が確認された。

その後の米国海運政策に関する主な動きは以下の

とおりである。

〈OSRAに関する公聴会〉

２０００年５月３日、OSRAの施行状況について下院

運輸・インフラ委員会コーストガード・海上輸送小委

員会による公聴会が開催され、FMC、全米産業運輸

連 盟（NITL：National Industrial Transportation

League）、船社、米港湾管理者協会、港湾労組の代

表が、OSRAは米議会が意図したとおり順調に機能

していると証言した。また、OSRAの影響を評価す

るには施行後１年では早すぎるので、当面の間は施

行状況を見守るべきであるとの意見があった。一方、

OSRA批判派である NVOCCは、独禁法適用除外制

度の見直しと、NVOCCと荷主との間の非公開サー

ビス・コントラクトを締結できるようにすることを

主張した。なお、２０００年３月２２日には、船社間協定

に対する独禁法適用除外制度の廃止を求めた法案

（ハイド米下院司法委員長によって提出された

HR．３１３８）に関する公聴会が開催された。

（同公聴会の詳細は、３・１・２を参照）
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〈OSRA施行細則〉

OSRAの施行細則については、１９９９年５月１日の

施行前に、その大部分が施行（船協海運年報１９９９参

照）されているが、船社間協定の届出に関する施行

細則（Docket ＃９８�２６）中の“Ocean Common Car-

rier”の定義については別途細則を策定することと

され、その最終規則が２０００年５月８日に発表された。

（施行日は２０００年８月７日付）

同定義では、米国トレードにおいて実際に船舶を

運航する（ダイレクトコール）船社のみを Ocean

Common Carrierと見なすこととされ、これにより、

船舶を自社運航せずに Vessel Sharing Agreement

や積替え協定によって米国発着貨物の輸送を引き受

けている船社は NVOCCとされ、Ocean Common

Carrierと NVOCCとの区別が明確化された。

〈OSRAの影響に関する FMC中間報告〉

FMCは、OSRA施行の影響について２年間をか

けて報告書を作成するよう求められており、このう

ち施行後１年目の状況をまとめた中間報告が２０００年

６月２２日に発表された。同報告では、定航海運に一

層の市場原理をもたらすために OSRAが法制化さ

れ、施行後１年を経過した時点では議会が意図した

とおり運賃やサービスが市場に主導されるようにな

ったとしている。また、定航海運が市場重視の傾向

を強めて合併・買収、提携などの業界の集約化が進

んだことや、協議協定が同盟に代わってきたことな

どが報告される一方、寡占化が進んだ場合、協議協

定が運賃政策だけでなくキャパシティー面での話し

合いの場になることを警戒している。同報告の主要

点は以下のとおりである。

１．サービス・コントラクト（S�C）

� 新規契約 ４６，０３５件

� 更改契約 ９５，６２７件

２．個別 S�C

� 北米航路に就航中のトップ１３船社が締結した

新規 S�Cは４０８件で、その大部分が個別船社

対個別荷主による契約

� ほぼ全てが単一航路での一年間契約

� 非公開条項の適用は船社によって大きな差異

がある。

� 非公開条項を記載しているのは４０８件のうち

１７％のみであるが、全 S�Cの中では半数以上

が非公開。

� S�Cの契約者の内訳は、荷主：７５％、NVO-

CC：２０％、シッパーズ・アソシエーション：５％

３．協 定

� 協定の総数は２７１で、１９９７年以来大きくは不

変。

� 協議協定が同盟に代わり、１９９７年に３２あった

同盟数は２２に減少。

� OSRA施行後に届出された協定のうち大部分

は、運賃設定権のない運航合理化協定。

４．S�Cのボランタリーガイドライン

� 同盟・協定が S�Cのガイドラインを設定す

ることが認められており（メンバーに強制しな

いとの条件付）、OSRA施行後１１件が届出された。

� 主要な共通項目は、特定貨物の最低運賃、運

賃一括値上げ（GRI）、諸チャージなど。

� その他共通項目は、契約の期間と満期、最低

貨物量、他の協定船社への情報開示。

� 航路にもよるが、ガイドラインに従っている

船社の数は限定されている。

５．２００１年夏にまとめられる最終報告に盛り込まれ

る主な点

� S�Cの進展状況

� 協定の活動

� アライアンスやその他運航合理化協定の役割

� 船社と中間業者（OTI：Ocean Transport In-

termediaries）との関係

� OSRAが港湾と独立港湾トラック業者に与え

る影響

� 特に重要な問題として、協議協定の仕組と運

営、ボランタリーガイドラインの作成と実施に

おけるその実効性

３．国 際 関 係

70 船協海運年報２０００



３・３・２ 米国新規運航補助法

米国新規運航補助法（MSP：Maritime Security

Program）は１９９６年のMaritime Security Actのもと

確立された１０年間の計画であり、人件費の高い米国

人船員で運航することを義務付けられている米国籍

商船に対して運航補助金を与える制度である。毎年

約１億ドルの予算から１隻あたり２１０万ドルを最高

４７隻までの米国籍船に支給する（１０年間で総額１０億

ドル）。１９９９年９月３０日現在で１０社の運航する４６隻

がその対象となっている。（資料３―１２参照）

MSPの目的は、近代的かつ効率的で軍事有用性

の高い乾貨物商船を緊急事態が発生した際に国防の

用に供すること、国際商取引において競争力のある

米国籍商船隊を維持すること、平時・有事において

米国商船と同様に米国政府所有の戦略的海上輸送船

隊にも配乗可能な優れた技術と忠誠心を有する米国

人船員を確保することとされている。

MSPは１９９６年会計年度（１９９５年１０月１日～１９９６

年９月３０日）をもって打ち切られた運航差額補助制

度（ODS：Operating Differential Subsidy）に代わ

るものであるが、その助成額は ODSの年平均助成

額（２億１２３０万ドル、１９７７―９９年）の半分以下とし、

船主にさらなるコスト削減と効率性を求めている。

船齢が若くかつ近代的な船の米国籍への移籍も

MSPの重要な要素となっている。１９９６年の制定以

来、１２隻の現代の商用定期船が米国籍となり、すべ

てが船齢１０年以下であった。さらにMSP関連法案

に基づき船齢５年未満のコンテナ船３隻が米国籍と

なっている。補助金対象船を船齢２５年の船から新造

〔資料３―１２〕 MSP対象船（１９９９年９月３０日現在）

船 主 船 名 船 種 コンテナ積載能力（TEU）

American Ship Management, Inc.
American Ship Management, Inc.
American Ship Management, Inc.
American Ship Management, Inc.
American Ship Management, Inc.
American Ship Management, Inc.
American Ship Management, Inc.
American Ship Management, Inc.
American Ship Management, Inc.
Central Gulf Lines, Inc.
Central Gulf Lines, Inc.
Central Gulf Lines, Inc.
Automar International Car Carrier, Inc.
Automar International Car Carrier, Inc.
First American Bulk Carrier Corp.
First American Bulk Carrier Corp.
Farrell Lines, Inc.
Farrell Lines, Inc.
Farrell Lines, Inc.
First Ocean Bulk Carrier�, ILC
First Ocean Bulk Carrier�, ILC
First Ocean Bulk Carrier�, ILC
Maersk Line Limited
Maersk Line Limited
Maersk Line Limited
Maersk Line Limited
OSG Car Carriers, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Sea�land Service, Inc.
Waterman Steamship Corp.
Waterman Steamship Corp.
Waterman Steamship Corp.
Waterman Steamship Corp.

計 ４６隻

APL KOREA
APL PHILIPPINES
APL SINGAPORE
APL THAILAND
PRESIDENT ADAMS
PRESIDENT JACKSON
PRESIDENT KENNEDY
PRESIDENT POLK
PRESIDENT TRUMAN
GREEN LAKE
GREEN POINT
GREEN BAY
FAUST
FIDELIO
CHESAPEAKE BAY
DELAWARE BAY
ENDEAVOR
ENDURANCE
ENTERPRISE
LYKES NAVIGATOR
LYKES DISCOVERER
LYKES LIBERATOR
MAERSK CALIFORNIA
MAERSK COLORADO
MAERSK TENNESSEE
MAERSK TEXAS
OVERSEAS JOYCE
SEALAND ENDURANCE
SEALAND DEFENDER
SEALAND QUALITY
SEALAND PERFORMANCE
SEALAND INTEGRITY
SEALAND ATLANTIC
SEALAND INNOVATOR
SEALAND EXPLORER
SEALAND PATRIOT
OOCL INSPIRATION
OOCL INNOVATION
NEWARK BAY
NEDLLOYD HOLLAND
GALVESTON BAY
SEALAND LIBERATOR
GREEN DALE
STONEWALL JACKSON
ROBERT E. LEE
GREEN ISLAND

コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
自 動 車 船（RO�RO）
自 動 車 船（RO�RO）
自 動 車 船（RO�RO）
Ｐ Ｃ Ｔ Ｃ（RO�RO）
Ｐ Ｃ Ｔ Ｃ（RO�RO）
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
自 動 車 船（RO�RO）
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
Ｐ Ｃ Ｔ Ｃ（RO�RO）
ラッシュ船
ラッシュ船
ラッシュ船

３，９００
３，９００
３，９００
３，９００
３，６００
３，６００
３，６００
３，６００
３，６００
１，４５８
４０３
１，１３５
１，５３７
１，７７２
２，４０９
２，４０９
１，８３４
１，８３４
１，８３４
２，６９８
２，６９８
２，６９８
１，４００
１，１６９
１，３２５
１，３２５
１，１４７
３，６０６
３，６０６
３，６０６
３，６０６
３，６０６
３，６０６
２，３０６
２，３０６
２，３０６
２，３０６
３，６０６
２，３０６
２，３０６
３，６０６
３，６０６
１，４５８
１，２４６
１，２４６
１，２４６
１１６，１７１

＊１PCTC＝Pure Car�Truck Carrier、自動車�トラック専用船 ＊２RO�RO＝RORO（ロールオン・ロールオフ）船
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の RO�RO船にするケースもあった。これら１６隻

の移籍は米国商船隊の近代化に貢献し、その競争力

や有事の際の海上輸送能力を高めることにつながっ

ている。

１９９９年会計年度においては、Crowley社が自社所

有のコンテナ船２隻を Automar社に、１隻を Sealift

社に売却し、これら３隻に付いている補助金全てを

Automar社に譲渡する申請を米国運輸省連邦海事局

（Maritime Administration：MARAD）に行ったが、

Sealift社に売却した１隻に関しては、それまで船舶

と補助金受給権利を分離して譲渡を行うことについ

ての明確な定めがなかったため承認が遅れ、１９９９年

８月になってMARADの承認を得ることとなった。

そのため Automar社がMSP船とする３隻の RO�

RO船のうち１隻は２０００年会計年度早々にMSP船

となることとなった（この１隻が加わることにより

補助金対象船は４７隻となる）。

日本政府は、毎年１億ドルの運航補助を１０年間に

わたって実施するという巨額の補助金の投入は、国

家安全保障等いかなる名目の下で行われようと国際

海運市場における自由かつ公正な競争条件を歪曲す

るものであるとして、米国にMSPの廃止を求めて

いる。

３・３・３ ワシントン州のタンカー

規制州法

ワシントン州は、１９９５年７月、油汚染の防止対策

としてタンカーの構造・設備、乗組員の配乗・資格、

運航に関する独自規制を州法として制定した。同州

法に対しインタータンコ（国際独立タンカー船主協

会）は、米連邦法（OPA９０）やMARPOL条約（国

際海洋汚染防止条約）・STCW条約（船員訓練・資

格証明・当直基準に関する国際条約）など国際条約

と比べ、通常かつ緊急時のバックアップ crewを任

命するなどより厳しい独自規制を制定することは違

法であるとし、シアトル地区裁判所に提訴、その後

５年間にわたる係争となった。（資料３―１３参照）

この間、１９９９年の米国最高裁判所の係争では、CSG

（Consultative Shipping Group：先進国運輸担当官

会議）は、インタータンコ側を支持する内容の意見

書（amicus curiae）を提出し、当協会はその活動を

支援した。２０００年３月、米最高裁は連邦法が州法に

優先するとの判決を下し、インタータンコが勝訴し

たため、同州法による船員訓練、船員の英語力習熟

度、航海当直、事故報告の４規則については直ちに

無効とされ、その他の規則については下位裁判所に

差し戻された。

〔資料３―１３〕 ワシントン州タンカー規制訴訟の経緯

１９９５年７月 ワシントン州がタンカーに関する州法（独

自規制）を制定

インタータンコがシアトル地区裁判所に提

訴

１９９６年５月 インタータンコが同規制反対を米政府に働

きかけるため CSGに協力要請

６月 CSGから米国務省に対しデマルシェ発出

１１月 シアトル地区裁判所においてワシントン州

勝訴

インタータンコ、上記判決について上訴裁

判所へ提訴

１９９７年５月 米司法省もインタータンコを支持する意見

書を上訴裁判所へ提出

１０月 CSGより米政府に対し再度懸念を表明

１９９８年６月 上訴裁判所はインタータンコの主張をほぼ

否定

インタータンコはサンフランシスコ巡回裁

判所に不服申し立てしたが、受け入れられ

ず、米最高裁へ控訴

１９９９年１０月 CSGはインタータンコを支持する内容の

意見書を米最高裁へ提出

２０００年３月 米最高裁は連邦法が州法に優先すると判決

インタータンコ勝訴
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３・３・４ 米国内国歳入法典（IRC）

第８８３条の適用に関する新

規則案について

２０００年２月８日、米国内国歳入庁（Internal Reve-

nue Service＝IRS）は、内国歳入法典（U.S. Internal

Revenue Code＝IRC）第８８３条（以下 IRC８８３）の適

用に関する新しい規則案を発表した。

IRC８８３は、航空や海運など国際運輸業を営む外国

の事業者（以下「非居住者」）が国際運輸業から得

た所得（以下「国際運輸業所得」）について米国へ

の所得税を免税とすることを定めたものである。今

回出された規則案は IRC８８３に記載されている「非

居住者」や「国際運輸業所得」の範囲を狭めるもの

であり、従来免税とされていた部分についても課税

される可能性があることから、海運をはじめ関係業

界は強力な反対運動を展開している。

IRSは米国行政手続法に従って同規則案の最終化

を図るべく、書面によるコメント提出期限を５月１９

日に、公聴会を６月８日に設定し、国内外からの意

見聴取を行った。当協会は、５月１９日に IRSに提出

された CENSA�ICS�OCWG共同の意見書を通じ、

わが国海運業界の反対意見の反映に努めた。また、

６月８日に開催された公聴会では、CENSA�ICS�

OCWGを代表した弁護士、および BIMCO�米国

船 協�CENSA�ICS�INTERTANKO�OCWG�

PMSAを代表した弁護士を含む８人の弁護士が証言

に立ち、全員が反対を表明した。

本規則案による懸念は多岐にわたるが、船社は特

に「国際運輸業所得」の定義が狭まることにより、

複合一貫輸送において米国内の輸送部分が課税され

ることに反発している。例えば、横浜港からロサン

ゼルス経由、鉄道でシカゴまでの複合一貫輸送では、

現在は横浜からシカゴまでを国際運輸とみなし、米

国所得税は免税とされているが、規則案がそのまま

の内容で施行されると、横浜―ロサンゼルス間の海

上輸送のみ「国際運輸業所得」とされ、ロサンゼル

スからシカゴまでの鉄道輸送が国内輸送とみなされ

て、米国から課税されることが懸念されている。

問題点としては、まず、複合一貫輸送される貨物

は、通常、スルー BLにより通し運賃が設定されて

おり、海上輸送と米国内輸送を分けた運賃体系とは

なっていないため、国内輸送部分の所得を特定する

ことが困難であることが挙げられる。

また、課税された場合、二重課税を防止するため

に設けられている「外国税額控除制度」により、外

国で支払った納税額は原則的に控除される仕組みと

なっているが、控除される年度が遅れる上、控除額

等に制限があるため二重課税を１００％免れないケー

スも生じうる。

さらに、国内輸送部分の税金はすでに米国の鉄道

会社やトラック業者が支払っており、国内運賃部分

から船社が米国の鉄道会社やトラック業者に支払う

運賃を差し引いた船社の収益部分を計算することは

困難かつ相当の手間がかかる。また、これに課税し

ても税収が大幅に増加するとは思えないものと推測

され、IRSの意図が明らかでない。

同規則案は米国の通商相手国全てに適用されるが、

租税条約を締結している国については租税条約に基

づくため、米国と租税条約を締結している日本は同

規則案の影響を受けないとの見方もある。しかしな

がら、租税条約の適用の仕方は米国の裁量で決まり、

さらに同租税条約には「国際運輸業所得」の定義が

なく「規定がない場合は国内法に基づく」と記され

ているため、結果的に規則案の適用を受ける懸念が

依然として残る。

また、規則案が最終化されるまでは諸外国が米国

の国内法制定に意見を述べることは内政干渉となり、

課税された後も現行の日米租税条約や OECDモデ

ル租税条約が「国際運輸業所得」について細かな規

定をしていないため同規則案がこれらの条約に明確

に違反しているとは言いにくく、政府ルートでの反

対表明が難しい状況にある。

２０００年７月現在、今後の動きは不透明であるが、

新規則案が実施されれば邦船社にも相当な影響を与

えることが予想されることから、今後とも CENSA
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�ICS等を通じ邦船社の意見反映を図るとともに、

関係省庁とも連携しつつ情報収集に努め、問題の解

決に向けて積極的に取り組んでいくこととしている。

３・４ WTOへの対応

１．第３回WTO閣僚会合

WTO（世界貿易機関：World Trade Organization）

は１９９５年に設立され、本部をジュネーブに置き、モ

ノやサービスの貿易の自由化を図る多国間協定を実

施するための国際機関である。

WTOが管轄している協定には、関税の引下げな

どによってモノ（物品）の自由貿易を促進するため

の GATT（関税及び貿易に関する一般協定）や、サ

ービス産業における自由化を促進するための GATS

（サービス貿易に関する一般協定）などが含まれて

おり、海運は GATS適用を目指す業種の一つとし

て自由化交渉が続けられてきた。

しかしながら、海運は１９９５年までの前回ウルグア

イラウンドや、その後１９９６年まで続けられた継続交

渉（NGMTS）にもかかわらず、サービス産業の中

で唯一自由化に関する合意が成立しておらず、

GATSの対象外業種となっている。WTOにおける

海運の自由化交渉がまとまり、海運への GATSの

適用が合意された場合、WTO加盟国は最恵国待遇

（すべてのWTO加盟国に対し、同等の待遇を与え

ること）や、内国民待遇（外国のサービス供給者に

ついて内国のサービス供給者と比べ不利でない待遇

を与えること）の規定を海運に適用することになり、

わが国外航海運企業の自由な営業活動が多国間協定

によって世界的に保証されるとともに、貨物留保制

度などの障壁の撤廃が期待されている。

このようななか、１９９９年１１月３０日から１２月３日ま

での間、米国シアトルにおいて第３回WTO閣僚会

合が開催された。同会合は、２０００年１月１日から新

ラウンドを立ち上げて貿易自由化交渉を開始するた

め、その対象分野や交渉の進め方など、交渉の大枠

についての閣僚宣言を発表することを目的とし、新

ラウンドにおいて、海運の自由化交渉が早期に再開

されることが期待されていた。

しかしながら、会合は NGO（環境団体や労働組

合をはじめとする非政府組織）の抗議騒動によるス

ケジュールの大幅な遅れや、アンチダンピングや労

働問題などを交渉対象にするか否かという点に各国

意見に大きな違いがあったことに加え、先進国が中

心となって閣僚宣言案を起草する形式の議事運営に

ついて途上国の強い不満が爆発し、結局閣僚宣言の

取りまとめができず新ラウンドの立ち上げは宣告さ

れないまま会合は終了した。

２．シアトル会合後の動き

シアトルでの閣僚宣言は取りまとめには至らなか

ったが、サービスと農業については、ウルグアイ・

ラウンド終結時の合意により Built in Agendaとし

て２０００年１月から自由化交渉を開始することが決定

されていたことから、サービス自由化交渉について

は、２月よりサービス貿易理事会に設置された特別

会合が定期的にジュネーブで開催されている。これ

までに同特別会合では、２０００年の会合日程のほか、

交渉の第一段階の作業内容を示したロードマップが

採択され、これにより、２０００年末までに各国の自由

化提案を提出し、２００１年３月に各提案のまとめとそ

の後の交渉の進め方を検討する会合を開催し、交渉

第二段階を開始することとしている。当協会では、

今後の交渉に向け具体的に各国のどのような措置に

ついて改善を要求するか、わが国の要求リストを作

成していくこととしている。
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３．WTOサービス自由化交渉に対する民間の対応

�JSN（サービス貿易自由化協議会）の設立

新ラウンドにおけるサービス自由化交渉に対する

民間の対応としては、当協会を含むわが国サービス

産業の意見反映を図るため、産業間の分野横断的な

情報交換とともに各種国際会議等に参加することを

目的に経団連貿易投資委員会の関係機関として JSN

（サービス貿易自由化協議会）が設立された。JSN

は、CSI（米国サービス産業連盟）や ESF（欧州サ

ービス産業フォーラム）などとともに GSN（世界

サービスネットワーク）を形成し、先進国サービス

産業界として意見発信を行っている。

�WSC（世界サービス会議：World Services Con-

gress）の開催

１９９９年１１月１日から３日までの間、米国アトラン

タにおいて世界各国のサービス業界・政府・学識経

験者などが参加し、幅広い情報・意見交換を行う

WSCが開催された。会合では次期ラウンドを視野

に業種別分科会が開催された。海運をテーマとする

分科会は設定されなかったが、各分科会や全体会議

では、次期ラウンドにおいてサービス貿易自由化と

国際的な競争促進を推進するためには各国国内規制

の一層の緩和・撤廃と、これに関連しての独禁法の

積極的な運用が必要であるとする意見が多数出され

た。

�経団連の活動

経団連は、わが国サービス産業の意見を集約した

提言をとりまとめており、２０００年３月には新ラウン

ドの早期実現の必要性について「次期WTO交渉の

課題 ～サービス貿易自由化交渉を中心にして～」

を取りまとめた。（海運分野については資料３―１４

参照）

�国際海運団体の活動

日欧の船主協会で構成する CENSA（欧州・日本

船主協会評議会）でもWTO問題を取り上げており、

先進国海運業界としての意見を OECD海運委員会

などに反映している。

〔資料３―１４〕 経団連「次期WTO交渉の課題 ～サービス貿易自由化交渉を中心にして～」における海運分野関係部分（抜粋）

海 上 輸 送

１ 海運においても、GATSの適用を通じ、最恵国待遇

や内国民待遇が保証されていくことが重要である。し

かし、ウルグアイ・ラウンド交渉の不調や、それに続

く海運継続交渉の中断の結果、海運は現在も GATS

の対象外となっている。

２ 日本については、自由な市場参入が認められている

が、他方、自国海運業の保護・育成策を維持するため、

海運自由化に消極的な国もある。そこで、GATSルー

ルの適用を確保すべく、海運を交渉対象としていく必

要がある。

３ 交渉において想定される主な論点としては、◯１国際

化海上運送サービス（外航海運の自由化）、◯２海上輸

送の補助的サービス（代理店、フレート・フォーワー

ダー等）、◯３港湾サービス（水先案内、タグボート、

給水、給油等）、◯４複合一貫輸送サービス（海運を含

むインターモーダル・サービス）などがある。

特に、自国船保護政策、外資出資比率の制限等の面

での改善を求めていくことが重要である。
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３・５ OECDの活動

３・５・１ OECD海運委員会

OECD海運委員会（Maritime Transport Commit-

tee：MTC）は、海運とその関連分野における自由

かつ公平な海運市場形成に向け、日米欧を中心とす

る先進２９ヵ国および EUの運輸当局が参加の下、幅

広い議論を行うとともに、OECD非加盟国との間

でも自由化を推進するべく政策対話会合（ワークシ

ョップ）を行っている。

このようななか、１９９９年１０月２５日から２９日にかけ

て、東京と神戸において海運委員会および関連ワー

クショップが開催された。わが国で同委員会が開催

されるのは１９９４年以来５年ぶりであった。

なお、１９９８年１２月からは園田運輸省運輸政策局国

際業務第一課長が海運委員会議長に就任しており、

今回の一連の会合についても議長を務めた。

会合の主な結果については、以下のとおりである。

１．OECD海運委員会

１０月２５・２６日、東京において開催され、２０ヵ国か

ら約６０人が参加した。

�OECD共通海運原則

OECDメンバー国が、自由公正な海運市場

を互いに保証し合うことなどを骨子とする題記

原則を約１０年ぶりに見直した。これによって複

合一貫輸送事業等に関する項目を新設し、海運

と同様に公正な市場とすることなどを確認した。

�WTO次期ラウンド

サービス貿易の自由化交渉を行うWTO新ラ

ウンド（３・４参照）における海運自由化交渉

問題を海運委員会の今後の議題としていくこと

を確認した。

�船社間協定に対する独禁法適用除外制度

OECD事務総長の主導で進められている規

制緩和プロジェクトの一貫として、OECD競

争政策委員会との合同ワークショップを２０００年

５月に開催することを決定した。

（３・１・４参照）

２．非メンバー中進国（Dynamic Non-Member

Economies：DNMEs）との対話

１０月２７・２８日、神戸において開催され、海運委員

会出席者に加え、香港、台湾、シンガポール、タイ、

マレーシアから約１０人が参加した。

海運とこれに付随する複合一貫輸送事業などにつ

き、自由公正な競争環境を促進していくことや、航

行安全・環境保護について協調していくことなどを

盛り込んだ共通海運原則について合意した。

３．中国との対話

１０月２８・２９日、神戸において開催され、海運委員

会出席者に加え、中国交通省から５人が参加した。

会合では、OECD諸国、中国双方の海運政策の

基本的考え方や、世界貿易における海運の役割等に

ついて意見交換を行い、中国側は、現在進めている

海運の自由化政策を継続していくことを確認し、今

後も海運委員会との良好な関係を維持していく意向

を表明した。

３・５・２ OECD造船協定問題

１．OECD造船協定問題

造船業に対する公的助成の廃止と不当廉売の防止

を目的とした OECD（経済協力開発機構）造船協

定は、米国大手造船会社により構成される米国造船

工業会（American Shipbuiling Association）が１９８９

年に日本、韓国、旧西ドイツ、ノルウェーの造船助

成等が不公正貿易慣行にあたるとして米通商代表部
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（Office of U.S. Trade Representative：USTR）に通

商法３０１条に基づく提訴を行ったことに端を発し、

EU、韓国、ノルウェー、米国、日本による５年に

わたる協議の後、１９９４年１２月に採択された。

（船協海運年報１９９６参照）

わが国は１９９６年６月１５日に批准書を寄託し、EU、

韓国、ノルウェーもすでに批准しており、残る米国

が批准すれば同協定は発効することとなっている。

当初より米国では米国造船工業会や反対勢力が強く

議会において未だ造船協定実施法案が可決していな

いため、２０００年８月現在も同協定は未発効である。

米国では実施法案の議会通過見通しも立てられない

ことから、１９９８年１０月の造船部会において米国を除

く造船協定交渉参加国がとり得る３つの選択肢（◯１

造船協定の放棄、◯２協定内容の EC、ノルウェー、

わが国および韓国の４カ国議定書による実施。◯３

OECD理事会の決定による実施）が提示され、審

議が行われたが、結論が出なかった。

２０００年７月６日、７日に造船部会がパリの OECD

本部で開催され、発効が遅れる造船協定の代替措置

として２００１年までに新条約を作成することで合意し

た。この造船部会においても造船協定の早期発効が

求められ、いくつかの代案が議論されたが、大統領

選挙の年にあたる米国がいずれの代案にも明確な答

えを示さなかったため、新条約に対する米国の批准

は新政権が機能し始める２００１年春以降となる見通し

となった。

新条約はダンピング防止機構などを含む造船協定

が基礎となるが、国内助成に関する条項は、造船協

定で提案されていた厳しいものではなく、WTOの

政府助成規則がベースとなる見込みである。

２．韓国造船問題

世界の造船市場においては韓国の設備増強により、

船価の下落が著しい状態になっており、韓国の設備

増強の多くは金融機関からの不透明な融資により行

われ、そしてそれは、保証や赤字帳消しといった韓

国政府の間接的な介入で助長されているとの疑いが

もたれている。

このような状況下、１９９９年１２月より欧州委員会

（European Commission：EC）と韓国政府は造船供

給能力過剰と船価の低落に特徴づけられる世界造船

市場の問題解決策を見出すため交渉を重ねた結果、

２０００年４月１０日に合意に達した。◯１韓国政府は造船

分野に介入しない、◯２国家助成をしない、◯３銀行・

金融機関の透明性を確保するなどを内容とする。

５月１８日の欧州産業相理事会において ECが用意

した造船業に関する報告書を基に議論が行われた。

同報告書によると、依然として韓国においてはコス

ト割れの受注が行われているとのことで、同理事会

は強くこれに対する懸念を表明し、ECに対して、

９月までに２０００年４月の同委員会と韓国との合意が

履行されているか否かを評価するよう求めた。EC

は９月に専門家を韓国の造船所に派遣し、新造船の

契約船価の調査を行う予定である。

３・６ IMOの活動

国際海事機関（International Maritime Organiza-

tion＝IMO）においては、１９９９年も引き続き広範な

活動が実施された。開催された各委員会等の活動状

況は次のとおりである。

なお、１９９９年３月現在の構成メンバーは１５８カ国、

準メンバー２カ国である。

１．総 会

第２１回総会は１９９９年１１月１５日から２６日までの間ロ

ンドンの IMO本部で開催され、総会決議案など各
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委員会より報告された事項の検討・承認、機関の長

期計画および作業計画、予算の承認ならびに理事国

の選出等が行なわれた。

１ 採択された決議

各委員会関係決議およびその他 IMOの活動全

般に亘るものなど、合計２８の決議が採択された。

（資料３―１５参照）

２ 理事国の選出

第２２回総会が開催される２００１年秋までの任期を

有する理事国として、次の３２カ国が選出された。

・カテゴリーＡ（主要海運国）

日本、中国、イタリア、英国、ギリシャ、ノル

ウェー、米国、ロシア（８カ国）

・カテゴリーＢ（主要海上貿易国）

アルゼンチン、ブラジル、カナダ、フランス、

ドイツ、インド、オランダ、スウェーデン（８

カ国）

・カテゴリーＣ（その他の国）

シンガポール、韓国、エジプト、スペイン、イ

ンドネシア、メキシコ、オーストラリア、バハ

マ、キプロス、パナマ、フィリピン、南アフリ

カ、フィンランド、マルタ、トルコ、モロッコ

（１６カ国）

２．理事会

１９９９年には、第８２回（６月）および第８３回（１１月）

会合が開催され、決算・予算の審議、各委員会およ

び各条約締約国会議の報告、理事国の選挙、会議文

書配布の電子化、事務局就業規則等が検討された。

３．海上安全委員会

第７１回会合が、１９９９年５月１９日から２８日まで、ま

た、第７２回会合が、２０００年５月１７日から２６日まで開

催され、SOLAS条約第�章の改正問題等が審議さ

〔資料３―１５〕 IMO第２１回総会決議一覧表

A．８７４（２１）：非政府機関との関係

A．８７５（２１）：寄付金の遅延

A．８７６（２１）：会計および監査報告書の提出

A．８７７（２１）：第２１財政年度２０００から２００１の作業計画およ

び予算

A．８７８（２１）：外部監査人の指名

A．８７９（２１）：機関の長期（２００６年まで）作業計画

A．８８０（２１）：２００２年７月１日までの ISMコードの実施

A．８８１（２１）：旗国としての能力に関する自主的評価

A．８８２（２１）：PSCに関する手続き（A．７８７（１９））の改正

A．８８３（２１）：HSSCの世界的および統一した実施

A．８８４（２１）：海上災害および海難の調査に関するコード

（A．８４９（２０））の改正

A．８８５（２１）：特に敏感な海域の認定および保護方法の承

認に関する手続きおよび A．７２０（１７）の改正

A．８８６（２１）：性能要件および技術要件の承認および改訂

に関する手続き

A．８８７（２１）：GMDSSに関するデータベースに登録する

情報の上の確立、変更および検索

A．８８８（２１）：GMDSSにおける移動衛星通信システムの

提供に関する要件

A．８８９（２１）：パイロット乗り込み装置

A．８９０（２１）：安全な配員の原則

A．８９１（２１）：MOUs乗組員の訓練に関する勧告

A．８９２（２１）：能力の証明および裏書に関する違法行為

A．８９３（２１）：航海計画に関するガイドライン

A．８９４（２１）：航空および海上における国際捜索救助

（IAMSAR）マニュアル

A．８９５（２１）：船舶に使用される防汚システム

A．８９６（２１）：港湾における廃棄物受入施設の提供および

利用

A．８９７（２１）：COWシステムの設計、運用および制御に

関する要件（改訂 A．４４６（１１））の改正

A．８９８（２１）：海上における賠償請求についての船主責任

に関するガイドライン

A．８９９（２１）：CLC保険証明の承認

A．９００（２１）：２０００年における機関の方針

A．９０１（２１）：２０００年における技術協力

３．国 際 関 係
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れた。（７・３参照）

４．海洋環境保護委員会

第４３回会合が１９９９年６月２８日から７月２日まで、

また第４４回会合が２０００年３月６日から８日、１０日、

１３日に開催され、船底防汚塗料の規制問題およびバ

ラスト水の排出規制問題等が審議された。

（７・５参照）

５．法律委員会

第８０回会合が１９９９年１０月１２日～１５日、第８１回会合

が２０００年３月２７日～３１日の日程でそれぞれ開催され、

船主の様々な賠償責任を強制保険その他の方法で担

保する制度の創設等について審議された。

（４・１参照）

３・７ 当協会が加盟する主要国際団体の１９９９年度の活動

３・７・１ CENSA

欧州および日本の１１カ国の船協で構成する欧州・

日本船主協会評議会（CENSA：Council of European

and Japanese National Shipowners’ Associations）は、

その本部をロンドンに置き、主に海運政策の面から

先進国海運の意見を取りまとめ、これを欧州・日本

の先進国海運担当官会議（CSG：Consultative Ship-

ping Group）をはじめ関係方面に開陳し、諸問題の

早期解決を図っている。

１９９９年度は主に次の問題について活動を展開した。

１ 独禁法

・米国の独禁法適用除外制度廃止法案（ハイド法

案）

・OECD海運委員会海運規制改革提案

・カナダ SCEA（Shipping Conference Exemption

Act 1987）改正法案

・オーストラリア Trade Practice Act 1974（Part

X）見直し

・タイ Trade Competition Actの海運カルテルへ

の適用

２ 米 国

・１９９８年米国外航海運改革法（OSRA：Ocean Ship-

ping Reform Act of 1998）施行細則

・OSRA施行状況の FMC中間報告

・港湾ユーザーフィー

・米国内国歳入庁（IRS）の規則改定案

・海上物品運送法改正案

・外国籍船に対する米国政府貨物の積取制限

３ OECD

・WTO海運サービス自由化交渉

・OECD造船協定

４ EU競争政策

・同盟等による複合一貫輸送運賃設定権

５ その他

・CENSAの将来

・中国新海運規制案

・米中海運協議

３・７・２ ICS

国際海運集会所（ICS：International Chamber of

Shipping）は、CENSAが海運政策問題を扱ってい

るのに対し、主として技術的および法律的な問題を

扱っており、IMOに対する民間団体としての機能

を有している。１９９９年１月現在、３４カ国の船主協会

を中心とする３６団体が正会員として加盟しているほ

か、９つの準会員がある。

１９９９年度に取り上げられた主な事項は以下のとお

りである。

３．国 際 関 係
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１ “Erika”号による油濁事故とタンカー規制

２ クオリティーシッピング

３ 船級協会の責任

４ 海賊

５ 密航者

６ コンピュータ２０００年問題対応

７ 船舶リサイクリング

８ ISMコード

９ PSC（Port State Control）

１０ IMO法律委員会への対応

１１ バラスト水排出規制

１２ 有害船底塗料の使用規制

１３ 船舶からの排ガス

１４ SOLAS条約改定

１５ パナマ�スエズ運河

３・７・３ ISF

２０００年４月、国際海運連盟（ISF）の第１０４回理事

会および２０００年度年次総会がマニラにおいて開催さ

れた。ISFは海上労働問題について国際的な視野で

検討することを目的とする国際船主団体であり、

２０００年３月現在、３５ヶ国の船主協会で構成されてい

る。

討議された主な事項は次のとおりである。

１．第１０４回理事会

１ 船員の国際的な需給問題について

２ 改正 STCW条約の進展状況について

３ 船員の補償問題に関する IMO�ILOの対応に

ついて

４ 海賊問題について

５ 労使問題に関する ISFの対応について

６ ILO合同海事委員会の対応について

２．年次総会

前回総会議事録、１９９９年収支報告等が審議され、

原案通り承認された。

３．国 際 関 係
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４・１ 海事法務関連問題

国際海事機関（IMO＝International Maritime Or-

ganization）では、海洋環境の保全に資する条約を

はじめ国連の専門機関として各種条約を定めている。

これらの条約のうち、海事法務に関する条約の策

定および見直しに関しては、IMO法律委員会（以

下、法律委員会）において、審議を行った上で、外

交会議等で採択され、一定要件を満たした上で発効

することとなっている。

１９９９年１２月、マルタ籍船タンカー エリカ号

（１９，６６６G�T）がフランスのブルターニュ沖で重大

な油濁損害事故を引き起こした。この事故の損害額

が現状のタンカーによるいわゆる油濁補償二条約の

限度額を大きく超えることが予想されることから、

当事国のフランスをはじめ EU内で現行体制の見直

しをはじめとした検討が開始された。その一環とし

て、現行の油濁補償二条約の限度額の見直しを骨子

とする提案が英国等１４カ国より法律委員会に対し提

出されている。

このため、２０００年秋に開催予定の法律委員会にお

いては、油濁補償二条約の限度額の見直し案につい

て締約国との合同会議により審議されることとなっ

ている（４・１・１参照）。

その他に、近年、法律委員会においては次の３点

について条約化を前提とした審議が続けられている。

◯１ 船舶燃料油による汚染に対する賠償

（４・１・２参照）

◯２ 船主の第三者責任等に係る金銭的補償の提供

（４・１・３参照）

◯３ 海難残骸物除去に関する条約案

（４・１・４参照）

このうち、◯１についてはタンカー以外の船舶の燃

料油による油濁補償についての民事責任に関する条

約案の審議を行っており、当初、◯２に準じた取扱で

あったが、これを最優先することとし、２００１年前半

における採択を目指している。

また、◯２は旅客の損害賠償債権に関して確実な賠

償を可能ならしめるために、運送人に強制保険の付

保を義務付けることを目的として、「アテネ条約

（１９７４年）」の改定議定書案について主に審議が行

われており、２０００年秋に開催予定の法律委員会で集

中的に審議することとされている。

◯３は船舶の航行の障害となっている海難残骸物で

ある船骸等の除去を船主に義務付ける条約案の審議

を行っており、２００２�２００３年での採択を目指してい

る。

当協会は法律委員会等における日本政府代表団に

随行し、各国政府の主張等の情報の収集に努めると

ともに、船主責任、責任限度額等の問題について、

法務保険委員会を中心に鋭意検討を行い、国際海運

会議所（ICS＝International Chamber of Shipping）

この章のポイント

・IMO法律委員会等でエリカ号事故を契機に油濁補償

限度額等の見直しにつき検討を開始。

・IMO法律委員会でタンカー以外の船舶の燃料油によ

る油濁に対する賠償に関する条約案が固まる。

４ 法務保険

４・１ 海事法務関連問題
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等、内外の海運団体等とも連携して、政府をはじめ

とする関係団体に船主意見の反映に努めている。

特に油濁補償問題については、ナホトカ号、エリ

カ号と相次いで重大な油濁事故が発生していること

から、事故再発防止対策とともに現行油濁二条約体

制による補償制度の維持を基本として、石油海事協

会とも連携を密にして対処することとしている。

４・１・１ 油濁補償問題

タンカー事故等で油濁による海洋汚染が発生した

場合、その損害や清掃費用については、海運業界と

荷主である石油業界が協力して補償する体制が国際

条約により整備されている。すなわち、一定の限度

額を設けて、はじめに船主による補償を行い、不足

する部分を荷主が補償するもので、いわゆる油濁二

条約と呼ばれる（「油濁損害についての民事責任に

関する国際条約（CLC＝International Convention on

Civil Liability for Oil Pollution Damage）」、「油濁損

害補償のための国際基金の設立に関する国際条約

（FC＝International Convention on the Establish-

ment of an International Fund for Oil Pollution

Damage）」）によりこの体制が確立されている。

この油濁二条約のうち、CLCは船舶（タンカー）

の貨物である重油等の流出によって生じた油濁損害

について船主の無過失責任、責任限度額、強制保険

の付保を定めた条約である。一方、FCは荷主の責

任負担についての条約で、タンカーから油を受け取

った荷主の拠出金を基に設立された国際油濁補償基

金（IOPCF＝International Oil Pollution Fund）によ

る被害者に対する補償を行うことを定めた条約で、

１９６９年の CLC（以下６９CLC）は１９７５年に、また１９７１

年の FC（以下７１FC）は１９７８年にそれぞれ発効して

いる。

その後、１９９２年に至り両条約の発効後約１５年が経

過し、大規模な油濁事故への補償が十分に果たせな

くなったことから、両条約の限度額の引上げを主な

内容とする改定議定書（１９９２年の CLC＝以下９２CLC

�１９９２年の FC＝以下９２FC）が採択され、１９９６年５

月にそれぞれ発効した。

従来６９CLC�７１FC批准国であったわが国は１９９４

年８月に９２年条約に加盟するとともに、これらの内

容を盛り込んだ油濁損害賠償保障法を１９９６年５月に

施行している。

なお、２０００年７月末現在の締約国は、わが国を含

め、９２CLC：４７カ国、９２FC：４５カ国である。

（資料４―１参照）

１．９２CLC�FC限度額改定問題

�１ 油濁補償限度額の見直し提案等

１９９９年１２月、マルタ船籍タンカー エリカ号

（１９，６６６G�T）がイタリアに向け航行中、フラ

ンスのブルターニュ沖において、船体が二つに折

損し、１万４，０００トンの重油を流失する事故が発

生した。この事故により流失した重油が海岸に漂

着し、海産物、海鳥等に大きな被害を与え、１９７８

年に発生したアモコ・カジス号事件以来の欧州で

の大事故となった。

同事故の被害が９２FCの補償限度額（現行限度

額…９２FC：１億３，５００万 SDR≒１９０億円、９２CLC：

５，９７０万 SDR≒８５億円）を超えることが予想され

ることから、当事国フランスをはじめとして EU

内で油濁補償限度額をはじめ現行体制の見直しの

検討が開始された。

その一環として、英国等１４カ国は条約の規定に

基づく９２CLCおよび９２FCの限度額の引上げを正

式に IMOに提案した。両条約では、限度額の引

上げは年率６％以内の複利とし、現行限度額の３

倍以内と規定されている。（資料４―２参照）

本引上げ案は２０００年秋に開催される第８２回

IMO法律委員会と締約国との合同会議において、

審議されることとなっている。

さらにフランスの緊急提案により設置された９２

年国際油濁補償基金の「CLC�FCの機能の見直

しに関するワーキンググループ」が２０００年７月６

日に開催され、フランスより条約の規定の範囲を

４．法 務 保 険
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超えて１０億ユーロに限度額を引上げるべきとの非

公式な提案がなされたが、今秋の合同会合では条

約の規定の範囲内での見直しについて優先的に審

議が行われる見通しである。

また、EU内では両条約の改定後、油濁補償限

度額を超える事故に対処するため、欧州荷主の負

担による third tierの創設も視野に入れた検討が

行われている。

なお、油濁補償に関するこれまでの提案概要は

以下のとおりである。

◯１ EU提案

・９２CLC�９２FCの条約の範囲内での補償限度

額の引上げ（英国等１４カ国提案）

・欧州荷主による third tierの創設（CLC�FC

の責任・補償限度額を超える部分への補償。

補償限度額は CLC�FCの補償額と合計して

１０億ユーロ＝約１，０３０億円）

◯２ フランス提案（９２CLC�９２FCの改定）

・９２FC補償限度額の引上げ（１０億ユーロ）お

よび基金への拠出額計算方法の変更（サブス

タンダード船を用いた荷主の拠出負担を増大

させる）

・９２CLC責任限度額の引上げおよび船のコン

ディションに応じた責任限度額の計算方法

（サブスタンダード船の限度額の引上げ）の

導入

・環境損害の対象の拡大

�２ 当協会の対応

こうした状況下、ICS、INTERTANKO等海運関

係団体は、欧州内での被害者救済の強い世論を勘

案し、両条約の規定の最大限の引上げを支持する

としている。このような状況下、当協会は、英国

等１４ヵ国より提案のあった船主責任制限額および

油濁補償限度額引上げについて、鋭意審議した結

果、当面次のとおり対応することとした。

◯１ あくまでも現行の油濁補償体制（９２CLC�９２

FC）が維持されるべきであり、EU内の third

tierの創設等、地域的な制度の導入には反対で

ある。

◯２ 事故から生じた損害の金額をはじめ、貨幣価

値の変化等条約の規定に基づき引上げの妥当性

が明示されることを条件に、CLCについても

〔資料４―１〕 新旧油濁二条約締約国一覧表
２０００年７月現在

国 名
６９
CLC

７１
FC

９２
CLC

９２
FC 国 名

６９
CLC

７１
FC

９２
CLC

９２
FC

ア ル バ ニ ア
アルジェリア
アンティグア・パーブーダ
オーストラリア
バ ハ マ
バ ー レ ー ン
バ ル バ ト ス
ベ ル ギ ー
ベ リ ー ズ
ベ ニ ン
ブ ラ ジ ル
ブ ル ネ イ
カ ン ボ ジ ア
カ メ ル ー ン
カ ナ ダ
チ リ
中 国（＊）
コ ロ ン ビ ア
コ ス タ リ カ
コートジポアール
ク ロ ア チ ア
キ プ ロ ス
デ ン マ ー ク
ジ プ チ
ド ミ ニ カ
エ ク ア ド ル
エ ジ プ ト
赤 道 ギ ニ ア
エ ス ト ニ ア
フ ィ ー ジ ー
フィンランド
フ ラ ン ス
ガ ボ ン
ガ ン ビ ア
ド イ ツ
ガ ー ナ
ギ リ シ ア
グ ァ テ マ ラ
グ レ ナ ダ
ガ イ ア ナ
ホンデュラス
アイスランド
イ ン ド
アイルランド
イ タ リ ア
日 本
ジ ャ マ イ カ
ケ ニ ア
ク ウ ェ ー ト
ラ ト ビ ア
レ バ ノ ン
リ ベ リ ア

○

○

○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○

○
○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○

○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

ルクセンブルグ
マ レ ー シ ア
モ ル ジ ブ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メ キ シ コ
マ ル タ
モ ナ コ
モ ロ ッ コ
モザンピーク
オ ラ ン ダ
ニュージーランド
ニ カ ラ グ ア
ナイジェリア
ノ ル ウ ェ ー
オ マ ー ン
パ ナ マ
パプアニューギニア
フ ィ リ ピ ン
ペ ル ー
ポ ー ラ ン ド
ポ ル ト ガ ル
カ タ ー ル
韓 国
ロ シ ア
セントビンセント
サントメ・プリンシペ
セイントキィッズアンドネイビス
サウジアラビヤ
セ ネ ガ ル
セ イ シ ェ ル
シェラレオネ
シンガポール
ス ロ ベ ニ ア
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出所 運輸省資料 （注）○既締約国
（＊）香港特別行政地区については、９２年基金条約加盟国の地位

が与えられている。
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被害者補償改定案 
200百万SDR

現行被害者補償 
（92FC） 
135百万SDR

船主責任限度額改定案 
89.8百万SDR

現行船主責任限度額 
（92CLC） 
59.7百万SDR

（単位：百万SDR） 
250

200
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100

50

0
0G/T 5,000GT

船　型 
140,000GT 250,000GT

92CLC/FC限度額の改定案（2001年採択ベース） 

FCと同様、現行条約の制限額の範囲内での引

上げはやむを得ないと考える。

２．国際油濁補償基金

国際油濁補償基金には、７１FCに基づく１９７１年国

際油濁補償基金（７１年基金）と、９２FCに基づく１９９２

年国際油濁補償基金（９２年基金）のそれぞれ二つの

基金が設立されている。

それぞれの基金の活動は以下のとおりである。

１）９２年基金

１９９９年１０月１８日から２３日にかけてロンドンにお

いて第４回総会および第４回理事会が開催された。

この会議には５６カ国の代表および IMO、ICS、国

際 P&Iクラブ・グループ等の国際機関の参加が

あり、わが国からは以下の者が参加した。

政府代表：谷川運輸省顧問

奈良平在英大使館参事官

渡辺運輸省船舶技術研究所部長

澤井海上交通局総務課油濁補償対策官

石油海事協会：常木専務理事

秋友事務局長

日本内航海運組合総連合会：

浦本第一事業部長

当 協 会：和田理事長

佐藤関連業務部課長代理

議題は多岐にわたったが、各会議における主要審

議概容は以下のとおりである。

�１ ９２年基金総会

◯１ 事務局長の選任について

現事務局長の Jacobsson氏（ノルウェー）が

〔資料４―２〕９２FC�CLCの現状および改正関係資料

［現行限度額］

１SDR＝１４１．７５円（２０００年５月１１日現在）で換算。

１．被害者限度額：

９２FC ‥‥‥ １．３５億 SDR（約１９１．４億円）

２．船主責任限度額：

９２CLC :

・５，０００GT未満 ‥‥ ３００万 SDR（約４．２５億円）

・５，０００GT以上～１４万 G�T未満 ‥‥

４２０SDR（約６万円）�GTを加算

・１４万 GT以上 ‥‥ ５，９７０万 SDR（約８４．６２億円）

［条約に定める改正事項］

１．改正条件：

◯１ 起算日１９９３年１月１５日

◯２ 年率６％以内の複利

◯３ 限度額３倍

２．引上率：２０００年（採択時）をベースにする場合：

５０．４％（図１参照）

但し、２００３年（最短での発効時）をベースにする場合

：７９．１％となる）

ア）被害者限度額：

９２FC ‥‥‥ 約２億 SDR（２８３．５０億円）

イ）船主責任限度額：９２CLC ‥‥

・５，０００GT未満 ‥‥ 約４５０万 SDR（ ６．３８億円）

・５，０００GT以上～１４万 G�T未満 ‥‥

約６３０SDR（９万円）GTを加算

・１４万 GT以上 ‥‥ 約８，９８０万 SDR（１２７．３０億円）
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再選された。これで４期目となる。

◯２ 次期理事国の選出

・大規模拠出国：カナダ、フランス、ドイツ、

韓国、シンガポール、スペイ

ン、英国

・そ の 他：デンマーク、ギリシャ、ラト

ビア、リベリア、マーシャル

アイランド、メキシコ、チュ

ニジア

◯３ 船舶の定義と Off�Shore Craftへの条約の適

用

１９９９年４月開催の理事会の際にワーキンググ

ループが検討した結果が、次のとおり報告され

た。

ア）Off�Shore Craftへの条約の適用�（ワーキン

ググループの見解）

原油採掘現場に貯油施設として係留されてい

る船舶について

・普段操業している場所を離れ、その外部にあ

る港やターミナルへ向けあるいは、そこから

油を貨物として輸送する場合は、９２CLC上

の船舶とみなす。

・操船上の理由あるいは悪天候を避けるために、

操業地域を離れる場合は船舶と見なさない。

これに対して INTERTANKO等がさらな

る検討を求めたが、上記提案が当面の運用基

準として承認された。

イ）船舶の定義（９２CLC第１条２項の解釈）�（ワ

ーキンググループの見解）

・９２CLC第１条２項の但書の「OIL」は同第１

条５項と同じく持続性油を意味する。

・同但書の中の「other cargoes」は、固体カー

ゴ（bulk solid cargoes）および非持続性油を

意味する。

・この結果、同但書は OBO（Ore Bulk OIL＝

鉱石・油兼用船）船のみならず全てのタンカ

ーに適用される。

・「any voyage」は文字どおりあらゆる航海を

意味し、持続性油を輸送した直後の航海に限

定されない。

・過去に持続性油を積んだタンカーに、その残

油が船内にないことが証明された場合は、船

舶の定義に含まれない。

・残油が船内にないことを証明する責任は、通

常船主が負う。

このワーキンググループの解釈に対して、豪

州、カナダ、オランダおよび英国が共同で次の

修正案を提案した。

・専用タンカー（持続性油および非持続性油を

輸送しうる）は、全て９２CLC上の船舶である。

・９２CLC第１条２項の但書は非持続性油を含

む石油類および他の貨物を積載しうる船舶の

みに限定されるべきである。

同提案によるとタンカーは全て条約の対象と

なり、従って積載、バラスト航海を問わずクリ

ーンタンカーのバンカー油の汚染が条約の対象

となる。このため、わが国等が厳しく四カ国提

案に反対したが、同案を支持する国もあったた

め、来年４月の理事会の際にワーキンググルー

プにおいて再度検討することとなった。

◯４ HNS条約関連

HNS条約の批准推進に協力していくことが

確認された。

�２ ９２年基金理事会関係

◯１ NAHODKA

支払いのレベルを引き続き補償決定額の６０％

に留めることが決定された。また、わが国より

補償支払いの促進要請が行われた。

なお、NAHODKAが堪航性を欠いていたと

するわが国からの事故原因調査報告に基づき、

船主側に過失があったと判断し、船主、船級協

会等を相手取り基金の支払った補償額の償還を

求める訴訟を提起することとなった。

◯２ その他

その他７件の油濁事故について、事故内容、

クレームの査定状況等について、審議が行われ
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た。

２）７１年基金

�１ ７１年基金総会

定足数に達せず、理事会が総会を代行した。

・７１年条約の終結

７１年基金からの脱退と９２年基金への加盟を促

進することが緊急の課題であるため、事務局長

提案をベースに、加盟国が３カ国未満となるの

を待たずに失効する方法について検討が行われ、

IMO事務局に IMO外交会議を招集し７１年条約

の失効条件を改正する議定書を採択するよう要

請することとなった。

�２ ７１年基金理事会

◯１ HAVEN

包括的解決により補償が完了し、クレーム基

金の余剰金が拠出者に返戻されることとなった。

◯２ その他

その他１１件の油濁事故について、事故内容、

クレームの査定状況等について、審議が行われ

た。

３．�漁場油濁被害救済基金

漁場油濁被害救済基金は、１９７０年後半に原因者不

明の漁場油濁被害が発生したことにより、１９７５年１

月、立法化による恒久的な救済制度が確立するまで

の暫定的な措置として救済金の支給等を行う団体と

して設立され、産業界はその目的遂行のために財政

面での協力を行ってきている。当協会は、運輸省関

係拠出団体として１９９９年度も財政面での協力を行っ

た。

４・１・２ 船舶燃料油による汚染に

対する賠償

IMO法律委員会においては、現在、船舶燃料油

による汚染に対する賠償を主要議題の一つとして検

討している。これはタンカーの積荷である原油およ

び燃料油である重油の油濁事故に関しては、CLC

および FCの油濁二条約体制による油濁補償体制が

確立されているものの、タンカー以外の船舶の燃料

油の油濁事故については、条約上何ら規定がないこ

とから、損害に対する確実な賠償を確保するとの観

点から、保険を強制化する条約案を策定しょうとす

るものである。第８０回・第８１回会合での条約化に向

けた諸問題の審議概要は以下のとおりである。

１．第８０回法律委員会での検討

日 時：１９９９年１１月１１日～１５日

場 所：IMO本部（ロンドン）

参加国：６４ヵ国（香港を含む）他、ICS（国際海

運会議所）、CMI（万国海法会）、国際 P

& Iグループ等のオブザーバーが参加。

わが国からは以下６名が参加した。

成 蹊 大 学 名 誉 教 授 谷川 久

在 英 日 本 大 使 館 参 事 官 奈良平博史

運輸省海上交通局総務課係長 出口まきゆ

日本郵船法務保険グループ長 成定 龍二
東京海上火災保険海損部
船舶総括グループ専門次長 井口 俊明

当協会常務理事・関連業務部長 山下 秀明

今回会合では、責任主体となる船主の定義につい

て検討され、「船舶所有者とは、船舶の所有者（登

録されている所有者、裸傭船者および船舶賃借人を

含む）、管理人並びに運航者をいう」との定義が採

用された。但し、保険の付保義務者については、登

録されている所有者のみが自己の事故の責任を担保

するために強制保険を付保しなければならないとす

る条約案を基に引続き検討することとされている。

なお、本件に係る条約を２０００�２００１年の期間に外

交会議で採択するよう IMO総会等に諮ることが合

意された。

２．第８１回法律委員会での検討

日 時：２０００年３月２７日～３１日

場 所：IMO本部（ロンドン）

参加国：６３ヵ国（香港を含む）他、ICS、CMI、

国際 P&Iグループなどのオブザーバー
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が参加。わが国からは以下７名が出席。

成 蹊 大 学 名 誉 教 授 谷川 久

在 英 日 本 大 使 館 参 事 官 奈良平博史

運輸省海上交通局総務課係長 出口まきゆ

日本郵船法務保険グループ長 清水 繁
東京海上火災保険海損部
船舶総括グループ専門次長 井口 俊明

当 協 会 常 務 理 事 ・
欧 州 地 区 事 務 局 長

赤塚 宏一

当協会常務理事・関連業務部長 山下 秀明

保険の付保義務者について前回に引続き検討が行

われ、オーストラリア等が提案した条約案の通り「船

舶の登録されている所有者」が採用されるに至った。

また、条約の対象となる船舶の最低トン数について

は、外交会議での審議に委ねられることが合意され

た。なお、キプロス等より、強制保険の付保の証明

について、◯１政府に代って団体等が証明できること、

◯２政府が強制保険に関する情報を他の政府や団体等

から入手できること、�政府は自国に入出港する船

舶について、電子情報手段等によって証明確認がで

きること、の３点のオプションについて提案がなさ

れ、一部修正の上採用されることとなった。

４・１・３ 船主の第三者責任等に係

る金銭的保証の提供

IMO法律委員会においては、船主のさまざまな

賠償責任を強制保険やその他の方法で担保する制度

を創設することを目的とし、第７４回会合（１９９６年１０

月）以来、本事項を主要議題の１つとして検討を行

っている。第８０回・第８１回会合での審議の模様は以

下のとおりである。

１．第８０回法律委員会での検討

本会合では本件については�１船客債権を担保する

制度、�２その他の債権を担保するための IMOガイ

ドラインに分けて検討を行っている。それぞれの検

討の模様は次のとおりである。

�１ 船客債権を担保する制度

ノルウエーより提案のあった海上運送人が乗客

およびその手荷物の責任について定める「１９７４年

アテネ条約」の改定議定書案をベースに審議を行

っている。このうち特に旅客が乗船中に死傷した

場合の損害賠償債権については、確実な賠償が行

われるようにすべきとの観点から、運送人に強制

保険付保を義務づけることについて新たに検討が

加えられている。

今回会合では、強制保険の付保者等について検

討が行われ、実際の運送人が船客に対する自己の

責任を担保する保険を付保するという案が採り入

れられた。

また、裁判所轄権については、保険者への直接

請求訴訟のできる裁判所を保険者の所在地等に限

定するという案が提出されたが、わが国は裁判所

を限定することは被害者の利益につながらないと

してこれに反対したことから、結論に至らず引き

続き検討することとなった。

�２ （その他の債権を担保するための）IMOガイド

ライン

船舶所有者が第三者に対して負う損害賠償責任

については、例えば油濁損害は条約により強制保

険が義務づけられているが、このような義務づけ

が行われていないものについても、被害者救済の

観点から、船主に P&I保険の付保等により自己

の責任を担保するための最低限の備えを求めるこ

とを趣旨とした拘束力のないガイドラインについ

て検討を行っている。今回会合では、前々回の会

合で提案された IMOガイドライン案について、

前回の議論を踏まえた修正案が提案され、これを

一部修正の上、総会決議として１９９９年１１月の IMO

総会に提出することとなった。

２．第８１回法律委員会での検討

�１ 船客債権を担保する制度

前回に引続き「１９７４年アテネ条約」の改定議定

書案を中心に検討が進められた。旅客の死傷に関

する海上運送人の責任の原則については、わが国
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より一定限度までは厳格責任とし、当該一定額以

上については無制限の過失責任とすべきとの提案

を行ったが、引続き検討することとなった。また、

強制保険若しくは他の金銭的保証の限度額につい

ては、一運送当たりとするノルウェー案、一事故

当たりとするわが国案および、一船当たりとする

P&Iグループ案について検討が行われたが、合意

には至らず、２０００年秋開催の次回法律委員会で集

中的に審議することが合意された。

４・１・４ 海難残骸物除去に関する

条約案

IMO法律委員会においては、さらに海難残骸物

除去に関する条約案を主要議題の一つとして検討し

ている。これは、船骸等が船舶航行の障害あるいは

海洋環境への脅威となる場合には当該船骸除去の義

務を船主が負い、船主がこれを除去しない場合には

政府が船主の強制保険によりこれを除去するという

趣旨の条約案である。第８０回・第８１回会合での審議

概要は次のとおりである。

１．IMO第８０回法律委員会での検討

海難残骸物除去に関する条約案については、コレ

スポンデンス・グループより海難残骸物の定義とし

て、“WRECK”の定義を拡大することにより、“CASU-

ALTY”を削除すること、また、残骸物の除去に関

わる費用を貨物にも負担させるべきかについては、

国内法に委ねるべきこと等が報告された。

なお、２００２�２００３年の期間での採択に向けて、今

後は国内法の領海外適用およびその他条約との関係

について、引き続き同グループに作業が要請された。

２．IMO第８１回法律委員会での検討

コレスポンデンス・グループ代表から報告が行わ

れ、“WRECK”や“hazard”といった用語の定義や

報告、保険付保等の論点について進展があったので、

法律委員会が検討を進めて、２００２�２００３年の期間に

外交会議を開催することを勧告できるよう期待する

旨発言がなされた。

４．法 務 保 険
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５・１ 情報システム化の推進と貿易手続きの簡易化問題

１９９７年４月、政府は、規制緩和の推進、社会資本

の整備および物流システムの高度化を柱とする「総

合物流施策大綱」を発表した。このうち、物流シス

テムの高度化については、「国および地方公共団体

が輸出入、出入港等の行政手続きにおいて率先して

情報化によるペーパーレス化およびワンストップサ

ービス（注）の実現に取り組む。」としている。

これを受けて、１９９９年１０月、大蔵省関税局の通関

情報処理システム（Sea�NACCS）および運輸省港湾

局の港湾 EDIシステムが稼動するとともに、法務

省入管局の出入国手続きに関するシステムも２００２年

を目途とした稼動が見込まれる等、港湾における諸

手続のペーパーレス化に向け、ようやく第一歩が踏

み出された。（Sea�NACCSおよび港湾 EDIシステ

ムの詳細については５・１・２参照）

一方、ワンストップサービスについては、Sea-

NACCS回線を通じて、これまで複数省庁に提出し

ていた共通項目である入出港届、乗員名簿等の共有

化が図られることについての目途が立った程度にと

どまっている。

本件に関し、当協会では港湾物流委員会を中心に

検討・活動を行っている。１９９９年度もペーパーレス

化・システム化の前段階にあたるため、関係官庁に

提出書類の徹底的な見直しを働きかけるとともに、

将来的には一元的に申請が可能となるよう真のワン

ストップサービスの実現についても併せて働きかけ

を行った。活動概要は以下のとおりである。

（注）ワンストップサービス（ワンストップ行政サ

ービス）

港湾においては、船舶の入出港に際し、港湾

管理者、港長、検疫所、税関および入国管理事

務所等それぞれに許認可の申請が必要であり、

煩雑であることから、これらの諸手続きについ

て一括申請を可能とさせようとした構想をいう。

５・１・１ 港湾諸手続き等における

ペーパーレス化の現状お

よび対応

港湾における諸手続きのペーパーレス化に向けて、

１９９９年１０月、通関情報処理システムおよび港湾 EDI

システムが稼動を始めた。しかしながら、港湾 EDI

システムは入出港届等部分的な手続きにとどまって

いる段階であり、また法務省の出入港に関する手続

きについてはシステム自体が２００２年度を目途として

いる等、ペーパーレス化に向けて第一歩を踏み出し

たに過ぎない状況である。

それぞれのシステムの現時点での状況は以下のと

この章のポイント

・新Sea-NACCS、港湾EDI が９９年１０月より稼動。

・入出港・輸出入等関連手続きの一層の簡素化を図った

上でのワンストップサービスの実現を要望。

・ISO�TC１０４（貨物コンテナ）の国内委員会、国際貨
物コンテナ所有者コードの国内事務局業務の状況。

５ 物流システム

５・１ 情報システム化の推進と貿易手続きの

簡易化問題

５・２ ISO等への対応
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おりである。

◯１ 通関情報処理システム（Sea�NACCS）

…大蔵省関税局

○対象業務：輸出入貨物についての税関手続き

全般

◯２ 港湾 EDIシステム…運輸省港湾局、港長・

港湾管理者

○対象業務：入出港届、係留施設等使用許可

危険物荷役許可等も今年度中に追

加予定

※ 各港湾管理者の提出時期をはじめ運用方法等

が若干異なっている。

◯３ 出入国手続き等…法務省入国管理局

※ ２０００年度の予算措置は講じていないが、内部

的に仕様を固めつつある。

なお、乗員上陸許可手続きを電子化する「乗

員上陸許可支援システム（仮称）」については

２００２年度の稼動が予定されている。

◯４ その他荷物の輸入手続き

※ 厚生省「輸入食品監視支援システム」および

農水省「輸入植物検査手続電算処理システム」、

「動物検疫検査手続電算処理システム」は、１９９７

年より実施、既に Sea�NACCSと繋がっている。

前述のとおり、現時点では、ペーパーレス化に向

けた第１段階に過ぎない状況であり、諸手続きの一

元化ともいうべきワンストップサービスの実現の目

途はたっていない。また、これを実現していくため

には各省庁毎のシステム、個別の法体系に基づく提

出書類および書類自体の守秘義務等、解決すべき課

題も山積している。さらに、関係省庁等においては、

許認可に当たり要求する煩雑な手続きかつ膨大な書

類・資料については、現状のままとするシステム化

の検討が行われている。したがって、関係省庁等毎

にシステム化を図るに当たっては、現行の提出書類

を徹底的に見直し、他省庁と重複する資料、または

単なる参考として提出を求められている資料につい

ては廃止する等徹底的に簡素化を図るとともに、通

関手続における現物主義をはじめとした諸慣習を含

めた制度自体の抜本的な見直しを求めていくことが

喫緊の課題となっている。

こうした認識の下、当協会としては港湾物流委員

会で鋭意検討を行い、当面の対応および長期的課題

を以下のとおり取りまとめるとともに、その実現に

向けて積極的に活動を行っている。

◯１ 当面の対応：入出港ならびに荷役等に関わる

各種提出書類のさらなる簡素化

関係省庁等毎に提出する書類について分析・

整理を行い、システム化の前にさらなる簡素化

を働きかけるとともに、船社から見て不合理な

慣行についても是正を求めていく。

◯２ 長期的課題：ワンストップサービスの実現

関係官庁等の諸手続きが本格的にシステム化

された時点で、諸手続きの一括申請を可能なら

しめる関係官庁等を横断するシステムの創設を

働きかけて、真のワンストップサービスの実現

を求めていくこととする。

５・１・２ 新 Sea�NACCSと港湾 EDI
システムの稼動

�１ 新 Sea�NACCS

Sea�NACCS（Sea�Nippon Automated Cargo

Clearance System：海上貨物通関情報処理システ

ム）とは、海上貨物の通関手続きを迅速かつ的確

に処理するため、１９９１年１０月、大蔵省関税局・税

関、通関業界、銀行業界により開発された官民共

同利用の情報処理システムのことである。Sea-

NACCSは、一連の税関手続きのうち輸出入関係

業務および保税関係業務を処理対象業務とし、大

蔵省の認可法人である通関情報処理センターによ

り運営されており、１９９９年１０月より更新された

SeaNACCSが稼動した。新 Sea�NACCSでは対象

業務は船社（代理店）関係業務にまで拡大され、

海運業界も参加が可能となった。

新 Sea�NACCSの稼動により、輸出入貨物に係

５．物流システム
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る一連の税関手続きの大幅な省力化・迅速化が期

待されており、特に船社関連業務に関しては、税

関に係る入出港届・積荷目録等の提出事務、とん

税および特別とん税納付事務の効率化、船舶・積

荷目録情報の共通管理による事務処理の効率化、

B�L作成事務の効率化等が可能となった。

当協会では新 Sea�NACCSの開発にあたり「次

期海上システム開発推進協議会」に港湾物流委員

会会社より代表委員を派遣し、提出項目の簡略化

を働きかけるとともに、稼動後においても新シス

テムへの移行を図る観点から、仕様改善ないし変

更を求める等わが国海運業界の意見反映に努めた。

�２ 港湾 EDIシステム

近年、アジア諸国をはじめとする海外主要港に

おいて、入出港手続きにおける各種書類のペーパ

ーレス化・EDI（電子データ交換）化が急速に進

展している。しかしながら、これまでのところ、

わが国においてはこれらの書類を各港湾管理者・

港長・税関等にそれぞれ主に書面で提出している

状況にある。

これらのうち税関関係手続きについては、上記

のとおり１９９９年１０月から新 Sea�NACCSが稼動し

た。

一方、運輸省（港湾局）は、Sea�NACCSの稼

動に合わせた港湾管理者・港長に係る港湾諸手続

きの簡素化・EDI化について、１９９７年度より海上

保安庁・主要８大港の港湾管理者等と共同で検討

を開始し、１９９８年１１月には、港湾諸手続きの電子

情報化（EDI化）の進め方および港湾 EDIサー

バーの設置を決定し、１９９９年１０月より港湾 EDIシ

ステムが稼動した。

これまで、港湾管理者・港長への入出港関連手

続きは、書面（持参あるいは FAX）での届け出が

基本となっていたが、運輸省港湾局・海上保安庁

が船社や代理店などの申請者と港湾管理者・港長

を結ぶ港湾 EDIシステムの稼動により、入出港

届けおよび係留施設使用届については UN�EDI-

FACT（United Nations�Electronic Data Inter-

change for Administration, Commerce and Trans-

port：行政、商業及び輸送のための電子データ交

換に関する国連規則）やWeb（インターネット技

術を利用した通信方法）による届け出が可能とな

った。また、２０００年度中には危険物荷役許可等に

ついても追加受け付けが予定されている。

なお、現時点でシステムを導入している港湾管

理者は東京、横浜をはじめとした１９の港湾管理者

であり、また京浜港長をはじめとして、１８の港長

がシステムを導入している。

当協会は、開発の検討に参加し海運業界の意見

反映に努めるとともに、港湾 EDIシステムに関

する説明会を開催し、周知活動を行った。

５・２ ISO等への対応

５・２・１ ISO�TC１０４（貨物コン
テナ）に関する対応

�１ ISOの概要

ISO（International Organization for Standardiza-

tion：国際標準化機構）は、１９４７年に創立された

全世界的な非政府間機構（本部：ジュネーブ）で

あり、国際連合および関連国連機関ならびに国連

専門機関における諮問的地位を有している。

構成メンバーは各国毎に代表的標準化機関１機

関のみが参加可能であり、参加国は約１３０ヶ国か

ら成り立っている。ISOの目的は製品やサービス

の国際交流の容易化、知的、科学的、経済的活動

分野における国際間協力の促進であり、組織内に
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は約１９０の専門委員会（TC : Technical Committee）

があり、設置順に委員会番号が付番された上で、

対象分野毎に審議を行っている。（資料５―１参

照）

なお、わが国からは、閣議了解に基づき１９５２年

４月１５日に「日本工業標準調査会」（会長：佐波

正一�東芝相談役）（JISC : Japanese Industrial

Standards Committee）が参画している。

JISCは、工業標準化法に基づき、通産省の外局

の一つである工業技術院の中に設けられた審議会

組織であり、JISの制定・改正・JISマーク表示対

象品目の指定等に関する事項を調査・審議する他、

工業標準化の促進に関して、主務大臣の諮問に対

する答申、建議を行っている。

�２ ISO�TC１０４（貨物コンテナ）の概要について

当協会が、国内審議団体事務局業務を引き受け

た ISO�TC１０４は、ISOの中で１０４番目に設置され

た専門委員会で、３３ヶ国の正式加盟国（いわゆる

Ｐメンバー：業務に積極的に参画し、規格投票に

対する責務および可能な限り会議に参加するメン

バー）および２４ヶ国のオブザーバー加盟国（いわ

ゆるＯメンバー：オブザーバーとして業務に参画

するメンバー。意見提出�会議出席の権利を有す

る）を有し、貨物コンテナ、特に海上コンテナに

関する専門用語の定義、規格、仕様、試験方法お

よび付番等に関する標準化を審議している。

TC１０４の傘下には現在、３つの SC（Sub Com-

mittee１，２，４）があり、さらにその下部組織と

してWG（Working Group）がある。

�３ ISO�TC１０４における当協会の役割

当協会は１９９８年４月以降、ISO�TC（Technical

Committee）１０４（貨物コンテナ）にかかわる日

本国内審議団体事務局業務を行っており「日本船

主協会 ISOコンテナ委員会」にてその審議がな

されている。メンバーは、コンテナを扱う当協会

加盟船社３社を中心として、コンテナやコンテナ

関連機器製造メーカーをはじめ、学識経験者及び

関係省庁担当者から構成されている。定例委員会

は通常２ヶ月に１度開催され、ISO本部や関連省

庁、関係団体等からの意見照会、調査協力、規格

案投票等に対応している。

�４ ISO�TC１０４ならびにその傘下組織

〔資料５－１〕

適合評価委員会（CASCO）

消費者問題対策委員会（COPOLCO）

発展途上国対策委員会（DEVCO）

情報委員会（INFCO）

理事会財政常任委員会（CSC�FIN）

理事会戦略常設委員会（CSC�STRAT）

政策開発委員会
（PDCs）

理事会常設委員会
（CSC）

特別諮問グループ
（AD HOC Advisary Group）

Ｉ Ｓ Ｏ 組 織

総 会
（General Assembly）

１３５ヶ国

理 事 会
（Council）
１８ヶ国

中央事務局
（Central Secretariat）

技術管理評議会（TMB）

標準物質委員会（REMCO）

標準化原理委員会（STACO）

専門委員会（TC）１８６

分科委員会（SC）５７６

作業グループ（WG）２，０５７

編集委員会（EC）
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◯１ TC１０４（Freight Containers）

（事務局：米国規格協会（ANSI : American Na-

tional Standard Institute））

各 SCにおける案件に対する総合的な意思決

定機関である。１９９９年９月、任期満了となった

議長Michael Bohlman氏の任期につき、各国

メンバーへの意見照会の結果、わが国を含め特

に異論なく２００２年１２月３１日までの任期延長が承

認された。

◯２ SC１（General purpose containers：一般コ

ンテナ）（事務局：フランス規格協会（AFNOR :

Association Française de Normalisation））

ア）SC１�WG１（General cargo containers：一

般貨物コンテナ）（事務局：フランス規格協会

（AFNOR : Association Française de Normalisa-

tion））

２０００年４月、パリにて会合が開催された。そ

の際には ISO規格書 ISO３８７４（Handling and se-

curing）にダブルスタックトレイン（コンテナ

２段積み貨物列車）のオペレーション方法を取

り込むアメリカ提案に関して審議がなされ、賛

成多数にて同規格改訂を行うことが決定された。

本委員会は、１９９９年５月の提案当初、◯１ダブル

スタックトレインを実用化している国はアメリ

カのみである、◯２オペレーション手順まで規格

書に盛り込む必要はない、の２点から規格改訂

には反対の立場をとったが、本会合にて改訂が

決定された。（アメリカ提案自体がわが国に不

利益をもたらすものでないため、さらなる対応

は取らず）

イ）SC１�WG２（Handling and securing：コン

テナの荷役方法と固縛方式）（事務局：スウェ

ーデン規格協会（SIS : Standardiseringen i

Sverige））

ISO３８７４は本来、本WGの所掌であるが、議

長判断により SC１�WG１にて審議すること

とした。

ウ）SC１�WG３（Joint TC１０４�SC１�TC１１０�SC

２WG : Freight container straddle carriers）

（事務局：米国規格協会（ANSI : American

National Standard Institute））

ストラドルキャリアの走行安定性を規定する

計算方法について、風、路面状況、積載物等種々

の条件を考慮に入れた上で検討を行い、CD

（Committee Draft＊）１４８２９Revisedを作成し

た。

＊ISO規格書（ISO XXXX）の刊行までには、新

業務項目提案（NP : New work item pro-

posal）→作業原案（WD : Working Draft）→

委員会原案（CD : Committee Draft）→国際

規格案（DIS : Draft International Standard）

→最終国際規格案（FDIS : Final Draft Inter-

national Standard）の文書段階を経る必要が

ある。

◯３ SC２（Specific purpose containers：特殊コ

ンテナ）（事務局：英国規格協会（BSI : British

Standards Institution））

SC２�WG４より上程されたタンクコンテナ

のテスト規格案（既に ISO中央事務局に送付

済）等審議のため会合を９９年１２月に開催する予

定であったが、議長判断により中止となった経

緯がある。

ア）SC２�WG１（Thermal containers：冷凍冷蔵

コンテナ）（事務局：英国規格協会（BSI : Brit-

ish Standards Institution））

１９９９年６月のロンドン会合にて ISO１０３６８

（Freight thermal containers�Remote condition

monitoring：冷蔵・冷凍コンテナの温度・湿度

等を遠隔操作するための規格）の改訂を２０００年

末までに作業を行うことが決められた。なお、

本委員会としては、邦船社が本規格の実用化に

至っておらず、関連メーカーも現規格に特に問

題点を見出していないことから特に改訂要望は

出してはいない。また、ISO１４９６�２（Series 1

freight containers�Specification and testing�Part

２：Thermal containers：冷凍・冷蔵コンテナ
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の詳細仕様と強度試験の規格）に関し、項目の

追加提案がなされ、ドラフト作成に取りかかる

ことも決められた。

イ）SC２�WG４（Tank containers：タンクコン

テナ）（事務局：英国規格協会（BSI : British

Standards Institution））

ここ１年間、特に議題はない。

◯４ SC４（Identification and communication：コ

ンテナ識別と通信）（事務局：ドイツ規格協会

（DIN : Deutsches Institut für Normung e.V．））

ア）SC４�WG１（Coding, identification and

marking（Revision of ISO６３４６）：コード、識

別およびマーキング）（事務局：英国規格協会

（BSI : British Standards Institution））

ここ１年間、特に議題はない。

イ）SC４�WG２（AEI for containers and con-

tainer related equipment：コンテナならびにコ

ンテナ関連機器の自動認識装置）（事務局：シ

ンガポール生産性標準会議（PSB : Singapore

Productivity and Standards Board））

コンテナのドアを封印するシールバンドと電

子モジュールを一体化させた「電子シール」の

規格案につき、１９９９年７月にロッテルダム、２０００

年１月にシンガポール、２０００年４月にダラスに

てそれぞれ会合が開催され検討された。現在は

WD（Working Draft）が作成され審議が行わ

れている状況にある。電子シールと読み取り機

との間の使用通信周波数については単一周波数

にて統一しようとのWG事務局の意図がある

ものの、意見がまとまらない状態で、４３３．９２

MHz、９１７～９２７MHz、３１５MHz、２．４５GHz が

有力であるが、依然どのような形になるか流動

的である。なお、当委員会は、２．４５GHz、５．８

GHzの利用を推奨する意見を提出している。

また、データのフォーマット方式については、

４３３．９２MHz、９１７～９２７MHzの 場 合 は、ANSI

がすでに規格化している方式を利用することと

決定した。データ構造については、当委員会が

１９９９年６月に提出した意見が反映され、シール

ステイタス、シール番号、コンテナ番号、CRC

（Cyclic Redundancy Code：データーエラーの

チェックを行う）にて構成することが最終決定

された。

ウ）SC４�WG３（Communication and terminol-

ogy：通信ならびに用語法）（事務局：米国規

格協会（ANSI : American National Standard In-

stitute））

ISO８３０（Freight containers�Vocabulary : ISO

用語集）において、”Load”と”Loadings”の掲

載個所を変更する点、ならびに Loadと Load-

ingsの用語法の見直しについて最終国際規格

案（FDIS）の投票がなされた。（なお、ISO８３０

の審議WGは当WGであるが、FDIS投票管理

は TC１０４の所掌）投票の結果、賛成多数にて

承認され、現在 ISO中央事務局にて ISO８３０改

訂版の刊行待ちの段階にある。なお、当委員会

は本件に対し「他の ISO規格書と矛盾ない様

であれば」との条件付きで賛成投票を行った。

５・２・２ 国際貨物コンテナ所有者

コード管理業務について

上記 ISO６３４６（Freight containers�Coding, identifi-

cation and marking：コンテナの共通識別コードの

規格）では、コンテナの識別に必要な措置として所

有者コード等の付番を義務づけており、所有者コー

ドについては、その登録を国際登録機関である BIC

（Bureau International des Containers、本部パリ）

に対して行わなければならない旨を定めている。

当協会では、ISOコンテナ委員会業務に関連して、

BICの日本の登録機関 NRO（National Register Or-

ganization）として日本でのコンテナコードの登録、

問合せを受け付けている。
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５・２・３ 背高海上コンテナ委員会

いわゆる背高海上コンテナ（長さ４０フィート、高

さ９フィート６インチ型）をわが国国内で輸送する

場合には、道路交通法等法規制の関係から、通行経

路を指定した上で警察庁、建設省より輸送許可を受

けることになっている。

各運送事業者から提出され、全日本トラック協会

でとりまとめられた経路申請は、当協会が委員長な

らびに事務局を務める「背高海上コンテナ委員会」

の審議・承認を経て警察庁、建設省に提出される。

１９９９年１０月、２０００年４月に委員会が開催され、各々

１６３件、２４４件が申請された。なお、１９８５年以降の通

行指定経路の申請件数ならびに指定件数は資料５―

２の通りであり、１９９６年以降の地方港コンテナ化に

伴い申請数が激増している。

なお、背高海上コンテナの陸上輸送を巡っては、

許可を得ずに背高海上コンテナを積載して運送を行

うケースも散見される。２０００年３月、指定経路外を

背高海上コンテナを積載して通行していたトレーラ

ーが鉄道架道橋に衝突する事故が２件発生し、改め

て運送業者の法律遵守と制度の周知徹底が求められ

ており、当委員会でも注意喚起を行っている。

〔資料５－２〕 背高（９’６”）海上コンテナ通行指定経路

通行指定申請数と指定件数の推移 ２０００年１月５日

申 請
年 月

１９８５年 １９８６年 １９８７年 １９８８年

４ 月 ４～１１ ７�１８ ８�１６ ５�２５ ６�３０ ２�２５ ７�３１ ９�２１ ２�２ ７�１５ １２�１５

件 数 ２２ ４１ ３０４ １８９ ５４ ４０２ ５０ １４ ８３ ４６ ５８ ５７

指 定
年 月

６ 月 ９ 月 ６�２２ ８�２ １２�１１ ４�１ １１�１
１９８９年

３�１６

件 数 ２２ ４１ １７４ ４０ ２０７ ４３ １４ ７０ ３５ ３４ ３１

申 請
年 月

１９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年 １９９５年 １９９６年

７�１４ １２�１４ ７�１６ １２�１４ ７�１５ １２�１６ ８�２４ ６�７ ２�２１ ５�８ ２�２８

件 数 ２９ ４０ ２５ ２３ ３４ ４３ ５２ ５２ ７１ ７６ １１３

指 定
年 月

１０�３１
１９９０年

３�２０ １０�３１
９１年

３�１２ １１�１２
９２年

３�２４ １２�２２ ９�２４ ８�２２ １０�１６ ７�１

件 数 ２１ ３０ ２１ １８ ２５ ３２ ３４ ２９ ４７ ５５ ８２

申 請
年 月

１９９７年 １９９８年 １９９９年
合 計

２�２１ ５�１６ ３�３１ ７�１５ ３�１２ １０�２２

件 数 １４０ ２ １２８ ７３ ２９１ １６３ ２，６７５

指 定
年 月

９�１９ ８�２８ １０�１４ ７�１５
２０００年

１�５

件 数 １０７ ６６ ５６ １６１ ９９ １，５９４
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６・１ 国際港湾関係

６・１・１ 米国港湾サービスユーザー

フィー問題

［問題の沿革］

米国港湾の航路
水路、港湾の浚渫維持費用は、

従来連邦政府が負担してきたが、１９８６年の「米国水

資源開発法（Water Resources Development Act）」

により「港湾維持税」の徴収が開始された。

これにより、米国の商業貨物で、輸出入
国内移

出入貨物の価格に対し０．１２５％が荷主から徴収され、

財務省が管理する「港湾維持信託基金（Harbor Main-

tenance Trust Fund）」に積み立てられ、単年度毎

に議会の承認を経て予算化され、米国港湾の維持浚

渫費用に充当されることとなった。

ところが、１９９８年３月３１日に、輸出貨物に対する

課税は合衆国憲法（第９条）に違反するとの最高裁

判所判決が出され、現在同税は輸入貨物にしか課税

できないことから、財源確保のために、この税の代

替物として「港湾サービスユーザーフィー（HSUF :

Harbor Services User Fee）」が法制化されようとし

ている。（『船協海運年報１９９９』参照）

［港湾サービスユーザーフィー法案（第１次�第２

次案）］

港湾サービスユーザーフィーは、１９９８年８月に第

１次案が発表されたものの、内外の激しい反対運動

の結果、同年１０月までの議会会期中には上程されな

かった。しかしながら、９９年４月に第２次案が発表

され、同年５月２６日、第１０６回米国議会第１会期に

行政府法案として上程された。（Harbor Services

Fund Act of１９９９
H.R.１９４７）

同法案によると、ユーザーフィーは、陸軍工兵隊

が新たに考案した船舶容積の単位である Vessel Ca-

pacity Unit（VCU）で、３０００トン以上の船舶の運航

者（operator）より下記の料率にて徴収される。３，４００

TEU積み、約４６，０００G
Tのコンテナ船の例で試算

すると、一寄港当り約１２．６８万ドル（約１，３３０万円、

１ドル
１０５円換算）が徴収されることになる。

【料率表】

Bulker（石炭、穀物等乾貨物を輸送するばら積み

船） ：＄０．１２�VCU

Tanker（原油、石油製品等を輸送する）

：＄０．２８�VCU

この章のポイント
・港湾サービスユーザーフィー制度法案、２０００年中の成立見通し薄まる。
・パナマ運河が９９年末、米国からパナマに返還。
・港湾運送事業法・港湾労働法改正法が２０００年５月に成立。事業免許制は許可制
に、料金認可制は届け出制に規制緩和され、港湾労働者の相互派遣も可能となる。
・港湾審が「経済・社会の変化（後略）」を答申。ユーザーニーズに高い配慮。ま
た「港湾の開発、利用（後略）」が諮問される。
・港湾法が５０年ぶりに大改正。「重要港湾」の定義、港湾整備事業への国の負担割
合等を見直し。
・当協会は割高な水先料金の見直しを始めとした制度の改善について問題提起。

６ 港湾関係

６・１ 国際港湾関係

６・２ 港湾料金関係

６・３ 港運関係

６・４ 港湾整備関係

６・５ 水先関係
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General（一般貨物船、コンテナ船、自動車専用船

等） ：＄２．７４�VCU

Cruise（旅客船） ：＄０．１２�VCU

［浚渫費国庫負担法案］

港湾サービスユーザーフィー法案に対する議論の

高まりにつれ、国会議員の間にも、国家経済安全保

障上、港湾整備の重要性を認識する意見が巻き起こ

り、１９９９年３月２４日、ボルスキー議員ならびにオバ

ースター議員（下院運輸・インフラ委員会副委員長）

より、浚渫維持費用を国家の一般財源から充当させ

る旨の法案（Support for Harbor Investment Pro-

gram Act : H.R.１２６０）が下院（第１０６回議会第１会

期）に上程された。本法案に対しては、全米港湾協

会（American Association of Port Authorities）がい

ち早く支持を表明している。

［ユーザーフィー法案に対する関係者の反応］

	１ 当協会ならびに邦船社の基本的スタンス

・港湾は物流インフラの根幹として国家・地域経

済の発展に資する公共財産であり、費用につい

ては、基本的には国家財産から全額充当される

べきである。

・港湾ユーザーフィー法案は、米国における水路

・港湾の浚渫、開発、運営、維持管理の莫大な投

資や費用を国際商船運航会社に負担させようと

するものであり、船社経済に大きな影響を及ぼ

すのみならず、自由貿易を阻害するものである。

・そもそも、ユーザーが負担すべき料金というも

のは、その使途との間に明確な関連がなければ

ならず、負担者と負担の程度については限定的

かつ、妥当性の範囲内でなければならない、と

して、米国に対しては、真のユーザーフィーの

あり方そのものについて、ユーザー等の意見を

聞き、慎重に議論するよう、強く要望する。

	２ 本問題に関する当協会の活動

当協会は、上記基本的スタンスに立ちつつ、本

法案に反対する船社グループ（CAHT：Carriers

Against Harbor Tax）に CENSA（Council of Euro-

pean & Japanese National Shipowners’ Associa-

tions：欧州先進国ならびに日本の１１カ国の船主

協会で構成している団体）を通じて参加し、粘り

強く反対している。

	３ 米国国内の動き

米国内でも同法案に賛成する議員はおらず、ま

た同法案に賛成する団体もわずかである。

現在まで、同法案に反対を示した団体は以下の

とおりである。

・港湾税に反対する船社グループ（CAHT : Carri-

ers Against Harbor Tax）

・米国港湾協会（American Association of Port

Authorities）

・五大湖船主協会（Lake Carriers Association）

・全米穀物飼料協会（National Grain and Feed As-

sociation）

・全米鉱業協会（National Mining Association）

・米国森林製紙協会（American Forest and Paper

Association）

・全米製造業者協会（National Association of

Manufactureres）

・米国鉄鋼協会（American Iron and Steel Insti-

tute）

・米国鉄道協会（Association of American Rail-

roads）

・米国労働総同盟産別会議海上貿易部（AFL�

CIO’s Maritime Trade Department）

・米国船主協会（US Chamber of Shipping）

・米国運輸研究所（Transportation Institute）

・米国バージ運航者協会（American Waterways

Operators）

・全米水路同盟（National Waterways Conference）

・米国石油協会（American Petroleum Institute）

・米国農場団体（The American Farm Bureau）

・全米産業運輸連盟（National Industrial Transpor-

tation League）

・米国農業外航輸送連合（Agriculture Ocean Trans-
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portation Coalition）

・国際独立タンカー船主協会（INTERTANKO）

［１９９９年６月以降の米国議会の日程］

第１０６回議会第１会期 ～１９９９年１１月１９日

第１０６回議会第２会期２０００年１月２４日～１０月６日

１９９９年１０月２０日、９億６６００万ドルの港湾サービス

ユーザーフィーを含む新たなユーザーフィーや、税

金の徴収を一括して定めた行政府法案（Discretion-

ary Spending Offsets Act for Fiscal Year２０００：H.R.

３０６５）が、賛成０票対反対４１９票にて否決された。

但し、米国議会の手続上、港湾ユーザーフィー法案

（H.R.１９４７）については、それ自体、票決に晒され

た訳ではないため廃案とはなっていない。

１９９９年１１月３日に、ユーザーフィー法案（H.R.

１９４７）や浚渫費国庫負担法案（H.R. １２６０）に関して

第２回目の公聴会が開催された。「港湾・内陸水路

の必要性と現行の基金制度について」と題された公

聴会では、米国会計検査院（General Accounting Of-

fice）が発表した、「全米の港において総額２２０億ド

ルのユーザーフィーと税金を徴収されており、内２００

億ドルが関税である」との報告に関心が集中した。

全米港湾協会（AAPA）は国庫負担法案（H.R.１２６０）

への支持を表明する一方、関税の転用についても興

味を示した。

２０００年１月２４日より開催された第２会期では、２

月１日に下院運輸・インフラ委員会シュスター委員

長が内陸水路トラスト基金と港湾維持トラスト基金

を国家予算から切り離すための法案（Truth in Budg-

eting Act : H.R.３５６６）を提出した。本法案は、両基

金が基金本来以外の目的に流用されることのないよ

うに、一般会計から切り離して運用するとの内容で

あり、２００１会計年度が始まる１０月１日の施行を目指

している。一方、浚渫作業を行う米陸軍工兵隊（The

Army Corps of Engineers）が２月に議会に提出し

た港湾維持トラスト基金に関する報告書によると

１９９８会計年度の同基金の収入は約６億９０００万ドルで

あり、１９億ドルの余剰があるという。

２月７日にクリントン大統領が発表した予算教書

（２００１会計年度予算案、２０００年１０月１日～０１年９月

３０日）には、陸軍工兵隊が港湾サービスユーザーフ

ィーとして商船から徴収する約１０億ドルの歳入が盛

り込まれた。各港で必要とされる浚渫費用の２倍に

あたる額を船社から徴収する本提案に対しては、現

在 CAHT、EU政府、米国港湾協会、全米鉱業協会、

全米産業運輸連盟等関連団体は強く反対している。

［今後の見通しと対応］

米国第１０６議会第２会期では、２０００年６月現在、

H.R.１９４７、２００１会計年度予算案ともに審議されてお

らず、大統領選挙のため実質審議時間が例年より少

ない今会期中に成立する見込みは極めて低い。

但し、港湾維持浚渫にかかる費用の財源目減りに

悩む米国行政府としては、今後も何らかの方法でユ

ーザーフィー徴収を目指す可能性が高く、当協会と

しては、ユーザーフィー法案には今後とも強く反対

し、米国が、合理的なユーザーフィーの在り方につ

いて、ユーザー等の意見を聞き慎重な議論をしてい

くように、CENSA等を通じ強く要望し続けていく

こととし、関連情報の収集にも怠りのないようにし

たい。

６・１・２ スエズ・パナマ運河問題

	１ 概 況

◯１ スエズ運河の増深計画

１９９９年１２月、スエズ運河庁（SCA）は現在通航

可能な最大ドラフト１７．７mを浚渫し、２０００年末

までに１８．９m、２００５年末までに２０．１m、２０１０年

末までに２１．９m（貨物を積載した３２０，０００D
W

の船舶が通航可能）とする計画を発表した。こ

れは、パイプライン網による石油の輸送に対抗

して、超大型タンカーの通航をとりこみ、これ

による増収を目指す策とみられる。

◯２ パナマ運河の返還と当協会の対応

パナマ運河（当初コロンビア領）は１８８０年に
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スエズ運河建設を手がけたフランス人レセップ

スにより工事が着手されたが、１９０３年１１月３日

にパナマは米国の支援を得て、コロンビアから

独立、同年１１月１８日に、米国との間でヘイ・ヴ

ァリラ条約（旧パナマ運河条約）が締結され、

運河ならびに同地帯に関する米国の永久管理権、

永久占有権等が定められ、運河の自由航行が確

認された。運河の開通は、１９１３年９月２５日（第

１船通航は１９１４年８月１５日）である。

第二次世界大戦後、民族自決運動の高まり、

ならびに１９５６年のスエズ運河国有化を契機に、

ヘイ・ヴァリラ条約見直しの気運が加速し、１９７７

年９月、米国とパナマの間で「パナマ運河条約」

および「パナマ運河永世中立条約」が調印された。

「パナマ運河条約」ではそれ以前の条約の破

棄と２０００年以降のパナマによる運河の全面的な

管理・運営権の取得が定められ、一方、「パナ

マ運河永世中立条約」により運河の永久中立が

定められた。

そして、運河は１９９９年１２月３１日正午（パナマ

時間）、米国からパナマ共和国に返還され、同

時に管理・運営権もアメリカ管理下の PCC

（Panama Canal Commission：パナマ運河委員

会）からパナマ政府所管の公社組織である PCA

（Panama Canal Authority：パナマ運河庁）に

移譲された。現在の PCA理事会（PCAの最高

意思決定機関）議長は R.Martinelli氏（運河担

当大臣兼任）、PCA長官は A. Aleman Zubieta氏

である。

１９９８年１年間に、パナマ運河を通航した商船

は、１３，０２５隻、通過した貨物は１億９千万トン、

通航料収入は５４５百万米ドルであり、そのうち

日本発着の貨物は約２割を占める。また、世界

の海上荷動き量が、約５０億トンであるから、約

４％の貨物がこの運河を通過している。

同運河は国際水路として永久中立を宣言して

おり、米国も同地域の安全には従来同様注意を

払い続けるであろう。しかしながら、同地域が国

際テロや麻薬マフィアの横行による直接的・間

接的な危険にさらされることのないように、今

後とも運河の安全が確保されることを望みたい。

当協会としては、今回の返還にあたり、９９年

３月の PCC（旧パナマ委員会）と ICS（国際海

運会議所）との協議の場等を通し、

１） 従前同様の基本的な治安と安全の維持

２） 船舶の安定的通航の確保

３） 通航料の安定化、さらに引下げへの合理化

努力

４） 慎重な需要予測と経済合理性に立脚した投

資判断

が重要である旨、表明しており、今後とも同

運河が物理的あるいは経済的に障害となって、

世界貿易の正常な流れが阻害されることがない

よう注視し要望していく方針である。

◯３ パナマ運河通航船に対する責任問題

１９９８年、PCC（旧パナマ運河委員会）は ICS

（国際海運会議所）に対し、運河通航中の船舶

若しくは旅客に発生した損害のうち、１００万米

ドル未満のものについては、２００１年以降賠償に

応じない方針を明らかにした。（『船協海運年報

１９９９』参照）これに対して、当協会は直接、な

らびに ICSを通じて間接に反対意見を表明し

ていた。２０００年６月２０日にロンドンで開催され

た PCA（パナマ運河庁）と ICSとの初会合で

PCAは、通航船が閘門ゲートを損傷し、PCA

が２００万米ドルを負担した例や、運河で沈没し

た船の船主が破産したため復旧費用を PCAが

負担した例を紹介し、このような現状を早急に

修正をする必要性を訴えたものの、責任制限設

定については態度を留保し、ICSと保険業界に

対して本問題に関するより詳細な分析と提案を

する方針としている。

◯４ パナマ運河顧問会議

運河返還にあたり、PCAに対する諮問組織

として、「パナマ運河顧問会議」が結成され、

２０００年６月にロンドンにて会議が開催された。
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メンバーは個人の資格での参加とされており、

その構成は以下のとおりである。

（議 長）

William A. O’Neil

（IMO事務総長）

（顧 問）

Willian Borrone

（ニューヨーク
ニュージャージー港商務局長）

C. C. Tung

（Orient Overseas International会長）

Gerhard Kurz

（Hvide Maritime、前モービルシッピング会長）

Y.F. Chang

（Evergreenグループ会長）

Philip A. Embiricos

（Embiricos Shipbrokers、ギリシア海運専門家）

Joe R. Reeder

（Greenberg, Traurig弁護士事務所）

Tommy Thomsen

（Maesk Sealand社長）

Andronico Luksic

（Banco de A. Edwards）

会議の詳細は公開されていないが、一部報道によ

れば、PCAの第三閘門建設により６，０００～７，０００TEU

級コンテナ船を通航可能とする運河拡張案に対し、

顧問からは一定の理解が示された模様である。しか

しながら、数十億ドルと見積もられる建設資金調達

方法については方針も明らかでなく、本件について

は今後の動向注視が必要である。また、拡張に伴い

発生する追加水源池周辺の住民の立ち退き問題等環

境問題・社会問題に対してはメンバーから強い関心

が示された模様である。その他、PCAからゲイラー

ドカットの拡幅工事進捗率は９４％（２００１年末に完工

予定）となっている等運河の現状が報告された。

	２ スエズ運河・パナマ運河通航船実態調査

当協会は、毎年会員各社の社船および用船（外

国用船を含む）について、両運河に係る通航実態

ならびに通航料支払実績の調査を実施している。

調査対象期間は、各運河の運営団体の会計年度

に合わせて、スエズ運河については１９９８年１月１

日より同年１２月３１日まで、またパナマ運河につい

ては１９９８年４月１日より１９９９年３月３１日までとし

ている。

［スエズ運河］

今回の調査によると、スエズ運河の利用状況は

１９９７年と比較して、概ね横ばいであった。利用延べ

隻数は前年とほぼ同様（９７年：１，０１１
９８年：１，０１０

隻）であり、延べ G
Tでは約１％の減少（同：

４０，３８７千
同：４０，０４５千 G�T）、延べ D
Wでは約

１％増加（同：３６，１５０千
同：３６，３９７千 D
W）と

なった。また料率の基本となるスエズ運河トン数

（SCNT：Suez Canal Net Tonnage）（注）ベースで

約１％減少（同：４２，０７３千
同：４１，０９６千トン）し

たこともあり、全体の通航料も前年比約２％の減少

（同：２０１，４９７千
同：１９１，９７５千米ドル）となった。

（資料６―１参照）

なお、通航料率については、１９９４年１月１日以降、

基本料率の引き上げはない。

船種別で見ると、不定期船部門は各船種とも減少

している。タンカーは SCNTベースでは２年連続

の増加から減少に転じ、前年比２８％減（９７年：１，０２５

千
９８年：７３８千トン）となり、支払通航料も約１７％

減（同：７，５３９千
同：６，２３９千米ドル）となった。

また、鉱油兼用船は前年２隻が通航したが、本年は

実績がなかった。バルクキャリアーは、SCNTベー

スで前年比約１８％減少（同：４，４９２千
同：３，６６１千

トン）となり、通航料も約１２％減（同：１３，０３１千


同：１１，４９８千米ドル）となった。また自動車専用船

は１９９７年まで連続４年間増加していたが、１９９８年は

減少に転じ SCNTベースで前年比約５％の減少（同

：２１，２２４千
同：２０，１５９千トン）となり、通航料で

も約９％減（同：９２，３９４千
同：８３，９３７千米ドル）

となった。

一方定期船部門は、前年に比し増加している。コ

ンテナ船は SCNTベースで約１２％増加（９７年：
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１４，４９４千
９８年：１６，２８０千トン）し、この結果、通

航料についても約８％増加（同：８２，３５０千
同：

８９，０７８千米ドル）した。また、在来定期船は SCNT

ベースで約１４％の増加（同：５３８千
同：６１３千トン）

となり、通航料は約１７％増（同：４，４５０千
同：５，１８７

千米ドル）となった。（資料６―２参照）

（注）スエズ運河トン数（SCNT : Suez Canal Net

Tonnage）

１８７３年の万国トン数会議で定められた純トン数

規則をもとに、スエズ運河当局独自の控除基準を

加えて算出する。二重底船の船底にバンカー油を

積載した場合その部分の控除を認めない等、パナ

マ運河や各国の規則とも異なる独特のもの。

［パナマ運河］

パナマ運河については１９９８年度は延べ１，３６６隻の

船舶が通航した。利用延べ隻数および延べ G
Tベ

ースは３年ぶりに増加（対９７年比約６％：１，２９１隻


１，３６６隻、約７％：３５，９１４千
３８，５５２千トン）に転

じ、D
Wベースも約７％増加（９７年：３８，６７９千


９８年：４１，５４７千トン）した。パナマ運河トン数

（PCNT： Panama Canal Net Tonnage）（注）ベース

でも約８％増加（同：３５，４４４千
同：３８，４２７千トン）

した結果、支払通航料は約８％増（同：９２，７６０千


同：１００，０４０千米ドル）となった。（資料６―３参照）

通航料率については、９７年～９８年に２回値上げ（９７

年１月１日：８．２％、９８年１月１日７．５％）が実施さ

れてからは現時点まで据え置かれている。

船種別について見ると、不定期船部門のうちタン

カーは延べ４隻となり、９７年度（１隻）からは、PCNT

ベース（９７年：５千
９８年：１２２千トン）、通航料（同

：１２千
同：３００千米ドル）共に大幅な増加となっ

た。鉱油兼用船は前年度の２隻から３隻に増加し、

PCNTベースで約４９％（同：６７千
同：１００千トン）、

通航料で５０％（同：１６０千
同：２４０千米ドル）夫々

増加した。バルクキャリアーは、PCNTベースで１％

増加（同：１４，８０５千
同：１４，９２９千トン）、通航料で

２％減少（同：４２，７３７千
同：４１，７３１千米ドル）と

〔資料６―２〕 スエズ運河通航船実態調査集計合計 （通航料＝千USドル）

船 種 社 数 延 隻 数 延千 G
T 延千 D
W 延千 SCNT 通 航 料

タ ン カ ー ３ ８８ ８１０ １，３３８ ７３８ ６，２３９

鉱 油 兼 用 船 ０ ０ ０ ０ ０ ０

バルクキャリアー ９ ８４ ４，０４６ ７，４３０ ３，６６１ １１，４９８

自 動 車 専 用 船 ４ ３９５ １５，１８０ ５，７９０ ２０，１５９ ８３，９３７

コ ン テ ナ 船 ３ ３５５ １８，９００ ２０，１９７ １６，２８０ ８９，０７８

在 来 定 期 船 ２ ５９ ８３２ １，１４９ ６１３ ５，１８７

そ の 他 船 舶 ３ ２９ ２７７ ４９３ ３５９ ２，０９５

合 計 １５ １，０１０ ４０，０４５ ３６，３９７ ４１，８１０ １９８，０３４

注）社数合計の１５は、調査期間中にスエズ運河を通航した会員船社数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。

〔資料６―１〕 スエズ運河通航料支払実績推移

暦 年 社 数 延 隻 数 延千 G
T 延千 D
W 延千 SCNT
通 航 料

千 USドル 対前年比 億円（参考） 対前年比

１９９０ １９ １，１２８ ３４，８９９ ３３，１０３ ４１，９９３ １５５，９９４ ３１．６ ２２７ ３８．１

１９９１ １７ １，０１３ ２９，７０６ ２７，９３２ ３３，８０５ １６５，１４６ ５．９ ２２４ ▲ １．７

１９９２ １３ １，１８６ ３６，０１１ ３２，５８７ ４０，８４６ １９８，３６８ ２０．１ ２５３ １３．３

１９９３ １５ ８７７ ２９，３７３ ２７，９４０ ３２，０３２ １７３，８２４ ▲１２．８ １９５ ▲２３．０

１９９４ １７ ７６８ ２７，７６６ ２４，２７８ ２８，９７９ １４３，２６８ ▲１７．６ １４７ ▲２４．８

１９９５ １７ ８６７ ３６，２０２ ３５，１８５ ３９，５０９ １７３，２７５ ２０．９ １６７ １３．６

１９９６ １２ ８８３ ３７，４９１ ３２，９０９ ３８，００８ １７２，８６９ ▲ ０．２ １９５ １６．８

１９９７ １４ １，０１１ ４０，３８７ ３６，１５０ ４２，０７３ ２０１，４９７ １６．６ ２４４ ２５．１

１９９８ １５ １，０１０ ４０，０４５ ３６，３９７ ４１，８１０ １９８，０３４ ▲ １．７ ２５９ ６．１

注）通航料の円換算率は、スエズ運河庁決算が１２月の為、１９９８年１月～１２月の平均レート（銀行間直物相場）１ドル＝１３０．８９円を採った。
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なった。自動車専用船は PCNTベースで１６％増加

（同：１４，８２８千
同：１７，２０９千トン）し、通航料で

も１９％の増加（同：３３，６８９千
同：４０，１０１千米ドル）

した。

一方、定期船部門では、コンテナ船が PCNTベ

ースで１１％の減少（９７年：３，０９９千
９８年：２，７５９千

トン）となり、通航料は１３％の減少（同：９，４５３千


同：８，２１３千米ドル）となった。（資料６―４参照）

（注）パナマ運河トン数（PCNT : Panama Canal Net

Tonnage）

１９６９年のトン数条約による国際総トン数の算出

に用いた船舶の総容積に、パナマ運河当局独自の

係数をかけて算出する。船舶法に定める総トン数、

純トン数とは異なる。

６・２ 港湾料金関係

６・２・１ 港湾料金低減へ向けた各

港湾取り組み状況

１９９９年１２月の港湾審議会管理部会答申「経済・社

会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方につ

いて」は、国際海運市場における競争激化の下、外

航海運においてわが国港湾を利用する船社の割合が

著しく低下している一方、わが国の主要物資の海外

依存度はますます増大の傾向にあることを認めた上

で、国民の暮らしの安心や安定の確保のためには、

内外の船社が利用しやすい港湾のハード・ソフト両

面から条件整備が必要となってくる旨を述べている。

地方自治体や港湾管理者、各地域の港湾運送事業

者等関係者が共同して「使いやすい港づくり」を目指

〔資料６―４〕 パナマ運河通航船実態調査集計合計 （通航料＝千USドル）

船 種 社 数 延 隻 数 延千 G
T 延千 D
W 延千 PCNT 通 航 料

タ ン カ ー １ ４ １６０ ２４２ １２２ ３００

鉱 油 兼 用 船 １ ３ １２６ ２０９ １００ ２４０

バルクキャリアー １０ ６３４ １７，４７１ ２７，７３８ １４，９２９ ４１，７３１

自 動 車 専 用 船 ４ ３３３ １３，７３４ ４，８４１ １７，２０９ ４０，１０１

コ ン テ ナ 船 ２ ７７ ３，３０７ ３，１６１ ２，７５９ ８，２１３

在 来 定 期 船 ２ １８ １８２ ２０５ ８８ ５５３

そ の 他 船 舶 ５ ２９７ ３，５７２ ５，１５１ ３，２２０ ８，９０２

合 計 １５ １，３６６ ３８，５５２ ４１，５４７ ３８，４２７ １００，０４０

注）社数合計の１５は、調査期間中にパナマ運河を通航した会員船社数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。

〔資料６―３〕 パナマ運河通航料支払実績推移

暦 年 社 数 延 隻 数 延千 G
T 延千 D
W 延千 PCNT
通 航 料

千 USドル 対前年比 億円（参考） 対前年比

１９９０ ２０ １，４８８ ３９，１９６ ３９，３５２ ４０，５９１ ８１，９９５ ７．０ １１７ ５．８

１９９１ １８ １，３５５ ３７，１２５ ３９，０２９ ３９，９５７ ７９，９２２ ▲ ２．５ １０７ ▲ ８．２

１９９２ １９ １，３００ ３１，４４２ ３８，５３６ ３６，７６６ ７６，９９３ ▲ ３．７ ９７ ▲ ９．５

１９９３ １７ １，２０４ ３０，６５８ ３５，９７９ ３４，６３４ ７６，１６９ ▲ １．１ ８３ ▲１４．４

１９９４ １７ １，２８０ ３６，５３０ ３６，６２５ ３６，６２４ ８１，０００ ６．３ ８１ ▲ ２．８

１９９５ １９ １，４２０ ４０，０６８ ４６，３４３ ４０，３８９ ８７，０９６ ７．５ ８２ １．２

１９９６ １６ １，３５０ ３８，３７２ ４０，６５７ ３８，５９８ ８３，３１３ ▲ ４．３ ９１ １１．０

１９９７ １６ １，２９１ ３５，９１４ ３８，６７９ ３５，４４４ ９２，７６０ １１．３ １１４ ２５．３

１９９８ １５ １，３６６ ３８，５５２ ４１，５４７ ３８，４２７ １００，０４０ ７．８ １２８ １２．３

注）通航料の円換算率は、パナマ運河委員会決算が３月の為、１９９８年４月～１９９９年３月の平均レート（銀行間直物相場）１ドル＝１２８．０１円を採った。
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〔資料６―５〕 ５大港の利用促進へ向けた取組状況

東 京 港 横 浜 港 名 古 屋 港 大 阪 港 神 戸 港

主 体 東京港振興促進協議会 使いやすい港づくり推
進協議会

２１世紀の名古屋港づく
り協議会

大阪港利用促進協議会 神戸港利用促進協議会

設 立 ９７年７月 ９７年６月 ９９年４月 ９７年４月 ９７年３月

日曜荷役 入港料・岸壁使用料免
除（９９年７月）

日曜の着岸以降月曜８
：３０までの岸壁使用料
免除

入港料免除、公共岸壁
使用料３割減免（００年
１月）

課金単位：１２ｈ
荷役前日までの入港船
に対し、当日７時まで
免除（９８年１２月）

課金単位：１２ｈ
荷役前日８時以降の入
港船に対し、当日８時
まで免除（９９年７月）

岸壁使用料 課金単位：１ｈ、～２
ｈ、～１２ｈ、～２４ｈ、
以降２４ｈ制

課金単位：２４ｈ→１２ｈ
（９７年５月）

課金単位：１２ｈ（６ｈ
制検討中）荷役２日前
まで入港船に対して当
日８時まで免除（００年
１月）

新規航路誘致 新規定期航路開設時第
１船の岸壁使用料・入
港料を免除（９９年７月）

新規定期航路開設時第
１船の入港料、岸壁使
用料免除（９８年１２月）、
２船目以降１ラウンド
分は入港料５割、岸壁
使用料２割減免（００年
１月）

外航定期コンテナ船の
初入港時入港料・岸壁
使用料・一体使用荷捌
き地使用料免除（９９年
９月）

外航船初入港時、入港
料・岸壁使用料を免除
（９８年７月）

ボリュームディスカ
ウント制度

コンテナ取扱量に応じ
入港料３０～５０％割引
（９９年７月）

検討中 検討中

ゲートオープン延長 検討中（００年３月に閉
門を１６：３０→１７：３０と
してトライアル実施）

終業時間平日
１６：３０→１７：００
書類受付締切
１６：１５→１６：４５

（００年１月）

出港時間 一部埠頭のオープンハ
ッチバルカーの夜間出
港時間を２１時→０時
（９８年７月）
フルコンテナ船の２４時
間入出港可

火薬類積載
コンテナ船入港

一定量以下の積載船に
つき夜間着岸・荷役可
（９８年以前より）

一定量以下の積載船に
つき夜間着岸・荷役可
（９８年３月）

港湾施設利用料 民間企業への土地（荷
捌き施設倉庫施設）貸
付料を１５％割引（９９年
４月）
上屋・野積み場使用料
見直し（００年５月）

荷役前日までの入港船
に対し、一体荷捌き地
使用料を当日７時まで
免除（９８年１２月）

荷捌き地使用料軽減化
（９８年５月）

ガントリークレーン 課金単位：１ｈ→３０ｍ
（００年５月）

課金単位：１ｈ→３０ｍ
（００年５月）

課金単位：１ｈ→３０ｍ
（００年５月）

課金単位：１ｈ→３０ｍ
（００年５月）

課金単位：１ｈ→３０ｍ
（９８年５月）

リーファーコンセン
ト

課金単位：２４ｈ→１２ｈ
（００年５月）

強制水先制度 ３００GT→３，０００GT
（９９年７月）

３００GT→１０，０００GT
（９８年７月）

その他港費削減策 水先・タグ・綱取料軽
減検討開始（００年度検
討組織設置）

水先料金夜間割増時間
帯２ｈ短縮（９８年４月）
綱取料の最低料金区分
追加（９８年５月）
日曜着岸船の綱取料は
基本料金１０割増→７割
増（９９年８月）

水先料金夜間割増時間
帯２ｈ短縮（９８年度）
水先、タグ、荷役料と横
持ち費用見直し検討中
船舶ていけい場使用料
＊０３年３月までに段階
的に廃止（００年５月）

スラスター装備船に対
し、引船配備隻数を見
直し（９９年１０月）

内航利用促進策 ガントリー使用料半額
（９８年７月）

内航フィーダー船の外
航バース直着け、フィ
ーダー貨物のガントリ
ー使用用料半額（９８年
３月）

トランシップ促進策 ガントリー、コンテナ
ターミナル使用料半額
（００年５月）

ユーザーサービス 船社・荷主等訪問し、
意見・要望を聴取し即
応する。（００年）

＊）私設岸壁前面水域のうち船舶が安全に停泊することができる一定区画を「船舶ていけい場」として、利用船社から繋留施設使用料を徴収している名古屋港独自の制度。
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す動きは１９９７年頃から見られるようになり、現在５

大港を初め、地方港においても積極的な取り組みが

なされるようになった。（『船協海運年報１９９９』参照）

５大港の利用促進に向けての最新取組状況は資料

６―５のとおりである。なお、各港の取り組み主体

の構成は以下のとおりである。

○東京港（東京港振興促進協議会）

港湾管理者、埠頭公社、国機関、船社（外航・内

航）、荷主、港湾運送事業、通関業、トラック業、

水先人、タグ業、労働組合等関係２８団体

○横浜港（使いやすい港づくり推進協議会）

港湾管理者、埠頭公社、国機関、船社（外航・内

航）、港湾運送事業、倉庫業、通関業、トラック

業、水先人、タグ業、労働組合等関係２６団体

○名古屋港（２１世紀の名古屋港づくり協議会）

港湾管理者、埠頭公社、国機関、船社、荷主、港

湾運送事業、海貨業、水先人、労働組合、学識経

験者等関係３０団体
個人

○大阪港（大阪港利用促進協議会）

港湾管理者、埠頭公社、国機関、船社（外航・内

航）、荷主、港湾運送事業、トラック業、水先人、

労働組合等関係２５団体

○神戸港（神戸港利用促進協議会）

港湾管理者、埠頭公社、国機関、船社（外航・内

航）、荷主、港湾運送事業者、倉庫業、トラック

業、水先人、タグ業、労働組合等関係２７団体

６・３ 港運関係

６・３・１ 港湾運送事業法および港

湾労働法の改正について

港湾運送事業法の改正案が２０００年５月１１日の衆議

院本会議で可決・成立し、５月１７日に公布された。

従って１１月１日には対象１２港での規制緩和が実施に

移されることとなる。また、同時に審議が進められ

てきた港湾労働法の改正案についても５月１２日の参

議院本会議で可決・成立し、１９日に公布された。従

って同じく１０月１日には対象７港の港運事業者は常

用労働者の相互融通が可能となる。関連二法が成立

したことで法律施行後は、日本港湾の国際競争力回

復（東南アジア有力諸港にも引けをとらない良質の

港湾サービス提供）という大命題のもと、港運事業

者の経営効率強化（中小零細が九割以上を占める事

業者の集約・協業化を含む）に向けた積極的な事業

展開が期待されている。

港湾運送事業法の規制緩和の動きは１９９７年１２月、

行政改革委員会が「現行の事業免許制（需給調整規

制）を廃止し事業許可制に、料金認可制を廃止し料

金届出制にすべきである」などとする最終意見を纏

め上げたことにより大きな進展をみたが、１９９８年３

月に閣議決定された「規制緩和推進３ヶ年計画」の

基本方針に基づいて、１９９８年５月２０日に運輸政策審

議会・海上交通部会が「港湾運送小委員会」を設置

するに至った。当協会は、当初から港湾協議会代表

の坂田昇日本郵船�常任顧問に「港湾運送小委員会」

の専門委員として参画願い、ユーザーとしての立場

から建設的な意見を述べてきた経緯がある。

「港湾運送小委員会」はその後、規制緩和の具体

的実施策を１３回にわたって審議し、１９９９年６月１０日

には「２０００年内に対象１２港で先行して規制緩和を実

施すべき」とする最終答申をまとめ上げた。改正案

はその最終答申に沿って港湾運送事業の効率化やサ

ービスの向上を目的に、対象１２港（東京、横浜、川

崎、千葉、清水、名古屋、四日市、大阪、神戸、下

関、北九州、博多）を政令でコンテナ取扱い港湾の

「特定港湾」に指定し、対象１２港における一般港湾

運送事業などに係る事業参入規制について、需給調

整規制を撤廃し事業免許制を事業許可制に、認可料
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金制を届出料金制に改め規制緩和を先行実施すると

いうものである。なお、対象１２港以外については、

対象１２港の実施状況を勘案の上、規制緩和を実施す

るかどうかを検討するとしている。同時に、悪質事

業者の参入や過度のダンピング防止など規制緩和に

伴う一時的な混乱を回避するため、欠格事由の拡充

と罰則強化、労働者最低保有規準の引上げ、運賃・

料金変更命令制度など、港湾運送の安定化策（セー

フテイネット）も導入する。

同改正法案は、２０００年２月２２日に閣議決定され参

議院交通・情報通信委員会で審議が行われ、３月３１

日に参議院を通過した。５月１０日には衆議院運輸委

員会で採決されたが、◯１労働関係等港湾運送の安定

化が保たれるよう努め、問題が生じた場合には必要

に応じて適切に対応すること、◯２港湾労働者へ過度

のしわ寄せが及ばないよう配慮し、料金変更命令制

度や緊急監査制度を厳正・機動的に運用しダンピン

グの防止を図り、関係各省が連携して船社や荷主に

必要な指導を行うこと、◯３福利厚生などの拠出金の

安定した維持・運営が図られるよう努めること、◯４

日曜や夜間荷役など港湾サービス向上を図るべく港

運事業者の集約・協業化を進めるとともに、港湾労

働者の労働条件の確保に配慮するなど必要な環境整

備に努めること、◯５対象１２港以外の港湾での事業免

許制度および認可料金制度が遵守されるよう法の適

切な運用に努めること、など５項目の付帯決議が採

択され、５月１１日の同本会議で可決・成立し、１７日

に公布された。

改正法は公布日から起算して６ヶ月の範囲内で政

令の定める日から施行するとされており、政令（６

月３０日付）により１１月１日より対象１２港で新たな制

度がスタートすることとなった。

また、参議院交通・情報通信委員会、衆議院運輸委

員会での審議において最大の焦点であった、届出制

移行に伴う料金ダンピング対策として「届出料金が

合理的でないと判断された場合には運輸大臣が料金

変更を命令できる権限を改正法に盛り込んだ」とさ

れており、不当に安い料金を提示した疑いのある事

業者に対して緊急監査制度を併用するなどして過度

のダンピング防止（労働コストを含む変動費を下回

るような場合を想定し、今後認定基準が策定される）

に全力を挙げるとされている。

運輸省の高橋海上交通局長は５月１７日の定例会見

で同法案について触れ「今後、規制緩和によって厳

しい局面も予測されるが、事業の近代化に努めても

らいたい」などと同法への理解を求めるとともに、

「今後は政省令や運用規準などを関係者の意見等を

踏まえながら具体的、早期に公表し、円滑な規制緩

和に努めていく」との姿勢を示した。また、焦点と

なっている拠出金確保策について「日本港運協会の

中に、運輸省も参加した勉強会を設置、船社や荷主

に対して理解が得られるよう取り組んでいる」との

進捗状況を明らかにした。

次に、港湾運送事業法の改正案と並行して審議が

進められてきた港湾労働法の改正案は、港湾労働者

の雇用安定および福祉の増進を図るため、対象７港

（東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、下関、北九州、

いわゆる６大港）において港湾運送を営む事業主が

労働大臣の許可を受けて、常時業務に従事している

常用労働者を直接相互派遣できる制度（港湾労働者

派遣制度）を創設し、	１派遣料金が適正水準である

こと、	２派遣日数の上限、	３派遣労働者としての新

規雇用禁止などをその許可基準に含めている。また、

港湾労働者雇用安定センター（６大港の港湾ごとに

労働大臣が指定した公益法人）が実施していた労働

者派遣事業を廃止の上、同センターの新たな業務と

して、労働者派遣制度に係る実施状況調査業務、情

報収集提供・あっせん業務、事業主に対する指導助

言業務、労働者に対する苦情処理業務、を追加する

ほか、港湾労働法の違反事実については労働者から

直接、公共職業安定所長に申告することができる制

度を新たに創設することなどが骨格となっている。

これらは同センターにプールされていた既存労働者

を合理化するとともに新制度の運用により事業者間

集約・協業化も同時に促し、港湾労働コストの低減

を図るねらいがある。
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同改正法案は２月１０日、中央職業安定審議会（中

職審）本会において審議、採択された後、２月２２日

に閣議決定され、４月下旬に衆議院を通過、５月１１

日には参議院労働・社会政策委員会で審議が始まっ

た。そこでは同センター派遣事業の廃止理由や雇用

秩序の維持対策、廃止された同センター労働者雇用

対策などの質疑が行われた後、�事業者が労働者派

遣を求める場合には同センターにあっせんを求める

こととするよう政府が指導を図ること、�労働者派

遣料金の適正化や派遣日数の遵守、�派遣のみに従

事する労働者が生じることのないよう留意すること

を促す、等の付帯決議が採択された。そして５月１２

日の参議院本会議で可決・成立し、１９日に公布された。

なお、改正法は公布日から起算して６ヶ月の範囲

内で政令の定める日から施行するとされており、政

令（８月下旬予定）により１０月１日より対象７港で

新たな制度がスタートすることとなる。

労働省は６月１６日に中職審港湾労働部会を開き、

政省令・大臣告示・許可規準案（港湾労働者派遣事

業の申請者の許可規準や派遣労働者の就労日数の上

限等）を提示、６月２３日に開催された同部会にて同

原案は承認された。７月にはパブリックコメントが

実施され、７月中旬に開催予定の中職審本審を経て

８月下旬にも同原案は公布される見込みである。ま

た、改正法施行日には速やかに新制度を実施できる

よう、９月から派遣許可事前審査の受け付けを開始

する方向である。

６・３・２ ２０００年港湾春闘

１．春闘の争点

２０００年度の港湾春闘では目前に迫った規制緩和に

関連した要求が中心にすえられ、最大の争点は規制

緩和が実施される主要１２港を対象とした「船内・船

側沿岸労働者の基準賃金制度」（「あるべき賃金」に

基き４０歳水準で基準内月額賃金３５５，４００円）の設立

であった。これは規制緩和によって料金自由化とな

れば、当然、事業者間競争で料金引下げが予想され

るので制度賃金を定めることによって最低必要な労

務コストを明確にし、これを無視したダンピングを

防ぐのが狙いとされていた。全国港湾はこれを今春

闘最大の課題と位置づけ、春闘内での決着を図るた

め、この問題だけでのストライキ実施もありえると

の姿勢を貫いていた。

２．交渉経過（資料６―６参照）

２月２２日に開催された第１回中央団交では、例年

通り、組合側（全国港湾労働組合協議会：全国港湾、

全日本港湾運輸労働組合同盟：港運同盟）から使用

者側（日本港運協会：日港協）に「２０００年度港湾産

別労使協定の改定に関する要求書」が提出された。

その組合側の要求は、１．産別制度賃金の改定（特に

基準賃金制度の設立）、２．規制緩和対策、３．交代制

就労の導入、４．産別協定の順守と各港毎の労働協約

の整理・締結、５．事前協議制度の協定改定、の５項

目であった。

第一回中央団交では冒頭、組合側より要求内容の

趣旨説明があり基本的な考え方として港湾の制度問

題は二者協議にて解決を図っていくこと、また雇用

・職域を守るため重大な決意を持って臨んでいると

の発言がなされた。また、産別制度賃金の改定につ

いては検数・検定労働者の産別賃金は従来、個別賃

金交渉終了後に産別確認していたが、今回は同時決

着が必須であること、また、ターミナル・ゲート業

務弾力化の問題については各港で議論されている作

業終了時間の見直し論議が組合側の意向を汲んでい

ないこと、さらに今回の春闘要求は継続協議として

持ち越したくないことなどの考え方が示された。こ

れに対し、使用者側からは、厳しい経済環境の中で

要求書内容について今後慎重に検討していきたい旨

の説明があり、次回の団交で質問等を含め、使用者

側の考え方を出していきたいとして第一回の交渉を

終えた。３月７日に開催された第二回中央団交では

組合側要求に対する使用者側の考え方が示され、そ

れに対する組合側の意見・考え方が出されるにとど

まった。さらに３月２２日に開催された第三回団交で
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は使用者側より要求項目全般にわたっての回答が示

されたが、組合側は内容的に評価できるものではな

いとして、それ以上の進展は見られなかった。その

後、４月６日に開催された第四回中央団交でも使用

者側回答になんら進展が見られず、交渉は決裂する

に至った。

一方、賃金値上げならびに労働諸条件の改善につ

いては、２月２８日に組合側（全国港湾荷役事業関係

労働組合協議会：港荷労協）が使用者側（船内経営者

協議会：船経協）に対し１５，０００円の賃上げを主たる

内容とした要求書を提出した。３月８日には船経協

と港荷労協による第一回船内統一賃金交渉が開催さ

れたが、第一回目の交渉では港荷労協側の趣旨説明

のみで終わり、３月２４日に開催された第二回船内統

一賃金交渉でも具体的な回答がなされず進展はなか

った。さらに４月７日に開催された第三回船内統一

賃金交渉においてもなんら進展なく、同日、港荷労協

より船経協宛てに争議予告通知が出されるに至った。

このような状況下、全国港湾は第三回中央団交後

の４月７日に拡大幹事会を開催し検討したが方針が

定まらず、４月１１日に戦術会議を開催し４８時間（４

月２０日～２２日）の時間内ストが決定され、使用者側

に通告された。また港荷労協より船経協宛に全国港

湾と同内容の争議通告が出されるに至った。

その後、このような事態を打開しストを回避する

ため１４日に労使小委員会が開催され、１８日に第五回

中央団交が設定された。また、同日開催された第四

回船内統一賃金交渉において昨年度と同額の１，０００

円の賃上げが使用者側から提示されるに至ったが組

合側はこれを不満として交渉は決裂するも、第五回

船内統一賃金交渉が１８日の第五回中央団交後に設定

されるに至った。

１８日は第五回中央団交が１３時３０分から始まり制度

問題は１５時４５分に下記内容で労使が合意に達し妥結

し、全国港湾はスト指令を解除した。また第五回船

内統一賃金交渉も予定通り始まり、１７時２５分頃２，０００

円の賃上げにて妥結し、港荷労協もスト指令を解除

した。

３．今春闘の労使合意の主な内容

１）賃 金

２，０００円の賃金値上げ（昨年度は１，０００円）

２）制 度

	１ 産別制度賃金については個別賃金交渉終了後に

◯１あるべき賃金協定、◯２検数・検定労働者の標準

者賃金、◯３産別最低賃金、を「賃金・労働時間問

題専門委員会」で協議する。

なお、産別最低賃金の法定化については６カ

月以内に結論を得る。

	２ 時間外労働等の算定基礎分母を１６２より１６０に変

更。

	３ 規制緩和対策については「セーフテイネット構

築協議会（仮称）」を設置（期限１年）し、港湾運

送の規制緩和に伴う、港運事業および港湾労働の

安定化方策を構築するため悪質業者の参入、料金

ダンピング防止および労使が必要と認める課題に

ついて協議する。

	４ 規制緩和に係る各拠出金に相当する港湾運送料

金の分割支払については、ユーザーおよび関係者

の協力を得て日本港運協会の責任において実施す

る。

	５ 交代制就労の導入については原則としては交代

制導入に向けて努力する。具体的な問題について

は、労使政策委員会で協議する。

４．総 括

今春闘の最大の争点であった主要１２港の「基準賃

金制度」の設立については、使用者側にとっては全

く受け入れ難い要求であったため、交渉妥結に向け

て難航が予想されたが結局、規制緩和対策として新

たに労使双方で構成する「セーフテイネット協議会」

を設置（期限１年）の上、港湾運送の規制緩和に伴

う課題について随時協議を続けていくことにて合意

に達することができた。その結果、船社運航船に荷

役拒否等の影響を全く与えずに春闘を終結した意義

は大きく、これまでの港湾春闘の歴史の中では異例

と言えよう。
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６・４ 港湾整備関係

６・４・１ 港湾審議会の動き

１．港湾審議会について

港湾審議会（会長：熊谷直彦経済団体連合会副会

長、事務局：運輸省港湾局管理課）は運輸大臣の諮

問に応じて、港湾法等に定める港湾および開発保全

航路の開発等に関する基本方針、港湾計画、特定港

湾施設整備事業についての基本計画その他港湾およ

び航路に関する重要事項を調査審議し、また、これ

らに関連して必要と認める事項を運輸大臣に建議す

ることを目的としている（運輸省組織令第１０８条）。

委員は３６名以内とされ、港湾または航路に関し広い

知識または経験を有する者および関係行政機関の職

員の中から、運輸大臣が任命する。任期は２年であ

る（港湾審議会令第１、２条）。港湾審議会は、下

部組織として部会を置くことができ（同第５条）、

現在は計画部会（部会長：須田�八戸工業大学教授）

および管理部会（部会長：杉山武彦一橋大学教授）

が設けられている。

計画部会は港湾および航路の開発に関する計画の

調査審議を所掌し、一方、管理部会は港湾開発に関

する財政その他港湾の管理に関する重要事項の調査

審議を所掌する（港湾審議会部会設置規定）。各部

会の委員等は会長が指名する。

２０００年５月２９日現在、審議会および各部会の委員

は資料６―７のとおりである。

〔資料６―６〕 ２０００年港湾春闘の交渉経過

２月１５日 全国港湾第３５回評議員会開催。２０００年度春闘

～１６日 方針および制度要求内容を決定。

２月２２日 第一回中央団交。組合側から２０００年度港湾産

別労使協定の改定に関する要求書の提出と趣

旨説明。

２月２８日 港荷労協が船経協に対し、１５，０００円の値上げ

を主な内容とする賃金値上げならびに労働条

件改善に関する要求書を提出。

３月７日 第二回中央団交。組合側要求に対する使用者

側の考え方を説明し、組合側はそれに対して

の意見、考え方を示した。

３月８日 第一回船内統一賃金交渉。組合側の要求趣旨

説明。

３月２２日 第三回中央団交。使用者側より要求項目全般

に対して回答。

３月２４日 第二回船内統一賃金交渉。使用者側より全要

求項目に対して回答するも賃金に関する回答

については時間的に猶予を求めた。

４月６日 第四回中央団交。進展なく交渉決裂。

４月７日 第三回船内統一賃金交渉。進展なく交渉決裂。

争議予告通知が出される。

全国港湾拡大幹事会を開催するも方針定まら

ず。

４月１１日 全国港湾より交渉決裂に伴う４８時間（２０日～

２２日）の時間内スト通告が出される。また、

港荷労協より同内容の争議通告が出される。

４月１４日 全国港湾
日港協労使小委員会開催。第五回

中央団交を１８日とする旨、合意。

第四回船内統一賃金交渉。１，０００円の有額回

答でるも組合は不満として交渉は再度決裂。

４月１８日 第五回中央団交。制度問題につき仮協定書を

締結し、スト指令は解除された。

第五回船内統一労使協議会。２，０００円の賃上

げにて仮協定書を締結し、スト指令は解除さ

れた。
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〔資料６―７〕

港 湾 審 議 会 委 員

《会 長》

熊谷 直彦 �経済団体連合会副会長

《委 員》

（学識経験者）

麻生 渡 全国知事会代表（福岡県知事）

尾崎 睦 �日本港運協会会長

小沢 雅子 桜美林大学教授

菊地 剛 �日本船長協会会長

来生 新 横浜国立大学教授

今野 修平 大阪産業大学教授

斉藤 愛子 ヨット競技者

坂田 昇 �日本船主協会港湾物流委員会委員長

佐々木誠造 全国市長会代表（青森市長）

椎野 公雄 �日本倉庫協会会長

杉山 武彦 一橋大学教授

須田 � 八戸工業大学教授

高木丈太郎 �経済同友会元幹事

高山 知司 京都大学教授

西山 知範 �日本海難防止協会専務理事

橋口 宇子 元�日本PTA全国協議会母親委員会委員長

橋本大二郎 港湾管理者代表（高知県知事）

東 恵子 東海大学短期大学部助教授

増井 正行 全国港湾労働組合協議会議長

松岡 大和 全日本海員組合中央執行委員

三橋 宏次 �漁港漁村建設技術研究所理事長

森地 茂 東京大学教授

安武 史郎 �日本貿易会副会長

横島 庄治 日本放送協会部外解説委員

（行政機関委員）

薄井 信明 大蔵事務次官

高木 勇樹 農林水産事務次官

広瀬 勝貞 通商産業事務次官

小野 邦久 建設事務次官

二橋 正弘 自治事務次官

岡田 康彦 環境事務次官

久保田勇夫 国土事務次官

港湾審議会管理部会委員

《部会長》

杉山 武彦 一橋大学教授

《委 員》

（学識経験者）

麻生 渡 全国知事会代表（福岡県知事）

尾崎 睦 �日本港運協会会長

小沢 雅子 桜美林大学教授

来生 新 横浜国立大学教授

高山 知司 京都大学教授

今野 修平 大阪産業大学教授

椎野 公雄 �日本倉庫協会会長

須田 � 八戸工業大学教授

高木丈太郎 �経済同友会元幹事

佐々木誠造 全国市長会代表（青森市長）

安武 史郎 �日本貿易会副会長

橋口 宇子 元�日本PTA全国協議会母親委員会委員長

橋本大二郎 港湾管理者代表（高知県知事）

東 恵子 東海大学短期大学部助教授

坂田 昇 �日本船主協会港湾物流委員会委員長

森地 茂 東京大学教授

横島 庄治 日本放送協会部外解説委員

（行政機関委員）

薄井 信明 大蔵事務次官

高木 勇樹 農林水産事務次官

広瀬 勝貞 通商産業事務次官

小野 邦久 建設事務次官

二橋 正弘 自治事務次官

岡田 康彦 環境事務次官

久保田勇夫 国土事務次官
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２．港湾審議会総会について

第４４回港湾審議会総会は、２０００年５月２９日に開催

された。当協会からは、坂田昇港湾物流委員会委員

長が委員として出席した。総会の概要は次のような

ものであった。（なお、今回の総会は、１９９８年１１月

１０日に、第４３回港湾審議会総会が開催されて以来の

開催である。）

	１ 中馬弘毅運輸総括政務次官の挨拶

昨年（１９９９年１２月）頂戴した「答申」にも謳わ

れているように、今後は、全国的・広域的視点か

らの港湾整備、管理が重要である。答申を受けて、

港湾法も改正されたが、本日は、「港湾の開発、利

用および保全等に関する基本方針の変更につい

て」諮問させていただく。

また、来年、国土交通省が発足するが、地方に

おいても、建設局が地方整備局に一本化されるな

ど組織も変わっていくが、今後とも宜しくお願い

する。

	２ 新委員の紹介

１９９８年１１月１０日第２９回管理部会（これ以降が今

回の総会の対象期間）以降に就任の新委員の紹介

があった。（敬称略）

坂田 昇 �当協会港湾物流委員会委員長

佐々木誠造 全国市長会代表（青森市長）

高山 知司 京都大学教授

東 恵子 東海大学短期大学部助教授

三橋 宏次 �漁港漁村建設技術研究所理事長

安武 史郎 �日本貿易会副会長

	３ 議事ならびに報告

◯１ 港湾行政近況報告

川島毅大臣官房技術参事官から、特に、港湾

法の改正の概要と地方分権法の港湾法における

改正部分について、さらに、港湾整備事業の効

率化、透明性の確保について、これらを現在平

成１２年度予算その他の施策において、鋭意実行

に移していっている旨の報告があった。（資料

６―８参照）また、「新世紀港湾ビジョンの策

定」については、現在作業が始まったばかりで

あるが、年内の完成を目途としている、との報

告があった。

◯２ 管理部会経過報告

杉山武彦部会長から、第３３回管理部会で最終

港湾審議会計画部会委員

《部会長》

須田 � 八戸工業大学教授

《委 員》

（学識経験者）

尾崎 睦 �日本港運協会会長

菊地 剛 �日本船長協会会長

今野 修平 大阪産業大学教授

斉藤 愛子 ヨット競技者

坂田 昇 �日本船主協会港湾物流委員会委員長

椎野 公雄 �日本倉庫協会会長

杉山 武彦 一橋大学教授

高木丈太郎 �経済同友会元幹事

高山 知司 京都大学教授

西山 知範 �日本海難防止協会専務理事

東 恵子 東海大学短期大学部助教授

増井 正行 全国港湾労働組合協議会議長

松岡 大和 全日本海員組合中央執行委員

三橋 宏次 �漁港漁村建設技術研究所理事長

森地 茂 東京大学教授

安武 史郎 �日本貿易会副会長

横島 庄治 日本放送協会部外解説委員

（行政機関委員）

薄井 信明 大蔵事務次官

高木 勇樹 農林水産事務次官

広瀬 勝貞 通商産業事務次官

小野 邦久 建設事務次官

二橋 正弘 自治事務次官

岡田 康彦 環境事務次官

久保田勇夫 国土事務次官
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取りまとめが行われた「経済・社会の変化に対

応した港湾の整備・管理のあり方」（答申）に

ついて報告があった。（この答申の内容につい

ては６・４・２参照。）

◯３ 計画部会経過報告

須田�部会長から、第１６７回～１７１回までの計

画部会の審議について報告された（内容につい

ては６・４・１ ３参照）。なお、第１６９回におい

て和歌山県下津港については、「原案を適当」と

しながらも、「事業の実施に当たっては、…修

景効果に配慮するとともに地元関係者の理解が

得られるよう、さらに努められたい」との意見

を付したことが報告された。

◯４ 港湾の開発、利用および保全ならびに開発保

全航路の開発に関する基本方針の変更

須野原港湾計画審査官から、本件について、

運輸大臣より諮問がなされたこと、２０００年１０月

を目途に計画部会にて報告案を取りまとめてい

ただきたい旨、ならびに、２０００年度中に新しい

基本計画を発表したい旨説明あり、了承された。

◯５ その他

川嶋康弘局長から、「昨年１２月に答申をいた

だいて、港湾法改正や港格の見直しなどを実施

してきた。重要港湾を減らそうという意図をも

ってしたわけではないが、減らしたことが評価

されていて面映ゆい。基本方針には、今回、環

境施策の重視と広域的視点が特に取り入れられ

るものと思うが、早期に答申を賜って、本件課

題は一段落することになるので宜しくお願いし

ます。」との挨拶があった。

３．港湾審議会計画部会

港湾審議会計画部会（部会長：須田�八戸工業大

学教授）は、資料６―９のとおり１９９９年度中に３回

開催され、港湾計画の改訂等について審議を行った。

当協会は、これらの会合に先立ち、港湾物流幹事

会等において、航行安全等の面から利用者の立場に

立って検討を行い、必要な場合は意見を反映させる

こととしている。

〔資料６―８〕

平成１２年５月２９日

港湾審議会会長 熊谷 直彦殿

運輸大臣 二階 俊博

港湾の開発、利用および保全ならびに開発保全

航路の開発に関する基本方針の変更について

（諮問）

港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発

に関する基本方針の変更について、港湾法第３条の２第

４項の規定に基づき、別紙理由により貴審議会の意見を

求めます。

別 紙

諮問理由

「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり

方について」について、昨年１２月に貴審議会から答申を

いただいたところであり、これを踏まえ本年３月に港湾

法の一部を改正する法律の成立をみる等所要の取り組み

を進めてきている。

「港湾の開発、利用及び保存並びに開発保全航路の開

発に関する基本方針」については、上記港湾法の一部改

正により「環境の保全に関する基本的事項」「港湾相互

間の連携の確保に関する基本的事項」を新たに記載する

こととなった。また、上記答申において、効率的な物流

体系の構築、自然環境や地球環境との共生、安全かつ安

定的な国土空間の形成等の実現等のため、港湾の配置・

機能・能力等についてもより明確に示すべき等の指摘を

いただいているところである。

こうした状況を踏まえ、今後とも、港湾が活力ある経

済・社会の構築や国民生活の安定等に貢献していくため、

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発

に関する基本方針」を変更することとし、貴審議会に諮

問するものである。
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〔資料６－９〕２０００年度港湾整備計画審議概要

回 数 開催日 審 議
港湾名 計 画 の 概 要 答申の内容 備 考

第１６９回 １９９９年
７月１９日

伏 木
富 山 港

船舶大型化およびコンテナ化に対応するため、推進１２ｍ
の公共岸壁等を計画する。公共事業より発生する浚渫土砂
等を処分するため、廃棄物処理について計画する。大規模
地震災害時の緊急避難および緊急物資輸送等の対策を進め
るため、大規模地震対策施設を計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
１，５００万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

八 戸 港 外貿物流需要の増大およびコンテナ化に対応するため、
水深１４ｍ等の公共岸壁を計画する。公共事業より発生する
浚渫土砂等を処分するため、廃棄物処理について計画する。
大規模地震災害時の緊急避難および緊急物資輸送等の対策
を進めるため、大規模地震対策施設を計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
３，４６０万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

新居浜港 外貿物流需要の増大や船舶の大型化、コンテナ化に対応
するため水深１２ｍ等の公共岸壁を計画する。公共事業より
発生する浚渫土砂等を処分するため、廃棄物処理について
計画する。大規模地震災害時の緊急避難および緊急物資輸
送等の対策を進めるため、大規模地震対策施設を計画する。

（目標年次）
平成２０年代半ば
（取扱貨物量）
９４０万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

和 歌 山
下 津 港

港湾における景観を保全するため、水深１４ｍの公共岸壁、
土地利用および廃棄物処理について計画を変更する。

― 原案のとおり適
当である。
なお、事業の実施にあたっては、
緑地の設計、護岸の構造等につい
て検討し、修景効果に配慮すると
ともに、地元関係者の理解が得ら
れるよう、さらに努められたい。

第１７０回 １９９９年
１１月２６日

三 池 港 既存施設を活用し、外貿物流需要の増加に対応するため、
水深１０ｍ等の公共岸壁を計画する。船舶航行の安全性を確
保するため、航路等の水域施設を計画する。漁業活動を支
援するため、小型船だまりを計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
３５０万トン

原案のとおり適
当である。

新 規

中 津 港 新規産業や背後企業の輸送の効率化に対応するため、水
深１２ｍ等の公共岸壁を計画する。港湾における交通の円滑
化を図るため臨港交通施設（臨港道路）を計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
５４０万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

長 崎 港 外貿物流需要の増大やコンテナ化等の輸送革新に対応す
るため、水深１２ｍ等の公共岸壁を計画する。都市ガス需要
に対応するため、水深１０ｍの専用ドルフィンを計画する。
港湾における交通の円滑化を図るため臨港交通施設（臨港
道路）を計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
５４０万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

紋 別 港 外貿物流需要の増大に対応するため、水深１０ｍの公共岸
壁を計画する。港内に散在するポートサービス船、作業船、
漁船等を適正に集約するため小型船だまりを計画する。大
規模地震災害時の緊急避難および緊急物資輸送等の対策を
進めるため、大規模地震対策施設を計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
１００万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

北九州港 産業構造の変化に対応し、地域経済の活性化を図るため、
土地利用を変更する。

― 原案のとおり適
当である。

一部変更
（軽微な変更）

第１７１回 ２０００年
３月２２日

名古屋港 外貿コンテナ需要の増大やコンテナ船の大型化に対応す
るため、水深１５～１６ｍのコンテナ岸壁を計画する。フェリ
ー利用者の利便性の向上を図るため、水深８．５ｍのフェリー
岸壁を計画する。船舶の円滑な入出港と航行の安全を確保
するため、航路等の水域施設を計画する。大規模地震災害
時の緊急避難および緊急物資輸送等の対策を進めるため、
大規模地震対策施設を計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
１５，５００万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

宮 古 港 ふ頭用地不足を解消し物流機能の充実を図るとともに、
交流拠点機能の向上を図るため、緑地等の土地利用を計画
する。大規模地震災害時の緊急避難および緊急物資輸送等
の対策を進めるため、大規模地震対策施設を計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
１００万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

岩 国 港 内貿物流需要の増大に対応するため、水深７．５ｍ等の公
共岸壁を計画する。港湾における円滑な交通を確保するた
め、臨港交通施設（臨港道路）を計画する。

（目標年次）
平成２０年代後半
（取扱貨物量）
１，８６０万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

川 崎 港 外貿コンテナ需要の増大に対応するため、水深１４ｍのコ
ンテナ岸壁を計画する。港湾と背後地域の円滑な交通を確
保するため、臨港交通施設（臨港道路）を計画する。公共
事業等により発生する浚渫土砂等を処分するため、廃棄物
処理について計画する。大規模地震災害時の緊急避難およ
び緊急物資輸送等の対策を進めるため、大規模地震対策施
設を計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
９，９８０万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

一部変更
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６・４・２ 港湾審議会管理部会－「経

済・社会の変化に対応した

港湾の整備・管理のあり方」

答申

１９９８年１１月１０日、運輸大臣から「経済・社会の変

化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」

の諮問を受けた港湾審議会管理部会（部会長：杉山

武彦一橋大学教授）は、下部組織として設置された

WG（ワーキンググループ）（座長：森地茂東京大

学教授、資料６―１０参照）と計１９回に及ぶ会合を経

て最終案を取りまとめた。同案は、昨年１２月１７日開

催の第３３回部会において了承され、即日、運輸大臣

に答申された。

本件の経緯については（資料６―１１）のとおりで

ある。

審議会には、当協会港湾物流委員会の坂田昇委員

長が委員として参加した。審議会およびWGでの

ヒアリング等を通じて、邦船社ならびに当協会は、

物流における港湾の役割と国の関与の低さ、３大湾

において７割強のコンテナ貨物を取り扱う公社ター

ミナルに対する国の支援の必要性あるいは運営形態

〔資料６―１０〕 港湾審議会管理部会ワーキング

グループ委員

《座 長》

森地 茂 東京大学工学部教授

《委 員》

家田 仁 東京大学工学部教授

筧 喜八郎 日本政策投資銀行地域企画部長

金近 忠彦 横浜市港湾局長

今野 修平 大阪産業大学経済学部教授

奈良 豊規 青森県土木部長

兵頭 哲朗 東京商船大学流通情報工学課程助教授

村本理恵子 専修大学経営学部教授

回 数 開催日 審 議
港湾名 計 画 の 概 要 答申の内容 備 考

第１７１回 ２０００年
３月２２日

熊 本 港 外内貿物流需要に対応するため、水深１０ｍ等の公共岸壁
を計画する。港湾における快適で潤いのある環境を創造す
るため、緑地等の港湾環境整備施設を計画する。大規模地
震災害時の緊急避難および緊急物資輸送等の対策を進める
ため、大規模地震対策施設を計画する。

（目標年次）
平成２０年代前半
（取扱貨物量）
３９０万トン

原案のとおり適
当である。

改 訂

苫小牧港 マリーナへの快適なパブリックアクセスを確保するため、
港湾環境整備施設計画を変更する。

－ 原案のとおり適
当である。

一部変更
（軽微な変更）

１９９９年度 特定港湾施設整備事業基本計画審議概要

回 数 開催日 計 画 の 概 要 答 申 の 内 容

第１６９回 １９９９年
７月１９日

港湾機能施設整備事業

臨海部土地造成事業

合 計

上 屋
荷 役 機 械
ふ 頭 用 地

計

工 業 用 地
都市再開発等 用 地

計

博多港など１２港、１７棟
常陸那珂港など１１港、１３基
横浜港など１００港、約１，６４２千�

７９，３７２百万円

三河港など１４港、約６７９千�
大阪港など４５港、約２，３５６千�

１７４，５２９百万円
２５３，９０１百万円

原案のとおり適当である。

大阪湾圏域広域処理場整備基本計画の変更

回 数 開催日 項 目 現 計 画
（１９９７年３月変更） 変 更 点 答 申 の 内 容

第１７１回 １９９９年
３月２２日

埋 立 処 分 場
搬 入 基 地
廃 棄 物 受 入 期 間
受 入 対 象 区 域

泉大津沖、尼崎沖、神戸沖
尼崎基地等９基地
１９８９年度から約１７ヶ年
１７１市町村

大阪沖の追加
姫路基地の設備予定地を変更
平成元年度から約２１ヶ年
１６８市町村（４町が合併したため）

原案のとおり適当である。
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の見直し、広域港湾行政の推進による効率的な整備、

入出港手続きの簡素化と電子情報化、入港税やトン

税の見直しなどを含め、ユーザーのニーズに沿って

使い勝手が良く経済合理的な港湾の整備・管理・運

営を要望し続けてきたが、今回の答申において、こ

れらについても、期待以上に採り上げられており、

高く評価できるものとなった。

答申は、港湾法の制定（１９５０年５月３１日）以来、

５０年ぶりに、港湾行政の在り方と課題について、抜

本的に見直し、２１世紀に向けての方向を示している。

この中で、「全国的・広域的視点からの取組みの強

化」、「透明性・効率性等の向上」、「地域の主体的な

取組みの支援と強化」、「環境の保全・創造のための

取組みの強化」という、４つの柱を港湾行政の進む

べき方向として掲げているが、船社にとって特に関

わりが深いのは前２者である。

「全国的・広域的視点からの取組みの強化」につ

いては、物流の効率化の観点から、港湾には、海陸

を結ぶ物流拠点として、我国の効率的・効果的な物

流構造の構築に資すると共に、グローバル社会にお

ける国際港湾としての競争力の保持が求められると

した上で、これを実現するために、

	１ 港湾の整備は、従来、各港毎に各々に行われて

きたが、全体として効率的・合理的であるべきで

ある。

	２ 港湾間競争の激化は、各港が競い合って高規格

の施設整備を急ぐ誘因ともなり、限られた財源が

分散してしまう懸念がある。

	３ 一連の公共投資批判の中で、港湾整備について

もその重点化の必要性が問われており、地域づく

りに必要な整備であっても、地域の人々のみなら

ず広く国民の理解を得られる十分な説明責任（ア

カウンタビリティ）も求められている。

	４ 全国的な方針と個別の港湾の港湾計画との間を

つなぐ湾域（例えば、東京湾、大阪湾、伊勢湾な

ど）についての方針といったものも明らかにすべ

きである。

	５ また、いわゆる港格について、「特定重要港湾」、

「重要港湾」、「地方港湾」という分類の現状を見

直す必要がある、とし、その際の基準として、重

要港湾というものは、◯１低廉で効率的な物流のた

めの海上輸送網の拠点、◯２必需物資を取り扱う海

上輸送網の拠点、◯３国土の均衡ある発展を支える

海上輸送網の拠点、◯４その他、国の政策的な要請

への対応、という４つの役割を担うものだとして

いる。そして、重要港湾の中の「特定重要港湾」

については、基幹的な航路が就航するなど、国際

海上輸送網の拠点として国にとって特に重要な港

の中から指定する必要があるとしている。

	６ さらに、直轄事業の具体的範囲については、従

来その実施基準が必ずしも明確でなかったが、対

象となる事業を限定することで明確化された。そ

の上で、重要な港湾施設の整備と国の財政負担率

についても、従来、港格毎に一律であったものを、

全国的な見地から必要となる拠点的重要港湾にお

いて直轄工事で整備される施設については国が相

当の財政負担を行う必要があるとするなど、いわ

ば選別した上での負担率アップが明言された。

一方、「透明性・効率性等の向上」の中において

は、費用対効果の分析や時間管理の概念の導入など

による事業評価を実施することによって、公共事業

の決定過程の透明化を図りたいとし、また、港湾施

設の使用形態に関連して、公社・公共両方式の役割

分担の見直し、施設の使用ルール等の多様化や弾力

的な料金設定の必要性などを謳っている。特に「公

社方式」については、「公共方式」に比し、メリッ

トが低下してきているので、船社のニーズを踏まえ

た施設運営形態の多様化や「公共方式」とのバラン

スを考慮した支援方策のあり方の検討を行っていく

必要があるとし、利用料金についても施設使用ルー

ルの多様化に対応して、利用頻度に応じた弾力的な

設定などを行うことが必要である旨言及している。

本答申を受けて、港湾法が改正（２０００年４月１日

施行）された。また、２０００年度以降の予算や港湾整

備において、その内容が具体化されていくことにな

るが、当協会としては、今後の港湾行政、港湾整備
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・管理において、ユーザーとしてのニーズができる

限り具体的に反映されるように要望を繰り返してい

くこととしている。

６・４・３ 港湾法の改正について

「港湾法の一部を改正する法律」（改正港湾法）は、

２０００年３月３１日に成立、４月１日から施行された。

１９５０年に制定されて以来、５０年ぶりの大改正である。

なお、これに伴って、港湾法施行令ならびに施行規

則の一部も同日付で改正、施行された。

今回の改正は、港湾審議会の答申「経済・社会の

変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」

（１９９９年１２月１７日）の中で指摘された、さまざまな

課題を踏まえつつ、それらを今後の港湾行政におい

て具現化していこうという第一歩であり、全国的、

広域的な視点からの港湾の効率的な整備、「重要港

湾」の絞り込みと、その上での港湾整備事業に対す

〔資料６－１１〕 同諮問をめぐる経緯

《１９９８年》

３月２０日 運輸審議会「今後のコンテナターミナルの整

備及び管理運営のあり方について」最終答申

６月１５日 運輸省港湾局と船社、当協会による意見交換

会

１１月１０日 第４３回港湾審議会「経済・社会の変化に対応

した港湾の整備・管理のあり方について」諮

問

１１月１９日 地方分権推進委員会「第五次勧告」発表

１２月１日 政府、「第五次勧告」に関する対処方針を閣

議決定

１２月１８日 第３０回港湾審議会管理部会、WG（ワーキン

ググループ）による「経済・社会の変化に対

応した港湾の整備・管理のあり方について」

の中間報告を了承。（なお、WGは、１１月～

１２月に３回開催され、直轄事業の具体的範囲

の考え方などについて検討を行った。）

《１９９９年》

１月２８日 第４回WG：「港湾行政に寄せられる要請と

課題と対応方法」

２月２６日 第五回WG：利用者団体からのヒアリング

団体；経団連輸送委員会、日本

物流団体連合会、日本港運協会

３月１５日 第６回WG：利用者団体からのヒアリング

団体；日本船主協会、日本旅客

船協会、日本内航海運組合総連

合会

４月５日 第７回WG：「効率的・効果的な施設整備を

進めるための対応について」

４月１２日 第８回WG：「臨海部空間の活性化を進める

ための対応について」

４月２６日 第９回WG：「効果的な施設の利用・管理を

進めるための対応について」

５月１０日 第１０回WG：「環境の保全・創造を進めるた

めの対応について」

５月１８日 第１１回WG：港湾管理者等ヒアリング

団体；六大港湾協議会、全国港

湾整備・振興促進協議会、外貿

埠頭連絡協議会および全国フェ

リー埠頭公社協議会

６月１０日 第１２回WG：「中間報告」（素案）について

６月２５日 管 理 部 会：「中間報告」（素案）について

７月３０日 管 理 部 会：「経済・社会の変化に対応した

港湾の整備・管理のあり方につ

いて」（中間報告）

１０月５日 第１３回WG：「中間報告」後の行政の対応の

状況について

：「中間報告」に対して提出され

た意見について

１０月２５日 第１４回WG：「中間報告」後の行政の対応の

状況について（その２）

：「中間報告」に対する意見の反

映について

１２月３日 第１５回WG：「経済・社会の変化に対応した

港湾の整備・管理のあり方につ

いて（答申）」（案）について
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る国庫負担割合の増加、環境尊重施策の充実等が骨

子となっている。

主要な改正点は、次の５点である。

◯１ 港湾の分類の明確化―第２条関係

「重要港湾」の定義は、旧法においては、「国の

利害に重大な関係を有する港湾で政令で定める

もの」とされていたが、改正法では、「国際海

上輸送網の拠点となる港湾その他国の利害に重

大な関係を有する港湾で政令で定めるもの」と

された。また、「特定重要港湾」の定義は、旧

法においては「港湾管理者が、重要港湾のうち

外国貿易の増進上特に重要な港湾で政令で定め

るもの」とされていたが、改正法では、「重要

港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重

要な港湾で政令で定めるもの」とされた。今回

の新しい定義に基づき、改正施行令により、石

狩、大湊（青森）、福井、八幡浜（愛媛）、青方

（長崎）および水俣の６港が従来の「重要港湾」

から、「地方港湾」に格下げされた。

［第２条第２項の改正］

改正前：この法律で「重要港湾」とは、国の利害

に重大な関係を有する港湾で政令で定め

るものをいい、「地方港湾」とは、重要

港湾以外の港湾をいう。

改正後：この法律で「重要港湾」とは、国際海上

輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる

港湾その他の国の利害に重大な関係を有

する港湾で政令で定めるものをいい、「特

定重要港湾」とは、重要港湾のうち国際

海上輸送網の拠点として特に重要な港湾

で政令で定めるものをいい、「地方港湾」

とは、重要港湾以外の港湾をいう。

◯２ 港湾整備事業に対する国の負担割合の見直し

―第４２条、第４３条、第５２条関係

特に「重要港湾」について、国が行う直轄事

業（岸壁、航路等の工事）については、国庫負

担を従来の５割から５．５割に引き上げられた。

その一方で、小規模施設の工事については、５

割から４．５割へ引き下げられることとなる。

◯３ 港湾相互間の広域的な連携の確保に対する取

組み―３条の２関係

港湾の開発、利用等に関し、運輸大臣が定め

る基本方針に、経済的な観点からみて密接な関

係を有する港湾相互間の連携確保に関する基本

的な事項を追加する。

［第３条の２第２項の改正］

改正前：（港湾及び開発保全航路の開発に関する）

基本方針においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。

一．港湾の開発、利用及び保全の方向に関す

る事項

二．港湾の配置、機能及び能力に関する基本

的な事項

三．開発保全航路の配置その他開発に関する

基本的な事項

改正後：（上記に四、五が追加された。）

四．港湾の開発、利用及び保全並びに開発保

全航路の開発に際し配慮すべき環境の保

全に関する基本的な事項

五．経済的、自然的又は社会的な観点からみ

て密接な関係を有する港湾相互間の連携

の確保に関する基本的事項

◯４ 港湾に関する環境施設の充実―第１条、第３

条の２関係

環境の保全に対する国民意識の高まり等に適

切に対応し、港湾に関する環境施設の充実を図

るため、環境の保全に配慮しつつ港湾の整備等

を図る旨を法目的に明記するとともに、運輸大

臣が定める基本方針に、必要な事項を追記する

こととした。

◯５ 港湾における放置艇対策の充実―第３７条の３、

第５６条の４関係

いわゆる放置艇対策として、港湾区域のうち

港湾管理者が指定した一定区域内における船舶

の放置等を禁止するとともに、港湾管理者が撤

去保管した所有者不明の放置艇等について、そ
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の売却、廃棄等の処分を行うことができるよう

に法改正された。

戦後のわが国の港湾行政の在り方と課題について

の抜本的な見直しが港湾審議会にて行われ、昨年

（１９９９年）１２月１７日、「経済・社会の変化に対応した

港湾の整備・管理のあり方」（答申）が運輸大臣宛

に出された。（６・４・２参照。）この中で、

［イ］ 全国的・広域的視点からの取組みの強化

［ロ］ 透明性・効率性等の向上

［ハ］ 地域の主体的な取組みの支援と強化

［ニ］ 環境の保全・創造のための取組みの強化

という４つの柱が２１世紀の行政の課題として掲げら

れているが、船社にとって特に関わりが深いのは前

２者である。この答申の背景には、従来の港湾整備

の路線（わが国の経済高度成長にあわせて、公共投

資の一環として、多くの港湾をいわば量的に造って

いこうという路線）から、「海陸を結ぶ物流拠点と

してわが国の効率的・効果的な物流構造の構築に資

するとともに、グローバル社会の中における国際港

湾としての競争力の保持・増強を求めてゆく」とい

う路線に、国が主体性をもって、変換してゆくとい

う決意があった。

今回の改正港湾法は、港湾行政の改革の第一歩と

して高く評価できる。今後は、予算や行政の執行（あ

るいは、追加的必要立法）においても、国が中枢国

際港湾の競争力強化、再整備を主体的に推進し、答

申の内容を果敢に具現化していくことを期待する。

当協会としても、今後とも、港湾審議会をはじめ、

運輸省との意見交換の場等を通じて、積極的にユー

ザーニーズを反映させていくこととしている。

６・５ 水先関係

現在の水先制度は１９４９年５月に施行された水先法

に基づいている。時代のニーズに応じた見直しが適

宜行われてきているとはいえ、利用者である内外船

社にとっては、水先料金水準および体系に不満が募

っている。

当協会はこれまで、複雑な水先料金体系の改善（制

度改正）を通じて、料金の適正化を図ることを念頭

において対応してきた。しかし、それらの協議は当

事者である当協会
�日本パイロット協会間に委ね

られていたことから困難を極め、仮に合意を見て制

度改正を行う場合でも、料金改定の際に減収する分

を上積みする方法で一部改善が行われてきたにすぎ

なかった。

このような状況下、１９９２年７月、当協会の要望に

より当協会
運輸省
�日本パイロット協会の三者

構成からなる「水先料金問題検討委員会」が設置さ

れ、料金体系の改善に向けて協議を行っている。

また、１９９７年７月には、最近の規制緩和の動きを

はじめ水先制度に大きな影響を及ぼす諸般の情勢の

変化に対応するため、運輸大臣は、『今後の水先制

度のあり方』について、海上安全船員教育審議会（部

会長：加藤俊平東京理科大学教授、以下、安教審）

に諮問を行った。これを受けて、安教審水先部会で

は、下部機構として「水先区の設定等に関する検討

会」、「水先人の免許等に関する検討会」を別途設置

し、前述の「水先料金問題検討委員会」と併せて、

三つの検討会でそれぞれの審議事項について検討の

深化を行った上で、結論がまとまった事項から随時

答申し実施することとした。

当初は、水先業務をはじめとした水先制度全般の

抜本的な検討が期待されたが、現在までのところ、

港湾管理者からの規制緩和要望を受けての強制水先

区の対象船型の見直し（神戸区・横浜区）や水先人

の再教育訓練に主眼がおかれた限定的な検討が続い
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ている。

このような状況下、港湾法においては５０年ぶりに

大改正が行われた。１９９８年１１月の運輸大臣の諮問を

受けた港湾審議会管理部会が従来の港湾行政と課題

について抜本的に見直しを行った上で、２１世紀に向

けての方向を示す答申となる「経済・社会の変化に

対応した港湾の整備・管理のあり方について」を取

りまとめ、今後の港湾行政にこれらを具体化するた

めの第一歩として、法改正が行われたものである。

（６・４・２参照）

同時期に施行され、また、同様に運輸大臣より諮

問の出ている水先制度についても、あらゆる問題の

整理・分析等を行い、中長期的な視点に立った審議

が必要と考える。

このため、当協会としては今後、これらの審議に

資するため、港湾物流委員会において料金面だけに

かかわらず、大所高所の見地から水先制度全般につ

いて再度検証を行い、問題点の整理を行うこととし

ている。

１９９９年度の活動は、上記を念頭に置き、安教審水

先部会等において、問題提起を中心に活動を行った。

詳細は以下のとおりである。

６・５・１ 水先制度の見直し

１．水先料金問題検討委員会

１９９２年７月の第１回同検討委員会において、当協

会より「夜間割増制度の廃止」、「大型船二人乗りの

見直し」、「乗下船実費の取扱い」等の７項目を、パ

協より「湾内転錨料の改訂」、「多層甲板船割増の見

直し」等の６項目をそれぞれ提出、合計１３項目につ

いて検討することとして現在まで審議が続けられて

いる。

その間、１９９７年１０月開催の第１６回同検討委員会に

おいて『夜間割増の対象時間短縮』等を含む見直し

案について合意を得、安教審水先部会の答申として、

１９９８年４月より実施されている。（船協海運年報１９９８

参照）

１９９９年度は、２０００年２月開催の第１８回同検討委員

会で、運輸省より、水先料金の見直しの第一段階と

して「二人の水先人が交代で８時間以上引き続き水

先をする場合」の割増率を現行１００分の１６０から１００

分の１１０に引下げたいとの提案がなされた。

本件に関しては、同検討委員会での検討項目では

ないものの、料金体系の合理化につながることから、

港湾物流委員会で鋭意審議を行い、２０００年３月に開

催された安教審水先部会で、当協会甲斐水先問題検

討委員長（生田会長代理）より、概要次のとおり当

協会意見を開陳し、本提案を了承した。

◯１ 当協会が要望を行っている「大型船二人乗り

料金の見直し」については、水先料金問題検討

委員会において本措置に拘わらず引続き検討す

ること。

◯２ 水先料金に係る八つの懸案項目を含めた水先

料金体系全体についての同検討委員会での討議

を活発化すること。

◯３ 船社からみて割高と考えるわが国水先料金是

正に向けて、検討を進めるべきである。

本提案は鋭意審議の結果、原案のとおり了承され、

２０００年３月より実施された。

なお、当協会提出の「大型船二人乗りの見直し」

「乗下船実費の取扱い」等について、今後も引続き

検討・調整を行うこととされた。

２．水先区の設定等に関する検討会

同検討委員会においては、安教審水先部会で示され

た水先区、強制水先区の設定の見直しおよび基準の

策定等について検討を行うこととしている。

これまでのところ、神戸港をはじめとする３００総

トン強制区である港湾管理者からの強制対象船舶の

見直し（トン数緩和）を内容とする規制緩和要望に

ついて審議を行っている。現在までに取り上げた強

制区は神戸港および横浜港で、同検討会での結論を

基に水先部会で審議された結果、神戸港については

強制対象船舶を３００総トン以上から１０，０００総トン以

上へ（１９９８年７月実施）、横浜港については危険物積
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載船を除く強制対象船舶の同３，０００総トン以上への

引き上げ（１９９９年７月実施）がそれぞれ認められた。

１９９９年度は上記と同様に強制対象船舶の見直しの

要望が出ている関門港の強制対象船舶についての検

討を円滑に進めるため、�日本海難防止協会水先問

題検討会による現地調査等が行われた。

なお、関門区の強制は現行では、◯１関門水先区内

の入出港船：３００総トン以上、◯２通峡船：１０，０００総

トン以上、の２種類の強制体制となっている。この

うち、港湾管理者からの規制緩和要望は経済的観点

から、◯１の対象船舶の見直しであったが、同区内に

おける海難事故が多いことから、関門水先人会等の

現地関係者の要望により、◯２の通峡船１０，０００万総ト

ン以上の見直し（トン数強化）についても本検討会

にて併せて審議することなった。

その後、同検討会は、２０００年５月および６月に開

催されている。第１回同検討会では、港湾管理者で

ある北九州市および下関市のヒアリングが行われ、

要望趣旨について説明を徴した。また、第２回同検

討会では、当協会をはじめとして外国船舶協会なら

びに関門水先人会等のヒアリングが行われ、席上、

当協会は以下のとおりの発言を行った。

［発言要旨］

・船舶の航行安全の確保および海洋環境の保全は、

船社にとって、何よりも大切である。したがって、

強制対象船型の見直しに当たっては、従前より航

行安全を第一とする当協会の基本姿勢に変更はな

い。

・但し、一連の強制水先区の対象船型の見直し（緩

和）という港湾管理者の要望の背景には、船社だ

けではなく、一般的に見ても水先料金が割高であ

るとの認識があるのではないかと思料する。

・例えば、強制水先の目的が船舶の航行安全だけで

はなく、社会的、公共的財産の保護をも対象とし

ているとすれば、船社以外の関係者の関与につい

ても検討が行われるべきではないか。

・水先料金の問題に触れずに強制の問題を議論して

も、また、シミュレートしても、そこから出てく

る厳しい結論が広く一般に受け入れられるのかと

いう点では疑問を感じる。したがって、負担方法

や水準等の水先料金の問題を大所高所の見地から

議論する場も必要ではないのか。

今後、神戸港・横浜港と同様に、関門港でのシミ

ュレーション結果を踏まえて具体的な検討が行われ、

２０００年度内に方向性を見出すこととしている。当協

会としては、料金面を含めた水先制度全般の検討に

繋がるよう引続き問題を提起していくこととしてい

る。

３．水先人の免許等に関する検討会

同検討委員会においては、安教審水先部会で示さ

れた水先人の今後の需給見通し、水先免許のあり方

について検討を行うこととし審議が行われ、１９９７年

１０月に開催された第３回検討会において、本件に関

し中間報告が取りまとめられた。（船協海運年報１９９７

参照）

本報告の骨子は、以下のとおりである。

◯１ 水先人の今後の需給見通し

少なくとも、今後１０年後には水先人の需給の

逼迫が予想される。このため、

供給不足に対応するための方策について検討

を行うこととしている。

◯２ 上記◯１の対策として、船長履歴３年の一定程

度の短縮、その他内航船・官公庁船船長も供給

源とすること等の検討

その後、同検討会では水先人の再教育訓練等につ

いて鋭意審議が行われ、２０００年７月開催の２０００年度

第１回同検討会において、水先人の再教育訓練およ

び水先修業のあり方について了承されたことから、

今後、安教審水先部会に報告されることとなってい

る。

６・５・２ ２０００年度各水先区の水先

人適正員数

２０００年３月、安教審水先部会が開催され、平成１２
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年度水先人適正員数および水先料金の見直しについ

て審議が行われた。

水先人適正員数については、１９６３年３月開催の海

上安全審議会（現海上安全船員教育審議会）におい

て水先制度について審議した際、「本審議会におい

て、原則として年１回、各水先区の適正員数を検討

することとし、これによって水先人が不足している

と認められた水先区については、運輸省は当該水先

区の水先人会に対し、必要な数の水先人を増員させ

るよう指導・監督する」ことを運輸大臣に答申した

経緯から、以来毎年審議されるものである。

１９７６年以来の方法により算出した結果、２０００年度

適正員数は前年度比１９名減の５０２名となった。（資料

６―１２参照）また、同年度末の水先人の実員数は、

２０００年２月末員数７４６名に廃業予定４６名、新規採用

数３３名を加除し、７３３名となる見込みとされた。

なお、省庁再編に伴い当部会も含め委員会の改廃

が行われるが、今後、どのような審議会で取扱うに

せよ、適正員数に関する審議は毎年度開催するので

はなく、水先人の実員数が適正員数を大幅に下回る

場合や、算出方法を変更する場合等、状況の大きな

変化がある場合に検討することとした。

なお、１９９９年１２月、行政改革推進本部規制改革委

員会が取りまとめた規制改革についての第２次見解

において、合否判定基準を定め公表すべき業務独占

資格として水先人が指摘されたことから、運輸省と

しては２０００年度内に基準の方針を取入れていくこと

とし、安教審の下部組織である水先人の免許等に係

る検討会で今後、審議することとしている。

〔資料６―１２〕２０００年度水先人適正員数表

水 先 区 名
１９９９ 年 度 増 減 ２０００ 年 度 取 扱 隻 数

年度当初 増 減 ２ 月 末 適正員数 廃業予定 新規免許 年度末数 １９９９年実績 ２０００年度予測

合 計 ７６１ ３６ ５１ ７４６ ５０２ ４６ ３３ ７３３ １７９，５３２ １７４，７５０

釧 路
苫 小 牧
室 蘭
函 館
小 樽
留 萌
八 戸
釜 石
仙 台 湾
秋 田 船 川
酒 田
小 名 浜
鹿 島
東 京
東 京 湾
横 須 賀
新 潟
伏 木
七 尾
田 子 の 浦
清 水
伊 良 湖 三 河 湾
伊 勢 湾
尾 鷲
舞 鶴
和 歌 山 下 津
大 阪 湾
阪 神
内 海

境
関 門
小 松 島
博 多
佐 世 保
長 崎
島 原 海 湾
細 島
鹿 児 島
那 覇

４
６
４
２
２
１
３
２
５
３
２
４
８
１６
６５
９７
６
３
３
３
６
１００
４２
１
２
６
１０２
５２
１３９
３
４１
２
６
４
３
４
２
３
４

１

１
１
２
４
７

４

１

４

９

１

１

１

１
１
１
６
１０

４
１

１
５
１
１１

５

１
１
１

４
６
４
２
２
１
３
２
５
３
２
４
８
１７
６３
９４
６
３
３
３
６
１００
４１
２
２
５
１０１
５１
１３７
３
３６
２
６
３
３
４
２
３
４

２
２
２
２
２
２
２
２
３
２
２
２
３
９
４１
８７
２
２
２
２
２
７３
２７
２
２
２
５６
２２
１０１
２
２２
２
４
２
２
２
２
２
２

１

２
５
７

１
８
３
１

３

１３
１

１

１

４
７

１
３

１

１
６

８

１

４
６
４
２
２
１
３
２
５
３
２
４
８
１５
６２
９４
６
３
３
３
６
９５
３８
２
２
６
１０４
５１
１３２
２
３６
２
６
３
３
４
２
３
４

５６０
１，２４１
７４７
１６３
１１８
７６
６９５
１１７
１，３４１
４６３
２３９
５３２
２，４１０
６，８５７
３１，２９７
２３，２３２
１，０３７
５６６
３０７
５１１
１，６６１
１５，５０３
１４，２５８
８２
１３１
９６２

１６，５１６
１７，１４４
１７，１４０
４３３

１７，４１８
２３３
２，６２８
６２９
５０３
８７７
１６０
２５６
４８９

５４１
１，１１６
６９７
９１
１１３
４２
６９７
１２６
１，３５６
３４４
２２０
４７７
２，４１７
６，８２９
３０，４２０
２３，２４５
９８７
４１９
３０９
４９５
１，４８４
１６，０１４
１４，１６７
６１
１０７
８７１

１６，６０１
１５，６４７
１６，４４４
４０５

１６，３２８
１８３
２，７４９
５７３
５７１
７２０
１５５
２１７
５１２

・新規免許数は、試験の結果等により変動があり得る。

６．港 湾 関 係
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７・１ 海上交通安全対策

１．海上交通に影響を及ぼす工事およびその他の航

行安全対策

１ 東京湾中ノ瀬航路の浚渫と第三海堡の撤去

１９９５年１２月に当協会を含む海事８団体より「東

京湾口航路整備促進に関する要望書」が運輸省、

大蔵省に提出されていたが、運輸省港湾局が、２０００

年３月２２日、関係漁業協同組合との間で同整備事

業に伴う漁業補償契約を締結したことから、東京

湾口航路整備事業が着手されることとなった。同

整備事業の事業期間は着工より７年間が予定され

ており、これにより中ノ瀬航路が水深２３mまで

増深されれば、湾口航路における反時計回りの完

全一方通航等の抜本的な通航方式の導入が可能と

なる。また、浦賀水道航路に接し暗礁化している

第三海堡が撤去されることから浦賀水道航路の拡

幅なども可能となり、航行環境の整備が促進され

ることとなった。

東京湾口航路は、１９７８年に開発保全航路の政令

指定を受け、船舶交通の輻輳する海域において中

ノ瀬航路の浚渫および第三海堡の撤去等の工事が

行われた場合の海上交通に与える影響について基

本的な調査が１９９５年度より行われてきた。しかし、

漁業関係者との調整に時間がかかり計画の実施が

先送りされていたところ、ダイアモンド・グレー

スなどの海難事故が東京湾の航路整備の必要性へ

の理解が深まる契機となり実現に至った。

２ 中部国際空港建設

中部国際空港は、関西国際空港に次ぐ全国二番

目の海上空港として、また２４時間運用の国際ハブ

空港として、２００５年の開港を目指し、１９９８年度に

新規事業化が認められた。本工事中の工事区域の

設定および工事作業船の運航等が伊勢湾全体の交

通環境に与える影響等、工事中の基本的な航行安

全対策について検討整理されてきたが、２０００年６

月２３日に空港用地等の埋立免許が認可され関連事

業工事が開始されることとなり、海上交通安全法

等の適用海域における工事区域における船舶の航

行が海上保安庁告示等により禁止された。

この章のポイント
・東京湾中ノ瀬航路の浚渫及び第３海堡の撤去工事に係
る漁業交渉が決着。東京湾の航行環境改善に向け、前
進。
・アロンドラ・レインボー号のハイジャック事件の後、
「海賊対策国際会議」が開催され、船主の自衛策、国
際的な捜査体制の確立等への取り組みを合意。
・航行の安全に関するSOLAS条約第V章及び消防設
備に関する�－２章が全面改正。また環境保全に関す
る新たな条約の検討が進む。
・いわゆるコンピュータ２０００年問題に関し、積極的に対
応を進めてきた結果、事故等の発生はなし。
・エリカ号事故を契機に、IMOへシングルハルタンカ
ーのフェーズアウト前倒しなどが欧州より提起。

７ 海上安全と環境保護

７・１ 海上交通安全対策

７・２ 海賊問題への対応

７・３ 船舶の安全運航対策

７・４ 貨物の積み付けおよび安全対策

７・５ 環境保護対策

７・６ 船舶の建造および保船、機関管理対策

７・７ 海上無線通信の改善
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２．こませ網漁業安全対策

１ こませ網漁業漁期中の安全対策

備讃瀬戸東航路海域における「こませ網漁業」

は時として漁網が航路を全面閉塞し、通航船舶に

航路外航行を強いるばかりでなく、閉塞場所によ

っては大型船の航行が不可能となる場合があり、

通航船舶の安全運航に重大な影響が出ている。

当協会は昨年に引続き海事関係６団体と協力し

て、瀬戸内海で行われる「こませ網漁業」に対す

る同海域の航行船舶の航行安全対策について検討

を行なった。また、航行安全対策として航路可航

幅３００mの確保、保安庁船艇による常駐警備と航

行指導の徹底、情報の早期伝達、海上交通センタ

ーのレーダー局の新設、運航の困難性について広

範な理解を得るため、海上保安庁、水産庁、香川

県、岡山県に対し陳情を行なうとともに、各種委

員会および体験乗船等を通じ、荷主関係者、漁業

関係者および関係官庁に対し船主意見の反映に努

めた。

一方、例年操業期（３月中旬～５月中旬）にお

いて内海水先人会が作成した操業実態予想、いわ

ゆる「こませカレンダー」をもとに内海水先人会

が策定した航行安全対策が実施されているが、

１９９９年、２０００年においても同様に実施され、進路

警戒船の配備や運航調整等が行われた。

２ 航行実態と航行安全対策実績

イ）１９９９年における航行実態

海上保安庁によるこませ網漁業による巨大船

の避航状況に関する調査（資料７―１参照）に

よれば、１９９９年の航路閉塞回数（可航幅３００m未

満）が３１８回と１９９８年に比較し増加しているが、

巨大船の避航回数４８回は過去最低であり、厳し

い航路閉塞は若干改善されていると思われる。

一方、１９９９年は重大な海難事故は発生しなか

ったものの、備讃瀬戸東部での操業は例年に比

べ少なく、むしろ男木島以西での避航事例が多

く報告された他、備讃瀬戸北航路と水島航路の

交差部で接触事故が発生しているなど航行の困

難度に改善は見られない。また、当協会は海事

６団体と協力し、海運・水産関係者に安全対策

の策定に資するため、「こませ網」盛漁期間中に

当該海域を航行した船長からのアンケートによ

る実態調査を行っているが、本調査結果でも、

航行の困難度に改善が見られなかった他、安全

に運航できる可航幅については１９９８年と同様、

３００m程度の確保を要望する意見が相当数あり、

状況は改善されていない。

〔資料７―１〕

こませ網漁業による巨大船の避航状況

（各年３月～８月）

航路閉塞
回数（３００
ｍ未満）

巨大船の
避航回数

巨大船の通航隻数 事 故
発生件数３月～８月 １日平均

１９８４年 ３５３ １１０ ２，６１０ １４．２ １

１９８５年 ４３３ ８８ ２，４８９ １３．５ ０

１９８６年 ３５２ ８７ ２，３０７ １２．５ ２

１９８７年 ３９６ １１５ ２，３５１ １２．８ ２

１９８８年 ３４１ ７７ ２，３８１ １２．９ ３

１９８９年 ３１６ １０４ ２，３００ １２．５ ３

１９９０年 ３３６ ８８ ２，２９９ １２．５ ３

１９９１年 ４２３ １３７ ２，４５０ １３．３ ２

１９９２年 ３７３ ８５ ２，３１５ １２．６ ４（１）

１９９３年 ４７１ １０９ ２，２９７ １２．５ １２（４）

１９９４年 ３６９ １１１ ２，２６０ １２．３ ２

１９９５年 ３３７ ９５ ２，３２２ １２．６ ２（１）

１９９６年 ４１１ １０２ ２，１２１ １１．５ ６（１）

１９９７年 ３６７ ８３ ２，１０９ １１．５ １

１９９８年 ２６９ ７６ １，９８７ １０．８ １０（２）

１９９９年 ３１８ ４８ １，８５９ １０．１ １（１）

注１）巨大船の通航隻数は、各航路ごとに通航した隻数を合計し
た延べ隻数である。

注２）カッコ内は巨大船に係る事故である。

７．海上安全と環境保護
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ロ）２０００年における航行安全対策の実績

比較的漁獲量が多く、蝟集操業も数多く見ら

れ困難な航行を強いられた。５月１５日に内海水

先人による安全対策が取りやめとなったが、そ

の後「ナシふぐ」が取れだしたため安全対策終

了後も６日間程、航路内での操業があった。

２０００年の操業期（３月中旬～５月中旬）、前年

と同様の内海水先人会策定による航行安全対策

が実施され、その実績は次のとおりとなってい

る。

〔備讃瀬戸における「こませ網」漁業盛漁期間中の

航行安全対策実績〕

（２０００年３月１６日～同５月１５日の６１日間――

休漁日１２日間を除く）――

１．進路警戒船自主配備（海交法の定めるものを

除く巨大船）

備讃瀬戸東航路航行船の進路警戒船

の自主配備隻数

・西航路３０隻（総数１１３隻）

〈１９９８年度：２１隻、１９９９年度：３０隻〉

・東航路３４隻（総数９３隻）

〈同：２７隻、同：３８隻〉

・計 ６４隻（総数２０６隻）

〈同：４８隻、同：６８隻〉

２．標識船、曳船配備

配備隻数１１隻（水島向け８隻、福山向け３隻）

〈１９９８年７隻、１９９９年１１隻〉

３．深喫水船および大型危険物積載船の運航調整

実績

該当日９日間で運航調整を実施した船舶数は把

握できず（但し、調整日に対象船舶６隻が航行し

た。）

４．各港からの出港時間調整を要した船舶の隻数

水島港：９隻、坂出港：３隻、合計：１２隻

５．来島海峡を経由して西航した巨大船の隻数

隻数：１１隻、但し、当初からの計画で来島海峡

を通過した巨大船か否かは不明。

６．こませ網に関連して発生した事故：０件

２ 「こませ網漁業漁期における船舶航行に係る研

究会」の設置

イ）設置の目的

１９７３年施行の海上交通安全法に基づき設定さ

れた瀬戸内海の備讃瀬戸航路および周辺海域に

おいて、こませ網漁業操業と船舶航行が競合す

る状況にあることから、双方の安全性を確保す

るために、船舶交通が輻輳する同海域での共存

を図る観点から諸問題の調整・改善に向けて努

められている状況等について、関係資料の収集

整理を行うために、１９９９年度事業として日本海

難防止協会に研究会を設置した。

ロ）研究会の成果

１９９９年４月から２０００年３月の間、当協会をは

じめ関係官庁を含む海運および水産関係者によ

る調査、研究が行われ、気象、船舶航行実態を

含む備讃瀬戸の概要、こませ網操業の実態、過

去の経緯、安全対策等詳細なデータが２００頁以

上におよぶ一冊の報告書にまとめられた。当報

告書は、こませ網漁業漁期における船舶航行に

関する理解向上に資するものとして、また今後

の改善策を検討する上にも非常に有用な資料で

あるとして海運、水産の両関係者に配布された。

ハ）今後の課題

当該海域では古くより「こませ網」をはじめ

各種漁業が盛んであるが、海上交通安全法が施

行された１９７３年より航路内での海域利用の競合

問題が発生し、今日に至るまで合理的な解決策

が見出せないでいる。法律によって定められた

航路・航法を遵守して航行する船舶が、一方で

正当な権利として航路内で操業する漁船によっ

て航路が閉塞され、衝突、座洲、座礁の危険に

晒されている。航路が頻繁に閉塞される盛漁期

には内海水先人会による特別安全措置や海上保

安庁による指導等が実施されていることで、か

ろうじて、社会問題に発展するような大きな事

故がこれまで発生していないのが現状であり、
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大型船が航路外航行を強いられた結果、原油流

出などの大事故が一度でも発生した場合、海洋

環境、地域経済に与える影響は甚大であること

から、抜本的な安全対策の確立が要請されてい

る。

７・１・２ 海上交通法規の改正

１９９９年９月に開催された国際海事機関（IMO）の

第４５回航行安全小委員会（NAV４５）において、次の

海域における分離通航方式、船舶通報制度および推

薦航路が合意され、２０００年５月に開催された第７２回

海上安全委員会（MSC７２）で採択された。これらの

方式は２０００年１２月１日から実施される。

１）チリの Iquique港および Punta Arenas港への

アプローチ用分離通航方式

２）ペルーの Paita Bay港、Puerto Callao港、Puerto

San Martin港および Puerto Ilo港へのアプローチ

用分離通航方式

３）中国の山東岬（Chengsan Jiao Promontory）沖

水域における分離通航方式と強制船舶通報制度

４）米国カリフォルニア州沿岸における総トン数

３００トン以上の船舶およびばら積みの危険物積載

船舶を対象とした推薦航路

強制ではないが、モンテレー湾の海洋生物保護

水域を潜在的な危険から守るため、一般船舶は１３

～２０マイル、危険物積載船は２５マイル～３０マイル、

タンカーは少なくとも５０マイル沿岸から離れて航

行することを求められる。

７・２ 海賊問題への対応

１．当協会およびわが国の対応

１ 海賊対策会議の設置

当協会は１９９５年頃から海賊事件が増加傾向とな

り凶悪化していることに注目し、従来からアジア

船主フォーラム加盟船協による各国政府への働き

かけとともに運輸省を通じ関係国政府への働きか

け等を要請してきたが、１９９８年わが国船主が実質

的に所有する TENYU号が凶悪なハイジャック事

件（船協海運年報１９９９参照）に巻き込まれたこと

から、当協会としてもこれを見過ごすことはでき

ないとの判断により、海賊対策への取組みをさら

に強化するとともに日本財団の求めに応じ新たな

調査研究事業や海賊防止装置の開発などに協力し、

海賊問題に対する社会の理解を広げるよう努めた。

一方、運輸省は当協会の要請等に応じ、インド

ネシア海域において、日本関係船舶に対する海賊

事件が多発していることから、外務省を通じイン

ドネシア政府に対し、１９９９年４月および７月の２

度にわたり海賊・武装強盗に対する警備の強化を

要請した。また、同海域を含み他の海域において

もわが国関係船が被害を受けており、日本財団が

新たに海賊問題に取組み始める等わが国において

も関心が高まっている実状から、１９９９年７月２日、

運輸省、外務省、海上保安庁および当協会を始め、

日本財団などの関係団体で構成する「外航船舶に

係る窃盗・強盗対策検討会議」の初会合を開催し

た。

当会合において報告されたわが国外航海運業者

２６６社を対象に運輸省が調査した過去１０年間の被

害状況によると１９８９年から１９９９年５月までの１０年

間に海賊被害総件数は１０４件に上り、１９９５年の８

件の発生以降増加し続け、１９９８年には１９件が発生、

１９９９年においては５月までにすでに１８件が発生し

ており、依然増加傾向にあること、また１０４件のう

ち、被害船舶から沿岸国の警察や警備当局などに

海賊被害を通報したケースは２割程度であること
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などが明らかとなった。（資料７―２、７―３参照）

当協会では運輸省が設置した「外航船舶に係る

窃盗・強盗対策検討会議」に全面的に協力するこ

と、および海賊事件の凶悪化と組織化傾向への対

応を図るため「海賊防止対策会議」を設け、１９８３

年に策定し１９８９年に改訂が施された海賊防止対策

要領に代えて、船舶が海賊被害にあった場合の沿

岸国関係当局への通報の励行に重点を置いた保安

計画策定の指針を取りまとめて、会員に周知のう

え、さらなる海賊防止対策の徹底を呼び掛けた。

また、この指針は運輸省を通じ、わが国外航海運

事業者にも周知された。一方、東南アジアにおい

ては、シンガポール船主協会およびシンガポール

国際法学会の主催によるセミナーが１９９９年１０月２２

日に開催され、海賊および武装強盗は公海をはじ

め、領海内で発生しても国境を越えて行われる犯

罪である場合が多く、事件の捜査、犯人の訴追等

が各国の法体制の不備、国際的な協力体制の未整

備などから、充分に機能していない問題が提起さ

れ、ハイジャック防止条約（注）への加盟の必要

性などが指摘された。当協会はこれらの会合にも

積極的に参加し、IMOで検討されている海賊お

〔資料７―２〕 海賊行為に関する調査結果（～１９９９年５月）

年
海賊行為
発生件数
（件）

発 生 海 域 別

計

海賊行為の類型別

計マ ・ シ
海 峡

イ ン ド
ネ シ ア
（マ・シ
海峡を除
く）

その他の
東 南
ア ジ ア

中 国
（香港を
含む）

インド・
スリラン
カ・バン
グラデイ
ッシュ

大 洋 州 アフリカ 南 米

強

盗

等

窃

盗

等

不

明

８９ １ １ １

９０ ４ ３ １ ４

９１ ８ ４ ３ １ ８

９２ ７ ２ ５ ７

９３ ２ １ １ ２

９４ ８ ３ ３ １ １ ８ ４ ４ ０ ８

９５ ８ １ １ ３ １ ２ ８ ２ ６ ０ ８

９６ １１ ６ ２ ２ １ １１ ２ ７ ２ １１

９７ １８ １ ７ ４ １ ３ ２ １８ ９ ９ ０ １８

９８ １９ １ １０ ３ １ ４ １９ １２ ７ ０ １９

９９ １８ ２ ８ ４ ２ １ １ １８ ７ １０ １ １８

計 １０４ １３ ４７ １６ ６ ６ ４ ８ ４ １０４ ３６ ４３ ３ ８２

〔資料７―３〕 海賊行為に関する調査結果（～１９９９年５月）

年

海賊行
為発生
件 数
（件）

通 報 先（複数回答）

通報計
不明ま
たは通
報せず

当時とっていた措置（複数回答）

予 防
措 置
実施計

不明ま
たは措
置せず

船 主
運航者
代理店

沿岸国
の公安
当 局

沿岸国
の公安
以外の
当 局

ＩＭＢ
海賊セ
ンター

その他
ＰＩ等

増員、
巡回等
による
見張り
強 化

警備員
依 頼

出入口
封 鎖

照 明
（船尾
等）

放 水
（準備
を 含
む）

その他

８９ １ １ １ １ １ １ ０

９０ ４ ３ ３ １ ０ ４

９１ ８ ５ １ ６ ２ １ ２ １ ２ ６

９２ ７ ７ ７ ０ ７

９３ ２ ２ ２ １ ２ １ １ ２ ０

９４ ８ ４ ４ ４ ２ ２ １ ３ ５

９５ ８ ４ ３ １ １ ５ ３ ３ １ １ １ ３ ５

９６ １１ ８ １ １ １ ８ ３ ７ ５ １ ３ ８ ３

９７ １８ １５ ４ １ １ ５ １５ ３ １３ １ ３ １ １６ ２

９８ １９ １７ ４ １ ５ ５ １７ ２ １０ ３ ２ ２ １２ ７

９９ １８ １７ ７ ２ １ １ １７ １ １５ ４ ３ １ １７ １

計 １０４ ８３ ２２ ７２ ７ １３ ８５ １９ ５２ ５ １９ １１ ３ ３ ６４ ４０
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よび武装強盗の捜査および処罰の実行のための国

際的な枠組み（コード）の策定とともに IMOの

場で検討すべき問題の一つとして取り上げていく

よう意見を述べた。

（注）ハイジャック防止条約：（１９８８年海洋航行の安

全に対する不法な行為の防止に関する条約）

アジア、太平洋地域では日本、韓国、オー

ストラリアの３国のみが批准している。

２ アロンドラ・レインボウ号ハイジャック事件の

発生

このような中で１９９９年１０月、当協会会員会社が

運航するアロンドラ・レインボウ号ハイジャック

事件が発生した。当協会は同船が消息を絶ったと

の連絡を受け、直ちに当協会理事長を本部長とす

る「行方不明船対策本部」を設置し、当協会会員

会社およびアジア船主フォーラム加盟船主協会に

対し、緊急連絡を行うとともに関連情報の提供を

要請する一方で、わが国政府関係機関に対しても

行方不明船の捜索および関連情報の収集に関して

協力要請を行い、情報収集に全力を挙げた。その

後１１月９日、同号の乗組員が無事にタイのプーケ

ット警察に保護されたことから、同号がハイジャ

ックされたことが明らかになったため、当協会は

１１月１１日、運輸大臣および海上保安庁長官宛にイ

ンドネシア等関係国政府に対し事件の徹底究明を

申し入れるなど、再発防止のための適切な措置を

取るよう要望した（資料７―４参照）。

一方、政府は海上保安庁が関係国の協力の下に

海空からの捜索を行うとともに、１１月１５日には河

野外務大臣からインドネシアのワヒド大統領に対

し、同国における海賊防止対策の徹底を要請した。

当協会では同事件の発生に鑑み、海賊防止対策

会議で検討を重ね、「保安計画策定の指針」に新

たに以下の２点を盛り込み、ハイジャック事件へ

の対応を強化した。

◯１ 船位の確認を含む船舶の動静をより緊密に把

握する手段を講じること。

◯２ 重大な事件が発生したと判断される場合は関

係当局に速やかに通報を行うこと。

また、１１月１７日に開催された定例理事会におい

て、今後の対策に万全を期すため理事会決議を採

択した。（資料７―５参照）

この間、アロンドラ・レインボウ号は各国政府

等の協力にもかかわらず行方不明となっていたが、

ICC（国際商業会議所）の下部組織である IMB（国

際海事局）のクアラルンプール海賊情報センター

から連絡を受けたインド海軍および沿岸警備隊が

１１月１４日に同号を発見し捕捉した。

このように本事件は、わが国政府の積極的な対

応と国際的な協力の下で被害船舶を早期に捕捉で

きたことから国際的にも関心を集めた。このよう

な状況の下でマニラで開催された ASEANサミッ

トおよび日・中・韓の首脳との会合において小渕

首相（当時）は海賊防止のための国際会議の開催を

呼び掛けた。また、当協会は１９９９年１１月２９日にジ

ャカルタで開催されたアジア船主フォーラム第６

回航行安全委員会において海賊防止のための国際

協力の必要性を訴えるとともに、会合翌日にはイ

ンドネシア政府の海運総局を訪ね、海賊対策の強

化を申し入れたほか、同号捜査等に協力のあった

関係５ヶ国に対し謝意を示すとともに事件の調査

および今後の協力を要請する政府の代表団に同行

するなど、政府と連携して海賊防止対策に努めた。

３ 海賊対策国際会議の開催

１９９９年１１月２８日にマニラで開催されたわが国と

ASEAN首脳との会談において、小渕首相（当時）

が東南アジア海域における海賊等の被害の防止の

ための国際会議の開催を提案し賛同を得たことか

ら、運輸省海上交通局外航課、海上保安庁が中心

となり開催に向け準備が進められた。

第一回目の準備会合として各国海上警備機関に

よる会議が３月７日から９日にかけてシンガポー

ルにおいて開催され、アジア１３ヶ国から海上警備

機関の代表が、取締り、捜査体制の強化や海賊事

件が発生した場合の捜索救助体制の強化等につい

て相互間の連携・協力の可能性について検討した。
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続いて、第２回目の準備会合が３月２８日から３０

日までの間、海運ビル２階の国際会議場で開催さ

れた。これは官民合同会議として位置付けられた

ことから、１５の国・地域から海事政策当局、およ

び船主団体、国際海事機関（IMO）、国際商業会

議所（ICC）など１２の内外の関係機関・団体が参加

し、海賊問題に関する各国の取り組みについての

共通の認識が取りまとめられた。当協会は当会議

開催のために全面的に協力するとともに、アジア

船主フォーラムの各船主協会に参加を呼び掛ける

など、積極的に会議に参画した。また、当協会の

生田会長は船主を代表して、トータルロジスティ

ックスの中核的役割を担い、世界の貿易・通商の

発展を支える海運産業において安全・安定輸送の

脅威となっている海賊被害を防止するために、

◯１ 見張りの強化など船主による自衛策の強化

◯２ 当局への通報の徹底など襲撃時の即応体制・

警備体制

◯３ 犯人検挙に向けた海陸警備機関の連携や国境

を越えた各国関係当局の協力など国際捜査体制

の確立

◯４ 海事事件多発地域での海上警備当局による共

同パトロールなど警備体制の協力

が必要であると述べ、これらの実現のため各国の

協力を呼び掛けた。

これらの準備会合のまとめとして、２０００年４月

２８日から３０日にかけて東京において海賊対策国際

会議が開催され、それぞれの準備会合で検討・合

意された対策が最終化され、「アジア海賊対策チ

ャレンジ２０００」、「東京アピール」および「モデル

アクションプラン」が採択された（資料７―６、

７―７、７―８参照）。これにより、船舶の航行と

乗組員の安全を確保するため、アジアの各国が力

を合わせて、犯罪の抑止のために官民一体となっ

て取組むことが合意された。

当協会は、海賊問題に対する社会の関心が深ま

っていることから、船舶に対する海賊および武装

強盗事件の実態その他関係機関の対策等に関する

情報を一般の方々に提供するため、当協会のホー

ムページの中に新たに“海賊 Information”のタイ

トルを付したページを設けた。この中で、海賊発

生の統計データや海賊事件防止のための IMOガ

イドラインを始め、東京で開催された海賊対策の

ための国際会議の結果を受けてまとめられた“東

京アピール”等を閲覧可能としたほか、国際海事

局クアラルンプール海賊情報センターが提供する

一週間毎の海賊事件の発生情報や日本財団が提供

する海賊情報に関するホームページへのリンクも

可能とし、関係者の便宜に供した。

２．日本関係船のハイジャック事件の概要

１９９８年９月に発生したテンユウ号事件（船協海運

年報１９９９参照）に続き、１９９９年にも当協会加盟会社

が運航する２隻のわが国関係船舶がハイジャックさ

れた。（資料７―９参照）

１ アロンドラ・レインボウ号事件

１９９９年１０月２２日、同号はインドネシア・スマト

ラ島のクアラ・タンジュン港から日本の三池港に

向け出港した。同日夜、拳銃・ナイフで武装した

海賊に襲撃され、日本人船長および機関長を含む

１７名の乗組員は拘束され、同号は積荷のアルミイ

ンゴット約７，０００トンとともにハイジャックされ

た。乗組員全員は１１月８日、タイのプーケット沖

を救命筏で漂流中のところを漁船に救助されたも

のの、船舶の行方は不明であったところ、１１月１３

日、インド南端海上を同号に似た船舶が北西に向

かい航行中との情報により、インドの沿岸警備隊

が捜索を開始した。翌１４日、同警備隊が船名、船

籍が書き換えられた同号を発見し、航空機、巡視

船による追跡および武力行使により１６日、同船を

停止させ犯人と思われる乗組員１５名を拘束した。

２ グローバルマーズ号事件

２０００年２月２２日インドネシアおよびマレーシア

でパーム油６千トンを積載しポートケランを出港

した同号はインドのハルディア港に向かう途上、

翌２３日、武装した海賊にハイジャックされた。そ
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の後、乗組員は３月１０日にミャンマーとの国境に

近いタイ沖で全員無事保護されたが、同号の消息

は不明のため、船舶の詳細等が各国警備機関等に

照会され捜索が行われていたところ、５月末に船

名、船籍が書き換えられた同号が中国南部で発見

された。

３．世界における海賊発生件数

国際商業会議所（ICC）の国際海事局（IMB）がマ

レーシアのクアラルンプールに開設している「地域

海賊防止センター」の１９９９年の年次報告（資料７―

１０参照）によれば、全世界での発生件数は未遂を含

め２８５件で、１９９８年より約４０％の増加となっている。

これは１９９１年の３倍であり、半数以上が停泊中に発

生している。乗組員の犠牲者数は、１９９８年の７８名に

対し１９９９年は３名と減少している。これは、１９９８年

においては東南アジアで発生したハイジャック事件

で多くの乗組員が殺害された事例（資料７―１０：表

６参照）が増えた一方、大規模な密輸事件が頻発す

る中国においてハイジャックされた船舶が数ヶ月後

に発見された際、乗組員が関係当局の取り調べを受

けても、結局は証拠不十分との理由で解放される場

合が多いことに対し、海運業界はじめ関係国からの

抗議が相次いだことから、中国政府が海賊犯に対し

て死刑を含め厳罰を課したことにより抑止効果が働

いたものと分析されている。しかし、銃およびナイ

フ等で武装した海賊は１０６件から１４８件と増加してお

り、凶悪化の傾向が続いている。

発生海域は２８５件のうち、約６割が東南アジアで

発生しており、中でもインドネシア海域における襲

撃は１９９８年の倍となる１１３件と突出している。

ハイジャック事件に関しては前年の１７件から８件

と減少したものの、日本関係船であるアロンドラ・

レインボウ号がハイジャックされ、一部の積荷とと

もに船舶と海賊の一味がインド当局により捕捉され

たことにより国際犯罪組織の存在が浮き彫りとなり、

内外で注目された。

４．IMOの対応

１９９９年５月に開催された第７１回海上安全委員会

（MSC７１）において、「海賊および武装強盗の捜査に

関する国際的なコード」策定のためのコレスポンデ

ィンググループの設置が合意され、その中間報告が

２０００年５月に開催されたMSC７２にて行われた。同

コードは次回MSC７３で最終化することを目標に引

続き英国を議長国とし、日本他各国で構成されるコ

レスポンディンググループが検討することとなった。

また、IMOが世界の海賊および武装強盗の多発地

域において実施している海賊対策地域セミナーは、

第一回目が１９９８年１０月ブラジルで開催され、１９９９年

２月シンガポール、１９９９年１０月ナイジェリアで開催

され２０００年３月のインドのムンバイで終了した。

〔資料７―４〕

２０００年１１月１１日

運輸大臣 二階 俊博殿

社団法人 日本船主協会

会 長 生田 正治

船舶の武装強盗事件について

外航海運企業の運航船舶の安全航行の確保に関しまし

ては、平素より格段の御配慮をいただき、誠に有り難う

ございます。

昨今は、東南アジア海域において、航行船舶の武装強

奪事件が頻発しており、しかもその態様が凶悪化する傾

向にあります。わが国海運企業におきましては、こうし

た事件に遭遇しないよう自衛策の強化に努めているとこ

ろでありますが、わが国政府におかれましても各国への

取締り強化等の働き掛け、および国際的な取り組み体制

の強化に取り組んでいただいているものと承知しており

ます。

こうした中で、今回、当協会会員会社が運航するアロ

ンドラ・レインボー号が、１０月２２日、インドネシアのス

マトラ島クアラ・タンジュン港を出港後消息を絶ち、そ

の安否が気遣われておりましたところ、同船は武装強盗

事件に遭遇したものの、幸い１１月９日に乗組員は無事に
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タイのプーケットで保護されたとの連絡が入った次第で

あります。

今回の事件の経緯に鑑みますと、この武装強盗事件は

インドネシアの領海内で発生した可能性が高いものと思

われますので、こうした事件の再発防止のためにもこの

事件の徹底的な究明を図ることが肝要であると考えます。

従いまして、インドネシア等関係国政府に対しまして

この点に関する申し入れを行うなど、適切な措置をお取

りいただくようお願い申し上げる次第であります。

以 上

〔資料７―５〕

平成１１年１１月１７日

社団法人 日本船主協会

理事会決議

船舶に対する海賊および武装強盗事件に関する

対策について

近年、東南アジア海域において、航行船舶の海賊およ

び武装強盗事件が頻発しており、その態様が凶悪化する

傾向にある。このため、日本船主協会としては、政府に

対して、関係各国への取り締まりの徹底の働きかけ、お

よび国際機関を通じた海賊事件への取り組み体制の構築

を要請するとともに、会員会社の運航する船舶について、

自らも海賊防止対策の強化に努めてきた。

このような努力にも拘わらず、このたび、当協会会員

会社の運航する船舶が、インドネシア周辺海域で武装強

盗に遭遇し消息不明となるに至った。幸い乗員は無事保

護され、昨日、船舶および積荷も発見されたとの連絡が

あった。

今回の事件を教訓としつつ、今後の対策に万全を期す

ため、当協会は、下記の事項について決議する。

記

１．海賊および武装強盗事件の防止のため、警戒を要す

る水域における周囲の見張り、船内各所の監視、賊の

侵入防止対策等の保安計画の一層の強化を図る。

２．船種、積載貨物、航行ルートおよび寄港地を勘案し、

警戒を要する水域を航行する場合にあっては、定時報

告の徹底を図るとともに、最新の通信技術の活用を含

め、船舶の動静状況に関する陸上との連絡の緊密化の

ための措置を講ずる。

３．海賊および武装強盗事件に遭遇した場合、または、

事件に遭遇した可能性のある状況となった場合は、関

係船社は、直ちに関係国の当局およびわが国政府なら

びに当協会に通報することの徹底を図る。

以 上

〔資料７―６〕

海賊対策国際会議

アジア海賊対策チャレンジ２０００（仮訳）

ブルネイ、カンボジア、中国、香港、インド、

インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、

ミャンマー、フィリピン、韓国、シンガポー

ル、タイ、ベトナムの海上警備機関責任者に

よる会合

（２０００年４月２７日～２９日、東京）

１．ブルネイ、カンボジア、中国、香港、インド、イン

ドネシア、日本、ラオス、韓国、マレーシア、ミャン

マー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム（以

下単に「参加国」と表記するが、右は参加地域を含む

ものとする。）の海賊及び海上武装強盗（以下「海賊

・海上武装強盗」という。）の取締り並びにその被害

者及び被害船舶を支援する任務を有する政府機関（以

下「海上警備機関」という。）の長又はその代理者か

ら構成されている代表団は、２０００年４月２７日から２９日

の間、東京で開催された標記会合に出席し、海賊・海

上武装強盗対策に関する国際協力・連携の必要性と可

能性について議論した。同会合は、極めて友好的な雰

囲気の中で行われた。

２．同会合において、各参加国海上警備機関は、海賊・

海上武装強盗問題の傾向を分析・検討し、この問題が

同海域における船舶の安全航行にとって大きな脅威と

なっているとの認識で一致するとともに、その有効対

策を確保するため、可能な限り相互協力・連携を推進

・強化していくとの意図を表明した。なお、これら将
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来的に可能となる連携を含む適切な対処措置は、それ

ら参加国の国内法制、関係条約に則り、かつ当該連携

を維持するために十分な資源が利用可能である場合に

限り、実施できることであることは言うまでもない。

３．このため、各参加国海上警備機関は、３月７日から

９日の間シンガポールで開催された海上警備機関部長

級準備会合において作成された２４時間機能する「海賊

・海上武装強盗対策情報連絡窓口リスト」を利用して、

以下に掲げる事項を含む海賊・海上武装強盗関連情報

の交換を関係する参加国の海上警備機関間で迅速に行

うとの意図を表明した。

．１ 発生情報（蓋然性のある段階にある場合を含む。）

発生日時・位置、船名、船舶の特徴、被害船舶・

者の被害状況

．２ 継続報告

襲撃方法、人数、保有武器、概要等海賊・海上武

装強盗の詳細情報

．３ 事件処置報告

捜査、訴追、処罰等に関する事件処理情報

．４ その他関連情報

４．参加行政府の海上警備機関は、「官、民全ての海事

関係者による海賊及び船舶に対する武装強盗対策に関

する国際会議」（２０００年３月２８日から３０日、東京）で

承認された「東京アピール」及びその中に示してある

海賊及び船舶に対する武装強盗を予防及び鎮圧するた

め海事政策関係者及び他の関係機関によりなされた決

意を歓迎する。「東京アピール」においては、色々な

重要な事項が挙げられているが、その中のひとつは、

沿岸国�寄港国への襲撃された際及び襲撃されたあと

の迅速な通報に関することである。参加行政府の海上

警備機関は、そのような迅速な通報であれば、海上警

備機関が時期を失することなく必要な対応をとること

ができ、かつそれら通報のデータを分析することによ

り、効果的な対策がとれるということを認識し、上記

国際会議で作成された「事件発生時における通報及び

発生後の通報の受領先リスト」を高く評価する。

５．さらに、各参加国海上警備機関は、最近頻発してい

る、アンナ・シエラ号事件、ペトロ・レンジャー号事

件、テンユウ号事件、アロンドラ・レインボー号事件

等の海賊・海上武装強盗が、国際シンジケートと関わ

っていると思われること、そのため、兇悪化、かつ、

一参加国の機関の管轄を越えた範囲にその活動が行わ

れていると考えられることにかんがみ、以下の５．１か

ら５．６を含む本分野に係る協力・連携を強化していく

こと、及びそのうち、可能かつ適当な場合には、今後、

直ちに協力可能な分野から迅速かつ効果的な協力・連

携を開始する必要があるとの見解を共有した。

．１ 海賊・海上武装強盗取締り強化

各参加国のそれぞれの海上警備機関は、海賊・海

上武装強盗に対する取締りを強化する。

．２ 海賊・海上武装強盗の発生情報（蓋然性のある段

階にある場合を含む。）を受けた際の措置

．２．１ 被害船舶・者の支援措置

各参加国海上警備機関は、海賊・海上武装強盗

の発生情報を入手した場合には、直ちに被害船舶

・者に対し可能な支援を与えるための措置をとる。

．２．２ 停船及びだ捕措置

各参加国海上警備機関は、被襲撃船舶又は海賊

・海上武装強盗供用船舶が発見された場合には、

当該船舶等の停船措置及び拿捕を行うため、可能

かつ適切な措置をとる。

．２．３ 連携措置

５．２．１又は５．２．２の措置をとるに際しては、３の

連絡窓口を利用して関連情報を関係する他の参加

国の海上警備機関、とくに、当該事件又は当該容

疑者に関係する他の参加国の海上警備機関へ通報

し、連携行動の可能性につき検討するとともに、

実施可能な場合には、当該海上警備機関と連携し

て措置をとることができよう。

．３ 停船及び拿捕後の措置

参加国の海上警備機関は、公海その他のいずれの

国の管轄権にも服さない場所において容疑者を確保

し又は海賊・海上強盗に供用された船舶を確保した

場合は、外交ルートを通じ、その取り扱いについて

関係参加国、とくに、当該事件又は当該容疑者に関

係する他の参加国の海上警備機関と協議することが
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できよう。

．４ 捜査共助

参加国の海上警備機関は、必要に応じ、外交ルー

トにより捜査共助の要請を行う。捜査共助の要請を

受けた参加国の海上警備機関は、当該要請に応じる

よう最大限の努力を払う。

．５ 連携活動の推進

各参加国の海上警備機関は、連携活動の有効性を

テイクノートし、将来そのような協力を探求する可

能性について適切な会議において検討されるであろ

うことにつき見解を共有した。

．６ 技術協力

参加行政府の海上警備機関は、本分野における各

行政府及びその各海上警備機関の個々の能力を向上

させる必要性を認識し、次のことに関する技術援助

を要請する海上警備機関に対し支援を行う可能性を

探求しようとする日本の意思をテイク・ノートした

６．１ 人員を訓練すること

６．２ 関係する技術、資材及び施設を利用すること

ができるよう確保すること

６．各参加国海上警備機関は、本会合のフォロー・アッ

プを含む各国海上警備機関間のさらなる協力・連携を

推進するため、専門家による会合を開催すべきであり、

その日程、場所等の詳細は外交ルートで調整すべきで

あるとの見解を共有した。

７．各参加国海上警備機関は、適当な場合には、海上取

締り活動の不要な重複は避けられるのが望ましく、参

加国の関係当局により、アジア海賊対策チャレンジ

２０００に係る事項を海上における薬物及び銃器の密輸・

密航の取締り活動に利用することの可能性について検

討されることが適当であるとの見解を共有した。

〔資料７―７〕

海賊対策国際会議

海事政策当局等による準備会合

（２０００年３月２８日～３０日、東京）

東京アピール

今次会合に参加した各国及び地域（以下、単に「各国」

と標記するが、地域を含むものとする。）の政府機関、

船会社その他の参加者は、

・海賊及び船舶に対する武装強盗事件の発生件数が、こ

こ数年増加傾向にあり、特に東南アジア海域においてハ

イジャック事件のような凶悪かつ組織的事件が発生して

いることを深く懸念し、

・また、かかる状況が、乗組員の人命及び船舶の運航の

安全確保上極めて大きな脅威となり、アジア地域全体で

真剣に取り組むべき問題となっていることを認識し、

・１９９９年５月にMSC（海上安全委員会）で採択された

IMO（国際海事機関）の勧告（MSC�Circ．６２２�Rev．１

及びMSC�Circ．６２３�Rev．１）の実施を目指し、その中

で旗国の役割と責任を認識しつつ、

・海賊及び船舶に対する武装強盗対策をとるに当たって

は、まず、海賊及び船舶に対する武装強盗事件の実態を

正確に把握することが必要であることを確認し、

・自国の内水又は領海で海賊及び船舶に対する武装強盗

が発生した国（以下「沿岸国�寄港国」という。）によ

る迅速、的確な海賊及び船舶に対する武装強盗事件の取

締りのためには、被害が発生した場合にその事実を直ち

に関係当局に通報することが不可欠であることを考慮し、

・また、被害にあった船舶の中には、予防措置が不備な

ものもあり、船側の対策のさらなる徹底を求めていく必

要があることを考慮し、海賊及び船舶に対する武装強盗

を防止するためには船会社自身の自覚と取組みが基本で

あることをあらためて認識するとともに、

・被害を被っている船舶の旗国及びその他の実質的利害

関係国の海事政策当局における海賊及び船舶に対する武

装強盗対策の取り組みの根幹をなすのは、自国の船会社

（が所有し、又は運航する船舶）が事件の通報を含む適

切な海賊及び船舶に対する武装強盗対策をとるよう指導、

監督し、及び環境を整備することであることを認識し、

・他方、沿岸国�寄港国のとるべき措置は、海賊及び船

舶に対する武装強盗事件の予防及び取締り並びに事件が

発生した場合における人命等の救助及び犯罪の捜査であ

ることを認識し、
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・近年の船舶に対する武装強盗のほとんどはいずれかの

国の内水又は領海で発生しており、その領海内等で事件

の発生している沿岸国�寄港国による取締りの強化がま

ず何よりも必要であることを強調し、

・港内又は港の付近で停泊中又は漂泊中の船舶が被害を

受けるケースが多く、港内又は港の付近における船側の

警戒の強化とともに、当該領域を管轄する当局による対

策の強化が必要であることを考慮し、

・他方、関係機関の取組みが互いに連携、協力すること

なしには真に有効な対応となり得ず、また、海賊及び船

舶に対する武装強盗事件が、他の船舶関連の事件と同様、

船舶の旗国及びその他の実質的利害関係国並びに事件の

発生海域の沿岸国、船舶の寄港国等、関係国が多数に及

ぶものであることを認識し、

・近年、国際シンジケートによるハイジャックのような

凶悪事件が増え、複数の国にまたがるような事態が増加

してきていることにより、関係国による地域ぐるみの連

携、協力体制の強化の要請が益々高まってきていること

に留意し、

・これに対処するための法的枠組みとしては、IMOの

下で策定された１９８８年ローマ条約が有効と考えられるこ

とを強調し、

・そして、海賊及び船舶に対する武装強盗問題は、関係

機関、ないし船舶の旗国及びその他の実質的利害関係国

や沿岸国�寄港国がそれぞれの立場で単独で対応して解

決できる問題ではなく、それぞれの立場を超えて相互に

連携、協力してはじめて有効な対応が講じられるもので

あることを確認し、

以上より、

１．海賊及び船舶に対する武装強盗対策のため、互いに

協力しつつ、可能な限りあらゆる対策を講じていくと

の固い決意をあらためて表明する。

２．これらを踏まえ、以下を主な要素として、それぞれ

アクション・プランを作成し、速やかに適切な措置を

講ずる。

１ ハイジャック等、凶悪かつ組織的な事件を念頭に

置いた船側の自主警備策（位置通報システム技術の

導入等）の実施及び強化

２ 事件発生時に沿岸国�寄港国が迅速・的確な措置

をとれるよう、被害を受けた船舶から沿岸国�寄港

国の関係当局への報告を徹底させるための環境の整

備

３ 被疑者の的確な訴追を遂行するための沿岸国�寄

港国による法的枠組の整備

４ 関係機関が一体となって的確かつ機動的な対応を

とるための体制の構築

５ 国際的な情報連絡、連携を促進するべく、従来か

らの外交ルートを通じた情報連絡とともに、専門的

知見を有する各国の関係機関が、相互間の情報連絡

窓口を設定しこれを活用することにより、総合的な

情報ネットワークを形成

６ 船舶の自主警備策の強化や、関係機関による行方

不明船舶の早期発見に資するべく、海賊及び船舶に

対する武装強盗事件に係るデータを共有・活用

〔資料７―８〕

海賊対策国際会議

（２０００年４月２７日～４月２８日、東京）

海事政策当局及び民間海事関係者による

海賊対策モデルアクションプラン

１．自主警備策の充実

位置通報システム技術の導入、護身装備の充実の検討

〈目 的〉

海賊及び船舶に対する窃盗・強盗による危険から、人

命及び船舶の航行の安全を守り、被害を最小化するため

に、旗国及び実質的な利害関係国は、船舶のとるべき自

主警備策を体系的に整備した「自主保安計画」を策定、

実施するよう船会社に徹底を図る。特に、旗国及び実質

的な利害関係国は、最近のハイジャック事件のような凶

悪かつ組織的な事件を念頭に入れて船会社が新たな自主

警備策を策定、実施するよう促すこととする。

〈取るべき具体的アクション〉

１ IMO�MSC回章６２３に従った「自主保安計画」の策

定 船会社は、海賊対策として船側がとるべき侵入防

７．海上安全と環境保護

134 船協海運年報２０００



止対策及び被害の最小化方策、関係当局への通報、教

育訓練等の事項を盛り込んだ「自主保安計画」の策定

及び乗員への周知を確実なものとすること。

自主保安計画には、下記２～４を踏まえつつ、ハイジ

ャック等の凶悪かつ組織的事件を念頭に置いた対策の

強化、また、事件の多くが船舶の錨泊ないし停泊中に

発生していることから、荷役作業時における不審者の

チェック等、港内停泊中及び出港前後（特に夜間）に

おける保安対策の強化も盛り込むこと

２ 船内における警戒監視の強化

船会社は、ハイジャック等の凶悪かつ組織的事件に対

抗するため、海賊侵入警報装置等のハイテク機器の導

入を図り、海賊に対する警戒監視を強化すること。

３ 船舶の動静把握の強化

船会社は、海賊事件発生の際、特にハイジャック事件

が発生して船舶からの通報ができない場合でも、いち

早く異常を察知できるよう、船舶の動静を把握するた

めの手段を講じること。

その際、船舶が海賊多発海域内にある間は、通常行っ

ている船舶から関係船会社への報告をより緊密に行う

とともに、賊の襲撃等の緊急時に、自動的に関係船会

社に通報できる最新のハイテク機器の導入をはかるこ

とを検討すること。

４ 非殺傷性の護身装備の使用

船会社は、ハイジャック等の凶悪事件に対応するため、

個々のケースにおける賊からの報復措置等の危険性も

あわせて考慮しつつ、非殺傷性の護身装備の導入を検

討すること。

２．当局に対する報告

〈目 的〉

IMO�MSC回章６２２及び６２３に従い、海賊及び船舶に

対する窃盗・強盗が発生した場合に沿岸国�寄港国の当

局が迅速・的確な措置をとることが可能になるよう、被

害船舶から沿岸国�寄港国の海上警備機関へ事件の報告

が確実に行われるような環境を整備する。

〈取るべき具体的アクション〉

１ IMO�MSC回章６２３に従って船側のとるべき対策

［緊急通報］

◯１ 船舶は、海賊及び船舶に対する窃盗・強盗に遭遇

した場合は、直ちに RCCを通じて沿岸国�寄港国

の海上警備機関に通報することを徹底すること。

◯２ 船舶の所有者及び実質所有者、適切であれば運航

者は、海賊問題解決のためには、当局への通報が不

可欠であることを十分に認識し、自社の船舶に対し、

海賊事件に遭遇した場合の沿岸国�寄港国の海上警

備機関への通報の励行について指導を徹底するとと

もに、この会議において作成された、事件発生時の

沿岸国�寄港国への緊急通報先リストを配布するこ

と。

◯３ 船舶の所有者及び実質所有者、適切であれば運航

者は、自社の船舶が海賊及び船舶に対する窃盗・強

盗に遭遇し、船舶からその旨の連絡を受けた場合は、

当該船舶より海上警備機関に通報が行われているか

直ちに確認の上、未だ通報が行われていない場合に

は速やかに海上警備機関に通報するよう船長を指導

すること。

また、船舶が通信を行ういとまもなく賊が船内を

制圧するハイジャック事件のような凶悪かつ組織的

な事件においては、陸上側で船舶の異常を察知して

通報を行うことが、関係当局が事件の端緒を得る唯

一の手段となる場合のあることに十分留意し、船舶

の所有者、実質所有者のほか、運航者も含めたあら

ゆる関係船会社は、異常を察知した場合、直ちに沿

岸国�寄港国の海上警備機関に通報するとともに、

旗国及び実質的な利害関係国の海事政策当局に報告

すること。特にハイジャックの場合には、運航者の

役割が無視できない。

［詳細報告］

◯４ 船舶所有者及び実質所有者、適切であれば運航者

は、IMO�MSC回章６２３に従って、沿岸国�寄港国

あるいは最寄りの沿岸国の海上警備機関とともに、

旗国及び実質的利害関係国の海事政策当局に対して、

可及的速やかに詳細な事件報告を提出すること。

２ IMO�MSC回章６２２に従って、旗国及び実質的な利

害関係国の海事政策当局がとるべき対策
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◯１ 旗国及び実質的な利害関係国の海事政策当局は、

各国から提出された通報先リストに基づいてこの会

議で取りまとめられる緊急通報先リスト一覧を自国

の船会社へ配布するとともに、海賊関連情報を提供

するよう努めること。また、自国の船会社に対し、

海賊問題解決のためには関係当局へ直ちに通報する

ことが不可欠であることを十分に周知啓蒙すること。

◯２ 旗国及び実質的な利害関係国の海事政策当局は、

自国の関係船会社から受けた通報等の情報を今後の

海賊対策の策定に生かすよう努めること。

３．各国政府内部の諸機関間の連携

〈目 的〉

各国が、自国の海賊対策担当機関相互の緊密な連絡体

制を整備し、関係機関が一体となって有効な海賊対策を

策定、実施する体制、特にハイジャック等緊急事件発生

時に関係機関が一体となって速やかに的確かつ機能的な

対応をとることができるような体制の構築を図る。

〈とるべき具体的アクション〉

１ 各国は、自国の海賊対策担当組織が相互に連絡・協

力して海賊防止対策を策定、実施していく体制を整備

し、海賊事件発生の通報を受けた際には関係機関全て

に速やかに情報が行き渡り、総合的かつ機動的な対応

がとれるようにすること。また、既に情報連絡、相互

提携体制を定めている国にあっても、かかる観点から

体制の見直し及び改善を図ること。

２ この際、政府機関のみならず、それが適切ならば、

関係民間団体等も含めた関係者による連絡会議の設置

の方策の有効性も積極的に考慮すること。

４．国際的な情報連絡網の確立

〈目 的〉

従来の外交ルートに加えて、専門的知見を有する関係

機関が各々の情報連絡窓口を設定・活用することにより、

各国の関係機関を結ぶ国際的な情報連絡網を確立する。

〈取るべき具体的アクション〉

１ 海賊問題に関し、各国の海事政策当局は情報連絡窓

口を各々一元化すること。

２ 海事政策当局の情報連絡窓口については、直通外線

電話、直通 FAXを準備するとともに、可能であれば

E�mailアドレスを準備し、各国へ通知すること。

３ ハイジャック等の緊急かつ重大な事件発生の報告を

受けた各国の海事政策当局は、事件に関する情報連絡

を行うべく上記の情報連絡ネットワークを活用するこ

と。また、その際、ICC（国際商業会議所）の IMB（国

際海事局）とも情報の交換、協力を図ること。

４ 各国の海事政策当局は自国の海上警備機関に対し１

～３と同様の措置を取るよう要請すること。

５ IMO�MSCの回章６２２に従い、各国の海事政策当局

は、IMO又は沿岸国�寄港国の海事政策当局を通し

て、必要に応じ、沿岸国�寄港国が取った措置につい

ての情報収集を行い、船舶の所有者及び実質所有者、

適切な場合には運航者に右伝達すること。

６ 通常時より、各国の海事政策当局間において、海賊

及び船舶に対する窃盗・強盗の防止に資する情報の交

換を密接に行うこと。

５．情報の分析

〈目 的〉

海賊及び船舶に対する窃盗・強盗に的確に対応するた

めには、まず第一にその実態を正確に把握する必要があ

る。各国が保有する海賊及び船舶に対する武装強盗に関

するデータを IMO、ICCの協力を得て整理・集約し分

析することにより、被害が多発している海域・港湾、事

件の形態（被害船舶の船種、賊の侵入方法、発生時間帯

等）等の傾向を的確に把握する。これらの分析結果は、

船舶の自主警備策の強化、海上警備機関による取締りの

強化に資するものとなる。

〈取るべき具体的アクション〉

１ データの集約・分析、活用のためにも、沿岸国�寄

港国の海事政策当局は海賊及び船舶に対する窃盗・強

盗の発生を認知した場合は、IMO�MSCの回章６２２に

従い、確実に IMOへ報告すること。

２ 各国の海事政策当局は、IMO及び ICCが公表する

海賊等に関する年次報告、四半期報告等の各種統計資

料における分析結果を自国の船会社に周知しつつ、当
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該分析結果を参考として、自国の船会社に対して被害

多発海域・港湾における自主警備策の充実・強化を指

導するとともに、自国の管轄海域内で被害が多発して

いる場合は、自国の海上警備機関に対して当該海域の

パトロール強化を要請すること。

３ シージャックされ、船舶証書が偽造されたまま行方

不明となっているようなケースについては、当該船舶

の早期発見にポートステートコントロール（PSC）の

機会を活用することが有効であると考えられるところ、

各国の海事政策当局は自国の PSC当局に対して、検

査官が不正の疑いがある証書を見つけた時には直ちに

海上警備機関など自国の関係当局に連絡するよう要請

すること。

〔資料７―９〕

○テンユウ号事件

〔船舶明細〕

船 名：TENYU（以下、Ｔ号）

船 籍：パナマ

船 種：貨物船（General Cargo）

総 ト ン 数：２，６６０

純 ト ン 数：１，５０２

載貨重量トン：４，２４０

乗 組 員：１４名（韓国人２名、中国人１２名）

積 荷：アルミインゴット約３，０００トン

〔事件の経緯〕

・１９９８年９月２７日

Ｔ号はアルミインゴット約３，０００トン（３億５千万

円相当）を積載してインドネシア・スマトラ島クアラ

タンジュンを、韓国・仁川に向け出港

同号は、出港報告を打電後、通常の航海時に毎日正

午に行う位置報告を一度も行わないまま、連絡をとれ

なくなり行方不明となった。

・１０月２日および１６日

船主からの要請により、国際商工会議所国際海事局

（IMB）が港湾管理局、税関、貿易会社等に対し、Ｔ

号に関する情報提供を求める特別警報を発出

・１２月２１日

中国・江蘇省・張家（Zhang Jiagang）港で、Sanei

１号と称するＴ号と思われる船舶を発見。同船は偽造

書類により船名を変えホンジュラス籍船としてインド

ネシア人１６名により運航されていた。

Ｔ号の元の乗組員１５名（韓国人２名、中国人１３名）

の消息は依然不明であるが殺害されたものと見られて

いる。同号のハイジャックに係わったと見られる１６人

のインドネシア人の内の一人が、４年前に起きた Anna

Sierra号ハイジャック事件に係わっていたことが判明

した。中国当局は「完璧な捜査を行ったが同号の１６名

がハイジャックに係わったとする証拠は何もなかっ

た」とし、彼らを釈放した。

○アロンドラ・レインボウ号事件

〔船舶明細〕

船 名：Alondra Rainbow（以下、Ａ号）

船 籍：パナマ

船 種：貨物船

総 ト ン 数：７，７６２

乗 組 員：１７名（日本人２名、フィリピン人１５名）

積 荷：アルミインゴット約７，０００トン

〔事件の経緯〕

・１９９９年１０月２２日

２０時１０分（現地時間）Ａ号はインドネシア・スマト

ラ島のクアラタンジュン港を日本の三池港に向け出港。

２２時３０分頃、拳銃、ナイフ等で武装した賊により襲撃

され、全乗組員を拘束した。

・１０月２３日

午前２時頃、別の貨物船がＡ号に横付けし、賊は操

船を別のグループに交代させた。同号乗組員全員が同

号から当該貨物船に移されて、手を縛られた上、目隠

しをされたまま、船室に閉じ込められた。

・１０月２７日

船社より日本の運輸省に「情報がとれなくなった」

旨、第一報が入る。（IMBには前日に第一報あり）

・１０月２９日
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表１：発生件数の推移

１９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７１９９８１９９９

発 生 件 数 １０７ １０６ １０３ ９０ １８８ ２２８ ２４７ ２０２ ２８５

Ａ号から別の貨物船に移されて６日後、未明にＡ号

乗組員全員が救命筏に乗せられて海上に置き去りにさ

れた。

・１１月８日

１０日あまりの漂流の後、午後３時頃タイ・プーケッ

トの南約８０海里の海上において漂流中のＡ号乗組員は、

タイの漁船に救助された。

・１１月１３日

インド南端海上でＡ号によく似た船舶が北西に向か

い航行しているのを付近航行中のタンカーが目撃した

との情報がインドの沿岸警備隊に寄せられ、同警備隊

は当該船舶の捜索を開始した。

・１１月１４日

同警備隊が当該船舶を発見。船名をメガ・ラマとな

っていたが、船の形状がＡ号に酷似しているのを確認

した。

・１１月１５日

同警備隊が同船に対して交信を試みたが、応答がな

いため、巡視船、航空機で追跡を開始。同船は、巡視

船からの威嚇射撃にも停船せず、インド南部西岸ケラ

ラ沖を北西方向に引続き航行。

・１１月１６日

同警備隊および海軍は、インド・ゴアの西方約２７０

海里の海上で同船を停船させ、犯人の一味と思われる

乗組員１５名全員を拘束した。

現在も容疑者とみられる乗組員全員が拘束され、イ

ンド警備当局による捜査が続けられている。

○グローバルマーズ号事件

〔船舶明細〕

船 名：Global Mars（以下、Ｇ号）

船 籍：パナマ

総 ト ン 数：３，７２９

船 種：ケミカルタンカー

乗 組 員：１７名（韓国人７名、ミャンマー人１０名）

積 荷：パームオイル約６，０００トン

〔事件の経緯〕

・２０００年２月２２日

ベラワン（インドネシア）で４，０００トン、ポートケ

ラン（マレーシア）で２，０００トンのパームオイルを満

載してハルディア（インド）向けポートケラン港を出港

・２月２３日

２３時過ぎ、タイのプーケット沖において、銃および

ナイフで武装した海賊が船橋および船長の居室等に侵

入し、乗組員は手錠を掛けられ拘束された。

・２月２４日

Ｇ号乗組員は、Ｇ号に横付けした漁船に移された。

・３月７日

Ｇ号乗組員は、さらに横付けした別のエンジン付き

の小型ボートに移され、解放された。

・３月１０日

乗組員は自力でタイのスリン島に到着し、その後警

察に無事保護された。

タイのプーケット沖において２月２３日の定時連絡を

最後に消息を絶ったことから、海上保安庁および運輸

省は関係国等に捜索・情報収集の依頼した。

その後、６月２日付けの Lloyd’s ListにＧ号らしき船

舶が中国南部で発見されたとの未確認情報が掲載され、

中国当局による調査の結果Ｇ号であることが確認され

た。Ｇ号は積荷２，５００トンを残しており、船名をブラ

ワン、船籍をホンジュラスに変え、乗船していたフィ

リピン人１１名とミャンマー人９人が当局により取り調

べのため拘束された。

〔資料７―１０〕

IMB（国際商業会議所、国際海事局）による統計

（１９９１年～１９９９年）

１ 発生件数の推移（表１）

１９９０年代の前半は減少傾向を示したが、１９９５年以後

は増加している。
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表２：発生地域

１９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７１９９８１９９９

東南アジア ８８ ６３ １６ ３８ ７１ １２４ ９２ ８９ １５８

極 東 １４ ７ ６９ ３２ ４７ １７ １９ １０ ８

印度亜大陸 ５ ３ ３ ２４ ２６ ４０ ２３ ４５

南北アメリカ ５ １１ ２１ ３１ ３６ ３５ ２４

ア フ リ カ ７ ６ ２１ ２５ ４６ ４２ ４９

そ の 他 ５ ３１ ３ ４ ５ １４ ３ １

年 間 計 １０７ １０６ １０３ ９０ １８８ ２２８ ２４７ １９２ ２８５

表３：襲撃時の船の状態

地 域 着岸中 錨泊中 航行中 不 明

東南アジア ８ ６９ ４６ １

極 東 １ ３ １

印度亜大陸 １ ３８

ア メ リ カ １０ １１ ２ １

ア デ ン 湾 ５

ア フ リ カ ６ １７ ７ １

そ の 他 １

合 計 ２７ １３８ ６１ ３

表４：襲撃の種類の推移

襲撃の種類 １９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７１９９８１９９９

侵 入 未 遂 ４ １８ ３３ ２２ ２７ ３６ １８ ２５ ４５

発 砲 ６ １６ ９ ６ ２４ １１ １１

侵 入 １０１ ８０ ３６ ５４ １２９ １８０ １７４ １４５ ２１７

ハイジャック １ １ ５ １２ ５ １７ １７ ８

抑 留 ８ ６ １１ ８ ４ １

不 明 １ １ １０ ３ １ ６ ３

合 計 １０７ １０６ １０３ ９０ １８８ ２２８ ２４７ ２０２ ２８５

表５：武装状況の変化

武 器 １９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７１９９８１９９９

武器を持たず ５９ ５５ ２８ ４６ ９７ １１７ １ ２ １

銃 の 所 持 １ １８ ２９ １７ ３９ ３２ ７１ ４８ ５３

ナイフを所持 ３ ７ １３ ９ ２３ ３１ ４０ ７９

その他の武器 ４２ ２９ ２ ６ ３４ ５４ ２４ １８ １６

不 明 ５ ３５ ８ ９ ２ １２０ ９４ １３６

合 計 １０７ １０６ １０３ ９０ １８８ ２２８ ２４７ ２０２ ２８５

表６：乗組員に対する暴行

１９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７１９９８１９９９

人 質 ３３ １８ ６ １１ ３２０ １９３ ４１９ ２４４ ４０８

脅 迫 ３ ９ １ ８ ５９ ５６ １１９ ６８ ２０

暴 行 ２ １２ ４ ２ ９ ２３ ５８ ２３

傷 害 ４ １６ ３ １０ ３ ９ ３１ ３７ ２４

殺 害 ３ ２６ ２６ ５１ ７８ ３

行 方 不 明 ２

合 計 ４２ ５８ １４ ２９ ４１０ ２９３ ６４３ ４８５ ４８０

７・３ 船舶の安全運航対策

７・３・１ 海上人命安全条約等の改正

１．SOLAS条約１９９９年改正

１９９９年５月に開催された IMO第７１回海上安全委

員会（MSC）において、照射済核燃料運搬船の構造

・設備基準等に関する「照射済核燃料等の国際海上

安全輸送規則（INFコード）」および同コードを強制

化するための SOLAS条約第
章の改正案が採択さ

れた。本改正案は２００１年１月１日に発効することと

なる。

２ 発生地域（表２）

南アジアが圧倒的に多く、中でもインドネシア、マ

レーシアで多発している。

３ 襲撃時の船の状態（表３）

航行中の船舶が襲われるケースが多いのは、アジア

地域とアデン湾である。

４ 襲撃の種類の推移（表４）

船舶に乗り込んだり、ハイジャックが依然として多

い。

５ 武装状況の変化（表５）

銃やナイフで武装した海賊が増加している。

６ 乗組員に対する暴行（表６）

表中、１９９８年に殺された７８名は、フィリピン地域が

２５名、南シナ海２３名となっている。
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２．SOLAS条約第�－２章（防火、火災探知、消火）

の全面改正について

IMO防火小委員会（FP）では、度重なる追加改正

により複雑化した規則を整理するとともに、機能要

件に基づく設計・措置の承認基準を明示し新しい消

防技術の導入を容易にすることを目的に、SOLAS条

約第�－２章（防火、火災探知、消火）の改正を検

討しており、２０００年２月、改正案を取りまとめた。

本案は同年１１月開催のMSCで採択され、２００２年７

月１日に発効する予定である。

新第�－２章案は、規則の内容およびグレードは

変更せず、規則を分かり易いように書き換え�並び

替えることを総合見直しの基本方針（資料７－１１参

照）として、新技術や新設計にも対応できるよう船

舶の火災安全および防火の基本要件を明らかに示し、

各規則が求める要件の骨子を規則毎に掲げるととも

に、新技術および新設計の防火機能の同等性評価方

法が新たに定められた。また、同時に検討されてき

た規則の改正案も合意されたものは盛り込まれると

ともに、防火装置・設備の技術基準に関わる要件に

ついては新設した FSSコード（Fire Safety System

Code）へ移行された。

新第�－２章は原則的に２００２年７月１日以降の新

造船に適用されるが、次の要件は現存船にも適用さ

れる。

１）以下の新設要件

・Ａ類機関区域の固定式局所用消火装置の設置

（２，０００GT以上の現存旅客船が対象）

・深油鍋調理器具用の消火装置等の設置（同日以

降に新規設置された深油鍋調理器具が対象）

・非常脱出用呼吸具の備付け

２）保守計画書、訓練手引書、火災安全操作ブッ

クレットの備付け

３）タンカーのポンプルームに求められる規則の

一部

３．SOLAS条約第�章（航行の安全）の全面改正

について

航行設備の設置基準、航海の安全に関する措置等

が規定されている SOLAS条約第�章の全面見直し

については、第３８回航行安全小委員会（NAV３８�

１９９３年）以来審議されてきたが、２０００年５月に開催

された第７２回海上安全委員会（MSC７２）において

改正案が承認された。同章は２０００年１１月に開催され

るMSC７３において一部未承認事項を審議し採択さ

れることとなっており、発効は２００２年７月１日の予

定となっている。

本改正の特徴は、航行設備の設置基準の機能要件

化であるが、その他、現行強制設備の設置基準の見

直しおよび新規航行設備の追加等も考慮に入れ検討

〔資料７―１１〕 SOLAS条約第�－２章の再編成

現行�―２章

Ａ部：総則
適用、目的、定義の他、装置の仕
様要件、機関区域に対する要件等

Ｂ部：旅客船の火災安全

Ｃ部：貨物船の火災安全

Ｄ部：タンカーの火災安全

新�―２章・FSSコード

Ａ部：総則（適用、目的、定義）

Ｂ部：火災及び爆発の防止
Ｃ部：火災及び爆発の抑制
Ｄ部：脱出
Ｅ部：操作要件

Ｆ部：代替設計及び措置

Ｇ部：特別要件

FSSコード
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がなされた。

NAV４５およびMSC７２での主な審議結果は次のと

おりである。

１）適用（第１規則）

SOLAS条約第�章は基本的に内航、外航およ

び船種を問わず全ての船舶に適用されるが、軍

艦に加え、軍支援船、非商業活動に従事する政府

所有船は基本的に適用除外とされた他、漁船へ

の適用も主管庁裁量とされることが合意された。

２）航行システムおよび設備の承認及び検査（第

１８規則）

本条約により強制化されている設備を搭載し

ている船舶が任意に同じ設備を搭載する場合に

は、その設備についても IMOで決定された性

能基準を満足しなければならないことが決定さ

れた。また、性能基準を IMOが採択した期日

以前に搭載した場合の免除規定において、電子

海図（ECDIS）のみが適用除外とされていたが、

今後、性能基準が改正される度に新規設置、改造

が必要と解釈されることがないよう修文された。

３）船上航行システムおよび設備の搭載要件（第

１９規則）

航行設備の設置義務は、原則的に新造船に適

用されるが、全地球測位システム（GPS）およ

び船舶自動識別装置（AIS）については現存船

にも適用される。GPSについては全船舶を対

象として改正第�章発効後の最初の検査までに

設置することが合意された。

また AISは各船種および大きさ毎に以下の

とおり段階的に現存船に適用することとされた。

なお、適用対象船は、国際航海に従事する３００

GT以上の全船舶および国際航海に従事しない

５００GT以上の貨物船およびすべての旅客船と

された。

．１ ２００２．７．１以降の新造船

．２ ２００２．７．１以前に建造された国際航海に従

事する船舶は、

．２．１ 旅客船については２００３．７．１まで

．２．２ タンカーについては、２００３．７．１以降の最

初の［安全設備証書の検査時まで］（次回

MSC７３にて、安全設備証書の検査時が具

体的にいつを指すのか審議される予定）

．２．３ タンカー・旅客船を除く５０，０００GT以上の

船舶は、２００４．７．１まで

．２．４ タンカー・旅客船を除く、１０，０００GT以上

５０，０００GT未満の船舶は、２００５．７．１まで

．２．５ タンカー・旅客船を除く、３，０００GT以上

１０，０００GT未満の船舶は、２００６．７．１まで

．２．６ タンカー・旅客船を除く、３００GT以上３，０００

GT未満の船舶は、２００７．７．１まで

．３ ２００２．７．１以前に建造された国際航海に従

事しない船舶は、２００８．７．１まで

．４ 主管庁は船舶が第１項で規定された施行日

以後２年以内に業務を恒久的に終了する場

合には、第１．５項の要件の適用を免除する

ことができる。

なお、電子海図表示および情報システム

（ECDIS）のバックアップの明確化について

は紙海図あるいは性能基準 A．８１７（１９）を満

足する電子海図システムとされた。

４）航海データ記録装置（VDR）（第２０規則）

適用は国際航海に従事するすべての船舶に限

定され、RO�RO船を含む旅客船については現

存船も含め早期に導入を図ることが次のとおり

合意された。

１．１ 新造旅客船

１．２ 現存 RO�RO旅客船は２００２年７月１日以降

の最初の年次検査まで

１．３ RO�RO旅客船以外の現存旅客船は２００４年

１月１日まで

１．４ 旅客船以外の３，０００GT以上の新造船

なお、旅客船以外の３０００GT以上の船舶につ

いては、わが国は強制化に反対の立場から、次

回MSC７３に文書を提出することとしている。

また米国は現存貨物船にも適用すべきとの立場

から本案に留保を表明した。
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７・３・２ ポートステートコントロ

ール（PSC）

サブスタンダード船排除に PSCが有効として、

多くの国において PSC実施体制が整備されつつあ

り、その方法も改善されている。欧州各国や米国な

ど PSC実施率が高い国では、その効率化のため、旗

国、船主、船種および船級により入港船舶を選別す

る、いわゆるターゲットシステムを採用している。

１９９９年１２月、IMO第２１回総会において、PSCの手

続きに関する決議 A．７８７（１９）に、ISMコードに関

する PSCの手続きと証書類のリストが追加された

ほか、ナホトカ号事故対策としてわが国から提案さ

れた船体構造の健全性に関する PSCの手順を強化

する提案（資料７－１２参照）が取り入れられるなど

の改正が行われた。

１．欧州におけるPSC（パリMOU）

欧州における PSCの標準化、協力体制の強化を

目的として、１９８２年に欧州１４ヶ国で締結されたパリ

覚書（パリMOU）は、１８カ国（ベルギー、カナダ、

クロアチア、デンマーク、フィンランド、フランス、

ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オラ

ンダ、ノルウエー、ポーランド、ポルトガル、ロシ

ア、スペイン、スウェーデンおよび英国）が加盟し

ており、情報オンラインシステムにより入港する船

舶の情報を即座に入手できる体制が整えられている。

現在、船級検査により是正されているべき欠陥（構

造、設備）に関しての調査が検討されている。

〈臨検結果の概要〉

１９９８年は、１１，１６８隻の船舶に対して１７，６４３回の臨

検が実施された。臨検船舶数および臨検回数はここ

３年間に９％程度増加している。域内入港船に対す

る臨検割合は２６．５％となっており、前年に続き目標

とする２５％を達成した。

また、拘留または出港延期の処分を受けた船舶数

は、ここ数年間急激な増加を続けていたが、１９９５年

の１，８３７隻をピークに漸減しており、１９９８年は１，５９８

隻（前年比１．６％減）となった。一方、１７，６４３回の

臨検のうち欠陥の指摘が無かったものが約半数の

〔資料７―１２〕 タンカーの構造の健全性に係るPSCの概念図

修理等のため次の寄港地に航行を認める場合

ＰＳＣ
・安全構造証書、検査報告書等のチェック

・特に構造の健全性に注意

船舶が指定された修理地に
向かわなかった場合

� 通 報

船名の公表等の適切な措置

寄 港 国
（PSC実施国）

旗 国

� 是正の報告（寄港国が求めた場合）

重大な欠陥

がある場合

�

�

通 報

是正の報告または船舶の未着の報告

航行停止等

通 報 （IMO、旗国へ）

今回の総会決議で追加された措置

是 正 措 置

次の寄港国
（修理地）

出 航
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７，９６６回（４５．２％）あり、欠陥の指摘のあった９，６７７

回（５４．８％）で５７，８３１件の欠陥が指摘されている。

欠陥を指摘された船舶の平均欠陥数は５．９８件と高い

数字になっているが、これも減少傾向（前年比０．７％

減）にある。

指摘された欠陥は、前年より若干多い５７，８３１件（前

年比８．５％増）で、これを項目別でみると、救命設備

１８．１％、消防設備１３．４％、安全一般１３．２％、航海関

係１１．１％などとなっており、救命、消防設備等が相

変わらず高水準で推移している。

欠陥を指摘された船舶のうち、重大な欠陥のため

拘留または航行停止等の処分を受けた船舶は、全臨

検隻数１１，１６８隻の１４．３％（前年比０．９％減）に相当す

る１，５９８隻（前年比－２６隻、１．６％減）であった。

なお、日本船籍では、２６隻が３１回の臨検を受け、その

うち欠陥なしの２１回を除く１０回（前年比＋１回）の臨

検で、２７件（前年比＋７件）の欠陥が指摘されている。

２．アジア・太平洋におけるPSC（東京MOU）

アジア・太平洋地域においては、１９９３年１２月に東

京MOUに１８カ国が署名し、そのうち１６ヶ国（豪州、

カナダ、中国、フィージー、香港、インドネシア、

日本、韓国、マレーシア、ニュージランド、パプア

ニューギニア、フィリピン、ロシア、シンガポール、

タイ、バヌアツ）が加盟している。

東京MOUでは、PSCに従事する検査官の資質

および監査方法の標準化が重要であるとして、アジ

ア・太平洋地域の初級 PSC検査官２２０名を対象とす

る研修を９５年度から５ヵ年計画で、日本において実

施しており、研修カリキュラムのうち PSC実習は、

当協会が引続き協力を行った。

一方、わが国では、１９９７年度に PSCを専門に実

施する組織として、外国船舶監督官制度が創設され、

２０００年４月現在、全国２３の官署に６４名の監督官が配

置されている。

〈臨検結果概要〉

１９９８年に実施された臨検回数は１４，５４５回（前年比

１２．３％増）で、９，２２６隻から５２，３５１件の欠陥が発見

され、１，０６１隻（全臨検数の７．２９％）の船舶が重大な

欠陥により拘留された。このうち、日本で実施され

た臨検は全体の４分の１に相当する４，０８１件であっ

た。なお、アジア・太平洋地域で運航されている船

舶総数は２４，２６６隻（ロイズ統計）と見積もられてい

ることから、これらの約６割に相当する臨検が実施

されたこととなる。

全臨検数に対する拘留率を過去３年間の平均でみ

ると、最も拘留率の高い船籍はベトナム（３５．１２％）、

次いでカンボジア（２２．４５％）、北朝鮮（２０．８３％）

などの順になっているが。日本籍船については過去

３年間に１４隻が拘留され、全臨検数（４８０隻）に占め

る割合は２．９２％となっている。

欠陥の種類別にみると、全欠陥数５２，３５１件のうち、

救命設備１１，０２５件、防火設備８，０５０件の２種類で全

体の約３６％を占めており、パリMOUと同様の傾向

となっている。

３．米国におけるPSC

米国は１９９４年５月より PSCの強化策として、重

点的に臨検を実施すべき船舶を識別するため、過去

の PSCの結果に応じて船主、旗国、船級協会、PSC

履歴、船種等をカテゴリー毎に点数を付け、点数の多

寡により PSCを選別的に実施することとしている。

実際には、船舶に付けられた点数が１７点以上の場

合、入港前に PSCを実施することとし、点数が１６

点から７点の場合、入港後荷役前に PSCを実施す

るというものである。

米国は、点数の基準となるブラックリストを毎年

公表し、ブラックリストに記載された船級、船主お

よび運航者については５点を加え、同じく旗国につ

いては７点を付けることとしている。

〈臨検結果概要〉

１９９８年は、９７の各船籍から７，８８０隻の入港があり、

１２，４４８回の検査が実施され、３７３隻が拘留された。

傾向は以下のとおりである。
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・入港隻数は前年を上回った一方、拘留数は前年よ

り３０％減、過去５年間で最も低いレベルとなった。

・代表的な１６船級について、船級の責めに帰すべき

拘留（class�related detention）数は前年より半減

した。

・旗国のブラックリストの内容は実質的に前年同様

となった。

・多くの船舶が operational deficiencies（操練等）に

より拘留された。

４．その他の地域におけるMOUの動向

１ Latin�America Agreement

１９９２年１１月に設立。現在、１２ヶ国（アルゼンチ

ン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、キ

ューバ、エクアドル、メキシコ、パナマ、ペルー、

ウルグアイ、ベネズエラ）が加盟。

ブラジルでは、船齢１８年以上のバルクキャリア

に対し、登録している船級以外の船級による検査

（condition survey）を求めている。

２ Caribbean MOU

１９９６年２月に設立。現在、２２ヶ国が加盟。

３ Mediterranean MOU

１９９７年７月に設立。現在、１１カ国（アルジェリ

ア、キプロス、エジプト、イスラエル、ヨルダン、

レバノン、マルタ、モロッコ、チュニジア、トル

コ、パレスチナ）が加盟。

４ Indian Ocean MOU

１９９８年６月、インド洋地域１８ヶ国により設立。

５ Abuja MOU（中央および西アフリカ地域）

１９９９年１０月、中央および西アフリカ地域１９ヶ国

により設立。

６ ペルシャ湾地域

１９９９年７月、ペルシャ湾地域６ヶ国による会合

が開かれ、PSCに関する地域協定案が採択された。

７ 黒海地域

PSCに関する地域協定設立のための第１回準

備会合が開催され、覚書案が合意された。２０００年

中に承認・署名される見込みである。

７・３・３ 検疫法の改正

姫路港、東播磨港および菊間港は非検疫港である

ことから、無線検疫を実施するためには他の検疫港

と同様に港の衛生状態が良好に保持されていること

を確認する必要があり、これに要する経費の分担が

１９８０年より入港船に課せられていた。

当協会は、規制緩和要望として同港を検疫港にす

るよう検疫法の改正を求めてきたが、その実現には

至らなかったものの、�日本検疫衛生協会が当該衛

生管理事業を行うこととなり、同経費分担は２０００年

４月１日より廃止された。

７・４ 貨物の積み付けおよび安全対策

７・４・１ 次亜塩素酸カルシウムの

輸送について

近年、次亜塩素酸カルシウム（Calcium Hypochlo-

rite）に係るといわれているコンテナ船の大事故が

相次いで発生し（資料７―１３参照）、当該貨物（資

料７―１４参照）の海上輸送の安全性について懸念さ

れてきた。各国船社による船積み敬遠の動きにより、

わが国メーカーの輸出向け製品についても、その出

荷に支障をきたす状況となった。

国内においては、メーカー側による輸送再開の要

望を受けて関係者間で協議が行なわれ、当協会とし

ては、第３者機関による安全性の確認が行なわれな

い限り当該貨物の輸送再開には応じられないとの立

場を表明した。協議の結果、日本海事検定協会

（NKKK）に次亜塩素酸カルシウム危険性評価検討
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分科会（CHC WG）を設置し、当該製品の危険性評

価試験を実施することとなった。

一方、IMOにおいては、第５回危険物・固体貨物

およびコンテナ小委員会（DSC５）において、当該貨

物の海上輸送基準について審議されることとなった。

２０００年２月に開催された DSC５において、国際 P&

Iグループは、当該貨物は◯１甲板上積載とすること、

◯２輸送物の正味質量を４５kg以下に制限すること、

◯３コンテナ内の温度を制限するための追加措置（通

風換気または機械的冷却等）をとること等、該当す

る IMDG Codeの改正を提案した。これに対し、日

本は、NKKKに設置した CHC WGによる試験の結

果、IMDG Codeの積載方法である「２４時間以上温

度が摂氏５５度を超えるおそれのある熱源から３メー

トル以上離して積載すること。」が遵守される限り、

安全に運送できることが確認されたとして、同提案

に反対した。審議の結果、当該貨物（国連番号

１７４８，２２０８，２８８０）について該当する IMDG Code

の一部改正が合意され、同改正案がMSCに送付さ

れた。２０００年５月に開催された第７２回MSCにおい

て同改正案が是認され、IMDG Codeの第３０回改正

に加えられ、また、MSC/Circ.９６３（資料７―１５参

照）として各国に回章された。

７・４・２ 国際海上危険物規程

（IMDG Code）の第３０回

改正

危険物の海上運送要件については、SOLAS条約

第
章「危険物の運送」に規定されている。このう

ち、個品危険物の海上運送に関する、危険物の容器、

包装、標識および積付け等の詳細な基準については、

IMDG Code（International Maritime Dangerous

Goods Code）を参照することとされている。IMDG

Codeはわが国を含む多くの国で導入・実施されて

いる。IMDG Codeは、新たな危険物の出現、運送

形態の変化、および、危険性評価に対する科学的知

見の変化等に対応し逐次改正され最新化が図られて

いる。IMDG Codeの改正には、�IMO加盟各国の

提案によるもの �「危険物の輸送に関する国連勧

告」の改正事項の取入れによるもの、がある。国連

勧告が２年に１度のサイクルで改正されるのにあわ

せ、IMDG Codeも２年に１度改正されてきた。

国連勧告はすべての輸送モード（陸・海・空）に

おける危険物輸送の基本的要件を規定している。各

輸送モードの国際・国内規則を調和させ、また各規

〔資料７―１４〕

１．次亜塩素酸カルシウム混合物（乾性のもので有効塩

素の含有率が３９質量％を超えるもの）（国連番号１７４８）

２．次亜塩素酸カルシウム混合物（水和物で水の含有率

が５．５質量％以上１０質量％以下のもの）（国連番号２８８０）

３．次亜塩素酸カルシウム混合物（乾性のもので有効塩

素の含有率が１０質量％を超え３９質量％以下のもの）（国

連番号２２０８）

４．その他酸化性物質（次亜塩素酸カルシウム混合物）

（水和物で水の含有率が１０質量％を超えるもの）（国

連番号１４７９）

〔資料７―１３〕 次亜塩素酸カルシウム輸送中の最近の事故例

発生年月日 船 名 事故の概要

１９９９年７月 CMA Djacarta ２１００TEU�CTNR 火災 Hold焼失

１９９８年１２月 Aconcagua ２２２６TEU�CTNR 火災 ３Holds焼失

１９９８年１１月 DG Harmony １７９９TEU�CTNR 火災 全損

１９９７年１０月 Contship France １６００TEU�CTNR 火災 Hold焼失
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則の定期的な改正作業を容易にするため、同勧告を

各規則のひな形的なものにする全面的な様式変更が

行なわれ、１９９６年に同勧告の附属書として「国連モ

デル規則」が策定された。

一方、IMOにおいても、国連勧告の様式変更を考

慮して、１９９５年の第６５回MSCにおいて、IMDG

Codeと国連モデル規則の整合を図るため IMDG

Codeの全面的な様式変更を行なうことが合意され、

DSC小委員会において作業が行なわれることとな

った。様式変更された IMDG Codeは、２０００年２月

に開催された第５回 DSC小委員会において IMDG

Codeの第３０回改正として最終化され、２０００年５月

の第７２回MSCで採択された。なお同改正の実施期

日は２００１年１月１日とされ、その後１２ヶ月の移行期

間が設けられることとされた。

様式変更された IMDG Code（第３０回改正）の構

成は次のとおりである。

Part１―General provisions, definitions and train-

〔資料７―１５〕 MSC/Circ.９６３
MSC/Circ.963

ANNEX

AMENDMENTS TO PACKAGING, STOWAGE AND SEGREGATION
PROVISIONS AND PROPERTIES AND OBSERVATIONS FOR
CALCIUM HYPOCHLORITE, UN Nos. 1748, 2208 AND 2880

The existing IMDG Code (29-98) requirements for Calcium Hypochlorite have been amended as below and have also been
incorporated in Amendmemt 30-00 :

PACKAGING

Bags, IBCs and Bulk packagings are not allowed.

STOWAGE AND SEGREGATION

Stowage

Category D

Cargo transport units should be shaded from direct sunlight and stowed away from sources of heat. Packages in cargo
transport units should be stowed so as to allow for adequate air circulation throughout the cargo.

Segregation

“Separated from” powdered metals and their compounds, ammonium compounds, cyanides, hydrogen peroxides and liquid
organic substances.

PROPERTIES AND OBSERVATIONS

White or yellowish solid (powder, granules or tablets) with chlorine-like odour. Soluble in water. May cause fire in contact
with organic material or ammonium compounds.

Substances are liable to exothermic decomposition at elevated temperatures. This condition may lead to fire or explosion.
Decomposition can be initiated by heat or by impurities (e.g. powderd metals (iron, manganese, cobalt, magnesium) and
their compounds).

Liable to heat slowly.

Reacts with acids, evolving chlorine, an irritating, corrosive and toxic gas. In the presence of moisture, corrosive to most
metals.

Dust irritates mucous membranes.
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ing

Part２―Classification

Part３―Dangerous Goods List and limited quan-

tities exceptions

Part４―Packing and tank provisions

Part５―Consignment procedures

Part６―Construction and testing of packagings,

intermediate bulk containers (IBCs),

large packagings, portable tanks and

road tank vehicles

Part７―Requirements concerning transport op-

erations

Appendix A―List of generic and N.O.S. Proper

Shipping Names

Appendix B―Glossary of terms

Index

７・５ 環境保護対策

７・５・１ 海洋汚染防止条約等の改正

１．持続性油運搬船に対するダブルハル基準の適用

範囲の拡大

現存の油タンカーに対するダブルハル基準である

MARPOL附属書�第１３Ｇ規則は、２０，０００D�W以

上の原油タンカーおよび３０，０００D�W以上の精製油

運搬船に適用される。

わが国は、１９９７年１月のナホトカ号事故を教訓に、

油汚染の危険性は原油よりもむしろ重油等の持続性

油の方が大きいとの認識から、「現存の精製油運搬

船のうち燃料油、重ディーゼル油および潤滑油等の

持続性油を運搬する船舶へのダブルハル基準の適用

については、原油タンカーと同様に２０，０００D�W以

上とする」との内容のMARPOL附属書�第１３Ｇ規

則の改正案を、１９９７年１０月の第４０回MEPCに提出

した。その後、BLG小委員会における審議を経て、

第４２回MEPCで改正案が承認され、第４３回MEPC

で採択された。同改正は、２００１年１月１日に発効し、

２００３年１月１日に適用開始となる。

なお、油の定義については次のとおりとされた。

◯１ 「重ディーゼル油」とは、舶用ディーゼル油

であって、機関に容認される方法による試験に

おいて、３４０℃以下の温度で５０％以上が蒸留さ

れるもの以外のものをいう。

◯２ 「燃料油」とは、原油から得られる重質留分

若しくは残さ油またはそれらの混合物であって、

熱または動力を発生させるための燃料としての

使用に充てられ、機関により容認される規格に

相当する品質のものをいう。

２．有害液体汚染防止緊急措置手引書の備付けにつ

いて

油による汚染事故に対しては、MARPOL条約附

属書�第２６規則において、総トン数１５０トン以上の

油タンカーおよび総トン数４００トン以上の油タンカ

ー以外の船舶に対し、主管庁が承認する油汚染防止

緊急措置手引書の船内への備付けが要求されている。

１９９２年に開催された第２２回バルクケミカル小委員

会において、MARPOL附属書�（ばら積みの有害

液体物質による汚染の規制のための規則）適用船舶

に対する有害液体汚染防止緊急措置手引書の備付け

を強制化する提案がなされ、OPRC条約（油による

汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約）

の適用範囲の拡大（対象物質の有害危険物質への拡

大）に関する議論と並行して審議されてきた。

１９９８年の第４２回MEPCにおいて、総トン数１５０ト

ン以上の有害液体物質ばら積み船に、主管庁が承認

する有害液体汚染防止緊急措置手引書の備付けを強

制化するMARPOL附属書�第１６規則の追加、およ
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び、油汚染防止緊急措置手引書と有害液体汚染防止

緊急措置手引書の兼用を認める附属書�第２６規則の

改正が承認され、１９９９年の第４３回MEPCにおいて

採択された。

同改正は２００１年１月１日に発効し、２００３年１月１

日までに、総トン数１５０トン以上の有害液体物質ば

ら積み船には、有害液体汚染防止緊急措置手引書の

備付けが要求される。なお、２０００年３月に開催され

た第４４回MEPCにおいて、緊急措置手引書の作成

に際して参照されるべき、緊急時の通報手続き、排

出時の抑制方法等についてのガイドラインが採択さ

れた。

わが国においては、同改正に対応する国内法令を

整備するため、２０００年５月に海洋汚染及び海上災害

の防止に関する法律（海防法）の一部改正が公布さ

れた。

海防法の一部改正の概要は次のとおりである。

１ 船舶所有者に対し、有害液体物質をばら積み輸

送する船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の

不適正な排出があり、または排出のおそれがある

場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべ

き措置に関する事項について、「有害液体汚染防

止緊急措置手引書」を作成し、これを当該船舶内

に備え置くことを義務づける。

２ 「油濁防止緊急措置手引書」および「有害液体

汚染防止緊急措置手引書」の兼用を認め、「海洋

汚染防止緊急措置手引書」とすることができる。

３ 「有害液体汚染防止緊急措置手引書」について、

国土交通大臣の行なう定期検査を実施する。

４ 本改正条約の施行日は、MARPOL改正条約の

発効（２００１年１月１日）から２年後（２００３年１月

１日）。

３．危険物質および有害物質による汚染事件に対す

る準備、対応および協力に関する議定書（OPRC

-HNS議定書）の採択

２０００年３月、MEPC４４の会期中に併せ開催された

HNS議定書採択会議（危険および有害物質による

汚染事件に対する準備および対応に関する国際協力

に関する会議）において、OPRC-HNS議定書が採

択された。これにより、OPRC条約（油による汚染

に係る準備、対応および協力に関する国際条約）の

対象範囲が、有害危険物質による汚染にも拡大され

ることとなった。

OPRC条約は、◯１国家的および地域的な緊急時計

画の策定、◯２事故対応に関する近隣諸国との協力体

制の構築、◯３事故の際の迅速な通報と対応、等につ

いて規定している。同条約は、１９８９年に発生したエ

クソンバルディーズ号の原油流出事故を契機として

油流出事故発生時の国際的な協力体制の必要性が認

識されたことから、１９９０年に IMOにおいて採択さ

れ、１９９５年５月に発効している。同条約採択の際、

将来的に条約の適用対象を「油」から「油以外の有

害危険物質」まで拡大することが決議されており、

１９９６年の第３６回MEPC以来、OPRC条約の有害危

険物質への適用対象拡大に関する「HNS議定書案」

について審議が継続されてきた。１９９８年のMEPC

４２における逐条審議を経てMEPC４３において議定

書案文が確定され、最終的に２０００年３月に OPRC-

HNS議定書が採択された（概要は資料７―１６参照）。

適用対象の拡大範囲については、わが国はMAR-

POL条約附属書�の物質に限定するよう主張した

が、欧州諸国は、海洋環境に影響を与える汚染物質

ばかりでなく、人命や財産に影響を与える汚染物質

についても対象とするよう主張し、意見が対立した。

審議の結果、「有害危険物質（HNS）」とは、議定書

第２条「定義」において、「油以外の物質であって、

その海洋環境への流出が人体に危害を及ぼし、生物

資源及び海洋生物を害し、環境に損害を与え、又は

他の海洋の正当な使用を妨げる可能性のあるものを

いう」とされ、対象範囲が明確に限定されず、ほぼ

全ての有害危険物質に適用されることとなった。す

なわち、MARPOL条約附属書�および IBC Codeに

規定される「有害液体物質」、IGC Codeに規定され

る「ガス」、IMDG Codeおよび BC Codeに規定さ

れる「危険物」は全て「HNS」に含まれ、さらに、
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これらに限定されることなく、「有害な物質」および

「危険な物質」は「HNS」に含まれることとなった。

船舶に対しては、議定書第３条において、汚染事

故に対する緊急計画の備付けと事故の際の通報手続

きに従うことが要求されることとなる。これは、同

条の「機関において作成された条約の適用可能な規

定であって既に締約国に効力を発しているものに従

う」との規定により、現在のところ、MARPOL条

約附属書�第１６規則（有害液体汚染防止緊急措置手

引書に関する規定）のみが対象となる。

なお、OPRC-HNS議定書の発効要件は、１５ヵ国

以上が批准した日の１２ヶ月後と規定された。

７・５・２ 油汚染事故への対応

１．官民合同流出油防除訓練の実施

１９９９年１０月２９日、東京湾排出油防除協議会を構成

する官民３１機関が参加して油排出事故対策訓練（机

上訓練）が実施され、当協会もこれに参画した。東

京湾排出油防除協議会は、１９９７年７月の東京湾にお

ける油流出事故（ダイヤモンドグレース号の底触事

故）を契機に官民合同による油防除活動の総合調整

を目的に設立された。同協議会としての訓練は、１９９７

年の設立以来毎年度１回実施されており、今回は３

回目にあたる。

今回の訓練では、「京浜港に錨泊していた PCCが

走錨、横浜シーバースで荷役中の VLCCタンカー

〔資料７―１６〕 HNS議定書の概要

資材の提供・専門家の派遣（第７条）

締 約 国 Ａ
（第４条）

国家システムの構築

・当局

・国家的な緊急時計画

・資材基地

締 約 国 B
（第４条）

国家システムの構築

・当局

・国家的な緊急時計画

・資材基地 状況提供

援助要請

（第７条）

（第３条）

船舶・HNS取扱施設
緊急計画

（海洋汚染防止緊急措置手引書）

Ｉ Ｍ Ｏ
（第１０条）

次のアドバイス機能

・情報サービス

・教育・訓練

・技術サービス

・技術援助

沿 岸 国
（締約国）

アドバイス

情報

（
第
３
条
）

通

報

情報提供

通知（第３条）

地域協定（第８条）

有害危険物質の流出

（地域協定に基づく援助）

締 約 国 Ｃ

締 約 国 Ｄ

（その他）

・研究開発（第６条）

・技術協力（第７条）
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に衝突、船側に生じた破口より積載原油が流出」と

の事故想定に基づき◯１事故情報の伝達、◯２関係機関

への出動要請、◯３各管内排出油防除協議会への出動

要請、◯４総合調整本部の設置、◯５動員可能勢力の確

認、◯６動員勢力の現場到着時間および資機材等の輸

送方法の確認・整理、◯７防除活動に従事する動員勢

力の編成、◯８防除活動の展開、について、それぞれ

の机上訓練が約２時間にわたり実施された。

なお、訓練終了後引続き検討会が行なわれ、◯１初

期段階における必要勢力の把握（出動要請時点でサ

ーベイヤーによる評価等の検討）、◯２適切な連絡手

段の確保（防災無線機（VHF）の使用等）等の改善

すべき点が指摘された。

２．海上災害防止センターの油防除体制および運営

体制

１ 油回収船の代替建造

油回収船は、海洋汚染及び海上災害の防止に関

する法律（海防法）第３９条の４で、総トン数５，０００

トン以上のタンカー船主に配備が義務付けられて

おり、現在東京湾、伊勢湾、および瀬戸内海の全

国１０基地に１０隻配備されている。これら油回収船

は、船齢２０年以上が経過し老齢化が著しく、１９９５

年度より同センター内の機材専門委員会で代替の

検討が開始された。

今回の代替にあたっては、コスト面および技術

面の両面から検討を重ね、また、法令上の要件に

ついては海上保安庁と協議を重ね、最終的に、自

航式の油回収船ではなくタグボートに油回収機・

オイルバージ・オイルフェンスを搭載した油回収

システム（タグ方式）を導入することとし、代替

時期については、２００１年度および２００２年度に各５

隻づつ進めることとなった。

２ 証明書発行料金の値上げ

同センターは海防法で船主に義務付けられてい

る油防除資材および油回収船の配備を代行し、関

係タンカー船主に対して同センターの資機材を利

用できる内容の「基地資材備付証明書」および「油

回収船等配備証明書」を有料で発行しているが、

上述の油回収船の代替に当たり証明書発行料金の

値上げについて同センターの機材専門委員会で検

討された。同センターによれば、現油回収船の建

造資金は全額借入金であり証明書発行料収入によ

り借入金を返済してきたこと、および、返済完了

後は節税対策もあり収支均衡ベースの証明書発行

料を設定してきたこと等から内部留保ができず、

上述の油回収船代替建造に必要な資金は日本政策

投資銀行およびシップ・アンド・オーシャン財団

からの借入金で全額賄うこととしている。このた

め、借入金の返済および維持管理費用等を確保す

るため、証明書の発行手数料を１件当たり２４，０００

円値上げすることとされた。

３ 運営体制の検討

ナホトカ号事故を教訓とし、国の施策として海

上災害防止センターの機能強化が図られたが、そ

の過程で、防災基金の運用問題および大型油回収

装置（トランスレック）の維持管理費の財源問題

等、同センターの運営体制が問題点として指摘さ

れた。このため、１９９８年に「海上災害防止センタ

ー運営検討委員会」が当協会企画調整部および同

センター総務部を事務局として設置され、◯１同セ

ンターの運営効率化、◯２機材業務勘定による同セ

ンター共通経費の負担割合（現在２�５負担）の見

直し、◯３現在５年間の緊急避難的措置として機材

業務勘定にて負担しているトランスレックの維持

管理費等の問題について検討が続けられている。

７・５・３ 有機すず（TBT）含有塗料

規制問題

１．IMOにおける審議状況

１ IMO第２１回総会（１９９９年１１月）

次の総会決議が採択されるとともに、２００１年に

外交会議を開催するための予算が承認された。

１）MEPCは、緊急案件として有機スズ系船底

防汚塗料を２００３年１月１日以降、船舶に新たに
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塗布することを禁止し、２００８年１月１日以降船

舶に塗布されていることを禁止するための世界

的な法的拘束力のある枠組み（条約）を策定す

ること。

２）各国は産業界が環境に悪影響を与えない船底

防汚塗料を開発、試験、使用するよう奨励する

こと。

３）各国は船底防汚塗料の評価手順を開発し、社

会や環境への影響を検討し、さらに防汚塗料の

環境への影響に関する科学的、技術的な研究を

促進すること。

２ 第４４回海洋環境保護委員会（MEPC４４、２０００年

３月）

第２１回総会で採択された内容を踏まえ、２００１年

の外交会議を成功させるために、２０００年１０月開催

予定のMEPC４５までに新条約案文の作成作業を

完了する必要があることから、MEPC４４の作業部

会（WG）において、すべての条文案を一通り審

議し、本会議での検討は次回MEPC４５で行うこ

ととなった。

WGにおける主要な論点についての審議結果は

以下のとおりである。

１）適用：「国際航海に従事する」文言を削除し、

原則としてすべての船舶を対象とすることに合

意。

２）検査および証書：検査対象船舶は国際航海に

従事する船舶とし、総トン数等については、

MEPC４５で審議予定。

３）技術的要件についての改正：tacit改正方式

を採用することに合意。

２０００年１０月のMEPC４５においては、MEPC４４の

WGで審議された新条約案全体の内容・構成につ

いての検討に加えて、条約の改正方法、発効要件

等について審議される予定である。

２．日本造船研究協会の対応

日本から TBT船底防汚塗料を規制する条約作り

を IMOの場で率先して行うために、日本造船研究

協会の第７６基準研究部会は、規制の導入方法等に関

する検討を第３副作業部会（SWG３）、代替船底防

汚塗料の評価・選定手順の検討を SWG４において

検討した。しかし、MEPC４４において一応の条約案

が整ってきたことから、SWG３は終了し、具体的

な種々の検査ガイドラインを提案していくべく、規

制の実行担保方法に関する検討を行うために SWG

５が検討を開始した。

３．当協会の対応

日本造船研究協会の第７６基準研究部会へ参画し、

合理的な条約作りのために船主意見を積極的に申し

入れている。

条約案文検討の中で船主にとっては、次の２点が

大きな問題である。

１ サンドブラスト問題

「２００８年１月１日以降船舶に塗布されているこ

とを禁止すること」に関し、当協会は船底塗料が

海洋生物に害を及ぼさなければよいとの考え方か

ら、すでに塗布されている TBTへの対処方法を

サンドブラストによる完全な除去に限定すること

は妥当でないとの働きかけを行い、日本政府は以

下のいずれを採用するかは「船主の裁量に任せる

べき」こととするMEPC４４対処方針を決定し、

MEPC４５でも同様の方針で臨むこととしている。

１）サンドブラストにより、船体表面に残存して

いる TBTを完全に除去する方法。

２）残存する TBT塗料の上に、シーラコートを

塗布し、TBT塗料の溶出を防ぐ方法。

２ 簡易サンプリング問題

MEPC４４のWGにおいて、TBT塗料のブラッ

クマーケット撲滅の観点から、「船舶の検査およ

び違反の発見」という寄港国の検査を規程してい

る条項の中に、船底防汚塗料の簡易サンプリング

を可能とする条文が盛込まれた。これに対し、当

協会は現行のMARPOL条約を例にとっても証書

の検査を行った上で明らかな不備があった場合を

除き具体的な検査に移行できないにもかかわらず、
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◯１当該条文案では証書の検査に加えて簡易サンプ

リングを実施できる記述となっていること、およ

び、◯２現状の技術レベルでは塗膜の表層のみの成

分を簡易に分析できる装置は存在しない実態から、

サンプリングを規程した条文案を削除するよう運

輸省に要請した。しかしながら、◯１ブラックマー

ケット撲滅への具体的方法が他にないこと、◯２サ

ンプリングを定めている条文には船舶に遅延を生

じさせてはならないないとされていること等から、

日本政府としては簡易サンプリングを実施するに

あたっての問題点および船主として危惧される点

を盛込んだ簡易サンプリングの実施方法に関する

ガイドラインを作成し、提案していくこととして

いる。

７・５・４ 大気汚染防止問題

１．IMOでの審議状況

１９９７年９月に開催されたMARPOL条約締約国会

議において、MARPOL７３�７８条約を修正する１９９７

年新議定書として、「船舶からの大気汚染防止に関

するMARPOL条約の新附属書	」が採択された。

１ 燃料中の硫黄分のモニタリングのためのガイド

ライン

MARPOL条約新附属書	において、大気汚染

物質である硫黄酸化物（SOx）を含む排気は、硫

黄を含有した残さ燃料油の燃焼の結果による排気

と考えられている。SOxに関する規程を定めて

いる同新附属書	の第１４規則には、燃料に含まれ

る硫黄分の上限値とともに、燃料に含有される全

世界的な硫黄分の平均値を監視することが定めら

れている。

１９９９年６月の第４３回海洋環境保護委員会

（MEPC４３）において、◯１硫黄分の監視方法、◯２

１年間および３年間の全世界的平均硫黄分を算出

するための計算方法、◯３試料採取および性状分析

サービスの提供者の選定条件等が盛込まれた「船

舶上で使用されるために供給された残さ燃料油の

全世界的な平均硫黄含有量の監視に関する指針」

が海洋環境保護委員会決議のMEPC８２（４３）とし

て採択された。２０００年３月のMEPC４４において、

オランダは同指針の検証作業を行ない、その結果

を報告することを申し出た。同指針の検証に当た

っては、３年間の全世界規模の燃料油中硫黄分の

データ収集が必要となるので、１９９９年を監視の初

年とした場合、２００２年まで待たなければならない

が、結果がでれば最速の機会にオランダがMEPC

へ報告することが確認された。

２ NOxテクニカルコードの修正について

MARPOL条約新附属書	において規程されて

いる NOxテクニカルコードには、NOx規制の適

合に関する検査手続き、計測方法、NOx排出量

の計算方法等の詳細が定められており、舶用機関

を含む往復動内燃機関からの大気汚染物質等に対

する計測手法の国際的規格化を図るべく検討され

ていた ISO８１７８（１９９６）案をベースに作成された。

ISO８１７８（１９９６）に不明確な点があるため、修正作業

が行われ、それが最終化の見込みとなったことを

受けて、MEPC４３において、NOxテクニカルコー

ドの中で ISO８１７８に関連する計算や式が同一であ

るかを確認するとともに、編集上のエラーを修正

する必要のあることが確認された。日本からも編

集上および技術的な「陸上試験における給気に関

する係数」の修正提案を提出したが、２０００年１０月開

催予定のMEPC４５にて検討されることとなった。

３ SOx放出規制海域の指定

２０００年３月のMEPC４４において、北海海域を

SOx放出規制海域とする提案があり、数カ国か

ら◯１現実に低硫黄燃料の調達の難しさ、◯２規制海

域認定基準の適合性の慎重な検討が必要等の反対

意見がでたものの、MARPOL条約新附属書	の

SOx排出規制海域指定のための基準および手続

きを満足するとの結論に至り、同新附属書	の

SOx排出規制海域に関する改正案が承認された。

さらに、◯１SOx排出規制海域の司法権の及ぶ域

内において低硫黄燃料油の入手可能な環境を確保
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すること、および、◯２低硫黄燃料油の入手かつ使

用を容易にすることを石油および海運業界に要請

すること等の総会決議案が承認された。しかしな

がら、一部から改正内容に対し次回総会まではコ

メントする機会が得られないとの意見があり、そ

れらに対しMEPC４５において、コメント可能で

あることが確認されている。

４ MARPOL条約新附属書	の発効問題

MEPC４４において、日本は「NOx規制に対応

できるエンジンは十分あるので、それが普及する

環境にある。従って、MARPOL条約新附属書	

の早期発効に各国は努めるべし」とのインフォメ

ーションペーパーを提出し、多数の国が早期締結

のための国内検討や準備を行っていることがわか

った。同新附属書	の発効要件は「１５ヶ国以上の

締約国かつ世界の船腹量の５０％」であるものの、

現在２カ国４．８３％にしか達していない。

５ NOxモニタリングガイドライン

MEPC４１において、NOxテクニカルコードに

規程されている NOxモニタリングガイドライン

については、DE（設計設備小委員会）で検討さ

れることが指示され、１９９９年３月に開催された

DE４２において、ドイツをコーディネーターとし

て、取りまとめるととされている。

NOxに関する技術的検討は従前より日本舶用

工業会の大型機関技術専門委員会が国内で担当し

ていた。NOxモニタリングガイドラインに関し

ては、同委員会の下に NOxモニタリングガイド

ライン作業部会を設立し、２０００年９月にドイツへ

日本提案を提出できるように検討を行っている。

２．NOx適合エンジンの鑑定

１ 日本海事協会の対応

船舶からの NOxの排出規制は、MARPOL条約

新附属書	発効の日付にかかわらず、２０００年１月

１日以降建造される船舶に搭載される出力１３０kw

を超える舶用ディーゼル機関に適用される。

これを受けて、日本海事協会（NK）は、同新

附属書	が発効した時点での円滑な移行を目指す

ため、任意ベースで同新附属書	および NOxテ

クニカルコードに一致していることを証明する鑑

定業務を行っており、同附属書	が発効するまで

の間、エンジンに対して鑑定書を発行している。

２ 日本政府の対応

運輸省海上技術安全局検査測度課は、未発効で

あるMARPOL条約新附属書	を担保する国内法

が整備されていないことから、国内法が整備され

るまでの間、NKが策定した「NOx鑑定要領」に

基づき、NKの実施する鑑定に合格したディーゼ

ル機関について、同新附属書	の要件に適合して

いるものとして、申請に応じて、適合文書（State-

ment of Compliance for Engine Air Pollution Pre-

vention）をメーカーに対し発給することとし、

１９９９年１０月２０日より実施している。

３．日本造船研究協会における研究

日本造船研究協会は、MARPOL条約新附属書	

とともに NOxテクニカルコードが採択されたのを

受けて、その規則に添ってスムーズに運用できるか

ということを実船による運用シミュレーションなど

によって検証作業を行っている。

NOxテクニカルコードに従った船舶の NOx排出

をより円滑に実行するために、NOx規制への適合

確認方法や、機関パラメータ変更時の対処方法等に

係わる運用上の課題を調査研究することが重要とな

る。従って、MARPOL条約新附属書	が発効した

場合に備えるために、舶用ディーゼル主機関を対象

として実運用に係わる課題を技術的・経済的な観点

から調査研究し、機関製造・船舶建造段階のみなら

ず、竣工後の船舶における運用（運航、保船、検査、

アフターサービス等）が円滑に実施されるために、

必要かつ有効な基礎データを得ることを研究の目的

としている。

現在、次のように、NOxテクニカルコードを運

用するにあたり、実行可能な運用方法のフォーマッ

トを作成し、また対応不可能な部分や曖昧な部分を
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抽出し、運用可能なように如何に問題をつぶして行

くかの研究を行っている。

・テクニカルコードの解釈

・テクニカルファイルの統一原案の作成

・パラメータチェック法における統一原案の作成お

よび問題点の抽出（タンカーで実際に検査できる

か等）

・機関仕様変更時の取扱い

・新附属書	発効時への対応

・規制値を超えた場合の対応

・既存船適用時の問題など

研究の結果、運用上、本質的に対応不能な点や、

規制が逆に NOx低減化を阻害する点などが見つか

れば、問題点を提言することとしている。なお、２００２

年末までに仮にMARPOL条約新附属書	が発効し

なかった場合には、発効に向け IMOの場で再検討

を行うこととされており、研究結果に基づく提言が、

日本の提案に反映されることとなる。

７・５・５ バラスト水排出規制問題

１．IMOにおけるバラスト水管理条約案の検討

船舶のバラスト水に潜んで移動するプランクトン等

が海洋環境に悪影響を及ぼすことが問題視されてき

たことから、IMOでは海洋環境保護委員会（MEPC）

の場でバラスト水中の有害海洋性生物の移動を管理

するための規則案について審議を行なってきた。

バラスト水排出規制に関しては、◯１すべての地域

での排出を管理すべきか、または、◯２現実に被害が

生じたかあるいは生じるおそれがあるため管理を求

める国（地域）での排出を管理するにとどめるべき

か、また後者の場合には陸上の動植物に対する検疫

と同様に寄港国のニーズに基づく規則が必要となる

が、世界的な統一ルールとしての規則の内容はどう

すべきなのか等の問題点が指摘されてきた。

１９９９年６月２９日～７月２日の間に開催された第４３

回MEPCにおいては、バラスト水管理の具体的手

法として、次の２つの基本概念が対立したまま審議

に入ることとなった。

◯１ “Universal Approach”：すべての船舶とすべ

ての海域を対象とし、必要に応じて除外対象を

決めようとする案（米国案等）。

◯２ “Ballast Water Management Area（BWMA）

Approach”：バラスト水管理に係る安全・環境・

経済のそれぞれの分野での懸念の適切なバラン

スを得るためバラスト水管理区域（BWMA）

を設定した上で、この区域を適用対象とする案

（日本案等）。

米国は有害水生生物の移動は全世界的に防ぐ必要

があること、生物環境の破壊は予見不可能で１０数年

後に認識されるものであること、先進国のみが自国

の水域を保護するのではなく途上国のためにも世界

的な規制が必要であることを主張した。一方、わが

国等は BWMAを設定したうえで、有害生物の移動

防止が強く要請される地域での排出規制を中心とす

る現実的なアプローチを主張、意見が対立し、適用

対象という最も根本的な問題で暗礁に乗り上げた形

のまま、次回MEPCに持ち越されることとなった。

２０００年３月６日～１５日に開催された第４４回MEPC

においては、何らかの方法でバラスト水の管理をし

なければならない船舶をどの範囲にすべきかが最重

要テーマとして審議された。米国が主張する「全船

舶への適用」と、日本の他、オーストラリア、ノル

ウェーなどが主張する「IMOにおける審議を経て

設定される BWMA内を航行する船舶のみに対する

適用（一定海域での特別要件）」について審議され

た。その結果、折衷案として、バラスト漲排水時の

一般的注意事項は原則として「全船舶への適用」と

し、バラスト水交換等の具体的規則を伴う水域に関

しては「一定の海域での特別要件」とすることが合

意された。また、「◯１沿岸国は IMOの定める基準

にしたがって自国の管轄する水域内にバラスト水規

制区域を設定する、◯２設定した場合は速やかに IMO

に伝達する、◯３規制区域においてはバラスト水の排

出が制限される」というスキームが合意された。バ

ラスト水管理計画、記録簿等については、国際航海
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に従事する全ての船舶が備付けることとされた。

今後２００２～２００３年での新条約採択を目指し

MEPCの場で審議が続けられる予定である。

２．バラスト水処理方法の研究

バラスト水による有害海洋性生物の移動を防止す

るための方策として現在唯一実用化されている洋上

におけるバラスト水交換は、その安全面・経済面等

により実施の困難性が指摘されており、米国、豪州、

欧州等の各国においてはバラスト水交換に替わる手

法として、濾過法、温度管理法、紫外線処理法、化

学処理法等に関し研究開発が行なわれている。わが

国においては、日本海難防止協会において、特殊な

パイプを通過させることにより微生物を殺滅する装

置（ミキサーパイプ方式）について研究が進められ

ており、当協会も同研究に参画する一方、バラスト

水管理に関する基礎的データの収集に協力するため

「船舶バラスト水の生物等性状の経時変化調査」を

実施した。研究の概要は以下のとおりである。

イ）船舶バラスト水のミキサーパイプ処理法

ミキサーパイプ処理法は、海水中粒子を粉砕

する効果および液体と気体を効率良く混合する

効果を併せ持つ単純な構造のミキサーパイプを

バラスト水配管中に組み入れ、漲水時、排水時、

あるいは両機会に通水することにより、◯１旋回

によって発生する乱流◯２突起への衝突あるいは

突起後背に発生する乱流の作用により海水中の

微生物を殺滅する方法である。この方法は、通

常のバラスト水オペレーションを変えずに実施

でき、また、◯１化学薬品や電気反応による処理

のように二次汚染と船体への影響がない、◯２構

造が単純で必要な動力も少ない、◯３フィルター

を使用しないので目詰まりの心配がない、◯４装

備スペースが比較的小さい、◯５低コスト（イニ

シャル、ランニング両面）である、等の優れた

作用と効果が考えられている。１９９９年度は、実

船に適用する際における適切な構造とシステム

を検討するため、小型試作機（処理水量約２０m３

�h）による陸上実験を実施した。

実験の結果、植物プランクトンでは１回の処

理で５０％近い細胞が消失し、ミキサーパイプの

殺滅効果が明らかになった。光合成生物である

植物プランクトンは暗黒条件下では生産活動が

阻止されて死滅に向かうため、原水を２週間貯

蔵した後に処理すると正常な細胞数はさらに減

少し、また、一度処理した海水を再処理した場

合には正常細胞は全く残らなかった。動物プラ

ンクトンおよび甲殻類に対しても、原水を２週

間貯蔵した後に処理することで完全な殺滅効果

が得られた。

一方、外的圧力に耐久性がある有毒プランク

トン Alexandrium属のシスト（休眠胞子）お

よび大きさが１µm前後と極めて微少な一般従

属栄養細菌に対しては目立った効果が得られず、

今後の研究課題となっている。

なお、同研究の成果を第４４回MEPCに報告

したところ、多くの国が興味を示し質問が寄せ

られた。

ロ）船舶バラスト水の生物等性状の経時変化調査

船舶のバラスト水は、航海中のバラストタン

ク内が暗黒・閉鎖環境であるため、生物が死滅

する等の性状変化が起きていると予想される。

当協会では、その変化状況を把握し、リバラス

トの効果に関する評価およびリバラストの代替

対策の検討に情報を与えることを目的に、バラ

ストタンクを模擬する陸上実験において海水性

状の経時変化を調査した。

実験の結果、バラストタンクの中（暗黒・閉

鎖環境下）では、動植物プランクトンは、約１

週間で多くが死滅し、２週間ではほとんど死滅

にいたることが実測された。この性状変化は、

海域や季節を問わず全世界の海水および生物で

もほぼ同様であると推定される（ただし、環境

の変化に対して強い耐性を持つシストや有機物

分解生物であるバクテリアは死滅し難い）。

実験結果をリバラストとの関連から考察すれ
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ば、船舶の航海の期間によっては、リバラスト

を実施しない場合よりも生きた状態の生物を多

く放出している可能性がある。リバラスト実施

海域が沿岸域の近くであったり、沿岸域に向か

う海流が存在している場合には、リバラストに

より排出された生物が沿岸水域に定着すること

もあると推測される。このように、リバラスト

は生物の移動を必ずしも低減していないと考え

られ、反対に、広域化させている可能性もある。

今後、リバラストをより実効性のあるものに

するためには、一律の方法ではなく、航海期間

や航路の特性を考慮し、移動を防ぐ生物の質と

量および実施方法を検討すべき旨指摘している。

７・５・６ その他の環境保護対策

１．地球温暖化防止問題

先進国全体の温室効果ガス（CO２、メタン、亜酸

化窒素、代替フロン等）の排出量の削減を進める国

連気候変動枠組条約（UNFCCC）では、国際航路

に従事する船舶および航空機からの CO２排出に関し

ては IMOおよび ICAOを通して国際的な枠組みの

中で検討していくこととされているが、IMOは、

地球温暖化ガスの現状把握および削減方策について

の研究を民間調査機関に委託しており、２０００年１０月

の海洋環境保護委員会（MEPC）において調査報告

書を取りまとめ、翌１１月の UNFCCC第６回締約国

会議（COP６）へ提出することとしている。

一方、当協会は、経団連が取りまとめを行う環境

自主行動計画の策定に参画し、１９９９年９月に行った

第２回フォローアップでは、引き続き２０１０年におけ

る１９９０年に対する輸送単位当たりの CO２排出量を

１０％削減していくとの目標を維持するとともに、調

査の結果、１９９０年度の CO２排出原単位が１のときの

１９９７年度および１９９８年度の指数はそれぞれ０．８６、

０．９０となった旨報告した（資料７―１７参照）。

７・６ 船舶の建造および保船、機関管理対策

７・６・１ エリカ号沈没・重油流失

事故とタンカーへの規

制の動き

１．エリカ号沈没・重油流出事故

１ 事故の概要

エリカ号（Erika号、以下Ｅ号という）（マルタ籍、

３７，２８２DWT、１９，６６６G�T、全 長１８３ｍ、幅２８m、

１９７５年日本の笠戸ドックで建造、事故当時の船齢

２５年、船主はマルタ Tevere Shipping、船舶管理

者：イタリア Panship、傭船者：フランス Total-

fina Oil Group、船級：イタリア Rina（Registro Ital-

〔資料７―１７〕 外航海運におけるCO２排出実態調査結果

１９９０年度 １９９７年度 増減率 １９９８年度 増減率

燃 料 消 費 量 （トン）
Ａ重油
Ｃ重油

４８４，４７１
１２，２６０，６５３

４７２，７５４
１３，８１４，５９５

－２．４％
１２．７％

３７７，８８５
１４，１７２，８７３

－２２．０％
１５．６％

計 １２，７４５，１２４ １４，２８７，３４９ １２．１％ １４，５５０，７５８ １４．２％

C O ２ 排 出 量 （千トン） １０，４３４ １１，６９６ １２．１％ １１，９０９ １４．１％

年 間 貨 物 輸 送 量 （千トン） ５９７，０３２ ７７８，９２１ ３０．５％ ７５８，２７０ ２７．０％

運 航 船 隻 数 （隻） ２，２８８ ２，６０７ １３．９％ ２，６４３ １５．５％

CO２排出量�輸送貨物量 （kg�トン） １７．５ １５．０ －１４．１％ １５．７ －１０．１％

回 答 社 数 ３３ ４０ ―― ４５ ――

注）CO２排出量は炭素換算値。増減率は９０年度に対するもの。当協会会員会社が運航する外航船舶を対象に調査。
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iano Navale）、建造から事故までの間に４船級を

経験）は、１９９９年１２月８日にフランスのダンケル

ク港で重油を約３０，０００トン積載しイタリアのリボ

ルノへ向けて出航した。同号は英仏海峡を航行中、

南西の風１７～１８ｍ、波高３～４ｍの荒天に遭遇し

た。ビスケー湾に差し掛かった同年１２月１０日１４時

頃から天候はさらに激しくなり、２０～２３ｍ以上の

西南西の風と６ｍの風波とうねりにより青波が絶

え間無く甲板を打った。約一昼夜後の同年１２月１１

日正午過ぎから船体は傾き初めたため、バラスト

操作により傾斜を少なくしたが、１４時３０分頃甲板

に裂け目が発見され、１６時過ぎには避難港へ向け

たものの、翌１２日の０３時には裂け目が広がり操縦

困難に陥った。さらに船側外板が裂け始め、８時

半頃には船体が折損、乗組員は１１時前に全員が救

助された。航跡は、資料７―１９のとおりである。

この事故の結果、大量の流出油による汚染のた

め、約２０，０００羽の水鳥が被害を受け、そのうち

５，２４０羽が犠牲となり、また数千匹の動物が英国、

ベルギー、オランダの救出センターに運ばれたと

いわれている大海洋汚染事故に至った。

２ Ｅ号重油流出事故の油防除対応

折損した船体のうち船首部は１９９９年１２月１３日に

折損した海域付近で沈没し、船尾部はオーシャン

タグで沖合いに曳航を試みたが同年１２月１４日に沈

没した。積み荷である C重油のうち、船首部に

６，０００トン、船尾部に１０，０００トンの油が残ってい

おり、約１４，０００トンは海上に流出したと言われて

いる。

海岸漂着油の防除作業は、海岸局職員、民兵団、

消防団、軍のほか、住民、ボランティアを加え総

勢約５０００人で作業を行ない、２０００年２月８日をも

って一応の漂着油防除作業を終了した。しかし、

沈没した船体に残存している油の本格的な回収作

業は荷主である Totalfinaによれば、海象の穏や

かになるわずかな期間である５月から秋までの間

にポンプで吸い上げる除去方法を計画していると

のことである。

３ Rinaの暫定事故報告

環境保護意識の高い欧州において、発生した海

洋汚染事故に対し、資料７―１８に示すとおり、フ

ランス政府が２月に暫定事故報告書と提言を発表

し、さらに海上安全憲章という形で国内対応を図

るとともに、欧州委員会（EC）は３月に再発防止

に向けた規制案を発表した。これに対し、Ｅ号が

加入していた船級の Rinaは２０００年４月７日に至

って漸く暫定事故報告を発表し、次のとおり、乗

組員のオペレーションミスおよび船舶管理体制の

不備を強調し、船体構造および船級の責任に関し

言及していないなどから、海事関係者からは評価

が得られなかった。

１）船体破断の原因は水線下部に発生した亀裂を

破断するまで進行させたいという取扱いのミス

にある。

２）最初の亀裂から１８時間以内に著しく状況が悪

化しており、この助長要因は貨物の積載状況、

貨物の加熱および荒天下での操作方法といった

船舶の運用方法、過去の修理、ならびに陸上か

らの支援不足にある。

２．タンカーへの規制の動き

１ フランス政府の対応

フランス政府はいち早く事故の重大さに鑑み、

直に事故調査委員会を設け、２０００年１月１３日に暫

定報告書と提言をまとめるとともに、同年２月１０

日にあくまでもフランス国内での対応としつつも、

石油輸送のための海上安全憲章をまとめ、政府代

表である運輸大臣と関係者間（同国内の船主協会、

大手石油会社、船級協会等）の合意を成立させた。

その概要は資料７―１８のとおりである。

フランスおよび欧州連合（EU）によるシングル

ハルタンカーの早期フェーズアウト（段階的排除）

提案はまったくの地域規制であることから、趣旨

に賛同しない国が EU内にもあることや、ICS（国

際海運会議所）をはじめとする国際海運団体のほ

か日本を含め他諸国からも反対の声が大きかった
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ことから、フランス政府は、資料７―２０のとおり、

フランス国内で審議された独自の老齢タンカー対

策（案）を作成し、同年２月に IMOへ意見書を

送付し、本案件が IMOの場で取り上げられるよ

うに働きかけた。また、在日仏大使館からも日本

政府に対し、フランス提案への支持協力のアプロ

ーチがあった。

２ 欧州連合（EU）の動き

以上のようなフランス政府の素早い反応に対し、

欧州連合（EU）議会は世論を背景にこれに遅れじ

と欧州議会共同宣言を発表し、Ｅ号事件に関連し

て明らかになった諸問題への取り組み方針を打ち

出した。これに基づいて欧州委員会（EC）は、２０００

年２月１０日に◯１PSCの強化、◯２船級協会の監督

強化、および◯３ダブルハルの前倒しに関する EU

の共同方針を提案するため、業界関係者との意見

交換と加盟国政府による会合をそれぞれ同年３月

１日と２日に開催した。業界関係者との会合にお

いては、ダブルハルタンカーの導入前倒しに関し、

エリカ号事故の再発防止には結びつかない等の指

摘が多くなされた。また、加盟国政府との会合に

おいては、PSC強化と船級協会の監督強化につ

いては、加盟国のコンセンサスを得たが、ダブル

ハル・タンカーの前倒し導入については賛否両論

があった。

その後、２０００年３月２８日に開催された EU閣僚

理事会においても、PSC強化と船級協会の監督

強化については、加盟国のコンセンサスが得られ

たが、ダブルハル・タンカーの前倒し導入につい

ては IMOで議論すべきとの議論が圧倒的に多か

った。

欧州委員会（EC）によるシングルハルタンカーの

フェーズアウト提案は資料７―２１のとおりである。

３ 国際船級協会連合（IACS）の動き

国際船級協会連合（IACS）はＥ号の沈没事故は

老朽化したタンカーの船体強度に問題があったと

する見方から、産業界の自主的な取り組みとして、

２０００年２月１６日に IACS臨時理事会において、船

舶の検査手順の強化を図ることを決定した。さら

に、サブスタンダード船に対し宣戦布告するとし

て、例えば船級を変更した多数の老齢船を対象に

各船の過去の検査をたどるバーチカルコントラク

トオーディットの実施などの自己監督の強化、お

よび老齢船が検査の厳しい船級協会を避けて他の

船級協会に登録を変更する、いわゆる“CLASS

HOPPING”を防止する意味から、ある船齢以上

の船舶を対象に船級変更手順を著しく強化するこ

となどを決定した。

２０００年３月１５日～１７日の IACS一般政策部会に

おいて、さらに具体的に検討され、資料７―２２の

とおり、６項目に亘る検査強化策が審議された。

また、２０００年５月５日に IACSは、ICSをはじ

め、バルチック国際海運協議会（BIMCO）、国際

独立タンカー船主協会（INTERTANKO）、船主

責任相互保険組合（P&I）、国際海事保険連合会

（IUMI）、石油会社国際海事評議会（OCIMF）

のほか、オブザーバーとして国際海事機関（IMO）

等の海事団体との会合において、◯１透明性の確保、

◯２調査手続き、◯３自己責任の強化について IACS

が取組むことを合意した。

１）透明性の確保では、当該船舶の状況がよく分

かるようにし、情報周知の徹底と確認。

２）調査の手続きについては、客観的に効果的と

認められる調査の実施。

３）自己責任を強化するために、現行システムの

再調査。

また船級協会の役割と、その有効性、責任、貢

献度を明らかにするために、船級協会と各海事団

体の代表者で構成された作業部会を設置すること

で合意した。

４ IMOの動き

２０００年３月に開催された第４４回海洋環境保護委

員会（MEPC４４）において、オニール事務局長は

立法レベルで海上安全および海洋環境保護に関し

て議論できる国際的な場は、この IMO以外にな

く、また地域規制は不合理であることを訴えた。
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また、２０００年５月の第７２回海上安全委員会

（MSC７２）において、わが国はじめ多くの政府代

表が、シングルハルのフェーズアウト（段階的な

使用禁止）は地域規則によらず、IMOでの審議を

経て海洋汚染防止条約（MARPOL）に定めるタン

カー構造規則を改正して、世界的な統一基準の下

で実施すべきであるとの意見を述べ、迅速な対応

を求めた。このため、本件は本年２０００年１０月に開

催予定のMEPC４５においてMARPOL条約改正議

題の中で取り上げられることとなった。

一方、２０００年５月に開催されたMSC７２におい

て、わが国が１９９７年に発生したナホトカ号の沈没

重油流出事故の調査結果に基づいて提案した「ば

ら積み運搬船および油タンカーに対する検査強化

プログラムに関する指針」を定めている総会決議

７４４（１８）の改正提案が緊急議題として取り上げら

れ、審議の結果、承認されるとともに、船齢１５年

以上のタンカー等の船底検査の要件が強化された。

総会決議７４４（１８）の改正の発効は、２００２年７月１

日の見込みである。規則の改正内容は以下のとお

りである。

１）船齢が１０年を超える油タンカーの縦強度評価

２０００年４月に開催された第４３回設計設備小委

員会（DE４３）において、ナホトカ号事故以来日

本が研究してきた老齢タンカーの縦強度評価に

関し、審議された結果、下記の内容が承認され

た。通常の手続きを踏むと発効までに非常に時

間を要するので、例外的な措置としてMSC７２

へ緊急案件として送付されることが合意された。

◯１ 長さ１３０ｍ以上の油タンカーを対象とし、

◯２ 船齢が１０年を超える定期検査時に縦強度に

関する船体の状況評価し、

◯３ 必要に応じ切換え・補強を行った上で、

・フランジ断面積の減少が建造時の１０％を越

えないこと、

または、

・縦強度が建造時に要求される強度の９０％を

維持すること。

２）船齢１５年以上の油タンカーおよびバルクキャ

リアーの船底検査

１９９９年１２月に発生したエリカ号事故を受けて、

フランスより「船齢１５年以上の油タンカーおよ

びバルクキャリアーの船底検査は、ドライドッ

クで実施しなければならない」がMSC７２に提

案され、最近相次いで起こったナホトカ号、エ

リカ号の海洋汚染事故の重大性を鑑み、ドライ

ドックで船底検査を実施することが老齢船の構

造欠陥の発見に対して有効であるとの観点から

全会一致で承認された。本件は検査と証書の調

和システムに基づく検査の指針を定めた総会決

議７４６（１８）の船底検査の規程にも関連すること

から、第９回旗国小委員会（２００１年２月）にお

いても審議される予定である。

５ 当協会の対応

当協会では、当初エリカ号の事故がタンカーの

新たな規制に発展する惧れがあることから、今後

の欧州における動きに注視し、情報収集に努める

こととしていたが、EUの動きが早いことから、２０００

年２月２５日に急遽タンカー部会および工務委員会

合同会議を開催して EU委員会の提案に対する当

協会意見を資料７―２３のとおり、取りまとめた。

また、各国船主協会が加盟する国際海運会議所

（ICS）および欧州船主協会（ECSA）を中心とす

る欧州の船主団体等でも EU単独でのタンカー規

制は、１９８９年のエクソンバルディス号事故後に米

国が制定した OPA９０（１９９０年の油濁防止法）の二

の舞になることを警戒して、各方面に新たなタン

カー規制は世界的に統一された基準となるよう

IMOで審議するよう働きかけをしてきた。

当協会は ICSと連携して、２０００年３月１日に

開催された EU委員会と業界関係者との会合にロ

ンドン事務局長が ICSの一員として参加した。

当日の会合では ICS、ECSA、BIMCO、INTER-

TANKO、IACS等がそれぞれの立場から積極的に

意見を述べたほか、OCIMF、港湾協会、P&I、

造船業界、保険業界等から合計約３０名が出席した。
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この中で当協会は船主としての意見を述べると

ともに、特に日本はナホトカ号事故の経験から、

PSCにおける旗国と寄港国の協力および船体強

度のチェック体制の強化が再発防止に役立つと考

え、合理的な防止策を世界的に統一した基準とし

て IMOに提案していることを強調した。これに

対し EU側は、業界関係者の意見は聴き置くが、

EU委員会としてはやるべきことはやるという姿

勢を示し、日本の提案に対しても全面的に賛成す

るがダブルハル規制の前倒しも必要と回答するな

ど、業界関係者との意見は平行線のままとなった。

また、IACSの検査強化に関しては、５月５日

開催の業界団体との意見交換会に備え、基本的に

は検査強化は評価するものの、船舶運航上の問題

点があるため、資料７―２４のとおり、具体的な問

題を整理した。その概略は、検査強化に対する基

本的な姿勢として、◯１すでに規則化されている検

査を適確に実施することが重要であり、◯２腐蝕に

よる部材の衰耗が問題とされているバラストタン

クへの毎年内部検査に関しては、定期検査や中間

検査のように、貨物を揚げ切って一定日数を検査

のために当てることができる場合と異なり、RUN-

NING中における検査実施そのものが安全上、技

術上の問題から困難であること等を指摘するもの

となっている。

６ 今後の見通し

１）IMOの動き

フランス、ベルギー、およびドイツはシング

ルハルタンカーの早期フェーズアウトに関して、

三国共同提案を６月に IMOへ提出した。この

提案と EC提案、MARPOL、OPA９０の比較は

資料７―２５のとおりである。

また、技術的側面のみならず、経済的側面の

問題点を踏まえた検討がされている。従って、

２０００年１０月開催予定の IMOのMEPC４５に向け

て、各国政府および関係団体から提出される見

込みである。

本案件は最重要検討事項との位置づけから、

MEPC４５で一気に取りまとめられ、承認されれ

ば、２００１年４月に開催予定のMEPC４６にて改

正案を採択するという超スピード審議が立案さ

れており、計画通りに採択されれば、最速の場

合には、２００２年８月から発効することとなる。

２）IACSの動き

IACSの検査強化策は、IACSの統一規則（UR）

に発展されることとなっている。当協会は資料

７―２４のとおり、２０００年７月より IACS議長と

なる日本海事協会（NK）に対し、むやみな規則

強化を防ぎ、ずさんな管理体制にあるサブスタ

ンダード船を排除するとともに、適切なルール

により船舶の検査が合理的に実施されることが

重要との観点から意見交換を続けている。本件

に関する URが制定されれば、板厚計測と転級

は２００１年１月１日、その他は２００１年７月１日か

ら実施される見込み。

〔資料７―１８〕

�１ フランス政府によるエリカ号事故暫定報告の主要点

と提言の概要

◯１ 事故の主因は船体の腐食にあり、これは乗組員と

ポートステートコントロール（PSC）により指摘さ

れていたにもかかわらず、船級協会（複数）からも

船舶管理者からも公表されていなかった。

◯２ 乗組員、特に船長は第１級の乗組員であった。

◯３ 船主は国際安全管理（ISM）証書を保持してはい

たが、本船の実質的所有者を特定するのが極めて困

難で ISMコードの危機管理手続きが機能していな

かった。

◯４ PSC、船級協会および主要な石油会社により、本

船は数多くの検査を実施され、本船がとても第１級

のものではないことが分かっていたにもかかわらず、

Repsol、Texaco、Exxon、Shell等により、用船可

能と見なされていた。これらの多くの検査ではバラ

ストタンクの点検がされず、船長のみがバラストタ

ンク内の点検を行い重度の腐食を報告していた。

７．海上安全と環境保護
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◯５ 登録国のマルタは、登録船を管理する十分な手段

を持たず、事実上、船級協会任せである。

◯６ 本船は船級協会を何度か変えている。事故当時は

イタリア船級協会に登録されていたが、フランス船

級協会からの転級は同協会による主要検査（を逃れ

るため？）の直前に行われた。また、イタリア船級

協会は事故調査に有益な情報を何も提供しなかった

ばかりか、船舶管理者への ISM証書発行などその

業務実施手続きにも疑問がある。

◯７ 石油会社は重油等の単純なカーゴはタンク等の質

を要求しないので、質の最も低いタンカーを用船す

る傾向にある（恐らく収益性が低いから）。

◯８ 本船は頻繁に検査を受け、重度の腐食が何度か発

見されているにもかかわらず、PSCでは重要でない

面のみが調査されていたに過ぎない。

以上の事故原因に関する主要点から、フランス政府

は次のような提言をしている。

◯１ 船籍国が船級協会に船体検査等の代行権限を与え

る場合には十分に監督すべきこと。

◯２ イタリア船級協会はエリカ号に関する報告を公表

すべきこと。

◯３ 石油会社は用船する際に質の良い船を用船すべき

で、フランス籍船はその質が保証されるので極力フ

ランス籍船を用船すべきこと。

◯４ 船舶の検査は船体構造により重点を置くとともに、

PSCにおける検査対象にはバラスト専用タンクの

設置などが義務付けられていない１９８２年以前の建造

船に重点を置くべきこと。

◯５ 船齢２０年を超える船は、複数の船級、旗国、PSC

の検査官および船舶管理責任者などで構成する検査

チームにより、毎年検査を受けるべきである。

�２ 石油輸送のための海運安全憲章

海上輸送の安全性を確立するための方策を規定した

もので◯１「用船者はシングルハルタンカーの使用を

２００８年を以って止める。」という現行の国際規制の大

幅な前倒しの他、◯２一定の条件を満たさなければ船齢

１５年以上の船は用船しないこと、◯３船級協会やオペレ

ーターが頻繁に変更されている船舶の用船を避けるこ

と、また、◯４訓練と労働条件等に関する国際基準を守

らない船舶管理者は使わないことに加え、◯５安全基準

や船員の訓練と資格に関する条約を批准している国に

登録された船のみを用船すること等が掲げられている。

これらの他、◯６１５年以上の船齢の船の検査、船級協会

の登録・変更手続きおよび検査の強化に加え、◯７海運

関係者は責任と補償の上限引き上げを目的とした条約

の改定を支持することなどを約束させている。

〔資料７―２０〕 IMOに対するフランス政府提案（骨子）

安全強化策

１．EU領海に入る船舶への監視強化による環境汚染事

故の防止

ａ）EU加盟国の港に入港する３００総トン以上で環境

汚染を起こす恐れのある、もしくは危険な船舶への

監視強化。

監視強化には強制報告制度も含む。安全面から見て、

入港を拒否することもありうる。

EU加盟国の港に入港することなく EU領海に入っ

てくる船舶で油、ばら積みの危険貨物または特定の

危険物質を積むものに対する報告制度の確立。

ｂ）分離通航地帯に入る３００総トン以上の船舶に報告

義務を課す。

ｃ）EU加盟国の EEZに入ってくる、油もしくは危

険物質を積む３００総トン以上の船舶に対する自発的

報告制度の創設。

２．監視、検査、透明性の強化および船内の労働条件改

善による環境汚染事故の防止

ａ）３年毎の定期的船体検査の創設。

ｂ）安全検査に権限を持つ当局を監視する制度の確立。

ｃ）タンカー安全監視システムの創設。

ｄ）危険品を輸送するシングルハル船は２００８年をもっ

て使用禁止。

ｅ）情報の開示・公開により事故防止を図る。

―EQUASISの普遍化・一般化

―事故発生の場合の沿岸国の調査能力の強化

ｆ）船内労働条件の改善。

IOPCFの改革

１．補償限度額の増額（限度額を現行２億 SDR（≒２８６

億円）から１０億ユーロ（≒１，０４０億円）に引き上げ）

２．CLCの船主責任限度額の増額

３．荷主拠出額の増額

以 上
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1999/12/09　仏海峡を航行 

1999/12/12　08：30頃、船体が折損 

1999/12/10　14：07頃 
　　　　　　　　ビスケー湾にさしかかる 

1999/12/11　12：40頃、船が傾き始める 
　　　　　　　　14：30頃、甲板に裂け目が発見 

イギリス 

北　海 

大　西　洋 

ビスケー湾 

地中海 

ベルギー 

ドイツ 

スイス 

イタリア 

オランダ 

フランス 

スペイン 

〔資料７―２１〕 欧州委員会によるダブルハルまたは同等構造船の導入促進提案の概要

１ 導入を促進すべきダブルハルの要件は現MARPOL

７３�７８の��１３Ｆ規則（１９９６年７月６日以降引き渡さ

れる６００D�W以上のタンカーにダブルハルまたは同

等の構造を要求）による。

２ pre-MARPOL船が Hydrostatic balance loading（HBL）

などを採用する場合には��１３Ｇ規則によるダブルハ

ル化に代わるものと認める免除規定は廃止。

３ ��１３Ｇ規則の対象を２０，０００D�W以上の原油タン

カーと３０，０００D�W以上のプロダクトタンカーから、

６００D�W以上の全てのタンカーに拡大し、サイズに

よる既存船と新造船の違いをなくす。

４・OPA９０により締め出されたタンカーが欧州に来な

いようにするため、OPA９０による規制がはじまる

２００５年に合わせ、pre-MARPOL船の船齢制限（２５

年または３０年）を２３年に一本化し（１９８２＋２３＝２００５）、

MARPOL船の船齢制限（３０年）を２８年に短縮する。

・サイズが小さいために��１３Ｇ規則に規定されてい

ない既存船は SBT�PLを備えているものは船齢制

限を３０年、備えていないものは２５年とする。

・船齢制限に加え、pre-MARPOL船の EU水域での就

航は２００５年までとし、MARPOL船およびMARPOL

対象外の小型既存船の制限は造船能力と原油の供給

状況を勘案し、２０１０～２０１５年の間とする。

５ 以上の規制は、EUメンバーを旗国とする、および

その flagにかかわらず欧州の港に寄港する６００D�W

以上のシングルハルタンカーを対象とする。

６ タンカーのダブルハル化を促進する動機を与えるた

め、入港料と水先料に関し、ダブルハルには割引、シ

ングルハルには割増し料金を船齢に応じて課す制度を

導入する。

〔資料７―１９〕 エリカ号沈没までの足跡
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〔資料７―２２〕 IACS一般政策部会において審議された検査強化策

◯１ 加熱管を設備している貨物油タンクに隣接するす

べてのバラストタンクは、船齢１５年以上の船に対し

て毎年内検をする。

◯２ 船齢１５年以上のタンカーおよびバルクキャリアー

に対し、入渠の要件を除き、中間検査を定期検査並

みに行う。

◯３ ２０，０００DWT以上のタンカーおよびバルクキャリ

アーに対し、第３回目の定期検査以降は、少なくと

も２名の専任検査員によって、全ての定期検査と中

間検査が施行される。

◯４ 板厚計測は検査員により厳密な監視のもとにおか

れる。

◯５ ５００GT以上の船舶における、あらゆる条約検査

は専任検査委員によって施行される。

◯６ 船級変更時の検査手続きの強化。

１）船齢１５年以上のタンカーおよびバルクキャリア

ーが船級を変更するとき（以下、転級と記す）、

新船級は直近の中間検査または定期検査を施行す

る。

２）船齢２０年以上のすべての船種の船舶が転級を実

施するとき、新船級は定期検査を施行する。

３）転級の際、板厚計測および補足のための写真を

含む船級記録は、単純なコンピューター様式で保

存されなければならず、転級の際にはそれらが元

船級から新船級へ送られる。

〔資料７―２３〕

２０００年２月２８日

日本船主協会

EUが提案するエリカ号事故再発防止策について

１．ポート・ステート・コントロール（PSC）の強化に

ついて

１ Targeting Systemを有効に活用することにより、

優良な船舶が不必要な点検を繰り返し受ける煩雑さ

を防ぎ、standardが疑われる船舶に点検を集中し、

効果をあげるべきである。

入港船の何％に PSCを実施したかという点は重

要な意味を持たない。

２ 船舶の構造に関する点検を PSCで実施すること

には、以下の理由から反対する。

イ．海上輸送に従事中の船舶は、点検可能な場所が

限定され、必ずしも効果的な点検が実施できるわ

けではない。

ロ．点検準備のため、船舶に多大な労力と時間およ

びそのための費用を課す。

ハ．PSC検査官は、船舶の構造に関して船級の検

査官と同等の検査能力と判断力を必ずしも有して

いるわけではない。

ニ．ナホトカ号、エリカ号の様な構造に起因する事

故を防止するための PSCの強化に関して、日本

政府は IMOに既に提案済みで、これが実行され

れば、寄港国と旗国の協力により事故の再発を防

止することは可能である。

３ PSCの頻度

点検の結果、欠陥が見出せなかった船に対しては

その“reward”として以後１２ヶ月は PSCの対象と

しないなどの措置は、無駄な点検を省くためにも有

効な措置である。

４ 地域MOUの連携

PSCを効果的に実施するため、各MOU間で情

報を共有するとともに点検事項も調和のとれたもの

とすべきである。

５ 傭船者・荷主

Quality Shippingの考え方の中で、傭船者・荷主

は chain of responsibilityを構成する重要な要素で

あるので、PSCの情報の中に含めることを検討す

べきである。

２．船級協会の監督強化について

１ 旗国の代行権限の承認

各船級協会が旗国の代行機関として、海上の安全
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と海洋汚染の防止に関して、その業務の品質が監査

されるべきことは当然である。

２ 透明性の確保

エリカ号事故で指摘されたように class hopping

を防止するうえでも、また Quality Shippingの考え

方においても、各船舶の船級およびその変更、停止、

抹消等の情報の透明性が確保されることは重要であ

る。

３．エリカ号事故再発防止策としてのダブルハルの前倒

し提案について

１ 日本は１９９７年に、船齢２７年のロシア船籍ナホトカ

号が荒天の日本海で船体を折損し、約７，０００�のＣ

重油により海岸が汚染された被害を経験している。

事故調査の結果、船体構造の腐蝕が進み同船は必要

な船体強度を維持していなかったことが判明した。

このため日本は事故の再発防止のため、IMOの検

査強化プログラムにおける板厚計測結果に基づいて

旗国は船体強度を評価し、その記録を船に持たせる

ことおよび PSCにおいて船体に重大な欠陥が発見

されたときは寄港国と旗国が連携して確実に修理さ

れるよう監督するスキームを提案した。これ等の改

正が適切に実施されれば、ナホトカ号の様な事故の

再発は防ぐことができると考える。

２ エリカ号の事故が、ナホトカ号の事故と同様に船

体構造のメンテナンスの不良に起因して沈没したも

のとすれば、ダブルハル化を促進する措置は同種事

故の再発防止には役立たない。

３ ダブルハルタンカーは、衝突および座礁事故の際

の油流出に関してはシングルハルタンカーに比べ有

利な場合があるが、構造に関する検査と修理を怠た

ればダブルハルもシングルハルも事故の危険性は同

じである。

４ しっかりした検査に基づき修理された船舶は船齢

にかかわらず安全であり、船齢によるフェーズアウ

トはむしろメンテナンスの意欲を無くさせるので危

険である。

４．結 論

１ 海運は国際的な活動であり、海洋環境を護り、海

上輸送の安全を確保するために必要な基準は、国際

的に統一された基準とする必要がある。１９８９年の

“Exxon Valdez”号事件の後に取られた措置は多く

の弊害を持たらした。

EUが提案するダブルハルの前倒し策は、OPA９０

により締め出されたタンカーが欧州に来ることを防

ぐかも知れないが、それは他の地域へ追いやってい

るだけなので新たな提案は IMOにおいて審議し、

世界的に統一された基準として実施すべきである。

２ エリカ号の事故の再発防止策は、事故原因に基づ

いて合理的に改善策を検討すべきであり、提案され

たダブルハルの導入前倒しは再発防止策として合理

的なものとは言えない。

３ Quality Shippingの考え方に基づき、エリカ号事

故の再発防止のために、chain of responsibilityを構

成するそれぞれのパートナーの役割を改めて見直す

とともに、新たに構ずべき措置が検討されるべきで

ある。

〔資料７―２４〕

２０００年４月２５日

日本船主協会

IACS 検査強化に対する当協会コメント

１．検査強化に対する基本姿勢

◯１ ERIKA事故の再発防止に向けた検査強化提案は

基本的に評価する。

◯２ しかしながら、現行の定期検査、中間検査、およ

び ESPにおける検査を厳格かつ確実に実施するこ

とが、より重要かつ効果的である。

◯３ 特に船体構造部材に関しては、より一層の客観性

および透明性のある検査が実行されるべきである。

また、検査基準については各船級間の統一性が図ら

れたものとすべきと考える。

◯４ 船齢１５年を超える船舶に対する検査実施の結果、

更なる検査が必要と認められた船舶に対して、提案
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の検査を実施する方がより合理的である。

◯５ なお、IMOにおいて老齢タンカーの安全対策と

して、総会決議７４４（１８）の改正が合意されており、

１０年を超える旗国検査時にタンカーの残存縦強度の

評価が義務付けられることも考慮すべきである。

２．検査実施上の技術的問題

バラストタンクの内部検査を Runningで実施するに

当たっては次のような技術的な問題がある。

◯１ タンカーのバラストタンクの内検のためには、タ

ンクに漲水した状態、空の状態等、それぞれのコン

ディション作りのための所要時間（１日程度）が必

要であり、合理的に検査を実施するためには、検査

の分割等の工夫が必要である。

◯２ 船種、又は船舶の構造により、バラストタンクへ

のアクセスを確保するための特別な準備が必要な場

合もある。

◯３ 船型によっては Stabilityの関係上バラストタンクを

空にできない場合も考えられる。

〔資料７―２５〕 シングルハルタンカーのフェーズアウト比較

シングルハルタンカーの区分（カテゴリー１～３）（注）に従い、MARPOL条約、EC委員会提案、仏・独・伯共同提
案及び米国 OPA’９０のシングルハルタンカーのフェーズアウト時期を比較すると以下のとおりである。

MARPOL EC提案
仏・独・伯共同提案
※２００２年末までは現行

MARPOL通り

米国 OPA’９０
※１９９０年８月施行

【カテゴリー１】
貨物タンクのまわ
りに防護的バラス
トタンクのないシ
ングルハルタンカー

２００７年、
または船齢２５年
（防護措置要件を
満足する場合は、
２０１２年、または船
齢３０年）

２００５年６月１日
または船齢２３年

２００５年６月１日
または船齢２３年

（シングルハル・タンカー）
２００５年１月１日

～２０１０年１月１日
・５，０００≦Ａ＜３０，０００GT

Ａ：船齢２５年
２０００年１月１日

～２０１０年１月１日
・３，０００GT≦Ａ

Ａ：船齢２３年

【カテゴリー２】
貨物タンク区域が
分離バラストタン
クにより保護され
ているシングルハ
ルタンカー

２０２６年
または船齢３０年

２０１０年１月１日
または船齢２８年

２００８年１月１日
または船齢２６年

（ダブルボトム・ダブルサイド）
２００５年１月１日

～２０１５年１月１日
・５，０００≦Ａ＜３０，０００GT

Ａ：船齢３０年
２０００年１月１日

～２０１５年１月１日
・３０，０００GT≦Ａ

Ａ：船齢２８年

【カテゴリー３】
MARPOL条約の
もとでダブルハル
の適用のないシン
グルハルタンカー

特になし ２０１５年１月１日
または船齢２５年（防護
措置要件を満足する場
合は、２０１５年１月１日
または、船齢３０年）

２０１３年１月１日
または船齢２３年（防護
措置要件を満足する場
合は、２０１３年１月１日
または船齢２８年）

２０１５年１月１日
・Ａ＜５，０００GT

Ａ：船齢制限無

注：カテゴリー１ （MARPOL条約附属書�第１３G�規則の適用があるものに相当）
２０，０００DWT以上の原油タンカーおよび３０，０００DWT以上の精製油運搬船であって、MARPOL条約が発効した時の現存の
もの（引き渡しが１９８２年６月１日以前のもの）。

カテゴリー２ （MARPOL条約附属書�第１３G�規則の適用があるものに相当）
２０，０００WT以上の原油タンカーおよび３０，０００DWT以上の精製油運搬船であって、MARPOL条約で分離バラストタンクが
油流出防止のために配置されているもの（引き渡しが１９８２年６月１日から１９９６年７月６日までのもの）。

カテゴリー３ （MARPOL条約でダブルハル化が要求されていないもの）
２０，０００DWT未満の原油タンカーおよび３０，０００DWT未満の精製油運搬船（引き渡しが１９９６年７月６日より前のもの）。（EC
および仏等提案では６００DWT以上）
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７・６・２ 船舶等検査の改善

１．検査と証書の調和システム

「検査と証書の調和システム」（Harmonized Sys-

tem of Survey and Certificate：以下 HSSCと記す）

に関する SOLAS条約と LOAD LINE条約の議定書

は１９８８年に IMOで採択されたが、１１年の年月を経

て、ようやく発効要件を満たし、２０００年２月３日か

ら発効した。

１ HSSCの目的

現在の SOLAS条約と LOAD LINE条約、MAR-

POL条約および IGC（International Gas Carrier

Code）、IBC（International Bulk Chemical Code）、

BCH（Bulk Chemical Code）の各コードにより

要求される検査に基づいて発行される証書の有効

期限は必ずしも一致しない場合がある。このため

に、船舶は頻繁に検査を受けなければならい状況

があり、これを改善するために、Anniversary Date

という概念を導入し、船舶に関するこれら条約・

コードに関する検査を同一時期に行えるようにし、

検査の円滑な実施と受検者の利便の向上を図るの

が HSSCの目的である。

２ 検査と証書の具体的取扱い

証書の有効期限は全て５年に統一され、各条約

�コードとも同一の Anniversary Dateの前後３

ヶ月に検査を受けるようになる（証書の更新に当

たっては各証書の有効期限の切れる３ヶ月前以降

であれば、検査を受けた日から５年間でなく、証

書の有効期限が切れる日から５年間の有効期限を

得られるようになった）。

現行との相違点は資料７―２６のとおりである。

３ 条約手続き上の問題点

IMOの条約には Tacit方式という、条約採択後

の一定期間内に一定数以上の国から異議通告がな

されない限り自動的に発効する方式と、Explicit

方式という国内法制を備えた上で IMOへ批准を

通知した国が一定数以上に達して初めて発効する

方式の２種類がある。HSSCの導入のための条約

改正手続きに関しては SOLAS、LOAD LINEは

Explicit方式、MARPOLおよび IGC、IBC、BCH

は Tacit方式である。

このことから、SOLAS、LOAD LINE条約に関

しては１９８８年の議定書という形で改正を行ったた

め、両条約加盟国のうち８８年議定書の批准国のみ

が HSSCを実施することなる。一方、MARPOL

条約（IGC、IBC、BCH）に関しては、SOLAS、

LOAD LINEの８８年議定書の批准の有無にかかわ

らず条約の締約国であれば HSSCを実施しなけ

ればならなくなった。

従って、国によっては SOLAS、LOAD LINEに

ついては、従来の検査と証書の発行方式によって、

MARPOLおよび IGC、IBC、BCHについては HS-

SCによって行うという場合がありえることから、

８８年議定書未批准国でも HSSC方法の証書を発

行するよう勧告することが１９９９年１１月の第２１回

IMO総会において決議Ａ．８３３（２１）として採択さ

れた。

４ LOAD LINE条約の改正

LOAD LINE条約については、８８年議定書の発

効に伴い、HSSCの導入のみならず、条約附属書

の改正手続きが Explict方式から Tacit方式に改

正されるとともに、すでに総会決議等により採択

された船舶の航行帯域の変更等の改正が実施され

た。

５ HSSC発効に伴う国内対応について

SOLAS条約における HSSC制度は２０００年２月

３日を持って実施されたが、日本国内においては

１９９７年７月１日より先取りして実施されており、

（船協海運年報１９９７参照）、船舶検査証書の有効期

間（４年）満了次第、順次切り替えられ、２００１年

７月以降すべての船舶が新制度へ移行することと

なる。

この経過措置として、旧制度の４年の船舶検査

証書を受有する船舶は当該証書の有効期間が満了

するまでの間は旧制度の条約証書を交付すること

とされていたが、HSSCが発効する２０００年２月３
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日以降更新される条約証書は新制度に基づくもの

でなければならないため、これに対応するよう経

過措置（船舶安全法施行規則・附則）の改正が行

われた。

なお、上述の旧制度の船舶において条約証書

（SR）が更新された場合、旧制度では５ヶ月認

められていた証書の有効期間の延長が HSSC制

度では３ヶ月であるため、延長は３ヶ月しか認め

られなくなるが、運輸省では船舶のオペレーショ

ンに影響を及ぼさないよう、そのような船舶につ

いてさらに２ヶ月の検査延長が可能となるよう、

柔軟に対応することとしている。

２．ICSにおけるコンテナの検査および修理基準の

作成について

海上コンテナの船社間や船社とリース会社間など

の移動の際に実施されるコンテナの検査および修理

に関する基準はそれぞれ異なり、コンテナ管理コス

トを割高にする一因となっているとして、国際海運

会議所（ICS）は、リース会社の団体である IICL（In-

stitute of International Container Lessors）との間で、

コンテナの検査および修理に関する基準（IICL５）

を取り決めている。

IICL５は船社間等で用いられる基準を上回ってい

るとして、ICSは基準の引き下げを求めてきたが、

折衝は膠着しており、これとは別に船社の内部基準

を統合した新たな基準（UCIRC）（注）を１９９９年７

月に策定した。ICSは今後の IICLとの協議に備え、

UCIRCに対する業界内の広い支持を得ておく必要

があるとし、当協会としても会員各社のほかアジア

船主フォーラム加盟船協へも支持を呼びかけた。

なお、わが国においては、「コンテナの保守点検

の方法を承認する場合及びコンテナの保守点検計画

等を承認する場合の取扱いについて（昭和５９年９月

〔資料７―２６〕 現行システムとHSSCとの相違点

項 目 現行システム HSSC

証書の有効期間 SC：５年
SE：２年
SR：１年
LL：５年
IOPP：５年
IGC、IBC、BCH：５年

SE�SRを含めて全て５年

更新後の証書の有効期間満了日 証書更新検査の完了日から起算（更新
前の証書の有効期間が残っていても配
慮されない）

証書更新前の証書の満了日から起算
（但し、満了日３ヶ月前以前に行った
場合を除く）

証書の有効期間の延長 証書の種類によって不可、または５ヶ
月以内

３ヶ月以内

検査の時期

・SC、IOPP、IGC、IBC、BCHの IS

・SEの PS

・SRの PS

証書の有効期限の中間日の前後６ヶ月

２年毎に証書更新検査

毎年証書更新検査

AD
（Anniversary Dateの導入）

第二または、第三 ADの前後３ヶ月以
内
証書更新検査は５年毎。その間（第二
または、第三 ADの前後３ヶ月以内）
に PSを実施

証書更新検査は５年毎。その間（AD
の前後３ヶ月以内）に PSを実施

注）SC：安全構造証書 SE：安全設備証書 SR：安全無線証書 LL：国際喫水線証書 IOPP：国際油汚染防止証書
IGC：国際液化ガスばら積み船適合証書 IBC：国際液体化学薬品ばら積み船適合証書
BCH：液体化学薬品ばら積み船適合証書 IS：中間検査（Intermediate Survey） PS：定期的検査（Periodical Survey）
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６日付海査第１１７号）」により点検基準が定められて

いるが、１９９９年５月、日本コンテナ協会等の要望に

基づき IICL５に準じた基準に改正されたばかりで

あり、直ちにこの基準を下回る UCIRCを採用する

ことは困難な状況にある。

注）UCIRC : Unified Container Inspection & Repair

Criteria

３．GMDSS陸上保守間隔の延長について

国際航海に従事する船舶等の無線設備については、

船舶安全法および電波法により、設備の二重化、陸

上保守または船上保守のうち２つまたは１つの措置

を講じることとされており、このうち「陸上保守」

の保守間隔は、わが国では６ヶ月毎に行うこととさ

れている。諸外国では無線検査に合わせ１年毎に実

施されているのが実態であり、当協会では規制緩和

要望において、陸上保守間隔の１年毎への延長を求

めてきた。

その結果、１９９９年に規制緩和推進３ヶ年計画に盛

り込まれ、２０００年７月７日、電波法施行規則および

運輸省通達（船舶安全法施行規則第６０条の５に基づ

く保守等承認手続き）が改正され、同間隔が１年毎

へ延長された。

これにより、施行日以後の陸上保守点検は、以前

の点検実施時期に関わりなく、船舶検査証書の有効

期間が満了する日に相当する毎年の日の前後３ヶ月

以内の時期（電波法上は当該措置をとることとなっ

た日から１年毎の前後３ヶ月以内の時期）に行うこ

ととなった。

７・６・３ コンピュータ２０００年問題

への対応

西暦を下２桁のみでプログラムされたコンピュー

タが、１９９９年や２０００年になった時に西暦１９００年と認

識したり、９９を無効なデータとして判定したりする

ことにより誤作動を起こす可能性があるとする２０００

年（Ｙ２Ｋ）問題について、当協会は、船舶の運航

において各社の対応に資するよう、予防措置に重点

を置いた対応マニュアルや不具合等の機器リストの

作成など、日本海事協会などと協力して対応を進め

てきた（船協海運年報１９９９参照）。

その結果、最大の危険日とされていた２０００年１月

１日の前後において、外航、内航、旅客船等海運関

係における事故等の発生はなかった。

日本政府は、首相官邸に「２０００年問題対策室」を

設置しこれに備えていたが、１月５日午前、「現在ま

でに社会インフラなどの分野で大きな問題は生じて

いない。これは官民を挙げた対応の成果である」と

して、同対策室を同日正午で解散した。海運関係で

は、運輸省の要請の下に、内・外航とも大晦日から

元旦にかけて運航船舶に関する連絡報告体制を敷き

迅速な情報の収集に努め、当協会においても会員各

社とともに当直体制を取り、異常事態の発生に備え

た。また海上保安庁においては、特別警戒期間（１２

�３１ ２１：００～１�１ ２１：００）中、２０００年問題に起因す

る海上事故防止対策として、輻輳海域における２０００

年問題未対応船に対する航行自粛要請や法令に基づ

く入域調整、夜間入港の不許可などを実施した。

なお、運輸省によると１月４日２１時現在の交通分

野での障害等の発生件数は６件で、このうち下記の

３件（鉄道、航空、気象システム各１）が２０００年問

題に起因したものであったが、いずれも短時間のう

ちに復旧し影響はほとんどなかった。

また、その他の危険日（１９９９年９月９日、２０００年

２月２９日）においても海運関係において事故等の発

生はなく、GPSのロールオーバーにより誤作動の

発生が予測されていた１９９９年８月２１日には、船舶に

関しては１８件の報告があったが、いずれも予測され

た誤作動であり航行に支障はなかった。

１．船舶におけるコンピュータ２０００年問題の基本的

性格

船舶に搭載されている機器は、コンピュータによ

る制御であっても、ほとんどが日付・時刻制御によ

らず、実運転時間の積算による実時間制御方式（リ
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アルタイム・コントロール）となっている。また、

主機関、発電機や操舵装置などの重要機器には手動

運転等のバックアップシステムが装備されており、

船舶においては陸上等のシステムと比較して２０００年

問題による重大な事故の発生の可能性は一般的に極

めて小さいと考えられる。

しかしながら、２０００年問題に関しては、どんなに

対策を尽くしても機器が故障する可能性を完全に否

定することはできないと指摘されているところから、

リスクを最小限に抑え得るよう十分な対策を講じる

必要がある。

２．船舶運航に関する２０００年問題対策連絡会

コンピューター２０００年問題への対応に関し、運輸

省海上交通局は、業種横断的に本問題への対策およ

びその進捗状況を検証するとともに、今後の留意点

等を含めた２０００年問題対策を取りまとめることを目

的として、省内関係セクションおよび関係団体（外・

内航事業者団体、旅客船事業者団体、舶用機器メー

カー、NK等）に参加を呼び掛け、当協会を事務局

として標記連絡会を１９９９年８月に設置した。同連絡

会では、船舶における２０００年問題の特質を整理する

とともに、海運事業者が講ずべき船舶運航に関する

２０００年問題対策のうち、機器の点検手順、危機管理

計画の策定等の主要点を盛り込んだ「船舶運航に関

する２０００年問題対策の概要」を取りまとめ、会員会

社をはじめ関係者に配布した。

本取りまとめでは、船舶に搭載されている機器は、

陸上のシステムと比較して２０００年問題による重大な

事故の発生の可能性は一般的に極めて小さいと考え

られるが、２０００年問題に関しては危機対応のための

計画とその訓練が必要と考えられるとし、また、調

査の結果、大部分の海運事業者においては、必要と

考えられる機器の点検と確認が終了し、危機管理計

画の策定も進んでおり、２０００年対策はほぼ完了して

いるとしている。

さらに２０００年の到来を間近に控えた時期において

は、万一の故障に備えた主要装置の手動操作の習熟

等を含む対応訓練と事故を未然に防ぐための対応計

画のフォローアップおよび実施に重点を置いた対策

がとられていくこととなるが、各海運事業者におい

ては、それぞれの条件の下に策定された対応計画に

基づき、事前に定められたマニュアルに従い訓練を

積み重ねるとともに、関連機関との情報交換を緊密

に行うことにより、一層の安全対策の推進を図るこ

とを呼びかけている。

３．２０００年問題への国際的な対応

１ 国際海事機関（IMO）

IMOは、１９９９年３月、船舶の運航に関するコ

ンピューター２０００年問題について、船舶と港湾の

双方の関係者が取るべき対策として“Year 2000

Code of Good Practice”を取りまとめ、情報交換

のための質問例および緊急対応計画の主要点と併

せ、回報 NO.２１２１として各国政府および関係者に

周知した。その概要は、◯１充分な能力を有する者

の配置と訓練、◯２航海に危険がある水域に入る前

の周囲の状況に対する船長の適切な判断、◯３異常

発生が指摘される期間に誤作動等が発生した場合

の安全の確保、◯４船舶と港湾との間のＹ２Ｋ対応

状況に関する情報交換、◯５港湾内における危険を

最小化するために必要とされる制限等の船舶への

事前通知等となっている（船協海運年報１９９９参照）。

２ 国際海運会議所（ICS）

国際的な船主団体である ICSは、IMOが策定

した Code of Good Practiceに従って講じた処置

については、関係者はクレームしないことを“pub-

lic policy”として広く関係者間に認知させること

を目的として、バルチック国際海運協議会

（BIMCO）および国際 P&I Clubなどと共同して

“Safety Protocol”を策定した。

ICSは、この Safety Protocolへの多くの海運関

係者の署名が船社の保護に役立つとして署名を呼

びかけており、当協会としてもこれに署名し、会

員会社へ署名を呼びかけるとともに、アジア船主

フォーラム加盟船協へも署名を呼びかけた。その
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結果、１９９９年９月１３日時点で各国船主協会をはじ

め約２５０の会社�団体が署名した。

３ 諸外国の対応

米国、オーストラリア、EU諸国、パナマ運河

当局等では、IMOからのサーキュラー（上記回

報 No.２１２１）に基づき、各船のＹ２Ｋ対応状況を

調査する質問書を公表し、事前に報告を求めるな

どの対応策を講じた。また、船舶入港時にはそれ

らの回答に沿った対策が実際に講じられているか

どうかを点検し、異常発生の可能性がある期間に

おいて危険性がある場合には、曳船の配備、入出

港の停止などの措置を講ずることとした。同様の

措置はわが国においても実施された。

４．当協会の対応

１ ２０００年問題に関する情報の収集と周知

当協会では、会員各社における本問題への対応

をサポートする観点から、積極的に関連の情報を

提供してきた。船舶に搭載されている各種機器に

関しては日本海事協会と協力し、予防措置に重点

を置いた具体的機器対応マニュアルや不具合等の

機器リストなどを作成したほか（船協海運年報

１９９９参照）、万一の故障に備える等の危機管理計

画の策定の主要点等をとりまとめ周知した。また、

運輸省海上交通局の求めに応じ、２項に記す船舶

運航に関する２０００年問題対策連絡会の事務局を務

め、報告書のとりまとめ等中心的役割を果たした。

さらに IMOが策定した“Year 2000 Code of

Good Practice”の周知とこれに関連して各国政

府等が講じる２０００年対策の周知等、３項に記す国

際的な２０００年対策に関する情報の収集と周知に努

めた。

また、１２月には、国内における NTT�KDD等

の通信会社や海上保安庁等の関係省庁のシステム

に関する２０００年問題対応状況について適宜情報を

提供した。

２ 会員会社の対応状況

コンピュータ２０００年問題については、海運各社

とも経営の根幹に関わる重要課題であるとの認識

の下に、数年前から社内にプロジェクトチームを

設置するなど、全社的な対応作業を進めてきた。

船舶運航に関わる２０００年問題の対応状況につい

ては前述のとおりであるが、陸上関係部門におい

ても２０００年問題に起因して B�L（船荷証券）の

発行、電子メールの送受信などといった事務的処

理に関するトラブル、また、関連業者のシステム

の誤作動などのための港湾の荷役設備に不具合が

出るといったような様々なトラブルの発生が考え

られることから、各社ともそのようなトラブルを

未然に防ぐべく、以下の対応を徹底して行った。

・本社�支店内基幹システムの徹底的見直しおよ

びその改修作業

・間連業者への２０００年問題対策徹底の呼びかけと

対応状況の確認

・２０００年の日付を想定した模擬テスト

また、２０００年問題については「万全の対応」と

いうのは難しいとの見方が一般的であることから、

各社それぞれ万一トラブルが発生した場合に備え、

業務のすべての面において様々な事態を想定した

緊急時の対応策を策定する等、２０００年１月１日な

ど危険日とされる日における対応を含め、万一の

際にも影響を最小限に食い止める体制をとり、安

定的サービス維持の実現に努めた。

なお、当協会をはじめとした海事関係団体等の

協力の下、運輸省海上交通局が取りまとめた海運

業界の２０００年問題対応に関する調査（資料７―２７）

を見ると、事務処理系システム―本社�支店等に

おけるコンピュータシステム―の対応状況につい

ては修正作業等が完了し、模擬テストまで終了し

ているのが全体の８４％、修正作業については完了

済みが５％（１９９９年９月末日現在）と業界全体の

約９割が事務処理系システムの対策にほとんど目

途をつけており、海上部門同様、陸上部門でもほ

ぼ事前の対策を完了した。
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７・６・４ 舶用燃料油対策

１．舶用燃料油規格への対応

舶用燃料油の唯一の国際規則として ISO８２１７が慣

用されている。

同規格は石油危機後、舶用燃料油の低質化が急速

に進行する状況の中で、機関メーカーが今後どの程

度まで低質化した燃料油に対応できるエンジンを開

発目標とすればよいか、その指針のために将来の究

極的な低質燃料油規格値として、石油業界が中心と

なって制定された舶用の機関とボイラーのための燃

料油規格である。

一方、国際燃焼機関会議（CIMAC）の「ディー

ゼル機関の燃料油規格に関する勧告」は ISOの燃

料油規格が成立したのとほぼ同時期に制定された。

その勧告は主に機関製造者が機関取扱説明書の中で

使用推奨燃料油を記載することを意図しており、機

関使用者が機関型式や燃料の前処理に適した燃料の

特定を容易にさせるものである。

ISOの規格に比べ幾つかの追加要件およびより厳

しい要件が盛込まれている。

CIMACの勧告の範囲は全ての舶用機関と陸上用

機関のためのものである。

１ 舶用燃料油規格 ISO８２１７の改訂

舶用燃料油の国際規格（ISO８２１７）を審議して

いる国際標準化機構（ISO）�第２８技術委員会（TC

２８）�第４小委員会（SC４）�第６作業部会（WG

６）における改定案の検討は、２０００年９月の会合

で大筋の審議を終了する予定になっている。その

審議結果は委員会原案（CD）として登録され、

各国代表団体の意見を取入れるための照会段階お

よび承認段階を経て、２００２年頃に国際規格として

発効する見込みであるが、現在までに合意されて

いる主な改訂内容は以下のとおりである。

◯１ 残渣油中（RM級；Residual Marine）の硫黄

分の限度については IMOの規制値に合わせ

５．０％から４．５％に下げる。

◯２ 残渣油中の水分の限度を現在の１％から

０．５％に下げる。

◯３ 燃料油の等級数（グレード）を減らすために、

密度規定のないボイラー用の残渣油のグレード

を廃止する。等級数が１５から１０へ削減される。

◯４ 粘度の分類については現在１００℃の粘度呼称

が使われているが、市場で多く使われている

５０℃の粘度呼称に戻す。

◯５ 灰分の限度が現在０．２％になっているが、こ

れを０．１５％にする。

◯６ 廃油の混入禁止を規格化することになり、上

限値および測定方法を含め検討中。

◯７ アルミ、シリカの含有量の限度については

ISOでは技術的検討ができないので CIMACに

委託する。

◯８ ロッテルダムで植物油が混入した事件が３件

あったことが取り上げられ、燃料油中の酸価に

ついては、ANNEXに情報として盛込むことが、

合意された。２０００年９月までに ISO�TC２８�SC

４�WG６において検討することになっている。

◯９ ISO８２１７の SCOPEに「燃料油を適切に前処

理することを前提としている」旨の文書を盛込

むこととなった。

２ 国際燃焼機関会議（CIMAC）燃料油規格への

対応

〔資料７―２７〕 民間業種別西暦２０００年問題に関する対応状況について

業 種 名 回答件数 回答率（％） 模擬テストを完了
事務処理系システム（％）※

修正等を完了 実作業中 調 査 中 未 着 手

海上運送業 １，０１５ １００ ８４ ５ ９ １ １

※運輸省海上交通局調べ。ここでいう「事務処理系システム」は、経理、財務、営業情報等、事務処理等に用いるシステ

ムを指す。
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２００１年の改訂を目指して CIMACの燃料油規格

が審議されている。CIMACの重質燃料油作業部

会（Heavy Fuel WG）における１９９９年度の検討状

況は以下のとおりである。CIMACにおいて「デ

ィーゼル機関の燃料油規格に関する勧告」の技術

的な検討が行われている。廃油混入防止に関して

は CIMACの検討結果が ISO８２１７にそのまま取り

込まれることとなっている。

［CIMACの燃料油規格］

CIMACにおける「ディーゼル機関の燃料油規

格に関する勧告」に関する検討提案は以下のとお

りである。

◯１ IMOの排ガス規制（SOx規制特別海域にお

ける燃料油中硫黄分の上限）に適合するような

低硫黄燃料の等級（グレード）として、留出油

（DB；Distillate fuelのＢ等級 JIS規格のＡ重

油に相当、DC；Distillate fuelのＣ等級 JIS規

格のＢ重油に相当）および残渣油（RM級；Re-

sidual Marine, JIS規格のＣ重油に相当）に硫黄

分規制油（SC；SULPHUR CONTROL）という、

硫黄分を１．５％以下とする規格が新たに盛込ま

れる。

◯２ 一般海域用の燃料についても、硫黄分上限を

IMOの排ガス規制に適合するよう、４．５％に改

訂。

◯３ 燃料の噴射を良好にするために使用されるホ

モジナイザーの設置場所によってその他の機器

の性能に影響を与えることの注意を記述した

「HFO遠心分離機の前にホモジナイザーを使

用」を、「燃料の前処理装置の設計に関する勧

告」へ盛込むこととなった。

◯４ 附属書（APPENDIX）に、今まで CIMACの

燃料油に関する勧告に盛込まれていなかった新

技術に伴う注意や燃焼障害に関する注意が附属

書に盛込まれた。具体的には、アルファルテン

が燃焼系と排気系に燃焼堆積物を生じさせるこ

とへの注意が「アスファルテンの燃焼性」とし

て、燃焼系および排気系の機関障害の原因とな

る灰分であるバナジウムとナトリウムの関係へ

の注意が「V�Naが機関性能に及ぼす影響」

として、エマルジョン燃料に関する運転に伴う

注意が「水エマルジョン」として新たに加えら

れた。特に「アスファルテンの燃焼性」につい

ては、日本が規格化を強く主張してきたが、現

実的な測定方法が見つからず、規格化は見送ら

れたものの、新たに附属書で解説されることと

なった。

２）機関入り口での燃料油性状

機関トラブル防止の観点から「ディーゼル機

関の燃料油規格に関する勧告」の改訂に合わせ、

機関入り口性状の新規格化が検討されてきた。

もともと日本提案により、CIMACにおいて、

本題の規格化が検討されることとなったため、

補油時の燃料油性状として従来から船社が要請

してきたものに近い各性状項目の規格値を日本

案として提示した。

しかし、作業部会での審議の結果、提案され

ている内容を新規格とするのは難しいとの結論

に至ったものの、機関入り口の燃料は補油後の

油をセットリングに移送し、清浄機にかける等

の前処理が施されていることから、機関入り口

性状に関する情報を数ページに整理し、「燃料

油の前処理装置の設計に関する勧告」に盛込む

こととなった。

３）廃油混入問題

燃料油中に自動車の廃油が混入した際には、

廃油の混入により触媒粒子、鉄分および水分に

関する遠心分離機の分離効率低下が認められる

ことが確認された。また廃油混入の証拠物質と

してMg、Ca、Zn、Pの４種類が認識された。

従って、燃料油中に廃油を混入させてはならな

いことを担保するために ISO、CIMACの規格

にそれらの成分の限界値を規格化することとな

った。

しかし、廃油混入の証拠物質として認識され

ている４種類の成分を制限する基準については
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現在検討中であり、Mg、Zn等の分析方法は、

CIMACから ISOへ照会している。

現在、CIAMC規格では廃油混入については

付属書類において危険性を指摘しているが、日

本はそれだけでは不十分であるとの観点から、

燃料中に絶対混入させてはならない旨の主張を

続けてきた。当協会も本件に関する機関障害の

実例を提出している。

４）前処理装置に関する勧告の改訂

「燃料油の前処理装置の設計に関する勧告」

を改訂することとなった。

２．舶用燃料油の燃焼特性と低速ディーゼル機関の

信頼性に関する調査研究

日本舶用工業会の舶用燃料油調査小委員会は、燃

料の燃焼障害に起因する舶用低速ディーゼル機関の

損傷を未然に防止するためには、燃料を使用する前

に障害発生の可能性を予測できることが望ましいと

の観点より、実船で使用されていた燃料をサンプリ

ングして、一般性状と燃焼特性を調査すると同時に、

機関シリンダライナ温度の変化をモニタリングして

両者の相関関係を解析し、その結果として、新しく

燃料の燃焼性を評価できる指標を確立し、加えて燃

料に起因する損傷を予測可能とすることを目的とす

る研究を１９９９年４月より２年計画で実施している。

１９９９年度の研究より◯１燃料噴射後の火炎の挙動、

◯２燃料の着火性の分析、◯３示差熱分析等が燃料特性

と機関障害との関係が確認されつつあるので、今後、

どのような燃料が障害を発生させるかについて予測

可能になることが期待されている。また本研究を通

じて、近年の燃料油精製方法では、低圧蒸留後の残

渣油をさらにビスブレーカ装置を通すことによって

精製された残渣油には高いレベルの窒素分が含まれ

ることが認識され、それを燃料油とした場合に、

NOxの排出量に多大な影響を与えることが確認さ

れた。これはMARPOL条約新附属書	の NOx規

制に影響することが予想されるので、今後、その対

応も必要となろう。

船主としては、燃料問題は機関管理において永遠

のテーマであるところから、当協会は燃料油のサン

プルの収集・提供等に積極的に協力している。

７・７ 海上無線通信の改善

７・７・１ 通信関係法規

１．GMDSS陸上保守間隔の延長

従来、GMDSS設備に係る陸上保守の点検間隔は

６ヶ月毎とされていたが、電波法施行規則第２８条の

５の改正により１年毎へ延長された。当該改正省令

は２０００年７月７日に施行された（７・６・２参照）。

２．短波帯周波数の記号化および一括指定

船舶における短波帯の使用周波数は、就航航路に

より利用海岸局の周波数を考慮して選定されている

が、GMDSS設備の搭載により使用する周波数も増

加し、新しい通信サービスによる新たな周波数の使

用が頻繁に行われている状況から、その数は多数に

上っている。就航航路の変更や新通信サービスへの

対応などによる使用周波数の変更、新設が生じた場

合、その申請に係る事務作業は煩雑かつ膨大なもの

であり、そのたびに工事・申請費用が発生している。

そのため、当協会は、規制緩和要望において、国

際電気通信連合（ITU）により国際的に認められた

すべての周波数を一括して指定できるよう要望する

とともに、郵政省へ個別に働き掛けを行うなどした

結果、同省は、当協会要望通りすべての周波数を記

号化するよう告示を改正するとともに、一括指定を
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認めることとした。

本改正は２０００年４月１日に施行された。

７・７・２ GMDSS

１．海上通信の高度化

郵政省は、海運および水産の海上活動における諸

問題に対し、高度な通信システムを活用した解決方

策等について検討するため、２０００年４月「海上通信

の高度化に関する研究会」を設置した。同研究会は

電気通信局長の諮問機関であり、座長を電気通信大

学鈴木名誉教授が務める。

６月には中間報告を取りまとめ、情報の入手・発

信方法として、船舶の航行安全上、貨物輸送管理上、

水産資源管理上のほか、海上生活の快適化の視点か

ら現状と課題を分析している。共通している課題は、

通信の大容量化、高速化、ネットワークへの接続等

が可能となり、かつ安価な通信料金のシステムの開

発であり、将来、新たな船舶運航管理システムを開

発していく上でも重要なところである。

１０月には最終報告がまとめられる予定である。

２．遭難通信の誤警報対策

海上保安庁が設置する「捜索救助連絡会」（船協

海運年報１９９９参照）では、遭難警報の誤発射実態調

査を行うとともに、GMDSS機器の正しい使用方法

についての周知運動を展開することとしている。

実態調査については１９９９年１１月より開始され、

２０００年中に調査結果がまとめられる予定である。ま

た、全国海難防止強調運動（１９９９年７月１６日～３１日）

と合わせて GMDSS機器の正しい使用方法に関す

る指導強化期間が設定され、訪船指導およびポスタ

ーの配布等が実施された。

なお、同庁ではプレジャーボートなどの海難の増

加に鑑み、要救助者の早期救出、捜索投入勢力の合

理化・効率化を目指し、GMDSS機器の搭載を義務

付けられていない小型船舶との連絡のあり方につい

て今後検討していくこととしている。

７・７・３ 電気通信サービス

１．全世界的衛星航法システム（GNSS）

１９９６年３月、米国 GPS政策が発表され、平和的

民生利用に対する無償サービス継続を再確認し、

２００６年までに民生用標準測位サービスの精度劣化政

策 SA（Selective Availability）を廃止するとし、さ

らに同政策は、１９９８年１０月、商業宇宙法に法令化さ

れたため、各国で急速に GPS利用が拡大した。一

方、欧州連合（EU）では、GPS（米国）、GLONASS

（ロシア）に続き、欧州主導の国際的な民生機関に

よる第３の衛星航法システムについて検討しており、

１９９９年１月、欧州版衛星航法システム「ガリレオ計

画」を発表した。同計画は衛星の開発等を官民共同

出資により行い、２００８年よりサービス開始を目指す

もので、２０００年末までに具体像が固められる予定で

ある。

このような状況下、米国は、２００６年までとされて

いた SA廃止を２０００年５月１日に実施した。これに

より、測位精度の大幅な改善が見込まれる。

２．イリジウムサービスの停止

世界初の衛星携帯電話サービス事業「イリジウム」

の事業主体・米国イリジウム社は１９９９年８月、会社

再建手続きの適用を申請していたが、２０００年３月、

同サービスの停止を決定した。イリジウムは、船舶

安全法上、Ａ２海域を航行区域とする船舶の無線設

備として認定されており、当協会はサービス停止の

前に、その可能性があることを会員会社に対し緊急

に注意喚起を行った。法定設備としての認定から日

も浅く、従来の設備に付加的に利用するケースが多

かったことなどから、サービス停止にも大きな混乱

は生じなかった。
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８・１ 混乗の拡大に伴う船員対策

８・１・１ 近代化船の現状

１９９０年より「新たなマルシップ」として開始され

た日本籍外航船の混乗は、外航二船主団体と全日本

海員組合の合意に基づくものであり、この混乗制度

の根幹である法定職員の軽減は、船舶職員法第２０条

の「乗組み基準の特例」により許可されている。

２０００年５月末日現在就航中の全マルシップ（外航

船）は８４隻となっており、そのうち近代化船以外の

「新たなマルシップ」が１０隻（資料８―１参照）、

１９９４年５月から実用化された混乗近代化船２６隻（資

料８―２参照）、１９９５年９月から実用化された混乗

近代化深度化船４８隻（資料８―３）となっている。

なお、外航労務協会と全日本海員組合は、１９９８年

２月２０日、「近代化Ｐ実用船を中心とする日本人船

員全員配乗による日本籍船」について、一定量を段

階的に混乗近代化船へ移行させることで合意し、混

乗化が開始された。

この結果、乗組員全員が日本人で運航されている

近代化船（洋上メンテナンス実施船を含む）は、２０００

年５月末現在で５隻となり、昨年同時期の１４隻から

大幅に減少した（資料８―４参照）。

この章のポイント

・国際船舶制度に関連して船員関係法規の整備が進めら

れ、初の「承認船員」が誕生。

・ホワイトリスト審査（９５年STCW条約）の進捗状況。

・船員教育三機関の独立行政法人への法整備が進展。

８ 船員労働

８・１ 混乗の拡大に伴う船員対策

８・２ 船員の確保と教育問題

８・３ 船員関係法規

８・４ 船員の社会保障制度

８・５ 労働協約の改定

８・６ 乗組員の安全および災害防止対策

８・７ 船員の健康管理および福利厚生

〔資料８―１〕 新マルシップ一覧表

承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種

１９９８．０６．１５
１９９１．０６．１１
１９９５．０６．２２
１９９２．０１．２８
１９９３．０２．２３
１９９９．０６．１１
１９９９．０９．０８
１９９７．０９．１６
１９９２．１０．１６
１９９３．０２．２３

ユ ニ ト ラ 海 運
国際マリントランスポート
葉 山 船 舶
商 船 三 井
商 船 三 井
飯 野 海 運
雄 洋 海 運
川 崎 汽 船
雄 洋 海 運
国際マリントランスポート

あ さ し お 丸
も ん ぶ ら ん 丸
天 宝 丸
コ ス モ プ レ ア デ ス
武 蔵 グ ロ リ ア
隆 邦 丸
東 雄 丸
五 十 鈴 川 丸
日 雄 丸
ぐ ろ ー り あ す え ー す

タンカー
コンテナ
冷 凍 船
タンカー
Ｌ Ｐ Ｇ
タンカー
タンカー
タンカー
Ｌ Ｐ Ｇ
自 動 車

合 計 １０ 隻
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〔資料８―４〕 近代化船の現状

区 分 隻 数 千総トン

Ｐ 実 用 船

Ｃ 実 用 船

Ｂ 実 用 船

Ａ 実 用 船

４

�

１

�

３７０，２７８

�

６２，６８２

�

合 計 ５ ４３２，９６０

〔資料８―２〕 混乗近代化船一覧表

承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種 承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種

１９９５．０３．２３

１９９８．０６．１５

１９９３．０６．１４

１９９６．０６．１９

１９９８．０９．１０

１９９８．１２．１７

１９９８．１２．１７

１９９６．１２．１６

１９９８．１２．１７

１９９４．０６．２４

１９９９．０３．０８

１９９９．０６．１１

１９９７．０９．１６

１９９９．０９．０８

新 和 海 運

国際マリントランスポート

マリテックマネージメント

国際エネルギー輸送

出 光 タ ン カ ー

出 光 タ ン カ ー

日 本 郵 船

飯 野 海 運

日 正 汽 船

国際エネルギー輸送

出 光 タ ン カ ー

出 光 タ ン カ ー

共 榮 タ ン カ ー

国際エネルギー輸送

翔 鵬 丸

札 幌 丸

田 川 丸

鹿 島 山 丸

松 寿 丸

沖 ノ 嶋 丸

高 砂 丸

豊 洲 丸

日 彦

筑 波 山 丸

出 光 丸

日 章 丸

双 栄

デ ィ オ ー ネ

ば ら 積

ば ら 積

タンカー

タンカー

タンカー

タンカー

タンカー

Ｌ Ｐ Ｇ

タンカー

タンカー

タンカー

タンカー

タンカー

タンカー

１９９７．０９．１６

１９９４．０９．２８

１９９９．０９．０８

１９９９．１１．１０

１９９４．０９．２８

１９９５．１２．２０

１９９８．１２．１７

１９９７．０９．１６

１９９６．１２．１６

１９９９．０３．１０

１９９４．０６．２４

１９９４．０６．２４

新 和 海 運

マリテックマネージメント

出 光 タ ン カ ー

第 一 中 央 汽 船

新 和 海 運

三 菱 鉱 石 輸 送

国際マリントランスポート

新 和 海 運

共 榮 タ ン カ ー

国際マリントランスポート

日 本 郵 船

共 榮 タ ン カ ー

九 石 丸

駿 河 丸

玄 海 丸

神 栖 丸

金 山 丸

遠 賀 丸

う え り ん と ん 丸

コスモデルフィナス

コ ス モ ビ ー ナ ス

ら ん ば あ と 丸

高 嶋 丸

コスモギャラクシィ

タンカー

ば ら 積

Ｌ Ｐ Ｇ

ば ら 積

タンカー

ば ら 積

コンテナ

タンカー

タンカー

ば ら 積

タンカー

タンカー

合 計 ２６ 隻

〔資料８―３〕 混乗近代化深度化一覧表

承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種 承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種

１９９８．０９．１０

１９９８．０９．１０

１９９８．１２．１７

１９９５．０９．２５

１９９８．０６．１５

１９９８．０９．１０

１９９８．０９．１０

２０００．０３．１０

１９９８．０９．１０

１９９８．０９．１０

１９９８．０９．１０

１９９６．０９．２４

１９９８．０９．１０

１９９６．０９．２４

１９９５．１２．２０

１９９５．０９．２５

１９９５．０９．２５

１９９５．０９．２５

１９９８．０９．１０

１９９７．０６．２４

１９９８．０９．１０

１９９９．０３．０８

１９９９．０６．１１

１９９９．０６．１１

１９９９．０６．１１

太 洋 海 運

日 本 郵 船

国際マリントランスポート

神 戸 日 本 汽 船

第 一 中 央 汽 船

新 和 海 運

川 崎 汽 船

神 戸 日 本 汽 船

川 崎 汽 船

商 船 三 井

共 榮 タ ン カ ー

マリテックマネージメント

マリテックマネージメント

商 船 三 井

第 一 中 央 汽 船

八 馬 汽 船

国際マリントランスポート

川 崎 汽 船

日 本 郵 船

タ ン ダ マ リ ン

日 本 郵 船

マリテックマネージメント

日 本 郵 船

川 崎 汽 船

日 本 郵 船

ぐろーばるはいうぇい

新 地 丸

黒 滝 山 丸

はーきゅりーずはいうぇい

葛 城 丸

国 東 丸

じょーじわしんとんぶりっじ

とらいとんはいうぇい

あ か し ぶ り っ じ

相 馬 丸

コ ス モ ア ス ト リ ア

高 山

北 野

広 洋 丸

筑 前 丸

センチュリーリーダー３

え る べ

せ と ぶ り っ じ

健 隆 丸

神 成 丸

平 隆 丸

かりふぉるにあまーきゅりー

能 代 丸

は ん ば ー ぶ り っ じ

ケ ー プ メ イ

自 動 車

ば ら 積

ば ら 積

自 動 車

ば ら 積

ば ら 積

コンテナ

自 動 車

コンテナ

ば ら 積

タンカー

タンカー

コンテナ

ば ら 積

ば ら 積

自 動 車

コンテナ

コンテナ

ば ら 積

自 動 車

ば ら 積

コンテナ

ば ら 積

コンテナ

貨 物 船

１９９９．０９．０８

１９９９．０６．１１

１９９９．０６．１１

１９９６．０３．１５

１９９９．０９．０８

１９９７．０９．１６

１９９７．０９．１６

１９９５．１２．２０

１９９５．１２．２０

１９９５．１２．２０

１９９６．０３．１５

１９９９．１２．１７

１９９７．１２．１８

１９９６．０３．１５

１９９９．１２．１７

１９９７．１２．１８

１９９５．０９．２５

２０００．０３．１０

２０００．０３．１０

２０００．０３．１０

２０００．０３．１０

２０００．０３．１０

１９９６．０３．１５

三 菱 鉱 石 輸 送

川 崎 汽 船

商 船 三 井

太 洋 海 運

日 鉄 海 運

日 本 郵 船

八 馬 汽 船

日 本 郵 船

八 馬 汽 船

日 本 郵 船

商 船 三 井

マリテックマネージメント

旭 海 運

第 一 中 央 汽 船

商 船 三 井

乾 汽 船

太 洋 海 運

川 崎 汽 船

日 本 郵 船

商 船 三 井

旭 海 運

シ ー ク レ ス ト

神 戸 日 本 汽 船

ぺがさすだいやもんど

へんりーはどそんぶりっじ

ありげーたーりばてい

にゅーよーくはいうぇい

エヌエヌエスコンフィデンス

原 町 丸

北 陸 丸

神 宮 丸

センチュリーリーダー５

日 鵬 丸

ナ ビ ッ ク ス セ イ ブ

三 州 丸

摂 陽 丸

蒼 龍 丸

矢 作 丸

乾 安 丸

けんたっきーはいうぇい

わしんとんはいうぇい

松 浦 丸

ねぷちゅーんえーす

旭 丸

愛 宕 山 丸

翠 嶺 丸

自 動 車

コンテナ

コンテナ

自 動 車

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

自 動 車

自 動 車

ば ら 積

タンカー

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

自 動 車

自 動 車

ば ら 積

自 動 車

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

合 計 ４８ 隻
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８・１・２ 外国人船員対策

１．IMOホワイトリスト審査（１９９５年 STCW条約）

IMO第３１回訓練当直基準（STW）小委員会が、

２０００年１月、ロンドンの IMO本部で開催された。

同会合の冒頭で、IMO事務局より、STCW９５条約

に関するホワイトリストの審査状況について報告が

あり、STCW条約締約国１３３ケ国のうち、ホワイト

リストに関する情報送付期限（１９９８年８月１日）ま

でに情報を送付した８２ヶ国が「IMO有識者パネル

（Panel of Competent Person）」審査の対象とされ、

３２ヶ国は審査を終了し、４５ヶ国が情報の再提出を求

められたが、このうちの２０ヶ国は未だ情報を再提出

していない旨の説明があった。

関係者の注目を集めている最大の船員供給国のフ

ィリピンは、オーストラリアを議長国とする有識者

パネルによって審査されているが、２０００年４月、東

京にて同パネルとフィリピン政府関係者との会合が

開催され、フィリピン国内の船員監督行政の機能改

善に向けて協議し、この会合結果は IMO事務局に

報告された。

２０００年５月、IMO第７２回海上安全委員会（７２MSC）

が開催され、同委員会において、８２ヶ国のうち４２ヶ

国が審査を終了した旨が報告された。当初、同委員

会においてホワイトリストが公表される予定であっ

たが、審査作業の遅延により、公表は２０００年１１月に

開催予定の７３MSCまで延期された。８２ヶ国の全て

の評価が完了していない場合、公表がさらに延期さ

れる可能性があり、IMO事務局は、２０００年１０月１６

日までに全評価が完了していない場合には、評価完

了に至らない理由も付して、７３MSCにおいて状況

を報告することとなった。

２．船員の死亡事故等の補償について

フィリピン人船員の乗船中の事故等に関する多額

の訴訟問題について、フィリピン政府および同国関

係業界に善処を求めるため、１９９９年３月、国際海運

連盟（ISF）は当協会を含む代表をフィリピンに派

遣し、また同年６月、アジア船主フォーラム（ASF）

は、第８回東京総会の河村議長名でフィリピン大統

領に宛てて親書を送付した。

また１９９９年６月、ISFは、国際運輸労働者連盟

（ITF）および国際 P&Iクラブとともに船員の死亡

事故等に対する責任・補償問題について検討を開始

し、同年１０月には IMO�ILO合同作業部会が設置

されて同問題が協議され、当協会の赤塚欧州地区事

務局長が使用者側代表の一員として参加した。

フィリピン政府は裁判管轄権等の問題を含むフィ

リピン人船員の標準雇用契約の見直しに着手したが、

１９９９年１１月、ASFはベトナム・ホーチミンでの船

員委員会第５回中間会合において同見直しを評価し

つつも、船員に関する全ての訴訟管轄権は船員の帰

属国の裁判所にあるべき旨の共同声明を発表した。

なお、本問題については、引き続き ASF保険委員

会と協調して対応している。

３．ITF FOCキャンペーン

ITFは、１９９９年９月２７日から１０月１日の期間、欧

州諸港において FOCボイコット・キャンペーンを

実施し、５００隻以上の船舶が ITFインスペクション

の対象とされ、５０隻以上の船舶が新たに ITF承認

協約の締結を受け入れた旨を発表した。

また、１０月１９日から３日間、「ITFアジア・太平

洋 FOCキャンペーン」の一環として日本全国の主

要港湾にて FOCボイコットキャンペーンが実施さ

れ、更に、１１月２９日から１２月３日の期間、アジア・

太平洋地域において同キャンペーンが実施された。

ISFは、これらのキャンペーンに対して事前に

「ISF Boycott Guidance」を作成し、ITF側の理不

尽な要求に対しては、法廷闘争も辞さないとの毅然

とした態度で対応するように、メンバーに周知した。

４．ITF２００１年ベンチマーク

１９９８年６月、ITF公正慣行委員会（FPC）は、FOC

船に関する ITF承認の労働協約（CBA）における

基準船員（AB船員）の賃金ベンチマークについて、

８．船 員 労 働

船協海運年報２０００ 177



２００１年１月１日より、現在の１，２００USドルから１，４００

USドルに引き上げることを決定した。

船主側はもちろんのこと、自国船員の職域減少を

憂慮するアジアの ITF加盟船員組合がこの引上げ

に対して強く反対していたが、かねてより ITFと

船員の雇用条件について交渉してきた International

Maritime Employers’ Committee（IMEC）が、同ベ

ンチマークを含む船員の雇用条件について ITFと

交渉することを表明し、１９９９年１１月、ITFと IMEC

は交渉の条件について合意した。

この結果、２０００年２月、関係者の注視の下、９ヶ

国の組合代表で構成される ITF側交渉委員と IMEC

は同交渉を開始し、５月には賃金ベンチマークにま

で踏み込んだ展開となったが双方合意には至らず、

７月に再度交渉の場を持つこととなった。

５．BIMCO�ISF 船員需給調査

ボルチック国際海運協議会（BIMCO）と国際海

運連盟（ISF）は、１９９０年より５年毎に船員需給に

関する国際的な調査を共同で実施しているが、１９９９

年初頭より収集してきた最新の政府統計資料に基づ

く調査結果として、「BIMCO�ISF 2000 Manpower

Update」を発表した。

今回は１９９０年および１９９５年の調査結果も考慮に入

れ、英国のWarwick大学の学術的な分析に、国際

的な使用者側の実務経験と海事専門家の見解を十分

に加味して、下記の通り、今後の国際的な船員の需

給バランスの展望および要点を報告している。

船員の需給バランス （千人）

２０００年 ２０１０年

供 給 需 要 過 不 足 過 不 足

職 員 ４０４ ４２０ －１６ －４６

部 員 ８２３ ５９９ ＋２２４ ＋２５５

［報告要点］

�１ 船員供給の中心は伝統的な海運国から、極東、

インド亜大陸および東欧の国々に移る。

�２ 職員訓練生の数は、職員１０人に対して１人に改

善されたが、さらに、７人に対して１人の割合（１

隻当たり１．５人）に改善する必要がある。

�３ 船員需要は、少数定員の近代化船の増加による

減少が予想されるが、商船隊・予備員率の増大の

可能性により要員減少の見込みは殆どない。

�４ 職員訓練生の約３０％が訓練未了で失敗しており、

職員訓練生に対する選定の基準・認識の見直しの

必要がある。

�５ OECD諸国の上級職員が高齢化し、今後、上

級職員のほとんどがアジアや東欧の船員供給国の

船員に占められる。

�６ 船員の訓練・能力水準は改善されているが、ホ

ワイトリストに漏れた国の発給免状を所有する船

員が雇用されなくなる可能性がある。

６．ESCAP船員フォーラム

１９９９年１２月、国連アジア太平洋経済社会委員会

（ESCAP）が主催する船員フォーラムが、日本を

含む１６ヶ国・地域の船員の行政機関、教育機関およ

び業界関係者と、IMO、ILO、アジア船主フォーラ

ム（ASF）、ノルウエー船主協会およびアジア太平

洋地区海事教育・訓練機関連合会議（AMETIAP）

の代表約１００名が参加して、タイのバンコックにお

いて開催された。

アジア・太平洋地域が世界の外航船員の約７割を

供給している船員供給国と船員需要国の両方が共存

する地域であることを念頭に置き、ボルチック国際

海運協議会（BIMCO）と国際海運連盟（ISF）との

共同調査資料に基づいて、予想される将来の世界的

な外航船員の需給のアンバランスおよび船員教育の

問題等を協議した。

主催者側から開催趣旨を説明した後、船員の需要

国、供給国および需要・供給の両面を有する国がそ

れぞれの国の現状を報告し、参加各団体の代表が船

員需給に関する現状、展望および諸問題について意

見を述べ、また、「STCW９５への対応」、「施設機器

の共同利用」および「乗船訓練の機会付与」等をテ

ーマに行政機関、教育機関および業界のグループ別
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討論を行い、最後に、船員供給国における環境整備

の促進、船員需要国からの支援および本フォーラム

の再開を要請して閉会した。

７．NMP拡充計画

１９８５年、フィリピンのタクロバンにある国立航海

技術訓練所（NMP）が日本政府の政府開発援助

（ODA）事業により本格的に活動を開始したが、

タクロバンはフィリピン船員の多くが居住するマニ

ラから遠隔地であるため利用率が芳しくなく、フィ

リピン政府はマニラ近郊への移設あるいは新設を検

討していた。

１９９６年、フィリピン政府は、練習船の保有も含む

タクロバン訓練所の拡充・キャビテ訓練所の新設の

計画を立案して国際協力事業団（JICA）による無

償援助を申請したが、過去に大金の無償援助を投じ

てタクロバン訓練所を建設していることもあり、無

償援助の申請は受理されなかった。

１９９９年８月、海外経済協力基金（OECF）は、OECF

の有償援助に対するフィリピン政府の申請計画につ

いて調査を開始し、同年９月には、当協会からも会

長名で OECF総裁宛てに NMP拡充計画についての

要望書を提出した。その後、OECFによる案件形成

調査が実施され、２０００年６月には本計画についての

政府間合意に至り、２００４年の開設を目指して建設の

運びとなった。

８・１・３ 船員の雇用対策

１．１９９９年度における船員雇用対策の実施状況

わが国における船員雇用対策は、船員の能力開発

の推進、船員の職域拡大に関する支援、船員に係る

各種助成金制度の運営を主な事業内容としており、

その業務は海技大学校と日本船員福利雇用促進セン

ター（SECOJ）が行っている。これらに係る費用

のうち、離職船員を対象にしたものには運輸省の一

般会計予算から、また雇用船員を対象にしたものに

は、社会保険庁の船員保険特別会計予算から支出さ

れている。

当年度予算においては、一般会計から船員雇用促

進対策事業費補助金として SECOJに支出されてい

るもののうち、内航転換奨励助成が４００万円減とな

ったほか、若干の増減があった結果、総額では前年

度に比して５００万円減となった。また船員保険特別

会計から同様に SECOJに支出されているものにつ

いては、その中の雇用安定事業費が、助成対象者の

変動に伴い５，０００万円減となり、総額でも５，１００万円

の減となった。

１９９９年度における主な船員雇用対策事業の実施状

況は資料８―５の通りである。

２．２０００年度の船員対策関連予算

２０００年度の船員対策関連予算では、運輸省関係と

して、SECOJが行う船員雇用促進対策事業への補

助金である外国船就職奨励助成、船員職域拡大訓練

助成、技能訓練助成などに対して例年とほぼ同様の

予算措置が講じられるとともに、船員離職者職業転

換等給付については、漁業関係で国際規制等による

減船で生じた離職者への支給のため大幅な予算増と

なった。また海運関係についても、本州四国連絡橋

の供用による離職船員等への支給として昨年とほぼ

同様の予算措置が講じられている。

なお、国際船舶制度拡充の一環として、前年度と

同様、若年船員養成プロジェクト事業費が確保され

ている。

８・１・４ 海技資格取得教育

船員の海技資格取得教育は、海技大学校や SECOJ

等で実施されている。

海技大学校では、１９９９年度中、１２６名（前年度比

２６名減）が海技資格を取得するための課程を受講し

た（資料８―１３参照）。この中には、外航船に乗り

組む部員に三級海技士資格を取得させるための特別

措置に基づき１９９０年度より実施されている乗船修学

を修了した者が含まれているが、１９９９年度までの同
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措置による修了者は資料８―６のとおりとなった。

本措置は、１９９８年度で終了予定であったが、３年間

再延長され、２００１年度まで継続されることとなった。

この他、同校では、外航部員の二級海技士の資格

取得を促進するために、１９９６年度から５年間の予定

で、法規および英語の筆記試験を免除するための講

習が開始された。また、SECOJでは、資料８―７

に示すとおり、３９９名（前年度比８名増）が海技資

格取得講習を受講した。

８・１・５ 日本船員福利雇用センター

（SECOJ）の活動

SECOJは、オイルショック以降のわが国の海上

企業をめぐる経済事情の著しい変化に伴う離職船員

の大量発生や再就職の困難等の厳しい環境に対応す

るため、１９７７年１２月に制定された「船員の雇用の促

進に関する特別措置法」に基づき、従来の日本船員

福利協会の事業に新たに船員の職域拡大・開拓に関

する事業、船員の教育・訓練に関する事業、助成金

などの支給に関する事業を付加するとともに、名称

も改め１９７８年６月１日に正式に発足した組織である。

SECOJの１９９９年度事業実績は以下のとおりである。

１．福利事業

�１ シンガポール日本船員センターの運営

当地に寄港する日本船員の憩いの場として好評

を得ているが、最近の海運界の現状を反映して、

東南アジア航路に従事する船舶を中心として地域

作業船、漁船、航海訓練所練習船、水産学校練習

船等官公庁船乗組員の利用が目立っている。１９９９

年度は、ビルの改修が行われたため利用実績が減

少し、総計９９隻、２，８１１名（前年度１４１隻、３，７３８

名）の利用者となった。

�２ 船員サービスセンターの運営

１９５９年２月の開設以来、毎年多数の利用者への

〔資料８―５〕 船員雇用対策事業実施状況（１９９９年度）

項 目 概 要 １９９９年度実績

１

船
員
の
能
力
開
発
推
進

�１海技大学校における船員再教育 ○船員に対し、船舶運航に関する知識および技能を教育する機関とし
て設置されている

８・２・２参照

�２外航部員の海技資格の取得促進 ○日本籍船の混乗の進展に伴い、外航部員の職員化の促進を図るため、
特別修学措置を実施（１９９９年度から２００１年度まで３年間再延長され
ている）

８・１・４参照

�３日本船員福利雇用促進センター（SECOJ）
訓練事業

○外国船等への乗船のための教育訓練、雇用船員に対する技能および
能力の開発、離職船員を対象とする技能訓練、陸上転換職業訓練等

８・１・５参照

２

船
員
の
職
域
拡
大
に

関
す
る
支
援

�１日本船員福利雇用促進センター（SECOJ）
雇用促進事業

○離職船員の求職登録及び就職・配乗あっせんを行う外国船就業奨励
事業、国際協定の締結等による減船により特定漁業から離職した漁
船員に対する内航転換奨励事業

８・１・５参照

�２海上資格の陸上資格への評価 ○当協会が要望した１１種類の陸上の技能資格のうち、５種類の受験資
格が拡大され、２種類の受験科目が一部免除となっている。

１９８７年より実施

�３政府・自治体の求職活動支援 ○海、陸公共職安の連携、離職船員対策会議、求人情報テレホンサー
ビス

省 略

３

船
員
関
係
助
成
金
制
度

�１船員費助成 �外国船派遣助成金（船保特会）

�外国船就職奨励金（一般会計）

○SECOJ のあっせんで雇用船員を外国船等に派遣する事業主を助成
（３４，３００円�人�月）
○SECOJ のあっせんで外国船に６ヵ月以上乗船する離職船員に支給
（１回２１万円）

５，２２８人
１７，６４６万円

５９人
１，２３９万円

�２技能訓練派遣助成金（船保特会） ○SECOJ、海大の技能訓練研修に船員を派遣する事業主を助成（船員
の基準賃金日額の原則１３）
助成率の特例（１２（中小企業２３））
・部員の職員化の場合（１９９０年度より）
・内航船舶職員資格取得対策（１９９１年度より）

８１７人
９，３６２万円

�３職業転換等給付金 ○海�	海「離職者求職手帳」所持者に支給 省 略

８．船 員 労 働
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サービスに努めてきたが、利用実績の減少と大型

船員厚生施設の設立があったため、１９９９年１２月末

をもって閉鎖した。なお、１９９９年度における利用

者数は、海事関係者を含め日本人２，５５２名、外国

人船員１４７名、合計２，６９９名（前年度３，９３７名）で

あった。

�３ 調理師資格講習の補助事業

１９５５年の開設以来、船内食生活の改善向上を図

ることを目的として、継続実施してきた船舶調理

講習は受講者の減少に伴い、１９９８年度末で休止し、

１９９９年度から、船舶調理担当が各都道府県で行う

「調理師資格試験のための準備講習」を受講した

場合に、その受講料の一部を補助することとした

が、補助申請の実績はなかった。

２．雇用促進事業

�１ 雇用促進事業

◯１ 外国船就職奨励事業

日本人離職船員の再就職を促進するため、SE-

COJの紹介により外国船に雇用された離職船

員に対し、外国船就職奨励金が支給されている。

１９９９年度の実績は、５９名、３１隻であった。

◯２ 内航転換奨励事業

国際協定の締結等による減船により、特定漁

業から離職し、所定の要件を満たして内航船に

就職した漁船員に対し内航転換奨励金を支給す

ることにより、内航転換を促進するものである

が、１９９９年度については対象者がなかった。

�２ 技能訓練事業

雇用船員、離職船員を対象として、海技資格の

取得研修、外国語研修、タンカー研修、内航転換

訓練および職域拡大訓練等を実施し、訓練の充実

強化に努めた。１９９９年度の総受講者は１，５９２名（前

年比１１３名減）であった。なお、各訓練・研修の

受講者数については、資料８―７のとおりである。

�３ 雇用安定事業

◯１ 船員派遣助成事業

外国船等へ船員が派遣されることを促進し、

〔資料８―６〕 海技大学校乗船修学修了状況

�１ 海技士科三級海技士第二（限定三級→三級）

入学年度 学 科 入学者数
（人）

修学者数
（人）

国家試験
合格者数（人）

１９９０ 航 海
機 関

８０
８５

７３
８５

５７
６３

１９９１ 航 海
機 関

４０
４３

３５
４２

２７
３１

１９９２ 航 海
機 関

４６
５３

３５
３７

２８
３５

１９９３ 航 海
機 関

３２
２２

２６
１５

２１
１４

１９９４ 航 海
機 関

１５
９

１５
９

１０
４

１９９５ 航 海
機 関

１１
８

９
６

４
４

１９９６ 航 海
機 関

８
６

７
６

４
５

１９９７ 航 海
機 関

０
２

０
２

０
２

１９９８ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９９ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

�２ 海技士科三級海技士第三（四級→三級）

入学年度 学 科 入学者数
（人）

修学者数
（人）

国家試験
合格者数（人）

１９９０ 航 海
機 関

１７
１５

１７
１５

１２
１２

１９９１ 航 海
機 関

２２
８

２０
８

２０
８

１９９２ 航 海
機 関

１０
４

７
４

４
３

１９９３ 航 海
機 関

３
３

１
２

０
２

１９９４ 航 海
機 関

２
２

２
２

２
２

１９９５ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９６ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９７ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９８ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９９ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

�３ 講習科普通部航海科船橋�機関科機関当直課程
（無資格（含DPC）→限定三級）

入学年度 学 科 入学者数
（人）

修学者数
（人）

国家試験
合格者数（人）

１９９０ 航 海
機 関

６６
４３

５８
４０

４７
３７

１９９１ 航 海
機 関

７８
５８

６９
５７

５４
４７

１９９２ 航 海
機 関

３４
２２

２２
１１

１５
１０

１９９３ 航 海
機 関

１９
１２

１０
７

５
６

１９９４ 航 海
機 関

１２
９

１１
７

９
５

１９９５ 航 海
機 関

０
２

０
２

０
２

１９９６ 航 海
機 関

１
１

１
１

１
１

１９９７ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９８ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９９ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

８．船 員 労 働
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〔資料８―７〕 技能訓練受講者実績

研 修 名 回 数 定 員
受 講 実 績

備 考
雇用船員 離職船員 合 計

技
能
訓
練
�

部員研修（３～５級） ＊

海事英語研修

タンカー研修

９回

１

２

２８２人

１０

２０

１７３人

６

２９

５６人

�
０

２２９人

６

２９

技能訓練�とは雇用船員お

よび離職船員を対象に、外国

船に乗船させるための資格・

技能を習得させるもの。小 計 １２ ３１２ ２０８ ５６ ２６４

技

能

訓

練

�

船舶職員養成訓練

�１ １～２級研修 ＊

�２ ３級研修 ＊

�３ ４～５級研修 ＊

�４�１ ３級海上無線指定講習

�４�２ ４級海上無線指定講習

�５ 無線従事者証明訓練

�６ 認定航海当直部員養成訓練

外国語教育訓練

STCW条約適応訓練

特殊無線技士養成訓練

陸上転換職業訓練

１

３

４

３

�
１

�
３

１８

７

�

４０

１５０

２１０

１００

�
３０

�
６０

１８０

２８０

１０５

１３

５７

１００

８４

�
１２

�
３１

２０２

２５０

３１

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１３

５７

１００

８４

�
１２

�
３１

２０２

２５０

３１

技能訓練�とは雇用船員の

技能向上のおよび能力向上の

ための研修を行うもの。

小 計 ４０ １，１５５ ７８０ � ７８０

技
能
訓
練
�

船舶職員養成訓練 ＊

特殊無線技士養成訓練

無線従事者証明訓練

認定航海当直部員養成訓練

１

４

２

３

４０

１６０

８０

９０

�
�
�
�

３０

１５８

８０

７３

３０

１５８

８０

７３

技能訓練�とは離職船員の

資格取得、技能向上、雇用の

拡大等を目的とする研修を行

うもの。

小 計 １０ ３７０ � ３４１ ３４１

技
能
訓
練
�

訓練・Ａ フォークリフト、クレーン等

訓練・Ｂ ボイラー、冷凍機

訓練・Ｃ 小型船舶操縦士等

２

１

２

６０

３０

６０

�
�
�

６４

２６

８９

６４

２６

８９

技能訓練�とは離職船員を
対象に、海上はもとより陸上
においても有用な技能資格を
取得するための研修を行うも
の。小 計 ５ １５０ � １７９ １７９

技能
訓練
�

内航転換訓練 ２ ３０ � ２８ ２８ （注１）

総 合 計 ６９ ２，０１７ ９８８ ６０４ １，５９２

（注１） 技能訓練�：漁船からの離職船員を対象に、内航船（タンカー等）に乗船するために必要な資格・技能を習得させるもの。
＊印 ：海技資格取得講習を言い、受講実績合計は３９９名。

〔資料８―８〕 各奨励金・助成金支給実績

１９９８年度１９９９年度 備 考

就 職 奨 励 金
支給船員 （人）

支給総額（万円）

８５

１，７８５

５９

１，２３９

離職船員が SECOJ の紹介・あっせんにより外国船に就職した場合、本人に対し

２１．０万円が支給される。

船員派遣助成金
支給総額（万円）

対 象 者（人・月）

２３，１２４

６，８８９

１７，６４６

５，２２８

雇用船員を SECOJ のあっせんにより外国船に派遣した事業主に対し、１人月額

３．４３万円を限度に支給される。

技能訓練派遣助成金
対象船員 （人）

支給総額（万円）

９３４

９，６５４

８１７

９，３６２

雇用船員を対象として SECOJ が行う訓練および海技大学校の海技士科・講習科

に雇用船員を派遣した事業主に対し支給される。

内航転換奨励金
対象船員 （人）

支給総額（万円）

�

�

�

�

国際協定の終結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法（漁臨法）に定める「特

定漁業」からの離職者の内航転換を促進するため、一定の訓練を修了した者に対し

て１８．０万円が支給される。（船協海運年報１９９２参照）

８．船 員 労 働
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以って、船員の雇用の安定を図るため、その雇

用船員を SECOJのあっせんにより外国船等に

派遣する事業主に対し、船員派遣助成金が支給

されている。１９９９年度の船員派遣助成金支給実

績は、支給対象延人数５，２２８名であった。また、

当事業の中心である外国船への雇用船員の派遣

あっせんについては、４８５隻、６８７名（前年度比

１４９隻、１９５名減）であった。（資料８―８参照）

◯２ 技能訓練派遣助成金

SECOJの行う雇用船員対象の訓練および海

技大学校講習科ならびに海技士科の訓練に雇用

船員を派遣した船社に対し、受講日数に応じて

技能訓練派遣助成金が支給されている。

１９９９年度の実績は、８１７名、９，３６２万円（前年

度比１１７名、２９２万円減）であった。

（資料８―８参照）

�４ 調査研究事業

◯１ 国際船舶制度推進事業

海運造船合理化審議会（海造審）海運対策部

会小委員会から付託され、国際船舶制度推進調

査委員会を設置しているが、本年度は同委員会

は開催されなかった。

一方、国際船舶制度に係る教育訓練スキーム

および外国人船員に対する海技資格の付与の方

法に関する検討会を３回開催し、若年船員養成

プロジェクトの実施状況等について報告・検討

が行われた。

また、海運関連税制勉強会が１回開催され、

最近の海外海運関連税制状況等について検討さ

れた。

◯２ 国際船舶職員緊急養成事業

若年船員養成プロジェクトは、運輸省の補助

金を受け、外航商船での乗船訓練など実践的な

訓練を通して、即戦力として活躍できる能力を

身につけた若年船員を養成することを目的とし、

１９９８年１０月から開始された。

１９９９年度においては、第一期生（航海科１０名、

機関科１名）に対して、社船による乗船訓練を、

また、その中途あるいは終了後、フォローアッ

プ・シミュレータ訓練が実施された。

第二期生（航海科１６名、機関科２名）につい

ては、海技大学校での２ヶ月間の前期座学、乗

船前シミュレータ訓練、およびその後社船によ

る乗船訓練が実施された。

３．配乗調整事業

�１ 乗下船援助事業

外国船への乗船予定者について、適性および乗

船中の留意事項等について指導・助言するため

SECOJに招集し、面接するための経費を支給し

ている。１９９９年度の実績では、外国就職乗船３隻

３名で合計９３，１００円であった。

�２ 海技免状取得援助事業

外国船への配乗を円滑に行うため、外国の海技

免状の取得援助等を行った。１９９９年度は、リベリ

アおよびパナマの海技免状や船員手帳等の取得手

続きの取扱い件数が１００件であった。また GMDSS

の導入に伴い、リベリア政府の代行として SECOJ

が GOC資格試験を実施したが、１９９９年度は１２名

の受験者があった。

�３ 技能訓練運営事業

各種技能訓練事業が実施された。

８・１・６ 開発途上国船員研修受け

入れ事業

海事国際協力センター（MICC）は政府開発援助

（ODA）の一環として、外航船社の協力を得て、

１９９０年度から開発途上国船員研修受入事業を実施し

ている（船協海運年報１９９１参照）。

この事業は、練習船訓練システムを持たない開発

途上国の商船学校の学生が自国の海技資格を取得で

きるよう、わが国の海技大学校における約２ヶ月の

導入研修の後、運輸省航海訓練所の練習船および日

本船社が運航する外航船において１２ヶ月以上の乗船

研修を実施し、乗船経験を付与するとともに技能訓
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練を行うもので、その受け入れ状況は資料８―９の

とおりである。

当協会は、関係船社とともに同事業が効果的に運

営されるよう、関係先と連携を図りつつ事業の推進

に協力した。なお、同事業の運営は、２０００年４月よ

り、これまでの海事国際協力センターから日本船員

福利雇用促進センター（SECOJ）に移管された。

８・２ 船員の確保と教育問題

８・２・１ 日本人船員の確保・育成

１．日本人船員の確保・育成推進会議

わが国海運を担う日本人船員を将来にわたり確保

・育成していくために、海事関係団体等が行う諸施

策について、情報交換と連絡調整を行い、また、そ

の効果的な実施の推進を図ることを目的として、運

輸省、船員教育機関および海事関係団体で構成され

る「日本人船員の確保・育成推進会議」が１９９１年１１

月に設置され、船員教育機関に入学した学生に対す

る広報活動および一般の人々を対象とした広報活動

を行ってきた。

当協会は、同会議に参画し、１９９９年度において以

下の船員確保・育成活動を実施した。

�１ 東京商船大学学生に対するコンテナターミナル

見学会

�２ 東京・神戸両商船大学におけるパネルディスカ

ッション

�３ 東京・神戸両商船大学教官�船社労務担当者懇

談会

�４ 練習船一般公開時における PRパンフレットの

配布

８・２・２ 船員の教育訓練

１．海上安全教育審議会教育部会

船員教育を取り巻く環境は、内外の経済事情と海

運動向、外国人船員との混乗船の進展、IMOにお

ける改正 STCW条約の採択等により大きく変化し

てきた。このため、将来に向けた船員教育のあり方

について、これまで官公労使ならびに教育機関で構

成される検討会等で検討が重ねられてきた（船協海

運年報１９９８参照）。

これらの検討結果を踏まえ、１９９８年７月、運輸大

〔資料８―９〕 研修員数の推移

年度
フィリピン インドネシア ベ ト ナ ム

合計 備 考
航 海 機 関 計 航 海 機 関 計 航 海 機 関 計

１９９０

１９９１

１９９２

１９９３

１９９４

１９９５

１９９６

１９９７

１９９８

１９９９

４７（４５）

４３（４３）

３９（３８）

３６（３６）

３０（３０）

３０

２９

２７

２１

２１

２６（２５）

２２（２１）

２４（２４）

２６（２４）

３０（３０）

３０

２９（２８）

２８（２６）

２１

２１

７３（７０）

６５（６４）

６３（６２）

６２（６０）

６０（６０）

６０

５８（５７）

５５（５３）

４２

４２

�
５

７

８

７

７

７

７

７

７

�
５

８

９

８

８

７

８

７

６

�
１０

１５

１７

１５

１５

１４

１５

１４

１３

�
�
�
�

４

５

４（３）

８

７

６

�
�
�
�

６

５

６（５）

７（６）

７

６

�
�
�
�

１０

１０

１０（８）

１５（１４）

１４

１２

７３（７０）

７５（７４）

７８（７７）

７９（７７）

８５（８５）

８５（８３）

８２（７９）

８５（８２）

７０（７０）

６７

７３名受入で、３名病気下船

７５名受入で、１名病気下船

フィリピン研修生１名病気のため来日せず

フィリピン研修生２名来日せず

８５名全員修了

８３名修了

７９名修了

８２名修了

７０名全員修了

インドネシア研修生１名帰国、６６名研修中

（ ）内は修了員数
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臣は「わが国の海運をめぐる情勢の変化に対応した

船員の教育訓練のあり方」について海上安全船員教

育審議会（安教審）の教育部会に対し諮問を行い、

１９９８年１２月中間答申が出された（船協海運年報１９９９

参照）。

一方、教育部会は、運輸省所管の船員教育訓練機

関である航海訓練所、海技大学校および海員学校の

３機関（以下「船員教育３機関」という）の独立行

政法人化問題についても検討を行い、政府関係機関

等に対して意見を具申している。本問題に係るこれ

までの推移は次のとおりである。

�１ 独立行政法人化に至る経緯

１９９６年に橋本龍太郎元総理大臣の掲げた六大改

革（行政改革、財政構造改革、金融システム改革、

経済構造改革、社会保障構造改革、教育改革）の

一つの柱である行政改革として国の行政機関の再

編成、行政組織等の減量、効率化などを目指し、

１９９６年１１月に行政改革会議が設置され、約１年の

検討の末、１９９７年１２月３日に最終報告が取りまと

められた。

この中で船員教育３機関は、国立大学以外の文

教研修機関という位置付けになり、航空大学校、

水産大学校等の機関とともに、廃止、民営化、地

方移管等を検討することとされた。

１９９８年６月１２日に中央省庁等改革基本法が公布

され、この中で新たに独立行政法人制度が創設さ

れ、行政機関の職員のみを対象とする研修施設以

外のものの独立行政法人への移行等により、その

運営の効率化を図ることとされた。さらに、１９９８

年７月２１日には内閣総理大臣を本部長とする中央

省庁等改革推進本部（以下「推進本部」という）

が設置され、具体的な行政改革作業が開始された。

船員教育３機関については、当初、民営化の方

向性が示されていたが、運輸省は船員養成の必要

性を推進本部に説く一方、当協会をはじめ海運、

船員関係諸団体および関係地方自治体等による各

方面への働きかけを行った結果、１９９８年１２月２５日、

自民党行革推進本部は「船員教育３機関は独立行

政法人化の上、その目的、教育内容、設立されて

いる地域の特性を尊重の上、今後、３機関の再編

を検討する」と決定、政府に申し入れが行われた。

それを受けて、１９９９年１月２６日に推進本部で決定

された「中央省庁等改革に係る大綱」において、

船員教育３機関は他の８１機関とともに独立行政法

人化への移行が決定され、民営化は回避された。

その後、１９９９年４月２７日には、「中央省庁等改

革の推進に関する方針」が推進本部で決定され、

船員教育３機関については国家公務員の身分を与

える法人（特定独立行政法人）と位置付けられた。

�２ 独立行政法人の概要

独立行政法人の運営の基本やその他の制度の共

通事項を規定する「独立行政法人通則法」および

独立行政法人一般に関する職員の身分等について

規定する「独立行政法人通則法の施行に伴う関係

法律の整備に関する法律」が１９９９年７月１６日に公

布された。

これを受けて、各機関別に独立法人設立のため

の個別の法令が「独立行政法人海技大学校法」、「独

立行政法人航海訓練所法」および「独立行政法人

海員学校法」として、１９９９年１２月２２日に公布され

た（資料８―１０参照）。

独立行政法人制度は、特性に応じた組織、運営

ができるように法制化し、３年以上５年以内での

中期目標を各機関が定め、中期計画を策定、その

終了後、評価委員会による業務、組織全般の評価

を受けて見直しを図る手法をとる。

財政については、企業会計原則が導入され、柔

軟な財務運用が可能となるが、公共的な性格から、

利益の獲得は目的とせず、独立採算制は前提とし

ていない。従って、所要の財源措置がとられるの

が原則となる。

職員の身分については、その機関の目的、業務

の性格により、国家公務員の身分を与えるものと

与えないものとに分けられており、船員教育３機

関については国家公務員の身分が与えられること

になった。
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以上のように、この制度全般については国の事

前関与を最小限にして、事後の評価や公表による

透明性を確保して、業務の運営の弾力性を図るこ

ととし、２００１年４月の独立行政法人への移行に向

けて作業が進められている。

２．船員教育機関卒業生の就職状況

１９９９年度の船員教育機関卒業者数は商船大学２校

１１７名、商船高専５校１７６名、海員学校８校 ３９７名

であった（商船大学および商船高専においては、船

舶職員養成課程修了者数）。１９９９年度の就職状況は、

商船大学卒業生については、就職希望者数１０４名の

うち７７名（７４％）が海上産業（外航４６、内航４、そ

の他２７）に、商船高専卒業生については、就職希望

者数１２８名のうち、４０名（３１％）が海上産業（外航

２、内航１、その他３７）に、また、海員学校卒業生

については、就職希望者数３２８名のうち、２２４名（６８％）

が海上産業（外航０、内航２６、その他１９８）に就職

した（資料８―１１参照）。昨今の経済事情を反映し、

海運産業からの求人数は引き続き減少している。

３．船員の再教育

船員の再教育は、海技大学校において実施されて

おり、海技免状受有者を対象として上級免状の取得

を目的とする「海技士科」および船員の技能向上を

目的とする「講習科」が設置されている。同校にお

ける最近の入学状況は資料８―１２のとおりである。

１９９９年度の入学者数は前年に比し２９名減の２１０名と

なっている。

当協会は、船員の資格取得推進および職域拡大を

図る見地から各講習への受講生の募集について協力

した。

８・２・３ GMDSS資格

GMDSSは、１９９９年２月１日より、既存船を含む

全ての船舶に適用（完全導入）され、国際航海に従

事する旅客船および国際航海に従事する３００総トン

〔資料８―１０〕 各機関の個別法の主な内容

海 技 大 学 校 航 海 訓 練 所 海 員 学 校

法人の名称 独立行政法人海技大学校 独立行政法人航海訓練所 独立行政法人海員学校

法人の目的

船員（船員であった者及び船員となろう
とする者を含む。）に対し船舶の運航に
関する高度の学術及び技能を教授するこ
と等により、船員の資質の向上を図り、
もって海上輸送の安全の確保に資するこ
と

商船に関する学部を置く国立大学、商船
に関する学科を置く国立高等専門学校、
独立行政法人海技大学校及び独立行政法
人会員学校の学生及び生徒等に対し航海
訓練を行うことにより、船舶の運航に関
する知識及び技能を習得させること

海員の養成をおこなうことにより、安定
的な海上輸送の確保を図ること

業務の範囲

◯１船員に対し船舶の運航に関する高度の
学術及び技能を教授すること
◯２船舶の運航に関する高度の学術及び技
能に関する研究を行うこと
◯３前二号の業務に附帯する業務を行うこ
と

◯１商船に関する学部を置く国立大学、商
船に関する学科を置く国立高等専門学
校、独立行政法人海技大学校及び独立
行政法人海員学校の学生及び生徒その
他これらに準ずる者として国土交通大
臣が指定する者に対し、航海訓練を行
うこと
◯２航海訓練に関する研究を行うこと
◯３前二号の業務に附帯する業務を行うこ
と

◯１海員の養成を行うこと
◯２前号の業務に附帯する業務を行うこと

主たる事務所
兵庫県 神奈川県 本部を静岡県に置き８校一体の組織とす

る

役員の構成
及び任期

理事長 １名
理 事 １名
監 事 ２名

理事長 １名
理 事 ２名
監 事 ２名

理事長 １名
理 事 １名
監 事 ２名

資本金等

政府からの全額出資
現在使用している土地、建物、船舶等を
現物出資。
資本金は現物出資された資産を法人設立
の時点における時価で評価した額

政府からの全額出資
現在使用している土地、建物、船舶等を
現物出資。
資本金は現物出資された資産を法人設立
の時点における時価で評価した額

政府からの全額出資
現在使用している土地、建物、船舶等を
現物出資。
資本金は現物出資された資産を法人設立
の時点における時価で評価した額

施行期日 ２００１年１月６日 ２００１年１月６日 ２００１年１月６日
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〔資料８―１１〕 船員教育機関卒業生の求人・就職状況 ２０００年４月１日現在

卒
業
年
度

卒
業
者
数

就

職

希
望
者
数

求 人 就 職

海 上 産 業
陸 上
産 業

合 計

海 上 産 業
陸 上
産 業

合 計
外 航 内 航 その他

海 運

カーフ
ェリー・
旅客船

官庁船
・水産 計 外 航 内 航 その他

海 運

カーフ
ェリー・
旅客船

官庁船
・水産 計

商
船
大
学（
２
校
）

７

８

９

１０

１１

１２７

１００

１０２

１０１

１１７

１０９

８７

９１

８６

１０４

８２

８８

８７

７０

６４

１

５

２

２

５

２４

３６

２０

２２

１９

１２

１４

１４

９

１０

１８

１８

１２

２０

１０

１３７

１５９

１３５

１２３

１０８

７０

１３２

６３

４０

６９

２０７

２９１

１９８

１６３

１７７

５３

３３

４６

４８

４６

１

３

２

０

４

１９

１０

８

１６

１２

８

８

８

７

９

６

７

１１

７

６

８７

６１

７５

７８

７７

１８

２６

１６

６

１９

１０５

８７

９１

８４

９６

商
船
高
専（
５
校
）

７

８

９

１０

１１

１４２

１６５

１６１

１５３

１７６

１２２

１３９

１２９

１１３

１２８

３６

９

２１

１９

１２

９

１０

１３

８

１

９０

１１０

９９

８３

４５

５４

３２

５７

３０

２０

１３

２９

２９

４５

４７

２０２

１９０

２１９

１８５

１２５

４２５

４５７

７４８

６７１

５３１

６２７

６４７

９６７

８５６

６５６

５

３

６

４

２

８

６

８

７

１

２９

４３

２３

２０

１９

２１

１５

１９

１３

１５

３

３

５

０

３

６６

７０

６１

４４

４０

５４

６９

６６

６５

８１

１２０

１３９

１２７

１０９

１２１

海
員
学
校（
８
校
）

７

８

９

１０

１１

３９５

４０３

４０７

４１１

３９７

３６３

３５３

３５１

３４７

３２８

３

３

０

０

０

７３

１４８

１４９

３５

４７

１８９

２８０

２７３

１８３

１７９

１５８

２０９

１５５

８９

７８

７３６

９５４

９４８

６９６

５８９

１，１５９

１，５９４

１，５２５

１，００３

８９３

３４８

３１５

３０１

２２６

３４５

１，５０７

１，９０９

１，８２６

１，２２９

１，２３８

１

３

０

０

０

７１

６０

５０

３２

２６

１０７

１１１

１２２

１２５

１２６

８３

７９

６７

５５

４０

２３

３３

３７

３８

３２

２８５

２８６

２７６

２５０

２２４

６４

４８

５０

７３

７１

３４９

３３４

３２６

３２３

２９５

注 �１ 商船大学については、乗船実習科に進んだ者に係るものである。
�２ 海員学校については、本科卒業後乗船実習科に進学した者を含む。
�３ 卒業時期は、商船大学及び商船高専が９月、海員学校が３月（乗船実習科は９月）である。
�４ 海上産業中、外航とは外航２団体（外労協と旧中小労協をいう。）、内航とは内航３団体であり、その他海運とは外航２団体、内航３団体、カーフェリー・旅客船及び官庁
船・水産を除いた船社である。

〔資料８―１２〕 海技大学校における入学状況

科 別 定 員 修業期間
募集回数
（ 年 ）

入 学 状 況

１９９７年度 １９９８年度 １９９９年度

海

技

士

科

一 級 海 技 士 航 海 科
機 関 科

１０
１０

６月
〃

１回
〃

１
０

０
１

２
２

二 級 海 技 士 航 海 科
機 関 科

１０
１０

６月
〃

１回
〃

１
０

０
１

１
２

三 級 海 技 士 航 海 科 第 一
機 関 科 第 一
航 海 科 第 二
機 関 科 第 二
航 海 科 第 三
機 関 科 第 三
航 海 科 第 四
機 関 科 第 四

３０
３０
４０
４０
４０
４０
１０
１０

１０月
〃

３・５月
〃
４月
〃
２年
〃

１回
〃
２回
〃
〃
〃
１回
〃

０
１
０
３
８
９
２０
１７

２
０
０
０
１２
６
１８
２０

２
０
０
０
１０
８
２０
１８

四 級 海 技 士 航 海 科
機 関 科

４０
４０

２月
〃

１回
〃

１
２

２
６

０
２

小 計 ※ ６３ ６８ ６７

講

習

科

高

等

部

航 海 科 船 橋 当 直 課 程（Ｗ�Ｏ） ※
機 関 科 機 関 当 直 課 程（Ｗ�Ｏ） ※
航 海 科 三 級 海 技 士 課 程 ※
機 関 科 三 級 海 技 士 課 程 ※
航 海 科 四 級 海 技 士 課 程 ※
機 関 科 四 級 海 技 士 課 程 ※
専 攻 科 船 舶 技 術 管 理 課 程
専 攻 科 国 際 海 運 管 理 課 程
専 攻 科 シ ミ ュ レ ー タ ー 課 程 第 一
専 攻 科 シ ミ ュ レ ー タ ー 課 程 第 二

４０
４０
４０
４０
４０
４０
１０
１０
１０
１０

４月
〃
７月
〃

３・５月
〃
４月
〃
１月
〃

２回
〃
１回
〃
〃
〃
〃
〃
２回
〃

０
０
１２
２
９
２
２（８）
１（１３）
１
１

０
０
２３
６
１５
１
１（８）
１（９）
１３
１３

０
０
１１
２
９
４
１（７）
０（６）
１８
１８

普

通

部

本
校

航 海 科 船 橋 当 直 課 程（kWO ） ※
機 関 科 機 関 当 直 課 程（kWO ） ※

４０
４０

５月
〃

２回
〃

１
１

０
０

０
０

分

校

航 海 科 海 技 士 講 習 課 程（DPC ）
機 関 科 海 技 士 講 習 課 程（DPC ）
航 海 科 技 能 講 習 課 程（ 技 能 講 習 ）
機 関 科 技 能 講 習 課 程（ 技 能 講 習 ）
航 海 科 五 級 海 技 士 課 程 ※
機 関 科 五 級 海 技 士 課 程 ※
船 舶 基 礎 講 習 課 程

４０
４０
４０
４０
４０
４０
４０

３月
〃
１月
〃

２・５月
〃
１月

３回
〃
〃
〃
２回
〃
〃

０
０
３５
１０
３３
２２
２３

０
０
３５
１８
２３
１６
６

０
０
３８
６
２３
１０
３

小 計 １５５ １７１ １４３

合 計 ２１８ ２３９ ２１０

（注）１．運輸省資料による。
２．※印：海技資格取得教育、９９年度１２６名。
３．（ ）は「二級講習コース」の員数（外数）
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以上の貨物船（Ａ３またはＡ４海域を航行海域とす

るもの）にあっては、これまで専従だった通信長の

職務を航海士や機関士などの船舶職員が兼務するこ

とを可能とした、いわゆる「他職務兼務船」が認め

られることとなった。

一方、国内では、運輸省通達により、通信士の雇

用問題などについての労使合意が図られない限り、

通信長については船上保守を行うことができる者の

乗組みが要求され、通信長の兼務が実現されていな

かった。このため、外航労使は他職務兼務船に関す

る労働条件、現役通信士の雇用問題などについて協

議を続けた結果、１９９９年２月１８日に本件に係る合意

が整った。これを受けて、当協会は、外航労務協会

とともに、兼務通信長の実現に向けて関係当局と協

議し、１９９９年２月２６日以降の日本寄港船より、順次、

三級海技士（電子通信）以上の資格を有する船舶職

員が通信長を兼務できることとなった。

このような GMDSS体制の完全導入により、現

在、この体制に見合う十分な数の兼務通信長を確保

することが急務となっている。兼務通信長になるた

めには、三級海技士（電子通信）以上の資格を受有

する必要があるが、同資格の試験申請にあたっては

郵政省の船舶局無線従事者証明を取得する必要があ

る。当協会は、１９９９年７月期および２０００年１月期の

船舶局無線従事者証明のための新規訓練に、船社の

協力を得て、それぞれ２名の講師を派遣した。

また当協会は、外航船舶の GMDSS対応資格の

取得を促進するため、郵政省が実施する第三級海上

無線通信士資格の受験および船舶局無線従事者証明

のための講習会を、船社の協力を得て１９９４年９月よ

り実施している。同講習会は、会員各社の所属船員

を対象としており、１９９９年９月期に３社８名、２０００

年３月期に５社１０名が受講した。

８・３ 船員関係法規

８・３・１ 外国海技資格承認制度等

への対応

国際船舶制度に関連して、種々の施策が講じられ

ているが（１・２参照）、このうち、日本人船機長

２名配乗を実現するためには、船舶職員法、船員法

および電波法等で要求される各種資格要件問題を解

決する必要がある。当協会は、外国人船員に対して

これら資格が円滑に付与される制度の実現に向けて、

関係省庁に対して意見の反映に努めている。

一方、規制緩和推進計画の一環として、必置資格

の見直しが総務庁・規制改革委員会により進められ

ている（１・３参照）。当協会は、外国人船員につ

いても国際船舶制度の下で必要な資格が円滑に取得

できるよう併せて要望し、意見の反映に努めている。

１．船舶職員法関係

STCW条約締約国（外国）資格受有者に対する

承認制度については、１９９８年５月２７日に船舶職員法

が改正され、１９９９年５月２０日より施行されるととも

に、これを受けて、船舶職員法施行規則等の一部を

改正する省令が１９９９年２月１日および４月２０日に公

布された（船協海運年報１９９９参照）。

これに基づき、運輸省は外国資格受有者に対する

承認制度の具体的な運用方法について検討を行い、

１９９９年６月１１日に国内海事法令講習実施要領および

就業範囲の指定に関する通達を発出した。当協会は、

同要領で定める国内海事法令講習を実施する機関の

要件、管理者および講師の要件等について船主意見

の反映に努めるとともに、講習会で使用される教科

書の作成等に協力した。この結果、川崎汽船、日本

郵船、商船三井の３社がフィリピンにおいて運営す
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る船員訓練施設４ヶ所について、運輸大臣より指定

講習機関としての認定を受け、承認制度運用上の体

制が整った。

これを受けて、外国資格受有者に対する国内海事

法令講習会がフィリピンの３ヶ所の指定講習機関に

おいて実施され、これを修了した４８名が２０００年１月

１７日より２０日までの間、海技試験官による承認試験

を受験した結果、１月２６日試験結果が発表され４８名

全員が合格し、締約国資格受有者承認証を取得した。

この間、日本政府はフィリピン政府との間で、フィ

リピン人船員が日本籍船舶に職員として乗組むため

の承認に関する書簡を２０００年１月２１日付けで交換し

た。

一方、締約国資格受有者承認証を受有する初の外

国人船員（いわゆる「承認船員」）が誕生したこと

を受けて、外航労務協会と全日本海員組合は、「国

際船舶制度に係わる雇用と労働条件に関する協議

会」を設置し承認船員の労働条件等について協議を

重ね、３月１日、平成１１年度内に承認船員を配乗す

る国際船舶（いわゆる「承認船」）の実現を希望す

る会社に対する暫定措置として合意が成立した。こ

れにより、１９９９年度内の２０００年３月３１日までに、ま

きなっくぶりっじ（川崎汽船）、加賀（日本郵船）、

さざんくろす丸（商船三井）の３隻が承認船に移行

し、日本人船機長２名を配乗した国際船舶が実現し

た。

以上の通り、日本人船機長２名配乗の承認船は誕

生したものの、依然として現行の承認体制には円滑

な実施を図る上で問題点が多く、承認証失効（５年

間）後の取扱い等制度の改善を運輸省当局に働き掛

けている。

２．船員法関係

船舶職員法における承認制度導入に対応して、日

本籍船に配乗される外国人船員に対して船員法関係

資格を付与するための船員法施行規則等の一部改正

が、１９９９年３月８日付けで運輸大臣より船員中央労

働委員会に諮問されていた（「船協海運年報１９９９」

参照）。その後、運輸省は同委員会答申を受けて、

船員法施行規則および船員労働安全衛生規則の一部

を改正する省令ならびに関係告示を制定し、省令に

ついては同年７月１５日、告示については同年７月１６

日に施行した。なお、衛生管理者および船舶料理士

資格については、同委員会答申において今後の検討

課題とされた。

この結果、甲種甲板部航海当直部員、消火作業指

揮者、衛生担当者および経験または技能を有する危

険作業を行わせることができる者の資格要件として

承認船員が加えられた他、危険物等取扱責任者の資

格要件として、締約国資格受有者であって、２時間

の危険物等取扱責任者国内法令講習を修了した者が

加えられた。

一方、日本人船機長２名体制による国際船舶を実

現するためには、関連する船員法上の資格要件を満

足する必要がある。このためには、外国人船員に対

してこれら資格を円滑に付与する制度が不可欠であ

るが、このうち、特に必要となるのは危険物等取扱

責任者、船舶料理士および衛生管理者に係る資格で

あり、当協会はこれら資格が円滑に取得できるよう

以下の通り対応した。

�１ 危険物等取扱責任者

本資格を取得するための国内法令講習会は、船

舶職員法に基づく国内海事法令講習と同様、マニ

ラの指定講習機関（４ヶ所）において実施するこ

ととされた。当面、この講習の受講者は、船舶職

員法に基づく国内海事法令講習の受講者に限定す

ることとされ、２０００年１月に開催された第１回目

の講習会では１９名が受講し、危険物等取扱責任者

に係る資格証明書を取得した。当協会は、講習会

で使用する教科書の作成等に協力した。

�２ 船舶料理士

前述の通り、本資格を外国人に付与するための

方策については、船員中央労働委員会の答申にお

いて今後の検討課題とされた。これを受けて運輸

省では、１９９９年１０月、官公労使による「船舶料理

士資格制度に係る検討会」を設置し、現行制度の
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見直しも含めた検討を開始した（１・２参照）。

一方、日本人船機長２名体制による国際船舶を

実現するためには、本資格を外国人に付与するこ

とが不可欠となるため、当協会は運輸省当局に対

して外地における船舶料理士試験の実施を要請し

た結果、本試験の実施機関である
日本海技協会

により２０００年２月１５日から１７日まで、フィリピン

のマニラにおいて料理士試験が実施され、２７名の

受験者全員が合格し、船舶料理士に係る資格証明

書を取得した。当協会は、同試験の実施に当たっ

て種々協力を行った。

�３ 衛生管理者

本資格についても、船舶料理士資格と同様に船

員中央労働委員会の答申において今後の検討課題

とされた。当協会は、本資格を外国人船員に対し

て円滑に付与できるよう、現行制度の見直しを運

輸省当局に要望している。

３．電波法関係

STCW条約の９５年改正が２００２年２月１日より完

全導入されることに伴い、全ての航海当直職員には

海上特殊無線技士資格が義務付けられることとなっ

た（船協海運年報１９９９参照）。これは、日本籍船舶

である国際船舶に乗組む承認船員にとっても例外で

は無いため、２００２年２月１日の期限までに、如何に

第一級海上特殊無線技士資格を取得させるかが問題

となる。このため当協会は、運輸省および郵政省当

局に対して早急にこの問題を解決するよう要望して

いる。

８・３・２ 船員関係法規の一部改正

１．船員法施行規則等の一部改正

国際船舶制度（１・２参照）に関連して、日本籍

船に配乗される外国人船員に対して船員法関係資格

を付与するための船員法施行規則等の一部改正が、

１９９９年３月８日付けで運輸大臣より船員中央労働委

員会に諮問されたが、船員中央労働委員会は、これ

を受け、船員労働基準審議会で審議の上、１９９９年６

月１８日、諮問された内容のとおり答申した。船員中

央労働委員会に諮問された省令改正の内容は次のと

おりである。

�１ 船員法施行規則の一部改正

・危険物等取扱責任者の認定要件の拡大

�２ 船員労働安全衛生規則の一部改正

・消火作業指揮者の認定要件の拡大

・衛生担当者の認定要件の拡大

・船舶所有者が経験又は技能を要する危険作業を

行わせることができる者の範囲の拡大

�３ その他

同省令改正は、１９９９年７月１５日に公布、施行さ

れた。

２．危険物等取扱責任者資格の更新講習

STCW条約の１９９５年改正に伴う船員法および同

法施行規則の改正により、タンカーには危険物等取

扱責任者として認定された旨の証印を受けている者

を乗り組ませなければならず、さらに、５年毎の同

資格の更新が求められている。更新のための要件と

しては、同資格認定の失効前５年以内に１年以上の

経験を有すること、もしくは、当該認定の失効前５

年以内に、運輸大臣が告示で指定する更新講習の課

程を修了したこととされている。

上記更新講習として指定されている講習実施機関

は平成１２年３月２３日付けの運輸省通達により明らか

にされているが、その中には、当協会の会員船社１１

社の申請に基づいて指定された自社研修４１コースが

含まれている。

３．海技士（電子通信）取得のための乗船履歴

GMDSS船において通信長を兼務するために要求

される海技士（電子通信）の資格を受験するために

は、電波法に基づき郵政大臣が発給する所定の無線

従事者の免許を取得した後、６ヶ月の乗船履歴が必

要であるが、当協会では、当該無線従事者免許取得

以前の乗船履歴についても海技士（電子通信）受験
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に必要な履歴として認められるよう、規制緩和要望

として運輸省当局と協議を行ってきた。

その結果、航海当直職員（W�Oを含む）につい

ては、一定の条件の下に、受験に必要な無線従事者

免許を取得する以前の履歴であっても、海技士（電

子通信）受験資格としての乗船履歴と認めることと

する改正通達が発出された。

４．GMDSS船に乗り組んだ航海士等の海技士（電

子通信）免状更新のための履歴

GMDSS船において通信長を兼務するために必要

な海技士（電子通信）資格の更新のために必要な乗

船履歴は、現在、過去５年のうち１ヶ月以上であり、

２００２年２月１日以降は、過去５年のうち１年以上と

なる。

一方、１９９９年２月より航海士等の船舶職員が通信

長の職務を兼務するいわゆる兼務船が順次就航して

おり、海技士（電子通信）の資格取得および維持が

重要課題となっている状況のなかで、同資格を受有

しながらも兼務通信長以外の職種で雇入れされて乗

船する者の、同資格更新に必要な履歴の確保が問題

となっていた。

当協会では、海技士（電子通信）資格更新のため

の乗船履歴については、資格さえあれば、実際に「通

信長」として雇入れしない場合であっても、当該資

格を更新するための履歴として認めるよう要望して

きたが、その結果、当該資格を有する船舶職員（航

海士、機関士あるいはW�O）については甲板部あ

るいは機関部職員として雇入れされた乗船履歴でも

よいこととする運輸省事務連絡が、１９９９年７月２日

付けで発出された。

８・３・３ 船員職業安定法改正への

対応

船員職業紹介等研究会は、船員職業安定法が１９４８

年に制定されて以来の船員を取巻く雇用環境の変化

の下、１９９６年の ILO海事総会において海員に対す

る職業紹介に関する条約が抜本的に改正され、民間

の有料職業紹介も認められることとなったこと、さ

らには陸上労働者に関する職業紹介事業、派遣事業

の見直し等の動向を踏まえ、今後の船員職業紹介等

のあり方を検討し、関係者の合意形成を図ることを

目的に設置された。

同研究会は、運輸省船員部を事務局とし、有料職

業紹介事業および労務供給事業のあり方について、

１９９７年２月から７月にかけて７回開催され、さらに

WGにおいても１９９７年９月から１９９８年４月の間に４

回検討されたが、労使間の意見の隔たりは大きく、

それ以降研究会およびWGは中断された状態とな

っていた。

この間、当協会は、船員に係る労務供給事業、職

業紹介事業等の自由化を実現するための規制緩和要

望を引続き行うとともに、船員職業安定法の改正に

より有料の労務供給事業を認め、同事業を営む事業

主の雇用する船員については、外国籍船に雇入れさ

れる場合も含めて、船員法に規定する船員として位

置づけることにより、懸案となっている船員保険の

被保険者資格の付与の問題についても解決を図るべ

く併せて規制緩和要望を行った。

本件については、総務庁・規制改革委員会よりヒ

アリングが実施され、船主意見の反映に努めるなど

した結果、中断されていた船員職業紹介等研究会が

２０００年５月に３年振りに再開され、今後の船員職業

安定法のあり方について検討が進められていくこと

となった。
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８・４ 船員の社会保障制度

８・４・１ 船員の社会保障制度の概

況

１．適用状況の推移

船員法上の船員を対象とした船員保険および厚生

年金保険（第三種被保険者のうち船員）の適用事業

所ならびに被保険者数は、海運・水産業界の厳しい

状況を反映して漸減傾向が続いており、１９９９年３月

末の適用事業所ならびに被保険者数は、前年に比べ

てそれぞれ２８６事業所、７，１２１名の減少となっている

（資料８―１３参照）。

２．船員保険の財政状況

船員保険の財政は、１９９０年度から黒字決算を維持

してきたが、被保険者数が減少する一方で平均標準

報酬月額が伸び悩み、保険料収入が減少し続けてい

る。また、被保険者数が８万人を切らんとしており、

限られた業種の保険集団であることなど、構造的に

依然として厳しい状況にある。

１９９８年度の収支は、疾病部門では黒字を維持した

ものの、失業、年金（労災）、福祉・業務部門とも

赤字となり、前年度よりも４５億円悪化し、１９８９年以

来９年ぶりに１２億円の赤字となった（資料８―１４参

照）。これを部門別にみると、次のとおりである。

�１ 疾病部門

１９９０年度に保険料率を引き上げたことおよび平

均標準報酬月額が伸びたことなどにより、単年度

黒字に転じ、以降、金額は減少しつつも黒字を維

持しながら累積赤字を減じ、１９９７年度に至り漸く

累積赤字を解消した。

１９９８年度においては、平均標準報酬月額が伸び

悩み、被保険者数が減少して保険料収入が減少し

たが、１９９７年の制度改正による影響が１年を通じ

て現れたことから保険給付費も減少したため、収

〔資料８―１３〕 船員保険、厚生年金保険（第三種の

うち船員）適用状況

時 点

（年月）

船舶所有者数 被 保 険 者 数

うち失業
保険適用 （強制適用） うち失業

保険適用

１９８３．３
１９８４．３
１９８５．３
１９８６．３
１９８７．３
１９８８．３
１９８９．３
１９９０．３
１９９１．３
１９９２．３
１９９３．３
１９９４．３
１９９５．３
１９９６．３
１９９７．３
１９９８．３
１９９９．３

１０，６１０社
１０，２８０
９，９４９
９，５７０
９，３１３
９，２３０
９，１３２
９，８７７
９，６００
９，３０５
９，００８
８，６２９
８，３８８
８，１９０
８，０２６
７，８２２
７，５３６

７，３７３社
７，１８０
６，９８３
６，７５２
６，５５８
６，４４０
６，２８９
６，２４０
６，１２５
５，９７１
５，８４４
５，７４０
５，６４６
５，５２８
５，４０１
５，２３４
４，９８５

１９２，２６３人
１８４，７０２
１７６，５６０
１６５，６６６
１５６，５８４
１４６，５４９
１３８，４２９
１３２，２０５
１２６，７２４
１２０，６３４
１１５，６２５
１１０，４５９
１０５，４２２
１００，３４９
９６，０５０
９１，２９２
８４，１７１

１５８，３１１人
１５２，００４
１４４，２１６
１３４，６２７
１２５，８５５
１１６，６９６
１０９，８３６
１０６，０１８
１０２，９４５
９９，３９５
９６，６９９
９２，６５３
８８，７１３
８４，７３６
８０，７６１
７６，４５１
６９，７７８

（注）社会保険庁資料

〔資料８―１４〕 船員保険特別会計部門別収支決算
（単位：億円）

区

分

収 入 支 出

項 目 ９７年度 ９８年度 項 目 ９７年度 ９８年度

疾

病

部

門

保 険 料 収 入
一般会計より受入
厚生保険特別会計
業務勘定より受入
雑 収 入

５７７
３０

１３
０

５４４
３０

１２
０

保 険 給 付 費
老人保健拠出金
退職者給付拠出金
福 祉 事 業 費

４２５
１４９
２６
０

３９３
１４８
２６
０

計 ６２０ ５８６ 計 ６００ ５６７

失
業
部
門

保 険 料 収 入
一般会計から受入
前年度剰余金受入

８０
２０
３

７４
１９
２

保 険 給 付 費

翌年度へ繰越

８７

２

１１０

１

計 １０３ ９５ 計 ８９ １１１

年
金
部
門

保 険 料 収 入
一般会計から受入
運 用 収 入

１５０
０
４６

１４０
０
４４

保 険 給 付 費

諸 支 出 金

３４

１５４

３６

１５１

計 １９６ １８４ 計 １８８ １８７

福
祉
部
門

保 険 料 収 入

雑 収 入

５７

０

５３

０

福 祉 事 業 費 ６５ ６３

計 ５７ ５３ 計 ６５ ６３

業
務
部
門

保 険 料 収 入
一般会計から受入
雑 収 入

９
１３
３

８
１２
３

業 務 取 扱 費 ２６ ２５

計 ２５ ２３ 計 ２６ ２５

合 計 １，００１ ９４１ 合 計 ９６８ ９５３

収 支 差 額 ３３ －１２

（注）社会保険庁資料
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支は前年より１億円悪化したものの１９億円の黒字

となった。

�２ 失業部門

失業部門の財政は、失業率の動向に大きく左右

され、１９８８年度までは失業率が高かったために財

政状況が悪化していたが、１９８９年には緊急雇用対

策が一応収束したこと、折からの好景気の影響を

受けて失業率が大幅に減少したことなどから黒字

となり、その後、景気の後退はあるものの、単年

度収支では１９９７年度まで黒字で推移した。

１９９８年度においては、被保険者数の減少により

保険料収入が減少する一方、陸上の雇用情勢の厳

しさに加えて明石海峡大橋の供用開始などの影響

による失業保険受給者数の増加により保険給付費

が大幅に増加した結果、部門収支では前年に比べ

て３０億円も悪化し、１９８８年以来１０年ぶりの１６億円

の赤字となった。

�３ 年金部門（労災）

１９８７年度以降、保険給付費などの増加により支

出が収入を上回り、１９９０年度まで赤字で推移して

きた。１９９１年度においては、好景気の影響を受け

て平均標準報酬月額が伸びるとともに、保険料率

が引き上げられたことにより収入が大幅に増えた

ことから黒字に転換し、その後の減少傾向はある

が、１９９７年度まで黒字を維持してきた。

１９９８年度においては、被保険者数の減少と標準

報酬月額の低下によって保険料収入が減る一方で

保険給付費が増加し、収支は前年よりも１１億円悪

化した３億円の赤字となった。

年金部門の財政は、被保険者が年々減少する一

方、年金受給者が徐々に増加していることから、

今後も赤字幅が拡大していくものと予想される。

８・４・２ 船員保険制度の改革

１．概 況

政府は２０００年度実施を目標に、少子高齢社会とな

る二十一世紀に向けて健全なる社会保障制度を構築

するため、予てから関係審議会に諮り、医療保険制

度の抜本的改革に取り組んできたが、関係者の利害

が錯綜し、具体案を取りまとめるには至っていない。

高齢化の進展は老人医療費の増大を生み、一方では

経済の低成長傾向が継続し、医療費の伸びと経済成

長の間の不均衡から、国民皆保険制度が維持できな

くなる惧れもある危機的状況を迎えている。

年金制度については、少子高齢化が進む中で将来

世代の過重な負担を防ぎ、年金制度の安定的運営を

確保するため、１９９７年から年金審議会で検討が続け

られてきたところであるが、同審議会の意見書を踏

まえた給付と負担の均衡を図るための国民年金法等

の一部改正案が１９９９年７月に漸く国会に提出され、

２０００年３月に成立し、施行された。

また、介護保険の２０００年４月実施に向けての諸準

備が急ピッチに進められる一方で、介護保険料の徴

収にかかわる保険料率の法定上限改定問題について

は、強い反対意見のある中で漸く答申に至ったもの

の、政治日程の関係から法案成立には至っていない。

こうした情勢を背景に船員保険特別会計は、１９９０

年以降、毎年黒字を計上してきたものの、被保険者

数の減少と長引く景気の低迷によって平均標準報酬

月額が伸び悩み、保険料収入が大幅に減少するなど

年々厳しさが増し、前述のとおり１９９８年度にはつい

に赤字に転落、以降、さらに財政状況の悪化が予想

されている。こうした情勢を踏まえ、船員保険の将

来展望を見極めるための関係者による勉強会が１９９９

年１２月から開始された。

また、福祉施設の運営については、政府が福祉施

設の経営方針を転換したことと不景気による観光・

保養に対する需要が減少する中で利用率が低減し、

一方では民業圧迫の批判もあり、施設運営について

の新たな工夫が求められている。

懸案の船員保険被保険者資格問題および船員保険

と雇用保険の被保険者期間通算問題は、医療保険福

祉審議会・運用部会・船員保険専門委員会において

審議が進められているが、解決には至っていない。
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２．２０００年度における改正

厚生省は、２０００年度船員保険特別会計において、

共通事項として育児休業期間中の保険料の免除と標

準報酬月額下限改定を、疾病部門では介護保険制度

の施行、介護料の引き上げ、葬祭料の引上げ、高額

療養費の自己負担額の見直し、入院時食事療養費の

標準負担額の引上げ、失業部門では失業保険金給付

日数の改善、育児・介護休業給付の給付率の引上げ、

教育訓練給付の支給限度額の引上げなど、また、年

金部門では、職務上年金等の賃金スライドの実施、

福祉部門では就職等援護費の支給額の引き上げなど

の改正を行うこととし（資料８―１５参照）、各部門

とも赤字で、歳入９２６億円、歳出９６９億円、収支合計

４３億円の赤字予算（資料８―１６参照）を計上したが、

政治日程の影響を受けて法案審議が遅れている。

〔資料８―１５〕２０００年度船員保険改正事項（予定）の概要

事 項 内 容 実 施 月

１ 疾病部門
◯１ 介護保険制度の施行

◯２ 介護料の引き上げ

◯３ 葬祭料（職務上）の引
上げ

○ 介護保険第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の船員保険被保険者）の介護保険料は、医療保険
者が保険料として徴収し、介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に一括して納付

○ 職務上の障害年金受給者に係る介護料の引上げ
◯１ 常時介護
・費用を支出して介護を受けたとき（月額）
上 限 額 １０８，０００円 → １０８，３００円
一律定額（最低保障額） ５８，５７０円 → ５８，７５０円

・費用を支出せず介護を受けたとき（月額）
一律定額 ５８，５７０円 → ５８，７５０円

◯２ 随時介護 それぞれ常時介護の１２

○ 最低保障額の引上げ ３０５，０００円＋標準報酬月額 → ３１５，０００円＋標準報酬月額

２０００年４月

２０００年４月

２０００年４月

２ 失業部門
◯１ 失業保険金日額表の改
定

◯２ 育児休業給付の給付率
の引上げ

◯３ 介護休業給付の給付率
の引上げ

◯４ 教育訓練給付の支の引
上げ

○ 失業保険金日額の上限額、下限額を平成１１年度の平均給与額（毎勤統計）の対前年度伸び率に
応じて改定

○ 育児休業基本給付金に係る給付率の引上げ ２０％ → ３０％

○ 育児休業者職場復帰給付金に係る給付率の引上げ ５％ → １０％

○ 介護休業給付金に係る給付率の引上げ ２５％ → ４０％

○ 教育訓練給付金に係る支給限度額給限度額の引上げ ２００，０００円 → ３００，０００円

２０００年８月

２００１年１月

２００１年１月

２００１年１月

２００１年１月

３ 年金部門
◯１ 職務上年金等の賃金ス
ライドの実施

○ 平均給与額（毎勤統計）の変動率に応じて改正 ２０００年８月

４ 福祉部門
◯１ 就職等援護費の支給額
の引上げ

（月 額）
小 学 生 １０，０００円 → １１，０００円
中 学 生 １４，０００円 → １５，０００円
高 校 生 １６，０００円 → １７，０００円
大 学 生 ３４，０００円 → ３５，０００円
未就学児 １０，０００円 → １１，０００円

２０００年４月

（注）社会保険庁資料
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８・５ 労働協約の改定

８・５・１ 船主労務団体の現状

船主労務団体は、会員船社所属船員の労働条件な

どに関する事項について全日本海員組合と労働協約

を締結し、適正な労使関係を確立することを目的と

している。

当協会会員会社が構成員となっている船主労務団

体として、外航労務協会、内航労務協会および一洋

会があり、その加盟船社数および在籍船員数は次の

通りである（資料８―１７参照）。

その他の船主労務団体としては、長距離フェリー

会社を中心にした大型カーフェリー労務協会や内航

〔資料８―１６〕 船員保険特別会計部門別収支決算 （単位：億円）

区

分

収 入 支 出

項 目 １９９９年度 ２０００年度 項 目 １９９９年度 ２０００年度

疾

病

部

門

保 険 料 収 入
一 般 会 計 よ り 受 入
厚生保険特別会計より受入
積 立 金 よ り 受 入

５４１
３２
６
１５

５３７
３０
２３
２

保 険 給 付 費
老 人 保 健 拠 出 金
退 職 者 給 付 拠 出 金
介 護 納 付 金
予 備 費

３８７
１７４
３０
０
４

３７５
１４９
３０
３４
４

計 ５９４ ５９２ 計 ５９５ ５９２

失

業

部

門

保 険 料 収 入
一 般 会 計 よ り 受 入
積 立 金 よ り 受 入
前 年 度 剰 余 金 受 入

７３
１８
１７
１

６８
１６
９
０

保 険 給 付 費
予 備 費

１０８
１

９２
１

計 １０９ ９３ 計 １０９ ９３

年

金

部

門

保 険 料 収 入
一 般 会 計 よ り 受 入
運 用 収 入
積 立 金 よ り 受 入

１４１
０
３９
１１

１２９
０
３１
２８

保 険 給 付 費
諸 支 出 金
予 備 費

３９
１５２
０

３９
１４９
０

計 １９１ １８８ 計 １９１ １８８

福
祉
部
門

保 険 料 収 入
雑 収 入

５２
１１

４８
１３

福 祉 事 業 費 ６３ ６１

計 ６３ ６１ 計 ６３ ６１

業
務
部
門

保 険 料 収 入
一 般 会 計 よ り 受 入
雑 収 入

９
１３
４

９
１３
４

業 務 取 扱 費 ２５ ２６

計 ２６ ２６ 計 ２５ ２６

児
手
部
門

児 手 拠 出 金 収 入
厚生保険特別会計より受入

０
０

０
０

厚 生 保 険 特 別 会 計 へ 繰 入
諸 支 出 金

０
０

０
０

計 ０ ０ 計 ０ ０

合

計

保 険 料 収 入
一 般 会 計 よ り 受 入
運 用 収 入
厚生保険特別会計より受入
積 立 金 よ り 受 入
雑 収 入
前 年 度 剰 余 金 受 入

８１６
６３
３９
６
４３
１５
１

７９１
５９
３１
２３
３９
１７
０

保 険 給 付 費
老 人 保 健 拠 出 金
退 職 者 給 付 拠 出 金
業 務 取 扱 費
諸 支 出 金
福 祉 事 業 費
介 護 納 付 金
予 備 費

５３４
１７４
３０
２５
１５２
６３
０
５

５０６
１４９
３０
２６
１４９
６１
３４
５

合 計 ９８３ ９６０ 計 ９８３ ９６０

収 支 差 額 ０ ０

（注）社会保険庁資料（９９年度予算は補正後のもの）
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中小船社を中心にした全内航などがある。

８・５・２ １９９９年度労働協約改定交

渉

政府の景気対策にもかかわらず長期にわたる景気

低迷は、回復の兆しがなかなか見られず、１９９９年度

における完全失業率は４％台後半の高水準で推移し、

２０００年２月には過去最高の４．９％を示した。

日経連は、今次交渉にあたっては、雇用の維持・

創出が最重要課題であり、横並びを排し生産性の状

況に応じてボーナス等も含めた総額人件費管理の視

点から賃金を決定するよう主張してきた。

このような情勢を背景に行われた交渉では、６０歳

以降の雇用延長も大きな課題となり、ワークシェア

リングなど雇用を維持するために必要なさまざまな

取組みについて労使で議論が行われて共通認識が広

がり、一部産業労使においては一定の進捗が見られ

たものの、雇用問題を抱えるリストラの途上では、

企業の業績が少しばかり回復しても賃上げには慎重

となり、従来と違って株主への配慮も交渉に影響を

与えた。

その結果、２年間協定第２ラウンドの鉄鋼は業績

格差の拡大を背景に今年ベアゼロ・来年ベア１，０００

円と、逆に今年ベア１，０００円・来年ベアゼロの２グ

ループに別れ、電機では前年同額のベア５００円、造

船はベアゼロで定昇のみ、電力９社と NTTグルー

プも定昇のみ、自動車ではトヨタ、本田が前年より

１００円下げたベア５００円など、全体の賃上げ率は春闘

史上最低だった１９９９年の２．２１％（労働省調査）をさ

らに下回り、２．０％程度まで落ち込むことが必至と

なった。

１．外航労務協会の交渉

外航労務協会は、賃上げと船員福利の向上を求め

る組合に対して、最低基本給の引き下げと本人基本

給交渉の自社自決方式への転換を申入れ、労使は真

っ向から対立する立場で交渉に臨んだ。

３月３日の第１回交渉において、船主側は、「加

盟会社の業績が二極分化し、生き残りをかけて土壇

場の舵取りを強いられる企業を守るため、現行最低

基本給制度においては同一本人ベースで据え置かざ

るを得ないと判断、また、大競争時代に生き残るた

め、従来の護送船団的な交渉方式を見直し、本人基

本給については、中央で妥結した最低基本給と直接

リンクさせずに、各企業の自己責任原則に基づく個

別状況を反映できるような交渉方式を提案すること

となった。」、また「高コスト構造を改革し、雇用安

定を実現するためには年功的な賃金制度からの脱却

が必要であり、新賃金体系・協約整備協議会での早

急なる検討に期待することとし、新世紀の新しい労

使関係構築のために２点に絞った。」と船主側申入

れの理由を説明した。

一方、組合側は、「今次交渉は現行の協約の枠の

なかでの交渉であり、組合側としては現行協約を誠

実に守り交渉を取り進める決意で臨んでいる。組合

要求は、現場組合員と家族からの熱い期待を基に賃

金と家族呼寄費の２点に絞った」として、船主申入

れの賃下げには応じられないとした。

交渉は、期限内円満解決を目指して行われたが、

労使の主張は鋭く対立したまま日時が経過し、労使

がぎりぎりの歩み寄りを行った結果、２０００年３月３０

日の徹夜交渉で大筋合意に達し、３月３１日午後の第

６回交渉において妥結した。

主な妥結内容は、次の通りであった。

�１ 最低基本給（標準船員）：ベアゼロ、定昇（４，６５０

円・２．０１％）のみ。

�２ 本人基本給：最低基本給に連動した従来の方式

を改め、各社が個別交渉で自由に決めることとし

た。

�３ 家族呼寄費：年間３回とし、航空機の利用につ

〔資料８―１７〕 船団加盟会社および在籍船員数

１９９９年４月１日 ２０００年４月１日

外 航 労 務 協 会

内 航 労 務 協 会

一 洋 会

１４社 ２，８２４人

２３社 １，３７９人

２０社 ９８０人

１４社 ２，５２８人

２３社 １，２９２人

１９社 ８５８人

３ 団 体 合 計 ５７社 ５，１８３人 ５６社 ４，６７８人
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いては実際に使用した時に支給する。

中央交渉妥結を受けて、本人基本給の各社交渉が

行われた。組合支部は中央で要求していた６，２６０円

（２．６５％）の賃上げを求めたが、有配会社を中心に

２００円から５００円のベアで妥結、その他の各社は４月

２１日までに順次ベアゼロで妥結した。さほどの混乱

もなく各社交渉が終了したが、ほとんど適用されな

い最低基本給を船団交渉で決め、実質的な賃金交渉

を各社が交渉する交渉方式の転換は、改めて船団の

あり方についての検討が必要な時期にきたことを示

している。

２．内航二船主団体の交渉

内航二船団の交渉は、長期不況による国内輸送の

需要減退に加えて、荷主産業の合併・再編、輸送合

理化による船腹過剰が重なり、運賃・傭船料の下落

が続いた結果、内航海運史上最悪の経営環境下で行

われた。

組合側の賃上げ要求に対して、船主側は、ベアゼ

ロ、経験加給１割カット、年間臨手の大幅見直しを

申入れ、３月３日を第１回として厳しい交渉が続け

られた結果、４月５日に２年連続のベアゼロで解決

することとなった。

主な妥結内容は、以下の通りである。

�１ 基本給：ベースアップなし、定昇のみ実施。

�２ 船長・機関長割増手当については、従来方式に

より改定する。

�３ 賃金体系のあり方、船員制度、配乗体制などに

ついて、別途協議会を設置し、総合的に協議する。

�４ 年間臨手：４１．０割（１９９９年度は４１．４割）

３．他船主団体の妥結結果の概要

外労協・内航二船団以外の交渉については、大型

カーフェリーが、賃金は２年連続ベアゼロ・定昇の

み、職間バランスを補正する観点から月額補正手当

の支給や賃金等検討委員会を設置して労使間の諸課

題を協議することを決めて４月１日に妥結した他、

全内航が、内航二船団と同様にベアゼロ、船員福利

厚生基金を１００円とし、年間臨手は３９．９割（昨年は

４０．２割）などで４月５日に妥結した。

８・６ 乗組員の安全および災害防止対策

８・６・１ 船員災害防止実施計画

船員中央労働委員会（会長：谷川久成蹊大学名誉

教授）は、２０００年３月１７日、「平成１２年度船員災害

防止実施計画」について、諮問案のとおり運輸大臣

に答申した。同実施計画は、「船員災害防止活動の

促進に関する法律」に基づき、５年毎に策定する船

員災害防止基本計画の実施を図るためのもので、今

回の実施計画は、１９９８年１月に船員中央労働委員会

の審議を経て作成された第７次船員災害基本計画

（１９９８年～２００２年）を実施するための３年目の計画

にあたる。

２０００年度の実施計画では、船員災害としての船種

別死傷発生率（年間千人率）の減少目標（対前年度

比）を、死傷に関して、汽船３％、漁船４％、全体

で４％、疾病に関して、汽船３％、漁船３％、全体

で３％に設定している。また、船員災害の種類とし

て、死傷災害については、「はさまれ」や「転倒」

のほか、死亡災害の絶滅を目指し海中転落等の防止

に、疾病については「生活習慣病」の予防に、それ

ぞれ重点をおいて対策を実施することとしている。

推進すべき主要な対策としては以下を掲げている。

１．運輸安全への総合的な取り組み状況を踏まえた

対策の推進

２．安全衛生管理体制の整備とその活動の推進

�１ 安全衛生パトロールの実施

８．船 員 労 働
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�２ 安全衛生教育、講習会等の実施

�３ 災害事例等に関する情報交換等

３．死傷災害の防止

�１ 作業時を中心とした死傷災害防止対策の推進

�２ 死亡災害防止対策の推進

�３ 高年齢船員の心身機能の変化に対応した死傷

災害防止対策の推進

�４ 作業の標準化の推進による安全の確保

４．生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康

増進対策の推進

５．混乗外国人船員に係る安全衛生対策の推進

６．労働時間等労働条件の改善

８・６・２ 洋上救急事業

洋上救急事業は、海上保安庁の輸送能力を活用し、

関係医療機関の協力、関係団体の資金拠出を得て、

日本水難救済会が主体となって実施されている。そ

の主要業務は、わが国周辺の距岸１，０００海里以上に

およぶ海域の航行船舶からの往診要請に対して、海

上保安庁の巡視船・航空機等で医師・看護婦を現場

へ急送し、患者に応急措置を施しつつ、病院への移

送等を行うものである。１９９９年度の洋上救急事業の

実績は資料８―１８の通りとなっており、これを加え

た１９８５年１０月以降の出動回数は４４８回となっている。

〔資料８―１８〕１９９９年度の洋上救急事業の実績

汽船（隻） 漁船（隻） 合計（隻）

日 本 籍 ２（３） ２１（１６） ２３（１９）

外 国 籍 ９（１０） ０（１） ９（１１）

合 計 １１（１３） ２１（１７） ３２（３０）

（ ）内は１９９８年度実績

当協会は、本事業に対し、この支援のために設立

された中央洋上救急支援協議会の構成員として参画

するとともに、本事業費の分担拠出に応じる等、積

極的に協力を行っている。

８・７ 船員の健康管理および福利厚生

１．船員福祉事業

船員に対する福祉事業は、各企業によって実施さ

れるもののほか、社会保険制度（船員保険、厚生年

金保険）によるものと、公益団体によるものに大別

される。このうち、船員の福祉事業を行う公益団体

およびその事業概要は資料８―１９のとおりであり、

当協会はこれら団体の事業運営に協力した。

２．VTR協議会の活動

当協会は、船舶乗組員のために供給するテレビ番

組の録画テープについて、著作権処理に関する契約

を関係著作権者６団体と、また、番組使用に関する

契約を関係放送事業者６社と締結し、その事務処理

のために１９７２年に VTR協議会を設置し、契約の遂

行と録画テープを供給する活動を行っている。

１９９９年度末における VTR協議会加盟会社は４０社

であり、１９９９年度の録画実績は２，０２２本（前年度２，２８７

本）であった。また、支払った補償使用料は約２９０

万円（前年度約３３４万円）であった。

なお、当協会と関係著作権者団体および関係放送

事業者と２０００年度の契約については、前年度と同一

条件により更改した。

３．海上労働科学研究会の活動

同研究会は、海上労働科学研究所の調査研究活動

の成果のうち、特に船員労務管理上重要と思われる

事項について広く海事関係者に周知することを目的

として、講演会の開催および出版事業を行ってきた

が、今後同機能は海上労働科学研究所自体が引き継

ぐ方向で検討している。

８．船 員 労 働
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〔資料８―１９〕 船員の福祉事業を行う公益団体とその事業概要

団 体 名 設 立 日 等 構 成 員 事 業 の 概 要

船員災害防止協会 「船員災害防止活動の促
進に関する法律」（昭和４２
年法律第６１号）第１９条に
より昭和４２年１０月３１日設
立

会社員（所属船員）
商 船２，６２３社（３４，９３３人）
漁 船１，３００社（１９，２２１人）
計 ３，９２３社（５４，１５４人）

（２０００年３月３１日）

○安全衛生についての調査研究および広報活動
（含 船員労働安全衛生月間活動の推進）
○安全衛生教育（衛生管理者講習 他）
○技術指導援助およびコンサルタント
○船員の体と心の健康確保による災害防止
○STCW条約に基づく証明書の発給

日本水難救済会 １８９８年（明治３１年）１０月設
立

正 会 員 １８１社
賛助会員 ３，８６５名

（２０００年３月３１日）

○水難救助に関する事業
（救難所の設置、救助船の建造、救助出動、訓練）
○洋上救急事業（８・６・２参照）
○救助員の扶助・報奨、「青い羽根募金」等

外航船員医療事業団 １９８１年（昭和５６年）８月
任意団体から社団法人に
移行

正 会 員 ３３社
賛助会員 ２社

（２０００年３月３１日）

○海外特約医療機関の指定、世話役の選任
○国内特約医師による訪船診療
○衛生管理者の再講習
○船内衛生に関する啓蒙誌の作成
（「外医療ニュース」等の発行）

日本海員掖済会 １８９８年（明治３１年）設立 正 会 員 ８８名
賛助会員 ２７，６１７名

（２０００年３月３１日）

○医療援護に関する事業
（病院・診療所の運営 無料巡回相談 救急医療 無線医療等）
〈施設〉 病院� 診療所� 看護専門学校
○保健指導および疾病予防（訪船診療 予防接種 他）
○船員の育英（海員学校生徒を対象に奨学金の貸付）
○船内衛生の教育および保持に関する事業
○海事図書の発行（「日本船舶医療便覧」他）

船員保険会 船員保険法の施行（１９４０
年）に伴い１９４１年（昭和
１６年）設立

○船員保険法第５７条ノ２に基づく福祉事業を実施
○諸施設の運営
〈施設〉 病院�、診療所�、健康管理センター�、情報

センター、船員保険保養所�、総合福祉センター、
健康福祉センター�、海外保養所�

○広報出版事業（「船員ほけん」誌 等発行）
○保健事業（安全衛生事業、船員保険生活習慣病予防健診 他）

日本船員厚生協会 １９４３年（昭和１８年）日本
海運報国財団として設立

○船員とその家族に対する宿泊、休憩および慰安に関する事
項
他 〈施設〉 海員会館

日本船員福利雇用
促進センター（福利
部）

１９７８年（昭和５３年）６月
左記に改組

○船員の福利厚生施設の設置、運営および運営に対する資金
援助

○船員の教養向上のための講習会等の運営
〈施設〉 シンガポール日本船員センター 船舶調理講習

所（８・１・５参照）

日本船員住宅協会 １９６９年（昭和４４年）設立 ○船員保険被保険者等への住宅資金の貸付等

日本船員福利厚生基
金財団

全日海との労働協約に基
づいて１９６４年（昭和３９年）
設立

○厚生施設および病院への資金援助
（財源は労働協約に基づく船主の拠出金等）

日本殉職船員顕彰会 １９８１年（昭和５６年）４月
設立

賛助会員 法人 ９８団体
個人 ３２名

（２０００年３月３１日）

○殉職船員の追悼行事、功績等の調査および遺族の援護

（注） 「運輸省関係公益法人便覧」等による。
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９・１ 内航海運の概況

内航海運の１９９９年度輸送量は、景気が低迷する中

で５年ぶりに増加に転じ、５億２，２６０万トン（前年

比１．２％増）、輸送貨物量と距離を掛け合わせた輸送

活動量も２，２９４億トンキロ（前年比１．１％増）と微増

した。（資料９―１参照）他の国内輸送機関の輸送

量と比較すると、輸送トンキロベースでは自動車に

次ぐ４割強のシェアを持ち、内航海運は国内物流の

基幹となる輸送機関である。

特に、石油、鉄鋼、セメント等の産業基幹物資に

係る分野では、内航海運がその大部分を輸送してお

り、低コストで長距離・大量輸送のできる利点を生

かして、国内輸送に大きな役割を果たしている。

１．内航船の船腹量

内航海運事業者の所有する内航船（営業船）の船

腹量は、２０００年３月末現在、合計７，２６９隻、３，６５７総

トンで、１０年前の１９９０年と比較すると、隻数では

２２．２％減、トン数では１．０％減となっている。船種

により増減のバラつきはあるものの、１隻当たりの

平均総トンではいずれも増加しており、全体的に船

舶の大型化が図られている。（資料９―２参照）

船齢別に見ると、船齢７年未満の船舶（経済船）

が隻数で２３％、総トン数で３２％となっている。これ

に対して、船齢１４年以上の船舶（老朽船）は隻数で

４４％、総トン数で２６％となっている。平均トン数は、

船齢７年未満の船舶では５１３総トンであるのに対し、

船齢１４年以上の船舶では２９７総トンであることから、

中高齢船には小型船が多いといえる。

（資料９―３参照）

船型別区分では、５００総トン未満の船舶が隻数ベ

ースで８１．７％と大部分を占めている。なかでも、１００

総トン以上２００総トン未満船が２４．５％、４００総トン以

上５００総トン未満船が１９．４％を占めており、いわゆ

る１９９総トン型、４９９総トン型が内航船の標準的な船

型になっていることを示している。一方、平均総ト

この章のポイント

・内航船舶の緊急解撤等による需給の適正化を目的とす

る船腹適正化共同事業が９９年１２月より実施。

９ 内航海運

９・１ 内航海運の概況

９・２ １９９９年度の内航海運対策

９・３ １９９９年度以降５年間の内航適正船腹量

９・４ 内航海運暫定措置事業

〔資料９―１〕 内航貨物輸送量の推移

年度
輸送量（千トン） 輸送活動量（億トンキロ）

対１９７０年度比 対前年度比 対１９７０年度比 対前年度比

１９７０
１９８９
１９９０
１９９１
１９９２
１９９３
１９９４
１９９５
１９９６
１９９７
１９９８
１９９９

３７６，６４７
５３８，０２９
５７５，１９９
５７１，８９１
５４０，４１０
５２８，８４１
５５５，７６４
５４８，５４２
５４６，９０９
５４１，４３７
５１６，６４８
５２２，６０２

１００．０
１４２．８
１５２．７
１５１．８
１４３．５
１４０．４
１４７．６
１４５．６
１４５．２
１４３．８
１３７．２
１３８．８

�
（１０９．１）
（１０６．９）
（９９．４）
（９４．５）
（９７．９）
（１０５．１）
（９８．７）
（９９．７）
（９９．０）
（９５．４）
（１０１．２）

１，５１２
２，２４７
２，４４５
２，４８２
２，４８０
２，３３５
２，３８５
２，３８３
２，４１８
２，３７０
２，２７０
２，２９４

１００．０
１４８．６
１６１．７
１６４．２
１６４．０
１５４．４
１５７．７
１５７．６
１５９．９
１５６．７
１５０．１
１５１．７

�
（１０５．７）
（１０８．８）
（１０１．５）
（９９．９）
（９４．２）
（１０２．１）
（９９．９）
（１０１．４）
（９８．０）
（９５．８）
（１０１．１）

出所：運輸省「内航船舶輸送統計年報」等
（注）調査方法が１９７４年度から変更になったため、１９７０年度の輸送実績は、これと

の接続を考慮して算出した推計値である。
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ン数は物流の効率化の要請に対応して年々大型化し

ており、５０３総トンとなっている。（資料９―４参照）

２．内航海運事業者

�１ 内航海運事業者

内航海運事業者数は、２０００年３月末現在で６，０１０

（兼業を除く実事業者数：５，４７７）である。許可事

業者は運送事業者が７３０、貸渡事業者が３，３５５で合

計４，０８５（実事業者数：３，８５４）である。届出事業

者は運送事業者が１，４２４、貸渡事業者が５０１で合計

〔資料９―２〕 内航船の船種別船腹量

船 種
１９９９．３．３１ ２０００．３．３１

隻 数 総 ト ン 数 平均総トン 隻 数 総 ト ン 数 平均総トン

貨 物 船
土 ・ 砂 利 ・ 石 材 専 用 船
セ メ ン ト 専 用 船
自 動 車 専 用 船

４，６８４
９９０
１９８
６２

１，６１８，７９２
４６７，５５０
４４５，７３６
２３７，１９５

３４６
４７２
２，２５１
３，８２６

４，２７９
９２８
１８７
５９

１，４９４，１６０
４５５，７９７
４３４，８９１
２１８，６７８

３４９
４９１
２，３２６
３，７０６

油 送 船
特 殊 タ ン ク 船

１，５１６
４７５

９０７，９３１
２４５，３５８

５９９
５１７

１，３６９
４４７

８１６，９８７
２３６，５５３

５９７
５２９

合 計 ７，９２５ ３，９２２，５６２ ４９５ ７，２６９ ３，６５７，０６６ ５０３

出所：運輸省海上交通局資料
（注）内外航併用船および港運併用船を含み、塩の二次輸送、原油の二次輸送および沖縄復帰に係る石油製品用許認可船は含まない。

〔資料９―３〕 内航船の船齢別船腹量

区 分
１９９９．３．３１ ２０００．３．３１

隻 数 千総トン 平均総トン 隻 数 千総トン 平均総トン構成比�％ 構成比�％ 構成比�％ 構成比�％

合 計 ７，７０６ （１００） ３，８８０ （１００） ５０３ ７，０６４ （１００） ３，６２０ （１００） ５１３

７ 年 未 満（経 済 船） １，７４４（ ２３） １，４０２ （３６） ８０４ １，５９１ （２３） １，１７１ （３２） ７３６

７ 年 以 上（老朽、不経済船） ５，９６２（ ７７） ２，４７８ （６４） ４１６ ５，４７３ （７７） ２，４４９ （６８） ４４７

うち７年以上１４年未満（うち不経済船）
１４ 年 以 上（うち老朽船）

２，１２２
３，８４０

（ ２７）
（ ５０）

１，３０５
１，１７３

（３４）
（３０）

６１５
３０５

２，３５１
３，１２２

（３３）
（４４）

１，５２０
９２９

（４２）
（２６）

６４７
２９７

出所：運輸省海上交通局資料
（注）塩の二次輸送、原油の二次輸送および沖縄復帰に係る石油製品許認可船以外の船舶（船齢不詳の船舶を除く。）を対象とした。

〔資料９―４〕 内航船の船型別船腹量

船 型

（総トン）

１９９９．３．３１ ２０００．３．３１

隻 数 総 ト ン 隻 数 総 ト ン構成比�％ 構成比�％ 構成比�％ 構成比�％

１００未満
１００トン以上 ２００トン未満
２００トン以上 ３００トン未満
３００トン以上 ４００トン未満
４００トン以上 ５００トン未満

２，１９８
２，０３２
３５５
３３３
１，５６０

（２７．７）
（２５．６）
（ ４．５）
（ ４．２）
（１９．７）

７５，４５４
３５８，４０４
９２，９８８
１１７，３９９
７５６，０３３

（ １．９）
（ ９．１）
（ ２．４）
（ ３．０）
（１９．３）

２，１１５
１，７８２
３２０
３１４
１，４１３

（２９．１）
（２４．５）
（ ４．４）
（ ４．３）
（１９．４）

６９，７７８
３１３，７６４
８３，８４７
１１０，７６３
６８４，６８９

（ １．９）
（ ８．６）
（ ２．３）
（ ３．０）
（１８．７）

５００トン以上 ７００トン未満
７００トン以上 １，０００トン未満
１，０００トン以上 ２，０００トン未満
２，０００トン以上 ３，０００トン未満
３，０００トン以上 ４，５００トン未満
４，５００トン以上 ６，５００トン未満
６，５００トン以上

５４３
２９４
２３７
１４１
１２８
６９
３５

（ ６．９）
（ ３．７）
（ ３．０）
（ １．８）
（ １．６）
（ ０．９）
（ ０．４）

３６３，６５３
２５４，１２６
３５０，６５４
３８４，９２７
４７０，８３０
３６３，４５８
３３４，６３６

（ ９．３）
（ ６．５）
（ ８．９）
（ ９．８）
（１２．０）
（ ９．３）
（ ８．５）

４６９
２７５
２２２
１２９
１２６
６７
３７

（ ６．５）
（ ３．８）
（ ３．１）
（ １．８）
（ １．７）
（ ０．９）
（ ０．５）

３１３，５７３
２３６，８１５
３２５，９６１
３５２，６８７
４６３，５７９
３５２，９３０
３４８，６８０

（ ８．６）
（ ６．５）
（ ８．９）
（ ９．６）
（１２．７）
（ ９．７）
（ ９．５）

合 計 ７，９２５ （１００．０） ３，９２２，５６２ （１００．０） ７，２６９ （１００．０） ３，６５７，０６６ （１００．０）

（平 均 総 ト ン 数） ４９５ ５０３

出所：運輸省海上交通局資料
（注）内外航併用船および港運併用船を含み、塩の二次輸送船、原油の二次輸送船および沖縄復帰に係る石油製品用許認可船は含まない。
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１，９２５（実事業者数：１，９０１）である。

（資料９―５参照）

このうち、許可事業者数の推移は資料９―６の

とおりで、許可制に移行した１９６７年以来、減少が

続いている。

�２ 内航海運事業者のうち許可事業者の企業規模

上述の内航海運事業者のうち、許可事業者の資

本金別構成は、資料９―７のとおりで、資本金

５，０００万円未満の事業主および個人事業主の数は

全体の９２．０％を占めている。

〔資料９―５〕 内航海運事業者数 （単位：社）

区 分
１９９９．３．３１ ２０００．３．３１

許可事業者 届出事業者 計 許可事業者 届出事業者 計

運送事業者数 ７０５ １，４４６
２，１５１
（１，９６１）

７３０ １，４２４
２，１５４
（１，９６１）

貸渡事業者数 ３，４６４ ５２１
３，９８５
（３，９０９）

３，３５５ ５０１
３，８５６
（３，７８２）

計
４，１６９
（３，９６３）

１，９６７
（１，９４４）

６，１３６
（５，６２４）

４，０８５
（３，８５４）

１，９２５
（１，９０１）

６，０１０
（５，４７７）

出所：運輸省海上交通局資料
（注）（ ）内は実事業者数である。なお、許可事業と届出事業、運送業と貸渡業を兼

業している業者もあるため、合計値は一致しない。

〔資料９―６〕 業種別許可事業者数の推移

年 月 日 運送業 貸渡業 合 計 備 考

１９６７．３．３１
１９７０．３．３１
１９７２．３．３１
１９７５．３．３１
１９８０．３．３１
１９８５．３．３１
１９９０．３．３１
１９９５．３．３１
２０００．３．３１

９，１４９
１，１７５
８９７
９０１
７９４
７５０
７４８
７４３
７３０

１，７９２
９，１２９
６，０５７
６，２８９
５，５３７
５，０６７
４，２１８
３，７５３
３，３５５

１０，９４１
１０，３０４
６，９５４
７，１９０
６，３３１
５，８１７
４，９６６
４，４９６
４，０８５

１９６７．４．１．許可制移行
１９６９．１０．１．許可制完全実施
１９７１．８．１．許可の対象を１００

総トン以上に変
更

出所：日本内航海運組合総連合会

〔資料９―７〕 業種別許可事業者の資本金別構成 １９９９．３．３１

区 分 個 人 １，０００万円未満
１，０００万円以上
５，０００万円未満

５，０００万円以上
１億円未満

１億円以上
５億円未満

５億円以上 合 計

運 送 業
事 業 者 数
構成比（％）

１３
（１．８）

１５５
（２１．２）

３４０
（４６．６）

１５０
（２０．５）

２８
（ ３．８）

４４
（ ６．０）

７３０
（１００．０）

貸 渡 業
事 業 者 数
構成比（％）

６１２
（１８．２）

１，２４６
（３７．１）

１，２９９
（３８．７）

１３８
（ ４．１）

１９
（ ０．６）

４１
（ １．２）

３，３５５
（１００．０）

合 計
（実事業者数）

事 業 者 数
構成比（％）

６２３
（１６．２）

１，３８３
（３５．９）

１，５３６
（３９．９）

２２１
（ ５．７）

３４
（ ０．９）

５７
（ １．５）

３，８５４
（１００．０）

出所：日本内航海運組合総連合会
（注）合計欄は実事業者数であり、運送事業と貸渡事業を兼業している業者もあるため、合計値が一致しない。

〔資料９―８〕 内航許可事業者概要

�１ 使用船腹量別にみた運送事業者数 ２０００．３．３１

使 用 船 腹 量 事業者数 構成比（％）

２００総トン未満
２００総トン以上 １，０００総トン未満
１，０００総トン以上 ２，０００総トン未満

９６
１７７
１５８

（１３．２）
（２４．２）
（２１．６）

２，０００総トン以上 ５，０００総トン未満
５，０００総トン以上 １０，０００総トン未満
１０，０００総トン以上

１５０
７６
７３

（２０．５）
（１０．４）
（１０．０）

合 計 ７３０ （１００．０）

�３ 貸渡隻数別にみた貸渡事業者数 ２０００．３．３１

貸 渡 隻 数 事業者数 構成比（％）

０ 隻
１ 隻

４８１
１，９０８

（１４．３）
（５６．９）

２ 隻
３ 隻
４ 隻
５ 隻 以 上

５９７
２０１
８６
８２

（１７．８）
（ ６．０）
（ ２．６）
（ ２．４）

合 計 ３，３５５ （１００．０）

出所：�１～�３とも日本内航海運組合総連合会

�２ 貸渡船腹量別にみた貸渡事業者数 ２０００．３．３１

貸 渡 船 腹 量 事業者数 構成比（％）

２００総トン未満
２００総トン以上 ３００総トン未満
３００総トン以上 ５００総トン未満

１，４０２
１０１
７３１

（４１．８）
（ ３．０）
（２１．８）

５００総トン以上 １，０００総トン未満
１，０００総トン以上 ２，０００総トン未満
２，０００総トン以上

４８９
３０５
３２７

（１４．６）
（ ９．１）
（ ９．７）

合 計 ３，３５５ （１００．０）
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また、許可運送事業者の扱い船腹を見ると、使

用船腹量別構成で２，０００総トン未満が５９．０％を占

めている。一方、許可貸渡事業者は、貸渡船腹量

別構成で５００総トン未満が６６．６％、貸渡隻数別構

成で０隻または１隻が７１．２％を占めている。

（資料９―８参照）

９・２ １９９９年度の内航海運対策

日本内航海運組合総連合会は、内航海運対策の目

標や、その目標を実現するための方法を記した要綱

である１９９９年度の内航海運対策要綱を以下のとおり

（抜粋）決定した。

〔１９９９年度内航海運対策要綱（抜粋）〕

１．対策の目標

運輸大臣より平成１０年５月１５日に認可された納交

付金制度を基本とする内航海運暫定措置事業を着実

に推進するとともに、内航海運業の経営の安定と地

位の向上を目的として、「内航海運の環境整備推進

のための計画について」に基づき、構造改善等の環

境整備対策及びその他の諸対策を実施し、内航海運

業界が直面している厳しい経営環境の打開に一致団

結して当たる。

２．目標実現の方法（当該年度の主な対策）

� 内航海運暫定措置事業の実施

既存船の引当資格について所要の措置等を講ずる

ため、以下の内容を骨子とする内航海運暫定措置事

業を実施する。

◯１ 引当資格のある自己所有船を解撤等する事業

者に対し引当資格トン数に応じた解撤等交付金

を交付する。

◯２ 船舶建造等する者は、新造船等のトン数に応

じた建造等納付金を納付する。ただし、新造船

には引当資格を認めない。

◯３ 船舶の建造等に際し、暫定措置事業規程第３

条第７項に定める納付金免除船舶を解撤等する

者は、一定の限度内において建造等納付金が免

除される。

◯４ 建造等納付金の納付は、借入金の完済及び解

撤等交付金の予定額を確保するまで継続する。

◯５ 解撤等交付金の交付のために必要な資金が当

初予定の５００億円を超える場合には、関係者の

支援と協力を得て確実に調達する。

◯６ 長期積荷保証船の内航海運暫定措置事業上の

取扱いについては、別途関係団体と協議する。

� 既存船の取扱い等

１．平成１０年３月３１日以前に総連合会の承認を受

けて建造等及び解撤等を行う船舶【平成１１年９月

３０日までに船舶原簿に登録した船舶（登録の対象

外の船舶にあっては同日までに竣工したもの）で、

総連合会が管理する保有船腹調整規程に基づく引

当資格台帳に記載されている船舶】については、

暫定措置事業規程及び関連規則に抵触しない限り

において保有船腹調整規程により取扱うものとす

る。

また、暫定措置事業規程及び関連規則に基づい

て新規に建造等される船舶については、保有船腹

調整規程及びその関連規則は適用されない。

２．違反船等の正常化

平成１０年３月３１日の時点において、違反船の正

常化並びに台船、はしけ及びプッシャー・バージ

の正常化手続き中の船舶については、平成１１年９

月末迄に正常化手続きを完了するよう「違反船の

正常化取扱い準則」（平成９年６月１２日第４１５回理

事会承認）及び「台船、はしけ及びプッシャー・
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バージの取扱い準則」（平成８年１２月１２日第４０８回

理事会承認）により措置するものとする。

� 構造改善等環境整備対策の推進

１．内航海運業の構造改善等の環境整備は、以下

の事項を骨子とする「内航海運の環境整備推進計

画について」に基づく平成１１年度の実施計画を策

定し実施する。

�１ 自己資本の充実

内航海運事業者の経営実態を継続して把握し、

当面自己資本比率１０％を目指し適切な対策を講

じると共に、事業者に対する税制上の取扱い等

については引続き国に要請する。

�２ グループ化・協業化等の推進

グループ化・協業化・合併に係る支援措置を

具体化するとともに内航海運暫定措置事業規程

による解撤等交付金の交付及び転廃業助成金、

集約・合併給付金交付要領による交付金を交付

すること等により、その促進を図る。このため、

国等の公的支援を要請する。

�３ 船舶建造の円滑化

運輸施設整備事業団との共有建造方式の活用

の拡大が図れるよう弾力的運用を運輸施設整備

事業団に要望する。

内航海運事業者の運転資金及び船舶建造に要

する資金調達に係る担保不足を補完するため信

用保証協会等による公的信用補完制度の活用を

図るとともに、総連合会による債務保証制度の

具体化を推進する。

�４ 船腹需給の適正化

輸送量の変化、物流効率化の進展に伴う船腹

需要への影響等に的確に対応して行くため、荷

主協議会等を通じ相互認識を図りつつ、内航海

運暫定措置事業を通じ解撤等を実施する組合員

に対して解撤等交付金を交付すること等により

過剰船腹の減少を促す。

�５ 運賃・用船料に係るコスト負担の適正化

◯１ 運賃、用船料に係るコスト負担の適正化を

図るため、内航海運コスト分析研究会におい

て船舶及び運航コストを分析研究し、効率的

な事業運営を前提としたモデルコストを算定

のうえ発表し、荷主の理解と協力が得られる

ように努めるとともに、標準運賃、標準貸渡

料の設定等国の支援策を行政当局に要請する。

◯２ 用船料の安定化等

用船料の安定化を図るため、関係組合を中

心に用船料の安定策を検討する。また、運航

委託の安定化のため、同様の努力を行うもの

とする。

◯３ 苦情処理の取扱い

運送契約及び用船契約に関するあらゆる苦

情を優越的地位濫用防止委員会において処理

する。

�６ 船員の安定的確保

◯１ 労働環境の改善

荷主との協議会等を通じ労働環境の改善を

図るとともに、必要に応じ労働条件の改善を

図る。

◯２ 雇用確保対策

自衛隊、水産高校等への働きかけ、海員学

校・水産高校・各地の内航船員確保対策協議

会等の活動に対する助成、「新若年者雇用奨

励金交付要領」による交付金の交付及び同要

領による沖縄若年者の特例による交付金の交

付等により雇用確保対策を実施する。

◯３ 教育の充実

船員教育機関卒業者以外の新規就業者に対

する船舶基礎講習課程の実施・海員学校後援

会等への資金援助等により船員教育の充実を

図る。

�７ 輸送の効率化

物流コストの削減に資する輸送の効率化を推

進するため、標準船型の策定に向けて研究を進

めるとともに、荷主との協議の場等を通じ輸送

の効率化を推進する。

�８ 取引関係の優越的地位の濫用防止対策と受注
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機会の均等化

◯１ 公正取引委員会公表の「役務の委託取引に

おける優越的地位の濫用に関する独占禁止法

上の指針」の周知・定着を図るとともに内航

海運事業者及び荷主に契約書の作成と契約の

遵守等を要請する。

◯２ 優越的地位濫用行為の実態を常時把握する

方法を検討する。

◯３ 契約書の実態を把握し、�日本海運集会所

の各種契約標準様式の見通しについて検討す

る。

◯４ 必要に応じ優越的地位濫用行為防止のため

の法整備を行政当局に要請する。

�９ 共済事業創設の検討

内航海運企業の経営の安定と内航海運の社会

的使命の達成を図るため共済事業の創設を目指

し具体策を検討する。

９・３ １９９９年度以降５年間の内航適正船腹量

海運造船合理化審議会は、１９９９年１２月１日、内航

部会（部会長・加藤俊平東京理科大学教授）を開催

し、運輸大臣より諮問のあった「内航海運業の用に

供する船舶の平成１１年度以降５年間の各年度の適正

な船腹量について」を審議、同日付けで答申した。

（資料９―９参照）

適正船腹量の策定は、内航海運業法第２条の２第

１項の規定に基づき実施されるものであり、内航海

運業者に船舶建造の中長期的な指針を与えるととも

に、運輸大臣が船腹量の最高限度を設定するか否か

を判断する基準となるものである。

この適正船腹量は、主要内航貨物の需給状況およ

びその他の経済事情を勘案し、貨物船、セメント専

用船、油送船など６船種ごとに設定、告示される。

同答申によると、１９９９年６月３０日現在の現有船腹

量３８２万総トンは、同年度の適正船腹量３５４万総トン

に比して８．０％（２８万総トン）過剰となっている。船

種別に見ると、貨物船の現有船腹量では１．８％（３

万総トン）、油送船では１４．８％（１１万総トン）過剰

となっており、今後５年間船腹過剰が続く見通しが

出された。また、その他の船種では、自動車専用船、

特殊タンク船、セメント専用船が５年間、土・砂利

・石材専用船が２年間、それぞれ船腹過剰が続くと

の見通しが出された。

〔資料９―９〕１９９８～２００２年度の内航適正船腹量

（単位：千総トン）

船 種
現有
船腹量

（１９９９．６．３０）

適 正 船 腹 量

１９９９年度２０００年度２００１年度２００２年度２００３年度

貨 物 船 １，６２０
１，５９１
（２９）

１，５９０
（３０）

１，５８９
（３１）

１，５８８
（３２）

１，５８８
（３２）

セメント専用船 ４３７
４０６
（３１）

４１５
（２２）

４１５
（２２）

４１５
（２２）

４１５
（２２）

自動車専用船 １７３
１３７
（３６）

１３７
（３６）

１３７
（３６）

１３７
（３６）

１３７
（３６）

土・砂利・石材
専 用 船

４６７
４１１
（５６）

４４８
（１９）

５３３
（▲６６）

５２３
（▲５６）

５３６
（▲６９）

油 送 船 ８８２
７６８
（１１４）

７４８
（１３４）

７４９
（１３３）

７４６
（１３６）

７５１
（１３１）

特殊タンク船 ２４４
２２７
（１７）

２２７
（１７）

２２７
（１７）

２２７
（１７）

２２７
（１７）

出所：平成１１年運輸省告示第７６４号（平成１１年１２月１３日）
（注）１．（ ）内は、１９９９年６月３０日現在の船腹量に対する過剰船腹量である。

２．内外航併用船を含み、塩の二次輸送船、原油の二次輸送船および沖縄復帰
に係る石油製品用許認可船は含まない。
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９・４ 内航海運暫定措置事業

１．暫定措置事業の導入までの経緯

内航海運では、１９６０年代より、船腹の建造に際し

一定の比率（引当比率）の既存船の解撤を求めると

いうスクラップ・アンド・ビルド方式による船腹調

整事業が実施され、これまで船腹需給の適正化、内

航海運業者の経営安定、船舶の近代化等の推進とい

う役割を果たしてきた。

しかしながら、規制緩和の流れを受け、１９９５年６

月５日、海運造船合理化審議会が取りまとめた「今

後の内航海運対策について」において「内航海運業

の活性化及び構造改善の推進を図るため、船腹調整

事業の計画的解消を図り、市場原理をより強く働か

せるべきである」との指摘がなされ、同年１２月には、

行政改革委員会意見として「船腹調整事業の計画的

解消に向けて直ちに取り組む」との意見が取りまと

められた。これらを踏まえ、１９９６年１２月および１９９７

年３月には、船腹調整事業の解消時期の前倒しを検

討することなどについて閣議決定された。

船腹調整事業が３０年以上の長期にわたり実施され

るなかで、既存船の引当資格は財産的な価値を有す

るものとして認知されてきた。引当資格は企業会計

上資産として評価されるとともに税務上も相続等の

際、課税対象とされ、金融機関からも融資の際に担

保または含み資産として評価されていたため、単に

船腹調整事業を解消するだけでは、引当資格の財産

的価値が消滅することになり、事業経営に多大な影

響を与え、社会問題となる恐れがあった。

このような状況を受けて、海運造船合理化審議会

内航海運暫定措置事業
�１ 内航総連合会は、組合員が自己の所有する交付金対象船舶を解撤等する場合に解撤等交付金を交付。
�２ 交付金の交付のために必要な資金は内航総連合会が金融機関等から調達。
�３ 船舶を建造等しようとする組合員は、新造船等の対象トン数に応じて内航総連合会に建造等納付金を納付（納付金の一部
に代えて既存の自己所有船を解撤等することも可）。

�４ 建造等された船舶には引当資格がない。
�５ 内航総連合会は、船舶建造者等が納付する納付金によって金融機関等からの借入金を返済。
�６ この事業は収支が相償ったときに終了。
�７ この事業は１９９８年５月１５日から実施。

内航海運船腹適正化共同事業
�１ 内航総連合会は、組合員が自己の所有する交付金対象船舶を解撤等する場合に買上交付金を交付。
�２ 交付のための必要な資金は内航総連合会の自主財源とする。
�３ この事業は１９９９年１２月１７日から実施し、向う３年間までの事業とする。

〔資料９―１０〕 内航海運暫定措置事業および内航海運船腹適正化共同事業の概要

運輸施設整備事業団

金 融 機 関 等

内航海運船腹適正化共同事業
内航総連合会の自主財源で引
当権を買い上げ抹消する。

つ
な
ぎ
資
金

の
融
資

内航総連合会

暫定措置事業勘定
（未決算勘定）

その他事業勘定

納付金の納付

内航海運暫定措置事業

交付金の交付

新たな船舶建造者

既存の自己所有船を解撤等する者
［既に解撤済の引当権のみも可］

既存の自己所有船を解撤等する者
［既に解撤済の引当権のみは不可］
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内航部会は、１９９８年３月、船舶を解撤する転廃業者

等に対し、解撤する船腹量に応じて交付金を交付す

るとともに、船舶を建造する者から建造する船腹量

に応じた納付金を納付させる内航海運暫定措置事業

を導入することによって、引当資格の財産的価値に

ついて所要の手当てを行いつつ、現在のスクラップ

・アンド・ビルド方式による船腹調整事業を解消す

べきであるとの報告書を運輸大臣に提出した。

２．暫定措置事業の実施

内航海運暫定措置事業は、運輸大臣が１９９８年５月

１５日認可した内航海運暫定措置事業規程に基づき、

内航海運組合法上の調整事業として同日より実施さ

れた。（資料９―１０参照、事業の概要は船協海運年

報１９９９参照）

なお、同事業による１９９９年度までの建造認定実績

および解徹等交付金認定状況、２０００年５月１１日まで

の解徹等交付金交付状況は、資料９―１１のとおりと

なっている。

３．内航海運船腹適正化共同事業

内航船腹適正化共同事業は、日本内航海運組合総

連合会が１９９９年１２月１７日に開催された理事会におい

て、内航海運組合法第８条第七号に基づく共同事業

として設定したもので、即日実施された。

この事業の目的は、過剰船処理のさらなる促進で

ある。暫定措置事業により相当量の内航船舶が解撤

されたにもかかわらず、内航船舶は全船種において

資料９―９にみるとおり、なお過剰船腹状態が続い

ている。その原因として、産業界の長期不況により

積み荷となる基礎素材物資の大幅な減産が行われた

ことや、荷主間の物流提携の緊密化等による輸送構

造改革に伴い輸送距離が短縮されたことなどが挙げ

られる。

暫定措置事業策定当初の想定を大幅に上回るこう

した深刻な船腹過剰を解消するためには引き続き暫

定措置事業による減船を図ることが考えられたが、

すでに暫定措置事業による交付金認定実績が７００億

円の事業資金枠に達することも予想されるため、別

〔資料９―１１〕

�１ 内航海運暫定措置事業による建造認定実績

貨 物 船 油 送 船

建造船（A） 引当船（B） （A）－（B） 建造船（A） 引当船（B） （A）－（B）

隻 数 総トン 隻 数 総トン 隻 数 総トン 隻 数 総トン 隻 数 総トン 隻 数 総トン

１９９８年度 ２５ １０６，１００ １１ １９，２２８ １４ ８６，８７２ ６ ８，０６４ ６ ７，４４２ ０ ６２２

１９９９年度 ３５ ７６，９９８ １９ ３０，６７１ １６ ４６，３２７ １０ ２２，４３１ ７ １２，３５３ ３ １０，０７８

�２ 内航海運暫定措置事業による解撤等交付金認定状況

年 度 船 種 隻数 対象トン数 交付金額

１９９８年度
総 合 計

一般貨物
特 殊 船
曳 船
油 送 船
総 合 計

２８８
１５２
２７
２００
６６７

３０２，３３３
１３９，２１１
２４，５７４
２８６，４３７
７５２，５５５

３３，１７１，４３５
６，８１２，２２４
２４２，５９４

１７，１５７，６８０
５７，３８３，９３３

１９９９年度
総 合 計

一般貨物
特 殊 船
曳 船
油 送 船
総 合 計

６０
４７
８
３９
１５４

５４，７１３
３９，７６１
７，６８０
５７，５２４
１５９，６７８

５，６６６，１６８
１，３６０，７７２
６５，１４０

３，１６０，１５３
１０，２５２，２３３

９８年 度
９９年 度
総 合 計

一般貨物
特 殊 船
曳 船
油 送 船
総 合 計

３４８
１９９
３５
２３９
８２１

３５７，０４６
１７８，９７２
３２，２５４
３４３，９６１
９１２，２３３

３８，８３７，６０３
８，１７２，９９６
３０７，７３４

２０，３１７，８３３
６７，６３６，１６６

�３ ２０００年５月３１日までの解撤等交付金交付状況

隻 数 対象トン数 交付金決定額（千円）

７１６ ７８６，６９７ ５９，７６５，１８３

出所：�１～�３とも日本内航海運組合総連合会資料
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途対応策を講じる必要が生じていた。共同事業の必

要資金については、船腹調整事業の実施前に行われ

ていた保有船腹調整事業に基づき承認を受けた船舶

の解撤等猶予に伴う建造等納付金が総連合会の一般

予算として収入計上されており、２００１年度まで見込

まれる本収入を充てることが可能であった。こうし

た状況を踏まえ、立案されたのが共同事業である。

（資料９―１０参照）

共同事業は暫定措置事業と並行して実施されるも

ので、解撤等を実行した内航船舶に交付金を交付す

るという類似した形態を持つ事業であるが、その性

格は資料９―１２のとおり大幅に異なるものである。

〔資料９―１２〕 共同事業・暫定措置事業比較表

項 目 船 腹 適 正 化 共 同 事 業 暫 定 措 置 事 業

� 事業目的 現下の船腹過剰に鑑み、組合員が不要とする船舶の緊急
解撤等による船腹需給の適正化。（第１条）

船腹調整事業の解消に伴い、旧規程承認船舶を解撤等す
ることにより当該船舶が有する引当資格（引当営業権）を
補償する事業。

� 対象船舶 船腹需給適正化の観点から現に稼働中の船舶（申請時点
で有効な検査証書を有する船舶）に限定。
検査証書を有さない（船舶安全法適用除外）船舶である

台船、はしけ、バージも対象外。（第３条、第４条）

引当資格に対する補償の観点から、全ての引当資格を有
する船舶を対象とし、稼働、不稼働は問わない。

	 解撤等区分 解撤等区分のうち「沈没」は、現に稼働中に該当しない
ため除外。

「沈没」、「解撤」、「海外売船」とも対象。


 事業資金等 本事業の資金枠は、年度毎に定め、一般会計より支出。（第
５条）
平成１１年度予算額は２０億円とし、１月臨時総会で１１年度

予算を修正し、資金枠を確保する。
手持ち資金（一般会計）で充当するため、当該事業資金

を目的とする賦課金等は課さない。

収支が相償うまで未決算処理とする。
解撤等交付金等事業に必要な原資は、当面金融機関から

借り入れ、新規建造者の建造等納付金で充当。

� 申請期間 随時に申請を受付。（毎月末締め切り）
ただし、申請量が予算額に達した時点で打ち切り。（第

８条）

年５回（５月、９月、１１月、１月、３月）の定期受付。

� 買い上げ 承認船舶の処理期限
緊急解撤に鑑み、買い上げ承認後３カ月以内。（第１１条）
交付金の交付は、解撤等完了の理事会確認後１カ月以内。

（手持ち資金のため、速やかな交付が可能。）

解撤等交付金対象船舶認定後６カ月以内。
交付金の交付は、解撤等処理完了届けの審査に基づく交

付決定後１カ月以内。（現状は金融機関からの借入れによ
る交付のため、その手続き期間が加味される。）

 交付金単価 暫定措置事業に同じ。 旧規程承認時の引当条件により、船種毎に単価を設定。

� 買上げの決定 買い上げ承認書の発行日をもって、決定する。（第１４条）
これによって、買い上げ承認書発行後は、取り下げでき

ない。
また、承認時期と解撤等完了時期が会計年度を跨るとき

は、総連合会は未払い勘定を立て、承認を受けた事業者は
未収勘定を立てることになる。
なお、引当資格台帳からの抹消は、交付金交付後に行う。

解撤等交付金の交付をもって最終的に決定する。
解撤等交付金を受領するまでは、取り下げることは可能。
引当資格台帳からの抹消は、交付金交付後に行う。

� 買い上げた船
舶の処理

買い上げた船舶の引当資格については、全て除却損扱い
とし、当該年度の損金として会計処理する。（第１８条）

未決算処理であるので、収支相償うまで決算しない。
その間は、全て仮受け、仮払いとして処理する。

� 実施期間 平成１１年１２月１７日～平成１４年１２月１６日までの４年度に跨
る３年間とする。
（解撤猶予保証金の預託期間に準拠。）（第２０条）

収支が相償うまで。
なお、船齢が１５年に達するまでは買上げ対象船としての

資格を有する。（現在船齢が１年未満のものは１５年後まで資
格有り）

� 申請・承認手
数料等

内航総連合会手数料規約による。（暫定措置事業と同じ） 総連合会手数料規約による。

９．内 航 海 運
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１０・１ 調査ならびに統計出版活動

当協会では、海運政策・経営に資するさまざまな

調査ならびに情報の収集を行い、当協会の活動に反

映させている。また海運に関する基本的な統計・資

料を中心に関連する諸情報を収集・整理して、会員

会社はもとより、運輸省をはじめ関係方面の利用に

供している。

１．海外調査等

�１ 海運経営者マインド調査

１９９８年度に引き続き、アジア・北米・欧州間に

おいて定期船を就航する大手船社を対象に定期航

路の運営に共通するテーマについてアンケート調

査およびヒアリングを実施した。主な設問項目と

その結果は以下のとおりである。

◯１アライアンス・同盟に関しては、概ね現在の

アライアンスに満足しているとの結果が出た。◯２

IT（情報技術）についてはすべての船社が積極的

に導入・開発する姿勢をとっている。◯３OSRA・

TSA�WTSAについては、７割の会社が海運の独

占禁止法適用法除外を支持している。◯４サプライ

・チェーン・マネジメント（SCM）については、

ほとんどの船社が肯定的に捉え、部分的導入を行

っている。

�２ 原油輸送における VLCCの役割とその展望

VLCC（２０万重量トン以上のタンカー）の船腹

需給形成要因（船型別・航路別船腹需給動向、石

油需給国の動向、老齢船のスクラップ動向等）の

調査を行った。

２．世界およびわが国商船船腹

世界およびわが国の商船船腹について、過去およ

び現在の状況を比較整理する等定量分析を行ったほ

か、以下の活動を行った。

�１ 日本商船船腹統計１９９９年の取りまとめ

日本商船船腹統計は１９７２年に創刊された統計で、

毎年６月３０日付で日本国籍を有する１００総トン以

上の鋼船（漁船・雑船は除く）を対象としている。

本統計は、わが国船腹量の実態を的確かつ迅速

に把握し得る類似統計が他にない現状に鑑み、当

協会がその取りまとめに当たっているもので、海

運関係の業務の参考に供し、今後、わが国海運・

経済の振興発展のための基礎データとして資する

この章のポイント

・各国定航会社を対象にアライアンス、IT導入等定期航

路の運営につき、アンケート調査を実施。

・VLCCの船腹需給形成要因につき調査を実施。

・経済誌等への広告および当協会会長、広報担当副会長

の対談記事の掲載、社会科教師向けセミナーや「海の

シンフォニーファミリーコンサート」他を通じてオピ

ニオンリーダーやマスコミを始め学校・学生等を中心

とした広く国民各層に対する広報活動を行った。

１０ 調査および広報

１０・１ 調査ならびに統計出版活動

１０・２ 広報活動
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ことを目的としている。１９９９年６月３０日現在の日

本商船船腹量は、６，１４０隻、１，６２０万総トン、２，３４３

万重量トンであり、隻数ベースで３９５隻、６％、

総トンベースで約６６万総トン、４％、また重量ト

ンベースでは約１４万重量トン、５．５％のそれぞれ

減少となった。

本統計は従前、冊子に取りまとめ、関係先に配

布する等して外部公表していたが、諸般の事情に

より、９７年４月１日付発表分を以って、これを取

りやめ、後述の「海運統計要覧」に集約すること

によって外部発表に代えている。

�２ ２，０００総トン以上の日本籍外航船舶についての

四半期毎における船腹量の増減調査

「国際船舶制度」の実現促進を図るための基礎

資料として、１９９４年から、２，０００総トン以上の日

本籍外航船舶の動きを３ヶ月毎に取りまとめ、船

腹量の変動量の早期把握に努めている。

３．海運に関連する統計資料・情報の収集・整理

当協会は、海運ならびにこれを取り巻く四囲の状

況について、内外の資料・情報等を収集・整理し、

当協会会員をはじめ運輸省等関係方面の便宜に供し

ている。

１９９９年度においては、この一環として、次の活動

を行った。

�１ 「船協海運年報１９９９」の刊行

船協海運年報は、わが国海運の活動や国際情勢

ならびに当協会の諸施策や対応等を記録すること

を基本的な編集方針として、１９５７年に創刊され、

毎年、刊行を重ねている。

�２ 「海運統計要覧２０００」の刊行

本要覧は１９７０年に創刊され、毎年刊行している

もので、主な内容は、世界およびわが国の商船に

関する統計はもとより、船舶の建造をはじめ、海

上荷動き、港湾、船員関係ならびに主要関連産業

の動向等海運に関連する国内外の諸統計を整理し、

幅広く収録した統計集である。

また、従前、要覧の巻末に掲載していた「海運

関係略語」については、内容の一層の充実性かつ

利便性の向上を目的に、各用語毎に若干の解説文

を付し、「用語集」として別途刊行した。

１０・２ 広報活動

当協会は、海運の役割や重要性等について、オピ

ニオンリーダーや報道関係者等関係各位に対し、経

済誌、機関誌「せんきょう」、各種パンフレットお

よび記者会見等を通じて積極的なアピールを行った。

また学校・学生等を中心とした国民各層に対し、

日本の海運の役割および重要性についての理解を深

めることを目的とした活動を行うとともに、会員各

社に対し、「船協情報」等により迅速な海運関係情

報の提供を行った。

詳細は以下の通りである。

１０・２・１ オピニオンリーダー、マ

スコミ向け広報

オピニオンリーダーや報道関係者等に対し、海運

の重要性等について認識してもらうため、以下の活

動を行った。

�１ 「海洋環境シンポジウム」の開催

２０００年３月８日、東京千代田区のイイノホール

において、海洋環境問題に関して広く一般国民に

理解を深めてもらうことを目的に、多数の応募者

の中から約７００名を招待して日本放送協会の後援

の下、題記シンポジウムを開催した。なお、その

１０．調査および広報
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模様は２０００年７月２１日（金）に NHK教育テレビ

「金曜フォーラム」にて放映される予定である。

�２ 経済誌等による広報

◯１ 経済誌への広告掲載

「週刊ダイヤモンド（１９９９年１０月３０日号）」に、

わが国海運の国際競争力確保に向けた環境整備

の重要性や海洋環境の保全に向けた海運界の積

極的な取り組み等をテーマとした生田当協会会

長と酒井ゆきえさん（司会・インタビュアー）

との対談記事を掲載した。また、「週刊エコノ

ミスト（１９９９年１１月２日号）」にも同様のテーマ

で、新谷広報担当副会長と阿木燿子さん（作詞

家）との対談記事を掲載した。

「週刊東洋経済」には、２回（２０００年１月１６日

号、同年１月１２日号）にわたり、海運界の環境

対策と海運の重要性に関する広告を掲載した。

◯２ 運輸省広報誌「トランスポート」への広告掲

載

題記広報誌には１９８６年より、船種毎の設備・

荷役方法、また船舶機器等を分かり易く解説す

ることにより、広く一般の方々に海運の“最前

線”を知って頂くとともに、海運の果たす役割

の重要性に関する認識を深めて頂くことを目的

とした記事広告「海運最前線シリーズ」を掲載

しており、現在は「日本の新鋭船」をテーマに

会員各社の船舶を紹介したものを掲載している。

各号のタイトルは次の通りである。

１９９９年８月号：さんこう しんしあ（ハンデ

ィマックス・バルカー�三光汽船）、９月号：

CHEMSTAR VENUS（ケミカルタンカー�飯

野海運）、１０月号：第八すみせ丸（セメント専

用船�田渕海運）、１１月号：高砂丸（原油タン

カー�日本郵船）、１２月号：さんふらわあ と

まこまい（貨物フェリー�ブルーハイウェイラ

イン）、２０００年１月号：蒼龍丸（石炭専用船�

第一中央汽船）、２月号：EUROPEAN HIGH-

WAY（自動車専用船�川崎汽船）、３月号：神

王丸（RORO船�栗林商船）、４月号：豊洋丸

（水砕スラグ専用船�三洋海運）、５月号：MIL-

LENNIUM EXPLORER（メタノール船�商船

三井）、６月号：ほっかいどう丸（貨物フェリ

ー�川崎近海汽船）、７月号：SHINREI（新和

海運�鉱炭兼用船）

�２ 機関誌「せんきょう」及び各種パンフレットに

よる広報

◯１ 機関誌「せんきょう」の発行

わが国海運の直面する諸問題や内外の動向、

およびこれらに対する当協会の対応や活動を主

な内容として編集し、会員はじめ関係方面に広

く配布した。

◯２ 「SHIPPING NOW１９９９日本の海運」の発行

わが国海運の現状が一目で分かるよう、豊富

な写真やグラフを主体に分かり易く解説した題

記パンフレットを発行し、会員および関係官庁

等の他、マスコミ関係者や大学教授、小中高社

会科教師・教育委員会、上場企業およびシンク

タンク等に幅広く配布した。

◯３ 「JAPANESE SHIPPING１９９９」の発行

わが国海運の現状および当協会の活動を英文

にて取りまとめた題記パンフレットを発行し、

当協会会員の他、諸外国の海運関係機関および

在外日本公館等に広く配布した。

�３ 報道関係者向け広報

◯１ 定例記者会見等の開催

当協会定例理事会開催日に、一般紙海運担当

記者および海運専門紙記者を対象とした記者会

見をそれぞれ実施するとともに、記者との懇談

会等も随時行った。

◯２ 専門紙記者視察研修会の開催

１９９９年７月２～３日、海運専門紙記者と当協

会広報幹事との合同視察研修会（清水港等の見

学）を開催した。

◯３ 論説委員を対象とした視察会の開催

１９９９年８月１７～１８日、一般紙等の論説委員を

招いて、海運の実態等をご理解頂くための視察

会（コンテナヤードおよび港の見学）を神戸に

１０．調査および広報
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おいて開催するとともに、論説委員との懇談会

を随時行った。

１０・２・２ 学校・学生向けを中心と

した一般向け広報

学校・学生等を中心とした国民各層に対し、日本

の海運の役割および重要性についての理解を深める

ことを目的とした活動を行った。

�１ 学校・学生向け広報

◯１ 教師向けセミナーの開催

１９９９年８月２日、石油連盟と共同で、東京都

小学校社会科研究会の先生方約１００名を対象と

して、横浜港および日石三菱（株）の見学、な

らびに海運・石油関係の説明会を開催した。ま

た８月１８日には、京都府小学校社会科研究会の

先生方約５０名を対象に、神戸港およびコスモ石

油（株）の見学と海運・石油関係の説明会を開

催した。

◯２ 学生新聞への広告掲載

１９９９年７月１８日付の「毎日中学生新聞」に、

海運の役割や重要性、海運の環境保全に向けた

取り組みを解説した広告を掲載した。

◯３ 子供向けパンフレットの発行

１９９７年度に発行した「楽しいシップウオッチ

ング」の改訂版を制作し、全国の海洋関係博物

館や船の見学会で配布した。

◯４ 壁新聞の制作

小学校の先生方に授業等で使用してもらうこ

となどを目的に、小学校の先生方の研究団体で

ある全国小学校社会科研究協議会（東京都小学

校社会科研究会）の監修を得て、タンカーおよ

びばら積み船の役割や重要性等について紹介し

た壁新聞「船のはなし」No．２および３を制作

し、全国の多くの小学校に配布した。

◯５ 社会科教材用ビデオおよび DVDビデオの制

作

小学校高学年および中学生を対象とした社会

科教材用ビデオ「海運の工夫・技術シリーズ」

の第３作として、海運に関わる環境問題を題材

とした「地球環境と海運」を制作した。

また、新たな試みとして対話性を備えた DVD

ビデオの特性を活かし、様々な海運の活動を紹

介する社会科教材用 DVDビデオ「ワールドワ

イドに船を追え」を制作した。

�２ 「海の日」関連広報

◯１ 「第９回海のシンフォニーファミリーコンサ

ート」の実施およびオリジナル CD「海のシン

フォニー」の制作

１９９９年７月１８日、東京都渋谷区の NHKホー

ルにおいて、運輸省および日本放送協会の後援

の下、約３０，０００名の応募者の中から抽選で選ば

れた約３，４００名を招待し、題記コンサートを開

催した。住田功一氏（NHKアナウンサー）の

司会・進行のもと、世界的に活躍されているテ

ノールの井ノ上了吏氏、ソプラノの山口道子さ

ん、ヴァイオリンに千住真理子さん、そして演

奏には現田茂夫氏の指揮による新日本フィルハ

ーモニー交響楽団を迎え、それぞれの曲に関す

るエピソードを交えつつ世界の名曲を披露して

頂いた。

また２０００年度に開催予定である同ファミリー

コンサートが１０回目を迎えるため、それを記念

して、過去９回のコンサートで人気の高かった

海にちなむ曲で構成したオリジナル CD「海の

シンフォニー」を制作した。

�３ 当協会ホームページの拡充

当協会の概要、組織図、会員会社の紹介等を見

やすく紹介したホームページ（URL : http：��

www.jsanet.or.jp）を、必要に応じ内容更新を行

った他、当協会プレスリリースコーナーや海賊イ

ンフォメーションコーナーを新設し、会員専用コ

ーナーの企画立案を進める等拡充作業を行った。

１０．調査および広報
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１０・２・３ 会員向け広報

当協会会員各社に対し、「船協情報」等により迅

速な海運関係情報の提供を行うとともに、各社の陸

上新入社員を対象とした「海運講習会」を開催した。

�１ 「船協情報」の送付

会員に対し、当協会が発信したプレスリリース

等を中心とした内容の「船協情報」（Faxによる

情報提供）を合計３２回配信した。

�２ 「平成１２年度海運講習会」の実施

２０００年３月２７日、会員会社の２０００年度陸上新入

社員（総合職・一般職）等を対象に、社会人とし

ての門出を祝すとともに、海運業界で働く者とし

ての自覚と社会人として必要な心構えを育成する

ことを目的に、海運講習会を開催した。

本講習会には会員会社１９社・関連会社１社から

合わせて８８名（総合職６１名、一般職２７名）の受講

参加者があり、生田会長の挨拶をはじめ新谷副会

長、土井全二郎氏（日本海洋調査会代表）、松平

定知氏（NHKエグゼクティブアナウンサー）、三

木尚子氏（コンサルタント）、および平塚惣一氏

（商船三井船長）の講演の他、映画「日本の海運」

の上映を行った。

１０．調査および広報
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１．日本船主協会の現状

１．日本船主協会の現状

当協会（社団法人日本船主協会：The Japanese

Shipowners’ Association）は、公共の福祉のために

海運業に関する諸般の調査および研究を行い、その

公正、自由な事業活動を促進し、わが国海運業の健

全な発展に寄与することを目的として１９４７年６月５

日に設立された。

この目的を達成するため、次のような事業を行っ

ている。

�１ 海運業に関する諸般の調査、研究および広報。

�２ 海運業に関する統計の作成ならびに資料および

情報の収集。

�３ 海運業に関し、政府、議会、その他に対する意

見の開陳。

�４ 海運業に関する労務事項の処理。ただし会員よ

り特に委任があった場合にかぎる。

�５ 会員相互の親睦および意見の交換。

�６ その他、本会の目的を達成するために必要な事

業。

当協会の会員は総トン数１００トン以上の船舶の所

有者、賃借人ならびに運航業者であって日本国籍を

有する者によって構成されている。

２０００年４月１日現在の会員は１１９社で、前年以降

１社の入会があり、６社の退会があった。

また、２０００年４月１日現在の会員の所有船、外国

用船、国内用船を合せた船舶は２，５２１隻、船腹量は

６，４９１万６，５３８G�T、９，４３８万３，７４１D�Wであり、う

ち所有船は３５９隻、１，０３９万６，７０６G�T、１，４７３万８，０２６

D�Wである。

２．第５２回 通 常 総 会

当協会は、第５２回通常総会を１９９９年６月１６日午後

１時より、東京都千代田区平河町２丁目６番４号、

日本海運倶楽部国際会議場において会員１２３社中１１４

社（本人出席４１社、書面表決および委任出席７３社）

の出席を得て開催した。

事情により、総会は新谷副会長が議長となり、下

記の各号議案について審議を行い、いずれも原案通

り可決承認した。

第１号議案 平成１０年度事業報告および収支決

算書承認について

第２号議案 平成１１年度事業計画、収支予算お

よび会費徴収方法承認について

第３号議案 決議について

第４号議案 平成１０年度通常総会以降における

役員異動の承認について

第５号議案 平成１１・１２年度役員選任について

決 議

わが国にとって、長引く不況を克服し経済の活性

化を図るためには、経済・社会体制全般にわたる構

造改革の断行が必要であり、各産業が夫々の分野で

競争力を高めていくための環境を一刻も早く整備し

なければならない。

わが国外航海運企業は、ボーダーレスな市場にお

日 本 船 主 協 会 の 現 状
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いて、諸外国海運企業に劣らぬ経営効率を達成する

ため必死の努力を行ってきた。しかしながら、依然

としてわが国特有の諸規制や高コスト構造が、自由

な企業活動を行う上で大きな障壁となっている。こ

のため、グローバル・スタンダードに照らして国内

法制・税制等を改善し、諸外国との競争条件を同等

のものとすること、すなわちイコール・フッティン

グの実現が不可欠である。

内航海運にあっては、平成１０年５月から船舶のス

クラップ・アンド・ビルド制度を柱とする船腹調整

制度が解消され内航海運暫定措置事業が導入された。

暫定措置事業の効果が現れるには若干の時日を要す

ると考えられるが、構造改善のための環境整備を推

進し、国内物流の大動脈として引き続き安定した役

割を果たしていかなければならない。

船舶の安全運航は海運にとって最重要の課題であ

り、当協会は従来よりその徹底に努めているが、さ

らに環境問題についても引き続き積極的な対応を図

っていく必要がある。このため、サブスタンダード

船排除ならびに老朽船解撤の推進を内外に呼びかけ

るとともに、航行安全確保のため海賊対策を含め航

行環境改善に向けて関係者との連携を図り、併せて

海洋環境保全および温暖化防止等地球環境保護対策

を推進していく所存である。また、いわゆるコンピ

ュータ２０００年問題については関係団体とも協力しつ

つ機器情報等の収集を積極的に行うとともに、緊急

対応計画等の安全運航対策の徹底を図っているとこ

ろである。

かかる認識のもと、下記項目の実現を以って、産

業活動と国民生活を支えるインフラとして重要な役

割を担っているわが国海運の発展を期するものであ

る。

記

１．諸外国と同等の競争環境整備に向けた構造改革

の推進

・社会・経済の実態に合わなくなった法制等の抜

本的見直しと海運企業の自由な事業活動を阻害

する各種規制の撤廃・緩和

・連結納税制度の早期導入、さらに特定外国子会

社も対象とする連結納税制度の導入等、国際水

準を考慮した海運税制の確立

・港湾関連諸制度の改革

２．船舶の安全運航の徹底と地球環境の保全

・安全運航の徹底ならびに海洋汚染防止体制の整

備等を含む環境保護対策の推進

・サブスタンダード船の排除と老朽船の解撤促進

・東京湾中ノ瀬航路の浚渫等航路整備の推進等、

国内外における航行環境の改善

・海賊防止対策の推進

３．日本商船隊の国際競争力強化

・日本人船・機長２名配乗体制を推進するための

実効性のある国際船舶制度の確立

・必要な財政資金の確保

４．アジア船主フォーラム等を通じての健全な企業

経営環境の回復

以上決議する。
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３．役員一覧（２０００年４月１日現在）

【会 長】

商 船 三 井 取締役社長 生 田 正 治

【副会長】

日 本 郵 船 取締役社長 草 刈 隆 郎

川 崎 汽 船 取締役社長 � 長 保 ＊英

乾 汽 船 取締役社長 乾 英 文

飯 野 海 運 取締役社長 太 田 健 夫

東 京 タ ン カ ー 取締役社長 松 永 宏 之

神 戸 船 舶 取締役社長 原 田 弘

（＊印は、２０００年５月２４日現在）

【常任理事】

第 一 中 央 汽 船 取締役社長 稲 田 正 三

堀 江 船 舶 取締役会長 堀 江 � 三

飯 野 海 運 取締役社長 太 田 健 夫

乾 汽 船 取締役社長 乾 英 文

川 崎 汽 船 取締役社長 � 長 保 ＊英

神 戸 船 舶 取締役社長 原 田 弘

日 本 郵 船 取締役社長 草 刈 隆 郎

三 光 汽 船 取締役社長 川 井 貞 雄

新 和 海 運 取締役社長 鷲 見 嘉 一

商 船 三 井 取締役社長 生 田 正 治

商 船 三 井 客 船 取締役社長 宮 � 通

東 京 タ ン カ ー 取締役社長 松 永 宏 之

（＊印は、２０００年５月２４日現在）

【理 事】

旭 海 運 取締役社長 下玉利 康 雄

ブルーハイウェイライン 取締役社長 若 杉 � 俊

第 一 中 央 汽 船 取締役社長 稲 田 正 三

イースタン・カーライナー 取締役相談役 � 井 太 郎

八 馬 汽 船 取締役社長 森 岡 弘 平

堀 江 船 舶 取締役会長 堀 江 � 三

飯 野 海 運 取締役社長 太 田 健 夫

乾 汽 船 取締役社長 乾 英 文

川 崎 近 海 汽 船 取締役会長 毛 利 盟

川 崎 汽 船 取締役社長 � 長 保 ＊英

近 海 郵 船 取締役社長 齋 藤 正 一

神 戸 船 舶 取締役社長 原 田 弘

国際エネルギー輸送 取締役社長 緒 方 浩 文

国際マリントランスポート 取締役社長 南 野 孝 一

共 榮 タ ン カ ー 取締役社長 瀬 戸 靖 雄

明 治 海 運 取締役社長 内 田 和 也

三 菱 鉱 石 輸 送 取締役社長 泉 浩

ナビックス近海 取締役社長 田 村 茂

日 本 郵 船 取締役社長 草 刈 隆 郎

日 正 汽 船 取締役社長 相 澤 達

日 産 専 用 船 取締役社長 川 名 義 一

日 鉄 海 運 取締役社長 川 戸 健

大 阪 船 舶 取締役会長 小 谷 道 彦

三 光 汽 船 取締役社長 川 井 貞 雄

新 和 海 運 取締役社長 鷲 見 嘉 一

商 船 三 井 取締役社長 生 田 正 治

商 船 三 井 客 船 取締役社長 宮 � 通

田 渕 海 運 取締役社長 田 渕 雄一郎

太 平 洋 海 運 取締役社長 石 川 有 一

太 洋 海 運 取締役社長 田 中 溥 一

玉 井 商 船 取締役社長 玉 井 洋 吉

東 海 商 船 取締役社長 三 宅 弘

東 京 船 舶 取締役社長 金 盛 啓太郎

東 京 タ ン カ ー 取締役社長 松 永 宏 之

雄 洋 海 運 取締役社長 甲 斐 勝

（＊印は、２０００年５月２４日現在）

【監 事】

神 戸 日 本 汽 船 取締役社長 小 國 重 美

佐 藤 汽 船 取締役社長 佐 藤 忠 男

東 朋 海 運 取締役社長 三 河 尚 義

日本造船工業会 常 務 理 事 宇都宮 紀
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【常勤役員】

理 事 長 和 田 敬 司

常務理事 植 松 英 明 赤 塚 宏 一

鈴 木 昭 洋 山 下 秀 明

（理事長は常任理事および理事の、各常務理事は理

事の資格を有する）

【顧 問】

永 井 典 彦 相 浦 紀一郎

堀 武 夫 松 成 博 茂

小 野 晋 松 岡 通 夫

近 藤 鎮 雄 根 本 二 郎

熊 谷 清 新 谷 ＊功

（＊印は５月２４日付就任）

＜常設委員会委員長・部会長および特別委員会委員長＞

【常設委員会委員長】

総務委員会 川 崎 汽 船 取締役
社 長 � 長 保 ＊英

政策委員会 日 本 郵 船 取締役
社 長 草 刈 隆 郎

法務保険委員会 三 光 汽 船 取締役
社 長 川 井 貞 雄

港湾物流委員会 日 本 郵 船 顧 問 坂 田 昇

海務委員会 第一中央汽船 取締役
社 長 稲 田 正 三

工務委員会 飯 野 海 運 取締役
社 長 太 田 健 夫

労務委員会 新 和 海 運 取締役
社 長 鷲 見 嘉 一

（＊印は、２０００年５月２４日現在）

【部会部会長】

タンカー部会 東京タンカー 取締役
社 長 松 永 宏 之

オーナー部会 乾 汽 船 取締役
社 長 乾 英 文

近海内航部会 神 戸 船 舶 取締役
社 長 原 田 弘

客 船 部 会 商船三井客船 取締役
社 長 宮 � 通

【特別委員会委員長】
外航船舶解撤
促進特別委員会 東京タンカー 取締役

社 長 松 永 宏 之
船 員 対 策
特別委員会 新 和 海 運 取締役

社 長 鷲 見 嘉 一
環 境 対 策
特別委員会 商 船 三 井 取締役

社 長 生 田 正 治

【地区船主会議長】
京 浜 地 区
船主会議長 新 和 海 運 取締役

社 長 鷲 見 嘉 一
阪 神 地 区
船主会議長 乾 汽 船 取締役

社 長 乾 英 文
九 州 地 区
船主会議長 堀 江 船 舶 取締役

会 長 堀 江 � 三

＜評 議 員＞

（議 長）

太 平 洋 汽 船 取締役社長 秋 山 滋

（副議長）

東 興 海 運 取締役社長 井 � 大 介

【京浜地区選出】

アクトマリタイム 取締役社長 津 郷 卓 見

旭 タ ン カ ー 取締役社長 立 石 信 義

東 海 運 取締役社長 関 司満雄

第 一 タ ン カ ー 取締役社長 関 美 英

大 東 通 商 取締役社長 小 宮 光三郎

日 之 出 汽 船 取締役社長 小 林 宏 志

邦 洋 海 運 取締役社長 内 藤 吉 起

宝 洋 海 運 産 業 取締役社長 児 玉 常 弘

インターエイシアライン 取締役社長 本 荘 卓 弥

神 原 汽 船 取締役社長 神 原 眞 人

関 汽 外 航 取締役社長 有 井 晋

京 北 海 運 取締役社長 小 川 延 夫

栗 林 商 船 取締役社長 栗 林 宏 吉

三 井 近 海 汽 船 取締役社長 石 田 隆 四

日本船主協会の現状
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エム・オー・シーウエイズ 取締役社長 梅 谷 一 城

宗 像 海 運 取締役社長 市 倉 則 勝

エヌケーケー物流 取締役社長 三 好 英 明

日 本 マ リ ン 取締役社長 井 出 松 雄

日 本 海 運 取締役会長 後 藤 隆

ニッスイシッピング 取締役社長 河 西 邦 夫

日 鐵 物 流 取締役社長 池 田 幸 生

三 洋 海 運 取締役社長 三 木 孝 幸

サ ン マ リ ン 取締役社長 島 津 正 利

新 和 内 航 海 運 取締役社長 梅 村 克 彦

昭 和 油 槽 船 取締役社長 伊 藤 雅 夫

太 平 洋 汽 船 取締役社長 秋 山 滋

反 田 産 業 汽 船 取締役社長 反 田 邦 彦

東 京 マ リ ン 取締役社長 桑 野 訓

鶴 見 輸 送 取締役社長 山 崎 茂

上野トランステック 取締役社長 上 野 孝

【阪神地区選出】

旭 汽 船 取締役社長 矢 島 豊

第 一 船 舶 取締役社長 飯 塚 秋 次

大 光 海 運 取締役社長 金 子 勝 信

神 戸 棧 橋 取締役社長 前 川 弘 幸

日 下 部 建 設 取締役社長 松 野 信 久

枡 本 海 運 産 業 取締役社長 枡 本 守 ＊生

日産プリンス海運 取締役社長 長 手 裕

新 田 汽 船 取締役社長 新 田 仲 博

佐 藤 國 汽 船 取締役社長 佐 藤 國 臣

セ ン コ ー 取締役会長 馬 場 英 次

神 鋼 物 流 取締役社長 岸 本 堅太郎

大 窯 汽 船 取締役社長 守 石 恵 三

辰 巳 商 会 取締役社長 高 森 昭

東 慶 海 運 取締役社長 長谷部 安 俊

東 興 海 運 取締役社長 井 � 大 介

（＊印は５月２９日付就任）

【九州地区選出】

北 九 州 運 輸 取締役社長 荒 木 敦

松島コールライン 取締役社長 政 住 重 幸

鶴 丸 海 運 取締役社長 鶴 丸 俊 輔

４．�海事国際協力センターの解散について

�海事国際協力センターは、主として発展途上国

に対するわが国の海事に関する国際協力を一元的に

行うことを目的として、１９８２年３月に、当協会をは

じめ日本海運振興会、日本海事財団よりの出捐金に

よって設立された。当協会はこの時、国際業務のう

ち国際協力事業団（JICA）からの委託事業をはじめ

とする途上国の人材養成を目的とした海事関係研修

事業や海事専門家の派遣事業等を同センターに移管

した。以来、コンサルタント事業・海事専門家派遣

事業・研修事業等を実施してきたが、国際情勢は大

きく変わり、係る事業に関する所期の目的もほぼ達

成されている状況から、解散することが適当との判

断となり、同年同月３１日の同理事会において、２０００

年６月３０日限りで解散することを決定した。

日本船主協会の現状
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日本船主協会会員名簿



〈１９９９年〉

４・１ 大阪商船三井船舶とナビックスラインが合併

し、「商船三井」が発足した。

４・５ 運輸省は１９９８年度の新造船建造許可実績を発

表した。それによると、２８３隻、１，０５８万２千

G�Tで、前年度実績を下回ったものの、５

年連続で１千万 G�Tを突破した。

４・１３ 日本船舶輸出組合は、１９９８年度の輸出船契約

実績を発表した。それによると１２９隻、６４７万

９千 G�T、船価合計は５，９００億円で、１９９０年

代で２番目の低水準となった。

４・１３ 運輸政策審議会第１０回港湾運送小委員会が開

催され、需給調整規則の廃止など港湾運送事

業の規制緩和について審議された。

４・１６ 日本の海運企業における外国人の取締役就任

を可能とする船舶法改正案が、参議院を通過

した。

IMO第４回ばら積み液体およびガス小委

員会がロンドンで開催され、かねてからの懸

案であった「液化ガスのばら積み運送のため

の船舶の構造および設備に関する規則」（GC

コード）の強制化について審議されたが、見

送られた。

４・２２ 米国政府が「港湾サービスユーザーフィー」

制度（案）を発表した。商業船舶に対して、

米国港湾の浚渫維持費用等を負担させる内容

となっている。

４・２３ １９９９年港湾春闘が妥結した。

IMO第７９回法律委員会が開催され、金銭

的補償の提供等について審議された。

FMC（米国連邦海事委員会）は、９８年米国

外航海運改革法の発効を５月１日に控え、同

法施行細則最終案を承認する会議を開催した。

４・２９ 運輸省は平成１１年春の叙勲・褒章受章者を発

表した。当協会会員会社では、苅野照元飯野

海運社長、原田弘神戸船舶社長、三輪戌歳男

元共和産業海運社長がそれぞれ受章された。

５・１０ 夜間入港制限等に関する規制緩和の調査研究

の第１回委員会が開催された。

５・１１ 運輸政策審議会第１１回港湾運送小委員会が開

催され、最終答申取り纏めに向け、港湾労働

関係拠出金の原資確保策等につき審議された。

５・１４ こませ網漁業期における船舶航行に係わる研

究会第１回委員会が開催された。

５・１７ 当協会は、パナマ運河の通航需要の現状や今

後の予測、問題点等に関して日本海運界とし

ての見解を取りまとめた「パナマ運河通航需

要レビュー」を発表した。

５・２０ 川崎二郎運輸大臣は、需給調整規則の廃止に

伴い、各輸送モードを横断した総合的な対応

が必要不可欠との認識に基づき、運輸政策審

議会に「長期的展望に立った２１世紀初頭にお

ける総合的な交通政策の基本方向」について

諮問した。

５・２４ 日米防衛協力のための新指針（ガイドライン）

関連法案が成立した。

第８回アジア船主フォーラム（ASF）総会

が、当協会の主催で東京にて開催された。

５・２５ 当協会と韓国船主協会は、東京で第８回日韓

船主協会会談を開催し、両国海運の現状と展

望等について意見交換した。

５・２６ 米国港湾サービスユーザーフィー制度案につ

いて、米国議会下院「運輸・インフラ委員会

水資源・環境小委員会」がヒアリングを開催

した。欧州・日本船主協会評議会（CENSA）

等の海運業界をはじめ、荷主団体や米国港湾

管理者団体等が出席して、同制度案に基本的

に反対である旨の証言を行った。また、同日

付で上記法案（The Harbor Services Fund Act

of 1999. HR 1947）も上程された。

５・２７ 運輸政策審議会第１２回港湾運送小委員会が開

催され、事務局（運輸省）の提示した最終答

申案について審議された。

５・２８ 米国連邦海事委員会（FMC）は、日本の港湾慣

行の改善を促すために邦船３社に課していた

制裁措置を撤回するとともに、日米５船社に

対して９０日以内の状況報告提出命令を行った。

５・２８ 日本の海運企業において、代表権を持たない

取締役の最大の３分の１を外国人とすること

を可能とする船舶法改正案が衆議院本会議で

可決・成立した。海運大手３社の１９９９年３月

期決算が出揃った。それによると定期航路で

船 協 海 運 日 誌
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一部運賃が改定されたことや円安メリットな

どが寄与し、３社ともに増収となった。

IMO第７１回海上安全委員会（MSC）がロン

ドンで開催され、INFコード（高レベル放射

性廃棄物の船舶による安全運送に関するコー

ド）の強制化が採択された他、海賊防止への

取り組みとして、国際的な調査や処罰に関す

るコード作成のためのコレスポンディンググ

ループを設置することなどを決定した。

６・１ 経済協力開発機構（OECD）海運委員会がパ

リで開催され、世界貿易機関（WTO）の海運

サービス自由化交渉への対応などについて議

論した。

６・４ 需給調整規制の廃止を盛り込んだ海上運送法

の一部改正法案が参議院で可決、成立した。

６・１０ 運輸政策審議会は、第１３回港湾運送小委員会

および第４回海上交通部会を開催し、港湾運

送事業の規制緩和に関する「答申」を取りま

とめ、川崎二郎運輸大臣に答申した。

６・１１ 運輸省は国際船舶への日本人船・機長２名配

乗体制を実現するための外国人船員の承認制

度創設に当り、具体的な運用方法などを明記

した通達を当協会を始め関係先に発出した。

６・１５ 外航海運船社間協定に対する政府の審査手続

きの整備を主旨とする海上運送法一部改正案

を盛り込んだ公正取引委員会の一括整理法案

が衆議院で可決、成立した。

６・１６ 当協会は第５２回通常総会を開催した。

６・１８ 日本の海運企業における外国人の取締役就任

を解禁する改正船舶法が施行された。

船員中央労働委員会は、危険物等取扱責任

者や消火作業指揮者など船員法に定める資格

を外国人船員が取得できるよう、船員法施行

規則と船員労働安全衛生規則の一部改正を川

崎二郎運輸大臣に答申した。

６・２１ 東京MOUは１９９８年に実施したポートステー

トコントロール（PSC）の実施状況をとりま

とめた。それによると域内の PSC検査隻数

は１万４，５００隻で、そのうち１，０６１隻が航行停

止処分となっていたことが明らかになった。

６・２２ 政府は、特定不況業種雇用安定特別措置法に

基づく特定不況業種として、新たに内航海運

業などを指定することを決めた。

６・２４ 運輸省は、船員の雇用促進に関する特別措置

法施行令について、就職促進給付金の対象に

内航海運業などを加える等の一部改正を行う

ことを発表した。なお、施行は７月１日。

６・２５ 港湾審議会は、第３１回管理部会を開き、中間

報告の素案について審議した。

６・２８ 当協会は、東南アジア海域を中心に急増して

いる海賊事件への対応策を検討するため、海

賊防止対策会議を設けると発表した。

６・２９ 運輸省は、第１回目の海賊対策検討会議を７

月２日に開催することを発表した。

６・３０ 中央職業安定審議会は、港湾運送業の規制緩

和に伴う港湾労働法の見直しに関する最終報

告をまとめた。

６・３０ 労働省は７月１日から２年間、特定雇用調整

業種に港湾運送事業とその関連業（在来荷役

のうち、はしけ運送業以外のものに限る）を

指定すると発表した。

７・２ 運輸省は、当協会など関係団体で構成する「海

賊対策検討会議」の初会合を開催した。

IMO第４３回海洋環境保護委員会が、６月

２８日からロンドンで開催され、船底塗料問題、

バラスト水問題等について審議した。

運輸省は、１９９９年度の運輸関連企業設備投

資動向調査の結果をまとめた。それによると、

運送業関係１２業種では国内旅客業を除き、港

湾運送、倉庫、外航、内航などの１１業種で設

備投資計画が前年度水準を下回った。

７・５ 運輸省は、１９９９年上期の新造船建造許可実績

をまとめた。それによると１１７隻、４７５万７千

G�Tと、前年同期に比べ、隻数で９５隻減、総

トン数で２１％減となった。

７・９ 経団連は、２０００年度の税制改正に向けた中間

答申案をまとめた。国際水準を考慮した税制

の実現、減価償却資産の法定耐用年数の短縮

や償却可能限度額の拡大などが盛り込まれた。

７・１２ 運輸省は、１９９９年上期のポートステートコン

トロール（PSC）の実績をまとめた。それに

よると、国際条約が定める基準に重大な欠陥
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があったとして、１７９隻が航行停止処分に課

せられたことが明らかになった。

７・１３ 日本から米国向けの定期航路を管轄する海運

同盟の日本－米国東航（JEFC）は、８月１日

から同盟として運賃やルール策定等の活動を

休止すると発表した。

７・１４ 日本船舶輸出組合は、１９９９年上半期の輸出船

契約を発表した。それによると６５隻、２７９万

９千総トンと、タンカー、貨物船の不振で前

年同期に比べ総トン数で２０．３％減少した。

７・１６ 当協会は「海賊防止対策会議」の初会合を開

催し、海賊防止対策を含む保安計画の策定指

針などについて検討した。

７・１８ 運輸省は、１９９９年版「日本海運の現況」（海運

白書）を発表した。

７・１９ 経団連の輸送委員会は、わが国物流の高コス

ト構造是正や国際競争力強化に向けて、物流

インフラ整備やソフト面の改善、財源確保の

あり方などに関する「物流効率化の推進に関

する提言」を政府・関係省庁等に提出した。

７・２２ デンマークの海運大手 APモラー・グループ

と米国の大手輸送企業 CSXコーポレーショ

ンは、APモラー傘下のコンテナ船社マース

クラインが CSXの海運子会社シーランド・

サービス・インクの国際コンテナ輸送部門を

買収することで合意したと発表した。

大蔵省は１９９９年上半期の貿易統計速報を発

表した。それによると貿易黒字は前年同期比

７．９％減の６兆５７３億円となり、１９９６年下半期

以来、５期ぶりに前年実績を下回った。

７・２３ 外航船社間協定に対する政府の審査手続きを

整備する内容を盛り込んだ海上運送法の改正

法が施行された。

７・２８ 当協会は、協会内に「環境対策特別委員会」

を設置することを決定した。

７・２９ 日本籍外航船舶に配乗する日本人船員が、洋

上から FAXで国政選挙に投票する「洋上投

票制度」の実現を盛り込んだ公職選挙法改正

案が、衆議院で可決した。

７・３０ 港湾審議会管理部会は、「経済・社会のあり方

に対応した港湾の整備・管理のあり方」につ

いての中間報告を取りまとめた。

８・５ 運輸省および当協会をはじめとする内外航海

運事業者団体、舶用機器メーカー等が参加す

る「船舶運航に関する ２０００年問題対策連絡

会」の初会合が開催され、船舶運航における

２０００年問題への取り組み状況等について意見

交換が行われた。

８・７ 政府は、パナマ運河が今年１２月３１日に米国か

らパナマに返還されるのに伴って、運河の通

航規則を定めた「パナマ運河中立条約付属議

定書」に加入する方針を固めた。

８・８ 当協会河村健太郎副会長（前会長）が逝去さ

れた。

８・９ 遠洋航行中の日本籍外航船に配乗する日本人

船員に、Faxを使った洋上投票を認める改正

公職選挙法が参院本会議にて可決、成立した。

８・２６ 運輸省は２０００（平成１２）年度予算の概算要求

をまとめた。

当協会は第２回海賊防止対策会議を開催し、

従来の「海賊防止対策実施要領」を改訂した

「海賊対策指針」をまとめた。

運輸・建設・北海道開発・国土の４省庁は、

２００１年１月の省庁再編により誕生する「国土

交通省」の政策展開を協議する検討会議を設

置すると発表した。

運輸省は今年６月分の造船造機統計速報を

発表、これにより今年上半期の造船４３工場の

造船量がまとまった。それによると竣工量は

１７３隻、５１９万総トンで、前年同期に比べ、総

トン数で７％増加した。

８・３１ 日本開発銀行（開銀）は、カタール向け LNG

船のシリーズ建造以外の一般商船（日本郵船

の自動車専用船）に対し、初めてドル建て融

資を実行した。これまで開銀は、外航船舶建

造のためのドル建て融資については国家的プ

ロジェクトでエネルギーの安定輸送という観

点から、カタール向け LNG船にのみ特例と

して認めていた。

９・１ 運輸省は、邦船社の運航する外航船舶に対す

る海賊襲撃事件防止策を検討する官民対策会

議の第３回会合を開催した。会合では、当協
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会が策定した海賊被害防止対策の指針等につ

いて話し合われた。

運輸省は、学識経験者らをメンバーとする

「国内旅客船運送事業サービス問題タスクフ

ォース」の初会合を開催し、海上運送法改正

後の運賃制度のあり方等につき意見交換を行

った。

９・６ 運輸省は、今年８月分の新造船建造許可集計

を発表した。それによると、国内・輸出船合

計で１８隻、５７万９千総トンで、前年同月に比

べ、１０隻減、総トン数は６１．２％減となった。

９・１６ 当協会は、環境対策特別委員会の初会合を開

催した。

９・２４ IMO第４５回航行安全小委員会（NAV４５）が９

月２０日からロンドンで開催され、SOLAS条

約第�章の全面改正案等が審議された。
９・２８ 運輸省および当協会をはじめとする海運事業

者団体等が参加する「船舶運航に関する２０００

年問題対策官民連絡会」の第３回会合が開催

され、わが国海運業界における同問題への対

応はほぼ完了し、航行安全確保に支障のない

ことが確認された。

９・２８ 運輸省は内航海運活性化事業推進委員会の初

会合を開催した。いわゆる「モーダルシフト」

を進める際の具体的な課題や改善策の検討を

するため、実態調査を行うことを決定した。

１０・１ 日本開発銀行と北海道東北開発公庫の業務を

継承して、「日本政策投資銀行」が発足した。

１０・５ 第２次小渕恵三内閣の運輸大臣に自由党の二

階俊博氏が就任した。

当協会と台湾船主協会は、静岡県伊東市川

奈で第５回日台船主協会会談を開催し、両国

海運の現状と展望等について意見交換した。

１０・６ 日本政府は、米国政府に対して規制緩和要望

を行った。海運分野では米国海運企業に補助

金を拠出する「新規運航補助制度」の廃止等

を要望した。

米国政府は、日本政府に対して７分野の規

制緩和要望を行った。特に通関・輸入手続き

の改善に関しては、輸入の際に必要な手続き

を同時に処理できるよう調整を行う「ワン・

ストップ・オフィス」の設置を要望した。

１０・１２ 船社および保税業務へ対象を拡大した Sea-

NACCSおよび港長・港湾管理者への手続き

を簡素化する港湾 EDIシステムが稼働した。

石油元売り最大手の日石三菱と同３位のコ

スモ石油は、販売部門を除く各部門で１９９９年

１１月１日から業務提携を開始すると発表した。

提携の柱の一つである原油調達の効率化につ

いては、両社でタンカーの共同配船を行い、

コスト低減を目指す方針を明らかにした。

運輸省は、１９９９年度上期のポートステート

コントロール（PSC）による航行停止処分状

況をまとめた。それによると１９９９年４月から

９月までの間に２１３隻が航行停止処分を受け

ていたことが明らかになった。

１０・１５ 日米両国政府は東京で約１年ぶりとなる海運

当局間協議を開催した。今回の会合では日本

の港湾運送事業の規制緩和などに関して意見

交換した。

IMO第８０回法律委員会がロンドンで開催

され、船舶燃料油の汚染による補償に関する

新条約案等について検討が行われた。

１０・２２ １９９２年国際油濁基金第４回総会および理事会

等がロンドンで開催され、油濁２条約が適用

される船舶の定義やナホトカ号事件の油濁補

償問題等について審議された。

１０・２６ 海事振興連盟は、１９９９年度の通常総会・およ

び創立５０周年式典を開催した。

１０・２９ 運輸省港湾局は、現在進めている「重要港湾」

の指定の見直しについて、基本的な考え方（方

針）を発表した。それによると、特定重要港

湾を除いた現在１１３港ある重要港湾のうち１

割程度が見直しの対象になる見込みであるこ

とが明らかになった。

当協会は、運輸大臣等に対し、３６項目から

なる規制緩和要望を提出した。

OECD海運委員会および関連会合が２５日

からわが国において開催され、OECD海運原

則に複合一貫輸送事業に関する項目等を新た

に組み入れるとともに、次回会合において競

争政策委員会との合同ワークショップを開催
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することとなった。

１１・３ １１月１日～３日、世界サービス会議（WSC）

が米国アトランタにおいて開催された。

１１・５ 主要外航海運会社は、１９９９年度９月期中間決

算を発表した。それによると大手３社では北

米航路の運賃修復、合理化努力等が寄与し、

大幅な経常黒字を確保したものの、その他不

定期・タンカー主要船社では、円高、バンカ

ー高騰などの影響により依然として厳しい状

況にあることが明らかとなった。

１１・８ 運輸省は、航海訓練所等同省の所管する政府

機関の独立行政法人化に向け、関連９法案を

国会に提出した。

１１・９ １０月２２日にインドネシア、スマトラ島クアラ

タンジュン港を出港後、行方不明となってい

た当協会会員会社運航船舶「アロンドラ・レ

インボー号」の乗組員が全員無事発見される

とともに、同船が海賊事件に遭遇していたこ

とが明らかとなった。

１１・１１ 当協会会員運航船舶が海賊事件に遭遇した件

に鑑み、当協会生田正治会長は運輸大臣に海

賊対策の強化を求める申し入れを行った。

１１・１８ 海賊事件に遭遇し、行方不明となっていた「ア

ロンドラ・レインボー号」がインド西方で発

見された。一方当協会は、近年東南アジア水

域で同様の事件が増加、凶悪化していること

に鑑み、今後の海賊対策に万全を期すべく、

定例理事会において船舶の緊密な動静把握な

どをうたった決議を採択した。

１１・２２ ASF船員委員会は、第５回中間会合をベト

ナムで開催した。会合では STCW９５問題等

の課題について検討が行われた。

１１・２５ IMOは、第２１回総会を開催し、有機スズ系船

底防汚塗料（TBT）の使用禁止に向けて、新

しい条約を制定することを合意した。

１１・２８ 小渕恵三首相は日本・ASEAN首脳会議で東

南アジア海域で多発する海賊犯罪に対応する

ため、各国の沿岸警備機関による対策会議を

日本で開催することを提唱し、了承を得た。

１１・２９ ASF航行安全委員会は、第６回中間会合を

ジャカルタで開催した。会合では、近年東南

アジア海域で凶悪な海賊事件が相次いでいる

ことから、主にその対策について検討された。

１２・１ 海造審内航部会は、１９９９年度から２００３年度ま

で５年間の内航適正船腹量を策定し、運輸大

臣に答申した。それによると、１９９９年度の適

正船腹量との比較でみた同年６月末現在の現

有船腹量は、貨物船で１．８％（５万６千 D�
W）、油送船で１４．９％（２５万５千 D�W）の過

剰となった。

１２・１４ パナマ運河の管理・運営権が米国からパナマ

に返還される３１日を前に、パナマ市で返還式

典が行われた。

１２・１６ 自民党税制調査会は平成１２年度の税制改正大

綱を取りまとめた。

１２・１７ 港湾審議会管理部会は、２１世紀に向けた港湾

のあり方と課題に関して方向を示した「経済

・社会の変化に対応した港湾の整備・管理の

あり方」について運輸大臣に答申した。

日本内航海運組合総連合会（内航総連）は

船腹過剰の早期解消を図るため、内航事業者

から不要船舶を買い上げ、交付金を公布する

「内航海運船腹適正化共同事業」を新たに実

施することを決めた。

１２・２４ 平成１２年度予算の政府案が決定され、海運関

係では若年船員プロジェクトとして７，６００万

円の他、財政投融資は「交通・物流ネットワ

ーク」で３，８４０億円が認められた。

１２・３１ 正午をもって、パナマ運河の管理・運営権が

米国からパナマに返還された。

〈２０００年〉

１・１４ IMOは第３１回訓練当直基準小委員会（STW）

をロンドンで開催し、ホワイトリストの審議

状況について報告した他、９５年 STCW条約

の導入に関する諸問題について審議した。

１・１８ ９９年１０月に国内外から寄せられた規制緩和要

望について、各省庁がその検討状況をまとめ

たいわゆる「中間公表」が発表された。

１・１９ 日本船舶輸出組合は１９９９年１月から１２月の輸

出船受注実績を発表した。それによると同実

績は２３７隻、８７３万３，５９０総トンと、前年同期に

比べ、総トンベースで２１．５％増加した。
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１・２１ 日本、フィリピンの両政府は、日本籍船にフ

ィリピン人船員を船舶職員として配乗させる

ための承認制度の実施に関し、フィリピン国

内で船員制度の変更があった場合にはすみや

かに日本政府に通報すること、必要に応じて

日本政府がフィリピンで船員資格制度に関す

る調査を実施できることなどを交換文書で確

認した。

１・２４ IMB海賊情報センターは年次報告書を発表

した。それによると、昨年１年間に世界の海

域で発生した海賊事件は未遂も含め２８５件で、

前年の２０２件に比べ、約４割増加したことが

明らかになった。

１・２６ 運輸省は、国際船舶における日本人船員２名

配乗実現に向けて、１７日から２０日にわたって

フィリピン国マニラ市において初めての外国

海技資格承認試験を実施した結果、４８人全員

の受験者が合格したことを発表した。

２・１ 運輸省海上交通局は、「わが国商船隊の船腹

量」の動向を取りまとめ発表した。それによ

ると、１９９９年央の外航日本籍船は１５４隻、１，１２８

万総トンで、前年に比べ総トンベースで３．４％

減少した。

２・７ 米国政府は、議会に提出した２００１年会計年度

の予算教書に、船社等利用者から米国港湾の

維持・開発費用を徴収するハーバー・サービ

ス・ユーザー・フィー（HSUF）の新設を盛り

込んだ。

２・８ 政府は、昨年末の港湾審議会答申「経済・社

会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり

方について」を踏まえ、港湾分類の定義の明

確化、港湾整備事業に対する国の負担割合の

見直し、港湾相互間の広域的連携の取組み等

を盛り込んだ「港湾法の一部を改正する法律

案」を閣議決定した。

２・１１ IMOは第５回危険物・個体貨物及びコンテナ

小委員会（DSC）をロンドンで開催し、国際

海上危険物規則（IMDGコード）の第３０回改

正等について審議した。

２・１８ 二階俊博運輸大臣は、船員中央労働委員会に

「２０００年船員災害防止実施計画」の原案を諮

問した。

２・２１ ASFトレード安定化委員会は第７回中間会

合をマニラで開催し、世界経済や定期・不定

期船全船の状況について意見交換した。

ASF解撤委員会は第３回中間会合を台北

で開催し、環境に配慮したシップ・リサイク

リング方策の必要性等について意見交換した。

２・２２ 政府は、港湾運送事業の規制緩和の一環とし

て港湾運送事業法の改正法案を閣議決定した。

また、港湾労働法の改正法案も閣議決定した。

改正港湾運送事業法は主要９港で事業免許制

を緩和、需給調整規制を廃止し、事業許可制

とし、認可料金制度を改め、届出料金制とす

るものであり、改正港湾労働法は港湾運送事

業主による常用労働者の派遣制度導入と、港

湾労働者雇用安定センターにおける派遣業務

を廃止するという内容。

２・２５ 運輸省はダブルハル（二重船殻）構造を持つ

など一定の条件を満たした１５万総トン以上の

船舶に対する浦賀水道航路の通航時間帯制限

を緩和すると発表した。これにより朝夕のい

わゆるラッシュ時間帯でも条件をクリアした

タンカーなどの大型船の通航が可能となった。

IMOは、第４４回防火小委員会（FP）を開催

し、海上人命安全（SOLAS）条約において防

火構造・消火設備などを規程している�―２
章の総合的見直し等について審議した。

２・２９ 外航労務協会と全日本海員組合は、国際船舶

制度の日本人２名配乗船の雇用・労働条件に

関する当面の対応について合意に達した。こ

れにより船・機長２名配乗の国際船舶誕生に

向けた体制が整った。

日本海技協会は、初の海外実施となる船舶

料理士試験を１５～１７日にマニラで実施し、受

験者２７名全員が合格したことを発表した。

３・２ 海上安全船員教育審議会は、第５５回水先部会

を開催し、平成１２年度水先人適正員数および

水先料金の見直しについて審議した。

３・８ 当協会は「海洋環境シンポジウム」を開催し

た。

３・１０ ２月２３日からタイのプーケット沖で行方不明
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となっていた日本船社が運航するケミカルタ

ンカー「Global Mars号」の乗組員１７人全員

が無事発見されるとともに、同船がハイジャ

ックされていたことが判明した。

３・１５ IMOは、油濁事故船の沿岸国に対する通報制

度等を定めた「１９９０年の油による汚染の準備、

対応、協力に関する国際条約（OPRC条約）」

の対象物質を油だけでなく、危険・有害物質

（HNS）にも拡大する「２０００年の危険物質と

有害物質による汚染事件の準備、対応、協力

に関する議定書（OPRCHNS議定書）」を採

択した。

IMOは 第４４回 海 洋 環 境 保 護 委 員 会

（MEPC）を開催し、有機スズ系船底防汚塗

料（TBT）の禁止条約案等について審議した。

３・２１ EUの欧州委員会は、エリカ号事故の重大性

に鑑みタンカー規制強化案を公表した。ポー

ト・ステート・コントロールの強化、船級協

会の監督の強化、ダブルハルタンカー導入の

前倒しなどを盛り込んだ内容となっている。

３・２２ 運輸省は、懸案となっていた東京湾口航路整

備実施の前提となる漁業補償が解決したこと

から、同事業を平成１２年度公共工事として着

手することを発表した。これにより約２０万重

量トン級の貨物船や約２８万重量トン級の

VLCCタンカーの航行がスムーズになるよう

中ノ瀬航路の浚渫および第３海堡の撤去が行

われる。

港湾審議会の第１７回計画部会は、名古屋港、

川崎港、宮古港、熊本港、岩国港、苫小牧港

の６港に関する港湾計画改定・一部変更と大

阪湾圏広域処理場整備基本計画を原案通り承

認した。

米国議会の下院司法委員会は、ワシントン

で外航カルテル廃止法案、いわゆるハイド法

案に関する公聴会を開いた。

３・２９ 輸入貨物の通関手続きの簡素化のため、事前

に承認を受けた貨物については納税申告の前

に貨物の引取を認める「簡易申告制度」の新

設を盛り込んだ関税法の改正案が参議院本会

議を通過、成立した。

３・３０ わが国政府は、４月下旬に開催される海賊対

策国際会議に向けて、東京でアジア各国の海

事政策当局および民間の海事団体による準備

会合を開催した。

外航労務協会と全日本海員組合は２０００年度

労働協約改定について最終合意した。ベース

アップについては、１３年ぶりにゼロとなった。

３・３１「港湾法の一部を改正する法律案」が参議院

本会議で可決成立し、同日付けで公布、施行

された。港湾の分類、特定重要港湾の定義明

確化や、港湾整備事業に対する国の負担率の

見直しなどの内容が盛り込まれた。また、こ

れに伴い、港湾法施行令も改正され、重要港

湾の指定が見直され、石狩港、大湊港、福井

港、八幡浜港、青方港、水俣港の６港が地方

港湾に変更となった。

この日までに船・機長２名配乗船２隻を含

む３隻の外国人承認船員配乗の「国際船舶」

が誕生した。

IMOは第８１回法律委員会を開催し、船舶

の燃料油による汚染損害に対する賠償に関す

る新条約案等について審議した。

４・６ ９２年油濁補償基金の臨時総会等が、IMO本

部で開催された。同総会ではエリカ号事件を

受けて、補償限度額の引き上げが提案され、

本年秋の IMO法律委員会で検討されること

となった。

４・１０ 運輸省は、１９９９年度の新造船建造許可実績を

発表した。それによると、２９５隻、９８８万８，０００

総トンで、隻数では前年度実績を１２隻上回っ

たものの、大型コンテナ船や VLCCが減少

したことで、総トン数は６年ぶりに１，０００万

総トンを下回った。

４・１１ 国際海運連盟（ISF）は、マニラで理事会・年

次総会を開催した。

４・１２ 国際海運会議所（ICS）は、マニラで理事会・

年次総会を開催した。

４・１３ 運輸省は、１９９９年度にわが国が実施したポー

トステートコントロール（PSC）において、

３６２隻の船舶に航行停止処分を課したことを

発表した。
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４・１４ IMOは、第４３回設計設備小委員会（DE）を

開催し、タンカーの縦強度規制強化問題等に

ついて審議した。

４・１７ アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）と

韓国海運研究所（KMI）は、ソウルでアジア

地域における海事産業者間の交流促進を目的

とした「船主、荷主、港湾の地域フォーラム」

を開催した。

４・１８ ２０００年港湾春闘が妥結した。

４・１９ 日本船舶輸出組合は、１９９９年度の輸出船契約

実績を発表した。それによると、２８８隻、１，０９７

万２，０００総トン、船価合計は８，６９５億円で、過

去２０年間で２番目の高水準となった。

テクノスーパーライナー（TSL）実用化法

案が、参議院本会議で可決成立した。

４・２８ わが国政府は、東京で海賊対策国際会議を開

催した。会合ではアジア各国が、船舶の安全

航行と乗組員の安全を確保するため、一致協

力して海賊事件防止のために取り組んでいく

ことを合意した。

運輸省は、高度道路交通システム（ITS）

の実現に向けた「２１世紀の交通運輸技術戦略」

の報告書をまとめた。これをもとに２１世紀初

頭の運輸技術審議会で運輸技術開発のあり方

を諮問する予定で、船舶版カーナビや他船を

自動回避するシステムなど「海の ITS」実現

を目指す。

４・２９ 政府は、平成１２年春の叙勲受章者を発表した。

当協会会員会社関係では、根本二郎日本郵船

会長が勲一等瑞宝章を受章された。

５・１７ 韓国船主協会と当協会は、ソウルで日韓船主

協会会談を開催し、両国海運の現状と展望等

について意見交換した。

１１日に衆議院本会議で可決・成立した港湾

運送事業法改正案が公布された。これにより

本年１１月頃には対象１２港で一般港湾運送事業

などの事業免許制が許可制に、認可料金制が

届出制に改められ、規制緩和が先行実施され

る。

５・１８ 第９回アジア船主フォーラム（ASF）ソウル

総会が開催され、アジア海運業界の共通利益

に関わる様々な問題等について議論された。

５・１９ １２日に参議院本会議で可決・成立した港湾労

働改正案が公布された。これにより早ければ

本年１０月にも対象７港（６大港）の港運事業

者は常用労働者の相互融通が可能となる。

５・２４ 海運大手３社の２０００年３月期決算が出揃った。

それによると定期船部門の黒字化やコスト削

減努力が寄与し、３社とも大幅増収となった。

５・２６ OECD（経済協力開発機構）は、海運委員会

と競争政策委員会の合同ワークショップを開

催し、船社間協定の独禁法適用除外制度の見

直し問題について議論した。

IMOはロンドンで第７２回海上安全委員会

を開催し、タンカーの構造に関する検査強化

や SOLAS条約第�章の総合的見直し等の問
題について審議した。

６・１３ 日本船員福利雇用促進センター（SECOJ）は、

国際船舶制度推進調査第１２回委員会（委員

長：谷川久 成蹊大学名誉教授）を開催した。

６・１６ 国際海事局（IMB）は、今年２月にタイのプ

ーケット沖で海賊に襲われた日本船社が運航

していたケミカルタンカー「Global Mars号」

が香港付近で見つかったと発表した。

６・２１ 当協会は第５３回通常総会を開催した。

６・２３ 中央職業安定審議会は港湾労働部会を開催し、

改正港湾労働法で新設された港湾労働者派遣

事業の申請者の許可基準や派遣労働者の就労

日数の上限等、政省令・大臣告示・許可基準

案を承認した。

６・２８ 大蔵省、運輸省、海上保安庁は、入出港手続

きのワンストップ化を狙いに、大蔵省の税関

システムと運輸省の入出港管理システムを

２００１年をめどに接続すると発表した。

６・３０ 発展途上国に対する海事関係の国際協力を推

進してきた財団法人海事国際協力センター

（MICC）が解散した。なお、同センターの業

務は、財団法人日本船員福利雇用センター

（SECOJ）および財団法人海事産業研究所に

継承されることとなっている。
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京浜地区所属（７７社）

ア ク ト マ リ タ イ ム 株 式 会 社 取締役社長 津 郷 卓 見

旭 海 運 株 式 会 社 取締役社長 下玉利 康 雄

旭 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 立 石 信 義

東 海 運 株 式 会 社 取締役社長 関 司満雄

株式会社ブルーハイウェイライン 取締役社長 若 杉 � 俊

千 葉 商 船 株 式 会 社 取締役社長 木 内 志 郎

第 一 中 央 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 稲 田 正 三

第 一 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 関 美 英

大 東 通 商 株 式 会 社 取締役社長 小 宮 光三郎

イースタン・カーライナー株式会社 取締役相談役 � 井 太 郎

平 和 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 桑 山 恵 一

日 之 出 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 小 林 宏 志

邦 洋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 内 藤 吉 起

宝 洋 海 運 産 業 株 式 会 社 取締役社長 児 玉 常 弘

出 光 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 岡 村 善 晴

飯 野 海 運 株 式 会 社 取締役社長 太 田 健 夫

株式会社インターパシフィック・ラインズ 取締役社長 岩 井 洋

インターエイシアライン株式会社 取締役社長 本 荘 卓 彌

板 谷 商 船 株 式 会 社 取締役社長 板 谷 宮 吉

神 原 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 神 原 眞 人

関 汽 外 航 株 式 会 社 取締役社長 有 井 晋

川 崎 近 海 汽 船 株 式 会 社 取締役会長 毛 利 盟

京 北 海 運 株 式 会 社 取締役社長 小 川 延 夫

近 海 郵 船 株 式 会 社 取締役社長 齋 藤 正 一

国 際 エ ネ ル ギ ー 輸 送 株 式 会 社 取締役社長 緒 方 浩 文

国際マリントランスポート株式会社 取締役社長 南 野 孝 一

栗 林 物 流 シ ス テ ム 株 式 会 社 取締役社長 栗 林 宏 吉

栗 林 商 船 株 式 会 社 取締役社長 栗 林 宏 吉

共 榮 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 瀬 戸 靖 雄

日 本 船 主 協 会 会 員 名 簿 （地 区 別
アルファベット順）

（２０００年４月１日現在）
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共 和 産 業 海 運 株 式 会 社 取締役社長 三 輪 大 成

株式会社マリテックマネージメント 取締役社長 大河原 豊 重

三 菱 鉱 石 輸 送 株 式 会 社 取締役社長 泉 浩

三 井 近 海 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 石 田 � 四

株式会社エム・オー・シーウエイズ 取締役社長 梅 谷 一 城

宗 像 海 運 株 式 会 社 取締役社長 市 倉 則 勝

株式会社ナカタ・マックコーポレーション 取締役会長 中 田 貞 雄

ナ ビ ッ ク ス 近 海 株 式 会 社 取締役社長 田 村 茂

日 本 マ リ ン 株 式 会 社 取締役社長 井 出 松 雄

日 本 海 運 株 式 会 社 取締役会長 後 藤 隆

日 本 海 洋 事 業 株 式 会 社 取締役社長 松 原 功 一

日 本 サ ル ヴ ヱ ー ジ 株 式 会 社 取締役社長 草 野 計 重

日 本 水 産 株 式 会 社 取締役社長 垣 添 直 也

日 本 郵 船 株 式 会 社 取締役社長 草 刈 隆 郎

日 産 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 大 島 光 夫

日 産 専 用 船 株 式 会 社 取締役社長 川 名 義 一

日 伸 海 運 株 式 会 社 取締役社長 藤 井 弥 生

日 正 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 相 澤 達

株 式 会 社 ニ ッ ス イ シ ッ ピ ン グ 取締役社長 河 西 邦 夫

日 鐵 物 流 株 式 会 社 取締役社長 池 田 幸 生

日 鉄 海 運 株 式 会 社 取締役社長 川 戸 健

エ ヌ ケ ー ケ ー 物 流 株 式 会 社 取締役社長 三 好 英 明

三 光 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 川 井 貞 雄

株 式 会 社 サ ン マ リ ン 取締役社長 島 津 正 利

三 洋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 三 木 孝 幸

関 兵 海 運 株 式 会 社 取締役社長 関 駿 也

新和ケミカルタンカー株式会社 取締役社長 及 川 睦 夫

新 和 海 運 株 式 会 社 取締役社長 鷲 見 嘉 一

新 和 内 航 海 運 株 式 会 社 取締役社長 梅 村 克 彦

株 式 会 社 商 船 三 井 取締役社長 生 田 正 治

商 船 三 井 客 船 株 式 会 社 取締役社長 宮 � 通

昭 和 シ ェ ル 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 三 浦 晧 功

昭 和 油 槽 船 株 式 会 社 取締役社長 伊 藤 雅 夫

太 平 洋 沿 海 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 秋 山 滋

会 員 名 代表者役職名・氏名
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太 平 洋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 石 川 有 一

太 平 洋 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 秋 山 滋

太 平 洋 興 発 株 式 会 社 取締役社長 池 田 � 之

玉 井 商 船 株 式 会 社 取締役社長 玉 井 洋 吉

反 田 海 運 株 式 会 社 取締役社長 反 田 邦 彦

反 田 産 業 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 反 田 邦 彦

東 朋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 三 河 尚 義

東 海 商 船 株 式 会 社 取締役社長 三 宅 弘

東 京 マ リ ン 株 式 会 社 取締役社長 桑 野 訓

東 京 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 金 盛 啓太郎

東 京 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 松 永 宏 之

鶴 見 輸 送 株 式 会 社 取締役会長 山 崎 茂

上 野 ト ラ ン ス テ ッ ク 株 式 会 社 取締役社長 上 野 孝

雄 洋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 甲 斐 勝

阪神地区所属（３５社）

旭 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 矢 島 豊

第 一 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 飯 塚 秋 次

大 光 海 運 株 式 会 社 代表取締役 金 子 勝 信

大 日 イ ン ベ ス ト 株 式 会 社 取締役社長 石 坂 公 孝

芸 州 海 運 株 式 会 社 取締役社長 城 戸 常 太

八 馬 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 森 岡 弘 平

乾 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 乾 英 文

株 式 会 社 関 西 テ ッ ク 取締役社長 上 山 清 治

川 崎 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 � 長 保 英

神 戸 棧 橋 株 式 会 社 取締役社長 前 川 弘 幸

神 戸 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 原 田 弘

神 戸 日 本 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 小 國 重 美

国 華 産 業 株 式 会 社 取締役社長 柾 木 久 和

日 下 部 建 設 株 式 会 社 取締役社長 松 野 信 久

株 式 会 社 協 成 ラ イ ン 代表取締役 真 木 克 朗

枡 本 海 運 産 業 株 式 会 社 取締役社長 枡 本 守 生

明 治 海 運 株 式 会 社 取締役社長 内 田 和 也

浪 速 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 福 岡 孝 一
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ニ ュ ウ ズ マ リ タ イ ム 株 式 会 社 取締役社長 石 川 晃

日 産 プ リ ン ス 海 運 株 式 会 社 取締役社長 長 手 裕

新 田 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 新 田 仲 博

大 阪 船 舶 株 式 会 社 取締役会長 小 谷 道 彦

佐 藤 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 佐 藤 忠 男

佐 藤 國 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 佐 藤 國 臣

セ ン コ ー 株 式 会 社 取締役会長 馬 場 英 次

瀬 野 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 瀬 野 利 一

神 鋼 物 流 株 式 会 社 取締役社長 岸 本 堅太郎

正 栄 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 檜 垣 榮 治

田 渕 海 運 株 式 会 社 取締役社長 田 渕 雄一郎

太 洋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 田 中 溥 一

大 窯 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 守 石 恵 三

株 式 会 社 辰 巳 商 会 取締役社長 高 森 昭

東 慶 海 運 株 式 会 社 取締役社長 長谷部 安 俊

東 興 海 運 株 式 会 社 取締役社長 井 � 大 介

東 和 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 長 手 裕

九州地区所属（７社）
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